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船引町
中心市街地活
性化による地
域再生計画

1165 1165010 120010

役場発行の証明書
交付事務及び公共
施設の管理運営の
民間委託

現在、地方公共団体にしか認められていな
い証明書等の交付事務及び公共施設の管理
運営も民間委託することを可能とする。

中心市街地活性化事業で建設予定の駅舎の中に行
政コーナーと健康増進憩いのサロンを設け、証明
書等の発行と、駅舎の管理運営をＴＭＯなどの民
間組織に委託したい。

現在、役場の証明書等の交付事務は地方公共団体
に限られているが、利用者の利便性向上のため、
ＦＡＸ等による交付事務及び駅舎の管理運営を民
間団体に委託し、中心市街地の活性化を同時に実
現する。

6  

裾野市
人口減少地域
再生事業

1227 1227010 120020

都市計画法、農業
振興地域の整備に
関する法律の権限
委譲

都市計画法による線引きの見直しと農業振
興地域の整備に関する法律の農業地域の除
外についての自由裁量権

再生地域の一部地域を対象に区画整理事業を組合
施行で行い、農園付宅地分譲を行なう。

都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律の
規制が足かせとなっている。 7

浜松市
世界都市浜
松・地域経済
振興構想

1287 1287020 120030
公共空間及び公共
施設における広告
物の掲示

都市公園法施行令第18条の弾力的な運用，
解釈により，都市公園等公共空間，公共施
設においても，広告物を掲示し，民間資金
の活用を図る。

都市公園等公共空間，公共施設において，広告物
の掲示ができるよう弾力的な運用をお願いした
い。また，市広報紙等公共印刷物への広告の掲載
など民間資金を積極的に活用できるよう，その普
及に当たっては，各府省庁においても率先して活
用していくようお願いしたい。

　公共空間，公共施設等においては，民間活力，
資金を利用した運営が困難であり，広告物の掲示
により，施設改善や本市の行政改革にもつながる
ため。

8
都市公園法施行令第18条は国の設置に係る都市公園における行為の禁止規
定であり、地方公共団体の設置に係る都市公園における行為の禁止規定に
ついては、当該地方公共団体の条例で定める。

小松市
小松東部活性
化構想

1101 1101010 120040
民間による公共施
設の整備に対する
行政の支援

民間による公共施設の整備を認め、その経
費を行政が期間を定め支払う。

区画整理事業区域内の都市計画道路の整備を区画
整理事業の施行主体である組合に委任し、道路の
早期供用を図る。整備費の組合への変換期間につ
いては、行政の財政状況を勘案し、柔軟に設定す
る。整備費については、補助事業に準じ、国と市
が負担する。都市計画道路の早期供用を立地前提
とする民間商業施設の希望に応えることにより、
民間投資の誘発を促すことができる。ひいては、
地域の活性化、商業施設等の雇用創出、区画整理
事業の採算性の向上等が期待できる。行政として
も、年度別公共投資額の平準化を図ることができ
ると同時に計画的に都市基盤を強化できる。

現況補助制度では、基幹的な街路の整備主体は地
方公共団体である。また、国の債務予算制度は、
用地国債ややむを得ず複数年度にまたがる大規模
構造物以外は認められておらず、単年度で整備区
間を区切ることができる道路においては、整備完
了後、補助は打ち切られる。財政状況が厳しい自
治体の事業工程では、変化が激しい民間需要に機
敏に対応できない。

組合等区画整理補助事業実施要領等

組合等が施行する土地区画整理事業において、その経
費に対し地方公共団他が組合等に補助を行う場合、都
市計画道路を用地買収方式により整備することとして
積算した事業費の額を限度として、地方公共団体に対
し補助することができる。

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創
設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあることに適合
しないため、今般の提案募集の対象外であると考える。

福島市

オープンカ
フェの設置に
よる地域再生
計画

1119 1119010 120050
公共施設の柔軟な
利活用の実現

　スムースな施設の有効活用を図るために
は、不法占用の排除などに留意しつつ、施
設の占用許可方針や占用形態などについ
て、管理者である自治体が策定できること
とする。

　施設の占用許可方針や占用形態などについて、
管理者である自治体が策定できるようになり、
オープンカフェ設置が可能となることにより、中
心市街地の賑わいが創出されることで、経済の活
性化と雇用の拡大を行う。

現在オープンカフェ設置の希望があるが、方針や
形態等に係る様々な規定があり、制約されている
ため、設置されるに至っていない。

道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続し
て道路を使用しようとする場合においては、道路管理
者の許可を受けなければならない。

2,
5
Ⅴ

　地域活性化等の観点から行われるイベント等の実施に伴う道路占用の円
滑化に資するよう、全国における道路占用許可を伴う路上イベント等に関
する事例調査から得られた様々な工夫方策等を、オープンカフェの事例を
含めて、平成１５年度中に周知する予定である。
　さらに、民間事業者等を含めて、地域の合意に基づいて街の賑わいに資
する多様な活動が可能となるよう、一層弾力的な許可の運用が図られるた
めの措置を今後講ずることとする。
　なお、地方公共団体が管理する道路における占用許可については、道路
管理者たる地方公共団体が、地域のニーズや実情を踏まえて現に自ら基準
を策定できる。

北九州
市

小倉都心・門
司港レトロ地
区集客活性化
事業

2083 2083010 120060
道路における指定
管理者制度の導入

　民間事業者による道路の管理は、本来道
路法の趣旨が「道路直轄管理の原則」から
管理委託を認めなかった経緯がある。
　「特別法」の制定若しくは新たな解釈を
通知することにより、指定管理者制度を設
け、管理を限定的（項目と区域）に代行さ
せる。内容は、日常管理（道路の清掃、植
樹の剪定、電気機械設備管理、民間の土地
利用を総合的に管理）程度と考えられる。
　道路付属物駐車場の管理については、効
率的な運用を図るため、利用料金制度の採
用を可能にする。

　項目と区域を限定して、道路の日常的な管理
（道路の清掃、植樹の剪定、電気機械設備管理等
の管理権限）を指定管理者制度により民間事業者
に代行させる。
　他の公の施設の指定管理者と相まって、限定的
な地域を一民間事業者が管理（複数の管理者に跨
るエリアを一括管理）することで、住民ニーズを
反映した質の高い管理が可能となり、より集客環
境が向上する。維持管理に係る行政コストも削減
できる。
　また、道路付属物駐車場を指定管理者が運営
し、民間駐車場との管理、統一的なサービス等の
設定を可能とする。
（例）小倉都心部の２市営駐車場と近隣の民間に
よる駐車場のサービス内容を統一することが可能
等

　行政の管理は、画一的な管理になりがちであ
る。現状では、道路の管理を指定管理者に代行さ
せることができないため、都心部、観光地として
の魅力が減退している。
　また、道路付属物駐車場は利用料金制を採るこ
とができないため、効率的な運用のネックとなっ
ている。また、民間駐車場と統一的なサービス等
の設定ができれば、利用者にとって便利であり、
民間駐車場に集中するために発生する交通渋滞の
解消も図れる。

地方自治法244条-2(公の施設の設置、管理
及び廃止）、道路法第16条（市町村道の管
理）

道路の管理は、道路法による道路管理者が行うことと
されている。（道路法13条、15条、16条）

2 Ⅴ
　道路の管理については、地方公共団体における管理の実態を調査の上、
指定管理者が管理できる範囲の整理を行い、指定管理者制度も活用できる
旨を新たに通知。（平成１５年度中）

西郷町
観光を機軸に
交流・産業を
創出するまち

2066 2066060 120070

・イベント実施時
の管理権限の移譲
・イベント実施時
の許認可事務手続
きの簡略化と窓口
の一元化

・イベント実施時に限り、必要となる様々
な許認可については町に管理権限を移譲す
る。
・イベント実施時に限り、それらに関する
許認可事務手続きを簡略化し申請窓口を一
元化する。

イベント実施時に限り国・県が管理する公共施設
の、管理権限を町に移譲することや、その事務手
続きを簡略化や窓口を一元化することで、地域の
活性化や交流人口の拡大を図る。

形状変更を伴わないイベント等による一時的使用にお
いても、占有あるいは使用許可等が求められ、また、
道路使用許可を求める場合、県と警察の双方に書類を
提出するなど、手続きが煩雑で多くの時間を取られ
る。地域や民間によるイベントでの利用を促進するた
め、これを容易する。

道路法第13条、15条、16条、32条

　道路の管理は、道路法による道路管理者が行うこと
とされている。（道路法13条、15条、16条）
　道路に物件等を設けて継続して道路を使用する場合
には、道路管理者の占用許可を受ける。（道路法32
条）
　道路管理事務は、道路の種別ごとに、各道路管理者
（地方整備局、都道府県、市町村）が行っている。

3
地域活性化等の観点から行われるイベント等の実施に伴う道路占用の円滑化に資す
るよう、全国における道路占用許可を伴う路上イベント等に関する事例調査から得
られた様々な工夫方策等を平成１５年度中に周知する予定。
　占用制度は、道路の特別使用であって、一般交通の用に供するという道路の本来
的機能を阻害しない範囲内で認められているものであることから、その許可は、当
該道路の円滑な交通の確保も含めて責任をもって管理している道路管理者が行うこ
ととされている。従って、イベント等に関する占用許可を当該道路の道路管理者で
はない市町村に行わせることは困難。

市町村において道路の円滑な交通の確
保も含めて責任をもって管理することが
できれば、管理権限を移譲することは
可能ではないか。再度検討し回答され
たい。

2 Ｖ

　国道・県道の道路占用許可申請に、地
域再生等の観点から支援する路上イベン
ト等に関し、市町村の意見が付されている
ときにおいて、市町村の意見を尊重して道
路占用許可の判断が行われるよう取りは
からう。

福島県
南会津観光支
援と交流人口
拡大

1201 1201010 120080
道路管理者以外の
施設整備

観光関係等民間事業による道路標識の設置
及び管理

・民間や市町村の裁量で県管理施設を活用し、地
域の活性化を図るため
・観光関係等民間事業による道路標識の設置及び
管理

民間のノウハウ、主体性が導入されないと、機能
的、画一的な道路標識となっているため

・道路法第３２条
・道路法第４５条第２項 5

・道路法第４５条第２項の規定により「道路の構造を保全し、又は交通の
安全と円滑を図るため」、道路管理者が道路標識を設置することとしてい
る。
・民間業者等の設置するものについては、占用許可により対応可能であ
る。

福島県
南会津観光支
援と交流人口
拡大

1201 1201020 120090
道路管理権限の委
譲

道路区域の利活用に関係した範囲に限定し
権限を県から市町村に委譲

・民間や市町村の裁量で県管理施設を活用し、地
域の活性化を図るため
・道路区域の利活用に関係した範囲に限定し権限
を県から市町村に委譲

民間と密着・連携している市町村の主体性が発揮され
ないため。

道路法第13条、15条、16条
道路の管理は、道路法による道路管理者が行うことと
されている。（道路法13条、15条、16条）

3
　今国会提出予定の「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計
画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律（仮称）」において、
都市再生整備計画に位置付けられた一定の補助国道又は都道府県道に関す
る事業については、市町村が実施することができるものとする予定。
  道路法第２４条の承認は、一般交通の用に供するという道路の本来的機
能を阻害しない範囲内で、当該道路の円滑な交通の確保も含めて責任を
もって管理している道路管理者が行うこととされている。従って、道路法
第２４条の承認を当該道路の道路管理者ではない市町村に行わせることは
困難。

市町村において道路の円滑な交通の確
保も含めて責任をもって管理することが
できれば、管理権限を移譲することは
可能ではないか。再度検討し回答され
たい。

2 Ｖ

　国道・県道の道路占用許可申請に、地
域再生等の観点から支援する路上イベン
ト等に関し、市町村の意見が付されている
ときにおいて、市町村の意見を尊重して道
路占用許可の判断が行われるよう取りは
からう。

山梨市
河川占用区域
内の都市公園
有効活用構想

1147 1147010 120100
河川法による営業
等の規制緩和

河川占用区域内の都市公園での民間事業者
等への営業許可及び公園運営上の入場料徴
収等の規制緩和

①公園内の動物園あるいは、公園での入場料徴収
②公園内人造湖の民間事業者による釣堀・遊戯
ボートレンタル営業ができるようにする。
このことにより、民間事業者の参入が可能とな
る。

河川占用許可を受けた市が、民間事業者に営業許
可の公園占用許可を出せない。また、市が入園料
等の徴収も出来ない状況である。そのため、民間
事業者への都市公園管理が可能となるように、公
園等の入場料や使用料の徴収、営業活動の許可が
必要である。

河川法第２４条、河川敷地占用許可準則第
６

現在、河川敷地の占用主体については河川敷地占用許
可準則第６の規定により、国又は地方公共団体等の公
的主体に限っているところであるが、都市再生プロ
ジェクト区域内である道頓堀川、太田川等について、
当面社会実験として、試行的に民間に対してもオープ
ンカフェ、イベント施設等の河川敷地利用を認める方
針。

8
地方公共団体等の公的主体が占用許可を受けている公園について、入場料
等を徴収することは現行で対応可能です。また、本要望において釣り堀、
ボートレンタル事業の実施を予定している人造湖については、土地改良区
等地元利害関係者との調整が未了であるため利用できないものであって、
占用許可の仕組みに係るものではありません。

北九州
市

小倉都心・門
司港レトロ地
区集客活性化
事業

2083 2083030 120110
河川管理における
指定管理者制度の
導入

河川の管理は、河川法で河川管理者による
管理と定められている。「特別法」の制定
若しくは新たな解釈を通知することによ
り、指定管理者制度を設け、管理を限定的
（項目と区域）に代行させる。内容は、日
常管理（河川管理道の点検・監視・清掃、
隣接する民間の土地との複合利用を含めて
総合的に管理）程度と考えられる。

　項目と区域を限定して、河川の日常的な管理
（河川管理道の点検・監視・清掃、隣接する民間
土地との複合利用を含めて総合的に管理）を指定
管理者制度により民間事業者に代行させる。
　他の公の施設の指定管理者と相まって、治水上
問題のない限定的な地域を一民間事業者が管理
（複数の管理者に跨るエリアを一括管理）するこ
とで、住民ニーズを反映した質の高い管理が可能
となり、より地域再生に寄与できる。

　河川の管理は、治水、利水及び河川環境の整備
と保全が主な目的である。治水上問題のない限定
的な地域であっても、民間が管理（複数の管理者
に跨るエリアを一括管理）することが出来ないた
め、柔軟な管理が出来ない。

地方自治法第２４４条の２第３項

地方自治法の「指定管理者制度」は、改正前の地方自
治法第２４４条の２第３項の規定による委託制度
（「管理委託制度」）における管理受託者の権限に加
え、必要に応じて使用許可権限を含めて指定管理者に
行わせることを主体を限定せずに可能とした制度です
（平成１５年７月１７日付総行行第８７号総務省自治
行政局長通知参照）。

2 Ⅴ

河川については、その管理上の特性に留意しつつ、指定管理者が管理でき
る事務の範囲について整理を行い、平成１５年度中に一定の範囲の事務に
ついて「指定管理者制度」の適用を認める旨通知することとしています。
当該事務について「指定管理者制度」を活用することなく業務委託を行う
ことが従前どおり可能であるほか、委託する管理の内容に応じ「指定管理
者制度」によることも可能となります。

1/80
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㈱北海
道二十
一世紀
総合研
究所

河川環境管理
の包括的民間
委託

3038 3038010 120120

河川環境管理の民
間による統括的な
業務推進に向けた
データベース作成
や危機管理マップ
等の作成

１．国、都道府県、市町村、（民間）が管
理しているすべての河川の管理に必要とさ
れる水質測定、危機管理データの作成等の
包括的な民間委託
２．上記データ作成に関する予算措置（新
設でなく既存の河川関連または環境保全関
連の予算枠の活用）

1．河川の各管理主体が保有するデータの開放
２．１によるデータの活用や新規の環境測定デー
タの作成による河川ＥＳＩマップの作成に対する
支援措置
３．ＥＳＩマップをベースに、河川流域自治体が
共通して活用できる危機管理システムの構築や日
常の環境管理主体（住民やＮＰＯを含む）の在り
方を河川流域全体で検討するための仕組みづくり

増加傾向にある河川における水質事故への対応、
河川の環境保全ニーズの高まりに対して、河川を
一体化させた管理システムの導入が不可欠であ
る。しかし、わが国では、河川の管理主体が細分
化されているために、海洋や諸外国で構築されて
いる環境脆弱性指標地図（ＥＳＩ
（Environmental Sensitivity Index）マップ）
が作成されていない。現状では、流域管理マップ
が国により作成されているものの、有害物質の河
川への流出の際の迅速な対応や河川全体の環境保
全対策については、十分でない状況にある。
この対応のために、管理主体の異なる河川を包括
化したＥＳＩの作成を民間主体で行い、これを
ベースに地域におけるリスク管理のあり方と管理
主体のあり方を再検討する必要がある。

河川法

河川の環境を把握し、良好な河川環境の保全・復元を
行うためには、環境情報をGISとしてベース化し、それ
ぞれ重ね合わせて検討することが有効な手段である。
このため、過去の「河川水辺の国勢調査」の調査結果
を全てデータベース化し、かつ、これをGISとして処理
する河川環境GISの開発を進めるとともに、現在、各事
務所のホームページ等でデータの公開を進めている。
また、河川、湖沼等の水質についても、平成１４年度
よりＷＥＢ上において水文水質データベースとして公
開を実施している。

5(
河川
ESI
ﾏｯﾌﾟ
作成
支援
につ
いて
は

3)

河川水質事故の対応については、全ての一級水系において、河川管理者
（国、都道府県）と流域の市町村、利水者等からなる「水質汚濁防止連絡
協議会」を設置しており、事故発生時の連絡体制の設定や対策の訓練など
を実施しており、水系一貫での危機管理体制が確立されています。また河
川局においては、水に関するあらゆる情報を収集整備し、国民がそれを共
有し、活用することによって実現された、安全で多様な文化を持つ国土
（水情報国土）の構築を進めているところです。この一環として、水質事
故対策についても、河川ＧＩＳにおいて、水路構造物マップ、取排水系統
図、危険物取扱所マップ、水文・水質データベース等を整備することとし
ています。

舘岩村
商工会

砂防のリサイ
クル

3069 3069010 120130
自然を守る砂防の
リサイクルと雇用
創出

自然を守るために作られた砂防ダムが、土
砂の堆積を除去しないため、かえって自然
破壊の現況になっている。国土交通省の法
律によって現状は守られているが、自然環
境の保全や地域の視点から考えていないた
め、隘路が生じている。

従来の公共事業が減少しているので、ダンプ
カー・ユンボー・労働力などを、当地域の重要な
部分の再生に向ける。

奥まった当地域で誘客出来るのは、清流があり釣
り人に宣伝しているからです、川を守るのは魚を
放流したり地域住民の生きる糧であります。

砂防法第５条・１３条 通常砂防事業において実施 8
37.に示した法令等により、通常砂防事業において、地形条件から通常の
砂防工事が困難な箇所かつ土砂災害の恐れが大きく緊急的に対策を実施し
なければならない箇所に限り､既設砂防えん堤の除石が実施可能である
が、個別事業の採択要望については、今回の提案募集の対象外であると考
えます。

広島県

行政サービス
の民間開放に
よる地域の新
たなビジネス
機会等の創出

2042 2042040 120140
県営住宅の管理業
務の指定管理者制
度の導入の推進

県営住宅の管理について，指定管理者制度
の導入が可能となるよう，国（国土交通
省）において，同制度の導入の適否につい
て早急に整理すること。

県営住宅の管理について，指定管理者制度を導
入。（新たなビジネス機会や雇用機会の創出など
の効果）

公の施設の管理については，地方自治法改正によ
り，民間企業も対象とした「指定管理者制度」が
導入されたところであるが，県営住宅における指
定管理者制度の適用については，公営住宅法との
関連など，国土交通省において検討中であり方針
が出ていない。

地方自治法第244条の２第３項

昨年の地方自治法の改正において指定管理者制度が創
設され、民間事業者を指定管理者に指定することによ
り公の施設の管理を行わせることも可能となったとこ
ろ。
公営住宅の管理についても指定管理者に行わせること
が可能であるが、公営住宅制度は政策性が強いもので
あるため、入居者の決定等公営住宅法上事業主体が行
うこととされているものについては指定管理者に行わ
せることは適当ではない。

2 Ⅴ 今年度中のなるべく早い時期に、公営住宅管理と指定管理者制度について
の通知を発出することとしている。

広島県

行政サービス
の民間開放に
よる地域の新
たなビジネス
機会等の創出

2042 2042050 120150
公営住宅等に係る
ＰＦＩ事業の推進

ＰＦＩ方式により整備する施設の国庫補助
対象事業について，国庫債務負担行為の措
置を講じるとともに，買取りにあたり分割
支払いを可能とすること

ＰＦＩ事業により公営住宅等をＢＴＯ方式で実
施。買取りは数年にわたり分割して支払う。

ＢＴＯ方式により整備する施設について，一括し
て買い取る場合，国庫補助予算確保の担保が取れ
ないこと，また，一時期に多額の財源が必要とな
ることから，事業の安定性等が保てない。

ＰＦＩ事業による公営住宅整備をＢＴＯ方式で実施す
ることは、公営住宅の買い取りにより実施可能。その
際の補助金の交付は、買取り費用のうち整備費用相当
分を補助対象として支出。また、年度をまたいだ分割
買い取りの場合には、各年度、分割して補助金の交付
を行っている。

５
・
８

公営住宅を分割して買い取る場合には、補助金の支出を分割して行うこと
は、現行制度上も可能。

買い取り公営住宅に対する補助金について、国庫債務負担行為により、後
年度に繰り延べて支出する取扱いとはしておらず、「地域再生構想の提案
募集について」（内閣官房地域再生推進室平成15年12月19日において『第
１（２）二　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な財政支出を伴わ
ないものであること』とあるため。

広島県

行政サービス
の民間開放に
よる地域の新
たなビジネス
機会等の創出

2042 2042060 120160
ＰＦＩの積極的活
用の推進

・国庫補助事業をＰＦＩ事業として実施す
るに当たり，その手法の如何を問わず，従
来の場合と同様の財政支援策を講じるこ
と。
・また，特定の用途に限定された公共施設
用地として国庫補助事業で取得した土地に
その補助の目的外の民間収益施設を合築す
ることが可能とすること。

公共施設等の整備等について，ＰＦＩ方式の円滑
な導入及び最も効果的・効率的なＰＦＩ事業手法
の採用を可能にするため，
①ＢＴＯ等の手法を問わず採用可能な国庫補助事
業とする。
②公共施設と民間収益施設の複合施設を設置可能
とする。
ことにより，一層の民間活用の推進を図る。

従来方式とＰＦＩ方式，また，ＰＦＩ方式におい
てもＢＴＯとＢＯＴなどの手法の如何により，国
庫補助金等の国の支援措置が異なる。
また，国庫補助事業として取得した土地に民間の
収益施設を建設する場合には補助金を返還するこ
ととなる。

①ＢＴＯ方式による公営住宅の整備に対しては、原
則、買取り費用のうちの整備費用相当分を補助対象
に、補助率１／２の国庫補助を支出している。
②補助事業により取得した公営住宅用地に、公営住宅
以外の用途の施設を建設する場合の補助金の取扱いに
ついては、当該施設の目的や用途により補助金返還の
可否を個別に判断している。

5

①ＢＴＯ方式による公営住宅の整備に対する補助は、従来方式である買取
り公営住宅に対する補助と同様、整備費用相当分の１／２に対する補助で
あり、従来方式とＰＦＩ方式とに国庫補助金の支援措置の差は無い。な
お、公営住宅の整備をＢＯＴ方式で行うことは想定されていない。
②国庫補助事業して取得した土地に民間の収益施設を建設する場合の補助
金返還の可否については、当該施設の目的・用途により個別に判断してい
る。

各省庁所管の国庫補助制度について、
PFI事業の推進を図るため、BOT方式も
含めPFI事業を補助対象とするよう各種
補助要綱等の見直し等必要な措置を講
ずるよう検討し回答されたい。

5

公営住宅の整備は、借上げ（ＢＯＯ）方式
により対応が図られてきたところであるた
め、前回回答において「ＢＯＴ方式で行う
ことは想定されていない」と記載したが、
当然、ＢＯＴ方式に対応することも可能で
ある。従って、公営住宅においては、ＰＦ
Ｉの手法の如何に関わらず国庫補助金の対
象とすることは可能である。

北九州
市

小倉都心・門
司港レトロ地
区集客活性化
事業

2083 2083060 120170
民間事業者による
港湾施設使用の許
可

　港湾施設の管理は、港湾法で港湾管理者
による管理と定められている。「特別法」
の制定若しくは新たな解釈を通知すること
により、指定管理者制度を設け、管理を限
定的（項目と区域）に代行させる。内容
は、日常管理（港湾交通施設・港湾環境整
備施設の清掃、民間の土地利用を総合的に
管理）程度と考えられる。

　臨港交通施設や港湾環境整備施設など限定的な
地域で、港湾の日常的な管理（港湾交通施設・港
湾環境整備施設の清掃、電気機械設備管理、民間
の土地利用を総合的に管理）を指定管理者制度に
より民間事業者に代行させる。
　他の公の施設の指定管理者と相まって、限定的
な地域を一民間事業者が管理（複数の管理者に跨
るエリアを一括管理）することで、住民ニーズを
反映した質の高い管理が可能となり、より集客環
境が向上し、観光産業の振興等が図られる。維持
管理に係る行政コストも削減できる。

　港湾施設の管理は、港湾の秩序ある整備と適正
な運営が主な目的である。臨港交通施設や港湾環
境整備施設など限定的な地域であっても、民間が
管理（複数の管理者に跨るエリアを一括管理）す
ることが出来ないため、柔軟な管理が出来ない。

なし

地方公共団体が管理する港湾施設の管理に関して、日
常的な管理を第三者に行わせることは現状においても
可能である。 5 地方公共団体が管理する港湾施設の管理に関して、日常的な管理を第三者

に行わせることは現状においても可能である。

個人
県民福祉競馬
場の創生計画

3071 3071010 120180

１．競馬法第１条
の改正「都道府県
もしくは指定を受
けた市町村地方自
治体にのみ許可さ
れる」　２．公設
民営競馬の許認可

１．競馬法を改正し、公設民営での許認可
が受けられるようにする　２．都市計画に
おける用途指定地域規制の緩和　３．農振
地域・農地の多目的使用の許認可

１．競走馬育成訓練事業　２．馬場馬術馬育成訓
練事業　３．誘導馬育成訓練事業　４．温泉を利
用した家畜・ペットの保養・療養センター事業
５．元気老人・中高年婦人コミュニティーセン
ター事業　６．観光客周遊案内乗用車による市内
循環交通事業

地域振興、産業活性化、雇用の場創設 6

札幌市
交流と創造の
空間・活動づ
くり

1258 1258050 120190

PFI事業を推進する
ための税制措置，
補助金の弾力的適
用

PFI事業として公共施設等の整備を行う場
合の補助金交付や，税制措置について，地
方公共団体等が自ら事業を実施する場合と
イコールフッティングを図る。

PFI事業についても非課税措置がなされたり，BOT
方式，BTO方式に関わらず補助金が交付されるこ
とによって，PFI事業が一層推進され，行政サー
ビスの民間開放が促進される。

現行の制度では，課税措置を避けたり，補助金の
交付を受けやすくするために，BTO方式のPFIを採
用するケースが多くなりがちであり，所有も含め
た民間開放に結びつきにくい。

民間資金等の活用における公共施設等の整
備等の促進に関する法律(PFI法）

補助制度のPFI事業への適用については、整理を行い、
可能としている。 5

当省ホームページに「補助制度のPFI事業への適用状況」として公表して
いるとおり、BTO方式は補助可能であるし、BOT方式等は個別相談に応じて
いる。

各省庁所管の国庫補助制度について、
ＰＦＩ事業の推進を図るため、BOT方式も
含めＰＦＩ事業を補助対象とするよう各種
補助要綱等の見直し等必要な措置を講
ずるよう検討し回答されたい。

5
当省ホームページに「補助制度のPFI事業
への適用状況」として公表しているとお
り、BTO方式は補助可能であるし、BOT方式
等は個別相談に応じている。

大阪
府、Ｇ
ＩＳ大
縮尺空
間デー
タ官民
共有化
推進協
議会

官民連携の測
量基盤の整備
と活用

2038 2038010 120200

民間主体で整備・
更新される地図を
公共測量成果扱い
とする等

【一定の要件を満たす民間事業者が行う測
量について公共測量と同等の取り扱いとな
るよう測量法第５条もしくは４７条を改正
する】産官学が連携し、公共測量作業規程
と同等の品質を確保できるような、地図、
図面の作成ルール、更新ルールの策定を行
い、民間主導の事業主体による図面の作
成、更新を行ったものを、自治体が公共測
量の成果と同等のものとして扱えるように
する。【測量法第４５条に基づく届出に係
る手続き内容の簡素化】測量法の公共測量
に関する条項について、国土地理院が民間
企業などからの申請手続き・内容を簡略化
し、迅速な対応を行うようにする。また、
道路管理者と道路占用者間での申請手続き
である道路占用許可申請、道路管理者と所
轄警察署間での警察協議、道路占用者と所
轄警察署間での申請手続きである道路使用
許可申請の手続きで重複した図書の作成を
せずに、円滑に実施できるようにする。そ
のために道路占用許可申請、警察協議、道
路使用許可申請の3つの業務が連携する仕
組みの構築と共通で利用できる図面の作成
に関するルールの策定する。さらに、民間
企業による行政システムの開発、運用を行
う。

産官学の連携により、大阪府版の公共測量作業規
程を改正し、この規程に基づいて地図の作成を実
施する事業主体を設立し、地図の作成を行う。自
治体は、この主体が作成した地図を利活用する。
また、協議、申請の主体者である民間企業が中心
となる事業主体によるシステムの開発、運用を行
う。

電子納品、電子申請の施策が実施されており、デジタ
ル化された精度の良い図面の交換、流通が促進される
環境にあり、これらのデータの利活用によって整備コ
ストの縮減を図り、データの作り手である地場の中小
企業のＩＴ利用の促進、活性化を図る必要がある。そ
のためにも、自治体で利用する法定図書を従来の公共
測量に基づいた手法で作成せず、民間によって作成し
たものを利活用できる環境が必要である。また、申請
者は、同一の図面を複数作成して、個別に申請してい
る。そのためのコストは、利用者である住民の負担と
なっている。そのため、手続きの効率化、コストの縮
減を図る必要がある。さらに、自治体が申請システム
を構築しているが、利用者のニーズを満足しているも
のになっているとは限らない。利用者の主体的な参加
によって、システムの陳腐化の防止、行政コストの縮
減、サービスの向上が期待できる。

測量法　（詳細は添付資料）　　　第5
条、第6条、第33条、第45条、第47条

道路法第３２条第１項、同条第４項

【一定の要件を満たす民間事業者が行う測量について公共測
量と同等の取扱いとなるよう測量法第5条若しくは47条を改正
する】公共測量作業規程は、測量法第33条の規定のとおり、
測量計画機関が自ら定めるものであり、「地図、図面の作成
ルール、更新ルールの策定」はもちろん、事業に必要な測量
成果の質の要求レベルや品質を確保する手法について定める
ことになっている。また、基本測量及び公共測量以外の測量
であっても、公共団体等に許認可を受けて行う工事や補助を
うけて行う事業に資するものは、現在も測量法第47条に基づ
いて公共測量として指定することが可能であり、毎年度数件
の事例がある。　　【測量法第45条に基づく届出に係る手続
き内容の簡素化】測量法第45条では、基本測量及び公共測量
以外の測量の計画機関は、当該測量の実施をあらかじめ国土
交通大臣に届け出ることとされているが、これは、同条第２
項にあるとおり、当該測量成果が公共性を有するかどうかの
判断を行う等の目的で設けられたものである。当該測量の中
でも、一定の要件を満たすものについては、同法第47条に基
づき、国土交通大臣により公共測量として指定を受けること
が可能であり、現行の届出書式は、これを判断するために最
小限必要な項目であると考えている。また、同法第45条に基
づく手続きは届出のみであり、現在でも簡素なものである。
さらに平成15年度中にはインターネットを利用した電子申請
システムの稼動も予定しており、一層の手続きの簡素化を
図っている。
○道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路
を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受
けなければならない。
○同条第４項
　道路占用許可に係る行為が道路使用許可を受けなければな
らないものである場合においては、道路占用許可に係る申請
書の提出は、当該地域を管轄している警察署長を経由して行
うことができる。

5

2 Ⅴ

測量法第45条及び47条を適用することにより対応が可能である。

　

道路占用許可と道路使用許可の両方が必要な場合については、申請書を一
方の窓口に一括して提出できる制度の運用を促進させるなどして、一層の
簡素合理化を進めることとする。
　また、道路占用許可の申請については、その電子化を図るため、平成14
年度末に「地方公共団体における道路占用許可電子申請システム基本仕
様」を策定し、都道府県に対して、電子申請に係るシステムの整備を要請
しているところである。

提案者の要望は、測量法第45条及び第
47条の適用を受けることが困難のた
め、手続き・内容の簡素化を求めるとい
うものであり、その趣旨を踏まえ再度検
討し回答されたい。

5

測量法第33条に基づき各測量計画機関
が定めるほとんどの作業規程では、民間
事業者が行う測量であっても、測量計画
機関の承認と国土地理院の技術的助言を
受ければ、公共測量への利用が現在でも
可能となっている。また、測量法第45条に
基づく届出については、必要最小限の項
目を記入する手続きのみであり、現在でも
簡素なものであると考えているが、さらに
平成15年度中にはインターネットを利用し
た電子申請システムの稼動を予定してお
り、一層の手続きの簡素化を図っている。
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兵庫県

地産地消推進
地区づくり構
想（西播磨食
と悠の郷構
想）

2115 2115040 120210
民間事業者への国
土調査事業の開放

地方公共団体が実施している国土調査法に
よる地籍調査を一定の資格を有する民間事
業者にも開放し、調査成果を国土調査法に
定める成果として認定する。

地籍調査に必要な測量等全ての作業
（基本調査、土地の境界設定、測量、成果データ
作成・官民共有化）

現行では地方公共団体が実施している国土調査
は、民間事業者が行うことができないため、調査
の効率化や雇用・ビジネス機会の創出を図ること
ができない。そこで、地方公共団体が実施してい
る国土調査法による国土調査を民間事業者にも開
放し、その調査成果を国土調査法に定める成果と
して認定する必要がある。

国土調査法２条、同法１９条５項
地籍調査は、地方公共団体等が実施することとなって
いる。 5

地方公共団体が実施している地籍調査の民間事業者への開放については、
既に境界の測量や一筆地調査等の業務に関し、民間事業者に対して事務を
委託することができるように措置しているところであり、調査の効率化
や、副次的には雇用・ビジネス機会の創出を図っているところである。
また、民間事業者が行った調査については、その成果が国土調査の成果と
同等以上の精度・正確さを有すると認められる場合には、国土調査法１９
条５項の規定により国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定さ
れ、国土調査の成果と同様に取り扱うことが可能となっている。

㈱北海
道二十
一世紀
総合研
究所

地方分権・民
間主体型統計
分析の実施

3036 3036010 120220

地域経済動向に関
する統計の一元化
と地方主体の実態
把握

１．国で実施されている統計業務の都道府
県（市町村）への移管
２．公的主体で管理・実施している統計作
業、集計作業の民間への譲渡

１．地域の各種統計（人口、商業、工業、雇用動
向、景気動向、企業データベース等）で国で実施
されているものの都道府県（市町村）移管
２．地域企業による統計の一元管理と実施（地域
での臨時雇用者を中心とした雇用管理を含む）
３．地域企業による、地元企業や住民が利用しや
すい（利用促進につながる）形式へのデータの加
工、公表手法、デザインの検討
４．上記は、北海道での「道州制特区」の枠組み
で、試行することも考えられる。

１．失業率のように、地域では四半期ベースのみ
公表されるため、月きめ細かな雇用政策の立案が
困難な状況にある。
２．景気動向や世論調査等複数のアンケート調査
等が同一企業や個人に依頼される結果、多大な手
数をかけている。
３．一部統計については、都道府県レベルのデー
タ公表に留まり、市町村レベルでの施策推進に不
十分なデータもある。
４．総務省アンケートによれば、こうした統計結
果が市民や企業に有効活用されているとはいえな
い状況にある。
以上に対して、地域の民間企業の一元管理の上で
統計調査等を実施すれば、データの地域密着化や
データ集計・管理の効率化が図られるとともに、
データの有効活用を推進する。また、調査員の募
集・管理も地域企業が実施することにより、地域
での雇用創出につながる。

統計法、統計法施行令、各種調査規則等

【１．統計業務の都道府県への移管】　　　　　国が
行う基本的な統計調査は、国の現状を把握するため
に、国が本来果たすべき役割として、全国的な規模
で、一元的な企画の下、統一的な方法で実施されてい
るものであり、国の実態を把握するのみならず、地方
の実態を一定の範囲で把握できるものとして、その結
果が提供されているところである。
【２．統計作業、集計作業の民間への譲渡】
統計に関する各種事務の民間委託については、「国の
行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」（平
成11年４月27日　閣議決定）に基づき、統計作業等を
民間等へ可能な限り委託を行っている。

３
、
７
、
５

【１．統計業務の都道府県への移管】国が行う基本的な統計調査の実施に当たっては、左記の現状であるとともに、
統計法の趣旨に沿って、重複の排除、調査の簡素・合理化についても、常に配慮されているところである。しかし、
移管することによって、都道府県や市町村による調査の重複実施、調査実施者の経費負担や申告者負担が増加すると
ともに、更に一元的な企画の下で統一的な方法で統計調査が行われない事態により、調査結果の精度の低下等が起こ
り、調査の実施面及び調査結果の利用面の双方において混乱を生じる恐れが高い。また、統計調査によっては、経費
や精度面等から都道府県等に移管することが馴染まない統計調査があり、見極める必要がある。　　　　　　【２．
統計作業、集計作業の民間への譲渡】統計に関する各種業務の民間委託については、左記のとおり、推進を図ってい
るところである。また、指定統計調査の実施事務に係る民間委託に関しては、特区の第４次提案事項の中で総務省に
おいて回答済みである。指定統計調査以外の統計調査については、秘密の保護等解決すべき事項があるため、現在政
府部内において検討中である民間委託に係るガイドラインに沿って行っていくこととしている。

国が行う統計調査の都道府県（市町
村）への移管については、データの集計
管理の効率化や雇用創出の観点から、
要望を実現できないか再度検討された
い。

３
、
７
、
５

国が行う基本的な統計調査の実施に当たっ
ては、左記の現状であるとともに、統計法
の趣旨に沿って、重複の排除、調査の簡
素・合理化についても、常に配慮されてい
るところであり、移管することによって、
都道府県や市町村による調査の重複実施、
調査実施者の経費負担や申告者負担が増加
するとともに、更に一元的な企画の下で統
一的な方法で統計調査が行われない事態に
より、調査結果の精度の低下等が起こり、
調査の実施面及び調査結果の利用面の双方
において混乱を生じる恐れが高くなる。ま
た、統計調査によっては、調査対象数が少
なく国が直接調査を行う方が効率的なもの
や統計調査の設計上都道府県毎の集計が不
可能なものがあるなど経費や精度面等から
都道府県等に移管することが馴染まない統
計調査があり、見極める必要がある。な
お、受託業務として可能なものについて
は、統計調査事務の一部について既に都道
府県等に委託を行っているところである。

浜松市
世界都市浜
松・地域経済
振興構想

1287 1287010 120230

商業利用を可能と
する公共空間の占
用，使用主体及び
占用，使用施設等
の緩和

占用・使用許可の緩和
・占用，使用主体の拡大（管理者，地方公
共団体が適切と認める団体等）
・占用施設の制限緩和（地域経済の活性化
を目的に賑わいを創出する施設）
・占用許可の期間の制限の緩和（占用施設
が地域における目的達成のための期間を占
用期間と設定する。）

公共空間及び公共施設において，商業利用が可能
となるよう，施策の集中・連携及び弾力的な運用
をし，アミューズメント施設や集会場の設置，及
び施設内における民間事業者の参入を図る。
○地域経済の活性化のため，都市公園における民
間事業者の参入を図る。
新清掃工場水泳場においては，PFI手法により事
業を進めているところであるが，一部が都市公園
に当たるため，施設への民間事業者参入が困難な
状況にあり，弾力的な運用をさせていただきた
い。
○地域経済の活性化のため，道路，河川敷等の空
間における民間事業者の参入を図る。

　公共空間の利用については，利用者，利用内
容，利用期間等制限があり，活用が困難である。
地域の賑わいづくりに活用できるスペースとし
て，また，民間活力を導入して，より魅力ある空
間を形成し，多くの市民が訪れることは，事業地
のみならず，地域経済への波及効果は多大なもの
となる。

道路法第３２条第１項、同法施行令第９条

都市公園法第5条
　公園管理者は、その管理に係る都市公園
に設ける公園施設で自ら設け、又は管理す
ることが不適当又は困難であると認められ
るものに限り、公園管理者以外の者に当該
公園施設を設け、又は管理させることがで
きる。

河川法第２４条、河川敷地占用許可準則第
６

道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続し
て道路を使用しようとする場合においては、道路管理
者の許可を受けなければならない。
同法施行令第９条
　占用の期間は、義務占用物件については１０年以
内、その他の占用物件については５年以内としなけれ
ばならない。

都市公園においては、都市公園法第5条の規定により民
間事業者等が公園施設を設置管理することが可能であ
り、広く活用されている。
ＰＦＩ手法については、都市公園整備においても各地
で導入されている。

現在、河川敷地の占用主体については河川敷地占用許
可準則第６の規定により、国又は地方公共団体等の公
的主体に限っているところであるが、都市再生プロ
ジェクト区域内である道頓堀川、太田川等について、
当面社会実験として、試行的に民間に対してもオープ
ンカフェ、イベント施設等の河川敷地利用を認める方
針。

2,
5

2,
5

1

Ⅴ

Ⅰ

Ⅴ

民間事業者等を含めて、地域の合意に基づいて街の賑わいに資する多様な
活動が可能となるよう、一層弾力的な許可の運用が図られるための措置を
今後講ずることとする。
　なお、地方公共団体が管理する道路における占用許可については、道路
管理者たる地方公共団体が、地域のニーズや実情を踏まえて現に自ら基準
を策定できる。

都市公園法第5条の条件である「公園管理者自らが設け又は管理すること
が不適当又は困難な場合」に、「公園管理者以外の者が公園施設を設ける
ことが都市公園の機能を高める場合」を追加し、民間事業者等の積極的な
活用を可能とする法律改正を予定している。（今通常国会提出予定）

都市再生プロジェクト区域内においてイベント施設、オープンカフェ等の
施設の設置の要望があった場合に、河川敷地占用許可準則第６に規定する
占用主体に加え、河川管理者、地方公共団体等で構成する河川敷地の利用
調整に関する協議会等において、適切と認められた営業活動を行う事業者
等に河川敷地の利用を認め、社会実験を行うこととしています。今後、そ
の実施状況を見守りつつ、同様の目的を有するその他の区域においても要
望があった場合には、治水上の安全性を始めとした河川管理上の支障がな
く、かつ、地域の合意形成が図られたものについては、社会実験として積
極的に取り組んでいくこととしています。

米原町
SILC（滋賀統
合物流セン
ター）構想

2126 2126040 120240 線引き権限の委譲

SILC設置に関連して人口増加、企業進出が
望める。開発需要に柔軟に対応できるよう
に、米原町だけの都市計画区域を設け、都
計法の例外として、その権限を県から米原
町に委譲して頂きたい。

事業：住宅増加事業　SILC関連企業事業　効果：
人口増加により住宅が増えて、活気が出る。企業
進出が増加する。

SILC設置・運営により人口増加、企業進出が望め
るが、現在の都市計画区域、線引きのままでは開
発需要に柔軟に対応できないため。

7

我孫子
市

都市計画決定
の権限を市に
委譲し、地域
の実情に即し
た個性あるま
ちづくりの推
進

1039 1039010 120250
都市計画決定の市
への権限委譲

首都圏においては都市計画法第８条第１項
に規定する用途地域については、同法第１
５条及び同施行令第９条により、広域の見
地から都道府県が都市計画を定めることと
している。しかし、首都圏においても地域
の実情を最も把握している市町村が用途地
域をはじめとする都市計画の決定ができる
よう権限の委譲をさらに進める。

工場がなくなった工業地域を市のまちづくりの方
針や地域の実情を踏まえ、市が主体的に用途地域
をはじめとする都市計画を変更することにより、
活力ある市街地を形成する。平成１６年度に地域
の実態調査を行い、住民との合意形成を図り、都
市計画の変更を行う。

用途地域は市町村が都市計画に定めることとなっ
ているが、広域的見地を理由に首都圏近郊整備地
帯に含まれる都市計画区域では都道府県の決定と
なっている。首都圏近郊整備地帯に含まれる都市
計画区域は多種多様でそれぞれ地域の実情もまち
の成り立ちも異なる。個々の実情を生かしたまち
づくりは首都圏においても必要であり、地域の実
情を最も把握している市町村が用途地域をはじめ
とする都市計画を定める必要がある。

7

富士河
口湖町

2010年外国人
観光倍増計画

1044 1044010 120260

「屋外広告物法第
３条以下の都道府
県の権限につい
て、すべての自治
体で直接対応でき
るようにするこ
と。」

屋外広告物法においては、屋外広告物の制
限や違反に対する措置、屋外広告業の届出
について、これを都道府県の条例で定める
ところに委任しているが、山梨県が都市部
と農山村地域そして国内有数の国際観光地
を有しているため、県条例は禁止事項や禁
止地域、許可条件等の規定が非常に複雑
で、設置者や広告業者には理解しにくい部
分があり、結果として違法看板の氾濫にも
つながっていると思われるので、屋外広告
物法の施行については、個々の自治体若し
くは共通性の多い特定の地域（広域行政組
合等）に委ねていただきたい。

屋外広告物は、まちづくりの重要な機能の一つで
あることを認識し、既設の広告物については国際
観光地としての環境に配慮しながら、外国人にわ
かりやすいように色彩や形状、表示方法を統一化
して、集合的に設置しなおすほか、新規に設置す
るものについても、設置者や広告業者にこの趣旨
を十分に理解されるように指導していくこととす
る。また、違法広告物については、罰則を含めた
条例を制定して、撤去や移設など厳正に対処して
いくものとする。

富士五湖地域は、一年間に約五万人の外国人を含
む一千万人以上の観光客が訪れる、国内有数の観
光地という特殊性を持っているため、国土交通省
が景観基本法案に掲げる「自然豊かな景観を総合
的に保全し形成する個性的な地域づくり計画」を
推進していくためには、地域が地域のために考え
た地域に最もふさわしい条例で実施することを、
希望するものである。

屋外広告物法第3条～第10条
屋外広告物の制限や違反に対する措置、屋外広告業の
届出について、これを都道府県の条例で定めることが
できる。

2 Ⅰ
景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案（今通常国会提出予
定）において、都道府県の条例で定めるところにより、景観行政を行う市
町村が屋外広告物に関する条例（業規制を除く）を制定することができる
屋外広告物法の改正を予定している。

石川県

住民主体のま
ちづくりブラ
ンドプロジェ
クト

1055 1055030 120270

違反広告物の除却
権限を、市町やま
ちづくり団体等に
権限移譲

屋外広告物法第７条の違反広告物の除去権
限を、市町やまちづくり団体に権限移譲
し、不法不良看板の迅速な撤去を進め、街
並み景観の向上を図る。

構想区域内において、地域の個性を生かした美し
い景観の形成に向け、不良看板等を迅速に撤去す
ることで、良好で魅力的なまちづくりとなるも
の。、

屋外広告物法第７条では、違反広告物の除去は、
県が行うこととなっているが、その実施について
は、より地域に密着した、市町やまちづくり団体
等とした方が、迅速に撤去が進むもの。

屋外広告物法第7条
屋外広告物の制限や違反に対する措置、屋外広告業の
届出について、これを都道府県の条例で定めることが
できる。

5 地方自治法第252条の17の2及び屋外広告物法第7条第2項から第4項までの
規定に基づき対応可能である。

長野県
コモンズの視
点から始まる
公共事業

1072 1072070 120280
国及び県が行う公
共事業の実施に関
する特例

都市計画法に基づき実施する事業のうちの
全部または一部について、国及び県が必要
と認めたものの範囲内においてその執行権
限を委譲するとともに、国及び県から市町
村へ職員を派遣し、市町村自らが事業を実
施できような制度を創設。または上記法律
の改正により、市町村へ権限を委譲できる
項目を追加。

都市計画法に基づき実施する事業のうちの全部ま
たは一部について、国及び県が必要と認めたもの
の範囲内においてその執行権限を委譲するととも
に、国及び県から市町村へ職員を派遣し、市町村
自らが事業を実施できような制度を創設。または
上記法律の改正により、市町村へ権限を委譲でき
る項目を追加。

地域に必要な公共事業を地域住民自らが考えると
いう発想が生れる。いつ・誰が・誰に対して、ど
のような要望したのか不明確な事業が無くなり、
真に必要な事業のみが、一番地域住民に身近な官
庁である市町村役場の手によって実施される。

都市計画法59条第2項

市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他
特別な事情がある場合においては、都道府県が国土交
通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行すること
ができる。

5
　市町村が実施することが困難な場合等特別な事情がある場合においては、都道府
県が国土交通大臣の認可を得て都市計画事業を施行することも可能である（都市計
画法５９条２項）が、もとより都市計画事業は、原則として市町村が施行するもの
である。

長野県
コモンズの視
点から始まる
公共事業

1072 1072080 120290
国及び県が行う公
共事業の実施に関
する特例

都市公園法に基づき実施する事業のうちの
全部または一部について、国及び県が必要
と認めたものの範囲内においてその執行権
限を委譲するとともに、国及び県から市町
村へ職員を派遣し、市町村自らが事業を実
施できような制度を創設。または上記法律
の改正により、市町村へ権限を委譲できる
項目を追加。

都市公園法に基づき実施する事業のうちの全部ま
たは一部について、国及び県が必要と認めたもの
の範囲内においてその執行権限を委譲するととも
に、国及び県から市町村へ職員を派遣し、市町村
自らが事業を実施できような制度を創設。または
上記法律の改正により、市町村へ権限を委譲でき
る項目を追加。

地域に必要な公共事業を地域住民自らが考えると
いう発想が生れる。いつ・誰が・誰に対して、ど
のような要望したのか不明確な事業が無くなり、
真に必要な事業のみが、一番地域住民に身近な官
庁である市町村役場の手によって実施される。

都市公園法第5条
　公園管理者は、その管理に係る都市公園
に設ける公園施設で自ら設け、又は管理す
ることが不適当又は困難であると認められ
るものに限り、公園管理者以外の者に当該
公園施設を設け、又は管理させることがで
きる。

国又は都道府県が設置管理する都市公園において、市
町村が公園管理者の許可を受け、公園施設を設置管理
することを可能としている。

5
都市公園第2条第1項において、市町村は都市公園の設置及び管理を行うことが可能
である。
また第5条の規定により、国又は都道府県が設置管理する都市公園において、市町
村が公園管理者の許可を受け、公園施設を設置管理することは可能である。
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長野県
コモンズの視
点から始まる
公共事業

1072 1072090 120300
国及び県が行う公
共事業の実施に関
する特例

下水道法に基づき実施する事業のうちの全
部または一部について、国及び県が必要と
認めたものの範囲内においてその執行権限
を委譲するとともに、国及び県から市町村
へ職員を派遣し、市町村自らが事業を実施
できような制度を創設。または上記法律の
改正により、市町村へ権限を委譲できる項
目を追加。

下水道法に基づき実施する事業のうちの全部また
は一部について、国及び県が必要と認めたものの
範囲内においてその執行権限を委譲するととも
に、国及び県から市町村へ職員を派遣し、市町村
自らが事業を実施できような制度を創設。または
上記法律の改正により、市町村へ権限を委譲でき
る項目を追加。

地域に必要な公共事業を地域住民自らが考えると
いう発想が生れる。いつ・誰が・誰に対して、ど
のような要望したのか不明確な事業が無くなり、
真に必要な事業のみが、一番地域住民に身近な官
庁である市町村役場の手によって実施される。

下水道法第３条、第25条の２、第26条

公共下水道及び都市下水路の管理については、市町村
が行うものとしている（第３条、第26条）。また、流
域下水道の管理については、原則として都道府県が行
うものとしているが（第25条の２第１項）、都道府県
と協議した上で市町村が管理を行うことができること
としている（同条第２項）。

5
公共下水道及び都市下水路の管理については、市町村が行うものとしている（第３
条、第26条）。また、流域下水道の管理については、原則として都道府県が行うも
のとしているが（第25条の２第１項）、都道府県と協議した上で市町村が管理を行
うことができることとしている（同条第２項）。したがって、執行権限の委譲を行
わなくとも、現行の規定により、市町村が事業の実施をすることが可能である。

金沢市

元気で暮らし
やすい金沢ま
ちなか再生構
想

1128 1128060 120310

都市計画法上の用
途地域（個別規定
地域（仮称））の
追加

全国一律の法制度では表現できない本市固
有の特性を反映した土地利用及び建築のコ
ントロール制度を実現させるため、現状の
法律や条例等による土地利用コントロール
の重層化を解消し、個々の内容を一本化し
た「個別規定地域（仮称）」を都市計画法
の地域用途の１つとして追加する。
　個別規定地域は、土地利用コントロール
として最低限盛り込むべき項目（建物用
途、建坪･容積率等）を設定した後、これ
を包括するまちづくりの合意が形成された
場合、地域指定するものとする。

住民のまちづくり意識が高い「まちづくり協定締
結地区」（英町商店街地区、にし茶屋街地区、せ
せらぎ通り地区、東山ひがし地区）において、
「個別規定地域」を適用し、地域主体の土地利用
及び建築のコントロールを行う。

土地利用をコントロールするため、都市計画法で
強制力を条例等に授権させ、強制力を付与するこ
とで、全国一律の法制度では表現できない本市固
有の特性を反映した土地利用及び建築のコント
ロール制度が実現する。

都市計画法第８条、第１２条の５、建築基
準法第４９条、第６８条の２

　土地利用規制については土地の所有者の財産権を制
約するものであることから、その制度的枠組みについ
ては法律により定めるべきものであり、この制度の実
施については、地方公共団体が、地域の実情に応じ
て、土地利用規制を行うこととされている。

5
　平成１４年都市計画法改正等において制度改正された特別用途地区・地
区計画等の制度を活用することにより、個別の区域の特性にふさわしい土
地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため必要がある場
合は、当該区域の主な土地利用規制について、条例で強化・緩和を行うこ
とが可能である。

安達郡
本宮町

地域再生取組
みのため定住
住民生活基盤
確保促進を図
る各種規制の
緩和

1134 1134010 120320
定住促進からの町
再生のための規制
緩和

農業振興地域の整備に関する法律
農地法
農家定義の設定
農地法権利移動の下限緩和
農御者年金受給要件
相続税徴収猶予
都市計画法・農地法の調整規定
都市計画法
文化財保護法
市民農園整備促進法
建築基準法
以上の法規制における自治体の裁量権等の
規制緩和を受け、町再生を促進させる。

法等の規制緩和を受け、自治体の裁量による再生
促進を図る。

各部門における法規制は当然必要であるが、内容
により権限委譲を受けれれば、政策を実施する自
治体の裁量になるが、住民により密着した内容で
政策展開が可能になり、地域の再生化の促進が図
られる。

①都市計画法第２９条

②建築基準法第6条　等

①開発行為をしようとする者は、都道府県知事等の許可を
受けなければならない。

②建築主は、一定の建築物を建築しようとする場合等にお
いては、その計画が建築基準関係規定に適合しているか否
かについて、建築主事等により確認を受けなければならな
い。建築主事はこの申請を受理した場合は、21日以内に審
査し、適合している場合は、確認済証を交付しなければなら
ない。

5

①地方自治法第２５２条の１７の２により、都道府県条例で定めるところにより都
道府県知事の権限に属する事務の一部を特段の人口要件の限定なく市町村が処理で
きる（１５年１０月段階で本条項により政令指定都市、中核市、特例市以外に全国
で２１８の市町村・特別区に開発許可の権限が移譲）こととなっている。
　国土交通省では、開発許可権限の市町村への円滑な移行及び計画的かつ円滑な移
譲を促進するため、平成１５年１２月に開発許可権限の移譲状況についての情報提
供及び要請を行ったところであり、貴団体の提案事項については本制度の活用に
よって実現可能と考えられ、開発許可権者である福島県とご相談されたい。

②建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するため、安全上及び防火上等の観点
から、建築物の用途、規模等に応じて、建築物の敷地、構造等に関する最低基準を
定めているものである。個々の建築物は、これらの最低基準の適合して建築される
ことを担保するため、建築主事等により建築物の計画の適法性を確認することを求
めている。これらの確認に要する期間については、審査に係る事務量等を勘案し、
一定規模以上の特殊建築物については21日以内に、またこれ以外の建築物で都市計
画区域等に建築するものについては７日以内に審査しなければならないとされてお
り、これらを短縮することは困難であるが、特定行政庁の努力等により迅速な処理
を行うことを妨げるものではない。また、平成10年の法改正により、当該確認検査
事務を民間機関に開放したところだが、これらの機関については、建築主のニーズ
に即した建築確認・検査サービスの提供が可能となるよう、特に確認に係る期間に
ついては規定しておらず、申請者のニーズに柔軟に応じた対応が可能となっている
ところである。

安達郡
本宮町

職住一体の町
づくりのため
既成市街地で
の用途地域の
弾力的運用

1135 1135010 120330

職住一体の町づく
りのため既成市街
地での用途地域の
弾力的運用

都市計画区域と用途地域が決定した地域に
ついて、都市計画区域と用途地域全体を変
更することなく、必要に応じて県と協議し
て決定する。

都市計画道路、築堤、中心市街地活性化事業等

用途地域の変更に相当の作業が必要である。一定
地域が1つの区域（単位）であり、混在する商工
業地区で個々の事例に対処できずに一様になり、
規則どおりの対応となって転出を余儀なくされ
て、地域活力の喪失・商店街の空洞化、自治活動
の低下に至ることが多い。用途地域内の更に一部
分について対応したい。

都市計画法第８条、第１２条の５、建築基
準法第４９条、第６８条の２

　土地利用規制については土地の所有者の財産権を制
約するものであることから、その制度的枠組みについ
ては法律により定めるべきものであり、この制度の実
施については、地方公共団体が、地域の実情に応じ
て、土地利用規制を行うこととされている。

5
　平成１４年都市計画法改正等において制度改正された特別用途地区・地
区計画等の制度を活用することにより、個別の区域の特性にふさわしい土
地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため必要がある場
合は、当該区域の主な土地利用規制について、条例で強化・緩和を行うこ
とが可能である。

小浜
市

歴史的な町
並みを活か
した家屋の
再生と景観
保全

1159 1159010 120340

　準防火地区に
おける建築基準
法の緩和措置の
権限委譲と緩和
措置の追加。

①　伝統的建造物群保存地区保存
条例による伝統的建造物群保存地
区の建築基準法の規制緩和の権限
委譲
②　景観条例による景観形成地区
の建築基準法の緩和措置の制定

①　伝統的建造物群保存地区制度の活用
による建築基準法の規制緩和、または、
その権限を国土交通大臣から県知事へ権
限委譲
②　伝統的な景観をもつ町屋を景観条例
により景観形成地区として指定し伝統的
な町並み景観を保全したいが、準防火地
区として指定されているため、伝統的な
景観が維持されないことから、建築基準
法第85条の２のような景観形成地区内の
制限の緩和措置を新に制定していただき
たい。
③　魅力あるまちづくりに資するため景
観形成基準に適合するような建築行為等
を行う者に対し歴史的景観形成助成金を
交付する事業の創設

伝統的建造物群保存地区や景観形成地区
の指定をめざすなかで地区内の家屋の景
観を保全し、併せて、空き家の利活用を
図りたいが、準防火地区指定を受けてい
る地域であることから、建築基準法によ
る規制があり伝統的建造物群や景観形成
地区としての景観保存が図れない状況に
ある。このことから規制緩和措置を権限
委譲または新に緩和措置を制定して地域
再生のために住んで良し訪れてよい町の
構築の実現を図りたい。

①建築基準法第61条、85条の2　等

②－

①防火地域、準防火地域等における一定規模以上
の建築物については、一定の防火に関する性能を
有するものとしなければならない。伝統的建造物
群保存地区内において、市町村は条例において定
められた現状変更の規制等のための措置を確保す
るため必要と認める場合においては、国土交通大
臣の承認を得て、条例で、一定の建築基準を緩和
することができる。

②－

①

５

②

８

①建築物を新築する場合については、防火上の要求であれば、平成12年か
ら使用する材料の制限によらない新しい建築基準が施行されており、伝統
的な景観を保ちながら所要の性能を確保することは可能であると考えられ
る。
また、防火上の要求性能は、地方公共団体が都市計画で定める防火地域や
準防火地域といった地域区分に応じて決まっていることから、地方公共団
体においてこれらの地域区分を見直すことにより関連する規定を適用除外
とし、必要に応じて、法第40条に基づく条例により代替措置を講じること
も可能である。

②「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成15
年12月19日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設な
ど、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。

提案者の要望は「伝統的建造物群保存
地区保存条例による伝統的建造物群
保存地区に関する建築基準法上の権
限委譲」であり、これを踏まえ再度検討
し回答されたい。

5

準防火地域内にあるため、伝統的建造物群保存地
区内の家屋について景観の保全を図ることができ
ないことから、当該規制の緩和、または、その権限
を国土交通大臣から県知事に権限委譲してほしい
とのご提案であるが、規制の根拠となっている準防
火地域については、都市計画で定めるものである
ことから、すでに地方公共団体の権限において、こ
れらの地域区分を見直し、関連する防火規制を適
用除外とするとともに、必要な措置があれば、独自
の条例によるものとすることにより、地区内の伝統
的な景観を保全すること等が可能である。
また、建築物を新築する場合については、防火上
の要求であれば、平成12年から使用する材料の制
限によらない新しい建築基準が施行されており、伝
統的な景観を保ちながら所要の性能を確保するこ
とが可能となっている。

三鷹市

三大都市圏に
おける用途地
域決定権の市
町村への移譲

1170 1170010 120350
三大都市圏におけ
る用途地域決定権
の市町村への移譲

都市計画法施行令第９条第１項第１号の規
定により、三大都市圏においてのみ都府県
の決定とされている用途地域の指定に関す
る権限を、基本原則に従って市町村に移譲
する。

都市計画法施行令第９条第１項第１号の規定によ
り、三大都市圏においてのみ都府県の決定とされ
ている用途地域の指定に関する権限を、基本原則
に従って市町村に移譲し、地域の特性や実情に応
じた政策誘導のまちづくりを推進する。

用途地域の決定権の移譲により、次の効果が見込
まれる。
１．大幅な手続きの簡素化・合理化が図られる。
２．地域の特性や実情に応じたきめ細かな政策誘
導型まちづくりの推進が可能となる。

7

釜石市
環境産業を核
とした釜石の
再生構想

1185 1185080 120360
開発許可権限の委
譲による事業の効
率化

・都道府県において行われている開発許可
を市町村に権限委譲することで、効率的で
地域の実情に見合った開発行為が行われ、
民間開発事業の促進を生み地域の活性化に
資する。

開発許可を市町村に権限委譲することで、迅速な
事務処理が行われることから事業者への負担を軽
減し、民間の開発活動の活性化に資する。また地
域の実情に見合った開発により、計画的な都市形
成につながる。

現在、市町村において開発行為に係る指導等を
行っており、市町村が許可権者となることが妥当
であると思われる。
このことから事業者の負担を軽減し開発事業の活
性化を促し、活力ある都市の形成が行われるもの
と考える。

都市計画法第２９条
開発行為をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受
けなければならない。 5

　地方自治法第２５２条の１７の２により、都道府県条例で定めるところにより都
道府県知事の権限に属する事務の一部を特段の人口要件の限定なく市町村が処理で
きる（１５年１０月段階で本条項により政令指定都市、中核市、特例市以外に全国
で２１８の市町村・特別区に開発許可の権限が移譲）こととなっている。
　国土交通省では、開発許可権限の市町村への円滑な移行及び計画的かつ円滑な移
譲を促進するため、平成１５年１２月に開発許可権限の移譲状況についての情報提
供及び要請を行ったところであり、貴団体の提案事項については本制度の活用に
よって実現可能と考えられ、開発許可権者である岩手県とご相談されたい。

江戸川
区

江戸川区土地
利用推進構想

1189 1189010 120370
用途地域の決定権
限の移譲に向けた
都市計画法の改正

都市計画法第15条第１項第３号を見直し、
都市計画決定権限を特別区に移譲してほし
い。

都市計画法改正

用途地域の決定権限について、特別区は、東京都
市計画区域として２３区一体となっている。しか
しながら、現実には特別区にて地元住民への説明
会等の都市計画手続きを実施している。また、都
市計画決定手続き期間についても長期にわたるこ
ととなり不効率である。

7

愛知県
豊田市

都市農山村共
生活性化構想

1192 1192010 120380
地域性を踏まえた
土地利用の推進

都市計画法及び農振法、農地法４，５条に
基づく土地利用決定権限を、現状の国や県
から、一定面積以下の土地利用転換（転
用）に関する権限を、市長に移譲する。

農山村地域における交流機能・拠点整備の推進や
住宅施策、産業関連誘致策等による地域活性化を
促す。

市町村合併がなされた場合、都市計画区域と都市
計画区域外が同じ市域内に存在することになり、
土地利用の混乱回避と合理的利用推進のため、一
定面積以下の土地利用転換に関する権限を市長に
付与することにより、地域性に応じたスピーデ
イーな施策展開に寄与することができる。

7
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鏡石町

工業団地未利
用地と周辺開
発による雇用
の創出

1239 1239010 120390

商業施設の特徴生
をかした都市計画
の線引き、用途地
域の変更手続きの
簡素化及び独自制
度の創出

現在、国土交通大臣の同意を得て知事が決
定する都市計画の線引き、用途変更につい
て、周辺（２０ｈａ未満）区域について
は、町決定を可能とする。

大規模商業施設の誘致と周辺開発事業を推進す
る。

現在都市計画区域の指定に関する権限は、国土交
通省及び県がもっているが、大規模商業施設の誘
致と周辺開発事業を推進するにあたり、決定まで
の時間がかかりすぎるので権限を移譲し、制度の
創出によって事業の迅速化を図る。

7

鏡石町

工業団地未利
用地と周辺開
発による雇用
の創出

1239 1239020 120400
国直轄工事の優先
的な整備

国直轄工事着手にあたっての整備手法につ
いて町の計画を最優先させるものとする。

大規模商業施設の誘致と周辺開発事業を推進す
る。

国直轄工事の工事着手にあたって町との合意形成
を得ることにより地元の意向が反映される。

道路法第12条
直轄道路事業
（一般国道４号鏡石拡幅） 5 - 地元の意見をお聞きしながら、引き続き推進してまいりたい。

横須賀
市

中核市におけ
る都市計画決
定権限の包括
的移譲

1254 1254010 120410
都市計画法等の改
正

地域地区、都市施設、市街地開発事業、市
街地開発事業等予定区域の県の都市計画決
定権限を中核市に移譲すること、都市計画
決定に係る県関与の廃止・縮減の検討を提
案する。

・住民ニーズ、地域の土地利用特性及び土地利用
転換構想に即した用途地域、臨港地区の変更
・旧都市計画法において都市計画決定した事業見
通しの立たない土地区画整理事業の廃止
・都市計画道路区域であるものの事業の必要性が
なくなった区域の除外
・臨港地区であるものの市街地的土地利用が望ま
しい区域における臨港地区の除外、用途地域の変
更
（上記の効果）
・住民サービスの向上、速やかな土地利用転換と
土地の有効活用が期待できる。

県が都市計画決定権限を有しているためにタイム
リーかつ早期な変更ができないため
事例：用途地域の変更
   第１種低層住居専用地域に指定されていた山
林が宅地開発によって宅地化されたことにより、
隣接に指定されている近隣商業地域と同様の土地
形態になったため、この用途地域に変更すること
が都市計画的見地から適当となったので県に変更
を要望したが、都市計画決定権限が県にあるため
実現まで４年弱の期間を要した。

都市計画法第15条
区域区分に関する都市計画等一定のものについては、
都道府県が定める。 3

　都市計画制度については、地方分権推進委員会の勧告等を踏まえて、平成１０年
以降、用途地域の決定権限の移譲等の措置を講じてきたところである。
　また、地方分権改革推進会議との議論では、平成１２年の都市計画法の改正によ
り、都道府県に平成１６年５月までの都市計画区域マスタープランの策定が義務付
けられていることを踏まえ、それ以降、地方分権推進委員会の勧告等を踏まえて講
じられた現行制度の定着状況を見極める必要があることから、平成１６年度以降を
目途にフォローアップを実施することとされているところであり、先行して検討す
ることは適当でない。

提案によれば「都市計画決定権限が県
にあるため、変更に４年弱の期間を要し
た」とのことであり、その趣旨を踏まえ再
度検討し回答されたい。

7

つくば
市

筑波研究学園
都市のリ
ニューアル及
びつくばエク
スプレスを活
用した地域活
性化構想

1388 1388070 120420
合理的な土地利用
計画推進のための
規制緩和

（権限委譲）・つくば市の土地利用等の施
策の利便性の向上を図るため，市街化調整
区域における開発事業の関係法令等の権限
委譲。

・民間企業等の市街化調整区域における開発事業
において，農業振興地域の整備に関する法律及び
農地法の規制の緩和を図る。・都市計画法に基づ
く開発許可における開発の審査を市民の代表が審
査できる制度の創設。

本市の市街化調整区域においては，幹線道路や上
下水道等のインフラ整備されたポテンシャルの高
い土地が多いため，農業振興地域の整備に関する
法律及び農地法の規制を緩和することにより，
産・官・学の連携強化に基づく，都市と田園が調
和するまちづくりを図る。また，従来の県土利用
の概念にとらわれない，本市独自の特異性を活か
すことができるとともに，市民が開発計画の審査
を実施することができる。委譲により，国際都市
つくばの位置付けるとともに，首都圏業務核都市
の意義や新産業創出等の地域活性化を図ることが
できる。

都市計画法第２９条
開発行為をしようとする者は、都道府県知事等の
許可を受けなければならない。 5

　地方自治法第２５２条の１７の２により、都道府県条例で定めるところにより都
道府県知事の権限に属する事務の一部を特段の人口要件の限定なく市町村が処理で
きる（１５年１０月段階で本条項により政令指定都市、中核市、特例市以外に全国
で２１８の市町村・特別区に開発許可の権限が移譲）こととなっており、提案市は
既に本制度により事務処理市となっており、都市計画法の開発許可申請がなされる
前の関係住民や行政機関との調整手続を要綱や自主条例により定めることは現行制
度上可能であると考えられる。

いわき
市

環境産業振興
による産業再
生

1396 1396010 120430

リサイクル施設の
設置に関する都市
計画審議会の権限
委譲

産業廃棄物処理施設の設置については、都
道府県の都市計画審議会の議を経て決定さ
れることとなっているため、本市の環境産
業振興にあたって、「都道府県レベルの開
催となるため案件の内容や件数に応じた弾
力的な開催が難しくなるとともに、地域に
根ざした審議を活発・十分に行うために長
期間を要する」「都道府県レベルでの審議
になるため、地域の特性や実態を十分に反
映した、自主的な環境産業振興や循環型社
会形成促進の取組みが不十分となる」と
いった課題を抱えている。そのため、中核
市として産業廃棄物処理に係る権限を有
し、独自の廃棄物処理計画を策定している
とともに、小規模な県と同規模の面積を有
する広域都市で、市の都市計画審議会によ
り広域の見地から都市計画を決定している
いわき市については、「廃棄物行政・都市
計画行政に関して都道府県と同等の能力を
有していることから、リサイクル（産業廃
棄物の中間処理）の都市計画に係る手続き
については、都道府県から市に権限委譲す
ることを提案するもの。

権限委譲により、環境産業に取り組もうとする事
業者等の迅速な事業化が可能となり、環境産業振
興による産業再生が実現する。なお、現段階で予
定されている事業計画は次のとおり。
・民間事業者により平成16年度に計画されている
食品リサイクル事業
・民間事業者により平成16年度に計画されている
化学品リサイクル事業
・民間事業者により平成17年度以降に計画されて
いる木質バイオマス活用事業
・民間事業者により平成17年度以降に計画されて
いるプラスチックリサイクル事業等

環境産業振興にあたっては、環境省が廃棄物処理
法の改正や特区認定などにより、手続きの簡素化
等を進める一方で、都市計画上の手続きに期間を
要し、結果的に迅速な事業化が実現できなくなる
懸念もあることから、権限委譲といった支援措置
が必要と考える。

都市計画法第１５条、同法施行令第９条
産業廃棄物処理施設の都市計画決定は都道府県が行う
こととなっている（都市計画法施行令第９条）。 3

産業廃棄物処理施設は、近年その立地が問題となることが多く、その計画
的立地の役割を都市計画に期待されている産業廃棄物処理施設のほとんど
は、規模が大きく、他の市町村からの産業廃棄物も併せて処理している。
また、平成１２年の改正後の廃棄物処理法においては、産業廃棄物処理施
設の適正な処理を確保するために都道府県の責務が明確化されているとこ
ろである。このような状況を踏まえ、都市計画法施行令の改正において、
一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設として、産
業廃棄物処理施設についての都市計画決定権限を市町村から都道府県とし
たものであり、市町村への権限委譲は適当でないと考える。

提案の趣旨を踏まえ再度検討し回答さ
れたい。 3

産業廃棄物処理施設は、近年その立地が問
題となることが多く、その計画的立地の役割
を都市計画に期待されている産業廃棄物処
理施設のほとんどは、規模が大きく、他の市
町村からの産業廃棄物も併せて処理してい
る。また、平成１２年の改正後の廃棄物処理
法においては、産業廃棄物処理施設の適正
な処理を確保するために都道府県の責務が
明確化されているところである。このような状
況を踏まえ、都市計画法施行令の改正にお
いて、一の市町村の区域を超える広域の見
地から決定すべき都市施設として、産業廃棄
物処理施設についての都市計画決定権限を
市町村から都道府県としたものであり、市町
村への権限委譲は適当でないと考える。

熊本県
熊本セミコン
ダクタ・フォ
レスト構想

2048 2048030 120440

工業用地開発に係
る開発行為の許可
権限を市町村長に
移譲

区域区分が定められていない都市計画区域
内で3,000平方メートル以上の開発行為を
行う場合の許可権限について、都道府県知
事から市町村長へ移譲する。

企業ニーズに対応した企業誘致環境の整備を図る
ため、市町村長の判断による工業用地開発を可能
とする。

企業誘致等のための工業用地開発に係る許認可に
ついては相当の時間を要するため、企業の投資意
欲の高まりとの時間的な差が生じている。よっ
て、より迅速な対応が必要とされる。

都市計画法第２９条
開発行為をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受
けなければならない。 5

　地方自治法第２５２条の１７の２により、都道府県条例で定めるところ
により都道府県知事の権限に属する事務の一部を特段の人口要件の限定な
く市町村が処理できる（１５年１０月段階で本条項により政令指定都市、
中核市、特例市以外に全国で２１８の市町村・特別区に開発許可の権限が
移譲）こととなっており、熊本県は開発許可権者であるので、本制度の活
用による市町村への開発許可権限の移譲について庁内でご検討されたい。

前原市
農山村地域の
活性化構想

2012 2012030 120450
既存建築物の有効
活用による地域活
性化

農山村地域では人口減少に伴う空家などの
既存未利用施設が見られる。これらの施設
の改築などによる用途変更は、省資源とい
う観点から農山村地域においても重要な施
策である。一方、豊かな自然環境を好んで
農村レストランや工房などを営みながら定
住を希望する人も増加している。市街化調
整区域における既存建築物の用途変更は都
市計画法第43条の建築許可を要するが、専
用住宅から店舗等への変更は実質的に困難
である。よって、市街化調整区域における
既存未利用施設の用途変更による既存ス
トック活用については、周辺の市街化を促
進する恐れがなく、周辺環境に大きな影響
を与えないと市が判断した場合には、都市
計画法第43条の許可を不要とし、地域経済
の活性化につながる店舗や工房等の立地を
図る。

（内容）市街化調整区域における既存未利用施設
について、周辺の市街化を促進する恐れがなく、
周辺環境へ大きな影響を与えないと市が独自に判
断した場合は、都市計画法43条の建築許可なしに
用途変更を可能にする。
（効果）既存未利用建築物を、農村レストラン等
の店舗や市街化区域では騒音等によって行うこと
が難しい工房等に容易に用途変更でき、既存ス
トックの活用、農山村地域の経済的な活性化、生
活利便の向上、定住人口の増加、文化交流の増加
などの効果が得られる。

（問題点）農山村地域では既存未利用施設を改築
し、農村レストランや工房等を営みながら定住し
たいという要望がある。市街化調整区域における
用途変更には都市計画法第43条の建築許可が必要
だが、上記用途への変更は実質的に困難だ。
（措置の必要性）既存未利用施設の用途変更を許
可不要とすることで、既存ストックの利用、地域
経済の活性化、文化的交流人口の増加、定住人口
の増加につなげる必要がある。

都市計画法第４３条
同法施行令第３６条

市街化調整区域で建築物の用途変更を行うため
には、都市計画法施行令第36条第3号イからホま
でのいずれかに該当しなければならないが、例え
ば同号ホでは、周辺における市街化を促進するお
それがないと認められ、かつ、市街化区域内で行
うことが困難又は著しく不適当と認められるものに
ついて、都道府県知事等が開発審査会の議を経
て個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における用途変更は、周辺における市街化を促進するおそ
れがなく市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認めら
れるもので、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目
的又は予定建築物の用途を限り定めたものなどは現行制度上許可でき、地
域の実情に応じた運用が可能となっており、国土交通省では、技術的助言
として示した開発許可制度運用指針において、画一的な運用でなく地域の
実情等に応じた運用を行うことが望ましいことを示している。

前原市
農山村地域の
活性化構想

2012 2012060 120460

市の独自判断によ
る農業集落排水と
公共下水との接続
等の権限委譲

農業集落排水事業（農排）と公共下水道事
業（下水）は、現在それぞれ農水省と国交
省の所管で別々に補助金を得て事業が行わ
れ、それぞれに排水処理施設を建設してい
る。互いの排水施設が近接している場合
は、経済的な観点から互いを接続すること
を検討できるが、実際はそれぞれの排水施
設の近接性だけでは国が接続を認めていな
い。また、下水処理施設の建設計画につい
ては、農排分の処理量を見込んだ建設計画
を行うことはできない。双方の事業を進め
ていく上で、双方の施設が近接し、経済的
な観点から接続が好ましいと市が独自に判
断したときには、接続できる権限を与え
る。また、それに合わせて下水処理施設の
建設計画についても、市の判断で農排分の
処理量を見込んで計画を見直すことができ
るようにする。

（内容）農排と下水との接続について、当該施設
を敷設する市が双方の近接性による経済性を勘案
し、独自判断で接続を可能にする。　また、それ
に合わせて下水処理施設の建設計画についても、
処理量を下水区域の人口推計からのみ行うのでは
なく、農排施設との接続を考慮して市の独自判断
で計画できるようにする。
（効果）農排と下水との接続が可能になることに
より、新たな農排処理施設を農山村地域に建設す
る必要はなくなり、その建設及び維持管理費分を
新たな農排施設整備に活用できる。その結果、よ
り早期に農山村地域に排水処理環境が整い、豊か
な自然環境の保全、地域農業の活性化、定住人口
の増加などにつながる。

（問題点）農排と下水は、互いの排水施設が近接
している場合は、経済的な観点から互いの接続検
討が可能だが、実質的には相当の社会的事情変化
がないと国が接続を認めない。市は農排と下水両
方の事業を同時に行い、早期の排水施設完備を目
指すが、農排処理施設の建設、維持コストが結果
的に整備進捗率を低くしている。また、下水処理
施設の建設計画は下水区域の人口推計を基に処理
量の計算をしており、農排分の処理量を見込んだ
計画は現状不可能である。
（措置の必要性）農山村地域における排水施設整
備の早期実現及び自然環境の保全のためには、市
の独自判断による農排と下水との接続および農排
処理容量を見込んだ下水処理施設の建設計画が必
要となる。

建設省都下公第46号（平成12年12月1日）
「下水道と農業集落排水施設とを接続する
場合の留意事項について」

・下水道事業は、汚水の排除、トイレの水洗化、浸水
の防止等といった生活環境の改善、及び河川等の公共
用水域の水質保全等を目的として、主に市町村が事業
主体となって事業を実施している。
・各都道府県が市町村の意見を反映した上で策定して
いる汚水処理施設の整備に関する総合的な計画である
「都道府県構想」により汚水処理施設の適切な役割分
担が図られている。
・農業集落排水区域に近接するところまで下水道が延
伸するなど、処理場の共同化が効率的となる場合につ
いては、下水道と農業集落排水施設との接続を実施し
ているところである。

5
建設省都下公第46号（平成12月1日）「下水道と農業集落排水施設とを接
続する場合の留意事項について」に基づき、事業主体である市町村の判断
による接続の実施が可能。
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須賀川
市

道路規制によ
る街中再生構
想

1022 1022020 120470

道路法第３２条に
基づく道路（県
道）占用許可にか
かる権限移譲

イベントにかかる道路（県道）占用許可の
権限を県から市へ移譲する。

本地域には、平成１６年度に全天候型イベント広
場（あきない広場）を建設することとなっている
ことから、これに合わせて、車の乗り入れを規制
して商店街通りの歩行空間の確保を図り、イベン
ト等を多数開催することにより、商店街の賑いを
取り戻し、地域経済の活性化を図る。そのために
は、道路交通法の規制緩和と道路法に基づく道路
占用許可の権限移譲が必要である。

現状では、交通規制をするためには、警察署と県
の機関への許可申請が必要なことから、事務手続
きの手間が多いため。

道路法第13条、15条、16条、32条

　道路の管理は、道路法による道路管理者が行うこと
とされている。（道路法13条、15条、16条）
　道路に物件等を設けて継続して道路を使用する場合
には、道路管理者の占用許可を受ける。（道路法32
条）
　道路管理事務は、道路の種別ごとに、各道路管理者
（地方整備局、都道府県、市町村）が行っている。

5
現行法令上、占用許可に係る権限についてのみ移譲を行うことは不可能で
あるが、道路法第１７条第２項に基づき、都道府県の同意を得て、市が都
道府県の管理している都道府県道の管理を占用を含めて包括的に行うこと
は可能である。

石川県

住民主体のま
ちづくりブラ
ンドプロジェ
クト

1055 1055020 120480

道路管理のうち占
用許可の一部等
を、市町やまちづ
くり団体等に権限
移譲

道路法第３２条（道路占用の許可）の許可
権限の一部を市町やまちづくり団体に移譲
し、公共空間を利用したイベント等の開催
の容易化迅速化を実現し、個性を生かした
魅力的なまちづくり活動の支援を図る。

構想区域内において、地域の個性を生かしたまち
づくり活動の一環として、道路など公共施設を活
用したイベントの開催をより一層活発化すること
が有効であり、その際、占用許可権限の委譲によ
り、より円滑な手続きの実施を図ることができ
る。

道路法第３２条では、道路を使用する場合、道路
管理者の許可が必要であるが、占用許可の一部
（イベント等に係るものに限定）を本来の道路管
理者から市町や、まち作り団体等に移譲すれば、
より円滑な事務手続きが可能となるもの。

道路法第13条、15条、16条、32条

　道路の管理は、道路法による道路管理者が行うこと
とされている。（道路法13条、15条、16条）
　道路に物件等を設けて継続して道路を使用する場合
には、道路管理者の占用許可を受ける。（道路法32
条）
　道路管理事務は、道路の種別ごとに、各道路管理者
（地方整備局、都道府県、市町村）が行っている。

5
　現行法令上、占用許可に係る権限についてのみ移譲を行うことは不可能
であるが、道路法第１７条第２項に基づき、都道府県の同意を得て、市が
都道府県の管理している都道府県道の管理を占用を含めて包括的に行うこ
とは可能である。

長野県
コモンズの視
点から始まる
公共事業

1072 1072040 120490
国及び県が行う公
共事業の実施に関
する特例

道路法に基づき実施する事業のうちの全部
または一部について、国及び県が必要と認
めたものの範囲内においてその執行権限を
委譲するとともに、国及び県から市町村へ
職員を派遣し、市町村自らが事業を実施で
きような制度を創設。または上記法律の改
正により、市町村へ権限を委譲できる項目
を追加。

道路法に基づき実施する事業のうちの全部または
一部について、国及び県が必要と認めたものの範
囲内においてその執行権限を委譲するとともに、
国及び県から市町村へ職員を派遣し、市町村自ら
が事業を実施できような制度を創設。または上記
法律の改正により、市町村へ権限を委譲できる項
目を追加。

地域に必要な公共事業を地域住民自らが考えると
いう発想が生れる。いつ・誰が・誰に対して、ど
のような要望したのか不明確な事業が無くなり、
真に必要な事業のみが、一番地域住民に身近な官
庁である市町村役場の手によって実施される。

道路法第13条、15条、16条
道路の管理は、道路法による道路管理者が行うことと
されている。（道路法13条、15条、16条） 2 Ⅰ

　今国会提出予定の「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計
画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律（仮称）」において、
都市再生整備計画に位置付けられた一定の補助国道又は都道府県道に関す
る事業については、市町村が実施することができるものとする予定。

福島市

オープンカ
フェの設置に
よる地域再生
計画

1119 1119030 120500
道路の占用の許可
に関する権限の移
譲

　スムースな施設の有効活用を図るため、
都道府県が許可している道路の占用の許可
について、地域再生構想の対象区域の市町
村で許可が可能とする。

オープンカフェを設置することにより、中心市街
地の賑わいを創出することで、経済の活性化と雇
用の拡大を行う。

現在都道府県道の占用の許可については、道路管
理者である都道府県がもっているが、オープンカ
フェの設置を円滑に進めるに当たり、許可の権限
を地域再生構想の対象区域の市町村に権限を移譲
し、事業の迅速化を図る。

道路法第13条、15条、16条、32条

　道路の管理は、道路法による道路管理者が行うこと
とされている。（道路法13条、15条、16条）
　道路に物件等を設けて継続して道路を使用する場合
には、道路管理者の占用許可を受ける。（道路法32
条）
　道路管理事務は、道路の種別ごとに、各道路管理者
（地方整備局、都道府県、市町村）が行っている。

5
　現行法令上、占用許可に係る権限についてのみ移譲を行うことは不可能
であるが、道路法第１７条第２項に基づき、都道府県の同意を得て、市が
都道府県の管理している都道府県道の管理を占用を含めて包括的に行うこ
とは可能である。

金沢市

元気で暮らし
やすい金沢ま
ちなか再生構
想

1128 1128010 120510

まちなかの駐車場
を制御できる概念
の駐車場法への明
記

無秩序な駐車場の増加が中心市街地活性化
の大きな足枷となっているため、まちづく
りの観点から一定の制御が必要であり、そ
のため駐車場法に駐車場制御の概念を明記
するとともに、市が条例を定めた際には法
から強制力を授権できる条項を追加する。

中心市街地空洞化の顕著な現象である無秩序な駐
車場化を制御し、土地の高度利用化と建物利用の
推進を図るため条例を制定し、駐車場配置計画の
策定及び駐車場の集約化、土地の建物利用を推進
する。

現行駐車場法制度においては、駐車場制御の概念
が盛り込まれておらず、本市条例・施策等で駐車
場制御を行おうとした場合、駐車場法との整合性
がとれないため。

駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）
駐車場法は、空洞化している土地への駐車場立地につ
いて規制をかける地方自治法上の条例を地方公共団体
が制定することを妨げていないところである。

5 駐車場法に基づく駐車場整備計画においては必要に応じて駐車場需要を削
減する方策等についても定めることができる。

金沢市

元気で暮らし
やすい金沢ま
ちなか再生構
想

1128 1128030 120520
まちなかの道路の
一体的な管理権限
を移譲

中心市街地における幹線を利用したまちづ
くりを推進するため、まちなかの国道、県
道の政令市なみの管理権限を移譲する。

まちなかの国道、県道、特に１５７号線及び金沢
駅通り線の管理権限を保持することにより、照明
施設、植栽、観光案内板・ベンチ・彫刻の設置、
歩道の意匠等の統一、不法占用物件の指導・除去
などが可能となり、一体的なまちづくりを推進す
る。

１５７号線及び金沢駅通り線は、対象区域の中心
を南北に延び、商業・金融等業務機能の集積によ
り、近代的な景観を形成している。当該国道及び
県道を市が管理することにより、中心市街地にお
ける幹線を利用したまちづくりが容易になる。

道路法第13条、15条、16条
道路の管理は、道路法による道路管理者が行うことと
されている。（道路法13条、15条、16条） 5 －

　現状においても、道路法第17条第2項に基づき、都道府県の同意を得
て、市が都道府県が管理している国道及び都道府県の管理を行うことは可
能である。

福島県
会津本
郷町

会津本郷焼き
窯元を巡る街
並み回廊の整
備

1199 1199010 120530
道路の管理権限の
委譲

会津本郷焼きを活用したイベント等に使用
する場合の県道の管理について、道路区域
の利活用に関係した区間に限定し、管理権
限を県から市町村へ委譲。

県道会津若松会津本郷線を歩行者優先の道路に改
築し、会津本郷町や地域住民が道路空間を様々な
利活用を円滑に行う。

民間や市町村の裁量で県管理施設を活用する手続
きが、地域の活性化の視点から行われていない。

道路法第13条、15条、16条
道路の管理は、道路法による道路管理者が行うことと
されている。（道路法13条、15条、16条） 3

　地域活性化等の観点から行われるイベント等の実施に伴う道路占用の円滑化に資
するよう、全国における道路占用許可を伴う路上イベント等に関する事例調査から
得られた様々な工夫方策等を平成１５年度中に周知する予定。
  また、今国会提出予定の「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画
法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律（仮称）」において、都市再生整
備計画に位置付けられた一定の補助国道又は都道府県道に関する事業については、
市町村が実施することができるものとする予定。
　道路法第２４条の承認及び第３２条の許可は、一般交通の用に供するという道路
の本来的機能を阻害しない範囲内で、当該道路の円滑な交通の確保も含めて責任を
もって管理している道路管理者が行うこととされている。従って、これらの権限を
当該道路の道路管理者ではない市町村に行わせることは困難。

市町村において道路の円滑な交通の確
保も含めて責任をもって管理することが
できれば、管理権限を移譲することは
可能ではないか。再度検討し回答され
たい。

2 Ｖ

　国道・県道の道路占用許可申請に、地
域再生等の観点から支援する路上イベン
ト等に関し、市町村の意見が付されている
ときにおいて、市町村の意見を尊重して道
路占用許可の判断が行われるよう取りは
からう。

岐阜市
金華山・長良
川まるごと博
物館構想

1318 1318010 120540

道路占用・道路使
用および河川占用
許可権限移譲

限られた地区における総合的かつ統一的ま
ちづくりのための、道路占用・道路使用お
よび河川占用の許可権限の市への移譲

地域全体を野外博物館（エコミュージアム）とし
ての回遊性を高め、まち歩き等スローライフが味
わえる地域づくりを進めている。
当該地区では、夏に「手力の火まつり・夏」「喜
多郎コンサート」など当該地区の自然を生かした
多様なイベントが行われている。

　限られた地域でのイベントなどによるまちづく
りを推進する上で、許可権限移譲によって効率的
で統一の取れたまちづくりができるため

道路法第13条、15条、16条、32条

河川法第２４条、第２６条

道路の管理は、道路法による道路管理者が行うことと
されている。（道路法13条、15条、16条）
道路に物件等を設けて継続して道路を使用する場合に
は、道路管理者の占用許可を受ける。（道路法32条）
道路管理事務は、道路の種別ごとに、各道路管理者
（地方整備局、都道府県、市町村）が行っている。

一級河川、二級河川の管理は、国又は都道府県知事
（政令指定市の長）が行う。

5

5(
権限
委譲
につ
いて
は

3)

現行法令上、占用許可に係る権限についてのみ移譲を行うことは不可能で
あるが、道路法第１７条第２項に基づき、都道府県の同意を得て、市が都
道府県の管理している都道府県道の管理を占用を含めて包括的に行うこと
は可能である。

花火大会等の季節的な行事やイベントの開催のための一時的な河川敷地の
占用については、河川敷地占用許可準則第１５に規定されている一時占用
許可として、通常の占用許可手続よりも簡素化を図っているところです。
しかしながら、一級河川の管理は、広域的視点から水系一貫管理を行う必
要があるとともに、高度な行財政能力が必要であることから、河川の特性
に応じて、国又は都道府県知事（政令指定市の長）が行うこととされてい
ることについてはご理解いただきたい。

国又は都道府県（政令指定市の長）で
なくても、高度な行財政能力があり、広
域的視点から水系一環管理を行うこと
ができれば、市町村に河川占用許可権
限を移譲できるのではないか。再度検
討し回答されたい。

5(権限
委譲に
ついて
は3)

　一級河川は、国土保全上又は国民経済
上、特に重要な水系（一級水系）として国
において管理する必要があるものに係る
河川について国土交通大臣が指定したも
のです。
　一級河川の管理（河川占用許可権限を
含む）は、原則として水系一貫の考えに基
づき国土交通大臣が行うこととされていま
すが、国土交通大臣が指定した区間（指
定区間）の管理の一部については、法定
受託事務として都道府県知事が行ってい
ます。一級河川は災害から国民の生命と
財産を守るといった国家的見地から重要
であり管理を行う必要があるものとして国
土交通大臣が指定したものであり、その
管理には高度な行財政能力や技術的蓄
積が不可欠です。
　政令指定都市については、その行財政
能力から地方自治法において都市計画、
土地区画整理事業等に関する事務に関
し、原則として都道府県と同様の権限を持
つこととされており、河川管理についても
同様の考え方に基づき、都道府県と同様
に管理を行うことが出来ることとしていると
ころであり、政令市以外の市町村が管理
を行うことは適当ではないと考えておりま
す。

岐阜市
まち再生プロ
ジェクト構想

1323 1323020 120550
まちなかでのイベ
ント開催時の道路
交通法規制緩和

道路占用・道路使用許可権限を市へ移譲
地域の活性化に寄与する様々なイベントを道路空
間等で実施しやすくする。

まちなかの賑わい増進を目指したイベント開催時
の道路使用について、道路交通法において許可が
必要とされるが、その申請に時間がかかることが
多く、また、新しいイベントの開催については特
に慎重な協議がなされるために、許可権限を市へ
移譲することにより、個性あるまちづくりが可能
になるため

道路法第13条、15条、16条、32条

　道路の管理は、道路法による道路管理者が行うこと
とされている。（道路法13条、15条、16条）
　道路に物件等を設けて継続して道路を使用する場合
には、道路管理者の占用許可を受ける。（道路法32
条）
　道路管理事務は、道路の種別ごとに、各道路管理者
（地方整備局、都道府県、市町村）が行っている。

5
現行法令上、占用許可に係る権限についてのみ移譲を行うこ
とは不可能であるが、道路法第１７条第２項に基づき、都道
府県の同意を得て、市が都道府県の管理している都道府県道
の管理を占用を含めて包括的に行うことは可能である。
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12 国土交通省 再検討要請

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325900 120560
道路の建設・管理
に係る事務の移譲

国道の管理（新設、改築及び維持管理）
は、現在、指定区間を国が、指定区間外を
都道府県が行っており、都道府県が指定区
間外の新設、改築を行う場合は、国土交通
大臣の認可を得ることが必要とされてい
る。この指定区間制度を廃止し、全ての国
道の管理を政令県に移譲するものとする。
ただし、県（政令県）域を越える道路（国
1号、国246号など）の建設・管理について
は国土交通省（本省）の関与を残す。な
お、政令県が行う当該事務、事業の執行に
当たっては、国からの税財源の移譲、組織
の移管、及び法令等の改正を必要とする。
※添付のイメージ図参照

・道路交通体系の整備・管理、港湾の整備・管
理、都市機能の高度化、快適住空間の実現をめざ
す住宅対策の推進、簡単に情報の受信・発信が可
能になる環境の整備など様々な政策手法を組み合
わせて、出会いと交流の基盤づくりに関する総合
的な事務事業を実施する。
・出会いと交流の基盤づくりに関する多くの事務
事業権限を移譲し、政令県の自主性・主体性に委
ねることにより、地域において受益と負担の明確
化が図られ、真に住民に必要な行政サービスを地
方自らの責任で効率的・効果的に実施することが
可能となる。

　多くの人々が短時間で自由に国内外と活発な交流が
でき、また、国内外から訪れる人々が快適に本県に滞
在できるようにすることを基本目標に、交通基盤、都
市基盤、住空間及び情報通信基盤の整備をめざすため
には、一般乗合旅客自動車運送事業（乗合バス事業）
の許認可、有線テレビジョン放送施設の設置許可及び
変更許可、道路管理などの行政権限を可能な限り一元
化し、総合的に推進することが最も効率的・効果的で
ある。

道路法第12条、13条、15条、16条
道路の管理は、道路法による道路管理者が行うことと
されている。（道路法13条、15条、16条） 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制
度全体は総務省の所管であるため。
なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に移譲することについては、
指定区間内の国道は、一般国道のうち、交通上、国土管理上重要性が高い
中枢的・根幹的なネットワークに係る区間が指定されており、国が責任を
持ってその建設・管理を行うべきものである。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり
方についての構想であり、地方制度全体
は総務省の所管であるため。

東洋建
築社

日光杉並木街
道遊歩道化に
よる地域活性
化プロジェク
ト

3076 3076010 120570

日光杉並木街道遊
歩道化実現に向け
た日光地区新市へ
の管理委託替

日光杉並木街道に関する栃木県教育委員会
の管理権限を今後誕生する日光市・今市市
他５市による新市に全て移譲する。具体的
には、大正１１年の栃木県を管理者にして
いいするという内務省発理第３６号、昭和
６２年の日光杉並木街道及び並木寄進碑に
関する権限を栃木県教育委員会に委任する
とする文化庁告示２号があり、これらを新
市に移譲するというものである。

【観光住宅】地方に放置されている軸組住宅を日本の
文化を体験できる宿泊施設としてコンバージョンする
プロジェクト。軸組住宅と同じ様式である書院造の研
究や今昔の日本的ライフスタイルの研究を通して導い
たライフスタイルを外国や都心からのツーリストに体
感して頂く。「観光立国」にある本来の観光を実現さ
せる提案であり、カルチャーツーリズムの一手法と位
置付けている。現場である小代地区は日光への玄関口
である今市市内の魅力ある田園地帯であると同時に、
日光杉並木の玄関口である。遊歩道化を実現して、日
光への約20キロの杉並木街道散策の拠点として世界の
人々が小代から日光へ向けて歩き出すイメージを念頭
に展開している。小代地区再生の基盤となるプロジェ
クトと位置付けているが、それに伴う飲食店や体験農
業など様々な経済活性化や雇用の創出が見込まれる。
【杉並木散策路におけるベロタクシー運行プロジェク
ト】日光杉並木街道が遊歩道化されれば、多くの観光
客が杉並木を散策することになると推察されるが、健
脚ではない方や時間のない方に対して、ベロタクシー
を運行させる。ベロタクシーはNPO法人環境共生都市推
進協会が展開するドイツ生まれの人力車のような乗り
物で、人力であるためエコロジーである。既に京都や
表参道、六本木ヒルズなどで運行されている。地域の
若者を中心に雇用の創出を期待している。この他杉並
木遊歩道化に伴い大道芸、通訳ガイドや観光ガイド、
飲食店、農業民宿、など経済活性化・雇用の創出の可
能性は多岐に渡る。自動車社会において、世界的にも
圧倒的規模の歩行空間として、個性的職種が生まれ
る。周辺農地等や河川なども余すところなく観光資源
として活用可能である。平行して走る２鉄道も潤う。

現在、日光杉並木は国の管理下に置かれ、最も現
場に近い今市市はほぼノータッチとなっていま
す。先日、杉並木街道沿いの文挟宿にあった、江
戸時代から続く旅籠「おもだかや」が取り壊され
ました。この事実を県の教育委員会担当職員は知
りませんでした。杉並木は天然記念物であると同
時に特別史跡です。単に木を保存していけば良い
のではありません。杉並木に関わる文化も保存し
ていかなければならないのです。教育委員会が作
成した「日光杉並木街道保存管理計画」に記され
た大儀と行動が矛盾しているのです。当然、杉並
木のバイパス化事業にも積極的な行動が見られま
せん。杉並木は国の宝でありますが、地域の者が
誇りに思い、大切にしたいという気持ちが無惨に
も打ち砕かれてしまう現状です。再び世界の人に
杉並木街道を歩いて頂けるようになれば、周辺地
域が変わります。小代地区をはじめ、観光ビジネ
スを基盤とした地域再生は杉並木の遊歩道化なく
してはありえないのです。

6

㈱ニセ
コリ
ゾート
観光協
会

商店街観光資
源化プロジェ
クト

3095 3095010 120580
歩道利用に関する
条件付き占用緩和
措置

道路法（国土交通省）における道路占用の
許可を、十分に幅のある歩道に限って、そ
の使用に関して市町村に届けるだけの緩和
措置を行う。

冬期間以外使用しない雪の堆積スペースを含め、
６メートルもある非常に幅の広い歩道を利用して
お土産品の販売やオープンカフェ、ガーデニング
等、商店が容易に観光客向けの事業展開をする事
で、その地域の新たな観光資源として確立させ、
多くの来訪者を呼び込み、活力ある地域の創出と
そこから生まれる雇用を促す。

道路法（国土交通省）においては、どんなに広い
歩道であってもこれを利用する際には猥雑な「道
路の占用」の許可を申請しなければならないた
め、その利用を通じて促進される商店街の活性化
のブレーキとなっているため。

道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続し
て道路を使用しようとする場合においては、道路管理
者の許可を受けなければならない。

3

　物件等の設置により道路の構造保全等に支障を生ずる場合もあることか
ら、届出のみとすることは適当ではないが、幅員の広い道路であれば、交
通の円滑確保等の観点からは迅速な審査で許可がなされるものと考える。
　なお、地域活性化等の観点から行われるイベント等の実施に伴う道路占
用の円滑化に資するよう、全国における道路占用許可を伴う路上イベント
等に関する事例調査から得られた様々な工夫方策等を、オープンカフェの
事例を含めて、平成１５年度中に周知する予定である。

提案によれば「広い歩道であっても道路
専用許可申請が煩雑で、その利用を通
じて促進される商店街の活性化のブ
レーキとなっている」とのことであり、そ
の趣旨を踏まえ再度検討し回答された
い。

2 Ｖ

　商店街の主導による道路空間の活用につ
いては、沿道住民の合意により地域の活性化
が図られる典型的な例として、平成１５年度中
に行うこととしている道路占用に係る工夫方
策の全国周知内容に位置付けることとする。
今後、これを踏まえて更に円滑で積極的な占
用許可の運用がなされることによって、歩道
等の利用を通じた商店街の一層の活性化が
促進されるものと考える。

松山市

『坂の上の
雲』フィール
ドミュージア
ム構想

2044 2044030 120590

自治体提案の「(仮
称)○○市無電柱化
推進計画｣に基づく
電線類地中化五ヵ
年計画の策定

従来の道路管理者毎の計画から都市計画と
しての戦略的な自治体提案型計画にシフト
し、効率的かつ効果的な地中化整備を推進
する。

自治体が短中期（概ね10年以内）の地中化路線計
画を提案し、国・県の道路管理者と調整後、
「(仮称)○○市無電柱化推進計画｣を策定し、そ
の後、ブロック別電線類地中化協議会において決
定する仕組みにする。

都市景観の整備は、本来自治体が目指していく都
市像の構築の骨格を構成する要素であるため、自
治体が計画調整することが望ましい。特に、都市
観光を振興する本市の景観整備においては、短期
集中投資による経済効果が見込まれるものと考え
ている。

電線共同溝の整備等に関する特別措置法
関係省庁、関係事業者からなる各地方毎の電線類地中
化協議会において、具体の整備箇所を検討し各地方毎
の電線類地中化計画を策定し、整備推進

5
各地方毎の電線類地中化協議会において、関係する道路管理者等と連携を
図りながら電線類地中化計画を策定することにより、各地域毎の整備を推
進することが可能。
なお、各地方公共団体が独自に地中化計画を策定されている場合は、その
計画をもとに協議会において協議して頂いても差し支えない。

兵庫県
ハイウェイ活
用による地域
活性化構想

2119 2119010 120600

播但連絡道路の料
金等を道路管理者
の裁量で決定でき
る仕組みづくり

播但連絡道路を利用しやすい料金とするた
め、①道路整備特別措置法第１１条に規定
する料金・料金徴収期間を道路管理者の裁
量で決定できるように変更する、②道路整
備特別措置法第３条の２に規定する料金
プール制の要件を緩和し、道路管理者の裁
量でプール化できるように変更する。

・工業団地の企業立地
・農林水産業の振興
・観光振興

現行では道路整備特別措置法により料金徴収期間
が定められており、道路管理者による低廉な料金
設定が困難な状況である。そのため高額な通行料
金が支障となり、播但連絡道路が十分活用され
ず、一般道路が混雑している。そこで、播但連絡
道路を利用しやすい料金とするため、①道路整備
特別措置法第１１条に規定する料金・料金徴収期
間を道路管理者の裁量に委ねる、②道路整備特別
措置法第３条の２に規定する料金プール制の要件
を緩和し、道路管理者の裁量でプール化できるよ
うに変更する必要がある。

①については、道路整備特別措置法第７条
の４第４項、同法第１１条第２項及び第３項、
同法施行令第２条、有料道路整備資金貸付
要領第２条第３号　　　　　　　　　②について
は、道路整備特別措置法第７条の１３

①道路は公共事業として整備され、無料で公開されるのが原則である。有
料道路制度は、道路無料公開の原則の例外として、借入金で道路の建設を
行い、供用後の道路から通行料金を徴収して返済するという制度である。そ
の料金の額は、道路整備特別措置法において一定期間内の料金徴収期間
で、当該道路の新設、改築、維持修繕等を償うこと等とされている。料金及
び料金の徴収期間の設定等については、法令の基準に適合しているかどう
かを確認するため国土交通大臣の許可が必要とされている。
② 道路整備特別措置法第７条の１３では、同法第７条の１２の許可を受け
て料金を徴収している二以上の道路について　・当該二以上の道路が、通
行者又は利用者が相当程度共通であるか、相互に代替関係にあることによ
り、交通上密接な関連を有すると認められること　・当該二以上の道路につ
いての料金の徴収を一体として行うことが適当であると認められる特別の事
情があること、といった条件が存する場合には、国土交通大臣の許可を受
けて、これらの道路を一の道路として（プールとして）料金を徴収することが
できる

①につ

いて

5
②につ

いて

3

①設立団体の裁量において当該道路の借入金の償還を行うことにより、当
該道路を早期に無料開放することや利用しやすい料金とすることは可能で
ある。また、料金の徴収期間についても４０年以内で延長することは可能
であるが料金徴収期間の延長により管理費や金利負担が増え、不確実性が
増大することに留意する必要がある。　　　　　　　　　　　　　②道路
整備特別措置法第７条の１３で定める要件は、利用者負担の公平性等の観
点から設けられているものであり、当該要件を緩和することは困難であ
る。

貴省回答の②について、提案の趣旨を
踏まえ再度検討し回答されたい。

5
(ただし、
プール制
の要件緩
和は認め
られな
い。)

有料道路制度は、道路無料公開の原則の例外とし
て、借入金で道路の建設を行い、供用後の道路か
ら通行料金を徴収して返済するという制度であり、
地方道路公社が道路整備特別措置法第７条の１２
の許可を受けて新設又は改築を行う有料道路の料
金は、一定期間内に当該道路の新設、改築、維持
修繕等を償うという個別採算主義が原則とされて
いる。しかしながら、個別採算主義の特例として、
道路整備特別措置法第７条の１３において、二以
上の道路において通行者又は利用者が相当程度
共通であり、かつ、料金の徴収を一体として行うこ
とが適当であると認められる場合には、料金の額
又は徴収期間が調整されることに伴い利用者の負
担の均衡が図られ、さらに、料金の徴収が効率的
に行われることに伴い通行者又は利用者が著しい
交通上の利便を受けること等の利用者の利益が存
すること等から、特例として設けられているもので
ある。
御提案は単に一方の道路の料金を下げることを目
的として現行法令の要件に該当しない採算の良好
な道路とプールにするものと考えられるが、このよ
うな取り扱いとすることは、借入金の償還後は無料
開放するという有料道路制度の本来の趣旨及び採
算の良好な道路の利用者の理解も得られないと考
えられることから、当該要件を緩和することはでき
ない。なお、利用しやすい料金とするため、設立団
体の裁量において当該道路の借入金の償還を行う
ことで、早期に無料開放することや利用しやすい料
金とすることは、もとより可能である。

兵庫県
ハイウェイ活
用による地域
活性化構想

2119 2119020 120610

本四道路の料金等
を道路管理者の裁
量で決定できる仕
組みづくり

本州四国連絡道路を利用しやすい料金とす
るため、本州四国連絡道路の料金・料金徴
収期間を出資団体と協議の上、道路管理者
の裁量で決定できるように変更する。

・農林水産業の振興
・観光振興

現行では道路整備特別措置法により料金徴収期間
が定められており、道路管理者による低廉な料金
設定が困難な状況である。そのため高額な通行料
金が支障となり、本州四国連絡道路が十分活用さ
れず、一般道路が混雑している。そこで、本四道
路を利用しやすい料金とするため、道路整備特別
措置法第１１条に規定する料金・料金徴収期間を
出資団体との協議の上、道路管理者の裁量に委ね
る必要がある。

道路整備特別措置法第7条の8、第11条第2
項
道路整備特別措置法施行令第2条の2

本州四国連絡道路の料金は道路整備特別措置法第７条
の８の規定に基づき国土交通大臣の認可を受けなけれ
ばならない。

8
（そ
の
他）

本四道路の料金決定の仕組みは、民営化関連法案の中で規定されることと
なるが、これらの法案について、今通常国会提出に向け、現在検討中。
なお、平成１５年１２月２２日の政府・与党申し合わせにおいて、本四道
路の基本料金の引下げについては、地方の出資（平成２４年度から平成３
４年度まで）による経営改善効果等の範囲内で行うこととされていること
から、今後ともこのスキームの範囲内で適切な料金設定がなされるものと
考えられる。

Ｗ・Ｐ
ＡＣプ
ロジェ
クト

ＰＡ民活プロ
ジェクト

3039 3039010 120620

高速道路PAの民活
を円滑に実現する
仕組みについての
工夫

利用者にとってのパーキングエリアの機能
を大幅に改善できるように道路公団から新
経営体へ収益性が確保されるよう権限委譲
と利便性を期待する。

・パーキングエリアの機能の拡大
・インターチェンジ機能の付加
・サービス機能の拡大充実
・駐車機能の拡大
（効果）関連するプロジェクトを含め、交通アク
セスに関する利便性と快適性の向上。

・阻害要因の除去
・公共施設の利用手続の容易化・迅速化

道路法（昭和27年法律第180号）第32条第1
条第7号、道路法施行令（昭和27年政令第
479号）第7条第8号等

ＰＡ（パーキングエリア）は、道路法による占用物件
として、道路管理者（公団等が管理を行う道路にあっ
ては当該公団等）の許可を受けて設置・管理を行うこ
ととされている。

2 Ⅰ

道路関係四公団については、平成17年度中に民営化を実施することとして
いるが、道路関係四公団の業務を引き継ぐ会社については、平成15年12月
22日政府・与党申し合わせにおいて、「民間企業としてのノウハウを最大
限発揮して、サービスエリア、パーキングエリアの運営や道路資産を活用
した情報通信事業等の関連事業について、できる限り自由な事業展開が可
能なようにする」こととしており、その実現を図るため、関連法案を今国
会に提出する予定である。
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厚木市
ファンタス
ティックやま
なみ

1008 1008020 120630
砂防区域内におけ
る土地の制限に係
る権限移譲

砂防区域において、地域再生を目的とした
総合的な整備計画に位置付けられている工
作物の設置や土地の掘削等を行う場合にお
いて、土地の制限及び砂防設備について砂
防管理者の許可権限を当該整備計画の実施
者（市長）に権限移譲されたい。

権限移譲の支援措置を受け、砂防区域内において
シャトルバスの運行を容易にする道路の拡幅整備
や、ふるさと食文化村・ふるさと自然文化村構想
による施設整備、工作物の設置等を行う。

砂防区域内における工作物の設置や土地の掘削に
ついては、その規模にかかわらず、多岐にわたる
制限がある。本市の観光資源や自然環境を生かし
た観光振興を図るためには、砂防区域内における
アクセス道路の拡幅改良や施設の設置が必要不可
欠であり、今後においても、利用者のニーズに対
応した事業展開が求められることから、権限移譲
の必要性を強く求めるものである。

砂防法第４条
　第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル
土地ニ於テハ都道府県知事ハ治水上砂防ノ
為一定ノ行為ヲ禁止若ハ制限スルコトヲ得
２　前項ノ禁止若ハ制限ニシテ他ノ都道府
県ノ利益ヲ保全スル為必要ナルカ又ハ其ノ
利害関係一ノ都道府県ニ止マラサルトキハ
国土交通大臣ハ前項ノ職権ヲ施行スルコト
ヲ得

砂防指定地においては、治水上砂防の為一定の行為を
禁止若しくは制限することが出来る。

5(
権限
委譲
につ
いて
は

3)

事務の迅速化・円滑化については、県知事の所管する他法令の事務に係る
県の窓口を一元化するなど調整を図ることにより可能と考えます。
また、標準的な処理期間を定めることなどにより、許可の円滑な実施を
図っているところです。

砂防指定地における行為制限等については広域的な視野からの判断が必要
とされるため、都道府県知事の権限となっています。
なお、砂防指定地内行為の許可等の判断は治水上砂防の目的の達成に支障
が生じるか否かによるものであり、市町村に権限を移譲することによって
許可を受けやすくなるものではないと考えます。

市町村が広域的な視野からの判断を行
う場合には、砂防指定地における行為
制限等の権限を移譲できるのではない
か。再度検討し回答されたい。

5(権限
委譲に
ついて
は3)

　事務の迅速化・円滑化については、県知
事の所管する他法令の事務に係る県の窓
口を一元化するなど調整を図ることにより
可能と考えます。
　また、標準的な処理期間を定めることな
どにより、許可の円滑な実施を図っている
ところです。

　土砂災害による生命や財産等への被害
は、一市町村に止まらず、広域的な視野
からの管理が必要であり、一市町村のみ
で実施できるものではないため、砂防指
定地における行為制限等については、都
道府県知事の権限となっています。
　なお、砂防指定地内行為の許可等の判
断は治水上砂防の目的の達成に支障が
生じるか否かによるものであり、市町村に
権限を移譲することによって許可を受けや
すくなるものではないと考えます。

玉川村
桜による地域
再生計画

1048 1048010 120640
河川及び道路の占
用許可の権限移
譲。

本村を、桜の名勝としての観光地とする。 桜保存事業の拡大。

現在、道路や河川の占用許可は国や県が持ってい
るが、桜保存事業を行うにあたり、許可までに時
間がかかるので権限を移譲し事業の迅速化を図
る。

道路法第13条、15条、16条、32条

河川法第２４条

道路の管理は、道路法による道路管理者が行うことと
されている。（道路法13条、15条、16条）道路に物件
等を設けて継続して道路を使用する場合には、道路管
理者の占用許可を受ける。（道路法32条）道路管理事
務は、道路の種別ごとに、各道路管理者（地方整備
局、都道府県、市町村）が行っている。

一級河川、二級河川の管理は、国又は都道府県知事
（政令指定市の長）が行う。

3

5(
権限
委譲
につ
いて
は

3)

地域活性化等の観点から行われるイベント等の実施に伴う道路占用の円滑
化に資するよう、全国における道路占用許可を伴う路上イベント等に関す
る事例調査から得られた様々な工夫方策等を平成１５年度中に周知する予
定。
占用制度は、道路の特別使用であって、一般交通の用に供するという道路
の本来的機能を阻害しない範囲内で認められているものであることから、
その許可は、当該道路の円滑な交通の確保も含めて責任をもって管理して
いる道路管理者が行うこととされている。従って、イベント等に関する占
用許可を当該道路の道路管理者ではない市町村に行わせることは困難。

河川法第２４条の占用許可に係る標準処理期間については、現行概ね３ヶ
月を目安としているところであるが、地域再生区域においてはその趣旨・
目的に鑑み、できるだけ早く処理できるようその短縮化に努めることとし
ます。
しかしながら、一級河川の管理については、広域的視点から水系一貫管理
を行う必要があるとともに、高度な行財政能力が必要であることから、河
川の特性に応じて、国又は都道府県知事（政令指定市の長）が行うことと
されていることについてはご理解いただきたい。

市町村において道路の円滑な交通の確
保も含めて責任をもって管理することが
できれば、管理権限を移譲することは
可能ではないか。再度検討し回答され
たい。

国又は都道府県（政令指定市の長）で
なくても、高度な行財政能力があり、広
域的視点から水系一環管理を行うこと
ができれば、市町村に河川占用許可権
限を移譲できるのではないか。再度検
討し回答されたい。

2

5(権限
委譲に
ついて
は3)

Ｖ

国道・県道の道路占用許可申請に、地
域再生等の観点から支援する路上イベン
ト等に関し、市町村の意見が付されている
ときにおいて、市町村の意見を尊重して道
路占用許可の判断が行われるよう取りは
からう。

　一級河川は、国土保全上又は国民経済
上、特に重要な水系（一級水系）として国
において管理する必要があるものに係る
河川について国土交通大臣が指定したも
のです。
　一級河川の管理（河川占用許可権限を
含む）は、原則として水系一貫の考えに基
づき国土交通大臣が行うこととされていま
すが、国土交通大臣が指定した区間（指
定区間）の管理の一部については、法定
受託事務として都道府県知事が行ってい
ます。一級河川は災害から国民の生命と
財産を守るといった国家的見地から重要
であり管理を行う必要があるものとして国
土交通大臣が指定したものであり、その
管理には高度な行財政能力や技術的蓄
積が不可欠です。
　政令指定都市については、その行財政
能力から地方自治法において都市計画、
土地区画整理事業等に関する事務に関
し、原則として都道府県と同様の権限を持
つこととされており、河川管理についても
同様の考え方に基づき、都道府県と同様
に管理を行うことが出来ることとしていると

長野県
コモンズの視
点から始まる
公共事業

1072 1072020 120650
国及び県が行う公
共事業の実施に関
する特例

地すべり等防止法に基づき実施する事業の
うちの全部または一部について、国及び県
が必要と認めたものの範囲内においてその
執行権限を委譲するとともに、国及び県か
ら市町村へ職員を派遣し、市町村自らが事
業を実施できような制度を創設。または上
記法律の改正により、市町村へ権限を委譲
できる項目を追加。

地すべり等防止法に基づき実施する事業のうちの
全部または一部について、国及び県が必要と認め
たものの範囲内においてその執行権限を委譲する
とともに、国及び県から市町村へ職員を派遣し、
市町村自らが事業を実施できような制度を創設。
または上記法律の改正により、市町村へ権限を委
譲できる項目を追加。

地域に必要な公共事業を地域住民自らが考えると
いう発想が生れる。いつ・誰が・誰に対して、ど
のような要望したのか不明確な事業が無くなり、
真に必要な事業のみが、一番地域住民に身近な官
庁である市町村役場の手によって実施される。

地すべり等防止法第７条
　地すべり防止工事の施行その他地すべり
防止区域の管理は、当該地すべり防止区域
の存する都道府県を統括する都道府県知事
が行うものとする。

　地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の
管理は、当該地すべり防止区域の存する都道府県を統
括する都道府県知事が行う

3

地すべり防止に係る管理については、広域的な視野からの管理が必要であ
るため、一市町村のみでの管理に馴染むものではありません。
工事の難度や大規模災害の発生時に機動的な対応が図れない可能性がある
ため，市町村への移譲は困難です。
ただし、事業の実施にあたっては、市町村の意向や地域の実情を十分踏ま
え行っているところです。

市町村が広域的な視野からの管理を行
う場合には、地すべり防止に係る管理
の権限を移譲できるのではないか。再
度検討し回答されたい。

3

土砂災害による生命や財産等への被害
は、一市町村に止まらず、広域的な視野
からの管理が必要であるため、地すべり
防止に係る管理は、一市町村のみで実施
できるものではありません。
工事の難度や大規模災害の発生時に機
動的な対応が図れない可能性があるた
め，市町村への移譲は困難です。
ただし、事業の実施にあたっては、市町村
の意向や地域の実情を十分踏まえ行って
いるところです。

長野県
コモンズの視
点から始まる
公共事業

1072 1072050 120660
国及び県が行う公
共事業の実施に関
する特例

河川法に基づき実施する事業のうちの全部
または一部について、国及び県が必要と認
めたものの範囲内においてその執行権限を
委譲するとともに、国及び県から市町村へ
職員を派遣し、市町村自らが事業を実施で
きような制度を創設。または上記法律の改
正により、市町村へ権限を委譲できる項目
を追加。

河川法に基づき実施する事業のうちの全部または
一部について、国及び県が必要と認めたものの範
囲内においてその執行権限を委譲するとともに、
国及び県から市町村へ職員を派遣し、市町村自ら
が事業を実施できような制度を創設。または上記
法律の改正により、市町村へ権限を委譲できる項
目を追加。

地域に必要な公共事業を地域住民自らが考えると
いう発想が生れる。いつ・誰が・誰に対して、ど
のような要望したのか不明確な事業が無くなり、
真に必要な事業のみが、一番地域住民に身近な官
庁である市町村役場の手によって実施される。

河川法第9条第1項、第2項
河川法第16条第3項

・一級河川の管理は、国土交通大臣が行う。
・国土交通大臣が指定する区間（以下「指定区間」と
いう。）内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属
する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該
一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県
知事が行うこととすることができる。
・市町村長は、指定区間内の一級河川及び二級河川に
ついて、第9条及び第10条の規定にかかわらず、あらか
じめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維
持を行うことができる。ただしその実施の目的、河川
に及ぼす影響の程度、市町村長の統括する市町村の人
口規模その他の事由により河川管理上適切でないもの
として政令で定めるものについてはこの限りではな
い。

5(
権限
委譲
につ
いて
は

3)

まちづくりの主体である市町村が、河川管理に積極的に参画することがで
きるようにするため、河川法の一部を改正し、市町村が河川工事等を行う
ことができる制度をH12に創設(河川法第16条の3)しています。
　また、地元住民や市町村の意見を河川事業に反映するにあたり、河川整
備計画を策定する際には、河川法第16条の2第4項に基づき、必要があると
認めるときは公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措
置を講じなければならないとされており、実態上も公聴会や説明会等を実
施し、関係住民からの意見聴取を積極的に行っています。
　さらに、個性豊かな自立型地域社会の形成を進めるため、流域における
多様な主体の河川管理への幅広い参画が不可欠であり、このため市民団体
やNPOとの連携等、様々な取組みを実施しています。
　しかしながら、一級河川の管理は、広域的視点から水系一貫管理を行う
必要があるとともに、高度な行財政能力が必要であることから、河川の特
性に応じて、国又は都道府県知事（政令指定市の長）が行うこととされて
いることについてはご理解いただきたい。

国又は都道府県（政令指定市の長）で
なくても、高度な行財政能力があり、広
域的視点から水系一環管理を行うこと
ができれば、市町村に河川に係る管理
権限を移譲できるのではないか。再度
検討し回答されたい。

5(権限
委譲に
ついて
は3)

一級河川は、国土保全上又は国民経済
上、特に重要な水系（一級水系）として国
において管理する必要があるものに係る
河川について国土交通大臣が指定したも
のです。
　一級河川の管理は、原則として水系一
貫の考えに基づき国土交通大臣が行うこ
ととされていますが、国土交通大臣が指
定した区間（指定区間）の管理の一部につ
いては、法定受託事務として都道府県知
事が行っています。一級河川は災害から
国民の生命と財産を守るといった国家的
見地から重要であり管理を行う必要があ
るものとして国土交通大臣が指定したもの
であり、その管理には高度な行財政能力
や技術的蓄積が不可欠です。
　政令指定都市については、その行財政
能力から地方自治法において都市計画、
土地区画整理事業等に関する事務に関
し、原則として都道府県と同様の権限を持
つこととされており、河川管理についても
同様の考え方に基づき、都道府県と同様
に管理を行うことが出来ることとしていると
ころであり、政令市以外の市町村が管理
を行うことは適当ではないと考えておりま
す。

長野県
コモンズの視
点から始まる
公共事業

1072 1072060 120670
国及び県が行う公
共事業の実施に関
する特例

砂防法に基づき実施する事業のうちの全部
または一部について、国及び県が必要と認
めたものの範囲内においてその執行権限を
委譲するとともに、国及び県から市町村へ
職員を派遣し、市町村自らが事業を実施で
きような制度を創設。または上記法律の改
正により、市町村へ権限を委譲できる項目
を追加。

砂防法に基づき実施する事業のうちの全部または
一部について、国及び県が必要と認めたものの範
囲内においてその執行権限を委譲するとともに、
国及び県から市町村へ職員を派遣し、市町村自ら
が事業を実施できような制度を創設。または上記
法律の改正により、市町村へ権限を委譲できる項
目を追加。

地域に必要な公共事業を地域住民自らが考えると
いう発想が生れる。いつ・誰が・誰に対して、ど
のような要望したのか不明確な事業が無くなり、
真に必要な事業のみが、一番地域住民に身近な官
庁である市町村役場の手によって実施される。

砂防法第５条
　都道府県知事ハ其ノ管内ニ於テ第二条ニ
依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ヲ監視
シ及其ノ管内ニ於ケル砂防設備ヲ管理シ其
ノ工事ヲ施行シ其ノ維持ヲナスノ義務アル
モノトス

都道府県知事は砂防指定地の指定や砂防設備の施設、
管理等の義務がある。 3

砂防における管理については、広域的な視野からの管理が必要であるた
め、一市町村のみでの管理に馴染むものではありません。
工事の難度や大規模災害の発生時に機動的な対応が図れない可能性がある
ため，市町村への移譲は困難です。
ただし、事業の実施にあたっては、市町村の意向や地域の実情を十分踏ま
え行っているところです。

市町村が広域的な視野からの判断を行
う場合には、砂防における管理権限を
移譲できるのではないか。再度検討し
回答されたい。

3

　土砂災害による生命や財産等への被害
は、一市町村に止まらず、広域的な視野
からの管理が必要であるため、砂防にお
ける管理については、一市町村のみで実
施できるものではありません。
　工事の難度や大規模災害の発生時に機
動的な対応が図れない可能性があるた
め，市町村への移譲は困難です。
ただし、事業の実施にあたっては、市町村
の意向や地域の実情を十分踏まえ行って
いるところです。

高郷村

太古のロマンあふ

れる
川と緑の里たかさ

と

～　村はまる
ごと

夢博物館　～

1150 1150010 120680

都市交流による地
域再生を図る構想
であるが、核とな
るツーリズム整備
の支援措置

化石の調査や発掘調査と交流による発掘体
験を実施するには、現在は河川法による手
続きが大変である。これらの手続きの簡素
化。また、農業体験をするは場合の農地
法、農振法、食品衛生法等の規制緩和。さ
らには、農家への民泊を実施したいが、そ
の受入れる民泊手続きの簡素化や複雑な届
出の廃止（市町村への権限移譲も含む）。

① グリーンツーリズム（農業体験・炭焼き体
験・そば打ち体験など）
② 化石発掘体験、地層学習、文化財・史跡見学
など）
③ 自然探察（ボート漕ぎ体験、山野草群生地探
訪、山登り、自然探訪など）
④ 村営施設を利用したスポレク体験
⑤ 温泉によるリフレッシュ体験
上記によるメニューで都市交流を展開し地域再生
を図りたい。

現行の補助事業については、これらのメニューの採
択は難しく、単品の事業は無かったので取り組みが
困難であった。また、補助と地方債の併用を提案す
る。

河川法第２５条

（河川法）　　　　　　河川区域内の土地において土
石を採取しようとする者は、国土交通省令で定めると
ころにより、河川管理者の許可を受けなければならな
い。

5
河川法第２５条の土石の採取については、国土交通省令で定めるところに
より、河川管理者に申請を行い許可を受けなければなりません。今回の要
望である許可日数延長等の個々の許可条件の内容については、河川管理者
である知事の権限であることから、許可権者と協議することにより、地域
再生区域の趣旨・目的に鑑みた対応可能であると考えます。
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12 国土交通省 再検討要請

潮来市
麻生町
北浦町
玉造町

行方ふるさと
圏創生プロ
ジェクト

1215 1215030 120690

水辺空間を利用し
たコミュニティビ
ジネス・交流事業
に対する規制の緩
和

[権限委譲]
①河川敷の占用許可に係る権限を国から市
町村へ移譲
②船舶を使用する場合の各種法の制限除外
(1日のイベントで漁船を客船にする場合の
不定期航路の申請）

　この地域の豊かな水辺空間を利用したコミュニ
ティビジネスやイベントを、地域住民が主体的に
実施する。

　河川や湖水の利用に関する規制や手続きを緩和
することにより、伝統・文化といった地域資源を
活用したコミュニティビジネスやイベントを、地
域住民が主体的に実施できる。

①河川法第２４条

②海上運送法第２０条第２項

一級河川、二級河川の管理は、国又は都道府県知事
（政令指定市の長）が行う。

②人の運送をする不定期航路事業を営もうとする者
は、事業開始の日の３０日前までに国土交通大臣に届
出ることになっている。

①
5(
権限
委譲
につ
いて
は

3)
②3

①花火大会等の季節的な行事やイベントの開催のための一時的な河川敷地の占用については、
河川敷地占用許可準則第１５に規定されている一時占用許可として、通常の占用許可手続より
も簡素化を図っているところです。
しかしながら、一級河川の管理は、広域的視点から水系一貫管理を行う必要があるとともに、
高度な行財政能力が必要であることから、河川の特性に応じて、国又は都道府県知事（政令指
定市の長）が行うこととされていることについてはご理解いただきたい。

②１．イベントにおいて主催者が自己の用に供するものについては自家用として法の適用除外
である、一方不特定多数の人を運送する場合であれば「人の運送をする不定期航路事業」の届
出が必要であり、安全上問題があれば国が指導することとなっている。
　２．安全については地域により考慮すべき事項が異なる訳でなく、専門知識を有する者が公
平・公正の見地から厳正に審査すべきものであることから、国において行うことが適当であ
る。

貴省回答の①について、国又は都道府
県（政令指定市の長）でなくても、高度な
行財政能力があり、広域的視点から水
系一環管理を行うことができれば、市町
村に河川占用許可権限を移譲できるの
ではないか。再度検討し回答されたい。

貴省回答の②について、要望内容は実
現できるのか、確認されたい。

5(権限
委譲に
ついては

3)

3

一級河川は、国土保全上又は国民経済上、
特に重要な水系（一級水系）として国にお
いて管理する必要があるものに係る河川に
ついて国土交通大臣が指定したものです。
　一級河川の管理（河川占用許可権限を含
む）は、原則として水系一貫の考えに基づ
き国土交通大臣が行うこととされています
が、国土交通大臣が指定した区間（指定区
間）の管理の一部については、法定受託事
務として都道府県知事が行っています。一
級河川は災害から国民の生命と財産を守る
といった国家的見地から重要であり管理を
行う必要があるものとして国土交通大臣が
指定したものであり、その管理には高度な
行財政能力や技術的蓄積が不可欠です。
　政令指定都市については、その行財政能
力から地方自治法において都市計画、土地
区画整理事業等に関する事務に関し、原則
として都道府県と同様の権限を持つことと
されており、河川管理についても同様の考
え方に基づき、都道府県と同様に管理を行
うことが出来ることとしているところであ
り、政令市以外の市町村が管理を行うこと
は適当ではないと考えております。

安全確保の観点から、不特定多数の人を運
送する場合であれば「人の運送をする不定
期航路事業」の届出が必要であり、安全上
問題があれば国が指導することとなってい
る。

加賀
市、小
松市、
山中町

加賀越前水郷
構想

1235 1235010 120700
河川、湖沼、承水
路の管理権限の移
譲

河川、湖沼、承水路管轄をする省庁が異な
ることから、市町村への管理権限と財源の
移譲

河川、湖沼、承水路、閘門を利用した舟運観光
ルートと親水公園を整備し、自然環境整備とあわ
せて、日本の原風景を再生し、外国人観光客の増
加を図る

管轄省庁が異なることから、水路ネットワークの
総合的な整備の管理権限と財源の移譲が必要であ
る。

河川法第１０条
一級河川、二級河川の管理は、国又は都道府県知事
（政令指定市の長）が行う。

5(
権限
委譲
につ
いて
は

3)

まちづくりの主体である市町村が、河川管理に積極的に参画することがで
きるようにするため、河川法の一部を改正し、市町村が河川工事等を行う
ことができる制度をH12に創設(河川法第16条の3)しています。
しかしながら、一級河川、二級河川の管理については、広域的視点から水
系一貫管理を行う必要があるとともに、高度な行財政能力が必要であるこ
とから、河川の特性に応じて、国又は都道府県知事（政令指定市の長）が
行うこととされていることについてはご理解いただきたい。

国又は都道府県（政令指定市の長）で
なくても、高度な行財政能力があり、広
域的視点から水系一環管理を行うこと
ができれば、市町村に河川に係る管理
権限を移譲できるのではないか。再度
検討し回答されたい。

5(権限
委譲に
ついて
は3)

 一級河川は、国土保全上又は国民経済
上、特に重要な水系（一級水系）として国
において管理する必要があるものに係る
河川について国土交通大臣が指定したも
のです。
　一級河川の管理は、原則として水系一
貫の考えに基づき国土交通大臣が行うこ
ととされていますが、国土交通大臣が指
定した区間（指定区間）の管理の一部につ
いては、法定受託事務として都道府県知
事が行っています。二級水系の管理につ
いても、一級河川の指定区間の管理と同
様、国土保全上又は国民経済上重要な河
川について、予測困難な災害から国民の
生命・財産の保護を図るとともに、国民生
活に不可欠な水の供給を確保することを
目的として行われているものであり、法定
受託事務として都道府県知事が行ってい
ます。
　一級河川、二級河川は災害から国民の
生命と財産を守るといった国家的見地か
ら重要であり管理を行う必要があるものと
して国土交通大臣、都道府県知事が指定
したものであり、その管理には高度な行財
政能力や技術的蓄積が不可欠です。
　政令指定都市については、その行財政
能力から地方自治法において都市計画、
土地区画整理事業等に関する事務に関
し、原則として都道府県と同様の権限を持
つこととされており、河川管理についても
同様の考え方に基づき 都道府県と同様

愛知県
新城市

ＤＯＳ地域再
生
プラン

（Do outdoor
sports）

1236 1236020 120710

創意工夫を生かし
たイベントの実施
により賑わいを創
出

河川敷の管理権限を市町村に移譲 カヌーの大会開催のため河川敷使用 許可条件が厳しく許可までに日数を要する。 河川法第２４条
河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権限に
基づき管理する土地を除く。）を占用しようとする者
は、河川管理者の許可を受けなければならない。

8
カヌー大会等のイベントについては、その規模等の状況によっては、自由使用
で許可が不要であり、河川管理者としてその状況を把握するための届出でよい
としており、本要望のカヌー大会についても、河川管理者である愛知県は、届出
のみで速やかに処理しています。

丹羽郡
大口町

一級河川五条
川の管理権限
の移譲

1243 1243010 120720

一級河川五条川の
管理権限を地元の
大口町に移譲する
こと

　一級河川五条川に関する河川法第9条第2
項により法定受託事務として愛知県に与え
られた管理権限を大口町に対して全て移譲
するもの

　町は、愛知県から五条川の管理権限の移譲を受け、次の施策
を行う。
１．住民との協働を前提に、次の点に留意して五条川の管理方
針を構築する。1）水の循環や水質保全、自然環境の保全を含
めた総合行政を目指す。２）生物の持続的で良好な生息環境を
保障する。３）五条川と関わりつつ、歴史的に創造されてきた
地域文化を尊重し、保全する。４）桜の五条川を維持する。
５）五条川の現況を生かして自然ゾーン、整備ゾーン等にゾー
ニングし、沿川の個性にマッチした河川環境づくりを目指す。
６）洪水の軽減方法を沿川の個性に合わせて場所ごとに工夫す
る。
　このような管理方針に基づく町独自の五条川管理条例を制定
する。
２．｢大口さくら五条川学」の構築
　五条川を沿川住民と町の協働で管理するための担保として、
あるいは五条川を町の住民一人一人にとってより身近なものに
するため、また、町による五条川管理の方針をさらに充実した
ものにするため、住民と町による「大口さくら五条川学」を構
築する。その構成は、次のようなものとする。
１）五条川の形の変遷２）五条川の利用の変遷３）生物調査と
水質検査４）五条川に影響を与えているものの調査、ア山・
森、イ人里・田畑、ウ空気、エ水中・水上生物５）五条川の危
険箇所の調査と対策６）五条川流域の景観の変遷７）桜の樹の
研究、調査８）五条川以外の桜の名所の調査
　なお、五条川全体の河川管理との整合を保つため、上下流域
及び対岸域の地方公共団体と協定を締結することにより、町が
行う五条川の管理に伴って影響が出ると予想される場合は、そ
れぞれ事前に協議することも選択の一つである。

　地方分権一括法の成立により、公共事業の多くを占める河川
の管理権限は、指定区間内の一級河川の管理が都道府県の法定
受託事務に変更されることとなった。この改革の背景には、公
共事業のあり方を見直し、国と地方の役割分担を明確化した上
で、事務作業は極力地方公共団体に委ねて行こうとする姿勢が
上げられる。
 こうして権限の移譲を受けた地方公共団体としては、地方財
政の悪化という今日的状況の中で、地域にとって真に必要な事
業を実施していくためには、「住民の意見を踏まえ、自らの判
断に基づいて事業を選択し、決定することができる仕組みを基
本」としていく姿勢が求められることとなり、このような姿勢
で公共事業を実施することが地域経済の活性化にもつながるこ
とになる。たとえば、河川の管理に住民の意見を反映させ、き
めの細かい事業を行うことで、公共事業を大規模な土木事業に
かたよらせるのではなく、規模は小さくても多様な業務を生み
出し、これにより地域に密着した様々な中小事業者がこれらの
業務を受注する機会を増やすため、その結果として地域経済が
活性化することになる。

河川法第９条
一級河川の管理は、国又は都道府県知事（政令指定市
の長）が行う。

5(
権限
委譲
につ
いて
は

3)

地域に密着した行政主体である市町村が、河川管理者と協議のうえ、治水
上、利水上、環境上著しい影響を与えないような河川工事又は河川の維持
を行うことは現状でも可能であるため、まずは河川管理者と協議された
い。
しかしながら、一級河川の管理は、広域的視点から水系一貫管理を行う必
要があるとともに、高度な行財政能力が必要であることから、河川の特性
に応じて、国又は都道府県知事（政令指定市の長）が行うこととされてい
ることについてはご理解いただきたい。

国又は都道府県（政令指定市の長）で
なくても、高度な行財政能力があり、広
域的視点から水系一環管理を行うこと
ができれば、市町村に河川に係る管理
権限を移譲できるのではないか。再度
検討し回答されたい。

5(権限
委譲に
ついて
は3)

一級河川は、国土保全上又は国民経済
上、特に重要な水系（一級水系）として国
において管理する必要があるものに係る
河川について国土交通大臣が指定したも
のです。
　一級河川の管理は、原則として水系一
貫の考えに基づき国土交通大臣が行うこ
ととされていますが、国土交通大臣が指
定した区間（指定区間）の管理の一部につ
いては、法定受託事務として都道府県知
事が行っています。一級河川は災害から
国民の生命と財産を守るといった国家的
見地から重要であり管理を行う必要があ
るものとして国土交通大臣が指定したもの
であり、その管理には高度な行財政能力
や技術的蓄積が不可欠です。
　政令指定都市については、その行財政
能力から地方自治法において都市計画、
土地区画整理事業等に関する事務に関
し、原則として都道府県と同様の権限を持
つこととされており、河川管理についても
同様の考え方に基づき、都道府県と同様
に管理を行うことが出来ることとしていると
ころであり 政令市以外の市町村が管理

茨城県

茨城グリーン
ふるさと交流
圏魅力アッ
プ・プロジェ
クト

1272 1272030 120730
河川敷地占用許可
の権限移譲

・直轄河川の占用許可等に係る権限を国か
ら県に移譲し，県管理の河川との手続きの
一本化を図る

・対象区域内にある久慈川や那珂川は，カヌー愛
好者の間で高い評価を得ており，特に那珂川はカ
ヌー人口日本一とも言われていることから，この
地域をカヌーの一大拠点とするため，手続きの一
本化や一時占用期間の弾力的運用を図ることによ
り，民間事業者の参入を促進する。
・アウトドア活動の拠点として，広く認知される
ことにより，交流人口の増加が図れる。

・占用許可手続の一元化により，主催者の負担の
軽減と利便性の向上を図り，カヌー教室等のアウ
トドア活動の開催を促進するものである。

河川法第２４条
河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権限に
基づき管理する土地を除く。）を占用しようとする者
は、河川管理者の許可を受けなければならない。

8
カヌー大会等のイベントについては、その規模等の状況によっては、自由
使用で許可が不要であり、河川管理者としてその状況を把握するための届
出等で処理されているものであり、本要望についても河川法による処分は
存在していません。

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325560 120740
河川の建設・管理
に係る事務の移譲

一級河川の管理は、現在、指定区間外を国
が、指定区間内を都道府県が行っており、
都道府県が管理することとされている二級
河川についても、河川整備方針又は河川整
備計画の策定、変更、河川工事等を行う場
合は、国土交通大臣の同意が必要とされて
いる。この指定区間制度を廃止し、全ての
河川の管理を政令県に移譲するものとす
る。ただし、県（政令県）域を越える河川
（天竜川、富士川）の管理については国土
交通省(本省）の関与を残す。なお、政令
県が行う当該事務、事業の執行に当たって
は、国からの税財源の移譲、組織の移管、
及び法令等の改正を必要とする。
※添付のイメージ図参照

・地震対策、風水害対策、土砂災害防止対策、大
規模火災等への対策、感染症の予防とまん延防止
の推進、食品・医薬品の安全の確保など様々な政
策手法を組み合わせて、地域における安全社会づ
くりに関する総合的な事務事業を実施する。
・安全社会づくりに関する多くの事務事業権限を
移譲し、政令県の自主性・主体性に委ねることに
より、地域において受益と負担の明確化が図ら
れ、真に住民に必要な行政サービスを地方自らの
責任で効率的・効果的に実施することが可能とな
る。

　東海地震等による災害や健康危機管理等への万
全な備えがなされ“安全社会”づくりをめざすた
めには、簡易ガス事業の許認可、河川管理、食品
衛生法に規定する総合衛生管理製造過程を経て食
品を製造し、又は加工することについての承認な
どの行政権限を可能な限り一元化し、総合的に推
進することが最も効率的・効果的である。

6

　政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であ
り、地方制度全体は総務省の所管であるため。
　なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に移譲することにつ
いては、以下のとおりです。
　単一県内等の限られた地域の災害であっても、大きな災害である
場合には、阪神・淡路大震災のように被災した都道府県だけでな
く、国の根幹的責務として国民の生命と財産を守る必要があり、そ
うした観点をはじめ、国土保全上又は国民経済上特に重要なものに
限って国が一級水系として管理することとなっております。
二級水系についても、予測困難な災害から国民の生命・財産の保護
を図るとともに、国民生活に不可欠な水の供給の確保等を目的とし
て行われているものであり、国が本来果たすべき責務にかかるもの
であるが、国民の利便性、事務の効率性の観点から、都道府県が管
理を行う法定受託事務と整理されております。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり
方についての構想であり、地方制度全体
は総務省の所管であるため。
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静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325580 120750
砂防の建設・管理
に係る事務の移譲

砂防及び地すべり事業は都道府県知事が原
則として管理をすることになっており、急
傾斜地崩壊対策事業については、すべて都
道府県知事が管理をすることとなってい
る。砂防及び地すべり対策事業について
は、国土の保全上特に重要なものであると
認められる区域等については、国が管理す
ることにしており、主務大臣が告示した一
定の区域内（直轄工事区域）において管理
者に代わって自ら施設の新築･改築等がで
きることになっている。この直轄工事区間
内における砂防設備等の建設及び管理を政
令県に移譲するものとする。なお、政令県
が行う当該事務、事業の執行に当たって
は、国からの税財源の移譲、組織の移管、
及び法令等の改正を必要とする。
※添付のイメージ図参照

・地震対策、風水害対策、土砂災害防止対策、大
規模火災等への対策、感染症の予防とまん延防止
の推進、食品・医薬品の安全の確保など様々な政
策手法を組み合わせて、地域における安全社会づ
くりに関する総合的な事務事業を実施する。
・安全社会づくりに関する多くの事務事業権限を
移譲し、政令県の自主性・主体性に委ねることに
より、地域において受益と負担の明確化が図ら
れ、真に住民に必要な行政サービスを地方自らの
責任で効率的・効果的に実施することが可能とな
る。

　東海地震等による災害や健康危機管理等への万
全な備えがなされ“安全社会”づくりをめざすた
めには、簡易ガス事業の許認可、河川管理、食品
衛生法に規定する総合衛生管理製造過程を経て食
品を製造し、又は加工することについての承認な
どの行政権限を可能な限り一元化し、総合的に推
進することが最も効率的・効果的である。

6

　政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方
制度全体は総務省の所管であるため。
　なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に移譲することについて
は、以下のとおりです。
　国の直接施行、管理については、工事の難度、事業費の規模や、一都道
府県に利害が止まらない等の理由で、都道府県が行うことが適当でない場
合のための制度であり、また、大規模災害の発生時に機動的な対応が図れ
ない可能性があるため，県への移譲は困難です。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり
方についての構想であり、地方制度全体
は総務省の所管であるため。

浜松市
世界都市浜
松・中心市街
地活性化構想

1369 1369010 120760

　商業利用を可能
とする公共空間の
占用，使用主体及
び占用，使用施設
等の緩和

占用・使用許可の緩和
・占用，使用主体の拡大（管理者，地方公
共団体が適切と認める団体等）
・占用施設の制限緩和（中心市街地の活性
化を目的に賑わいを創出する施設）
・占用許可の期間の制限の緩和（占用施設
が地域における目的達成のための期間を占
用期間と設定する。）

○中心市街地活性化のため，準用河川新川上の既に蓋
掛けしてある空間を利用し，賑わい及び安心，安全に
回遊できる空間を創出する。
　構造規模　鉄骨造平家建　延べ面積約2,000㎡
　構成　　　店舗部分　約1,000㎡　通路（モール部
分）約1,000㎡
　実施時期　平成17年度建設，平成18年度開業
　実施主体　（仮）はままつＤＩＯ（浜松版ＴＭＯ）
効果
　賑わいの創出
　話題性と集客力により周辺商業地との相乗効果が発
揮される。
○中心市街地活性化のため，道路(歩道）において，気
軽に立ち寄れるくつろぎの空間を創出する。（オープ
ンカフェ等の実施）
　構造等　ベンチ，テーブル等を設置（必要に応じて
飲食ブースを設置）
　実施時期　週末に実施（予定）
　実施主体　（仮）はままつＤＩＯ（浜松版ＴＭＯ）
効果
　くつろぎ空間を創出することにより，各商業施設へ
の回遊性を高める。
○中心市街地活性化のため，公園等（広場を含む）に
おいて，にぎわいを創出する。（商業利用を含めたイ
ベントの実施）
　内容　イベントに関わる物品，飲食空間を設置
　実施時期　不定期
　実施主体　企業を含めた市民団体等（仮）はままつ
ＤＩＯ（浜松版ＴＭＯ）がマネージメント
効果
　にぎわい空間を創出し，来街人口及び回遊性の増大

　公共空間の利用については，利用者，利用内
容，利用期間等制限があり，活用が困難である。
中心市街地内にある公共空間では，賑わいづくり
に活用できるスペースとして，また，民間活力を
導入して，より魅力ある空間を形成し，多くの市
民が訪れることは，事業地のみならず，中心市街
地全体への波及効果は多大なものとなる。

河川法第１００条、第１００条の３

道路法第３２条第１項、同法施行令第９条

都市公園法第7条
　公園管理者は、前条第1項又は第3項の許
可の申請に係る工作物その他の物件又は施
設が次の各号に掲げるものに該当し、
（略）許可を与えることができる。
一から五（略）
六　競技会、集会、展示会、博覧会その他
これらに類する催しのため設けられる仮設
工作物

一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定し
たものについては、二級河川に関する規定を準用す
る。

○道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続し
て道路を使用しようとする場合においては、道路管理
者の許可を受けなければならない。

○同法施行令第９条
　占用の期間は義務占用物件については１０年以内、
その他の占用物件については５年以内としなければな
らない。

都市公園の占用物件として、都市公園法第7条6号にお
いて、「競技場、集会、展示会、博覧会、その他これ
らに類する催しのため設けられる仮設工作物」が定め
られている。

5

2,
5

5

Ⅴ

準用河川の管理は自治事務であり、各市町村により管理されるものです。

地域活性化等の観点から行われるイベント等の実施に伴う道路占用の円滑化に資するよう、全
国における道路占用許可を伴う路上イベント等に関する事例調査から得られた様々な工夫方策
等を、オープンカフェの事例を含めて、平成１５年度中に周知する予定である。
　さらに、民間事業者等を含めて、地域の合意に基づいて街の賑わいに資する多様な活動が可
能となるよう、一層弾力的な許可の運用が図られるための措置を今後講ずることとする。
　なお、地方公共団体が管理する道路における占用許可については、道路管理者たる地方公共
団体が、道路法等の法令上の規定に反しない限り、地域のニーズや実情を踏まえて現に自ら基
準を策定できる。

都市公園におけるイベント等の開催等の行為については、当該地方公共団体の定める条例によ
る公園管理者の判断による。また開催に必要な仮設工作物に対して占用許可を与えることにつ
いても公園管理者の判断による。

多治見
市

多治見市産業
再生

1381 1381030 120770
美濃焼産地として
の多治見市産業再
生

一級河川の中心市街地区域内等一定の区画
内での河川敷でのイベント広場や臨時駐車
場としての利用に対する許可権限を市町村
長に移譲していただきたい。

河川の使用に関しては、現在でも出初式や花火大
会など市主催のいくつかのイベントで許可されて
おり、地域の活性化に対して河川使用は大きなメ
リットがあると考えている。中心市街地内で国土
交通省の指定した河川区域に関しては、市長の権
限で使用許可を行い、より一層の有効活用を図り
たいと考えている。

河川使用については、許可がおりにくく、使用許
可に関する手続きには非常に手間隙がかかる常況
である。また市の中心市街地活性化に関する総合
的な政策の実現のため、市長への権限委譲をして
いただきたい。

河川法第２４条、第２９条
河川法施行令第１６条の４

一級河川の管理は、国又は都道府県知事（政令指定市
の長）が行う。

5(権
限委譲
につい
ては

3)

花火大会等の季節的な行事やイベントの開催のための一時的な河川敷地の
占用については、河川敷地占用許可準則第１５に規定されている一時占用
許可として、通常の占用許可手続よりも簡素化を図っているところであ
る。なお、占用許可に係る標準処理期間については、現行概ね３ヶ月を目
安としているところであるが、地域再生区域においてはその趣旨、目的に
鑑み、できるだけ早く処理できるようその短縮化に努めることとする。
しかしながら、一級河川の管理は、広域的視点から水系一貫管理を行う必
要があるとともに、高度な行財政能力が必要であることから、河川の特性
に応じて、国又は都道府県知事（政令指定市の長）が行うこととされてい
ることについてはご理解いただきたい。

国又は都道府県（政令指定市の長）で
なくても、高度な行財政能力があり、広
域的視点から水系一環管理を行うこと
ができれば、市町村に河川占用許可権
限を移譲できるのではないか。再度検
討し回答されたい。

5(権限
委譲に
ついて
は3)

　一級河川は、国土保全上又は国民経済
上、特に重要な水系（一級水系）として国
において管理する必要があるものに係る
河川について国土交通大臣が指定したも
のです。
　一級河川の管理（河川占用許可権限を
含む）は、原則として水系一貫の考えに基
づき国土交通大臣が行うこととされていま
すが、国土交通大臣が指定した区間（指
定区間）の管理の一部については、法定
受託事務として都道府県知事が行ってい
ます。一級河川は災害から国民の生命と
財産を守るといった国家的見地から重要
であり管理を行う必要があるものとして国
土交通大臣が指定したものであり、その
管理には高度な行財政能力や技術的蓄
積が不可欠です。
　政令指定都市については、その行財政
能力から地方自治法において都市計画、
土地区画整理事業等に関する事務に関
し、原則として都道府県と同様の権限を持
つこととされており、河川管理についても
同様の考え方に基づき、都道府県と同様
に管理を行うことが出来ることとしていると
ころであり、政令市以外の市町村が管理
を行うことは適当ではないと考えておりま
す。

大津市
古都大津ル
ネッサンス

2085 2085110 120780
河川等の管理等を
住民団体等へ開放
等

ＮＰＯ法人等による国有保安林や民有保安
林における「里山再生活動」の際や、河川
における「近自然型川づくり活動」の際の
法手続きの容易化とともに、その後におけ
る国有保安林等や河川の管理をＮＰＯ法人
等の市民へ開放する。
また、これらの市民活動のもととなる構想
づくりのための協議会設置に対する支援。

構想段階であるが、本市南部の田上山系とその周
辺地域において、ＮＰＯ法人等の市民が主体とな
り、地域の自然や歴史・文化等の資源を見つめ直
し、自然の再生に取り組むことで、自然と共生
し、活力ある地域社会の実現を目指した取り組み
を検討している。

田上百年の森づくり構想のなかで、その自然の再
生を市民と行政が連携し、協働する必要がある
が、法律上の規制があり、総合的な施策を円滑に
展開できない。

河川法第９条、第１０条
自然再生推進法第４条、第８条

河川の管理については、河川法第９条及び第１０条に
基づき河川管理者が行っている。
 また、自然再生推進法においては、自然再生事業を実
施しようとする者は、地域住民、NPO、関係行政機関等
からなる自然再生協議会を組織するものとされてお
り、国は地域住民等の実施する自然再生事業につい
て、必要な協力をするよう努めることとされている。

５
（ＮＰ
Ｏ法人
等の市
民への
開放に
ついて

は3）

 河川の管理は洪水等の災害の未然防止や万一、管理に瑕疵があった場
合、国民の生命・財産に大きな被害をもたらすおそれがあり、危機管理能
力を含めた高度な管理能力が必要とされることからＮＰＯ法人等の市民へ
開放することは困難です。ただし、河川の清掃等の美化活動において、地
域住民が主体となった活動に関しては、河川アドプトプログラム（河川の
ある区域を一定期間、河川管理者と協定を結ぶことにより河川の管理の一
部を行うこと）により、実施可能です。
　自然再生法に基づく自然再生協議会の設置等には、必要な協力を行うこ
とが可能です。

貴省の回答には「河川管理は危機管理
能力を含めた高度な管理能力が必要」
とあるが、NPO法人等の市民が、河川
管理に参画する機会が設けられない
か、提案の趣旨を踏まえ再度検討し回
答されたい。

5（Ｎ
ＰＯ法
人等の
市民へ
の開放
につい
ては3）

  一級河川の管理は、原則的には水系一
貫の考えに基づき国土交通大臣が行うこ
ととしていますが、国土交通大臣が指定し
た区間については、都道府県知事がその
事務を行うこととされていますが、これは、
前回回答で述べたとおり、河川の管理は
洪水等の災害の未然防止や万一、管理に
瑕疵があった場合、国民の生命・財産に
大きな被害をもたらすおそれがあり、危機
管理能力を含めた高度な管理能力が必
要とされることにあります。
　具体的には、日常管理においても治水
上の支障への対応,危機管理に備えた堤
防等の適切な管理や河川特性の把握を
行う事により、災害発生の防止等の適切
な河川管理を行うことができるものです。
　しかしながら、河川管理の一部の事務の
うち、河川の清掃等の美化活動などの軽
易な行為については、河川アドプトプログ
ラムとして河川管理者等と協定を締結する
ことにより、実施することができます。

枚方市

淀川ウォー
ターフロント
賑わい創出構
想

2140 2140010 120790

河川管理権限の一
部移譲や許可手続
きの簡便化及び使
用条件緩和

河川公園におけるイベント等の開催に当っ
ては、河川法と都市公園法に係る許可をそ
れぞれ受けなければならないことから、手
続の一元化または簡便化を図る。
河川公園利用において、水辺空間と連携す
る堤内区域を含めた指定地域においては、
河川管理者の占用手続に係る権限の一部移
譲と河川敷占用許可準則の緩和を受け、民
間事業者やNPO団体・市民が利用しやすい
にぎわい空間を創出する。

本市の中心市街地である枚方市駅周辺地区の再整
備を行うにあたり、淀川との地理的好条件を活か
し、周辺観光スポットや商業・公共公益施設と連
携したにぎわいのあるまちづくりを進める。その
ため、河川公園が持つ水辺空間の魅力や公的資源
を最大限活かすためにニーズの高いバーベキュー
利用や民間事業者の協力のもとに、舟運事業や川
側に向いた建築物の誘導並びにNPO団体や市民に
よるイベント開催の場として多目的に利用できる
空間整備を行う。

淀川河川公園として整備された水辺空間も、利用者が
限定されるなどにぎわいに欠けている側面がある。こ
れは、現行の厳格な河川占用の許可の運用の問題と中
心市街地からの歩行者動線の問題等もあり、枚方市駅
周辺地域の活性化と合わせ、川に向かったまちづくり
を進めるため、歩いて回遊できるにぎわい空間の創出
のため、河川管理権限の一部移譲や許可条件の緩和を
提案する。

河川法第２４条、第２６条、第３４条

都市公園法第6条
　都市公園に公園施設以外の工作物その他
の物件又は施設を設けて都市公園を占用し
ようとするときは、公園管理者の許可を受
けなければならない。
２　前項の許可を受けようとする者は、占
用の目的、占用の期間、占用の場所、工作
物、その他の物件又は施設の構造その他地
方公共団体の設置の係る都市公園にあって
は条例で、国の設置に係る都市公園にあっ
ては国土交通省令で定める事項を記載した
申請書を公園管理者に提出しなければなら
ない。

一級河川、二級河川の管理は、国又は都道府県知事
（政令指定市の長）が行う。

提案事項の箇所については、国営淀川河川公園の区域
であり、国の設置に係る都市公園である。よって国土
交通大臣が公園管理者であり、国が占用許可事務を
行っている。

5(手
続き
の統
一化
と権
限委
譲に
つい
ては
3)

河川や都市公園における公物使用の許可は、それぞれの公物管理者が、そ
れぞれの公物管理上の必要性から行っているものであり、許可の可否を判
断するに当たって審査すべき事項は異なっているところです。従って、こ
れらの手続を統一化することは困難です。なお、河川法第２４条の占用許
可に係る標準処理期間については、現行概ね３ヶ月を目安としているとこ
ろですが、地域再生区域においてはその趣旨・目的に鑑み、できるだけ早
く処理できるようその短縮化に努めることとします。
なお、提案事項等にある河川公園内に設置を要望している施設について
は、現状の基準においても設置可能なものであり、具体の設置にあたって
は、周辺環境との調和や他の河川利用との合意形成等が必要と思われ、当
該河川管理者と協議されたい。
しかしながら、一級河川、二級河川の管理は、広域的視点から水系一貫管
理を行う必要があるとともに、高度な行財政能力が必要であることから、
河川の特性に応じて、国又は都道府県知事（政令指定市の長）が行うこと
とされていることについてはご理解いただきたい。

国又は都道府県（政令指定市の長）で
なくても、高度な行財政能力があり、広
域的視点から水系一環管理を行うこと
ができれば、市町村に河川に係る管理
権限を移譲できるのではないか。再度
検討し回答されたい。

手続きの統一化・簡便化について、例え
ば、窓口を一元化するなどの措置を講
じることができないか、提案の趣旨を踏
まえ再度検討し回答されたい。

5(手続
きの統
一化と
権限委
譲につ
いては
3)

 一級河川は、国土保全上又は国民経済
上、特に重要な水系（一級水系）として国
において管理する必要があるものに係る
河川について国土交通大臣が指定したも
のです。
　一級河川の管理は、原則として水系一
貫の考えに基づき国土交通大臣が行うこ
ととされていますが、国土交通大臣が指
定した区間（指定区間）の管理の一部につ
いては、法定受託事務として都道府県知
事が行っています。一級河川は災害から
国民の生命と財産を守るといった国家的
見地から重要であり管理を行う必要があ
るものとして国土交通大臣が指定したもの
であり、その管理には高度な行財政能力
や技術的蓄積が不可欠です。
　政令指定都市については、その行財政
能力から地方自治法において都市計画、
土地区画整理事業等に関する事務に関
し、原則として都道府県と同様の権限を持
つこととされており、河川管理についても
同様の考え方に基づき、都道府県と同様
に管理を行うことが出来ることとしていると
ころであり、政令市以外の市町村が管理
を行うことは適当ではないと考えておりま
す。

  淀川河川公園区域内におけるイベント等
の開催に当たっての相談窓口は、一義的
に公園管理者が受け付けおり、例えば、
工作物を設置しない場合などについて
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建設業
協会郡
山支部

市民・住民参
加型の多自然
型河川の構築
（水辺の維持
管理委託）

3004 3004010 120800
福島県・郡山市の
委託事業の民営化

現在は、福島県、郡山市が事業の一環とし
ている河川維持管理事業の一部（除草・伐
採・伐木・河川内清掃）を逢瀬川ふれあい
通り実行委員会（会長　長尾トモ子）に委
託する。

・河川維持管理委託（除草・清掃・河川周辺のパ
トロール）・動植物の生態調査・水質検査・「川
に親しむ会」などの各種イベント開催・小・中学
校での自然観察会を開催し子供達の課外事業（ゆ
とりとふれあいの授業）・逢瀬川沿道は市内で有
数の桜並木があるので地域の観光地の保存

福島県・郡山市からの業務委託の譲渡
河川維持管理業務のうち除草・清掃・河川周辺のパト
ロールについては既に民間事業者に業務委託している
ところ。

6
河川維持管理業務のうちご要望のあった除草・清掃・河川周辺のパトロー
ルについては既に民間事業者に業務委託しているところであり、委託先を
発注者が選定するものですが、このような契約事務の内容に関しては、河
川局が管轄するものではありません。

福島県
小高町

水利権調整に
よる地域再生
計画

1005 1005010 120810

合理的な水利権調
整による農業用水
の多目的用水への
転用

現在、国営請戸川地区農業水利事業によ
り、農林水産省が得ている水利権（慣行水
利権及び許可水利権）について、地域(河
川毎)の特性を反映させた水利権使用の
ルール化及び農業情勢(作付面積)にあった
年毎の慣行水利権の明確化を図り、農業用
水の転用の簡素化を可能とする。

国の関与しない水利権調整委員会（仮称）の組織
で水利権調整を行う。

現在、農業用水の慣行水利権に関する権限を農林
水産省がもっているが、不明確な慣行水利権のも
とに、農業用水の用途転用が困難となっている。
そもそも、慣行水利権とは、その地域の慣習によ
り取り決められる権利である。

 
河川法第２３条
河川の流水を占用しようとする者は、国土
交通省令で定めるところにより、河川管理
者の許可を受けなければならない。

河川の流水は公共の資産である。流水の占用を行うに
は、審査基準に適合し河川管理者から河川法第23条の
許可を受けることとなっている。第23条の許可を受け
た水利使用を異なる目的で使用する場合には、既に許
可を受けている水利使用の減量の許可と、新たな水利
使用の許可を行うことにより転用がなされる。水系全
体の河川水の有効な利用の確保、多数の利水者の水利
用の円滑な調整、水利秩序の維持の観点から転用には
河川管理者の判断が必要である。
（慣行水利権については別紙参照）

5

国土交通省としても、既存の水資源の有効利用を行うことは重要であると
認識しており、水利使用の許可期間更新時に遊休化の有無を精査し、遊休
水利を排除した更新の許可、利水施設の改築近代化等の機会を捉えた転
用、合理化の指導、水系単位で関係者間の情報交換を進めるため利水者、
地元公共団体、河川管理者等で構成される流域水利用協議会等の活用によ
り、転用の円滑化を図っているところです。特に流域水利用協議会の活用
によって、地域の特性を踏まえた水利調整が図られるものと考えている。
なお、当該地区の場合も、利水者である農林水産大臣も含めた協議会を設
置することが実質的な調整を円滑に進めることになります。
当該地区は二級河川請戸川等より取水を行っており、水利使用の許可、慣
行水利権の実態把握については河川管理者である福島県知事が適切な対応
を行うこととなります。

茨城県

鬼怒・小貝 花
と水の交流圏
形成プロジェ
クト

1274 1274020 120820

河川を活用した交
流事業やフィルム
コミッション推進
のための支援措置

河川を利用した交流事業の展開や交流環境
の整備を円滑に行えるよう各種の支援措置
を講じる。
・河川敷地の一時占用許可の市町村長への
権限委譲
・河川敷地占用許可のＮＰＯ法人や住民団
体への適用範囲拡大
・河川構造物（床止め）の撤去と新たな工
法の開発

　映画・テレビ番組の撮影や各種イベントの開催
に関する手続きの簡素化・迅速化を進めるととも
に，ＮＰＯ法人などによる河川敷地でのフラワー
ベルトの整備や河川を活かした自然環境教育，健
康づくりなどの交流事業を促進する。また，床止
めなどの河川工作物に代わる新たな工法の開発を
推進することにより，広域的な地域での舟運の復
活や広域的なボート大会の開催など，交流環境の
整備を促進する。

　本地域では数多くのテレビ・映画の撮影が行わ
れ，ロケを支援するフィルムコミッション活動も
積極的に展開されおり，今後これらの取り組みを
推進するため河川区域を活用した撮影について機
動的に対応するとともに，河川敷地を利用した住
民活動の活発化を踏まえ手続きの簡素化・迅速化
を図る。
　また，舟運の復活や広域的なボート大会等の実
施が可能となるよう新たな工法の研究開発を図
る。

河川法第２４条、河川敷地占用許可準則第
１５

河川法第１３条
（河川管理施設の構造の基準）
河川法第１６条の二（河川整備計画）

河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権限に
基づき管理する土地を除く。）を占用しようとする者
は、河川管理者の許可を受けなければならない。

5
（占用
主体の
拡大に
ついて

は3）

花火大会等の季節的な行事やイベントの開催のための一時的な河川敷地の
占用については、河川敷地占用許可準則第１５に規定されている一時占用
許可として、通常の占用許可手続よりも簡素化を図っているところです。

占用主体の拡大については、河川敷地における占用施設が、河川管理上の
支障を及ぼさないよう適切な維持管理及び占用終了時における占用施設の
撤去等が将来わたって担保されていることが不可欠であることから、これ
らを考慮した場合、第３セクターを含めた公的主体による設置・管理によ
るべきであり、これ以外の主体による占用は認められるものではありませ
ん。

床止めの持つ機能と景観、魚の遡上及び舟運に対する影響等に配慮し、関
係機関と調整を図り具体な検討を実施します。

NPO法人や住民団体でも、河川管理上
の支障を及ぼさないよう適切な維持管
理及び占用終了時における占用施設
の撤去等が将来にわたって担保される
ような財力を含めた責任能力が確認で
きれば占用の許可は可能ではないか。
また、第３セクターまでしか認められな
い理由が撤去確実性の担保しかないの
であれば、NPO法人や住民団体を否定
する根拠とはならないのではないか。再
度検討し回答されたい。

5（占用
主体の
拡大に
ついて
は3）

　占用主体の選定については、河川敷地
における占用施設が、河川管理上の支障
を及ぼさないよう適切な維持管理が可能
であること及び占用終了時における占用
施設の撤去等が将来にわたって担保され
ていることが不可欠です。
　NPO法人や住民団体は、日常の適切な
維持管理及び災害等の緊急時において、
第３セクターを含めた公的主体と同様の体
制を執ることは困難であり、NPO法人や住
民団体による占用は認められるものでは
ありません。

世田谷
区

水と緑の住環
境地域（国分
寺崖線中心）
の保全整備に
よる都市再生
構想

1149 1149010 120830 建築基準法の改正

容積率算入方法等において、地域の実情に
応じた区の裁量を認める。
Ex.建築基準法52条3項の末尾に「ただし、
特定行政庁が指定した地域を除く。」等を
加筆する。

建築基準法を改正したうえで、区独自の条例を制
定し、国分寺崖線に建築される中高層建築物を規
制するなど、斜面地のみどりを保全する。

区独自の条例制定だけでなく建築基準関係法令を
改正することによって、指定確認検査機関の確認
審査に影響を与え、斜面地マンション建築に一定
の規制がなされる。
その結果、国分寺崖線のみどりの減少に歯止めが
かかり、良好な居住環境が保たれる。

建築基準法第52条第3項
建築物の地階で住宅の用途に供する部分について
は、当該建築物の住宅の用途に供する部分のうち
一定の面積を容積率に算入しない。

5
ご提案の内容は、地域の実情に応じ建築基準法第50条の規定による
条例により建築物の総階数等を制限することにより対応可能である
ので、積極的に活用されたい。

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325860 120840
マンション管理業
の登録及び監督

・マンション管理業の登録に関する国土交
通大臣の権限のうち、一の政令県の区域に
のみ本店・営業所を置くマンション管理業
の登録に関するものを政令県に移譲する
（権限移譲）。
・マンション管理業者の監督に関する国土
交通大臣の権限のうち、政令県の区域で営
業するマンション管理業者（大臣登録も含
め）の監督に関する権限を政令県に認める
（併行権限の設定）。

・道路交通体系の整備・管理、港湾の整備・管
理、都市機能の高度化、快適住空間の実現をめざ
す住宅対策の推進、簡単に情報の受信・発信が可
能になる環境の整備など様々な政策手法を組み合
わせて、出会いと交流の基盤づくりに関する総合
的な事務事業を実施する。
・出会いと交流の基盤づくりに関する多くの事務
事業権限を移譲し、政令県の自主性・主体性に委
ねることにより、地域において受益と負担の明確
化が図られ、真に住民に必要な行政サービスを地
方自らの責任で効率的・効果的に実施することが
可能となる。

　多くの人々が短時間で自由に国内外と活発な交流が
でき、また、国内外から訪れる人々が快適に本県に滞
在できるようにすることを基本目標に、交通基盤、都
市基盤、住空間及び情報通信基盤の整備をめざすため
には、一般乗合旅客自動車運送事業（乗合バス事業）
の許認可、有線テレビジョン放送施設の設置許可及び
変更許可、道路管理などの行政権限を可能な限り一元
化し、総合的に推進することが最も効率的・効果的で
ある。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律
○マンション管理業の登録
第44条　登録
○マンション管理業者の監督
第81条　指示
第82条　業務停止命令
第83条　登録の取消し
第84条　監督処分の公告
第85条　報告
第86条　立入検査
　
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規
則
第103条　権限の委任

マンション管理業の登録及びマンション管理業者の監
督業務は、国土交通省の各地方整備局等において実施
している。 6

　政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制度全体は総務省の
所管であるため。
　なお、要望にある個別事項（マンション管理業者に係る登録及び監督事務）を現在の都道府
県に移譲することについては、当該事務の対象となるマンション管理業者は、
①全国で２５００者程度しか存在しないこと
②マンション管理業者の本店所在地は大都市圏に集中しており、大半の県にはわずかしか本店
が置かれていないこと
から、都道府県に登録事務等の分担を求めることは事務処理上極めて非効率であり、国におい
て一元的に業務を行うことが適当であると考える。
　なお、関係者の利便性の観点から、平成１４年１０月より当該事務の実施を当該マンション
管理業者の本店所在地を管轄する地方整備局長等に委任しているところである。しばらくは現
状の体制下で委任の効果等を見極める必要があると考えている。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり
方についての構想であり、地方制度全体
は総務省の所管であるため。

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325570 120850

海岸（漁港に係る
ものを除く）の建
設・管理に係る事
務の移譲

海岸保全区域及び一般公共海岸区域の管理
は、原則として当該海岸が存する都道府県
知事が行うことになっている。ただし、海
岸保全施設が国土の保全上特に重要なもの
と認められるときは、主務大臣が告示した
一定区間内（以下「直轄工事区間」とい
う。）において海岸管理者に代わって自ら
当該海岸保全施設の新築・改築等できるこ
とになっている。この直轄工事区間内にお
ける海岸保全施設の建設及び管理を政令県
に移譲するものとする。なお、政令県が行
う当該事務、事業の執行に当たっては、国
からの税財源の移譲、組織の移管、及び法
令等の改正を必要とする。
※添付のイメージ図参照

・地震対策、風水害対策、土砂災害防止対策、大
規模火災等への対策、感染症の予防とまん延防止
の推進、食品・医薬品の安全の確保など様々な政
策手法を組み合わせて、地域における安全社会づ
くりに関する総合的な事務事業を実施する。
・安全社会づくりに関する多くの事務事業権限を
移譲し、政令県の自主性・主体性に委ねることに
より、地域において受益と負担の明確化が図ら
れ、真に住民に必要な行政サービスを地方自らの
責任で効率的・効果的に実施することが可能とな
る。

　東海地震等による災害や健康危機管理等への万
全な備えがなされ“安全社会”づくりをめざすた
めには、簡易ガス事業の許認可、河川管理、食品
衛生法に規定する総合衛生管理製造過程を経て食
品を製造し、又は加工することについての承認な
どの行政権限を可能な限り一元化し、総合的に推
進することが最も効率的・効果的である。

6

　政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制度
全体は総務省の所管であるため。
　なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に移譲することについては、以
下のとおりです。
　主務大臣の直轄工事は、国土保全上重要である海岸であることのみならず、
工事に高度の技術を必要とするとき等に実施されるものです。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり
方についての構想であり、地方制度全体
は総務省の所管であるため。

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325910 120860
港湾の建設・管理
に係る事務の移譲

県内14港は、港湾管理者である都道府県知
事が管理している。国は、重要港湾が国際
海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点とし
て機能するために必要な水域施設、外郭施
設、係留施設などについては、港湾管理者
との協議が整ったときは、自ら港湾工事
(直轄工事）をすることができる。
また、国が自ら整備した港湾施設や国有地
については、国からの委託により港湾管理
者が管理しているが、県が管理受託してい
る国有港湾施設の現状又は用途を変更しよ
うとするときは国土交通大臣の承認が必要
である。こうした直轄工事及び国有港湾施
設の管理を政令県に移譲するものとする。
なお、政令県が行う当該事務、事業を執行
するに当たっては、国からの税財源の移
譲、組織の移管、及び法令等の改正を必要
とする。
※添付のイメージ図参照

・道路交通体系の整備・管理、港湾の整備・管
理、都市機能の高度化、快適住空間の実現をめざ
す住宅対策の推進、簡単に情報の受信・発信が可
能になる環境の整備など様々な政策手法を組み合
わせて、出会いと交流の基盤づくりに関する総合
的な事務事業を実施する。
・出会いと交流の基盤づくりに関する多くの事務
事業権限を移譲し、政令県の自主性・主体性に委
ねることにより、地域において受益と負担の明確
化が図られ、真に住民に必要な行政サービスを地
方自らの責任で効率的・効果的に実施することが
可能となる。

　多くの人々が短時間で自由に国内外と活発な交流が
でき、また、国内外から訪れる人々が快適に本県に滞
在できるようにすることを基本目標に、交通基盤、都
市基盤、住空間及び情報通信基盤の整備をめざすため
には、一般乗合旅客自動車運送事業（乗合バス事業）
の許認可、有線テレビジョン放送施設の設置許可及び
変更許可、道路管理などの行政権限を可能な限り一元
化し、総合的に推進することが最も効率的・効果的で
ある。

港湾法第52条、第53条、第54条及び第55条
港湾法施行令第17条の2～第17条の10

・国有港湾施設は、国有財産であるという性格に鑑
み、他の用途への使用等については、国土交通大臣の
承認にかからしめている。

・重要港湾について、一般交通の利便の増進等を図る
ため必要がある場合において、国と港湾管理者の協議
が調ったときは、国土交通大臣は、港湾工事を自らす
ることができる。

6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制
度全体は総務省の所管であるため。

なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に移譲することについては、
国有港湾施設は、国有財産であるという性格に鑑み、他の用途への使用等
については、国土交通大臣の承認にかからしめることが必要である。
また、重要港湾は、国際・国内の貨物・旅客輸送ネットワークの拠点とな
り、我が国全体としての効率的かつ安定的な人流・物流体系を形成してい
ることから、その整備は全国的見地から行われる必要があり、国自らが実
施することができるとされているところである。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり
方についての構想であり、地方制度全体
は総務省の所管であるため。

金沢市

元気で暮らし
やすい金沢ま
ちなか再生構
想

1128 1128020 120870
バス路線変更・バ
ス停位置変更等国
の許可権限を移譲

地域に密着した公共交通政策の具現化を図
るため、バス路線変更・バス停位置変更等
バス事業者に対する国の許可権限を市町村
に移譲する。

バス事業者の事業計画の変更（バス路線・バス停
位置変更等）に関する権限、特に地域コミュニ
ティバスに関する権限を市町村が保持することに
より、各種施策（オムニバスタウン、ふらっとバ
ス、生活バス路線補助）がバス事業者との連携の
もと、より地域ニーズに合致するものとなる。

バス路線は地域に密着したものであり、市の公共
交通政策と密接に連携する必要がある。しかし、
バス事業者の事業計画の変更（バス路線・バス停
位置変更等）は、事後に知るのが現状である。こ
のため、バス事業者の事業計画の変更に関するを
市町村に移譲し、さらに地域に密着した公共交通
政策の具現化に努めるもの。

道路運送法第5条、15条、15条の
2、15条の3

旅客自動車運送事業の許可、その事業計画の
変更認可等については道路運送法に基づき国
土交通大臣が行うこととされている。

3,
8

旅客自動車運送事業による許認可等権限は、国が定める自動車の保安基
準、自動車検査等自動車に係る保安行政ともあいまって、旅客輸送の安全
や利用者の保護を図ること等を主な目的としており、輸送に係る運行管理
等に専門的な知見、体制を有する国が全国的に一定の水準で道路運送事業
の安全及び利用者保護等を図っていく必要があることから、引き続き国が
当該事務を行っていくことが適当であると考えている。なお、バス停の位
置の変更については、事後届出により行うことができることとされてい
る。

自治体において、旅客輸送の安全や利
用者の保護を図ること等を主な目的とし
て、輸送に係る運行管理等に専門的な
知見、体制を有し、かつ、一定の水準で
道路運送事業の安全及び利用者保護
等を図ることができれば、国が引き続き
当該事務を行っていく必要はないので
はないか。再度検討し回答されたい。

3,8

旅客自動車運送事業に係る許認可等権
限は、国が定める自動車の保安基準、
自動車検査等自動車に係る保安行政と
もあいまって、旅客輸送の安全や利用
者の保護を図ること等を主な目的とし
ており、輸送に係る運行管理等に専門
的な知見、体制を有する国が全国的に
一定の水準で道路運送事業の安全及び
利用者保護等を図っていく必要があ
る。当該事務を自治体ごとに行うこと
とすると、旅客輸送の安全や利用者の
保護に関する全国一律の最低限の基準
を確保することが困難であることか
ら、引き続き国が当該事務を行ってい
くことが適当である。なお、この最低
限の基準を確保しつつ、地域の判断で
適切な輸送サービスの選択ができるよ
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静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325790 120880

一般乗合旅客自動
車運送事業（乗合
バス事業）の許認
可等

一般乗合旅客自動車運送事業の許可、事業
計画の変更認可、運賃・料金の認可・届
出、事業の譲渡・譲受・合併の認可等の事
務は国土交通省で所管している。乗合バス
事業の効果は主として地域に限られ、生活
に身近な交通であるため、当該事業に係る
許認可等の事務は政令県で担当することが
適当と考えられ、許認可又は経由事務を政
令県に移譲する。

・道路交通体系の整備・管理、港湾の整備・管
理、都市機能の高度化、快適住空間の実現をめざ
す住宅対策の推進、簡単に情報の受信・発信が可
能になる環境の整備など様々な政策手法を組み合
わせて、出会いと交流の基盤づくりに関する総合
的な事務事業を実施する。
・出会いと交流の基盤づくりに関する多くの事務
事業権限を移譲し、政令県の自主性・主体性に委
ねることにより、地域において受益と負担の明確
化が図られ、真に住民に必要な行政サービスを地
方自らの責任で効率的・効果的に実施することが
可能となる。

　多くの人々が短時間で自由に国内外と活発な交流が
でき、また、国内外から訪れる人々が快適に本県に滞
在できるようにすることを基本目標に、交通基盤、都
市基盤、住空間及び情報通信基盤の整備をめざすため
には、一般乗合旅客自動車運送事業（乗合バス事業）
の許認可、有線テレビジョン放送施設の設置許可及び
変更許可、道路管理などの行政権限を可能な限り一元
化し、総合的に推進することが最も効率的・効果的で
ある。

道路運送法第4条第1項、9条第1
項、3項、15条第1項、36条第1項、
2項、道路運送法施行令第1条第1項
第1号、2号、3号、道路運送法施行
規則第3条第1項

旅客自動車運送事業の許可、その事業計画の
変更認可等については道路運送法に基づき国
土交通大臣が行うこととされている。

6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制
度は全体は総務省の所管であるため。
なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に委譲することについては、
旅客自動車運送事業による許認可等権限は、国が定める自動車の保安基
準、自動車検査等自動車に係る保安行政ともあいまって、旅客輸送の安全
や利用者の保護を図ること等を主な目的としており、輸送に係る運行管理
等に専門的な知見、体制を有する国が全国的に一定の水準で道路運送事業
の安全及び利用者保護等を図っていく必要があることから、引き続き国が
当該事務を行っていくことが適当であると考えている。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり
方についての構想であり、地方制度全体
は総務省の所管であるため。

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325800 120890

一般貸切旅客自動
車運送事業（貸切
バス事業）の許認
可等

一般貸切旅客自動車運送事業の許可、事業
計画の変更認可、運賃の届出、事業の譲
渡・譲受・合併の認可等の事務は国土交通
省で所管している。貸切バス事業の効果は
主として地域に限られ、生活に身近な交通
であるため、当該事業に係る許認可等の事
務は政令県で担当することが適当と考えら
れ、許認可又は経由事務を政令県に移譲す
る。

・道路交通体系の整備・管理、港湾の整備・管
理、都市機能の高度化、快適住空間の実現をめざ
す住宅対策の推進、簡単に情報の受信・発信が可
能になる環境の整備など様々な政策手法を組み合
わせて、出会いと交流の基盤づくりに関する総合
的な事務事業を実施する。
・出会いと交流の基盤づくりに関する多くの事務
事業権限を移譲し、政令県の自主性・主体性に委
ねることにより、地域において受益と負担の明確
化が図られ、真に住民に必要な行政サービスを地
方自らの責任で効率的・効果的に実施することが
可能となる。

　多くの人々が短時間で自由に国内外と活発な交流が
でき、また、国内外から訪れる人々が快適に本県に滞
在できるようにすることを基本目標に、交通基盤、都
市基盤、住空間及び情報通信基盤の整備をめざすため
には、一般乗合旅客自動車運送事業（乗合バス事業）
の許認可、有線テレビジョン放送施設の設置許可及び
変更許可、道路管理などの行政権限を可能な限り一元
化し、総合的に推進することが最も効率的・効果的で
ある。

道路運送法第4条第1項、第9条の2
第1項、第15条第1項、第36条第1
項、2項、道路運送法施行令第1条
第1項第1号、道路運送法施行規則
第3条第1項

旅客自動車運送事業の許可、その事業計画の
変更認可等については道路運送法に基づき国
土交通大臣が行うこととされている。

6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制
度は全体は総務省の所管であるため。
なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に委譲することについては、
旅客自動車運送事業による許認可等権限は、国が定める自動車の保安基
準、自動車検査等自動車に係る保安行政ともあいまって、旅客輸送の安全
や利用者の保護を図ること等を主な目的としており、輸送に係る運行管理
等に専門的な知見、体制を有する国が全国的に一定の水準で道路運送事業
の安全及び利用者保護等を図っていく必要があることから、引き続き国が
当該事務を行っていくことが適当であると考えている。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり方につ
いての構想であり、地方制度全体は総務省の所
管であるため。

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325810 120900
バスターミナル事
業の許認可等

バスターミナル事業の許可、位置・規模・
構造等の変更許可、事業の譲渡・譲受の認
可等の事務は国土交通省で所管している。
バスターミナル事業の効果は主として地域
に限られ、生活に身近な交通であるため、
当該事業に係る許認可等の事務は政令県で
担当することが適当と考えられ、これらの
権限及び経由事務を政令県に移譲する。

・道路交通体系の整備・管理、港湾の整備・管
理、都市機能の高度化、快適住空間の実現をめざ
す住宅対策の推進、簡単に情報の受信・発信が可
能になる環境の整備など様々な政策手法を組み合
わせて、出会いと交流の基盤づくりに関する総合
的な事務事業を実施する。
・出会いと交流の基盤づくりに関する多くの事務
事業権限を移譲し、政令県の自主性・主体性に委
ねることにより、地域において受益と負担の明確
化が図られ、真に住民に必要な行政サービスを地
方自らの責任で効率的・効果的に実施することが
可能となる。

　多くの人々が短時間で自由に国内外と活発な交流が
でき、また、国内外から訪れる人々が快適に本県に滞
在できるようにすることを基本目標に、交通基盤、都
市基盤、住空間及び情報通信基盤の整備をめざすため
には、一般乗合旅客自動車運送事業（乗合バス事業）
の許認可、有線テレビジョン放送施設の設置許可及び
変更許可、道路管理などの行政権限を可能な限り一元
化し、総合的に推進することが最も効率的・効果的で
ある。

自動車ターミナル法第３条第1項第
1号（事業の許可）、同法第11条第
1項（変更許可）、同法第12条第1
項（事業の譲渡等の認可）

自動車ターミナル法施行規則第１
条（許可の申請）、第４条（位
置、規模、構造又は設備の変更許
可の申請）、第６条（事業譲渡譲
受認可の申請）

自動車ターミナル法の許認可に係
る審査基準及び標準処理期間につ
いて（平成８年１１月２２日通
達）

一般自動車ターミナルは、全国で２６箇所３５２バー
ス（平成１６年１月１日現在）あるが、旅客等多数の
一般の利用者が利用する施設であるため、事業参入に
あたっては、危険の発生・環境への影響等のマイナス
面を除去しつつ、交通拠点としての機能を確保するた
め、適切な事業運営を実施できる者に限って国土交通
大臣の許可のもと、事業を実施できることとなってい
る。
なお、専用自動車ターミナルとは、乗合バス事業者が
使用するために設置する自動車ターミナルであり、一
般自動車ターミナルのように許可を受ける必要はない
が、事業開始にあたって必要な構造及び設備の確認等
については地方運輸局長に委任しているところであ
る。

6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制
度は全体は総務省の所管であるため。
なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に委譲することについては、
ターミナル事業は一般自動車ターミナルを自動車運送事業の用に供する事
業であり、地域における交通の拠点として、国民生活や産業活動にプラス
面（利便性、経済効果等）、マイナス面（危険の発生、環境への影響等）
を含め、様々な影響を及ぼすこととなる大規模施設であることから、交通
拠点としての機能を確保させ、適切な事業運営を実施していけるよう、国
が統一的な施策のもとで担当していくことが適当である。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり
方についての構想であり、地方制度全体
は総務省の所管であるため。

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325820 120910

一般乗用旅客自動
車運送事業（タク
シー事業）の許認
可等

一般乗用旅客自動車運送事業の許可、事業
計画の変更認可、運賃・料金の認可・届
出、事業の譲渡・譲受・合併の認可等の事
務は国土交通省で所管している。タクシー
事業の効果は主として地域に限られ、生活
に身近な交通であるため、当該事業に係る
許認可等の事務は政令県で担当することが
適当と考えられ、許認可又は経由事務を政
令県に移譲する。

・道路交通体系の整備・管理、港湾の整備・管
理、都市機能の高度化、快適住空間の実現をめざ
す住宅対策の推進、簡単に情報の受信・発信が可
能になる環境の整備など様々な政策手法を組み合
わせて、出会いと交流の基盤づくりに関する総合
的な事務事業を実施する。
・出会いと交流の基盤づくりに関する多くの事務
事業権限を移譲し、政令県の自主性・主体性に委
ねることにより、地域において受益と負担の明確
化が図られ、真に住民に必要な行政サービスを地
方自らの責任で効率的・効果的に実施することが
可能となる。

　多くの人々が短時間で自由に国内外と活発な交流が
でき、また、国内外から訪れる人々が快適に本県に滞
在できるようにすることを基本目標に、交通基盤、都
市基盤、住空間及び情報通信基盤の整備をめざすため
には、一般乗合旅客自動車運送事業（乗合バス事業）
の許認可、有線テレビジョン放送施設の設置許可及び
変更許可、道路管理などの行政権限を可能な限り一元
化し、総合的に推進することが最も効率的・効果的で
ある。

道路運送法第4条第1項、第9条の2
第1項、第15条第1項、第36条第1
項、2項、道路運送法施行令第1条
第1項第1号、道路運送法施行規則
第3条第1項

旅客自動車運送事業の許可、その事業計画の
変更認可等については道路運送法に基づき国
土交通大臣が行うこととされている。

6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制
度は全体は総務省の所管であるため。
なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に委譲することについては、
旅客自動車運送事業による許認可等権限は、国が定める自動車の保安基
準、自動車検査等自動車に係る保安行政ともあいまって、旅客輸送の安全
や利用者の保護を図ること等を主な目的としており、輸送に係る運行管理
等に専門的な知見、体制を有する国が全国的に一定の水準で道路運送事業
の安全及び利用者保護等を図っていく必要があることから、引き続き国が
当該事務を行っていくことが適当であると考えている。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり
方についての構想であり、地方制度全体
は総務省の所管であるため。

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325830 120920

一般貸切旅客自動
車運送事業（乗合
タクシー事業）の
許認可等

一般貸切旅客自動車運送事業（乗合タク
シー事業関係）の許可、事業計画の変更認
可、運賃の届出、事業の譲渡・譲受・合併
の認可等の事務は国土交通省で所管してい
る。乗合タクシー事業の効果は主として地
域に限られ、生活に身近な交通であるた
め、当該事業に係る許認可等の事務は政令
県で担当することが適当と考えられ、許認
可又は経由事務を政令県に移譲する。

・道路交通体系の整備・管理、港湾の整備・管
理、都市機能の高度化、快適住空間の実現をめざ
す住宅対策の推進、簡単に情報の受信・発信が可
能になる環境の整備など様々な政策手法を組み合
わせて、出会いと交流の基盤づくりに関する総合
的な事務事業を実施する。
・出会いと交流の基盤づくりに関する多くの事務
事業権限を移譲し、政令県の自主性・主体性に委
ねることにより、地域において受益と負担の明確
化が図られ、真に住民に必要な行政サービスを地
方自らの責任で効率的・効果的に実施することが
可能となる。

　多くの人々が短時間で自由に国内外と活発な交流が
でき、また、国内外から訪れる人々が快適に本県に滞
在できるようにすることを基本目標に、交通基盤、都
市基盤、住空間及び情報通信基盤の整備をめざすため
には、一般乗合旅客自動車運送事業（乗合バス事業）
の許認可、有線テレビジョン放送施設の設置許可及び
変更許可、道路管理などの行政権限を可能な限り一元
化し、総合的に推進することが最も効率的・効果的で
ある。

道路運送法第4条第1項、第9条の2
第1項、第15条第1項、第36条第1
項、2項、道路運送法施行令第1条
第1項第1号、道路運送法施行規則
第3条第1項

旅客自動車運送事業の許可、その事業計画の
変更認可等については道路運送法に基づき国
土交通大臣が行うこととされている。

6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制
度は全体は総務省の所管であるため。
なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に委譲することについては、
旅客自動車運送事業による許認可等権限は、国が定める自動車の保安基
準、自動車検査等自動車に係る保安行政ともあいまって、旅客輸送の安全
や利用者の保護を図ること等を主な目的としており、輸送に係る運行管理
等に専門的な知見、体制を有する国が全国的に一定の水準で道路運送事業
の安全及び利用者保護等を図っていく必要があることから、引き続き国が
当該事務を行っていくことが適当であると考えている。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり
方についての構想であり、地方制度全体
は総務省の所管であるため。

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325840 120930
自動車登録関係の
事務

自動車の新規登録・変更登録・移転登録・
抹消登録、検査、検査証の交付等の事務は
国土交通省が所管している。自動車の登録
や検査等の事業は住民生活に密着したもの
であり、政令県で担当するのが適当と考え
られるため、自動車の登録や検査に係る事
務を政令県に移譲する。

・道路交通体系の整備・管理、港湾の整備・管
理、都市機能の高度化、快適住空間の実現をめざ
す住宅対策の推進、簡単に情報の受信・発信が可
能になる環境の整備など様々な政策手法を組み合
わせて、出会いと交流の基盤づくりに関する総合
的な事務事業を実施する。
・出会いと交流の基盤づくりに関する多くの事務
事業権限を移譲し、政令県の自主性・主体性に委
ねることにより、地域において受益と負担の明確
化が図られ、真に住民に必要な行政サービスを地
方自らの責任で効率的・効果的に実施することが
可能となる。

　多くの人々が短時間で自由に国内外と活発な交流が
でき、また、国内外から訪れる人々が快適に本県に滞
在できるようにすることを基本目標に、交通基盤、都
市基盤、住空間及び情報通信基盤の整備をめざすため
には、一般乗合旅客自動車運送事業（乗合バス事業）
の許認可、有線テレビジョン放送施設の設置許可及び
変更許可、道路管理などの行政権限を可能な限り一元
化し、総合的に推進することが最も効率的・効果的で
ある。

自動車登録官及び自動車検査官の
任命、服務及び研修に関する省令
（昭和27年1月18日運輸省令第2
号）

自動車の検査登録は、国の職員が運輸支局等
で行っている｡ 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制
度は全体は総務省の所管であるため。
なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に委譲することについては、
以下のとおりである。
 まず、自動車の登録は、保安基準の確保、犯罪捜査や交通取締、さらに
は納税など、自動車をめぐる各種公法上の権利義務の明確化や社会秩序維
持のために必要な情報を行政上記録し管理している「行政登録」の目的
と、自動車の取引の安全を確保するための第三者対抗力を付与することの
必要性に基づく所有権の公証を行う「民事登録」の目的を持っているもの
であるとともに、登録を受けなければ自動車を運行の用に供することはで
きないものであり、私人の権利義務に直接かつ強度の制限を及ぼす公権力
の行使に該当する業務であることから、国が統一的基準により行う業務で
ある。
, このため、国は全国をネットワーク化したコンピューターシステムを設
置して効率的に処理しており、この権限を委譲することは困難である｡
   次に、自動車の検査事務は、人命に直結するものであり、かつ、自動
車が広域的に移動するものであるので、航空機、船舶等と同様に全国統一
的な基準のもとに行われるべきものである。
, 検査事務が公権力の行使という性格を有するものであるから、検査事務
の主体は、国の検査事務を任せるに足る能力を有するものであり、かつ、
これに対する国の監督も十分行えることが必要である。
, また、自動車の検査は全国どこでも受けることができることから、自動
車検査証の記載事項の変更があった場合に全国の検査場にすぐさま変更情
報が伝達される必要があり、地域間の円滑な連絡が確保できる体制となって

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり
方についての構想であり、地方制度全体
は総務省の所管であるため。
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12 国土交通省 再検討要請

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325850 120940
自動車整備関係の
許認可等

自動車分解整備事業の認証、氏名等の変更
届出、廃止の届出等の事務は国土交通省が
所管している。住民の生活に係わりの深い
自動車の整備等に係る許認可等の事務は政
令県において担当するのが適当と考えられ
るため、これらの事務を政令県に移譲す
る。

・道路交通体系の整備・管理、港湾の整備・管
理、都市機能の高度化、快適住空間の実現をめざ
す住宅対策の推進、簡単に情報の受信・発信が可
能になる環境の整備など様々な政策手法を組み合
わせて、出会いと交流の基盤づくりに関する総合
的な事務事業を実施する。
・出会いと交流の基盤づくりに関する多くの事務
事業権限を移譲し、政令県の自主性・主体性に委
ねることにより、地域において受益と負担の明確
化が図られ、真に住民に必要な行政サービスを地
方自らの責任で効率的・効果的に実施することが
可能となる。

　多くの人々が短時間で自由に国内外と活発な交流が
でき、また、国内外から訪れる人々が快適に本県に滞
在できるようにすることを基本目標に、交通基盤、都
市基盤、住空間及び情報通信基盤の整備をめざすため
には、一般乗合旅客自動車運送事業（乗合バス事業）
の許認可、有線テレビジョン放送施設の設置許可及び
変更許可、道路管理などの行政権限を可能な限り一元
化し、総合的に推進することが最も効率的・効果的で
ある。

道路運送車両法第７８条
道路運送車両法第８１条

　自動車分解整備事業を経営しようとする者
は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備
を行う事業場毎に、地方運輸局長に届出なけ
ればならない。また、変更や事業廃止につい
ても、地方運輸局長に届出なければならな
い。
　なお、これらの申請にあたっては、各都道
府県に設置された運輸支局等を経由して行わ
れているところである。

6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制度は全体
は総務省の所管であるため。
なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に委譲することについては、自動車分
解整備事業は、国が定める自動車の保安基準、自動車検査等自動車に係る保安行政
とあいまって、自動車の安全な運行の確保及び環境の保全上重要な部位の整備を行
う事業であり、国民の安全の確保及び公害の防止を担っているものである。これら
事業者の許認可等を行うに当たっては、
①　全国一律の基準・一元的運用による、透明性・公平性の確保
②　技術基準・許可基準の適用・解釈に係る高い専門能力を有する人材の養成・効
果的な運用
等の取組が必要であることから、国土交通省では本省、地方運輸局及び各都道府県
毎に設置された運輸支局等において上記①、②を実施しているところであり、今後
も引き続き当該事務を行っていくことが必要である。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり
方についての構想であり、地方制度全体
は総務省の所管であるため。

多治見
市

地域新交通シ
ステム創出構
想

1379 1379010 120950
旅客自動車運送事
業に関する権限を
市町村の長に委任

地方公共団体が主体となり、当該区域で公
共の福祉のために行なう旅客自動車運送事
業であって、発地および着地のいずれもが
当該区域内で行なわれる運送事業である場
合、道路運送法施行令（以下「施行令」と
いう）に規定する地方運輸局長に委任する
権限のうち、次に挙げるものは、市町村の
長に委任する。
・運賃、料金の上限の設定・変更の認可
（施行令第１条第１項第２号）
・運賃の設定・変更の届出の受理（施行令
第１条第１項第３号）
・運賃の変更命令（施行令第１条第１項第
４号）
・運送約款の設定・変更の認可（施行令第
１条第１項第５号）
・事業計画の変更の認可、届出の受理、同
届出に対する意見聴取、同意見聴取の結果
変更日繰上げしても支障ない旨の通知、同
通知に基づく変更日の繰上げの届出の受理
（施行令第１条第１項第６～９号）
・運行計画の設定・変更に係る届出の受理
（施行令第１条第１項第１０号）
・事業計画に定める業務の確保に関する命
令（施行令第１条第１項第１１号）
・一般乗合所客自動車運送事業以外の事業
に関する法第２章及び第４章に規定する権
限で地方運輸局長に委任された権限（施行
令第１条第２項）
・施行令第１条第１項及び第２項により地
方運輸局長に委任された権限のうち、運輸
監理部長又は運輸支局長に委任された権限
の一部(施行令第１条第３項第１号 第２

現行の道路運送法および関係法令では、事業の許
可はもちろんのこと、運賃や路線等の事業計画の
変更を始めとして、認可、あるいは届出の手続き
が必要となり、その都度、国土交通省や地方運輸
局への事務手続きと相応な時間が求められること
となる。すでに、道路運送法施行令において、旅
客自動車運送事業に関する権限の一部を地方運輸
局長へ委任されているものであるが、この際、市
町村が主体となり当該区域の公共の福祉のため
に、当該区域内に限定して行なわれる旅客輸送
サービスに関しては、当事者である市町村に任せ
る主旨で、市町村の長にその権限を委ねるように
していただきたい。

現行の道路運送法および関係法令では、事業の許
可はもちろんのこと、運賃や路線等の事業計画の
変更を始めとして、認可、あるいは届出の手続き
が必要となり、その都度、地方運輸局への事務手
続きと相応な時間が求められることとなる。すで
に、道路運送法施行令において、旅客自動車運送
事業に関する権限の一部を地方運輸局長へ委任さ
れているものであるが、この際、市町村が主体と
なり当該区域の公共の福祉のために、当該区域内
に限定して行なわれる旅客輸送サービスに関して
は、当事者である市町村に任せる主旨で、市町村
の長にその権限を委ねるようにしていただきた
い。

道路運送法施行令第1条第1項第2号
～第11号、第2項、第3項第1号、第
2号）

旅客自動車運送事業の許可、その事業計画の
変更認可等については道路運送法に基づき国
土交通大臣が行うこととされている。

3

旅客自動車運送事業による許認可等権限は、国が定める自動車の保安基
準、自動車検査等自動車に係る保安行政ともあいまって、旅客輸送の安全
や利用者の保護を図ること等を主な目的としており、輸送に係る運行管理
等に専門的な知見、体制を有する国が全国的に一定の水準で道路運送事業
の安全及び利用者保護等を図っていく必要があることから、引き続き国が
当該事務を行っていくことが適当であると考えている。

自治体において、旅客輸送の安全や利
用者の保護を図ること等を主な目的とし
て、輸送に係る運行管理等に専門的な
知見、体制を有し、かつ、一定の水準で
道路運送事業の安全及び利用者保護
等を図ることができれば、国が引き続き
当該事務を行っていく必要はないので
はないか。再度検討し回答されたい。

3

旅客自動車運送事業に係る許認可等権
限は、国が定める自動車の保安基準、
自動車検査等自動車に係る保安行政と
もあいまって、旅客輸送の安全や利用
者の保護を図ること等を主な目的とし
ており、輸送に係る運行管理等に専門
的な知見、体制を有する国が全国的に
一定の水準で道路運送事業の安全及び
利用者保護等を図っていく必要があ
る。当該事務を自治体ごとに行うこと
とすると、旅客輸送の安全や利用者の
保護に関する全国一律の最低限の基準
を確保することが困難であることか
ら、引き続き国が当該事務を行ってい
くことが適当である。なお、この最低
限の基準を確保しつつ、地域の判断で
適切な輸送サービスの選択ができるよ
う地域における公共交通のあり方につ
いて、これまでも自治体、事業者、運
輸局等地域の関係者からなる協議の場
（地域の協議会）を設けているところ
である。

神戸市
神戸国際集客
観光都市構想

2024 2024030 120960
自転車法の「自転
車等」の対象拡大

自転車法で規定している「自転車等」につ
いて、道交法上の自動二輪車を加えること
により、自治体が放置された自動二輪を撤
去することを可能にする。

自転車法の「自転車等」の定義に自動二輪車
(125cc以下）を加え、自治体による撤去権限を与
える。
・自治体は条例改正を行い、放置禁止区域内の放
置自動二輪車も撤去できることとする。
・自治体は自転車等の撤去にあたって、自転車・
原付・自動二輪を一斉に撤去する事が可能にな
り、放置の無い状況を維持することが出来る。

・現行の自転車法では、「自転車等」は道交法上
の自転車・原付と規定されており、このため自動
二輪車については自治体の撤去等の規制権限が及
ばない。
・このため、駅前等の放置自転車等の撤去を行っ
た際に，①自転車・原付が撤去されても，自動二
輪が撤去されないことの不公平感、　②自動二輪
が残ることにより再び自転車等の放置を誘発す
る、などの問題を生じている。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐
車対策の総合的推進に関する法律第2条第2
号

自転車等とは自転車又は原動機付自転車をいう 7

有田町

コミュニティ
バス運行の路
線・運賃の手
続きの簡略化

2160 2160010 120970

コミュニティバス
運行の路線・運賃
改定手続きの簡略
化

コミュニティバスは現在、道路運送法第4
条により許可を受けている西肥自動車株式
会社に委託していますが、運賃や路線など
を変更する場合も国土交通大臣の許可を受
けなければなりません。地方公共団体が自
主的に運営する事業については、地方公共
団体へその権限を委ね、運行に関して、手
続きの円滑化を図るために、権限を県また
は市町村に委譲し、手続きの簡略化を要望
します。

バス停の新設・時刻の変更・路線延長など、住民
の要望にすばやく積極的に対応できるようにする
ものです。バス停１つ増設するにしても、国土交
通省の審査や許可待ちで数ヶ月もかかり、住民
サービスへの低下につながっています。これを県
や市町村の判断により自由にできるようになれ
ば、サービス向上になるものと思われます。

コミュニティバスは有田駅に乗り入れているが、
ＪＲ九州や松浦鉄道のダイヤ改正・イベント時の
臨時ダイヤ、町民の要望などに即、対応できない
ために町民をはじめ、観光客にも不便をかけてい
ることが多い

道路運送法第4条、道路運送法施行
令第1条

旅客自動車運送事業の許可、その事業計画の
変更認可等については道路運送法に基づき国
土交通大臣が行うこととされている。

3
、
８

旅客自動車運送事業による許認可等権限は、国が定める自動車の保安基
準、自動車検査等自動車に係る保安行政ともあいまって、旅客輸送の安全
や利用者の保護を図ること等を主な目的としており、輸送に係る運行管理
等に専門的な知見、体制を有する国が全国的に一定の水準で道路運送事業
の安全及び利用者保護等を図っていく必要があることから、引き続き国が
当該事務を行っていくことが適当であると考えている。
なお、バス停の位置の変更については、事後届出により行うことができる
こととされている。

自治体において、旅客輸送の安全や利
用者の保護を図ること等を主な目的とし
て、輸送に係る運行管理等に専門的な
知見、体制を有し、かつ、一定の水準で
道路運送事業の安全及び利用者保護
等を図ることができれば、国が引き続き
当該事務を行っていく必要はないので
はないか。再度検討し回答されたい。

3,8

旅客自動車運送事業に係る許認可等権
限は、国が定める自動車の保安基準、
自動車検査等自動車に係る保安行政と
もあいまって、旅客輸送の安全や利用
者の保護を図ること等を主な目的とし
ており、輸送に係る運行管理等に専門
的な知見、体制を有する国が全国的に
一定の水準で道路運送事業の安全及び
利用者保護等を図っていく必要があ
る。当該事務を自治体ごとに行うこと
とすると、旅客輸送の安全や利用者の
保護に関する全国一律の最低限の基準
を確保することが困難であることか
ら、引き続き国が当該事務を行ってい
くことが適当である。なお、この最低

兵庫
県・
篠山市

陶芸文化の郷
づくり構想

2100 2100050 120980
コミュニティバス
の柔軟な運行

地域内のアクセスの確保のために、ボラン
ティアやＮＰＯ法人等が所有する自家用バ
ス等によって行うコミュニティバスの有償
輸送に対する所轄大臣許可を緩和するとと
もに、許認可権限を県又は地元市に移譲す
る。

公共交通の利便性の低い交通不便地域、交通空白
地域の輸送手段の確保

交流人口の一層の増加を図るため、ＮＰ０法人等
のサービス提供者へのコミュニティーバスとして
有償運行することを認めるとともに、許認可権限
を県又は地元市に移譲する。

道路運送法第4条、道路運送法施行
令第1条

旅客自動車運送事業の許可、その事業計画の
変更認可等については道路運送法に基づき国
土交通大臣が行うこととされている。

3

旅客自動車運送事業による許認可等権限は、国が定める自動車の保安基
準、自動車検査等自動車に係る保安行政ともあいまって、旅客輸送の安全
や利用者の保護を図ること等を主な目的としており、輸送に係る運行管理
等に専門的な知見、体制を有する国が全国的に一定の水準で道路運送事業
の安全及び利用者保護等を図っていく必要があることから、引き続き国が
当該事務を行っていくことが適当であると考えている。

自治体において、旅客輸送の安全や利
用者の保護を図ること等を主な目的とし
て、輸送に係る運行管理等に専門的な
知見、体制を有し、かつ、一定の水準で
道路運送事業の安全及び利用者保護
等を図ることができれば、国が引き続き
当該事務を行っていく必要はないので
はないか。再度検討し回答されたい。

3

旅客自動車運送事業に係る許認可等権
限は、国が定める自動車の保安基準、
自動車検査等自動車に係る保安行政と
もあいまって、旅客輸送の安全や利用
者の保護を図ること等を主な目的とし
ており、輸送に係る運行管理等に専門
的な知見、体制を有する国が全国的に
一定の水準で道路運送事業の安全及び
利用者保護等を図っていく必要があ
る。当該事務を自治体ごとに行うこと
とすると、旅客輸送の安全や利用者の
保護に関する全国一律の最低限の基準
を確保することが困難であることか
ら、引き続き国が当該事務を行ってい

茨城県
つくば広域都
市圏活性化プ
ロジェクト

1277 1277210 120990
国際観光目的公益
法人に係る許認可
権等の権限委譲

　土浦・つくばコンベンションビューロー
の法人化に伴う許認可権の県知事への権限
委譲。

国際観光を事業目的とする法人化に係る権限の委
譲を基に、土浦・つくばコンベンションビュー
ローの法人化を促進し、組織の機能強化を図る。

コンベンションビューローの法人化に係る許認可
について、国交大臣の権限を知事に委譲すること
により、地域の判断や指導等が期待される。

公益法人に係る主務官庁の権限の委任等に
関する政令／第１条／都道府県等への委任
（国土交通大臣の権限）

観光関係法人であって、その目的とする事業として、
国際観光の振興に関する事業を行う法人は、国土交通
大臣の所管としている。

3
国際観光に関する事業を継続的に実施する法人の活動については、国の国
際観光振興に関わる施策と整合性をとりつつ実施される必要があるため、
当該法人の設立については、国土交通大臣が所管する必要がある。

都道府県において、国際観光目的公益
法人が国の国際観光振興に関わる施
策と整合性をとって活動するよう指導を
行うことにより、国際観光を事業目的と
する法人化に係る許認可権限を移譲す
ることは可能ではないか。再度検討し回
答されたい。

3 変更なし

国際観光に関する事業を継続的に実施する
法人の活動については、国の国際観光振興
に関わる施策と整合性をとりつつ実施される
必要があるため、当該法人の設立について
は、国土交通大臣が所管する必要がある。

美浜町
自助・自立の
地域、そして
町づくり

1302 1302030 121000
公の施設の地元地
域への移管

知多半島ユースホステルを廃止し、文化観
光施設として有効利用するとともに、施設
を地元区へ移管する。

知多半島ユースホステルを廃止し、文化観光施設
として有効利用するとともに、施設を地元区へ移
管する。

地域の実態にあった文化観光施設として、有効利
用することにより、観光振興、地域の活性化を図
るため。

ユースホステル整備費補助金
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第22
条により目的外への転用については各省の長の承認を必
要としている。

5
国土交通大臣の承認を受ければ、ユースホステルの施設の目的外への転用等
は可能となっている。なお、当該承認は、個別の事例ごとに審査し、判断され
る。

和歌山
県

高野熊野世界
遺産活用地域
再生構想

2025 2025030 121010

地域限定通訳案内
業免許の地域指定
及び試験実施権限
の移譲

地域限定通訳案内業免許の地域指定権限及
び当該試験の実施権限を国土交通大臣から
都道府県知事に移譲するとともに、試験の
内容を簡素化する。

　次の要件を満たす者に対し、和歌山県知事が、
世界遺産登録される見込みの高野・熊野地域に限
定した通訳案内業免許を交付する。
①実務経験を有する者
②知事が指定する高野・熊野地域に関する研修を
修了した者
③知事が定める外国語に関する基準を満たす者

　世界遺産登録による高野・熊野地域を訪問する外国
人の増加に対して、通訳案内業者が不足することが予
想される。
　一方、これらの地域においてボランティアで外国語
で案内を行っている方々が存在するが、これらの方が
通訳案内業の免許を有しないで、有償で外国語で案内
を行うことは通訳案内業法第１７条により禁止されて
いる。
　このため、当該地域を有償で外国語で案内ができる
者の数を早急に増やすためには、通常の通訳案内業免
許とは異なる簡易な方法により、高野・熊野地域に限
定した通訳案内業免許を県知事が与えることができる
ようにすることが必要である。

通訳案内業法第２条 　この法律で「通訳
案内業」とは、報酬を受けて、外国人に附
き添い、外国語を用いて、旅行に関する案
内をする業をいう。
通訳案内業法第３条　通訳案内業を営もう
とする者は、国土交通大臣の行う試験に合
格し、都道府県知事の免許を受けなければ
ならない。

報酬を得て通訳案内業を営もうとする者は、国土交通
大臣の行う試験に合格し、都道府県知事の免許をうけ
なければならない（第３条）。

3

地域に限定した通訳案内業については、外客誘致法第９条の地域限定通訳案内業免許につい
て、①通訳案内業者はツアー行程全部に同行し、添乗業務も通常は兼務するので、地域限定通
訳案内業者のように行程の一部しか関与できない業者に対する需要は実態としてはほとんどな
いこと、②全国的にみても通訳案内業者の不足が問題となるため合格者数の増加を図る必要が
あり、あえて地域単位のみで免許要件を緩和する必要性は乏しいことから、公益法人改革国土
交通省関連一括法（平成15年法律第96号）において地域限定通訳案内業制度を廃止したところ
である。
　現在、不足すると考えられる韓国語、中国語を中心に試験制度の運用改善（試験内容の見直
し、試験回数の簡素化等）を行い、全国的に通訳案内業試験の合格者数を増加させるととも
に、訪日外国人に対する通訳案内業者に関する情報提供の充実等を図ってきているので、通訳
案内業者の一層の活用を検討していただきたい。

提案の趣旨を踏まえ再度検討し回答さ
れたい。 3 変更なし

当地の伝統文化に造形が深い地元の語
り部と通訳が一体となり、外国人に付き
添って旅行案内することが、より実際的か
つ効果的であると考えられる。
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12 国土交通省 再検討要請

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325040 121020

省エネ法に基づく
エネルギー管理指
定工場に関する事
務

現在、経済産業省関東経済産業局に報告さ
れている県内のエネルギー管理指定工場に
おけるエネルギー使用量の報告等の事務
を、政令県に全て移譲

・エネルギーの効率的利用の推進、多様な自然環
境の保全と復元、森林・林業の多面的機能の発揮
など様々な政策手法を組み合わせて、地域におけ
る環境に関する総合的な事務事業を実施する。
・環境に関する多くの事務事業権限を移譲し、政
令県の自主性・主体性に委ねることにより、地域
において受益と負担の明確化が図られ、真に住民
に必要な行政サービスを地方自らの責任で効率
的・効果的に実施することが可能となる。

　大量生産・大量消費・大量廃棄を基調とした経
済社会システムから、最適生産・最適消費・最少
廃棄を基調とする経済社会システムへの変革を促
進し、「環境の世紀」にふさわしい“美しい地球
文明”のモデル県をめざすためには、電源三法交
付金の交付事務、国立公園内の行為の許認可、国
有林野の管理などの行政権限を可能な限り一元化
し、総合的に推進することが最も効率的・効果的
である。

6

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325760 121030
建設業の許可に係
る事務の移譲

建設業を営もうとする者は、二以上の都道
府県に営業所を設けて営業しようとする場
合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域
のみの場合は当該都道府県の所在地を管轄
する都道府県知事の許可を受けなければな
らないことになっている。この国土交通大
臣の許可に係る事務を政令県に移譲するも
のとする。なお、政令県が行う当該事務の
執行に当たっては、組織の移管及び法令等
の改正を必要とする。

・豊かな産物を供給する農業・水産業の支援、高
付加価値の製造業等への支援、独創的で多彩な産
業の創出・高度化、雇用の安定・創出及び就業環
境の向上など様々な政策手法を組み合わせて、地
域における元気な産業づくりに関する総合的な事
務事業を実施する。
・元気な産業づくりに関する多くの事務事業権限
を移譲し、政令県の自主性・主体性に委ねること
により、地域において受益と負担の明確化が図ら
れ、真に住民に必要な行政サービスを地方自らの
責任で効率的・効果的に実施することが可能とな
る。

　独創性のある“元気な産業”への従事や、自己
の能力を活用した起業等を通して、豊かな生活を
築き、その意欲に応じて生涯現役で自己実現に挑
戦できることを基本目標に、産業の競争力の向上
や誰もが能力を発揮できる雇用環境の実現を図る
ためには、農地管理、商工会議所に関する許認可
や労働局が行う雇用対策などの行政権限を可能な
限り一元化し、総合的に推進することが最も効率
的・効果的である。

建設業法第三条　建設業を営もうとする者
は、次に掲げる区分により、この章で定め
るところにより、二以上の都道府県の区域
内に営業所（本店又は支店若しくは政令で
定めるこれに準ずるものをいう。以下同
じ。）を設けて営業をしようとする場合に
あつては国土交通大臣の、一の都道府県の
区域内にのみ営業所を設けて営業をしよう
とする場合にあつては当該営業所の所在地
を管轄する都道府県知事の許可を受けなけ
ればならない。ただし、政令で定める軽微
な建設工事のみを請け負うことを営業とす
る者は、この限りでない。
　一・二　（略）
２～６　（略）

建設業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域
内に営業所を設けて営業をしようとする場合は国土交
通大臣の、一の都道府県の区域内に営業所を設けて営
業をしようとする場合は当該営業所の所在地を管轄す
る都道府県知事の許可を受けなければならないことと
されている。
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　政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制度全体
は総務省の所管であるため。
　なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に移譲することについては、建設業
法上、２以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者につい
ては、国土交通大臣の許可に係らしめ、また、この者に係る経営事項審査の事務及
び監督処分についても許可と密接不可分なものとして国土交通大臣が一体的に行う
こととされている。
　これらの事務運営に当たっては、特に不正行為等に係る情報等の全国レベルから
迅速な収集・分析、審査・処分への的確かつ機動的な反映等を行うことが重要な前
提条件である。特に、建設業のように不良・不適格業者の排除が重要課題となって
いる場合においては、その点は強く求められるものである。この課題に的確に応え
るためには、一の組織において、主体的かつ一元的な体制を整備することが必要不
可欠である。仮に今回の指摘のようにこれらの事務を一の都道府県知事に委ねた場
合には、この課題に的確に応えるのは困難であり、不良不適格業者の排除等に重大
な支障が生ずるものである。
　以上により、今回のご提案である建設業の許可、経営事項審査及び監督処分等に
係る事務の委譲については困難であるものと考えている。

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325770 121040
経営事項審査に係
る事務の移譲

公共性のある施設又は工作物に関する建設
工事で政令で定めるものを発注者から直接
請け負おうとする建設業者は、その経営に
関する客観的事項について、その許可を受
けた国土交通大臣又は都道府県知事の審査
を受けなければならないことになってい
る。この国土交通大臣の審査に係る事務を
政令県に移譲するものとする。なお、政令
県が行う当該事務の執行に当たっては、組
織の移管及び法令等の改正を必要とする。

・豊かな産物を供給する農業・水産業の支援、高
付加価値の製造業等への支援、独創的で多彩な産
業の創出・高度化、雇用の安定・創出及び就業環
境の向上など様々な政策手法を組み合わせて、地
域における元気な産業づくりに関する総合的な事
務事業を実施する。
・元気な産業づくりに関する多くの事務事業権限
を移譲し、政令県の自主性・主体性に委ねること
により、地域において受益と負担の明確化が図ら
れ、真に住民に必要な行政サービスを地方自らの
責任で効率的・効果的に実施することが可能とな
る。

　独創性のある“元気な産業”への従事や、自己
の能力を活用した起業等を通して、豊かな生活を
築き、その意欲に応じて生涯現役で自己実現に挑
戦できることを基本目標に、産業の競争力の向上
や誰もが能力を発揮できる雇用環境の実現を図る
ためには、農地管理、商工会議所に関する許認可
や労働局が行う雇用対策などの行政権限を可能な
限り一元化し、総合的に推進することが最も効率
的・効果的である。

建設業法第二十七条の二十三　公共性のあ
る施設又は工作物に関する建設工事で政令
で定めるものを発注者から直接請け負おう
とする建設業者は、国土交通省令で定める
ところにより、その経営に関する客観的事
項について、その許可を受けた国土交通大
臣又は都道府県知事の審査を受けなければ
ならない。
２～６　（略）

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令
で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設
業者は、その経営に関する客観的事項について、その
許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の審査を
受けなければならないこととされている。
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　政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制度全体は総務省の
所管であるため。
　なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に移譲することについては、建設業法上、２以
上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者については、国土交通大臣の
許可に係らしめ、また、この者に係る経営事項審査の事務及び監督処分についても許可と密接
不可分なものとして国土交通大臣が一体的に行うこととされている。
　これらの事務運営に当たっては、特に不正行為等に係る情報等の全国レベルから迅速な収
集・分析、審査・処分への的確かつ機動的な反映等を行うことが重要な前提条件である。特
に、建設業のように不良・不適格業者の排除が重要課題となっている場合においては、その点
は強く求められるものである。この課題に的確に応えるためには、一の組織において、主体的
かつ一元的な体制を整備することが必要不可欠である。仮に今回の指摘のようにこれらの事務
を一の都道府県知事に委ねた場合には、この課題に的確に応えるのは困難であり、不良不適格
業者の排除等に重大な支障が生ずるものである。
　以上により、今回のご提案である建設業の許可、経営事項審査及び監督処分等に係る事務の
委譲については困難であるものと考えている。

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325780 121050
監督処分等に係る
事務の移譲

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許
可を受けた建設業者が、建設業法の規定に
違反したときは、監督処分等を行うことが
できることになっている。この国土交通大
臣の許可を受けた建設業者の監督処分等に
係る事務を政令県に移譲するものとする。
なお、政令県が行う当該事務の執行に当
たっては、組織の移管及び法令等の改正を
必要とする。

・豊かな産物を供給する農業・水産業の支援、高
付加価値の製造業等への支援、独創的で多彩な産
業の創出・高度化、雇用の安定・創出及び就業環
境の向上など様々な政策手法を組み合わせて、地
域における元気な産業づくりに関する総合的な事
務事業を実施する。
・元気な産業づくりに関する多くの事務事業権限
を移譲し、政令県の自主性・主体性に委ねること
により、地域において受益と負担の明確化が図ら
れ、真に住民に必要な行政サービスを地方自らの
責任で効率的・効果的に実施することが可能とな
る。

　独創性のある“元気な産業”への従事や、自己
の能力を活用した起業等を通して、豊かな生活を
築き、その意欲に応じて生涯現役で自己実現に挑
戦できることを基本目標に、産業の競争力の向上
や誰もが能力を発揮できる雇用環境の実現を図る
ためには、農地管理、商工会議所に関する許認可
や労働局が行う雇用対策などの行政権限を可能な
限り一元化し、総合的に推進することが最も効率
的・効果的である。

建設業法第二十八条　国土交通大臣又は都道府県知事
は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれか
に該当する場合又はこの法律の規定第十九条の三、第
十九条の四及び第二十四条の三から第二十四条の五ま
でを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に
関する法律（平成十二年法律第百二十七号。以下「入
札契約適正化法」という。）第十三条第三項の規定に
より読み替えて適用される第二十四条の七第四項 を含
む。第四項において同じ。）若しくは入札契約適正化
法第十三条第一項若しくは第二項 の規定に違反した場
合においては、当該建設業者に対して、必要な指示を
することができる。特定建設業者が第四十一条第二項
又は第三項の規定による勧告に従わない場合において
必要があると認めるときも、同様とする。
　一～八　（略）
２　（略）
３　国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受
けた建設業者が第一項各号の一に該当するとき若しく
は同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき
又は建設業を営む者が前項各号の一に該当するとき若
しくは同項の規定による指示に従わないときは、その
者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部
又は一部の停止を命ずることができる。
４～７　（略）
建設業法第二十九条　国土交通大臣又は都道府県知事
は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当
するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければ
ならない。
　一～六　（略）
２　（略）

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた
建設業者が、建設業法の規定に違反した場合等におい
ては、当該建設業者に対して、監督処分等を行うこと
ができることとされている。
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　政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制度全体は総務省の
所管であるため。
　なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に移譲することについては、建設業法上、２以
上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者については、国土交通大臣の
許可に係らしめ、また、この者に係る経営事項審査の事務及び監督処分についても許可と密接
不可分なものとして国土交通大臣が一体的に行うこととされている。
　これらの事務運営に当たっては、特に不正行為等に係る情報等の全国レベルから迅速な収
集・分析、審査・処分への的確かつ機動的な反映等を行うことが重要な前提条件である。特
に、建設業のように不良・不適格業者の排除が重要課題となっている場合においては、その点
は強く求められるものである。この課題に的確に応えるためには、一の組織において、主体的
かつ一元的な体制を整備することが必要不可欠である。仮に今回の指摘のようにこれらの事務
を一の都道府県知事に委ねた場合には、この課題に的確に応えるのは困難であり、不良不適格
業者の排除等に重大な支障が生ずるものである。
　以上により、今回のご提案である建設業の許可、経営事項審査及び監督処分等に係る事務の
委譲については困難であるものと考えている。

平田村

遊休農地利用
による循環型
農業の村づく
り

1268 1268010 121060
有機農業の振興と
都市市民との交流

中山間地域活性化資金貸付基準の緩和、国
有林野許可権限の一部県への移譲

遊休農地等所有者から畑地を借り受け、可能な限
り耕地を集団化し、地区ごとに農作物等を作付け
し、事業の共同化を図る。収穫、加工、発送は地
元農家・住民の労働力を確保し、雇用を図る。加
工・流通施設は、1年を通じ可動可能な地元の風
土、気候を活用した製品の開発を目指す。

中山間地域活性化資金貸付基準の緩和、国有林野
許可権限の県への移譲 6

新城市
鳳来町

木質バイオマ
ス利用を中心
とした森林総
合産業の創出

1238 1238010 121070

森林の健全化と木
材の有効利用を軸
とした持続可能社
会の構築

森林の健全化に関する財源の確保権限
補助制度(地球温暖化防止森林吸収源10か
年対策に基づくものなど)があるものの、
エネルギー面や環境面、教育面を含めた
トータルな施策を実施するものとなってい
ないため、森林の健全化に資するすべてを
包括する財源制度として再編し、それを地
域に密着して取り組む市町村長に移譲す
る。

○市民参加の森づくり
市民参加の森づくりを促進するため、森づくりボ
ランティア、森林提供ボランティア(森林所有者)
を募集する。また、森林管理アドバイザーや大型
機械とそのオペレーターなどを確保し、森林の健
全化に取り組もうと希望する誰もが植林・育林・
伐採などにかかわれるようにする。

○林地残材等有効活用事業
木質バイオマス利用等持続可能な地域づくりにな
ると認定した場合、森林所有者以外でも林地残材
を搬出することができ、かつ搬出作業の対価に見
合う環境貢献ポイント制を確立し、取り組みを促
進する。これにより、資源循環型社会づくりの推
進と参加者のモチベーションアップを図ることが
てきる。

①平成13年の森林・林業基本法の制定、森林法の改正
により、木材生産を中心にしたものから国土の保全、
水源涵養、環境の保全等森林の多様な公共的機能に配
慮し、その機能を持続できるようにするものとされて
いるが、縦割り行政の中でその趣旨が十分発揮できて
いない。さらに、森林法に基づく森林施業計画では森
林所有者への義務履行を迫るためには弱いところがあ
る(違反者に対する罰則規定がない。代行措置がとれな
い等)。
②森林の所有問題。現状では森林所有者以外、あるい
は森林所有者の許可なく森林の手入れをすることがで
きない。さらに、手入れが経済的に見合わないため、
森林所有者による管理が放棄されている。
③木材副産物は、昭和30年代はじめまではエネルギー
資源として活用されていたが、現在は廃棄物の処理及
び清掃に関する法律とダイオキシン類対策特別措置法
によって活用しにくくなっている。
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草加市

古さと新しさ
が調和する賑
わいと潤いの
ある「今様・
草加宿」

1130 1130030 121080

中小小売商業高度
化事業構想の認定
対象者の追加及び
対象事業の拡大

中心市街地活性化法第１８条では、ＴＭＯ
になり得る組織として、商工会議所、商工
会、第三セクター特定会社、第三セクター
公益法人の４者が挙げられいる。この該当
組織に、地縁住民自治組織、商店街組織と
いった既存の地域組織が含まれるよう同法
の変更又は緩和すること。
　取り扱う活性化の項目を商業に限定せ
ず、中心市街地に求められる都市機能（福
祉、住宅、文化等）もその対象事業として
追加すること。

　現在、住民主体によるまちづくり活動を促進さ
せるための「パートナーシップによるまちづくり
事業」を進めているが、まちづくりに関する内容
を最終的に決定するのは、行政である。現在参加
型まちづくりといった名称により「住民参加」が
標榜されているが、参加型まちづくりは決定まで
の「仕組み」の中には十分に取り入られていない
のが現状であるといわざるを得ない。住民参加、
住民による決定した内容によってまちづくりを進
めていくためには、それだけの権限、自治権を住
民側に付与し、本当の重み・責任を持たせなけれ
ば、本質的なパートナーシップとはなり得ない
し、まちづくりは進められない。
　当該事業では、住民主体によるまちづくり活動
を進めながら、その地域の問題・課題の整理、そ
れを受けて地域の将来像の検討、そして、その将
来像を実現させるための計画づくりを行ってい
る。しかし、できあがった計画は、現状では地域
内での合意、紳士協定的なものでしかなく、何ら
かの権限や規制、拘束力を持ち合わせていない。
そこで、住民の作成した計画、住民の意思をより
確実に実現するために、今回の中心市街地活性化
法の運用が必要である。

　平成１２年度現在、活性化基本計画を策定している市町村は２０４存在する
が、その反面、市町村がＴＭＯ構想を認定した団体は３５団体のとどまってい
る。これは、各自治体がＴＭＯ構想については、市民参加によりじっくりと取
り組んで行きたいといった意向が強いと考えられる。しかし、既存のまちづく
り制度にはない新しい試みであるＴＭＯにはいくつかの改善すべき課題が内在
していると考えられる。まず第１に、まちづくり組織が成熟していない都市に
おいて、無理にＴＭＯを設立し、補助金の受け皿機関的に利用している事例が
見受けられる。周到な準備抜きにして本来の機能を十分に発揮するＴＭＯの設
立は困難であると考えられる。さらに、ＴＭＯのモデルといわれるアメリカの
ＢＩＤでは、専任スタッフを配置している。それらは、地元の市民組織などの
指導者だったものやショッピング・センターの経営者や大企業の営業担当者か
らの転身組が多く、そのための専門のノウハウを持ち、経営能力が高いのが特
徴といえる。アメリカとは異なり、地縁住民自治組織、商店街組織がある日本
においては、こうした地域組織をＮＰＯ等との連携のもとに積極的に活かすこ
とが重要である。次に、ＴＭＯは、中心市街地活性化法上では「中小小売商業
高度化事業構想の認定構想推進事業者」として位置づけられている。ここでの
ＴＭＯは商業機能の活性化に特化してしまっている。本来あるべきＴＭＯとし
てのまちづくり会社になるためには、商業機能だけではなく、福祉・居住・文
化など総合的なまちづくりの視点が必要とされるが、法律ではそのあたりにふ
れられていない。また、全国一律に定められているため、より地域の実情に合
わせた形での対応が難しくなっている。このような現状を反映し、中心市街地
に求められる都市機能をふまえたＴＭＯの位置づけ、再構築が必要である。以
上のように地域組織の活用、総合的なまちづくりの視点に立った活性化を実現
するためには、右記の法令の改正、緩和が必要であると考えます。
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ゼッタ
テクノ
ロジー
株式会
社

新観光立国一
知ノユキビタ
ス地域戦略プ
ロジェクト

3049 3049010 121090

観光政策における
知のユキビタス社
会をめざすため、
①人材育成費行う
財政措置を、②Ⅰ
Ｔ技術の分野③大
学学科の増設に関
する権限委譲

権限移譲：文部科学省による大学の学科増
設及び定員に関する助言等に関する権限を
都道府県に移譲する。　財政支援：人材育
成について、地域活性化に関する交付金・
補助金に計上する。

１．コミュニティ・クリエーター育成事業　２．
観光評価システム事業　３．地域の大学の観光学
科増設事業　４．情報ネットワーク構築事業
５．地域の歴史文化遺跡・施設等整備事業

現下の地方公共団体の財政悪化では、地域創生の
為の新事業の創出が実施できにくい状況にあるた
め。また大学の学科増設については、地方公共団
体には決定権がないため。

6

須賀川
市

老朽密集地域
再生事業

1023 1023010 121100

中心市街地活性化
広場公園整備事業
における補助採択
要件の緩和

中心市街地活性化広場公園整備事業の補助
対象地区の中で、３箇所以上の公園で、か
つ、１箇所当たりの面積が５００㎡以上と
なっているが、１箇所以上の公園で、かつ
面積が５００㎡以上に補助採択要件の緩和
をする。

まちなかの低未利用地を整備し、交流人口の増加を図
るため、緑陰、水辺等の潤い空間やイベント活用の広
場を整備する。

現状の補助採択要件では、低未利用地の有効活用
が図りにくいため。

緑化重点地区整備事業制度
　中心市街地活性化広場公園整備事業
1.採択要件「中心市街地における市街地の
整備改善及び商業等の活性化の一体的推進
に関する法律」に基づく「中心市街地にお
ける市街地の整備改善及び商業等の活性化
の一体的推進に関する基本計画」に位置づ
けられた地区を含む地区で、3箇所以上の
公園・緑地の整備を行うものであること。
2.事業箇所　対象事業の1箇所当たりの面
積が500㎡以上であること。

国と地方との関係見直しの中、小規模な公園（原則2ha
未満）については市町村の一般財源で整備することと
される中、中心市街地活性化広場公園整備事業につい
ては、中心市街地の活性化の政策的重要性に鑑み、1箇
所の面積が500㎡以上の公園緑地を3箇所以上整備する
場合に地区単位で一括採択する制度

3
国と地方との関係見直しの中、小規模な公園（原則2ha未満）については市町村の
一般財源で整備することとされるが、中心市街地活性化広場公園整備事業について
は、中心市街地の活性化の政策的重要性に鑑み、小規模な公園が3箇所以上ある地
区を採択するものであり、これ以上箇所数等の採択要件を下げることはできない。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 3

国と地方との関係見直しの中、小規模な公園
（原則2ha未満）については市町村の一般財
源で整備することとされるが、中心市街地活
性化広場公園整備事業については、中心市
街地の活性化の政策的重要性に鑑み、小規
模な公園が3箇所以上ある地区を採択するも
のであり、これ以上箇所数等の採択要件を下
げることはできない。

青梅市

圏央道青梅イ
ンターチェン
ジ周辺複合物
流拠点整備構
想

1037 1037030 121110

流通業務市街地に
おいて、商業施設
の併設も可能とさ
れたい。

流通業務市街地の整備に関する法律
流通業務地区内では、公共施設、一部の公
益的施設以外は、法第５条第１項第１号か
ら第１１号までに規定する施設以外の立地
が制限される。ただし、流通業務地区の機
能を害するおそれがないと認め、または公
益上やむを得ないと認めて都道府県知事が
許可した場合は、この限りでないとされて
いる。本事業構想においては、市の判断で
商業施設の併設も可能となるように願いた
い。

首都圏中央連絡自動車道・青梅インターチェンジ
の北側隣地（今井４丁目）の約５３ヘクタールの
農地について、東京都多摩地域や埼玉県南西部地
域の産業および生活拠点地区の活動を支援する広
域性の高い複合機能型物流拠点を整備する。
具体的には、トラックターミナル、倉庫、卸売市
場および商業施設などを誘導する。

流通業務地区内では、公共施設、一部の公益的施設以
外は、法第５条第１項第１号から第１１号までに規定
する施設以外の立地が制限される（ただし、流通業務
地区の機能を害するおそれがないと認め、又は公益上
やむを得ないと認めて都道府県知事が許可した場合
は、この限りでない。）。本事業構想においては、市
の判断で商業施設の併設も可能となるように願いた
い。

流通業務市街地の整備に関する法律第５条

流通業務地区内では、公共施設、一部の公益的施設以外は、法
第５条第１項第１号から第１１号までに規定する施設以外の立地が
制限される（ただし、流通業務地区の機能を害するおそれがないと
認め、又は公益上やむを得ないと認めて都道府県知事（指定都市
及び地方自治法第252条の22第１項の中核市においては、それぞ
れその長。）が許可した場合は、この限りでない。）。

5
流通業務地区内にあって、立地を希望する施設が流通業務地区の機能を害するおそ
れがないと認め、又は公益上やむを得ないと認められる場合は、都道府県知事等が
許可することにより、対応することができる。なお、都道府県知事等の権限の委譲
については、地方自治法第252条の17の２の規定により可能である。

会津若
松市

城下町の回廊
づくり
（中心市街地
の活性化）

1042 1042030 121120
補助事業の条件緩
和

地域住民や観光客が利用しやすい拠点整備
を図るため、民間の自由な発想が発揮でき
ることが必要であることから、補助事業の
採択要件を、事業主体者として民間を視野
にいれたものに拡大する。

商店街に在する空地を商店街基盤施設（広場）と
して整備するにあたり、民間の柔軟で多様な発想
による企画、設計、整備、運営による賑わいの仕
掛けづくりが有効な手法である（常に催事が開
催）ことから、整備の事業主体者をＴＭＯとし
て、民間と行政との協働による施設整備を展開す
る。
・野口英世青春広場整備事業

商店街に在する広場は常に催事が行われているこ
とが来街者のキッカケとなり、活性化の拠点とな
りえるものであり、民間が整備主体となって企
画・整備・運営して効果が発揮できる。
しかし、民間では整備に資する財源が脆弱である
ことから、広場整備には介入することができな
い。
補助事業の対象を拡大することにより民間の介入
が促進され、広場効果的活用が図られる。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

まちづくり総合支援事業は、平成16年度予算において
廃止予定。

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

5

まちづくり総合支援事業では、市町村が市町村以外の者に対し間接補助を
することも可能である。

なお、平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとで提案と同
様の施設整備について、まちづくり交付金（平成１６年度創設予定）にお
いて対応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市
町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細
は検討中。

掛川市

保留地販売促
進による地域
経済の活性化
と地域雇用の
創出

1066 1066010 121130

土地譲渡による償
還についての規制
の廃止と、有利子
借入金の償還の優
先

都市開発資金の貸付けに関する法律第１条
第４項第３号の緩和

未処分保留地の受け手である保留地管理法人の負
担軽減と、それに伴う販売（処分）価格の抑制並
びに販売（処分）の促進を図るため、土地譲渡
（財団法人が取得した未処分保留地の販売）によ
る償還についての規制を廃止し、有利子償還金の
償還を優先させる。このことにより、未処分保留
地の販売が促進され、新たな建築需要と雇用の創
出を図ることができる。

譲渡した土地に係る貸付金を30日以内に償還する
のは、保留地管理法人の負担軽減にならないばか
りか、事務煩雑となる。土地譲渡による償還につ
いての規制を廃止し、取得資金1/2の有利子借入
金の償還を優先させ、保留地管理法人の経営支援
を図る。

①法律
都市開発資金の貸付に関する法律第１条第
４項第５号、第２条第２項及び第８項
②省令
都市開発資金の貸付に関する法律施行令第
１１条の６
③告示・通達等
都市開発資金貸付要領第４条の２５から３
９

土地区画整理事業の施行者が、保留地の全部又は一部
を公募して譲渡しようとしたにもかかわらず、譲渡す
ることができなかった場合において、施行者又は施行
者である土地区画整理組合の組合員が出資している法
人で、当該保留地の全部又は一部を取得するものに無
利子で貸し付けを行う。

3

保留地取得資金貸付金は、保留地管理法人が保留地を取得するのに対して
無利子貸し付けを行う制度であり、保留地管理法人の有利子借入金に対す
る償還のための制度ではない。
また、保留地の処分収入を有利子負債の償還に優先的に充てた場合、保留
地の処分により償還すべき借入金残高に対する無利子貸付金残高の割合が
１／２を越えることとなり、貸付条件に適合しなくなるため、不可能であ
る。

天栄村

国営ダム管理
事業とダム周
辺地域の連携
による地域再
生

1076 1076020 121140
「道の駅」登録の
緩和

「道の駅」の配置を検討する際の考慮すべ
き施設として、公共施設　簡易パーキン
グ、道路情報ターミナル、チエーン着脱
所、展望台、公園、集会センター　　民間
施設　ドライブイン、温泉施設等が挙げら
れるが改善整備により認定いただきたい。

公衆用トイレ、道路情報ターミナル、公園等の整
備を図り仮眠施設の整備を図るとともに既存の施
設の整備を図りたい、雇用の場を増やしたい。

配置対象路線には、用件に該当する路線を目安と
されているため各自治体の整備状況により認定し
ていただきたい。

建設省道企第１９号（平成5年2月23日付） 設置要件に明確な路線要件は設けていない 5 設置要件に明確な路線要件は設けていないので「道の駅」の登録要件に合
致していれば「道の駅」として登録可能である。

福井県

「福井型エ
コ・グリーン
ツーリズム」
推進構想

1083 1083010 121150
国の補助事業で建
設した施設の利用
規制の緩和

　中山間地域総合整備事業補助金、自然公
園等整備費国庫補助金、観光レクレーショ
ン地区施設整備費補助金で整備した施設に
ついての地元特産物販売施設等への用途転
用の容認および国庫補助金返還の免除

　国庫補助を受けて整備した施設を地元特産物販
売施設等へ用途転用することにより、エコ・グ
リーンツーリズムへの施設の有効利用を図り、本
県への誘客促進など地域経済の活性化を図る。

国の補助事業で建設した施設については、法令等
により目的以外の利用が規制されているが、この
全国一律の規制が施設利用促進の障壁となってい
る。

観光レクレーション地区施設整備費補助金
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第22
条により目的外への転用については各省の長の承認を必
要としている。

5
国土交通大臣の承認を受ければ、観光レクリエーション地区の施設の目的外へ
の転用は可能となっている。なお、当該承認は、個別の事例ごとに審査し、判断
される。（国庫補助金返還の免除の可否については、承認審査の際に判断され
る。）

観光レクレーション地区施設整備費補
助金について、地域再生計画が認定さ
れた地域においては、承認を受けない
で目的外への転用を可能とすることが
できないか、再度検討し回答されたい。

5 変更なし

国土交通大臣の承認を受ければ、観光レクリ
エーション地区の施設の目的外への転用は
可能となっている。なお、当該承認は、個別の
事例ごとに審査し、判断される。（国庫補助金
返還の免除の可否については、承認審査の
際に判断される。）
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福井県
「ウェルカム
元気な企業」
構想

1087 1087010 121160
土地開発公社先行
取得用地の処分用
途制限緩和

　土地開発公社が先行取得した用地につい
て、商業・工業用地として新たな雇用創出
が生み出される場合には、処分用途制限を
緩和する。

・当該土地を活用し、一定の雇用創出を生み出す
企業立地等の計画がある場合に、民間等への譲
渡、売却を行う。

　土地開発公社の先行取得した土地の利活用が課
題となっている。

「公有地の拡大の推進に関する法律」第九
条
「公有地の拡大の推進に関する法律施行
令」第五条
「公有地の拡大の推進に関する法律の施行
について（土地開発公社関係）」４（９）
「公有地の拡大の推進に関する法律の施行
について（土地の先買い制度関係）」４
（１）

公有地の拡大の推進に関する法律（公拡法）第９条の規定により、公
拡法第６条の土地の買取り協議手続により先買いされた土地は、都市
施設に関する事業や収用適格事業及びこれらに準ずる事業（公的主体
が行う住宅用宅地の譲渡に関する事業等）又はこれらの事業に係る代
替地の用に供されなければならない。

7
（総
合規
制改
革会
議の
規制
改革
要望
にて
検討
中）

　

三春町
中心市街地の
活性化による
地域再生

1099 1099030 121170

マチとムラの交流
促進と集客のため
のまちなか広場の
整備に資する制度
改正

33に掲げたようなまちなか広場の整備に関
する補助制度について、補助対象が施設の
設計、建設に要する経費に限定されている
が、これを土地の取得や造成費及び施設の
補償費まで含むことと改正すべきである。

中心市街地活性化のため、マチとムラの交流拠点
として農産物の直売などを行う市や集客のための
イベントの開催場所としてのまちなか広場を整備
する。

まちづくり総合支援事業の多目的広場整備に関す
る補助対象は、施設の設計、建設に要する経費に
限定されているが、現在の町の極めて厳しい財政
状況においては利用が困難であるので、これを土
地の取得や造成費及び施設の補償費まで含むこと
と改正することを提案する。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

まちづくり総合支援事業は、平成16年度予算において
廃止予定。

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

5

平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとで提案と同様の施
設整備について、まちづくり交付金（平成１６年度創設予定）において対
応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市
町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細
は検討中。

青森県
環境・エネル
ギー産業フロ
ンティア構想

1108 1108010 121180
補助を受けた下水
道施設の目的外使
用の制限緩和

国土交通省が交付した補助金について、循
環型社会形成や新エネルギー導入促進に資
するなど高い社会ニーズを伴う事業の実施
にあたっては、補助を受けて整備した施設
の目的外使用を弾力的に運用すること。

◎八戸市新エネルギー等地域集中実証研究
　八戸市では、同市東部終末処理場で発生する下水汚泥をメタ
ン発酵させ、発生するメタンガスを活用してガスエンジンによ
り一定品質の電気・熱を作り出し、発電した電気を近隣の小中
学校や市庁舎及び上水施設に供給し、熱は下水汚泥の発酵促進
に利用することで、自然エネルギーを利用した電力と熱の供給
を行う実証研究を行うこととしており、ＮＥＤＯ（新エネル
ギー・産業技術総合開発機構）の事業採択を受けている。（研
究主体：青森県、八戸市及び民間企業２社、研究期間：平成１
５年度～１９年度）
  本実証研究は、実際の需要では世界初といわれる「マイクロ
グリッド」と呼ばれる電力供給を実証するものであり、将来新
エネルギーなど分散型電源の普及や新エネルギーを活用した循
環型社会の形成を実現する上で、欠くことのできない成果が期
待されている。

八戸市では、左記実証研究終了後も発電施設を維
持するよう希望しているが、下水処理場に設置す
るバイオマス発電施設について、国土交通省は発
電施設の目的外使用にあたるため、実証研究期間
終了後は、発電施設を撤去するか、補助金を返還
するよう見解を示している。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律第２２条
（財産の処分の制限）
補助事業者等は、補助事業等により取得
し、又は効用の増加した政令で定める財産
を、各省各庁の長の承認を受けないで、補
助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡
し、交換し、貸し付け、又は担保に供して
はならない。ただし、政令で定める場合
は、この限りでない。

補助金等の交付の目的に反し使用等する場合は、個別
に協議をしなければならない。 5

目的外使用承認は公共団体の申請に基づき、補助金により取得した処理場
用地等について、本来の事業を実施する上で支障がない場合に、本来の目
的以外に使用する内容、理由、期間等について個別に審査し承認している
ものであり、承認期間が終了する場合には、承認条件に基づき施設を撤去
することとなる。なお、公共団体が継続使用の申請を行い、継続して使用
することがやむを得ないと判断されれば継続使用が可能である。

下水道施設について、地域再生計画が
認定された地域においては、承認を受
けないで目的外への使用を可能とする
ことができないか、再度検討し回答され
たい。

5

目的外使用承認は公共団体の申請に基づ
き、補助金により取得した処理場用地等につ
いて、本来の事業を実施する上で支障がない
場合に、本来の目的以外に使用する内容、理
由、期間等について個別に審査し承認してい
るものであり、承認期間が終了する場合に
は、承認条件に基づき施設を撤去することと
なる。なお、公共団体が継続使用の申請を行
い、継続して使用することがやむを得ないと
判断されれば継続使用が可能である。

原町市
中心市街地活
性化

1124 1124010 121190
まちづくり総合支
援事業における補
助対象施設の拡大

・衰退の著しい中心市街地の活性化を図る
ため、市民の交流施設として相応しい公共
公益施設及び商業施設の整備をするに当
り、導入を検討している事業における対象
施設の拡大について。公共公益施設は国土
交通省所管の「まちづくり総合支援事業又
はまちづくり交付金」により、また、商業
施設は通商産業省所管の「中心市街地等商
店街リノベーション補助金」により施設整
備の計画を検討しているが、両施設は土地
区画整理事業により整備された同一街区内
にあり回遊性を生かした街並みを形成する
開発事業として位置付けていることから、
一体的に整備を進める事業における補助対
象施設を、個別に事業を実施する場合より
対象施設の拡大を提案する。

・公共公益施設の一つに図書館を検討している
が、これからの「図書館」は貸本を主とした従来
の図書館機能から多機能を有した図書館に移行し
ており、中心市街地に人を集めるだけでなく、文
化・交流・情報発信機能等を提供する公益的施設
として、ホール・会議室などに活用できる「地域
交流センター」と併せて施設整備をすることによ
り、それぞれの施設利用者だけでなく商業施設利
用者との交流が生まれ、中心市街地に新たな魅力
と活力が付与される。このことから、図書館を交
流機能を備えた高度情報センターと位置づけし補
助対象施設に含めることを提案する。

・まちづくり総合支援事業等における補助対象施
設は「センター施設」として地域交流センター外
の４種に限定されており、魅力と活力に満ちた都
市拠点を創造することを目的とする施設で、文化
機能、交流機能、情報発信機能など都市活動を育
むものとするならば、「図書館」については交流
機能を備えた高度情報施設として位置づけし、補
助対象施設に含めることを提案する。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

まちづくり総合支援事業は、平成16年度予算において
廃止予定。

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

5

平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとで提案と同様の施
設整備について、まちづくり交付金（平成１６年度創設予定）において対
応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市
町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細
は検討中。

山梨市
生活排水ク
リーン率向上
構想

1140 1140010 121200
補助対象範囲の改
正

補助対象範囲の一般市（丙）の人口５万人
未満を１０万人未満に改正し、平成１５．
５．２国都下事発第１５号「公共下水道に
係る主要な管渠の範囲について」の改正さ
れた別表を適用する。

下水道事業の補助対象範囲の一般市（丙）の人口
５万人未満を１０万人未満に改正することによ
り、下水道整備が一層進めることができ、生活排
水クリーン率の向上が図られる。

市町村合併に伴い人口が増えることによっても、
地形等の制約によるコストは変わらないものであ
るため、補助対象範囲が減じられ、市の負担が増
大するので下水道整備が後退する。

下水道法３４条、下水道法施行令第２４条
の２、下水道法施行令第２４条の２第１項
第１号及び第２号並びに第２項の規定に定
める件（昭和４６．１０．９告示１７０５
号・一部改正平成１５．５．２告示４７４
号）

市町村合併をして、人口規模が大きくなった場合につ
いても、合併前の都市規模として国庫補助が受けられ
るよう措置をしているところである。

5 制度等の現状で述べたとおり措置済み。

山梨市
生活排水ク
リーン率向上
構想

1140 1140020 121210
汚水処理施設連携
整備事業の対象要
件の緩和

汚水処理施設連携整備事業の対象市町村要
件の１～６項目全てではなく、５．６の要
件を満たせば対象とする。

汚水処理施設連携整備事業の対象市町村要件を緩
和することにより、効率的な整備を行い生活排水
クリーン率の向上を図る。

下水道、合併浄化槽等の特色を生かし連携して整
備することにより、水質保全効果が得られる事業
であるが、対象要件を満たすことができないた
め、下水道整備を推進することができないため、
要件緩和することにより、なお一層の整備効果が
得ることができる。

厚生省衛環第１号10-1　建設省都下公発第
１号（平成10年1月20日）「汚水処理施設
連携整備事業について

下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽等の汚水
処理施設の整備事業について、それぞれの特色を活か
して連携して実施することにより、公共用水域におけ
る水質保全効果がより一層促進されると見込まれる市
町村において、汚水処理施設連携整備事業を実施して
いる。

3

そもそも、汚水処理施設整備の遅れた中小市町村における下水道普及については、
国としても重要な課題と位置付け重点的な支援を行っている。なお汚水処理連携整
備事業は、汚水処理施設整備による公共用水域の水質保全がより一層促進されると
見込まれる市町村を対象として、関係省が連携して重点的に予算配分するなどの支
援を行うものであるが、対象要件の３及び４については、公共用水域の水質保全上
の重要性に関する規定であることから当該事業にとって必要不可欠である。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 3

そもそも、汚水処理施設整備の遅れた中小市
町村における下水道普及については、国とし
ても重要な課題と位置付け重点的な支援を
行っている。なお汚水処理連携整備事業は、
汚水処理施設整備による公共用水域の水質
保全がより一層促進されると見込まれる市町
村を対象として、関係省が連携して重点的に
予算配分するなどの支援を行うものである
が、対象要件の３及び４については、公共用
水域の水質保全上の重要性に関する規定で
あることから当該事業にとって必要不可欠で
ある。

山梨市
山梨市駅周辺
市街地再生構
想

1145 1145010 121220
まちづくり総合支
援事業の運用改善

国土交通省のまちづくり総合支援事業要綱
等においての事業期間の延長や事業運用の
改善

まちづくり総合支援事業において、同意事業期間
内の残事業や期間内に発生した新たな事項に対し
ての改善。具体的事例として①同意期間内では地
域交流センターの構想・設計までとなり、地域の
要望が高まった施設建設の実施については、期間
外となり現在の運用では早期の着工が出来ないの
で、期間延伸（２年）か優先的な事業同意ができ
る。②まちづくり総合支援事業地区の近接で関連
性の非常に高い地域（駅南地区）の駅前開発構想
づくりにも流用できる。
このことにより、まちづくり総合支援事業が計画
どおり推進される。

まちづくり総合支援事業が同意期間中に完了でき
なければ、新たな事業も含め整備しなければなら
ない。しかし、この支援措置が実施できれば、同
意期間中に発生する新たな要望等に対応し、多様
化するまちづくりを総合的に推進することができ
る。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

まちづくり総合支援事業は、平成16年度予算において
廃止予定。

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

5

平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとでまちづくり交付
金（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市
町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。（平
成16年度創設予定）

秋田県
高齢化に対応
したまちづく
り構想

1186 1186030 121230
高齢者が安心でき
る商店街づくり

小規模商店街の総合的な整備が可能となる
よう、まちづくり総合支援事業として行う
要素事業について採択要件を緩和
・歩道段差解消（特定交通安全施設等整備
事業）について、事業費50,000千円以上の
要件の撤廃
・小規模公園設置（緑化重点地区整備事
業）について、面積500㎡以上の要件の撤
廃又は引き下げ
・共同駐車場設置について、駐車台数50台
以上の要件の撤廃又は引き下げ

高齢者が安全・安心に買い物ができる商店街を整
備することにより、商店街の魅力が向上し、買い
物客の増加、賑わいの創出による地域経済の活性
化や新たな雇用の創出が図られる。

高齢者が安心して暮らせるようにするためには、
高齢者の特性やニーズに合わせて住んでいる地域
の商店街を安全・安心なものに整備することが必
要であり、そのためには、小規模商店街の整備が
可能となる「まちづくり総合支援事業」の要素事
業の採択要件を緩和する必要がある。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

まちづくり総合支援事業は、平成16年度予算において
廃止予定。

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

5

平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとで提案と同様の施
設整備について、まちづくり交付金（平成１６年度創設予定）において対
応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市
町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細
は検討中。

福島県
喜多方
市

良好な景観づ
くりを目的と
した住民協定
に対する支援

1202 1202010 121240
街路事業の補助対
象範囲の拡大

街路事業の実施に合わせ住民協定（景観協
定）を締結している地域において、街路事
業の中で通常の補償費に加えて協定に基づ
いた沿道景観のグレードアップ分まで、さ
らに地域全体で整備する必要があれば、支
障物件以外の景観形成に要する費用まで補
助の対象範囲を拡大する。

街路事業において通常の補償費に加えて、沿道景
観のグレードアップ、支障物件以外の景観形成に
要する費用等、良好な景観づくりを目的とした住
民協定まで補助対象範囲に含めることで、良好な
都市景観が形成される。

現状の制度では補償基準による算定額を越える分
については個人持ち出しが生じ、市町村の助成金
にも上限が設定されていることにより、景観形成
が円滑に進まない状況にある。これを補助金で助
成することにより、円滑な景観形成が可能とな
る。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

5

平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとで提案と同様の施
設整備について、まちづくり交付金（平成１６年度創設予定）において対
応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市
町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細
は検討中。
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福島県
白河市

南湖公園再生
計画

1204 1204020 121250
森林整備に対する
法規制緩和

南湖における、散策管理道の設置や除間
伐、補植などの施業を実施する場合、都市
計画法の風致地区における木材の伐採規制
政令に基づく規制の、適用除外とする。

専門家及び住民も交え、現地の状況に応じた整
備や管理のあり方の計画策定とそれに基づく整
備の推進に資する。

都市計画法は、森林管理としての伐採や後継樹育
成のための補植や新たな散策道の設置に大きな制
約がある。

都市計画法第58条
風致地区内における建築等の規制
に係る条例の制定に関する基準を
定める政令

　風致地区内においては、建築物の建築、木竹の伐採等やそ
の他都市の風致の維持に影響を及ぼすおそれのあるものとし
て条例で定める行為は、面積が10ha以上のものは都道府県、
その他の風致地区は市町村の長の許可が必要とされている。
ただし、通常の管理行為等で条例で定めるものについては、
この限りでないものとされている（政令第３条第１項）。な
お、許可が必要として条例で定めたものについても、国、都
道府県又は市町村の機関が行う行為については、都道府県知
事又は市町村長に協議をすればよいこととされている（同条
第２項）。
　また、地方公共団体や農業等を営むものが組織する団体が
行う林業構造の改善に関する事業の施行に係る行為等で都市
の風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして
条例で定めるものについては、通知すれば足りることとされ
ている（同条第３項）。

5

　制度等の現状に記載したように、通常の管理行為や軽易な行為その他条例で定め
るものについては、行為の制限の適用除外となっており、また、地方公共団体が行
う行為については協議をすればよいこととされている。
　加えて、地方公共団体や農業等を営むものが組織する団体が行う林業構造の改善
に関する事業の施行に係る行為等で都市の風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれ
がないものとして条例で定めるものについては、通知すれば足りることとされてお
り、提案の内容について制度上の制約はないものと考えられる。

小野町
健康・安心の
まちづくりに
よる地域再生

1240 1240020 121260
都市公園施設の種
類の拡大と設置基
準緩和

公園施設の種類に幼稚園、保育園、小中学
校を追加する。更には、公園施設の設置基
準（建蔽率緩和）を緩和願いたい。

都市公園法に定める施設の種類に幼稚園、保育
園、小・中学校が追加されることで、将来予想さ
れる文教施設の統廃合時に新設される校舎を都市
公園内に整備することが可能となり、隣接する福
祉施設等とのボランティア活動等の連携も図られ
る。

現在の都市公園法においては、都市公園内内施設
の制限があり、公園内に小中学校等を建設するこ
とができないが、立地が可能であれば、隣接する
老人福祉施設等との連携や公園施設の利用が図ら
れることから、公園施設の種類の追加をお願いし
たい。

都市公園法第２条第２項（定義）、第４条
（公園施設の設置基準）、同法施行令第４
条（公園施設の種類）・５条（許容建築面
積の特例）・８条(公園施設に関する制限
等）

都市公園法において公園施設とは、都市公園の効用を
全うするため設けられる施設として、園路及び広場、
休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施
設、管理施設等が定められており、学校等は含まれて
いない。

3
7

都市公園は、都市を緑化して都市環境の向上を図るとともに、空地を確保して、避
難、防火等の災害の防止に資することを目的として設置される都市の貴重なｵｰﾌﾟﾝｽ
ﾍﾟｰｽであり、このような都市公園の性格から、公園施設の建ぺい率は原則として2%
以内とされている。学校等の校舎については都市公園のｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽとしての機能を
阻害するものであり都市公園施設とすることはできない。
なお、一般に開放することを前提に学校の校庭と都市公園とを兼用することは可能
であり、事例も存在する。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答され
たい。

3

7

都市公園は、都市を緑化して都市環境の向
上を図るとともに、空地を確保して、避
難、防火等の災害の防止に資することを目
的として設置される都市の貴重なｵｰﾌﾟﾝｽ
ﾍﾟｰｽであり、このような都市公園の性格か
ら、公園施設の建ぺい率は原則として2%以
内とされている。学校等の校舎については
都市公園のｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽとしての機能を阻害
するものであり都市公園施設とすることは
できない。
なお、一般に開放することを前提に学校の
校庭と都市公園とを兼用することは可能で
あり、事例も存在する。

丹羽郡
大口町

環境区域（居
住・農業・工
業）の純化並
びに既成との
共存・共生

1244 1244010 121270
居住・農業・工業
の各「環境区域」
の指定

都市計画法第２９条、第４３条の規定に基
づく許可申請、農業振興地域の整備に関す
る法律に基づく申出及び農地法第３条、第
４条、第５条の規定に基づく許可申請（い
ずれも現在は、愛知県が許認可事務を行っ
ている。）にかかる許可要件のうち、許可
の立地基準に適合する土地が、既存集落か
ら離れた土地あるいは一団での営農に適し
た土地の場合に、大口町があらかじめ指定
した区域内の土地に誘導できるための支援
措置を提案する。

現在、愛知県が許認可事務を行っている市街化調整区
域内における都市計画法第２９条、第４３条の規定に
基づく許可申請、農業振興地域の整備に関する法律に
基づく申出及び農地法第３条、第４条、第５条の規定
に基づく許可申請が、新たな「居住」・「農業」・
「工業」に利用される土地が発生する機会であること
から、その際に、大口町があらかじめ指定した「居住
環境区域」・「農業環境区域」・「工業環境区域」内
の土地を前述の許可要件を要する土地と同一性がある
こととして円滑な交換を可能とし、それぞれの「環境
区域」へ誘導する。その結果、例えば、一団の農地と
して保全すべき区域でありながら、一定の要件が整え
ば、既存の集落に隣接した場所であっても工場が立地
し、あるいは、既存の集落から離れた場所であっても
住居が立地するといったような案件は減少する。「居
住」・「農業」・「工業」それぞれの棲み分けによ
り、大口町における都市計画法に基づく区域区分（市
街化調整区域、市街化調整区域）を補完することが可
能となる。
「居住環境区域」とは、主として既存の集落に隣接す
る土地をいう。「農業環境区域」とは、主として農業
振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域
で、一団で営農が可能な土地をいう。「工業環境区
域」とは、主として既存の工場に隣接する土地をい
う。

都市計画法において、開発許可事務は知事（政令指定都市の長を含む。）の機
関委任事務とされてきたが、平成１２年の地方分権一括法により、地方の自治
事務となった。
大口町では、市街化調整区域内における都市計画法第２９条、第４３条の規定
に基づく許可申請、農業振興地域の整備に関する法律に基づく申出及び農地法
第３条、第４条、第５条の規定に基づく許可申請は従来から愛知県が行ってい
るところであるが、許可基準に関して言えば、各市町村（地域）の過去の経過
並びにその特性を考慮すると、県内一律に決められるものではないということ
も事実である。
しかしながら、各市町村（地域）毎に異なる許可基準にすることにより事務が
煩雑になる可能性、また、許可基準が現在まで順調に推移している状況を踏ま
え、前記許可事務並びに許可基準については原則、現状のままとするのが妥当
ではないかと考えられる。本案件の提案理由は、「地域再生」という観点から
みた、大口町における「工場誘致施策」（町内に点在する既存の集落に隣接す
る形で工場を配置）、「農業施策」（町全域において、農地の保全・集団化等
を目的とした土地改良法に基づく土地改良事業による面整備を実施）及び「都
市計画法に基づく区域区分の指定」（「居住」・「農業」・「工業」それぞれ
の区域を明確にする（棲み分けをする）本来の意味での都市計画とは異なる）
と前記許可基準との共存・共生を図るために必要があるからである。

都市計画法第２９条
開発行為をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受
けなければならない。 5

市街化調整区域における開発許可等は、都市計画法第３４条第８号の３、
第８号の４条例により予定建築物の用途及び区域を限って行うことがで
き、また、同条第１０号ロの運用においても、例えば大規模な既存集落に
おいて許可するなどが可能であるので、開発許可権者である愛知県と提案
団体の区域内における開発許可制度の運用等についてご相談されたい。

茨城県

霞ヶ浦レイク
ツーリズム推
進プロジェク
ト

1273 1273060 121280
公共下水道の末端
管渠に対する補助
対象要件の緩和

　霞ヶ浦流域の公共下水道管路への補助対
象要件を緩和（下水排除量要件の緩和）
し、上流末端管路の補助対象範囲を拡大す
る。

 市整備の公共下水道末端管路の補助対象範囲を
拡大し，下水道の早期整備を図り，生活排水対策
のスピードアップと霞ヶ浦の水質浄化を一層推進
する。

　広大な流域面積を有する霞ヶ浦において水質保
全対策を進めるには，流域における下水道の整備
が不可欠であり，より上流部まで公共下水道の整
備を促進する必要があることから，補助に係る下
水排除量の要件を緩和し，公共下水道整備の一層
の促進を図る。

下水道法３４条、下水道法施行令第２４条
の２、下水道法施行令第２４条の２第１項
第１号及び第２号並びに第２項の規定に定
める件（昭和４６．１０．９告示１７０５
号・一部改正平成１５．５．２告示４７４
号）

霞ヶ浦等の指定湖沼にかかる公共下水道については、
他の市町村に比較して国庫補助対象の範囲を拡大して
積極的な事業の推進を図っているところである。

3 地方分権に係る補助制度の再編の中で、現在でも十分配慮しており、これ
以上の対応は不可能である。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 3

地方分権に係る補助制度の再編の中で、現
在でも十分配慮しており、これ以上の対応は
不可能である。

茨城県
つくば広域都市
圏活性化プロ
ジェクト

1277 1277050 121290
定期借地制度によ
る市街化の促進

保留地において，定期借地制度を活用する
ための保留地取得資金貸付金制度の拡充
・定期借地を目的とする保留地管理法人の
設立要件の緩和
・地方公共団体からの貸付限度額の拡大
・償還期限の延長

　大規模の事業用地においては土地を保有するの
ではなく，借地によることが一般的となってきて
おり，一般の住宅地においても，定期借地による
ゆとりある住宅に対する需要が増加してきてい
る。このため，保留地を活用してこのようなニー
ズに対応し，魅力あるまちづくりをすすめてい
く。

現状の区画整理事業の制度では，事業者による長
期にわたる定期借地は制約が大きく困難である。
また保留地管理法人制度を活用しても償還年限の
問題等があり適用できない。

①法律
都市開発資金の貸付に関する法律第１条第
４項第５号、第２条第２項及び第８項
②省令
都市開発資金の貸付に関する法律施行令第
１１条の６
③告示・通達等
都市開発資金貸付要領第４条の２５から３
９

土地区画整理事業の施行者が、保留地の全部又は一部
を公募して譲渡しようとしたにもかかわらず、譲渡す
ることができなかった場合において、施行者又は施行
者である土地区画整理組合の組合員が出資している法
人で、当該保留地の全部又は一部を取得するものに無
利子で貸し付けを行う。

５
、
８

（定期借地権制度について）
定期借地権制度の活用については、保留地管理法人となる特別法人、公益法人、営
利法人等の法律、定款、寄付行為等で定められる業務の範囲内において、対応が可
能である。
（貸付限度額及び償還期限について）
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５年１２月
１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な
財政支出を伴わないものであること』とあるため。

茨城県
つくば広域都市
圏活性化プロ
ジェクト

1277 1277080 121300
地域コミュニティ
の形成に対する支
援

　現在都市公団のみが対象となっているコ
ミュニティ戦略型テーマタウン整備事業の
対象範囲を地方公共団体にも拡大する。

　環境や景観等に配慮した良好な住宅地を形成す
るにあたり，地権者などの住民参加によるまちづ
くりや住宅づくりを行なっていくとともに，新し
いまちを育てるコミュニティの形成を支援する。

コミュニティの形成が魅力あるまちづくりを形成
する上で重要と考えており，現在都市公団のみ対
象のコミュニティ戦略型テーマタウン整備事業の
適用の拡充を要望する。

住宅宅地関連公共施設等総合整備事業制度
要綱、住宅宅地関連公共施設等総合整備事
業補助金交付要綱

住宅宅地事業の初期段階から、将来の良好なコミュニ
ティ形成に向けての計画的取り組みを実施するととも
に、事業のあらゆる段階においてハード・ソフト両面
から多種多様な題材を扱う住民参加型ワークショップ
等を実施し、社会的コンセンサスを得ながら諸般の情
勢に応じた的確な事業実施を図る新たな住宅宅地事業
を推進するため、事業区域の概ね３分の１以上につい
て基盤整備が未了である地区において、都市基盤整備
公団がモデル的に行うコミュニティ形成促進計画の策
定及び居住予定者等が参加するワークショップ等の
コーディネートに要する費用に補助を行う。

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創
設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。

茨城県
つくば広域都市
圏活性化プロ
ジェクト

1277 1277100 121310
一体型土地区画整
理事業による市街
化の促進

早期の市街化促進を目的としたつくばエク
スプレス沿線地域を対象とした優遇措置を
実施する。
・ 組合等施行土地区画整理事業のうち
　都市基盤整備公団の施行分について
　地方負担分への起債措置の拡充

　鉄道整備と一体で面整備を行っているつくばエ
クスプレス沿線地区では短期間に集中して資金を
投入する必要があるが，都市基盤整備公団施行地
区については組合等施行土地区画整理事業である
ため起債措置が認められていないため一般財源で
対応しており，地元自治体の財政を圧迫してい
る。このため，起債措置を拡充することにより地
元自治体の負担を軽減することができる。

つくば市の都市基盤整備公団施行の区画整理事業
地区は770haにのぼるが，起債措置が認められて
いないため一般財源で対応せざるを得ず地元自治
体の負担が大きくなっている。

組合等区画整理補助事業実施要領等

組合、公団等が施行する土地区画整理事業において、その経
費に対し地方公共団他が組合、公団等に補助を行う場合、都
市計画道路を用地買収方式により整備することとして積算し
た事業費の額を限度として、地方公共団体に対し補助するこ
とができる。
組合等区画整理補助事業の地方負担分については、市町村負
担分についてのみ一般単独事業債の対象となっている。

6 本案件は、地方財政の観点から総合的に判断されるものと思料される。

神奈川
県

かながわ京浜
臨海部活性化
プラン

1282 1282020 121320
京浜臨海部活性化
のための交通イン
フラ整備の促進

認定事業として整備する公共施設に「鉄道
施設」の対象施設化

京浜臨海部内において指定されている４カ所の都
市再生緊急整備地域内において、民間事業者が東
海道貨物支線の貨客併用化に伴う駅舎整備等を行
う場合に民間都市開発推進機構から無利子貸付を
行う。

鉄道関連施設は対象外

○都市再生特別措置法第２条第２項、第２
９条
○都市再生特別措置法施行令第１条、第３
条

都市再生特別措置法に基づく民都機構から認定事業者
への無利子貸付けは、道路等の公共施設であって、民
間事業者による整備後に地方公共団体に移管されるも
のに限定されている。

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創
設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。
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神奈川
県

都市住民と協
働した都市農
業地域の活性
化

1286 1286030 121330
地元農家と都市住
民との交流施設の
設置

・直売所等集客施設と農業体験交流施設が
一体となった施設に対する助成

集客型農業体験交流施設を設置し、周辺住民や遠
方からの来客に対し、地元農産物を販売するほ
か、農業体験の場を提供する。

集客施設と体験施設や交流施設の一体的な整備に
より、利用者の増加など、相乗効果が予想され
る。

建設省道企第１９号（平成5年2月23日付）

「道の駅」は道路利用者の利便性の向上と施設の利用
促進を図り、安全で快適な道路交通環境の形成並びに
地域の振興に寄与することを目的として設置されてい
る。

5
「道の駅」の登録要件に合致していれば「道の駅」として申請することは
可能であり、整備を予定している幹線道路の道路管理者と調整等を行え
ば、駐車場を整備することは可能。

千葉県
「バイオマス
立県ちば」の
推進

1306 1306020 121340
バイオマス関連補
助制度の統合

  バイオマス利用の一層の促進のために、
バイオマス利活用に係る補助金について、
省庁間、同一省庁の部局間にわたっている
ものにつき、一括して補助事業が利用でき
るよう、制度の統合を提案する。
　例えば、メタン発酵施設を利用した産地
直売所を建設する場合、バイオマス利活用
フロンティア整備事業（農村振興局）と農
業経営総合対策事業（経営局）を併用しな
ければならないが、所管部局が異なる。
　また、下水汚泥と食品残さを併せてメタ
ン発酵する場合は、前者が国土交通省、後
者が農林水産省とに分かれるため、個別の
協議が必要となり、両者の承認がないと事
業の実施が不可能になるばかりでなく、両
者を調整する窓口も存在しない。

　千葉県では、本県の持つポテンシャルを有効に
活用し、バイオマス利用に関する先進的な取組を
行なう街づくり「バイオマスタウン」の構築を進
め、これらのバイオマスタウンが相乗効果を発揮
した「バイオマス立県ちば」を目指すこととして
いる。
　そのために、バイオマス利活用に取り組む事業
者がバイオマス利活用に係る補助金を導入するこ
とについて、支援をすることとしている。また、
これらの事業者の参入を促すための制度改正につ
いて、国に対し働きかけをすることとしている。
　具体的には、バイオマス利活用に係る補助金に
ついて、省庁間、同一省庁の部局間にわたってい
るものにつき、一括して補助事業が利用できるよ
う、制度の統合を提案する。
　これにより、手続き等の簡素化が進み、バイオ
マス関連事業の実施が一層促進されることとな
る。

　バイオマスは、その種類、利用技術、最終製品
ともに多岐にわたるため、総合的に利用すること
が、その推進にあたっては不可欠であるが、補助
制度を利用するためには事業計画を細分化して作
成するなどの必要がある。
　事業者としては、行う事業は一つという認識が
あり、補助制度の利用にあたっての効率性の向上
を望む声が強い。
　バイオマス事業の一体的で効率的な推進という
見地からは改善をする必要がある。

　平成15年度に下水汚泥と他のバイオマスをメタン発
酵させる共同処理施設等に対し、下水道事業によって
補助する制度を創設している。

3,
5

各事業制度は、それぞれの目的・必要性から事業毎の要件等に基づき実施
しているものであり、制度の統合を行うことは困難である。
　なお、下水道事業においては、制度等の現状で述べたとおり対処してい
るところ。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 3,5

各事業制度は、それぞれの目的・必要性から
事業毎の要件等に基づき実施しているもので
あり、制度の統合を行うことは困難である。
　なお、下水道事業においては、制度等の現
状で述べたとおり対処しているところ。

喜多方
市

旧土地区画整
理法事業地内
における都市
再生区画整理
事業

1345 1345010 121350
都市再生区画整理
事業の再採択につ
いての基準緩和

施設の利便性の向上により、再整備に対す
る採択基準等の緩和。
都市再生推進事業制度要綱（平成14年3月
24日）第6条の3、2項の一「前項第一号の
要件を満たしかつ、公共用地率（幹線道路
等は除く）が、15%未満であること。」と
あるが、一旦は整備済みであるため、公共
用地率は、概ね25%である。

一度整備済であるが、図面との不整合が大きいた
め、再度整備し、公図を作成する。

現在のところ、制度的に手法がない。
都市再生推進事業制度要綱（平成12年3月
24日）

防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市
街地等都市基盤が貧弱で整備の必要な市街地の再生並
びに被災した市街地の復興等を推進している。

3

本制度は、防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等都
市基盤が貧弱で整備の必要な既成市街地の再生等を目的とするものであ
り、施行前の公共用地率が１５％を超える地区は、制度の目的に合致しな
い。
なお、公共用地率１５％とは、建築基準法に基づく接道要件を確保するた
めの最低限の公共用地率の目安である。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 3

本制度は、防災上危険な密集市街地及び空
洞化が進行する中心市街地等都市基盤が貧
弱で整備の必要な既成市街地の再生等を目
的として、必要最低限の公共施設が整備され
ていない地区において、必要な公共施設の整
備改善に要する費用に対して補助するもので
ある。施行前の公共用地率が２５％ということ
は、最低限の公共施設が整備されていると考
えられることから、制度の目的に合致しない。
また、本制度は必要な公共施設の整備改善
に要する費用に対して補助するものであり、
それを含まない地区に対して補助することは
できない。

会津若
松市
郡山市
北塩原
村
磐梯町
猪苗代
町
河東町
（磐梯
高原広
域サイ
ン計画
策定・
推進協
議会）

磐梯高原美し
い景観形成
～磐梯高原広
域サイン整備
構想～

1351 1351020 121360
まちづくり交付金
の交付対象の拡充

国土交通省都市・地域整備局が平成１６年
度から実施する「まちづくり交付金」につ
いて、地方公共団体が、景観を生かしたま
ちづくり事業を実施する際に必要である看
板類の設置・撤去に係る経費を交付対象に
して頂きたい。
また、実施主体としては地方公共団体で組
織する協議会を対象とし、広域的な整備促
進を支援していただきたい。

提案６市町村の協議会で策定した磐梯高原広域サ
イン計画に基づき案内・誘導サインを設置し、設
置替え等により不要となる看板類の撤去事業を実
施することにより、当該景観地域の観光情報等を
適切に整備し、世界に誇れる景観の保持と周遊性
を高めた観光資源の効果的な利用を推進させ、地
域の活性化を図る。

提案６市町村が有する自然景観、歴史的・文化的
財産を生かし、観光産業の活性化と雇用の創出の
ために実施する広域サイン整備は、財政基盤の弱
い市町村では単独実施事業規模としては過大であ
ることから、まちづくり交付金の対象とすること
により、財政的な支援をお願いしたい。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

5

平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとで提案と同様の施
設整備について、まちづくり交付金（平成１６年度創設予定）において対
応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市
町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細
は検討中。

 

日立市
国庫補助によ
り整備した施
設の有効活用

1374 1374010 121370
補助事業施設の有
効活用による地域
活性化

平成３年度に整備した新都市拠点整備事業
（国土交通省）及び昭和53年度に整備した
地方卸売市場施設整備事業（農林水産省）
による施設の用途廃止基準の緩和。

科学、文化、情報及び福祉の機能を有する総合施
設である日立シビックセンターの中には、市民
ニーズの変化等に伴い利用頻度が低くなっている
施設がある。当該施設は、補助事業により整備し
たものであるが、その用途を廃止し、中心市街地
活性化のための商業施設貸付等を行えるよう活用
の幅を広げたい。

公設地方卸売市場は、商業流通形態の変化により
大幅にその利用頻度が低減している。よって、補
助事業により整備した施設を用途廃止し、他の目
的に転用し地域経済の活性化を図る。

国庫補助事業により整備した施設は、「補助金等
に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」
に規定されているように、
　①補助金を返還した場合、
　②目的達成、耐用年数満了、
　③その他特に認める場合に限定し、補助目的外
の用途使用が認められている。
しかし、市民ニーズの変化などにより使用頻度が
低下している日立シビックセンターや公設地方卸
売市場水産棟の目的外使用の許可条件を緩和し、
社会資本の有効活用を図る。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律　第22条
同法律施行令
第13,14条
国土交通省所管補助金等交付規則　第10
条、11条

国庫補助事業により整備した施設は、「補助金等に係
る予算の執行の適正化に関する法」等に規定されてい
るように、①各省各庁の長の承認を受けた場合、②補
助金を返還した場合、③目的達成、耐用年数満了の場
合に、補助目的外の用途使用が認められている。

5
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条で「各省各庁の長
の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交
換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場
合は、この限りではない。」とされており、各省各庁の長の承認を受けれ
ば財産の処分に制限はかからないこととなっている。

提案者の要望は、用途廃止基準の緩
和であり、その趣旨を踏まえ再度検討し
回答されたい。

5

補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律第22条で「各省各庁の長の承認を受
けないで、補助金等の交付の目的に反して使
用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に
供してはならない。ただし、政令で定める場合
は、この限りではない。」とされており、各省各
庁の長の承認を受ければ財産の処分に制限
はかからないこととなっている。

多治見
市

多治見市産業
再生

1381 1381040 121380
都市計画運用指針
の見直し

都市計画運用指針Ⅳ－１－２　マスタープ
ラン　及びⅣ－２－ⅠＢ区域区分の見直し
を行い、市街地周辺の一定規模以上の既存
集落であれば、現行の指針に満たない場合
であっても、飛び市街地として指定を行う
ことができるようにしていただきたい。

多治見市においては、農振農用地や山林の介在に
より市街地が分断されている地域（南姫地域）が
あり、集落を形成しているが、運用指針に定める
市街化区域への編入要件を満たさないため、地域
のまちづくりが進まない。地域においては、地域
の過疎化を防ぐためにも、新たな産業施設や住宅
の張り付きによる、地域の発展を望んでおり、南
姫地域としての既存集落の住環境整備を図るた
め、日常生活に支障のない地域づくりを目指すた
めのまちづくり計画を策定し、居住及び産業等の
立地を促進したい。

現行の指針では、当該集落は市街化が促進できず
周辺集落の衰退につながるため、規制の緩和が必
要と考えられる。

都市計画法第７条
１．都市計画運用指針Ⅳ－１－２　マス
タープラン
２．都市計画運用指針Ⅳ－２－１　Ｂ区域
区分

　都市計画法第７条に規定される区域区分の都市計画
は、市街化区域と市街化調整区域の区分することによ
り、無秩序な市街化を防止することを目的として決定
するものである。

5

都市計画運用指針は地方自治法第２４５条の４に基づく技術的助言であ
り、「地域の実情等によっては、本指針で示した原則的な考え方によらな
い運用が必要となる場合もあり得るが、当該地域の実情等に即して合理的
なものであれば、その運用が尊重されるべきである。」と示しているとお
り、個別の市街化区域の設定については無秩序な市街化を防止するという
区域区分の制度趣旨を逸脱しない範囲において、地方公共団体が地域の実
情に応じて行うことが現行制度上可能となっており、人口密度や規模要件
について引き下げ等も可能である。

多治見
市

多治見市産業
再生

1381 1381050 121390
都市計画法２９条
の適用除外の見直
し

都市計画法２９条による市街化調整区域に
おける開発許可の適用除外に関し、地場産
業関連を含めていただきたい。

地場産業である陶磁器産業を、観光的に再生し、
市街からの来訪者を増加させるべく取組んでい
る。市の郊外にある陶磁器産地は、市街化区域と
なっているが、その外縁は調整区域である。自然
環境の豊かな地域に民間事業者が魅力的な陶磁器
の製造・販売施設を設置し、観光客を集客しよう
としても、建築が制限されているので、地場産業
に関しては、この制限を取り除き、地場産業振興
に寄与する施設整備を可能とすることで、陶磁器
産地の魅力を高め、観光的な再生を図りたい。

地方自治法による事務処理特例では、全国的な観
光振興策としての効果が稀薄であり、法改正を求
めるもの。

都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、都
市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければならな
いが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺における
市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化
区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発
行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経て
個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区域の周辺
における市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は
著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又
は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたものなどは現行制度上許
可でき、地域の実情に応じた運用が可能となっており、国土交通省では、技術的助
言として示した開発許可制度運用指針において、画一的な運用でなく地域の実情等
に応じた運用を行うことが望ましいことを示している。

山形県
山形いきいき
園芸産地創出
構想

1386 1386110 121400
公共施設、都市公
園等の活用

都市公園等で生産団体等が青空市などを開
催できるように占用許可制限を緩和する。

生産者団体等が青空市などで都市公園等を使用し
ようとする場合の規制を緩和して、定期的な市な
どを開催しやすくする。

定期的な市を開催しやすくすることで、地産地消
を推進し、県産農産物の生産・消費を活性化させ
る。

都市公園法第7条
　公園管理者は、前条第1項又は第3項の許
可の申請に係る工作物その他の物件又は施
設が次の各号に掲げるものに該当し、
（略）許可を与えることができる。
一から五（略）
六　競技会、集会、展示会、博覧会その他
これらに類する催しのため設けられる仮設
工作物

　都市公園の占用物件として、都市公園法第7条6号に
おいて、「競技場、集会、展示会、博覧会、その他こ
れらに類する催しのため設けられる仮設工作物」が定
められている。

5
都市公園における青空市の開催等の行為については、当該地方公共団体の
定める条例に基づく公園管理者の判断による。また開催に必要な仮設工作
物に対して占用許可を与えることについても公園管理者の判断による。
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北海道
滝川市

商業都市の再
生

1390 1390020 121410
駐車場等補助採択
基準に係る要件緩
和

中心市街地において市民利用等利便上特に
必要とする各省庁の現行駐車場支援制度
（駐車場等補助・地方債制度）の要件緩和

中心市街地における良好な交通アクセス等条件づ
くりのためにポイント的に効果的な駐車場場を公
共・民間の連携もとに整備を図る。

中心市街地における駐車場整備については各種施
策があるが、次の点で要件緩和が図られば効果的
な駐車場環境の整備、中心市街の利便向上につな
がる。①駐車場単体での整備②用地を対象等

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

5

平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとで提案と同様の施
設整備について、まちづくり交付金（平成１６年度創設予定）において対
応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市
町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細
は検討中。

いわき
市

小名浜港背後
地等の整備に
よる地域再生

1397 1397010 121420

土地区画整理事業
における地区外転
出等の特例措置に
ついて

　区画整理に参加しない権利者や土地利用
上、区域内に換地することが適正でないな
ど特別な事情により地区内換地が困難な場
合には、施行者が権利者の用地を取得せざ
るを得ないが、これにより地区外に転出す
る権利者に対する買い取り補償は、認めら
れていない。
　事業の円滑な施行のためには、土地区画
整理事業において、権利者の申し出等によ
り、施行者が用地を取得し、当該権利者が
地区外に転出する際に補償ができる制度や
取得した土地の処分及び清算に関する制度
を創設してほしい。

土地区画整理事業により貨物ターミナルの移転を
計画しているが、貨物ターミナル用地の確保や新
たな都市拠点用地の創出が必要となるため、移転
先の一般の民家や工場等は地区内への換地が困難
となり、地区外へ転出する権利者の用地を買収
し、建物を補償する必要がある。
従って、土地区画整理法において、このような特
別な事情がある場合は、施行者が地区外転出者の
用地を取得し、補償できる制度や、取得した土地
を公共用地や民間共同事業者へ換地すること等の
処分及び清算に関する制度の創設するとともに、
併せて、地区外転出者（用地譲渡者）に対する課
税の特例を創設し、既成市街地における貨物ター
ミナル移転等の特殊な事業については、土地区画
整理事業の中で総合的なまちづくり制度の活用と
権利者の合意形成を促進し、事業の早期立ち上げ
と土地の流動化を促進することにより、地域経済
の活性化とまちづくりの実現が図られる。

土地区画整理事業により貨物ターミナルの移転を計画している
が、貨物ターミナル用地の確保や新たな都市拠点用地の創出が
必要となるため、移転先の一般の民家や工場等は地区内への換
地が困難となり、地区外へ転出する権利者の用地を買収し、建
物を補償する必要がある。
従って、土地区画整理法において、このような特別な事情があ
る場合は、施行者が地区外転出者の用地を取得し、補償できる
制度や、取得した土地を公共用地や民間共同事業者へ換地する
こと等の処分及び清算に関する制度の創設するとともに、併せ
て、地区外転出者（用地譲渡者）に対する課税の特例を創設
し、既成市街地における貨物ターミナル移転等の特殊な事業に
ついては、土地区画整理事業の中で総合的なまちづくり制度の
活用と権利者の合意形成を促進し、事業の早期立ち上げと土地
の流動化を促進することにより、地域経済の活性化とまちづく
りの実現が図られる。

土地区画整理法第９０条、第９４条

宅地の所有者の申出又は同意があった場合において
は、換地計画において、その宅地の全部又は一部につ
いて換地を定めないことができる。これにより換地を
定めない場合において、不均衡が生ずると認められる
場合においては、金銭により清算をするものと規定さ
れている。

5
地区外転出については、宅地の所有者の申出により換地を定めないことは
可能であり、この場合に発生する不均衡については、金銭で清算されるこ
とと現行制度上規定されているところである。

福崎町
大学と連携し
た地域再生事
業

2003 2003010 121430

（事項名）ＪＲ福
崎駅周辺整備
(事項名）薬科大学
周辺整備

・地域再生構想等に基づく事業の実施のた
めの交通結節点改善事業、まちづくり交付
金等の優先的採択

・薬科大学の新設に伴う建築工事やその周辺整備
及び開学後の学生の活発な消費活動やマンション
需要の高まりなど、大きな経済効果が期待でき
る。
・薬科大及び近畿福祉大学、県立福崎高校にも配
慮したＪＲ福崎駅周辺整備（橋上駅整備、駅前広
場整備、道路整備、区画整理事業）の実施によ
り、商業が活性化され、新たな雇用創出効果が期
待できる。

　現在、福崎町内に学生向けマンションの供給が不足
しており、またＪＲ福崎駅周辺に商業施設もないた
め、近畿福祉大学の学生は隣接する姫路市等から通学
しており、薬科大学の新設により、学生数が倍増して
も地元には経済的メリットが少ない。そのため、民間
がマンションや店舗を建築可能なインフラ整備を行う
ことにより学生が在住し、経済の活性化や雇用創出に
つながる。また、薬科大学周辺においても、市街化調
整区域の規制等により周辺整備が進まず、現状では将
来計画されている大学附属病院の誘致を行うには不十
分である。そのため、地域医療の核になる可能性があ
る病院の誘致が可能な条件整備を行いたい。

・交通結節点改善事業実施要綱
・（まちづくり交付金）
都市・地域整備局市再生特別措置法（本通
常国会において一部改正予定）

交通結節点改善事業により鉄道駅等の周辺における駅
前広場、アクセス道路等の一体的整備を支援

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

8,
5

個別の事業要望については、今般の提案募集の対象外であると考えている。
また、交通結節点の整備は地域の再生や道路交通円滑化等に資するものであり、国土交通省と
して重点的に支援しているところ。このため、全国各地の交通結節点整備について引き続き重
点的に支援する。なお、地域の課題に対応した拠点整備にあわせ、周辺道路の整備を集中的に
行う必要がある場合などに、みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）を活用するこ
とで、このような集中的な施設整備の支援が現行制度でも可能
また、平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとで提案と同様の施設整備につい
て、まちづくり交付金（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見込み。
（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市町村事業を対象。一
定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細は検討中。

神戸市
神戸港再生構
想

2023 2023060 121440

民活法特定施設の
対象施設及び金融
支援の拡充による
民間事業者の進出
促進

民活法特定施設の対象拡大（施設用地費、
附帯する道路、緑地など）、国のインセン
ティブ補助率のかさ上げ及び民間事業者へ
の無利子貸付の導入

「神戸ポートアイランド西地域」のコンテナバー
ス跡地（PC1～5）において、都市機能も含めた新
しい都市型ウォーターフロント空間を創出する。
要望の実現により、民間事業者の進出が促され、
再開発事業が進捗することにより、神戸港及び神
戸市の活性化につながることが期待される。

民活法では、対象が旅客ターミナル、物流高度化
基盤施設などに限定されており、対象外の施設用
地費、附帯する道路、緑地の整備費が民間事業者
の負担となっている。また、インセンティブ補助
における国の補助率かさ上げにより、民活事業の
円滑な導入が期待される。さらに、民間事業者へ
の貸付が有利子となっており、民間事業者にとっ
て有利な資金確保が課題となっている。

①民間事業者の能力の活用による特定施設
の整備の促進に関する臨時措置法第２条

　
②港湾利用高度化拠点施設緊急整備事業費
補助金交付要領　５

③日本電信電話株式会社の株式の売払収入
の活用による社会資本の整備の促進に関す
る特別措置法第３条第１項

①民活法特定施設には、施設に附帯する駐車場、緑化
施設、係留施設等が含まれている。

②港湾利用高度化拠点施設緊急整備事業費補助（いわ
ゆるインセンティブ補助）の補助率は国、港湾管理者
あわせて５％。

③ＮＴＴ法による無利子融資は、日本政策投資銀行等
の社会資本整備促進融資として行われるが、融資対象
は地方公共団体の出資又は拠出に係る法人（いわゆる
第３セクター）に限られている。【NTT法は財務省所管
法令】

8

①駐車場や緑化施設等の附帯施設は民活法特定施設の対象に含まれてい
る。また、民間事業者が道路、緑地等の公共施設の整備を伴う都市開発事
業を行う場合には、民間都市開発推進機構の参加・融通業務（対象事業費
に用地費等を含む。）として公共特利による資金調達を可能としている。

②追加的な財政措置のため対応は不可能。

③追加的な財政措置のため対応は不可能。【ＮＴＴ法は財務省所管法令】

大阪府
企業ニーズに
対応した宅地
処分の促進

2031 2031010 121450

阪南スカイタウン
の新住宅市街地開
発法における宅地
利用計画で「特定
業務施設」と「公
益的施設」の区分
を統合等

① 宅地の利用計画における「特定業務施設」と「公益
的施設」の区分をなくし、一本化するとともに、施設
に関連する住宅の建設を可能とする
【新住宅市街地開発法第2条6・7項の改正】
② 処分計画の協議・同意を届出制（変更届出不要）に
するとともに、完了公告の条件緩和を行う
【新住宅市街地開発法第22条第2項27条の改正】
③ 住宅地の民間事業者への卸売り（卸売り条件の撤
廃）
【新住宅市街地開発法施行令第4条第1項3の2の改正】

企業ニーズに対応した早期の宅地処分を可能とし、企
業誘致を促進する。民間事業者に対する早期住宅地分
譲を可能とし、販売を促進することにより、まちの早
期熟成を図る。

土地利用の柔軟化、手続きの簡素を進めることに
より、企業ニーズに応じた宅地処分が容易にでき
る。また、民間ノウハウを積極的に活用し、分譲
の促進につなげる。

①については、
新住宅市街地開発法第２条第７項、第８
項、第４条
都市計画法第１２条、第１８条

②については、
新住宅市街地開発法第２１条、第２２条、
第２７条

③については、
新住宅市街地開発法第２３条、同施行令第
４条第１項第三号の二

①について、
　新住宅市街地開発法(以下、「法」という。)において、「公益的施
設」とは、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設
で、居住者の共同の福祉又は利便のために必要なものとされており、
また、「特定業務施設」とは、事務所、事業所その他の業務施設で、
必ずしも居住用の福祉・利便のために必要なものとは言えないが、居
住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による事業地の都市機能の
増進に寄与するものとされている（法第２条第７項及び第８項）。
　新住宅市街地開発事業に関する都市計画においては、都市計画法第
１２条第２項に定める事項のほか、住区、公共施設の配置並びに宅地
の利用計画を定めることとされており（法第４条第１項）、また、施
行計画においては、設計の方針、土地利用計画等を定めることとされ
ている（法第２１条、省令第９条第２項）。

②について、
　施行者は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省
令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣等の認可（施行
者が地方公共団体にあっては協議に対する同意。）を受けなければな
らないこととされている（法第２２条第１項、第２項）。
　また、事業地の全部について工事を完了したときに、施行者は、都
道府県知事等に届け出ることとされており、知事等はその届出に係る
工事が施行計画に適合していると認められるときは工事が完了したこ
とを公告することとされている（法第２７条第１項、第２項）。
　
③について、
　施行者は、造成宅地等について、原則として、一定の要件を満たす
者を公募し、公正な方法で選定することを求められているが、住区内
の公益的施設（公園、学校、駅、購買施設等）の用に供する土地の近
隣の特定の区域において、一定の要件に該当する事業を行う者に対し
造成宅地等を譲渡する場合は、公募をしないで譲受人を決定すること
ができる（法第２３条、政令第４条第１項第３号の２）

①につ
いて
は、

３
・
５
②につ
いて
は、

３
・
５
③につ
いて
は、

３

①について、
　新住宅市街地開発事業による健全な住宅市街地の開発のためには、住区内の居住者の日常生
活に必要な公益的施設の敷地が最低限確保される必要があり、一方、特定業務施設について
は、良好な居住環境が阻害されない等の観点から適切に配置される必要があることから、新住
事業に係る施行計画等において、両者を一体に取り扱うことはできない。
　なお、運用上、施行計画等において、公益的施設用地とされた区域内であっても、良好な居
住環境が損なわれない範囲で住宅を建設することは妨げておらず、こうした範囲で、要望され
ているところである、公益的施設用地とされた区域内において、社会福祉施設や医療施設など
と一体的な建設が計画されている住宅を建設することを妨げるものではない。

②について、
　新住宅市街地開発事業は、収用権を背景に取得した土地を宅地に造成し、これを処分する事
業であり、その処分の公正を期することが強く要請されている。このため、国土交通大臣は、
施行者の処分計画について、譲受人に関する事項（法第２３条）、処分価額に関する事項（法
第２４条）、処分後の造成宅地等の利用（法第２５条）をチェックする必要があり、国土交通
大臣等の認可（協議に対する同意を含む。）にかからしめているものであって、当該認可手続
を省略することはできない。
　なお、工事完了公告は、事業地の全部について工事が完了し、当該工事が施工計画に適合し
ていると認められるときになされるものであるが、道路等の公共施設の整備が完了していない
場合にあっても、公共施設等の位置、規模等が明確にされており、一定の基準に適合している
ものであれば、工事完了公告をすることができる。

③について、
　新住宅市街地開発事業は、収用権を背景に取得した土地を、真に宅地に困窮する者に公正な
方法で供給されることを担保するため、法第２３条の要件を具備した者を公募し、それらの者
から公正な方法で選考して譲受人を決定しなければならないこととされている。
　ただし、同事業で造成された宅地について、公募することなく、特定の者に譲り渡したとし
ても、そのことが健全な住宅市街地の開発の促進等の観点から一定の公益性が認められる場合
には、例外的に特定の者に対し譲渡できることとしている（政令第４条第１項第３号の２）。
　したがって、宅地を例外的に特定の者に譲渡するに当たっては、上記の観点から一定の条件
を満たす場合にのみ認められるものであり、条件の撤廃は認められない。

提案者の要望は、土地利用の柔軟化、
手続きの簡素化及び民間活力の積極
的活用による企業誘致の促進を図ると
いうものであり、その趣旨を踏まえ再度
検討し回答されたい。

①につい
ては、

３・
５
②につい
ては、

３・
５
③につい
ては、

３

①について、
　新住宅市街地開発法(以下、「法」という。)におい
て、「公益的施設」とは、教育施設、医療施設、官公
庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福
祉又は利便のために必要なものとされており、また、
「特定業務施設」とは、事務所、事業所その他の業務
施設で、必ずしも居住用の福祉・利便のために必要な
ものとは言えないが、居住者の雇用機会の増大及び昼
間人口の増加による事業地の都市機能の増進に寄与す
るものとされている（法第２条第７項及び第８項）。
　新住宅市街地開発事業に関する都市計画において
は、都市計画法第１２条第２項に定める事項のほか、
住区、公共施設の配置並びに宅地の利用計画を定める
こととされており（法第４条第１項）、また、施行計
画においては、設計の方針、土地利用計画等を定める
こととされている（法第２１条、省令第９条第２
項）。

②について、
　施行者は、処分計画を定めようとする場合において
は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじ
め、国土交通大臣等の認可（施行者が地方公共団体に
あっては協議に対する同意。）を受けなければならな
いこととされている（法第２２条第１項、第２項）。
　また、事業地の全部について工事を完了したとき
に、施行者は、都道府県知事等に届け出ることとされ
ており、知事等はその届出に係る工事が施行計画に適
合していると認められるときは工事が完了したことを
公告することとされている（法第２７条第１項、第２
項）。
　
③について、
　施行者は、造成宅地等について、原則として、一定
の要件を満たす者を公募し、公正な方法で選定するこ
とを求められているが、住区内の公益的施設（公園、
学校、駅、購買施設等）の用に供する土地の近隣の特
定の区域において、一定の要件に該当する事業を行う
者に対し造成宅地等を譲渡する場合は、公募をしない
で譲受人を決定することができる（法第２３条、政令
第４条第１項第３号の２）

松山市

『坂の上の
雲』フィール
ドミュージア
ム構想

2044 2044010 121460
屋外広告物等の統
一景観整備

観光客の動線にある幹線道路の屋外広告
物や建築物外観の整備（ファサード整備）
を「まちづくり交付金」の交付対象とす
る。

美しい街並み整備に欠かせない屋外広告物の統一
景観整備を行い、都市観光の推進を図る。

一般の商業業務建築物及び屋外広告物を対象にし
た街並み景観の統一整備を行えるよう「まちづく
り交付金」を改善する。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

5

平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとで提案と同様の施設整備に
ついて、まちづくり交付金（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見込
み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市町村事業
を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細は検討中。

三重県
観光による地
域再生

2058 2058040 121470

町並みの景観を保
全するための都市
計画法及び建築基
準法の弾力的運用

町並み景観を保全することを目的に、建設
基準法における、道路斜線やセットバック
に関する規制の弾力的運用や、都市計画法
および建築基準法における建築物単体では
なく、町並み全体としての防火性能を評価
するような性能規定の導入を行う。

道路斜線やセットバックに関する規制や防火規制
により、町並み景観の保全が困難となっている地
区について、代替措置の検討等を条件に、これの
規制を弾力的に運用し、伝統的な木造の仕様を採
用した町並みづくりを進める。

伝統を無視した一律的な建築基準や防火規制に
よって、伝統的な木造の仕様が排除されてきたこ
とで、合法的な再生や、伝統的な木造の新築が困
難となっているため。

建築基準法上の道路とは、幅員4メートル以上のも
のをいう。
建築物の各部分の高さは、前面道路の反対側の境
界線からの水平距離に応じた高さ以下でなければ
ならない。

5
ご提案の内容は、伝統的建造物群保存地区、街並み誘導型地区計画
等を活用することにより対応可能であるので、これらの制度を積極
的に活用されたい。
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加茂町
加茂町中心市
街地活性化構
想

2070 2070010 121480

小規模市街地でも
できるよう採択要
件の緩和と授産施
設を公民館施設と
する利用制限の緩
和

まちづくり総合支援事業が平成１５年度を
もって終了し、新たな制度を現在検討され
ているところで、小規模市街地でもできる
よう採択要件の緩和と合併に伴い公民館施
設を整備していく必要がある中で、授産施
設を公民館として改修し利用していく。

●空き家及び駐車場対策
現在かなりの数の空き家があり、この空き家を取り壊
し、駐車場として整備を実施する。そのことにより商
店街の駐車場としても利用可能となる。また、隣接同
士が非常に接近しており、火事でもあれば大変な被害
が予想されることから、延焼防火としての役割も担
う。
●高齢者の憩いの交流館及びｲﾍﾞﾝﾄ広場　　　　　　高
齢者による商店街利用が増加している中で、高齢者の
ニーズにあった商店街を形成していく必要がある。そ
のひとつとして、高齢者の抱える課題や悩みに耳をか
たむけていくため、高齢者が集まりふれあうことので
きる憩いの場を設置する。また、市街地活性化のた
め、各種イベントを実施するための常設テントを設置
したイベント広場や公衆用トイレを整備する。
●駅舎の活用　　　　　　　　　　　　　　　　中心
市街地内にある、加茂中駅舎はH14年より無人化となっ
たため、少年達の溜まり場となっており、利用者から
苦情が殺到している。地域住民や警察等により巡回を
行っているところではあるが、なかなか効果があらわ
れないところである。そうした中、本町の窓口でもあ
る駅舎をJRより払い下げを受け、内部改造を行い、展
示場として常に人の出入りがある施設として地域の活
性化ならびに少年少女の非行防止を図る。
●授産施設の公民館利用　　　　　　　　　　　　本
町においては、公民館施設がないことから、中心市街
地内にある授産施設を公民館施設として利用すること
で、地域コミュニティの活性化を図っていく。

小規模市街地の現状は、衰退の一途をたどってい
る中で、行政の支援が必要であり、小規模市街地
でもできるよう採択要件の緩和と補助制度を導入
して建設した授産施設を公民館施設とする利用制
限の緩和

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

まちづくり総合支援事業は、平成16年度予算において
廃止予定。

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

5

平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとで提案と同様の施
設整備について、まちづくり交付金（平成１６年度創設予定）において対
応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市
町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細
は検討中。

北九州
市

小倉都心・門
司港レトロ地
区集客活性化
事業

2083 2083050 121490
都市公園の建ぺい
率の引き上げ

都市公園に公園施設として設ける建築物に
対する建ぺい率の上限が２％である。地域
を限定し、かつ総面積要件や建築物の種別
要件を備えたうえでの建ぺい率の上限を５
～１０％へ引き上げをお願いする。

　地域、目的を限定して建ぺい率を緩和し、市街
地における公園施設内にカフェテラスや売店を設
置する等、賑わいを創出する。

　市街地における公園施設内にカフェテラスや売
店を設置することは、賑わいづくりに欠かせない
ものである。しかし、都心部においては、面積が
狭小な都市公園が多く、現在の建ぺい率条件で
は、公園施設の設置が困難であることから、地
域、目的を限定した建ぺい率の緩和が必要であ
る。

都市公園法第4条
　都市公園に公園施設として設けられる建
築物の建築面積の総計は、当該都市公園の
敷地面積の百分の二をこえてはならない。
ただし、動物園を設ける場合その他政令で
定める特別の場合においては、政令で定め
る範囲内でこれをこえることができる。

都市公園法施行令第5条
　休養施設、運動施設、教養施設、又は自
然公園法に規定する都道府県立自然公園の
利用のための施設を設ける場合において
は、当該都市公園の敷地面積の百分の十を
限度として、法第4条第1項本文の規定によ
り認められる建築面積を超えることができ
る。
２　都市公園に屋根付広場、壁を有しない
雨天用運動場その他の高い開放性を有する
建築物として国土交通省令で定めるものを
設ける場合においては、当該建築物に限
り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を
限度として法第4条第1項本文又は前項の規
定により認められる建築面積を超えること
ができる。

都市公園においては、公園施設の建ぺい率は原則2%と
した上で、休養施設、運動施設、教養施設について
は、10%の建ぺい率上乗せを行っており、さらに高い開
放性を有する建築物については、10%建ぺい率の上乗せ
ができる。

7

大津市
古都大津ル
ネッサンス

2085 2085020 121500

公共駐車場の用途
変更に伴う起債残
高の一括繰上返還
の免除

　高齢化が進み、会社や行政機関の郊外への移転が進
む中心市街地を再生させるためには、住みやすく働き
やすい町の機能を取り戻すことが最も大切である。そ
のため、公共施設の中心市街地への再配置を検討して
いるが、その場合には次の支援策が不可欠になる。
○　公共駐車場の用途変更に伴う起債残高の一括繰上
返還の免除

高齢福祉や子育て支援、健康づくり、ライブラリーな
どの機能を有する心と体の健康センターを市が再開発
ビルの空き床を利用して設置することを検討してい
る。
○再開発ビルの商業施設利用を目的に整備した公共駐
車場を地域再生の核となる公共施設のための駐車場と
して利用する。

現在、既存施設の有効活用を図るための方策を多
面的に検討しているが、方針が決定した際に生じ
る起債の一括返還等の問題を解消しておく必要が
あるため

6

大津市
古都大津ル
ネッサンス

2085 2085060 121510

都市公園法に規定
する便益施設に、
温泉を利用した浴
場を追加

新たな観光資源整備のための施策
○都市公園法に規定する便益施設に地域の
特性を生かした観光施設を加えるととも
に、公園施設を設ける場合の許容建築面積
の特例措置要件の改善

地域の活性化に資するため、外国人観光客にも人
気がある滋賀を代表する雄琴温泉地域に公園と一
体的に観光拠点となる新たな集客施設として温泉
を利用した浴場を含む便益施設の建設を検討して
いる。（温泉源の掘削を含む）。

地域活性のため新たな観光施設を建設するにあた
り、雄琴温泉地域の中心に位置し、将来都市公園
としての整備を要望していく土地が位置的にも面
積的にも最適であるため、現在の都市公園法の用
途及び建築面積要件の改善を求めるもの

都市公園法第4条
　都市公園に公園施設として設けられる建
築物の建築面積の総計は、当該都市公園の
敷地面積の百分の二を超えてはならない。

都市公園法施行令第5条
　休養施設、運動施設、教養施設、又は自
然公園法に規定する都道府県立自然公園の
利用のための施設を設ける場合において
は、当該都市公園の敷地面積の百分の十を
限度として、法第4条第1項本文の規定によ
り認められる建築面積を超えることができ
る。

公園施設に関しては、休養施設、遊戯施設、運動施
設、教養施設に関し、公園管理者が条例で公園施設を
自由に追加できるよう平成15年3月に政令改正を行った
ところ。また休養、運動、教養施設については、建ぺ
い率１０％の上乗せの特例の対象となっている。

5 　温泉を利用した休養施設については、公園管理者の判断で都市公園内に
設置することは可能である。

大津市
古都大津ル
ネッサンス

2085 2085070 121520
景観形成事業推進
のための支援

都市開発資金貸付制度の対象都市の拡大
等、景観法（案）に基づく景観形成事業推
進の支援

古都指定を契機として、古都にふさわしい個性と
風格あるまちづくりのため、景観基本条例の制定
及び基本計画を策定し、景観形成事業推進施策に
取り組んでいく。

当該貸付制度の対象都市は、政令で指定された大
都市及び地方拠点都市地域であるため、大津市は
その指定を受けていない。景観形成事業を推進す
るためには、各種制度の活用と整備が必要である
ので、国の支援を求めるもの。

都市開発資金の貸付けに関する法律第1条
第1項第1号、同法施行令第1条及び第２条
（大津市の提案では、都市開発資金の貸付
けに関する法律第１条第１項第2号及び同
法施行令第２条の２となっているが、平成
１４年の法改正により、号ずれ、条ずれが
おきたため、正しくは上記のとおり。）

都市開発資金の貸付けに関する法律第１条第１項による貸付
けは、人口集中の著しい大都市（その周辺地域を含む）等の
都市において、一定規模以上の特に都市整備上重要な道路・
公園等の公共施設や都市開発のための用地の先行取得につい
て貸付けを行っている。（大津市は対象地域に含まれていな
い）

8
　「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域推進室平成１５年１２月１９日）において、『第１
（２）ニ新たな補助金や税措置の創設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。
　また、個別事業の要望については、今回の提案募集の対象外であると考える。

大津市
古都大津ル
ネッサンス

2085 2085120 121530
都市開発資金貸付
制度対象都市の拡
大

都市の計画的整備をするために設けられて
いる都市開発資金貸付制度の対象都市を拡
大し、本市もその対象都市に加える。
（現行は、人口集中の著しい大都市や地方
拠点都市地域の中心となる都市が対象と
なっており、本市はその対象都市に指定さ
れていない。）

地震調査委員会の長期評価によると、本市域を南
北に縦断する琵琶湖西岸断層帯について、今後30
年以内の地震発生確率は0.09％～9％と高く、誠
に憂慮すべき状況にある。
地震、風水害など様々な災害から市民の生命や財
産を守るため、万一の災害発生に際して、救援活
動空間、救援物資集積、ボランティア活動空間等
として機能するような防災緑地の整備を検討して
いる。

防災緑地の整備について、様々な方法を検討して
いるが、財源の確保の面において当該貸付資金の
利用も可能ならば、検討の幅が広がる。
さらに、他の施策・事業の推進においても、意義
は大きい。

都市開発資金の貸付けに関する法律第1条
第1項第1号、同法施行令第1条及び第２条
（大津市の提案では、都市開発資金の貸付
けに関する法律第１条第１項第2号及び同
法施行令第２条の２となっているが、平成
１４年の法改正により、号ずれ、条ずれが
おきたため、正しくは上記のとおり。）

都市開発資金の貸付けに関する法律第１条第１項による貸付
けは、人口集中の著しい大都市（その周辺地域を含む）等の
都市において、一定規模以上の特に都市整備上重要な道路・
公園等の公共施設や都市開発のための用地の先行取得につい
て貸付けを行っている。（大津市は対象地域に含まれていな
い）

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創
設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。
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福岡県
福岡市
前原市
二丈町
志摩町

九州大学学術
研究都市構想

2132 2132010 121540
各市町合同の都市計
画審議会及び開発審
査会等設置許可

１都市計画法第７７条の２に定める市町村
都市計画審議会について、九州大学学術研
究都市構想に定める一次圏域内（ただし福
岡市の区域を除く）の区域については、域
内各市町合同の審議会とする。
２都市計画法第７８条に定める開発審査会
について、各市町合同の審査会設置を認め
る。加えて、同域の建築基準法の適用につ
いて同法　第２条３２号に定める特定行政
庁について、同域に関して市町合同の特定
行政庁とする。

１前原市、志摩町、二丈町の都市計画案、及び各
種都市計画案件について九州大学学術研究都市計
画審議会（仮称）を当該市町の合同で設置、運営
する。２また、同様に当該域内の開発許可につい
て、合同の開発審査会（現在福岡県開発審議会が
運用）を設置、運営する。

土地利用や都市計画について学術研究都市域内に
ついて、これの理念や運営、実現手段等について
各市町間での取り扱いの違和をなくし、まとまり
あるものとし、かつ、地元の利便に資するため都
市計画審議会、開発審査会、及び建築基準法に掲
げる特定行政庁を当該域内市町の合同設置により
運営するものである。

①都市計画法第１８条、第２９条、第７７
条、第７７条の２

②建築基準法第2条第32号
建築基準法第4条第2項・第3項

①都市計画決定権者が都市計画を決定しようとするとき
は、都市計画審議会の議を経なければならない。
開発行為をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受
けなければならず、一定の場合には、開発審査会の議を経
る必要がある。

②建築基準法第4条第2項において、市町村（政令で指定す
る25万人以上の市を除く。）は建築主事を置くことができる
旨を定め、同条第3項において、その際には当該市町村は
あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければ
ならない旨を規定している。

5

①ご提案の、学術研究都市域内の土地利用や都市計画に関し、その理念や
運営、実現手段等について各市町間での取り扱いの違和をなくし、まとま
りあるものとするために、県、関係市町が有識者や市民代表による任意の
協議会等で、諸開発計画について調整等を行った上で、開発許可に必要な
場合のみ担任する福岡県又は福岡市の開発審査会の専門的見地からの議を
経ることとすることは現行制度上可能であると考えられる。
また都市計画審議会においても、その組織及び運営については、各自治体
の条例に委ねられており、上記のような任意の協議会等での調整結果を参
考として審議することは、可能であると考えられる。

②ご提案の要望については一部事務組合の設立による対応が考えられる。
一部事務組合の設立に際しては、一部事務組合に加入予定の全ての市町村
が特定行政庁の事務を行える状態であることが必要であるが、それぞれの
市町村があらかじめ都道府県知事と建築基準法第4条第3項の協議を行い、
特定行政庁としての権能を有することになればご提案の要望の実現は可能
と考えられる。

福岡県
福岡市
前原市
二丈町
志摩町

九州大学学術
研究都市構想

2132 2132030 121550
開発許可立地基準
の緩和

開発許可制度運用指針における開発許可立
地基準を緩和するもの。
運用指針において、立地できる建築物（市
街化調整区域における自然的土地利用と調
和のとれたその他の施設）を追加する。

九州大学学術研究都市構想において、大学新キャンパ
ス周辺の開発に関して、「豊かな自然や歴史の特性を
保存、活用して学術研究都市を形成するため、大規模
な面開発を必要最小限にとどめ、周辺環境と必要な機
能が共生した比較的小規模な開発が分散して行われる
ように開発誘導する」ことと定められており、そのよ
うな環境共生型の開発を分散型地域核（ほたる）とし
て位置付ている。具体的には、九州大学学術研究都市
に必要な、産学連携を実現するための研究施設・ベン
チャー企業、大学関係者等が居住するゆとりある優良
田園住宅、研修施設等の比較的小規模な開発（20ha未
満）を豊かな自然環境を生かしながら整備していくこ
ととしている。
市街化調整区域において、大学との連携あるいは総合
科学技術会議における重点分野に関連するベンチャー
企業や移転企業の立地を広く可能にし、研究･産業の集
積を推進するとともに、例えば、陶芸工房、アトリ
エ、地元産の有機農作物を使ったパン屋・蕎麦屋、古
民家を利用した小規模なレストラン等のような、市街
化調整区域における自然的土地利用と調和のとれた、
地域の自然的魅力を増進させる施設を立地させること
により、「ほたる」の整備が推進される。

これらの施設は、豊かな自然の中に溶け込むよう
な形で、点在する形で自然と共生して立地させる
ことが適していることから、地区計画制度等のよ
うなまとまりのある区域の中で立地できる制度で
はなく、施設単体で立地できる必要があるため。

都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、都
市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければならな
いが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺における
市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化
区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発
行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経て
個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区域の周辺
における市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は
著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又
は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたものなどは現行制度上許
可でき、地域の実情に応じた運用が可能となっている。開発許可制度運用指針は地
方自治法第２４５条の４に基づく技術的助言であり、地域の実情等によって本指針
で示した原則的な考え方によらない運用が必要となる場合、当該地域の実情等に即
して合理的なものであれば、その運用が尊重されるべきものであって、本指針は開
発許可権者の許可権限を拘束するものではない。

福岡県
福岡市
前原市
二丈町
志摩町

九州大学学術
研究都市構想

2132 2132040 121560
市街化調整区域内
の地区計画の指定
基準の緩和

都市計画運用指針における地区計画を定め
る基準を緩和するもの。
運用指針において、市街化調整区域内の地
区計画は市街化を抑制すべきであるという
市街化調整区域の性格を変えない範囲とす
べきとされているが、九州大学学術研究都
市にいう「分散型地域核（ほたる）」開発
を行うための地区計画については認めるこ
ととする。

九州大学学術研究都市構想において、大学新キャ
ンパス周辺の開発に関して、「豊かな自然や歴史
の特性を保存、活用して学術研究都市を形成する
ため、大規模な面開発を必要最小限にとどめ、周
辺環境と必要な機能が共生した比較的小規模な開
発が分散して行われるように開発誘導する」こと
と定められており、そのような環境共生型の開発
を分散型地域核（ほたる）として位置付ている。
具体的には、九州大学学術研究都市に必要な、産
学連携を実現するための研究施設・ベンチャー企
業、大学関係者等が居住するゆとりある優良田園
住宅、研修施設等の比較的小規模な開発（20ha未
満）を豊かな自然環境を生かしながら整備してい
くこととしている。
地区計画の指定基準の緩和により、市街化調整区
域の性格を変えこととなる20ha未満の開発を行う
ための地区計画を定めることが可能となることか
ら、以上のような比較的小規模で自然環境と共生
した特色ある開発事業が実現できることとなる。

都市計画運用指針において、市街化調整区域内の地区
計画は市街化を抑制すべきであるという市街化調整区
域の性格を変えない範囲とすべきとされているため、
その性格を変えるような開発事業については、現行制
度では都市計画法第34条第10号ｲの大規模開発（20ha以
上）又は市街化区域編入（飛び市街化区域：50ha以
上）により事業を行わねばならないこととなり、大規
模な開発では自然環境と共生する特色のある開発がで
きなくなる。
よって、「ほたる」のような自然環境を生かした比較
的小規模な開発（20ha未満）を実現するためには、地
区計画の指定基準を緩和し、地区計画制度を活用した
開発により実現する必要がある。

都市計画法第７条、第１２条の５
都市計画法第７条により市街化調整区域は市街化を抑
制すべき区域とされる。 3

都市計画は個々の計画決定内容について、一体的かつ総合的に定めるべき
ものであることから、市街化を抑制すべき区域とされている市街化調整区
域について、市街化を抑制しない都市計画を定めることは制度上不可能で
ある。

提案の趣旨を踏まえ再度検討し回答さ
れたい。 3

都市計画は個々の計画決定内容について、一体
的かつ総合的に定めるべきものであることから、市
街化を抑制すべき区域とされている市街化調整区
域について、市街化を抑制しない都市計画を定め
ることは制度上不可能である。

福岡県
福岡市
前原市
二丈町
志摩町

九州大学学術
研究都市構想

2132 2132050 121570

調整区域の地区計
画と農村地域工業
等導入促進法によ
る地区の重複

都市計画運用指針には、用途地域が定めら
れていない土地の区域（市街化調整区域）
における地区計画の区域には、農村地域工
業等導入促進法に規定する工業等導入地区
が含まれるべきではないと定められている
が、これを可能とする。

産業立地にインセンティヴを与えるため、工業等
導入地区を指定し、優遇措置を講じる。一方、市
街化調整区域の土地利用を誘導するため、地区計
画により立地施設の用途を限定する。そのために
は本支援措置が必要となる。

新産業等の創出・育成や企業の誘致には、多くの
支援･優遇措置が必要である。一方、市街化調整
区域の環境と調和するには、立地施設の規制･誘
導も必要である。

都市計画運用指針（H15.3.31国都計第173
号)Ⅳ－2－1土地利用Ｇ地区計画2地区計画
の対象となる区域(2)④4)

用途地域を定めていない土地の区域における地区計画
の区域には、農村地域工業等導入促進法に規定する工
業等導入地区を含めるべきではないとしている。

2 Ⅴ
工業等導入促進地区においても、農村地域工業等導入促進法
に規定する実施計画との調和が図られれば、地区計画を定め
ることを可能とするよう、都市計画運用指針を一部改訂する
ものとする。

 

熊本市
水前寺江津湖
公園活性化構
想

2139 2139030 121580
都市公園内駐車場
を利用したパーク
アンドライド

都市公園駐車場のパークアンドライド利用
における規制緩和・・・都市公園法で公共
駐車場の利用は地下のみに限定して認めて
あるため、現状の都市公園の駐車場を利用
した（地上部分で）パークアンドライド実
施のため特例措置を要望するもの。

１．実施内容・・都市公園内の駐車場をパークア
ンドライド用の公共駐車場として平日など限定利
用する。２．効果・・実施による環境保全と都市
交通の円滑化など

都心部まで約５ｋｍという好立地の都市公園内に
ある動植物園駐車場を現状のままパークアンドラ
イドの駐車場として活用できるような都市公園法
の改正や条件緩和を要望するもの。

都市公園法第2条第2項
　この法律において「公園施設」とは、都
市公園の効用を全うするため当該都市公園
に設けられる次の各号に掲げる施設をい
う。
一から六（略）
七　売店、駐車場、便所その他の便益施設
で政令で定めるもの

都市公園法第18条
　この法律及びこの法律に基づく命令で定
めるもののほか、都市公園の設置及び管理
に関し必要な事項は、地方公共団体の設置
に係る都市公園にあっては当該地方公共団
体の条例で、国の設置に係る都市公園に
あっては政令で定める。

地方公共団体の設置に係る都市公園にあっては、設置
及び管理に関し必要な事項は、都市公園法令で定める
もののほか、当該地方公共団体の条例で定める。

5
公園施設の駐車場について、公園の利用状況を勘案し、都市公園の利用に
支障が生じない範囲で、パークアンドライドのための駐車場として使用す
ることは可能である。

竜王町

（仮称）エコ
田園産業拠点
交竜（交流）
プロジェクト
構想

2154 2154010 121590

市街化調整区域内
での環境共生型施
設の都市計画法上
の規制緩和

市街地調整区域内での良質な民間開発にお
ける環境共生型の商業・集客施設および環
境共生システム（水循環・太陽光利用・近
自然型工法・立体緑化等）、地域振興につ
ながる施設に対する町独自のまちづくり条
例や振興計画での都市計画・建築基準法上
の規制緩和の適用

西武竜王リゾート事業では、環境共生型のリゾート開
発をめざすものであり、自然空間やエコシステムを取
り入れたアウトレットモール・レストラン（18ha）等
の整備を計画している。環境をテーマに複合的な展開
をはかるとともに、地域経済への効果も期待できる。
リゾート事業は平成20年開園予定となっている。
エコハウス事業は、平成15年検討調査中の事業で、企
業や若者世代を対象とした住宅供給をコーポラティブ
方式や環境共生型の住宅等の手法を取り入れた実施方
針をとる計画である。従来の画一的な住宅供給とは異
なる手法を取り入れることで、来住者や若者世代の定
住の効果が期待できる。
またエコストア事業についても平成15年検討調査中
で、生活利便性のある商業施設を環境に配慮した建築
物、またリサイクルや地場産品の販売といった地域や
環境と密着した事業をめざしており、地域資源の循環
や環境への効果、および地域経済への効果も期待でき
る。

都市計画法第34条第15項第10号において、調整区域内
における開発については、5～20haの範囲内と定められ
ている。西武リゾート開発事業については18haの商業
地を予定しており、市街地かを誘発する賑わい施設に
対する規制が適応されると考えられ、この場合、町独
自で制定するまちづくり条例や振興計画内の位置づけ
の範囲内であれば地域振興を促進する事業として都市
計画法上の規制緩和を要望する。またエコハウス・エ
コストア事業に関しては、調整区域内5～20haの下限面
積の緩和を行い、2ha程度の施設についての許可も要望
する。

都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、都
市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければならな
いが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺における
市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化
区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発
行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経て
個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区
域の周辺における市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行
うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発
審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限
り定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能
となっており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度運
用指針において、画一的な運用でなく地域の実情等に応じた運用を行うこ
とが望ましいことを示している。

苓北町

自然環境と歴
史文化に彩ら
れた魅力ある
まちづくり

2162 2162010 121600 施策の利便性向上

補助金の採択基準、対象、利用条件等に係
る要件緩和　　　　　　　　　　　・中心
市街地商業等活性化総合支援事業における
対象市町村の要件緩和

・電線類の地中化事業を実施することにより、歴
史的デザインによる一体的な歴史空間を創出す
る。また、安全で快適な歩行空間が確保できる。

・中心市街地　　概ね１５０以上の商店が現に存
在することとなっているため対象とならない。 6  
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苓北町

自然環境と歴
史文化に彩ら
れた魅力ある
まちづくり

2162 2162020 121610 施策の利便性向上

補助金の採択基準、対象、利用条件等に係
る要件緩和　　　　　　　　　　　・街並
み環境整備事業における促進区域の要件緩
和

・街並み環境整備事業を実施することにより、歴
史に彩られた城下町としての商店街づくりを行
い、観光客の誘致と商業の振興が期待できる。

・街並み整備　　面積が１ヘクタール以上で、か
つ３つのいずれかの要件に該当する区域である旨
の規定があるため対象とならない。

街なみ環境整備事業制度要綱
第４　街なみ環境整備促進区域
街なみ環境整備促進区域は、面積が１ヘクタ－ル以上である土
地の区域のうち、次の各号のいずれかに該当するものでなけれ
ばならない。
一　次に掲げる基準に該当すること。
イ　当該区域内の住宅の戸数（その区域の外周の道路の幅員が
４メートル以上である場合には、当該道路に接する住宅の戸数
を除く。）に対する接道不良住宅の戸数の割合が７割以上であ
ること。
ロ　当該区域（道路、公園、広場、緑地、鉄道、軌道、下水
道、河川及び工場の敷地の用に供されている部分を除く。）の
面積に対する当該区域内の住宅の戸数の割合が、原則として１
ヘクタール当たり30戸以上であること。
二　次に掲げる基準に該当すること。
イ　当該区域内の幅員６メ－トル以上の道路の延長が、原則と
して当該区域内の道路総延長の４分の１未満であること。
ロ　当該区域内の公園、広場及び緑地の面積の合計が、原則と
して当該区域の面積の３パーセント未満であること。
三　地方公共団体の条例等により景観形成を図るべきこととさ
れていること。

街なみ環境整備事業により、生活道路、小公園等
の地区施設整備、良好な美観を有する街なみの形
成を行っているところ。

5
現行制度において制度要綱第４第３項の規定により、地方公共団体
の条例や、建築協定などに景観形成を図るべきことを定めることに
より対応可能

東急不
動産
（株）

[保留地取得資
金貸付金制度]
の一部改訂に
よる保留地管
理法人の更な
る活用

3014 3014010 121620

[保留地取得資金貸
付金制度]の一部改
訂による保留管理
法人の立上げ活性
化の提案※ex赤字
団体である地方公
共団体による起債
発行の容認等

全国で中断、頓挫している区画整理事業の
保留地を、国及び地方公共団体からの長期
無利子融資の貸付資金によって調達できる
保留管理法人が一時的に買取る。（現行：
地方公共団体に対する貸付。無利子融資の
1/4は地方公共団体による貸付が要件→そ
の場合にたとえば赤字の地方公共団体によ
る起債発行は認められていないため、本制
度を活用したくとも実際は対応できない地
方公共団体に対して制度を一部改訂するこ
とによって管理法人の立上げ可能とする）

区画整理事業概要（当社が業務代行）
　1)施行面積：85 ha
  2)保留地：1,300区画 (219,000㎡)
  3)建売販売実績：70区画/年（H14度)
  4)工事完了予定：H19/3
長引く景気低迷、個人消費の落ち込み等により建売販売も苦戦
を強いられている。現状の70区画/年で推移すると保留地販売
で約20年を要することになる（当初予定では6年）。組合事業
を14,5年延長することは、借入金利や組合運営経費等で事業が
大幅に増大する。その費用が保留地価格に上乗せされ、市場価
格（地価の下落は依然として進行）と大幅な乖離が生じて、結
局保留地処分が出来ない状況に追い込まれることは必至であ
る。
　組合事業は短期間に事業を完了させることは資金的にも健全
であり、事業効果も大である。そのために、工事の進捗に合わ
せて『保留地管理法人』が保留地を一時的に買上げ、組合を予
定通り解散させる。当社は10年以内に当該法人から適宜分割し
て保留地を買い戻す（長期無利子融資の活用）。
　事業が完遂してはじめて保留地が登記出来る。事業完遂の目
途が立たない場合、保留地の担保能力も大幅に減ぜられ、保留
地販売の大きな支障になってしまう（建売購入の際、保留地で
ある土地に担保を設定して住宅ローンを組むのが一般的である
が、保留地に担保力がなくなるとローンが組めずに、結果、建
売が買えないという事態が生じる）。また、計画的に保留地が
処分することが出来れば、工事も順調に進捗し、地域経済の活
性化や雇用促進にも直結する。
　

現在、多くの区画整理事業が中断、頓挫しているが、その原因
のほとんどが保留地を処分出来ない事にある。保留地の処分先
がありさえすれば全国の区画整理が一気に動き出す可能性が大
きい。
『保留地取得資金貸付金制度』による『保留地管理法人』立上
げのネックは、１．貸付対象者が「地方公共団体」であること
と、２．貸付額が貸付対象額の１/２であること、さらに３．
そのうち１/２（貸付対象額の１/4）を地方公共団体が負担せ
ざるを得ないことにある。台所事情の苦しい地方行政としては
組合支援の必要性は痛感しているものの、具体的な支援活動と
して当該管理法人の立上げは非常に困難と思われる。（ex赤字
団体ゆえに起債不可等々）よって、その地方公共団体の抱える
ネックを解消する施策（ex赤字団体による起債発行の容認等）
を実施することで保留地管理法人の設立を容易にし、保留地買
取による組合事業の推進に貢献できる策と致したい。

①法律
都市開発資金の貸付に関する法律第１条第
４項第５号、第２条第２項及び第８項
②省令
都市開発資金の貸付に関する法律施行令第
１１条の６
③告示・通達等
都市開発資金貸付要領第４条の２５から３
９

土地区画整理事業の施行者が、保留地の全部又は一部
を公募して譲渡しようとしたにもかかわらず、譲渡す
ることができなかった場合において、施行者又は施行
者である土地区画整理組合の組合員が出資している法
人で、当該保留地の全部又は一部を取得するものに無
利子で貸し付けを行う。

６
、
８

（例示されている起債措置について）
本案件は、地方財政の観点から総合的に判断されるものと思料される。
（その他について）
提案内容が不明確なため回答できない。

Ｗ・Ｐ
ＡＣプ
ロジェ
クト

ＡＰＭ＆ＳＲ
ＳＣプロジェ
クト

3039 3039020 121630

市街化調整区域に
おける大規模開発
許認可業務の簡素
化と円滑化につい
ての工夫

３つのプロジェクト許認可業務全体につい
て施設の利便性を向上させる指導への期待

・高速道路PAの民活
・オートパワーモール、スーパーリージョナルSC
・新経営体による農業モデルファーム
（効果）３つのプロジェクトの相乗効果を具体化
する。

・許認可に係る手続き等の一元化・連携 都市計画法第２９条

市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、都
市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければならな
いが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺における
市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化
区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発
行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経て
個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区域の周辺
における市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は
著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又
は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたものなどは現行制度上許
可でき、地域の実情に応じた運用が可能となっており、国土交通省では、技術的助
言として示した開発許可制度運用指針において、画一的な運用でなく地域の実情等
に応じた運用を行うことが望ましいことを示している。

社団法
人日本
プロ
ジェク
ト産業
協議会

東京湾臨海部
再生プロジェ
クト　例：羽
田空港再拡
張・国際化関
連プロジェク
ト（神奈川口
拠点開発事
業、東海道貨
物支線旅客
化・川崎アプ
ローチ線整備
事業、羽田ア
クセス橋建設
事業）、都市
型集客施設整
備プロジェク
ト、物流拠
点・環境リサ
イクル拠点・
防災拠点

3101 3101050 121640 規制緩和

①土地に係る規制の緩和
工場遊休地の土地利用規制緩和、不動産関
連課税の減免
②公共財（都市公園、海岸域、道路等）の
民間利用に係る要件緩和

①について　　　　　　　　　　　　　　　・工
場等再配置促進法の指定解除及び工場立地法によ
る緑地率の緩和　　　　　　　　　　　　　・地
域地区の複合用途地区の創設
・不動産流通税の見直し
・固定資産税の負担軽減
②について
・都市公園施設設置基準の緩和
・公園管理者以外の者の公園施設設置の要件の緩
和
・港湾区域及び海岸保全区域での民間施設の設置
基準の創設
・道路法に基づく既存道路上空の利用促進

工場遊休地の転用を容易にする。
公共財の有効活用を図り民間利用を容易にする。

①土地利用関係
　都市計画法第８条、第１２条の５、建築
基準法第４９条、第６８条の２

②
　都市公園法第5条
　公園管理者は、その管理に係る都市公園
に設ける公園施設で自ら設け、又は管理す
ることが不適当又は困難であると認められ
るものに限り、公園管理者以外の者に当該
公園施設を設け、又は管理させることがで
きる。
　道路法第３２条第１項
  港湾法
　海岸法

①土地利用関係
　土地利用規制については土地の所有者の財産権を制約するものであることか
ら、その制度的枠組みについては法律により定めるべきものであり、この制度の
実施については、地方公共団体が、地域の実情に応じて、土地利用規制を行うこ
ととされている。

②a.都市公園関係
　都市公園法第5条の規定により民間事業者等が公園施設を設置管理することが可
能であり、広く活用されている。

②b.港湾区域・海岸保全区域関係
　分区を定めていない臨港地区内については、港湾法第３８条の２に基づく届出
以外に規制はない。分区を定めている場合は､前述の届出のほか港湾管理者が定め
る分区条例による規制がかかるが、港湾管理者において当該条例を見直すことで
対応可能。
　海岸法第8条及び第37条の6に規定する許可は自治事務とされており、海岸管理
者たる地方自治体の裁量となっており対応は可能。

②c.道路関係
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする
場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

5

①土地利用規制
　平成１４年都市計画法改正等において制度改正された特別用途地区・地区計画等の制度を活用することにより、個
別の区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため必要がある場合は、当該
区域の主な土地利用規制について、条例で強化・緩和を行うことが可能である。
　
②a.都市公園関係
　都市公園法第5条の条件である「公園管理者自らが設け又は管理することが不適当又は困難な場合」に、「公園管理
者以外の者が公園施設を設けることが都市公園の機能を高める場合」を追加し、民間事業者等の積極的な活用を可能
とするとともに、工場遊休地等を都市公園として活用できるようにするため、借受により権限を取得した都市公園に
ついて、貸借契約の終了等により権限が消滅した場合を都市公園の保存規定の例外項目として追加する都市公園法の
改正を予定している（今通常国会提出予定）。
　
②b.港湾区域・海岸保全区域関係
　分区を定めていない臨港地区内については、港湾法第３８条の２に基づく届出以外に規制はない。分区を定めてい
る場合は､前述の届出のほか港湾管理者が定める分区条例による規制がかかるが、港湾管理者において当該条例を見直
すことで対応可能。
　海岸法第8条及び第37条の6に規定する許可は自治事務とされており、海岸管理者たる地方自治体の裁量となってお
り対応は可能。
②c.道路関係
　道路上空の利用については、主体に法令上の制約はなく、例えば、通路の設置や、一定の要件を満たす場所におけ
る施設の設置ができるなど、その有効利用を図っていただくことが可能である。

前原市
農山村地域の
活性化構想

2012 2012010 121650
地域農産物の直売
所の建設による地
域経済の活性化

生産者の販路拡大、自主ブランドの確立、
営農意欲の増大等の期待から、また、消費
者の食への安全意識の高まりから農産物直
売所へのニーズは高い。農振法では農振施
設用地として位置付けられている直売所で
あるが、都市計画法では開発許可の対象と
なっておらず、実質的に建設ができない状
況である。同一市街化調整区域内で生産さ
れた農産物の販売施設（直売所）について
は、都市計画法第34条第4号の開発許可対
象とし、地域農産物を地域で販売すること
を可能にする。

（内容）都市計画法第34条第4号に規定する市街
化調整区域内において生産される農産物等の貯
蔵・加工施設の建設の目的で行われる開発につい
て、許可要件の中に「販売」を認める。
（効果）周辺市街化調整区域で生産された新鮮な
農作物等を産直で販売することで、流通コストの
削減による農作物の新鮮で安価な提供、販路拡大
による農家の収入増と農業者のやる気の向上、農
村での交流人口増加による地域経済の発展につな
がる。

（問題点）現在、農産物直売所はニーズが高い。法的
に農産物販売施設は、農振法および同規則により「施
設用地」として認められ、農振地域を除外する必要は
ない。一方、都市計画法では、農産物の処理、貯蔵、
加工に必要な施設は開発許可の対象となっているが、
「販売」は許可の対象となっておらず、実質的に農産
物直売所は建設ができない状況である。
（措置の必要性）生産者および消費者のニーズを満た
し、農山村に経済的な活性化をもたらすためにも、地
域の農産物直売所の建設に関しては都市計画法の開発
許可要件に加える必要がある。

都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、都
市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければならな
いが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺における
市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化
区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発
行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経て
個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区
域の周辺における市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行
うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発
審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限
り定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能
となっており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度運
用指針において、画一的な運用でなく地域の実情等に応じた運用を行うこ
とが望ましいことを示している。

前原市
農山村地域の
活性化構想

2012 2012020 121660

沿道サービス施設
としてコンビニエ
ンスストアーの開
発要件適用

幹線沿いに設置された広い駐車場を有する
コンビニエンスストアー（CS)は、運転者
の休息の場となっており、CSからの市街化
調整区域における設置要望は多い。しかし
ながら都市計画法により市街化調整区域に
おけるCSの新設は原則不可能である。都市
計画法第34条第8号のいわゆる沿道サービ
ス施設の開発許可に関し、敷地面積1,000
㎡以上など、一定規模以上の駐車場を有す
るCSを「休憩施設」と認め、許可の対象と
する。

（内容）都市計画法第34条第8号に係る開発許可
対象施設は、いわゆる沿道サービスとして休憩所
又は給油所等とされているが、この「休憩所等」
に1,000㎡以上など一定規模以上の大規模な駐車
場を有するCSも含まれると解釈させる。
（効果）沿道を移動する運転者の休息の場を提供
できることはもちろんだが、それまで農山村地域
を素通りしていた自動車が停車し、地域にお金を
落とす。同時に地域の雇用も創出する。よって、
地域経済の活性化につながる。また、比較的商店
の少ない農山村地域にとっては、深夜まで営業し
ている生活利便施設としての利用も可能となる。

（問題点）国道など幹線沿いに設置された広い駐車場を有して
いるCSは運転者の休息の場を提供しているが、都市計画法第34
条第8号のいわゆる沿道サービス施設としての開発許可要件に
はCSは含まれておらず、市街化調整区域での新設は原則不可能
である。よって、運転者が農山村地域を運転する際の休憩施設
が少なく、また地域にお金を落とさずに通過してしまう状況で
ある。一方で、農山村地域で深夜まで営業している利便施設が
不足しており、CSの立地を希望する声がある。
（設置の必要性）CSの沿道サービスとしての実質的な役割に鑑
み、当該施設を都市計画法第34条第8号の開発許可要件にする
ことにより、運転者の休息場所の提供および農山村地域の経済
発展が望める。

都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、都
市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければならな
いが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺における
市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化
区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発
行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経て
個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区域の周辺
における市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は
著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又
は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたものなどは現行制度上許
可でき、地域の実情に応じた運用が可能となっており、国土交通省では、技術的助
言として示した開発許可制度運用指針において、画一的な運用でなく地域の実情等
に応じた運用を行うことが望ましいことを示している。
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八戸市

ゼロエミッ
ションとマイ
クログリッド
による八戸地
域再生構想

1131 1131020 121670

補助事業の取得用
地に対する、処分
制限を適用しない
特例条項の設定

補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律施行令第22条ただし書きに規定する
政令で定める場合に、地方自治体による新
エネルギー発電機器設置等、本来の補助事
業を害しない範囲で導入され、かつ社会
的・地域的に価値のあるものについて規定
する。

地方公共団体が、補助事業等により取得した下水
道処理場の用地等を、本来の目的を阻害しない範
囲で、下水道処理から発生するバイオマスエネル
ギーである、メタンガスなどを有効に活用するた
めに、同用地内に発電機器・熱供給機器・近隣地
域への配電設備などを設置する際に、従来の法規
制を緩和し、財産の処分の制限を適用しないもの
とし、もって、市街地における新エネルギー等の
導入を促進する。

現在、独立行政法人NEDOからの委託事業を受け、
新エネルギーのみを利用した実証研究を行ってい
る。この実証研究は、汚水処理から生じたメタン
ガスを用いて熱併給を行い、かつ電力については
近隣へ送電する計画である。この計画に伴い、国
土交通省と協議し、現在は「目的外使用」により
下水処理用地を使用しているが、今後、法に基づ
き補助金返還を要求されれば、発電施設・送電施
設の運用が困難となる。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律第２２条
（財産の処分の制限）
補助事業者等は、補助事業等により取得
し、又は効用の増加した政令で定める財産
を、各省各庁の長の承認を受けないで、補
助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡
し、交換し、貸し付け、又は担保に供して
はならない。ただし、政令で定める場合
は、この限りでない。

補助金等の交付の目的に反し使用等する場合は、個別
に協議をしなければならない。

5,
6

目的外使用承認は公共団体の申請に基づき、補助金により取得した処理場
用地等について、本来の事業を実施する上で支障がない場合に、本来の目
的以外に使用する内容、理由、期間等について個別に審査し承認している
ものであり、承認期間が終了する場合には、承認条件に基づき施設を撤去
することとなる。なお、公共団体が継続使用の申請を行い、継続して使用
することがやむを得ないと判断されれば継続使用が可能である。
　尚、政令の改正については国土交通省の所管ではない。

下水道処理場の用地等について、地域
再生計画が認定された地域において
は、承認を受けないで目的外への使用
を可能とすることができないか、再度検
討し回答されたい。

5,6

目的外使用承認は公共団体の申請に基づ
き、補助金により取得した処理場用地等に
ついて、本来の事業を実施する上で支障が
ない場合に、本来の目的以外に使用する内
容、理由、期間等について個別に審査し承
認しているものであり、承認期間が終了す
る場合には、承認条件に基づき施設を撤去
することとなる。なお、公共団体が継続使
用の申請を行い、継続して使用することが
やむを得ないと判断されれば継続使用が可
能である。
　尚、政令の改正については国土交通省の
所管ではない。

加賀
市、小
松市、
山中町

加賀越前水郷
構想

1235 1235040 121680
水質浄化による自
然環境の再生

生活排水浄化施設整備への助成。　ふるさ
との森づくりへの助成

生活排水浄化施設整備。　ふるさとの森づくりを
拡大し、治山治水と水質浄化、在来水生動植物生
態系の回復。　釣りなど川遊びを通じて水辺環境
学習の推進、環境ボランティアの育成。　環境調
和型農業の普及支援（再掲）

水質汚濁の原因である生活排水の浄化とふるさと
の森づくりを推進する支援措置が必要である。 6

神奈川
県

都市住民と協
働した都市農
業地域の活性
化

1286 1286020 121690
農家以外のものが
生産した農産物の
販売機会の確保

・直売所の整備に対する助成の対象を農家
以外のものにも拡充する。
・学校給食センターを兼ねた農産物加工所
に対する助成
・直売所の設置に関する農地法、都市計画
法、建築基準法の緩和
・果実酒等加工品の製造販売の規制の緩和

農家以外のものが生産した農産物を販売する直売
所の設置
学校給食センターを兼ねた農産物加工所の設置
直売所の特産品として、果実酒等の加工品の販売

・直売所、加工所の施設整備に対する補助事業の
採択要件を緩和することにより柔軟な施策を展開
できる。
・農地法等の規制により直売所等の設置が困難に
なっている。
・酒税法の規制により、果実酒の製造販売が難し
い。

①都市計画法第２９条、第３４条

②建築基準法第４８条、別表第２

①市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、
都市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければなら
ないが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺におけ
る市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街
化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開
発行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経
て個別に許可できることとなっている。

②各地域ごとに建築可能な建築物の範囲又は建築しては
ならない建築物の範囲が定められている。

5

①市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区域の周
辺における市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又
は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又
は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたものなどは現行制度上許
可でき、地域の実情に応じた運用が可能となっており、国土交通省では、技術的助
言として示した開発許可制度運用指針において、画一的な運用でなく地域の実情等
に応じた運用を行うことが望ましいことを示している。

②ご提案の内容が用途地域の関係であれば、建築基準法等の一部を改正する法律
（平成14年法律第85号）により創設された用途緩和型地区計画、地方公共団体の条
例により建築物の用途制限の緩和を定めることができる特別用途地区を活用するこ
とできめ細かく対応可能である。また、個別の建築物について当該用途地域の環境
を害するおそれがないもの等として特定行政庁が認めて許可することによっても対
応可能である。　ただし、安全面や防火面に関しては、建築基準法上の個別の確認
が必要である。

中津江
村

２００海里の
森・サッカー
と笑顔の村づ
くり事業

2061 2061020 121700

補助金交付要綱の
改正（補助事業完
成後の改修工事
等）

道路に係る補助事業完成後においては、村
道、農道、林道その他いずれにおいても、
村長の管理する地域管理道とし、その後生
ずる改良、改修に当たっては、最も効率的
な事業と組み合わせることができることと
する。

（実施内容）　　　　　　　　　　　　　　　村
長が自らが管理する道路について改良改修の必要
が生じたときは、その時々の最も効率的な制度を
利用して事業を実施することができる。
（効果）　　　　　　　　　　　　　　　　現在
は、林道で整備した道路は林業関係の補助事業
で、農道で整備した道路は農業関係の補助事業で
しか、改修できない。この措置により、柔軟な改
修工事が可能となる。

　制度創設の基準を引き継ぐことにより、必ずし
も有利でない事業採択がなされたり、地域に同種
のものが複数設置されたり、事業そのものを断念
したりする例がある。制度に現場を合わせるので
なく、現場に制度を最もよく適用していく観点で
効率のよい事業実施を図るべきである。

道路法第５６条
道路に関する費用の補助
道路整備費の財源等の特例に関する法律第
５条
みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時
交付金）

道路法第８条に基づき、認定された道路であれば、農
道事業や林道事業で整備された後でも、改良や改修は
可能である。

5 道路法の道路として、道路整備が必要な場合、地域からの要望を基に、今
後とも支援していく。

我孫子
市

昭和４５年Ｄ
ＩＤ内都市計
画道路の効果
的な整備

1038 1038010 121710

昭和４５年ＤＩＤ
内都市計画道路国
庫補助採択等の改
善

昭和４５年ＤＩＤ内都市計画道路の補助採
択、申請手続等を道路局所管で一本化す
る。

昭和４５年ＤＩＤ内（既成市街地内）の都市計画
道路整備事業

都市計画道路の補助採択基準は、国土交通省の所管に
かかわらず、同じ内容であるが、実際、都市・地域整
備局と道路局の取扱いに格差が生じ、昭和４５年ＤＩ
Ｄ内都市計画道路の整備が他の都市計画道路と比較し
て遅れている状況にある。
このため、都市計画道路整備事業の補助採択基準、申
請手続等を一本化し、国土交通省道路局の所管とする
ことで、より効果的・効率的に都市計画道路を整備す
ることができる。

○道路法第５６条第１項

○国土交通省都市・地域整備局街路事業・
交通連携推進事業採択基準

○国土交通省道路局所管国庫補助事業採択
基準

○街路事業、道路事業でそれぞれ採択基準に合致する
事業に対して事業を採択、実施 2 Ⅶ

みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）では、平成１６年度よ
り、従来の道路・街路の採択基準に関わらず事業を実施できる等の運用改
善を行うことから、
地域の実情に応じてより柔軟な道路整備が可能となる。また、道路事業・
街路事業を含む計画について手続の一本化を検討中。

石川県

住民主体のま
ちづくりブラ
ンドプロジェ
クト

1055 1055010 121720

道路構造をまちづ
くりの視点で市町
や　まちづくり団
体等と協働で策
定。

道路の技術的な基準として「道路構造令」
が定められているが、その内容を弾力的に
運用することで、「地域の個性を生かした
再生」に必要な道路構造のあり方を検討
し、実現。

構想区域内において、地域の個性を生かしたまち
づくりの実現に必要な道路構造を、市町やまちづ
くり団体等と協働で策定し、使い勝手のよい公共
施設整備を推進する。（例：縁石の全区間フラッ
ト化により、道路全幅を利用したイベントの実施
等）

道路構造令（運用･解説）には、歩道は縁石等で
物理的に分離するものとされているが、例えば
連続的に縁石で分離した場合、道路を活用したイ
ベントの開催等に支障となる場合がある。歩行者
の安全性を確保した上で、道路空間の有効活用が
できるような構造とすれば、地域の独自性魅力の
発現に資するものとなる。

道路構造令（政令） 道路構造令第２条第１項（歩道の定義） 5

・道路構造令の規定は項目毎に最小値で規定されるもの、標準値で規定さ
れるもの、やむを得ない場合に採用する特例規定などがあり、当該道路の
道路管理者がこの様な規定を弾力的に運用するなど地域に応じた道路づく
りを推進することが可能である。
・道路構造令第２条第１号において歩道は「縁石線又はさくその他これに
類する工作物により区画して設けられる部分」と規定されている。また、
道路の歩行者の数が少ない場合などは、安全性を確保した上で、歩道を設
けず車道外側線の外側の部分（路側帯）を歩行者の利用空間として活用す
ること等も可能である。

福井県
有料道路早期
無料化推進構
想

1091 1091010 121730
債務償還前の有料
道路無料化

有料道路の料金徴収期間の変更（無料化）
に係る国の許可要件（債務の一括償還）の
緩和

早期に無料化が図られることにより、県民の利便
性向上、交流人口の増加等による地域の活性化が
促進する。

債務の償還が残っている有料道路の無料化につい
ては、債務の完済が条件となっており、実施が困
難である。

道路整備特別措置法第７条の１２、同法施行
令第２条

有料道路は料金収入により当該道路の新設、改築、維持
修繕等に要する費用を償う（償還主義）。早期無料化の場
合、料金収入がなくなるのであるから、道路の引継を受け
る県は公社が当該道路の債務を償還できるように措置し
なければならない。

5
当該道路とともに残債務を県が引き継ぐことが担保されれ
ば、有料道路の債務は一括償還されるので早期無料化は可能
である。

三春町
中心市街地の
活性化による
地域再生

1099 1099020 121740

駐車場整備に関す
る補助制度の補助
対象率、補助率
アップ及び採択基
準の緩和

33に掲げたような駐車場整備に関する各補
助制度について、補助対象率及び補助率の
アップ及び採択基準の緩和（中心市街地活
性化及び中心市街地（マチ）と町周辺部
（ムラ）の交流促進目的での利用を可能と
する形での緩和）

中心市街地における駐車場整備を実施する。滝桜の開
花時には３０万人以上の観光客があるが、中心市街地
への入り込み数は２万人に満たず、流入率は４％台と
なっており、観光資源を有効に地域経済活性化に生か
しているといえない状況にある。この原因の一つに中
心市街地における駐車場不足がある。したがって、こ
の問題を解決し、中心市街地への観光客の流入率を向
上させるために実施する。また、公共交通網の整備が
十分とはいえない本町においては、自動車が主要な交
通手段となっている。そのため、中心市街地（マチ）
と町周辺部（ムラ）の交流を再構築するためにも中心
市街地における駐車場整備は不可欠である。
大都市部では民間による駐車場整備がなされている
が、本町のような人口が２万人に満たない地方小都市
においては、行政による公共駐車場整備が必須であ
る。

駐車場整備に関する各補助制度については、補助
対象率及び補助率が低く、現在の町の極めて厳し
い財政状況においては利用が困難である。また、
それらの採択基準には「人口要件」や「鉄道駅近
くで整備されるパークアンドライドのための公共
駐車場」といった採択基準があり本町では利用で
きない。したがって、補助対象率及び補助率の
アップ並びに採択要件の緩和を提案する。

交通安全施設等整備事業の推進に関する法
律
第2条第3項、第6条第1項

交通安全施設等整備事業の推進に関する法
律施行令
第1条第3項

交通結節点改善事業実施要綱

都市再生推進事業制度要綱

安全かつ円滑な道路交通の確保を図るため、緊急に安
全を確保する必要がある道路において、特定交通安全
施設等整備事業により、自動車駐車場に対して1/2の補
助を行っている。

交通結節点改善事業により鉄道駅等の周辺における駅
前広場、アクセス道路等の一体的整備を支援

都市再生交通拠点整備事業により一定の地区において
実施される駐車場整備を支援

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創
設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。

小松市
中小企業の土
地の有効活用
構想

1102 1102010 121750

中小企業の一体的
な土地利用の促
進、併せて企業育
成支援

交通量の少ない市町村道において、国道、
県道並に規制する事は、周辺地域にとつて
も事故防止の観点からも十分とは言えな
い､よつて､施策の利便性の向上を求めた
い。

全国でも中小企業にあつては道路を挟んで､事務
所と､工場が立地しているケースが多々あると思
われる､事業所としては､上空に通路を設ける事に
より一体的な利用が図られ､又､地域にとつても､
従業員､物品等が道路を横断する事も少なくなり､
事故防止にも寄与すると考えられる。

現行法では、１企業での上空占用の許可について
はかなりハードルの高いものがある、道路の交通
量によつて規制を緩和する事により､事業所の利
便性､作業効率等に寄与する

建築基準法第44条、同法施行令第145
条、道路法第32条

建築物は、道路内に、又は道路に突き出して建築
してはならない。
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続
して道路を使用しようとする場合においては、道
路管理者の許可を受けなければならない。

5

現行制度において、多人数の通行又は多量の物品の運搬の用途に供
する渡り廊下等で道路の交通の緩和に寄与するものは、特定行政庁
及び道路管理者の許可を得ることにより道路の上空に設けることが
でき、ご提案の道路上空通路の設置についても、法令により特定行
政庁及び道路管理者である小松市当局がその可否を判断するもので
ある。
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保原町
都市再開発に
よる地域再生
計画

1106 1106010 121760
道の駅設置基準の
利便性の向上

　既存の道の駅との設置位置・交通量、ま
た施設整備等の採択基準の緩和

「まちなか道の駅」を主とした都市再開発事業
・公共交通機関（乗合バス）の衰退による車社会
への対応
・高齢者への福祉向上
・街中の賑わい創造

　現在の「道の駅」は町の核として利用されてい
るが、全国一律的な形態である。鉄道の駅のよう
に新たな顔として、地域の実情や独自性を取り入
れ、まちなかの活性化に寄与できる採択基準を設
けて欲しい。

建設省道企第１９号（平成5年2月23日付） 設置要件に地域を限定する規定は設けていない。 5 設置要件に地域を限定する規定は設けていないので「道の駅」の登録要件
に合致していれば「道の駅」として登録可能である。

滝根町

「あぶくま洞
（鍾乳洞）」
を核とした活
力ある観光地
づくり

1137 1137030 121770
「道の駅」設置要
件等の緩和

　国道や県道に限られている「道の駅」設
置要件を緩和する。
　また、「道の駅」整備において、道路管
理者が施設整備する範囲を拡大する。

　町の観光施設である「あぶくま洞」に続く町道
に「道の駅」を設置し、観光客の憩いの場、地域
情報の発信、都市と農山村の交流を促進する。

　国道や県道以外の道路は「道の駅」整備の対象
地とならない。
　また、道路管理者が整備するのは駐車場・トイ
レ等で、地域情報施設や交流施設は市町村等が整
備することとなっている。

建設省道企第１９号（平成5年2月23日付） 設置要件に明確な路線要件は設けていない 5,8

設置要件に明確な路線要件は設けていないので「道の駅」の登録要件に合
致していれば「道の駅」として登録可能である。
なお、道路管理者が施設整備する範囲を拡大することについては、「地域
再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５年１２
月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設な
ど、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため、今般の提
案募集の対象外である考える。

滝根町

「あぶくま洞
（鍾乳洞）」
を核とした活
力ある観光地
づくり

1137 1137050 121780
国際化に対応した
標識設置補助制度
の統一化

　市町村が設置する標識・案内板等の道路
占用許可の許可期限を緩和する。
　道路構造令によらない、国際化に対応し
た標識設置を補助対象とする。

　案内板等の設置手続に利便性が生まれる。
　国際化に対応した英語・韓国語・中国語表記の
標識・案内板を設置する。

　道路占用許可が切れるたびに更新手続が必要に
なっている。
　地方は国際化に対応した案内標識が整備されて
おらず、観光振興に大きな遅れをとっている。

道路法第３２条第１項

・道路標識 区画線及び道路標示に関する

道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して
道路を使用しようとする場合においては、道路管理者
の許可を受けなければならない。

標識令により標識の様式を規定

5

5

標識等の占用の期間は５年以内と定められているが、当該占用を継続できない特別
な理由がない限り、原則として更新することとしている。更新手続についても、当
初の設置時と変更のない物件は、当初の占用許可申請時の図面を活用する等、簡便
なものとしている。

・標識令中に、ローマ字以外の外国語の表記を否定する規定はないが、視認性等の
観点から、車両系の案内標識（自動車の運転中に視認する案内標識類）への他の外
国語の標記は、基本的に適切でないと考えている。なお、視認性の問題が生じにく
い歩行者系の案内標識では、地図を付置した「著名地点」を示す案内標識におい
て、地域性等を勘案して必要に応じて他の外国語での案内を行うことが適切と考え
ている。

山梨市
生活道路再生
構想

1144 1144010 121790
国庫補助事業(道
路）の採択基準の
緩和

国庫補助事業(道路）の採択基準を生活関
連道路にも対応できる採択基準の緩和。

臨時道路整備事業の「事業費は年間
100,000千円、道路規格３種４級（幅員８
ｍ）、交通量500～1,500台、DID地区外」
を「事業費年間10,000千円、道路規格３種
５級（５ｍ）、交通量500台以上、DID地区
も該当」に規制緩和

老朽化した道路に対する補修補助事業に対
する採択基準の緩和。

舗装補修事業の「事業費60,000千円、車道
幅員5.5ｍ以上、交通量3,000台以上」を
「事業費10,000千円、車道幅員5.0ｍ以
下、交通量1,000台以上

道路改良や舗装補修しようとする５m幅員の道路
を補助対象とすることにより、高齢者や障害者に
やさしい安全な道路づくりが推進できる。生活密
着型道路への事業の推進により、まちの活性化を
図る。

５mの道路改良や舗装補修は単独事業で整備をし
ているため、最低限の道路整備を余儀なくされて
います。そのため、採択基準の緩和がされれば、
高齢者や障害者にやさしい安全な道路づくりが推
進できる。また、DID地区への補助事業が導入さ
れると、DID地区の生活道路の整備が促進され
る。

○道路整備費の財源等の特例に関する法律
第５条第１項

○緊急地方道路整備事業（みちづくり交付
金事業（地方道路整備臨時交付金））につ
いて

○道路法第５６条第１項

○国土交通省道路局所管国庫補助事業採択
基準

○交通安全施設等整備事業により歩道の段差解消や視
覚障害者ブロックの設置等バリアフリーの推進に係る
整備について補助を実施。

○みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）
では、地域の課題に対応して、一定の地域で一体的に
行われる事業に対して交付金を交付する。

○舗装補修事業（地方道）：路面の損傷状態が甚だし
く、車道幅員５．５ｍ以上、日交通量が概ね3,000台／
日以上のもので１工区あたりの全体事業規模が６千万
円以上のものについて採択。

2,
5
Ⅴ

○舗装補修事業に係る補助事業は、平成16年度より廃止。

○みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）による事業（道路整
備費の財源等の特例に関する法律第５条）として、対象事業の目的に合致
するものであれば、現行制度でも補修事業は実施可能。また、採択基準は
H15年度まで全体事業費１億円であったが、H16年度より目標達成型につい
ては下限を撤廃する。

標津町

地域の産業や
自然環境を活
用した、都市
住民との交流
推進事業

1156 1156040 121800

遊漁利用等、漁港
区域内への直通直
轄整備補助採択の
優先支援

漁港内の整備に伴い、港内道が整備される
予定であるが、漁港利用の一層の利便性向
上を目的として、連絡道整備を計画してい
るが、町道としての整備予定であるため、
優先的な支援措置を願いたい。

都市住民との交流において、漁業などの産業活動
の利用や、遊漁等が大きなウエイトを占めるが、
そうしたエリアへの話引等便宜を図ることによ
る、一層の事業推進に努める。

エリア内の活発な利用を図る上からも、早期の着
手が必要である。

○道路整備費の財源等の特例に関する法律
第５条第１項

○緊急地方道路整備事業（みちづくり交付
金事業（地方道路整備臨時交付金））につ
いて

○みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）
では、地域の課題に対応して、一定の地域で一体的に
行われる事業に対して交付金を交付する。

8
個別事業の要望については、今般の提案募集の対象外であると考える。
なお、地域の課題に対応した拠点整備にあわせ、周辺道路の整備を集中的
に行う必要がある場合などに、みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時
交付金）を活用することで、このような地域が連携して実施する事業の支
援が現行制度でも可能

岐阜県
美濃ミュージ
アム街道

1161 1161010 121810
高速道路料金体系
の見直し

　高速道路を利用した回遊的観光を確立す
るため、高速自動車国道及びそれに接続す
る一般有料道路の料金体系に鉄道等では既
に実施されている途中下車の制度を創設す
る。
　このため、一定距離（例：１００ｋｍ）
以上の利用者に対し、途中下車を認め、イ
ンターチェンジを出た後再度高速を利用し
た場合、新たなターミナルチャージの賦課
の回避、長距離割引の継続を認める。

(1) ＥＴＣ活用による、途中下車を認める
料金賦課システムの開発、運用。

(2) 前払い式のフリーカード（鉄道の周遊
券相当）の発売

途中下車制度をインセンティブとし、高速道路を
積極的に利用する観光ツアーの造成及び広報を行
うことで、高速道路利用者を増加させ、美濃
ミュージアム街道への観光入り込み客を増大させ
る。

途中下車制度がない現状では、高速道路を利用し
て観光地巡りを行おうとすれば、インターチェン
ジを出れば長距離割引の打ち切り、入れば新たな
ターミナルチャージの課金が発生するため、その
コスト負担に対する割高感から、観光ツアーの造
成に支障を来している。

道路整備特別措置法第２条の４、第１１条
道路整備特別措置法施行令第１条の５、第
１条の６

高速自動車国道の料金については、道路整備特別措置
法第１１条により「新設、改築その他の管理に要する
費用で政令（施行令第１条の５）で定めるものを償う
ものであり、かつ、公正妥当なものでなければならな
い。」とされている。

5

　高速道路を利用した回遊的観光の確立を図ること等を目的としたものと
しては、地元自治体の発意の下で、一定の周遊エリアを乗り放題とする
「高速道路料金スーパー割引チケット」を発売しているところである。
　また、ＥＴＣ活用による、途中下車を認める料金賦課システムの開発、
運用については、高速料金は事前には目的地を明らかにできないため、料
金システムの運用上、現状では困難であるが、日本道路公団民営化の一環
として検討する。
　高速道路料金については、今後も引き続き、多様で弾力的な料金施策に
かかる取り組みを進める。

岐阜県
美濃ミュージ
アム街道

1161 1161030 121820

ハイウェイオアシ
スを一般道路利用
者が利用できるよ
う解放

河川環境楽園は、県内外から多くの利用が
ある。しかし、一般道からの入園が多く、
一般駐車場は休日満車であるが、隣接する
ハイウェイオアシスは、休日においても駐
車スペースに余裕がある。ハイウェイオア
シスを一般道路利用者が利用できるように
改善。

広いハイウェイオアシスの一部駐車エリアを一般
駐車場として再整備することが駐車場の有効利用
につながる。

河川環境楽園の利用促進（県民等へのサービス向
上と地域活性化）

「SA・PAを活用した地域拠点整備事業推進
要綱（案）」の取扱について

・市町村が都道府県道路管理者等と連携して、SA・PA
を中心とした区域の土地利用、施設の整備等に関する
計画を策定し公表。

5 現在高速道路側の駐車場の一部を一般道路側の利用者が利用できるよう、
県及び地方整備局、道路公団にて調整中。

釜石市
環境産業を核
とした釜石の
再生構想

1185 1185070 121830
栗橋２３号線道路
改良事業

　当該路線は、主要地方道釜石遠野線から
栗橋28号線を経て遠野市に到る路線である
が、周辺の広大な高原の有効活用及び近隣
市町村との経済交流に資することから整備
を図るものである。

全体延長　3,275ｍ　幅員7ｍ（5.5）
全体事業費5億5千万円
事業期間　平成17年度～平成21年度

地方道路整備臨時交付金の対象事業費は下限5億
円となっているので、その全体事業費の平均の下
限額の緩和を要望する。

○道路整備費の財源等の特例に関する法律
第５条第１項

○緊急地方道路整備事業（みちづくり交付
金事業（地方道路整備臨時交付金））につ
いて

○みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）
では、地域の課題に対応して、一定の地域で一体的に
行われる事業に対して交付金を交付する。

2 Ⅴ
○平成16年度より、個別事業内容の事前審査から対象事業の目標達成度に
対する事後評価に転換することとしており、御指摘の全体事業費の下限値
の要件についても目標達成型については廃止する。

愛知県
新城市

ＤＯＳ地域再
生
プラン

（Do outdoor
sports）

1236 1236030 121840

自然と歴史にこだ
わった魅力的なア
ウトドアスポーツ
活動空間の提供

各省庁の施策（林道整備・農道整備・観光
地の遊歩道）を弾力的に運用することに
よってアウトドアスポーツの条件整備を実
施

パラグライダーの発着・着陸場所や、ラリー・モ
トクロス等のコースなどのアウトドアスポーツの
条件整備する。

国県補助で実施した林道等の目的外使用の容認
と、更なる整備。 6

平田村

平田ICを活用
した地域活性･
交流促進事業
構想

1271 1271050 121850

道路管理者外の道
路用地内の建築物･
工作物等の設置に
係る許認可要件の
緩和

立体道路制度(道路法･都市計画法･建築基
準法)の活用や区分所有権等の権原の取得
によって道路管理者外の道路用地内におけ
る建築物･工作物の設置が可能だが、平田
村の都市計画区域(用途指定･未線引き)に
おける道路占用許可、または区分所有権等
の手続きをとるにあたって、その許認可要
件を緩和する。

「あぶくま高原ファミリー牧場」では、畜舎や管
理棟、物品販売(仮設テント等）を整備し、村民
が有する酪農技術を活用した羊などの飼育と地場
産品の開発･販売を行い、あわせてその体験イベ
ントを実施して、地域活性化や広域交流を促進す
るものです。
また、一般的に植栽して維持管理することが一般
的であるインターランプ内用地において他の目的
に使う例は非常に稀であるため、平田IC整備のイ
ンパクトを広くアピールすることができます。

植栽することが一般的なインターランプ内用地だ
が、それ以外の用途に使うには非常に難しいた
め、許認可要件を緩和していただきたい。

道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続し
て道路を使用しようとする場合においては、道路管理
者の許可を受けなければならない。

5
　ご提案のインターランプ内用地は、道路区域の土地であるので、道路法
第３２条第１項各号に掲げられる占用物件が設置可能であり、ご提案のテ
ント等の設置等についても、検討する余地がある。
　なお、個別の取扱いについては、道路管理者である福島県当局と相談し
ていただきたい。
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千葉県
「安房自然学
校」の推進構
想

1305 1305010 121860
補助事業の統合
（パッケージ化）

次のような補助事業〔例示〕のパッケージ
化を図り、総合的、一体的な事業実施を可
能にする。

○パッケージ化する補助事業〔例示〕
〔国土交通省関連〕
①都市地方連携型地域再生プロジェクト推
進事業
　
〔農林水産省関連〕
②新グリーン・ツーリズム総合推進対策の
うち地域連携システム整備事業、やすらぎ
空間整備事業
③子どもたちの農業・農村体験学習推進事
業

〔文部科学省関連〕
④青少年長期自然体験活動推進事業
⑤省庁連携子ども体験型環境学習推進事業

等

安房地域全域を対象に案内標識の整備、道の駅の
活用・連携、体験交流施設の整備、インストラク
ターの養成、など広域的、一体的に取り組むこと
により、自然体験型観光の一大ゾーンの形成促進
を図るとともに、ふるさと空間づくりの推進を総
合的に進め、交流人口の恒常的な拡大、観光産業
の発展、ひいては地域経済の活性化及び雇用創出
を図る。

○道の駅の活用・連携
　〔国土交通省〕
　①都市地方連携型地域再生プロジェクト推進事
業

○体験交流施設の整備
　〔農林水産省〕
　②地域連携システム整備事業

○インストラクターの養成
　〔農林水産省〕
　③子どもたちの農業・農村体験学習推進事業
　〔文部科学省〕
　④青少年長期自然体験活動推進事業
　⑤省庁連携子ども体験型環境学習推進事業

安房地域では、現在、市町村合併の協議が進めら
れており、広域的、総合的な取組と展開が必要と
なっている。また、補助事業は個々独立している
ため、同様な補助対象要件（協議会の設置や計画
づくり等）が求められている場合にも、個々に対
応していかなければならない。

都市地方連携推進事業実施要綱
　都市地方連携推進事業は、平成１５年度に創設さ
れ、都市と農山漁村の市町村や住民等が連携して取り
組む先導的な交流事業を支援している。

3
　都市地方連携推進事業は、都市と農山漁村等が共同してプログラムを策
定し、双方の地域の活性化を図ることを目的とした事業であり、他制度と
は目的や期待する効果等が異なるため、事業のパッケージ化は不可能であ
る。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 3

　都市地方連携推進事業は、都市と農山
漁村等が共同してプログラムを策定し、双
方の地域の活性化を図ることを目的とした
事業であり、他制度とは目的や期待する
効果等が異なるため、事業のパッケージ
化は不可能である。

飯山市

地域の宝を活
かす賑わい創
出・旅産業お
こし

1311 1311060 121870

・イベント開催時
における道路：河
川使用許可等の簡
素化

・地域の宝を活かしたイベント開催におい
て道路：河川使用許可等の簡素化をお願い
したい。

・各地区での祭り、あるいは河を使ったイベン
ト、市でおこなうイベントなどで道路又は河川を
使用するさいの許可申請の簡素化をお願いした
い。

・イベント開催において道路使用、あるいは河川
使用のためには多くの煩雑なそして期間のかかる
許可が必要であるが、地域イベントを開催し、交
流人口を拡大するためには、緩和が必要。

道路法第３２条第１項

河川法第２４条、河川敷地占用許可準則第
１５

道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して
道路を使用しようとする場合においては、道路管理者
の許可を受けなければならない。

河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権限に
基づき管理する土地を除く。）を占用しようとする者
は、河川管理者の許可を受けなければならない。

2

5
Ⅴ

地域活性化等の観点から行われるイベント等の実施に伴う道路占用の円滑化に資する
よう、全国における道路占用許可を伴う路上イベント等に関する事例調査から得られた
様々な工夫方策等を、平成１５年度中に周知する予定である。
　さらに、地域の合意に基づいて街の賑わいに資する多様な活動が可能となるよう、一層
弾力的な許可の運用が図られるための措置を今後講ずることとする。

花火大会等の季節的な行事やイベントの開催のための一時的な河川敷地の占用につい
ては、河川敷地占用許可準則第１５に規定されている一時占用許可として、通常の占用
許可手続よりも簡素化を図っているところです。なお、占用許可に係る標準処理期間につ
いては、現行概ね３ヶ月を目安としているところであるが、地域再生区域においてはその
趣旨、目的に鑑み、できるだけ早く処理できるようその短縮化に努めることとします。

会津若
松市
郡山市
北塩原
村
磐梯町
猪苗代
町
河東町
（磐梯
高原広
域サイ
ン計画
策定・
推進協
議会）

磐梯高原美し
い景観形成
～磐梯高原広
域サイン整備
構想～

1351 1351010 121880

道路法に基づく道
路標識等の設置基
準及び占用許可基
準の緩和

道路法の道路標識の設置基準と道路占用基
準を緩和し、道路管理者が設置する案内標
識と地域案内・誘導サインを一体的に整備
ができるようにするとともに、来訪者に
とって視認性が高い位置に案内・誘導サイ
ンを設置できるようにして頂きたい。

道路標識及び地域案内・誘導サインを一体的に整
備するとともに、当該標識・サインをより視認性
の高い位置に設置することにより、当該景観地域
の観光情報等を適切に整備し、世界に誇れる景観
の保持と周遊性を高めた観光資源の効果的な利用
を推進させ、地域の活性化を図る。

道路案内標識と案内・誘導サインは、それぞれ独
立した設置がなされており、道路案内標識から離
れた位置に案内・誘導サインを設置しているため
に、統一した案内・誘導が難しい現状がある。
また、道路敷地内に道路占用許可により案内・誘
導サインを設置する場合、道路案内標識と離れた
場所に設置せざるを得ない状況であり、車での来
訪者にとって視認性の低い歩道外側等にサインを
設置しなければならない。国際的な観光地とし
て、来訪者に分かり易く視認性の高い案内・誘導
サインを整備するためには、これらの設置及び許
可の基準を緩和して頂き、統一的で視認性の高い
サイン整備を図る必要がある。

道路標識、区画線及び道路標示に関す
る命令（通称　標識令）

道路法第３２条第１項

標識令により標識の様式を規定

道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続
して道路を使用しようとする場合においては、道
路管理者の許可を受けなければならない。

5

5

標識令は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るた
め、統一的な整備を行う上で必要な事項について定めたものであ
る。

ご提案にある地域案内・誘導サインを道路上に占用許可によって設
置することは、現行でも可能である。

古殿町
流鏑馬の里づ
くりによる地
域再生計画

1364 1364020 121890
国、県道案内標識
の記載事項の規制
緩和

　現在、地名、地域の名称のみの表示しか
認められていないが、流鏑馬のPRの促進の
ため流鏑馬のイメージデザイン等の表示を
可能とする。

　現在、地名、地域の名称のみの表示しか認めら
れていないが、流鏑馬のPRの促進のため流鏑馬の
イメージデザイン等の表示を可能とする。

　視認性良好の国、県道案内標識にPRのための流
鏑馬のイメージデザイン等を記載することにより
効果的かつ効率的にPRすることができるため。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命
令（通称　標識令）

標識令により案内標識の様式等を規定 5

標識令別表第二備考一（一）５において、「案内標識の標示板の文字に
は、地名、路線番号、道路の通称名又は公共施設等の名称のいずれかを用
いることができ、当該標示板の文字に公共施設等の名称を用いた場合にお
いて必要があるときは、当該標示板に公共施設等の形状を表す記号を表示
することができる。」こととするなど、絵文字（ピクトグラム）の表示を
可能としている。
道路法第４５条第２項の規定により、道路管理者は「道路の構造を保全
し、又は交通の安全と円滑を図るため」に道路標識を設置するものであ
り、公共施設等の案内を円滑にすることが目的であり、観光資源のＰＲを
目的とするものではないことに留意していただきたい。

日立市

既存の社会資
本を活用した
交通渋滞緩和
策

1372 1372010 121900

車道幅員を最小化
し、現道幅員の有
効活用による渋滞
緩和

国土交通省が所管する国道について、道路
構造令第５条の４に規定される車道幅員の
弾力的な運用により、現道幅員のまま車道
３車線化を図る。

道路構造令第５条の４に規定されている車道幅員
について、３ｍを採用、かつ路肩０.２５ｍと
し、道路全幅員１０ｍ以内で車道３車線化を図
る。
（市役所前国道6号の車道幅員１２ｍ）
※車道（3.25ｍ＋3.25ｍ）＋3.25ｍ
　＋路肩（0.75ｍ+0.75ｍ）＝11.25ｍ
を基本とするが。狭小幅員区間は車道３ｍ、路肩
0.25ｍを採用

都市部一般国道は道路構造令の規定では第４種第
１級とされ、標準車道は３.２５ｍであるが、こ
れを３ｍとする。

道路構造令（政令） 道路構造令第５条第４項で車道の幅員を規定 5

道路構造令第５条第４項に定める車線の幅員は、道路の種級別に想定する設計速度
に応じて、車両の物理的幅員にすれ違い等に必要な余裕幅を加えて定めたものであ
る。ただし、地形の状況等やむをえない場合において、一級下の道路区分を採用す
る（道路構造令第３条第２項）ことにより第４種第２級の車道幅員３ｍを採用する
ことや、歩道等を設ける道路にあって支障がない場合においては路肩を設けない、
または縮小する（道路構造令第８条第７項）などの運用を行うことが可能である。
しかし、当該道路の利用状況、大型車混入率、交差点の配置など様々な条件を考慮
して道路の計画を行うべきであり、単に構造令の規定上採用が可能であるというだ
けで、安易に特例値等を多用した規格の道路を計画すべきでなく、地域の状況に応
じた適切な幅員とすることが必要である。

日立市

既存の社会資
本を活用した
交通渋滞緩和
策

1372 1372020 121910
高速道路の有効活
用による市内交通
渋滞の緩和

市内一般国道の渋滞に対し、常磐自動車の
交通量はさほど多くない。
標準的な高速道路の計画交通量は48,000台
/日であるが常磐自動車道における現在の
交通量は、約25,000台／日である。そのた
め、料金割引制度を導入し、一般国道の車
両を迂回させる。

高速自動車国道法及び道路整備特別措置法により
定められている、割引制度の運用基準の緩和を図
り、高速道路の利用を増加させる。
定期券導入に当たってはJRの割引率に準拠。
（6ヶ月間定期は、約6割引）

常磐自動車道の日立市内区間に回数券導入。
同区間に、定期券制度創設。
同区間にポイント制度導入（または、別納割引の
低額利用者への拡大）

道路整備特別措置法第２条の４、第１１条
道路整備特別措置法施行令第１条の５、第
１条の６

高速自動車国道の料金については、道路整備特別措置
法第１１条により「新設、改築その他の管理に要する
費用で政令（施行令第１条の５）で定めるものを償う
ものであり、かつ、公正妥当なものでなければならな
い。」とされている。

5
沿道環境改善や渋滞緩和、交通安全対策などを推進することを目的とした
弾力的な料金設定の実施に向けて、地方からの提案により有料道路の料金
に係る社会実験を行っている。

山形県
やまがた産業
ルネッサンス
プラン

1385 1385060 121920

国土交通省の光
ファイバ開放手続
きの簡素化並びに
開放区間の拡大

河川・道路管理用光ファイバの開放につい
ては、毎年国土交通省において開放区間を
定め、年間1回の申込期間に受付、申込者
間の調整、開放決定を行っているところで
ある。その手続き等について簡素化・迅速
化並びに解放区間の拡大を要望するもの。

携帯電話の鉄塔から電気通信事業者の情報通信網
までの通信回線について、国土交通省の光ファイ
バ（道路）を借り受け、不感解消を図るもの。

携帯電話の不感解消は通信事業者単独によるも
の、国庫補助事業（総務省）を活用したものがあ
るが、不採算地域においては補助事業を活用して
も事業者の参入が得られない。今回、国土交通省
の光ファイバを活用することにより、通信回線確
保に係る初期費用・維持費用の削減が図られるこ
とから、事業者の参入の得られる見込みとなった
が、申し込み時期が限定されていること、開放決
定まで約半年の時間が必要になることから、手続
きの簡素化・迅速化を要望するもの。また、ダム
管理用光ファイバについても解放区間にしていた
だければ、なお一層今後の不感エリア解消が図ら
れるため、併せて要望する。

平成１４年度から国の管理する河川・道路管理用光
ファイバーのうち、当面利用予定のないものについ
て、第一種電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者、
国、地方公共団体に対して開放している。毎年６月頃
に開放する区間を公表し、９月に利用申込みの受付け
をしたのち、兼用工作物管理協定の締結、占用許可・
工事手続きを経て、接続工事の開始となる。

2 Ⅶ

現在、９月に２週間程度の申込み期間を設定しているが、利用者の要望に応えるため、平成１
６年度の開放から申込み期間を拡大する方向で検討しているところ。
また、現在開放区間の公表から開放決定まで約半年間要しているが、このうち開放区間の公表
から説明会開催までの１ヶ月、説明会後の事前照会期間の１ヶ月については、制度の趣旨、利
用条件等の周知も含めた期間であり、制度の運用が３年目をむかえる平成１６年度はこれらの
期間を短縮する方向で検討している。
なお、ダム管理用光ファイバーについては、ダム管理用の必要最小限のものが設置され、空き
芯が無く一般開放は困難である。

25/80



12 国土交通省 再検討要請

玉名市
新幹線新玉名
駅（仮称）周
辺整備構想

2046 2046020 121930
道路事業（交通結
節点事業）の採択
基準の緩和

道路事業（交通結節点事業）の採択基準の
緩和。

　駅周辺整備においてアプローチ道路、駅前広
場、駐車場の整備を要するが、道路事業（交通結
節点事業）の採択基準は、駅乗降客１日５，００
０人以上となっている。
　新幹線新玉名駅（仮称）では、予測値が１日最
大で３，９００人と予想しており現状では補助の
対象にならない。需要予想が難しい新幹線新玉名
駅（仮称）に対しては、地域指定により緩和策を
講じていただき早期に整備を図り民間活力を活か
したまちづくりを行なう。

　道路事業（交通結節点事業）の採択基準は、駅
乗降客１日５，０００人以上となっている。新幹
線新玉名駅（仮称）では、予測値が１日最大で
３，９００人と予想しており現状では補助の対象
にならない。需要予想が難しい新幹線新玉名駅
（仮称）に対しては、地域指定により緩和策を講
じていただき早期建設を図るため。

・交通結節点改善事業実施要綱
・道路整備費の財源等の特例に関する法律
第５条第１項
・緊急地方道整備事業（みちづくり交付金
事業（地方道路整備臨時交付金））につい
て

交通結節点改善事業により鉄道駅等の周辺における駅
前広場、アクセス道路等の一体的整備を支援
・みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）
では、地域の課題に対応して、一定の地域で一体的に
行われる事業に対して交付金を交付する。

5

交通結節点改善事業の採択基準を下回る場合でも、地域の課題に対応した拠点整備
にあわせ、周辺道路の整備を集中的に行う必要がある場合などにみちづくり交付金
事業（地方道路整備臨時交付金）を活用することで、このような集中的な施設整備
の支援が現行制度でも可能
なお、平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとで提案と同様の施設
整備について、まちづくり交付金（平成１６年度創設予定）において対応可能とな
る見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市町村事業
を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細は検討中。

三重県
観光による地
域再生

2058 2058060 121940
道路占用許可、道
路使用許可の弾力
化

特定の地域について観光振興を目的とした
まちの景観形成を促進するため道路占用許
可申請(道路法32条関係)および道路使用許
可（道路交通法第７７条）について両手続
きの統合、届け出制への移行などの簡素合
理化を行う。

街路のオープンカフェ化やフィルムコミッション
活動の活性化等を行う。

県内には地元の合意のもと古い町並みを残し、優
れた景観の形成に努力している地域が数多くある
が、道路の占有が規制されているため街路を町並
みの一部として活用することが難しく、自由な発
想に基づく地元の取組の妨げとなっているため。

道路法第３２条第１項、同条第４項

○道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続し
て道路を使用しようとする場合においては、道路管理
者の許可を受けなければならない。

○同条第４項
　道路占用許可に係る行為が道路使用許可を受けなけ
ればならないものである場合においては、道路占用許
可に係る申請書の提出は、当該地域を管轄している警
察署長を経由して行うことができる。

2 Ⅴ
　道路占用許可と道路使用許可の両方が必要な場合については、申請書を
一方の窓口に一括して提出できる制度の運用を促進させるなどして、一層
の簡素合理化を進めることとする。

兵庫
県・
西宮市

芸術文化あふ
れるまちづく
り構想

2099 2099090 121950
公共空間の活用の
円滑化

道路使用許可申請、道路占用許可申請及び
飲食店営業許可申請等の容易化・迅速化等
の支援

駅前広場、歩道、公園等の公共空間におけるパ
フォーマンス、パレード、ミニコンサート等のイ
ベント実施

街なかの公共空間を有効活用し、地域に賑わいの
創出と芸術文化の振興に役立てる。

道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続し
て道路を使用しようとする場合においては、道路管理
者の許可を受けなければならない。

2 Ⅴ

　地域活性化等の観点から行われるイベント等の実施に伴う道路占用の円
滑化に資するよう、全国における道路占用許可を伴う路上イベント等に関
する事例調査から得られた様々な工夫方策等を、平成１５年度中に周知す
る予定である。
　さらに、地域の合意に基づいて街の賑わいに資する多様な活動が可能と
なるよう、一層弾力的な許可の運用が図られるための措置を今後講ずるこ
ととする。

兵庫
県・
篠山市

陶芸文化の郷
づくり構想

2100 2100040 121960
道路標識等の様式
の多様化

道路標識のうち、著名地点を示す案内標識
について、地域の個性・特色に応じた標識
の設置を認める。

地域内を地域の個性・特色を反映した案内標識の
統一

地域内を地域の個性・特色を反映した案内標識で
統一することにより、地域固有のブランドイメー
ジの創出・強化が図れ、地域のまちづくりが活性
化される。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命
令（通称　標識令）

標識令により案内標識の様式等を規定 5
標識令別表第二備考一（一）１１において「公共施設の形状等を表す記号
を表示することができる」、同１３において「当該案内標識の位置及び表
示する必要のある立体横断施設その他の施設の位置を表示する地図を付置
することができる」としており、地域に応じた案内標識を整備することが
可能である。

愛媛県 しまなみ海道
住民参加の手
づくり観光振
興（観光・交
流・まちづく
り）構想

2151 2151020

121970

イベント等による
賑わいの創出

○イベント開催時の道路（自動車専用道路
を含む。）や海岸・河川占用の申請の簡略
化
○フィルムコミッション推進のため、自動
車専用道路上での停車禁止除外や自然公園
区域内の自然海浜・河川区域内にロケセッ
ト（仮設構築物）を設置する際の許可基準
の緩和

[具体的な取組み］
○道路（自動車専用道路を含む。）や海岸・河川
などを活用したイベントができやすくなるよう手
続きを簡略化する。　　　○映画やテレビ撮影な
どの際には自動車専用道路内で停車して撮影する
ことを可能にする。また、自然公園区域内や河川
区域内にロケセットを設置するについては、その
許可基準を緩和する。
[効　果]
○集客効果の増大に伴う観光入込み客の増
○ロケ地としてのしまなみ海道の魅力向上

○観光入込み客の増加を図るためには、起爆剤として適時にお
けるイベント開催が効果的であるが、当地域はしまなみ海道自
体が観光資源であること、また海や河川といった地域に賦存す
る豊かな自然を活用したイベントが効果的であることから、イ
ベント開催時の道路（自動車専用道路を含む。）や海岸・河川
占用の申請の簡略化が求められる。
○映画やテレビ撮影などでは、橋上や自然海浜での撮影が不可
欠なシーンがあり、自動車専用道路上での停車禁止除外や自然
公園区域内の自然海浜・河川区域内にロケセット（仮設構築
物）を設置する際の許可基準を緩和することにより、ロケ地と
してのしまなみ海道の魅力が向上し、観光客誘致に大きな効果
を発現する。

道路法第３２条第１項
海岸法第７条及び第３７条の４
河川法第２４条、河川敷地占用許可準則第１５

【道路関係】
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道
路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可
を受けなければならない。

【海岸関係】
　海岸保全区域及び一般公共海岸区域において映画・テレ
ビ等のロケセットを設置する際、その規模・期間によっては
海岸管理者たる都道府県知事の許可を受けることとなって
いる。

【河川関係】
  河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権限に
基づき管理する土地を除く。）を占用しようとする者は、河川
管理者の許可を受けなければならない。

【道路
関係】
 2

【海岸
関係】
 5

【河川
関係】
 5

【道路
関係】
　Ⅴ

【道路関係】
　地域活性化等の観点から行われるイベント等の実施に伴う道路占用の円滑化に資するよう、全国における道路占用許可を伴う路
上イベント等に関する事例調査から得られた様々な工夫方策等を、平成１５年度中に周知する予定である。
　 さらに、地域の合意に基づいて街の賑わいに資する多様な活動が可能となるよう、一層弾力的な許可の運用が図られるための措
置を今後講ずることとする。

【海岸関係】
　そもそも海岸法第７条及び第37条の４に規定する許可は自治事務とされている。
　許可基準については海岸管理者たる都道府県知事の裁量となっており、県内部での調整により基準の緩和は可能と考えられる。
　また、地方自治法上、法の趣旨を逸脱しない範囲において条例等で基準を定めることが可能と規定されている。

【河川関係】
  一時的な河川敷地の占用については、河川敷地占用許可準則第１５に規定されている一時占用許可として、通常の占用許可手続
よりも簡素化を図っているところです。なお、占用許可に係る標準処理期間については、現行概ね３ヶ月を目安としているところです
が、地域再生区域においてはその趣旨、目的に鑑み、できるだけ早く処理できるようその短縮化に努めることとします。

荒尾市

荒尾市におけ
る中小企業及
び観光と農漁
業の共生対流
活性化事業

2153 2153040 121980
国土交通省の道の
駅整備事業の道路
要件の緩和

農林水産省の農業経営構造改善事業の経営
構造施設整備事業により整備を考えている
地域再生拠点施設建設にあたり、国土交通
省の道の駅整備事業の導入を考えている
が、立地案として国道沿い、県道沿い、広
域農道沿いの３ヶ所が想定されている。こ
の中で、広域農道沿いに決定した場合の設
置について、「道の駅」登録・案内要綱の
中の（登録の申請）で「当該施設の近傍の
一般国道又は都道府県道の道路管理者を経
由し」ということから、県道以上の道路で
なければならぬという解釈がされている
が、その要件緩和の要請。

地域再生のための拠点施設を「道の駅」として設
置し、道路利用者に快適な休憩と多様で質の高い
サービスを提供。

本広域農道は国土交通省と農林水産省との共管道
路であり、また本農道は玉名市街地を通る国道
208号線が渋滞するため、近年は隣接市の大牟田
と玉名市を結ぶ主要道路的役割を果たしている。
また、九州新幹線が開通したら玉名駅へ通じる主
要道路となり、今後ますます交通量が増えると考
えられる。また、本道路沿いは地形的、自然環境
的に立地条件が優位なものがあり、新しい観光ス
ポットとしては最適である。

建設省道企第１９号（平成5年2月23日付） 設置要件に路線要件は特に設けていない 5
「道の駅」の登録要件に合致するとともに接する道路が道路法上の道路で
あれば「道の駅」として登録可能である。また、今回の提案内容にある
「近傍の一般国道又は都道府県の道路管理者を経由し」の意味は県道以上
ということではなく、申請の受付け窓口が国土交通省と都道府県が担当し
ているという意味である。

カゴ
ヤ・
ジャパ
ン株式
会社

Ubiquitous
Recommendatio
n System(URS)

3092 3092010 121990

システム構築費の
助成、研究施設の
貸与、国管理施設
への協力

国の機関でないと利用できない研究施設や
技術を、地域活性化のために民間事業が利
用しやすくするための窓口や基準を設け
る。また国が管理している施設についても
協力体制が依頼できる窓口や基準を設け
る。

観光事業に「予測型情報提供エンジン」を元にし
たデータ収集・解析・配信システム「Ubiquitous
Recommendation System(URS)」を提供します。
RFID技術を用いた個人識別機能付き非接触型クレ
ジットカードで、人の移動・商品購入・宿泊・各
種企画に参加することができます。これらの情報
は行動履歴として全て記録され、その情報と様々
な補正情報から利用者の嗜好性を推測し、予測さ
れるニーズに合致した情報を電子メールや専用端
末から受け取ることができます。運営には情報登
録端末を参加事業者に貸与し、販売する商材や
サービスに関する属性情報を提供する仕組みを有
料で提供します。カード利用者はたとえば消費者
は次に訪れる場所を決めていなくても、自らの好
みに合った商品の紹介をシステムに明示的に指示
することなく受け取ることができます。ホテルで
は予約客がどのようなサービスを期待しているか
が事前にわかります。美術館では来場者の館内行
動をモニターすることができ、どの展示が最も注
目を集めたのか、また次に求められるテーマは何
かを事前に知ることができます。本事業の利用者
拡大により、中小零細企業などの雇用を促進しま
す。新たな雇用ポストの創出と事業拡大による雇
用枠の拡大は、全体の10%が新規雇用を行うと仮
定すると、3,000人の新規雇用を創出し、新商
品・サービスの提供や起業を促し、地域再生の促
進を可能とします。

URSが利用者の行動履歴と様々な補正情報から利
用者の嗜好性を推測するためには、最適なデータ
解析手法の開発に必要となる研究施設の協力が必
要となります。これらの研究施設は民間事業者に
開放していないところもありますが、これらの協
力があればプロジェクトの開発が円滑になりコス
トもおさえることができます。またこのプロジェ
クトは国及び地方自治体が管理している公共ス
ペース（観光地で言えば御所など)内・道路への
端末の設置にあたっての協力が条件となります。
限定された場所のみでの事業は利用者、提供者へ
のメリットを生み出せなくなりプロジェクト自体
の消滅にもなりかねないため支援措置を必要とし
ます。

道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続し
て道路を使用しようとする場合においては、道路管理
者の許可を受けなければならない。

5
　ご提案の物件については、道路の構造や通行の円滑に影響を及ぼさない
よう留意しつつ、道路管理者の許可により道路上に設置することができる
ものと考えるので、ご提案の事業に係る関係行政上の位置付けや、具体的
な設置の計画などがより明らかになった段階で、設置予定箇所の各道路管
理者に御相談いただきたい。

別府八
湯竹瓦
倶楽部

別府八湯湯治
場再生及び別
府八湯竹瓦温
泉路地裏散歩
エリア設定計
画（別府温
泉・路地裏再
生プロジェク
ト）

3098 3098020 122000
道路占用許可の緩
和

路地裏散歩の文化の一層の発展のために、
裏路地空間を活用した露天の休憩所等の仮
設構築物の設置を検討しているが、道路法
３２条に基づく道路占用許可が必要であ
り、同法第３３条による許可基準が厳しい
ため、これらの設置が難しい状況にある。
そこで、路地裏散歩文化が定着しつつある
別府竹瓦温泉エリアにおける占有許可方針
については道路管理者である市長が景観に
配慮しながら策定し、市長の判断によって
これらの許可ができるようにする。

竹瓦温泉界隈エリア（別府市中心市街地商店街）
〔イベント〕
４月・温泉まつり（駅前通りや周辺道路）、６
月・オンパク（温泉前通り等）、８月・浴衣でピ
ンポン大会　参加者８０００人（温泉前通り
等）、夏祭り盆踊り大会他（駅前通り周辺）、１
０月・オンパク、路地裏文化祭　平成１４・１５
年度参加者２万人程度（温泉前通り等）、１２
月・クリスマスファンタジア会場まちかど音楽
会、忘年会シーズン北浜通り歩行者天国（温泉前
通り等）
〔ウオ－キング関係〕
　路地裏散歩、毎日開催、年間１万人程度参加

路地裏散歩の文化の一層の発展のために、裏路地
空間を活用した露天の休憩所等の仮設構築物の設
置を検討しているが、道路占用許可基準が厳しい
ため、これらの設置が難しい状況にある。
許可基準の緩和により、地域再生の役立つ施設設
置を可能とし、高齢者、身障者に優しく、観光客
も安心して町を歩いて生活文化・温泉文化に触れ
てもらうことが可能となる。それにより、新しい
魅力を創出し、観光の再生が見込まれる。

道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続し
て道路を使用しようとする場合においては、道路管理
者の許可を受けなければならない。

5
　地方公共団体が管理する道路における占用許可は、自治事務となってい
ることから、地方公共団体が自らの判断において許可事務を行っており、
ご提案の露天等については、道路管理者である別府市の判断で設置が可能
である。

26/80
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別府八
湯竹瓦
倶楽部

別府八湯湯治
場再生及び別
府八湯竹瓦温
泉路地裏散歩
エリア設定計
画（別府温
泉・路地裏再
生プロジェク
ト）

3098 3098030 122010
歩行者用案内標識
の設置許可の緩和

路地裏を訪れる観光客の増加に伴って、ま
た、これを促すために、マップを見ながら
でも散策できる歩行者用案内標識の整備が
必要になっているが、歩行者用案内標識を
道路に設置する許可基準が厳しく、整備が
進まない。そこで、路地裏散歩文化が定着
しつつある別府竹瓦温泉エリアについて
は、道路管理者である市長の判断によって
歩行者用案内標識の設置ができるようにす
る。

竹瓦温泉界隈エリア（別府市中心市街地商店街）
〔イベント〕
４月・温泉まつり（駅前通りや周辺道路）、６
月・オンパク（温泉前通り等）、８月・浴衣でピ
ンポン大会　参加者８０００人（温泉前通り
等）、夏祭り盆踊り大会他（駅前通り周辺）、１
０月・オンパク、路地裏文化祭　平成１４・１５
年度参加者２万人程度（温泉前通り等）、１２
月・クリスマスファンタジア会場まちかど音楽
会、忘年会シーズン北浜通り歩行者天国（温泉前
通り等）
〔ウオ－キング関係〕
　路地裏散歩、毎日開催、年間１万人程度参加

路地裏を訪れる観光客の増加に伴って、また、こ
れを促すために、マップを見ながらでも散策でき
る歩行者用案内標識の整備が必要になっている
が、歩行者用案内標識を道路に設置する許可基準
が厳しく、整備が進まない状況である。
路地裏における現在位置認識表示や伝統的建造
物、史跡等の説明案内板等の歩行者案内標識の設
置を景観を配慮しながら、道路標識等に共同設置
することなどにより、観光客が安心してまちを散
策することが可能となり、観光の再生が見込まれ
る。

道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続し
て道路を使用しようとする場合においては、道路管理
者の許可を受けなければならない。

5
　地方公共団体が管理する道路における占用許可は、自治事務となってい
ることから、地方公共団体が自らの判断において許可事務を行っており、
ご提案の歩行者用案内標識については、道路管理者である別府市の判断で
設置が可能である。

松山市

『坂の上の
雲』フィール
ドミュージア
ム構想

2044 2044020 122020

道路法に規定する
道路付属物に「公
共広告施設」を追
加

限られた都市の中で、道路の社会空間とし
ての活動利便機能の充実を図るため、欧州
のバス停留所等付近に見られるような歩行
者・自転車・自動車にも見える高さ３ｍ程
度の円筒形(直径約１ｍ)の屋外広告スペー
スやバス停留所上屋の壁面などを、道路法
に規定されている道路付属物に「公共広告
施設」として追加し、道路管理者が設置す
る当該施設に屋外広告物を集中して掲示す
る。

『坂の上の雲』フィールドミュージアム構想を推
進する本市にとって、違法広告物の排除と適正な
誘導による魅力的な街並み景観の創出が求められ
ており、公共広告施設の設置によりその整備が一
層推進される。また、民間事業者等の広告需要の
受け皿になる産業の活性化が図られるとともに、
広告ポスターコンテストの実施等により、まち全
体として、より質の高い商業デザイン技術の向上
も図られる。運用面においても、アウトソーシン
グすることでの新たな産業と雇用が生まれ、ま
た、使用料収入による新たな道路の維持管理財源
の確保が期待される。

現在、道路法で規定する道路付属物は並木や街灯
等であり、広告類の掲示施設は含まれていない。
しかし、現状を見ると、一部の事業者による違法
広告物が電柱等に多く張られており、この取り締
まりに道路管理者は苦労している。街並み景観を
創出するため、この状況を打開するには、公共と
しての広告スペースを確保し集中して掲示するこ
とが有効であると考えられ、違法広告物の減少が
期待できるとともに、ひいては広告による企業間
競争が発生し、広告デザイン等の産業の活性化に
も繋がると考えられる。

道路法第2条第2項 道路の附属物に「公共広告施設」は含まれていない。 5
　道路法第２条の道路の附属物とは、道路と一体となってその効用を全う
する施設等をいうのであり、広告施設は道路附属物には該当しない。
広告物の設置は、現行においても道路法第32条による道路の占用の許可に
より対応が可能であり、道路附属物に当該施設を追加する必要性はないも
のと考えられる。

松山市

『坂の上の
雲』フィール
ドミュージア
ム構想

2044 2044060 122030
下水処理場用地の
占用使用承諾制度
の創設

下水道整備するまでの短期間の活用とし
て、占用使用の承諾申請手続き処理を可能
とする。

地域再生として、観光振興を進めるなかで、平成
18年のNHKのスペシャル大河の映像化が予定され
ており、その受け皿としての駐車場が一時的に大
きく不足することが予想される為に、短期的な観
光パークアンドライド駐車場として活用する。

目的外使用ではなく、道路の占用の考え方による
使用承諾の方法で、整備までの間の暫定利用。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律第２２条
（財産の処分の制限）
補助事業者等は、補助事業等により取得
し、又は効用の増加した政令で定める財産
を、各省各庁の長の承認を受けないで、補
助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡
し、交換し、貸し付け、又は担保に供して
はならない。ただし、政令で定める場合
は、この限りでない。

補助金等の交付の目的に反し使用等する場合は、個別
に協議をしなければならない。 5 下水処理場の未利用地を公共性等を勘案し短期間暫定的に駐車場として活

用するにあたっては、現状の目的外使用承認で対応可能である。

伊丹 伊丹郷町再生
構想

2148 2148010

122040

１．補助事業変更
時の対応

１．過去に受けた国の補助事業の見直しや
変更を行っても、補助金の返還等をしな
い。

　道路として、補助を受けた範囲のうち一部を除
外し、イベント広場とする。
　にぎわいづくりの中で、ＴＭＯが露店の設置を
含め、歩行者天国を臨時的に設置する。

補助金の返還事由の緩和

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律」第２２条　　　　（財産の処分
の制限）

補助金適正化法第２２条は、「財産の処分の制限」に
ついて「交付行政庁の承認を得ずに補助事業者が補助
目的に反する取得財産の使用を禁止する。」と規定し
ている。

5 補助金適正化法第２２条に基づく補助金返還を行うか否かについて、個別
事案を勘案した上で判断する。

辰口町
（能美
市）

商業・観光と
農業が共生し
た新市の循環
型新拠点づく
り構想

1366 1366030 122050
案内標識、信号機
設置の補助金化

・標識のデザインを統一化や都市計画道路
整備等に伴う信号機設置に補助金をいただ
きたい

・新市誘導看板、施設案内看板、施設看板等のデ
ザイン、配置位置等を検討するサイン計画の策定
及び設置工事。
・道路管理者による信号機の設置

新市誕生に伴い、調和のあるまちづくりを進める
ために各町が設置している誘導看板や観光看板等
のデザインを統一し、新たに設置する必要があ
る。合併特例債の措置が講じられてはいるが、地
方の財政状況にも配慮いただき、新たな補助制度
を要望する。
また、道路交差点における信号機の設置について
は、県公安委員会が行なうことになっているが、
予算の関係でなかなか設置していただけないのが
現状である。そこで、交通事故防止の観点から、
道路管理者による信号機の設置とその財源の措置
について要望する。

【道路標識・信号機】
・道路交通法第4条第3項
・交通安全施設等整備事業の推進に関する法
律
　第2条第3項
・道路整備費の財源等の特例に関する法律第
５条第１項
・緊急地方道整備事業（みちづくり交付金事業
（地方道路整備臨時交付金））について

【案内標識】
　案内標識については、広域、地域内、施設・敷地内などそ
れぞれの案内標識毎に、必要な機能や情報量、設置主体
が異なる。

【道路標識・信号機】
　・みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）では、
地域の課題に対応して、一定の地域で一体的に行われる
事業に対して交付金を交付する。
　・信号機の設置は公安委員会が実施することとなっている

【案内
標識】
 2

【道路
標識・
信号
機】
 5,7

【案内
標識】
 Ⅶ

【案内標識】
　分類に応じた各案内標識の課題点を把握した上で、ルール化や統一が必要な事項に
ついてはガイドラインとして定めることを検討していく。

【道路標識・信号機】
　地域の課題に対応して、一定の地域で一体的に行われる道路標識の整備については、
みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）を活用することで現行制度でも可能
　信号機設置については特区において既に提案がなされているところ。

天栄村

国営ダム管理
事業とダム周
辺地域の連携
による地域再
生

1076 1076010 122060

１．羽鳥湖周辺開
発規制緩和措置
２．羽鳥湖水辺環
境保全対策支援
３．天栄村総合観
光地域づくり支援

１．羽鳥湖地域開発に向けた規制緩和と関
係省庁の一体的な許認可の体制確立
２．農業用水として使用される羽鳥湖の水
の純化を高めるため羽鳥湖周辺の環境対策
に対しての支援
３．県立自然公園内の自然を活かした総合
的な一地域一観光の支援

１．各種許認可の規制緩和措置
　　関係省庁の許認可に併せ、県立公園、保安
林、道路法等の諸手続き
　　県景観条例の制定による環境保全
２．羽鳥湖水辺環境保全対策
　　生活等排水の改善、稚魚の放流、雑魚の駆除
３．総合的な観光地域づくり
　　駐車場、取付道路、浮桟橋、遊歩道、ボート
場

羽鳥湖周辺開発を行うために、関係省庁等の許認
可の手続きが多く許可までに幾多の許可が必要で
あるため、一体的な許認可体制を確立し許認可の
迅速化を図っていただきたい。また、羽鳥湖の水
辺環境保全並びに羽鳥湖周辺地域づくりに向け支
援をいただきたい。更には、羽鳥湖周辺の総合的
な観光開発に対して支援をいただきたい。

河川法第２４条（土地の占用許可）
河川法第２６条（工作物の新築等の許可）
河川敷地占用許可準則（建設事務次官通
達）

（許認可の規制緩和）
河川区域内の土地において、工作物を新築し、改築
し、又は除去しようとする者は、河川管理者の許可を
受けなければならない。

（総合的な観光地域づくり）
国土交通省においては、観光交流空間づくりモデル事
業のほか、様々な施策により観光を軸とした地域づく
りと観光交流拡大の取り組みを支援している。

（許認
可の規
制緩
和）3

（総合
的な観
光地域
づく
り）5

（許認可の規制緩和）
河川区域内に施設を設置する場合は、当該河川における治水・利水及び環境上の特性を河川管
理者が地先のみでなく水系一貫で総合的に勘案のうえ判断が必要ですので、他の法律に基づく
許認可と合わせ一体的な許認可体制を確立する事は出来ない。

（総合的な観光地域づくり）
国土交通省では広域連携による観光を軸とした地域づくりと観光交流拡大を目的として、複数
市町村にまたがる地域を対象に観光交流空間づくりモデル事業を実施するとともに、単独市町
村においても観光交流空間づくりを支援するための各種施策を実施し、総合的な一地域一観光
の支援を行っており、これらの制度の活用が可能であるが、事業の実施については、個別の事
例に即して判断される。

一体的な許認可体制の確立について、
要望を実現することができないか、再度
検討し回答されたい。

3

　一級河川の管理は、原則的には水系一
貫の考えに基づき国土交通大臣が行うこ
ととしていますが、国土交通大臣が指定し
た区間については、都道府県知事がその
事務を行うこととされています。
　河川における占用や工作物の新築等の
許可については、当該河川における治
水・利水及び環境上の特性を河川管理者
が地先のみではなく、水系一貫の観点か
ら総合的に勘案のうえ判断することが必
要ですので、他の法律に基づく許認可と
合わせ一体的な許認可体制を確立する事
は出来ません。

旭町 水の郷　奥矢
作　自然・に
ぎわい再生プ
ラン

1095 1095020 122070

河川における構造
物設置要件の運用
の緩和

河川区域については、地形によって様々な
土地が存在しており、浸水の可能性のない
近隣と同条件の土地が河川敷となっている
場合も少なくはない。こうした土地におけ
る構造物設置の弾力的運用がケースバイ
ケースで行われることになれば、山間地域
における貴重な公共用地として活用でき、
地域振興に多大な効果を及ぼすことにな
る。

川の駅整備における、浸水の可能性のない河川敷
や河川法面上部に固定構築物（駐車場、トイレ、
休憩所等）設置が可能となれば、利用者にとって
河川に近接した使い勝手の良い施設となり、事業
の魅力は大きいものとなる。

河川用地は、様々な形状が存在し、きめの細かい
ケースバイケースの運用で貴重な公共的施設の立
地が可能なため。

河川法第２６条（工作物の新設等の許可）
河川法第２７条（土地の掘削等の許可）
河川敷地占用許可準則
（事務次官通達）
工作物設置許可基準
（治水課長通達）

河川区域内の土地において、工作物を新築し、改築
し、又は除去しようとする者及び掘削、盛土若しくは
切土その他土地の形状を変更する行為、又は竹木の植
栽若しくは伐採をしようとする者は、河川管理者の許
可を受けなければならない。

5
現在、構想段階の川の駅整備における設置施設ついては、現状の基準にお
いて公園等と一体をなすものであれば設置可能な施設です。
　今後、具体な計画が決まり次第、当該河川管理者とご協議下さい。

原町市
既存ダムの有
効活用による
地域再生計画

1123 1123010 122080
ダム用途変更の補
助金返還の廃止

農業用及び工業用に建設されたダムを他用
途（上水道及び工業用水）への変更を容易
にする。

農業用のダムは、現在３０％を超える転作が実施
され余剰水が予想される。この余剰水を上水道事
業や工業用水事業に活用し、企業誘致等の地域経
済の活性化に活用する。

現在、ダムの用途変更には多額の補助金返還が生
じている。用途変更を容易にし既存ダムを有効に
活用する。

6
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福島県
会津若
松市

総合治水対策
による歴史･自
然･文化がいき
づく夢のある
まち再生事業

1200 1200010 122090
特定都市河川浸水
被害対策法の指定
要件の拡大

特定都市河川浸水被害対策法に指定される
河川は三大都市圏や大都市を流下する河川
に絞られる見込みであり、同法の指定要件
を緩和するとともに、地方都市の河川に流
域貯留浸透事業等、総合治水に関連した事
業の採択を受けられるようにする。

1)雨水排水路の整備
　カギ型道路の形状を考慮した雨水排水路の再編
と断面拡大
2)雨水の各戸貯留
　既存の調査資料から地下水位が比較的高いこと
から、各戸貯留では、街並みに配慮し、酒樽等を
利用した雨水の一時貯留と浄水施設の整備を図
る。
3)公共施設の貯留施設の整備・耐水化
　流域の総合的な治水対策の一環として、公共施
設への貯留施設を配置・整備する。また、貯留施
設の規模に応じて施設の耐水化を図る。
4)公共空地(公園・校庭、お城のお堀等)の遊水施
設整備
　流域の総合的な治水対策の一環として、公共空
地への貯留施設を配置・整備する。

　市街地の内水被害を軽減し、歴史と伝統を感じ
させる潤いのある街として再生するためには、流
域内の総合的な対策が不可欠である。しかし、現
行の治水対策では河川区域に限定されているた
め、内水被害が発生した区域には事業が施行でき
ない。
　このため、特定都市河川浸水被害対策法の適用
要件を緩和した上で、「会津らしさ」を感じるこ
とのできる、まちづくりと一体となった治水対策
の施行が今求められている。

「流域貯留浸透事業制度要綱について」
（建設省河環発第17号平成8年5月10日河川
局長通達）
「流域貯留浸透事業実施要領について」
（国河環第125号、国河治第264号平成15年
4月1日河川環境課長、治水課長通達）
下水道法34条
「新世代下水道支援事業制度実施要綱につ
いて」（建設省都下公発8号平成11年3月19
日都市局長通達　最終改正　国都下事第１
号平成15年4月1日）
「新世代下水道支援事業制度実施要綱の運
用について」（建設省都下公発9号、建設
省都下流発7号平成11年3月19日公共下水道
課長、流域下水道課長通達　最終改正　国
都下事第76号平成15年6月17日）

都市化の著しい河川の流域においては、河川事業とし
て、流域貯留浸透事業により、地方公共団体等が行う
雨水貯留浸透施設の設置や調整池の嵩上げ等に対する
補助を行っている。
雨水内水対策が必要な地域においては、下水道事業と
して一定規模以上の雨水貯留施設等により補助を行う
ほか、新世代下水道事業支援制度により各戸貯留に対
する補助や貯留施設の設置に対する補助を行ってい
る。

5
（流域
貯留浸
透事業
につい
ては

8）

特定都市河川浸水被害対策法の河川指定を受けずとも、37.に示した通達
等に基づき、必要な要件を満足する場合には、流域貯留浸透事業制度及び
新世代下水道支援事業制度等を活用して、雨水排水路、各戸貯留、公共施
設の貯留施設、公共空地の遊水施設の整備を適切に図ることが可能であり
ますが、流域貯留浸透事業については、個別事業の採択要望となることか
ら、今回の提案募集の対象外であると考えております。

福島県
白河市

南湖公園再生
計画

1204 1204060 122100
農業用ため池とし
ての南湖の整備に
対する規制の緩和

利水及び親水施設である南湖の機能維持・
強化に向けた施設整備のために、公有水面
埋立行為であっても、ため池の管理者が、
管理道の整備等必要最小限の改修・整備は
実施できるように規制を緩和する。

ため池としての水利施設の整備や堆積土砂の浚渫
と併せてため池周辺の親水・景観保全のための施
設を整備する地域用水環境整備事業を実施する。

南湖一帯は都市計画法によって地形の変更や土地
の掘削等の工事が規制されているため、事業の実
施が困難であることから、当該法規制を緩和す
る。

都市計画法第２９条
開発行為をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受
けなければならない。 8

公有水面埋立法第２条第１項の免許を受けた埋立地であって、まだ同法第
２２条第２項の告示がないものにおいて行う開発行為は、都市計画法第２
９条第１項第１０号の規定により、開発許可は不要となっている。

茨城県

霞ヶ浦レイク
ツーリズム推
進プロジェク
ト

1273 1273050 122110
河川流水及び敷地
の占用許可の特例
と手続きの迅速化

　水質浄化等の研究をする者やその実験設
備等の設置について，河川流水及び敷地の
占用許可の特例措置を講じるとともに手続
きの迅速化を図る。また，許可対象者をＮ
ＰＯ法人等にも拡大する。

 霞ヶ浦及び霞ヶ浦の河川敷地において，水質浄
化技術開発研究に係る実証実験装置の実験を行う
ことにより，水質浄化技術の研究開発と環境関連
産業の創出・振興を図る。
　また，霞ヶ浦河川敷地において，NPO，住民団
体等が主体となってフラワーコリドール事業を実
施し，水辺景観づくりを進める。

　霞ヶ浦の水質浄化に係る産学官連携の共同研究
の円滑な実施を確保するため，その構成員である
民間事業者が，霞ヶ浦の河川区域内において取水
や実験用施設を設置することを可能にすることが
必要である。
　また，ＮＰＯ等による花壇づくりなど，水辺空
間づくりへの多様な主体の参画を容易にすること
が必要である。

河川法第２３条
河川の流水を占用しようとする者は、国土
交通省令で定めるところにより、河川管理
者の許可を受けなければならない。
（土地の占用の許可）
河川法第２４条
河川区域内の土地（河川管理者以外の者が
その権原に基づき管理する土地を除く。以
下次条において同じ。）を占用しようとす
る者は、国土交通省令で定めるところによ
り、河川管理者の許可を受けなければなら
ない。

特定目的のために、その目的を達成するのに必要な限
度において、公共用物たる河川の流水を排他的・継続
的に使用する場合には,河川管理者の許可を受けなけれ
ばならない。
河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権限に
基づき管理する土地を除く。）を占用しようとする者
は、河川管理者の許可を受けなければならない。

5(NP
O法人
への占
用主体
の拡大
につい
ては

3)

河川区域内に施設を設け、霞ヶ浦の水を利用した水質浄化技術開発研究のための実
験を行う場合、実験のための流水の使用により河川流量への影響が全くないもので
あって、関係河川使用者への影響もなく、実験目的の取水の国民経済上及び国民生
活上の重要性に鑑みて渇水時の調整も必要ない（継続的に取水できなくても実験に
支障がない）と考えられれば、施設の設置について河川法第２４条、第２６条の許
可を得ることにより、実現可能な場合もあると考えられます。一般に、排他的な水
の利用を行う必要がない場合は、遊泳場等の流水使用の場合と同様、同法第２３条
の許可は要せず、流水占用の許可が必要な場合であっても、民間企業であることの
みをもって許可の対象とならないという取扱いは行われていません。いずれにせ
よ、具体的な許可の要否や可否については、担当事務所に相談されたい。ただし、
河川敷地における占用施設は、河川管理上の支障を及ぼさないよう適切な維持管理
及び占用終了時における占用施設の撤去等が将来にわたって担保されていることが
不可欠であることから、これらを考慮した場合、少なくとも第３セクターを含めた
公的主体による設置・管理によるべきです。なお、国土交通省としては、河川管理
行為として市民団体と連携した「アサザプロジェクト」等の水質改善活動を実施し
ています。

NPO法人や住民団体でも、河川管理上
の支障を及ぼさないよう適切な維持管
理及び占用終了時における占用施設
の撤去等が将来にわたって担保される
ような財力を含めた責任能力が確認で
きれば占用の許可は可能ではないか。
また、第３セクターまでしか認められな
い理由が撤去確実性の担保しかないの
であれば、NPO法人や住民団体を否定
する根拠とはならないのではないか。再
度検討し回答されたい。

5（占用
主体の
拡大に
ついて
は3）

　占用主体の選定については、河川敷地
における占用施設が、河川管理上の支障
を及ぼさないよう適切な維持管理が可能
であること及び占用終了時における占用
施設の撤去等が将来にわたって担保され
ていることが不可欠です。
　NPO法人や住民団体は、日常の適切な
維持管理及び災害等の緊急時において、
第３セクターを含めた公的主体と同様の体
制を執ることは困難であり、NPO法人や住
民団体による占用は認められるものでは
ありません。

茨城県

鬼怒・小貝 花
と水の交流圏
形成プロジェ
クト

1274 1274030 122120

ＮＰＯ法人等によ
る体験・交流活動
を支援するコミュ
ニティファンドの
形成促進

・ＮＰＯ法人等による河川等を活用した環
境学習や自然体験学習活動を支援するため
に地方公共団体が行うコミュニティ・ファ
ンドの形成について、（財）河川環境管理
財団の河川整備基金を活用した出資を可能
にする。
・上記ファンドに対する民間（企業及び個
人）からの出資について、地方公共団体に
対する寄付金同様、全額損金算入（個人の
場合は所得控除）可能とする税法上の緩和
措置を講ずる。

　コミュニティ・ファンドを形成し財政基盤の脆
弱なＮＰＯ法人などに対して出融資を行うことに
より、官民協働の河川を活用した環境学習や自然
体験活動の活発化を図る。

　河川に対する知識向上や保全・再生を進めてい
くためには，河川を活用した体験・交流事業が効
果的であることから，これらの事業へのＮＰＯ等
の参画を促進するため，ＮＰＯ法人等の財政基盤
の強化を図る。

（財）河川環境財団
河川整備基金助成事業募集要項

河川整備基金により、河川、ダム等に関する調査・試
験・研究、環境整備対策及び国民的啓蒙運動に対する
助成を行っている。

3

・河川整備基金は、河川、ダム等に関する調査・試験・研究、環境整備対
策及び国民的啓蒙運動に対する助成を行うため、国民各層、企業等からの
拠出により設立されたものである。また、河川環境管理財団の寄付行為第
6条の２で、「この法人の運用財産に、次の各号に掲げる事業の経費に企
てるため、河川整備基金を設ける。
(1)河川、ダム等に関する調査・試験・研究に対する助成
(2)河川、ダム等に関連する環境整備対策に対する助成
(3)河川、ダム等に関する国民的啓発運動に対する助成
(4)河川、ダム等に関する調査・試験・研究、河川、ダム等に関連する環
境整備対策及び河川、ダム等に関する国民的啓発運動でこの法人が行うも
のに要する経費
(5)その他全各号に掲げる事業に附帯する事業」と規定されており、個
人、団体等への助成を主な事業としている。
以上のことから、他団体の基金への出資（寄付）は不可能。
なお。NPO法人等による河川・ダム・砂防・海岸等にかかる体験・交流活
動については個別・具体的な助成申請があれば、全国的見地から審査した
上で助成することは可能。

茨城県
つくば広域都市
圏活性化プロ
ジェクト

1277 1277090 122130 水環境への配慮

流域貯留浸透事業における補助の拡充
・流域貯留浸透事業にかかる水環境創造
　事業（下水道事業）と流域貯留浸透事
　業（河川事業）という二つの補助事業
　を統合的に実施する。

　地域の田園環境を含めた水環境への影響を最小
限にするため，開発区域内の学校及び道路、公園
等に雨水貯留浸透施設を設置する。

水環境創造事業は旧モデル事業の性格で地元自治
体の負担が大きくなっている。

「流域貯留浸透事業制度要綱について」（建設
省河環発第17号平成8年5月10日河川局長通達）
「流域貯留浸透事業実施要領について」（国河
環第125号、国河治第264号平成15年4月1日河川
環境課長、治水課長通達）
下水道法34条
「新世代下水道支援事業制度実施要綱につい
て」（建設省都下公発8号平成11年3月19日都市
局長通達　最終改正　国都下事第1号平成15年4
月1日）
「新世代下水道支援事業制度実施要綱の運用に
ついて」（建設省都下公発9号、建設省都下流発
7号平成11年3月19日公共下水道課長、流域下水
道課長通達　最終改正　国都下事第76号平成15
年6月17日）

都市化の著しい河川の流域においては、河川事業とし
て、流域貯留浸透事業により、地方公共団体等が行う
雨水貯留浸透施設の設置や調整池の嵩上げ等に対する
補助を行っている。
下水道事業として一定規模以上の雨水貯留施設等に補
助を行うほか、新世代下水道支援事業における水環境
創造事業での雨水貯留浸透施設への補助を行ってい
る。

5

水環境創造事業は下水道における雨水の流出抑制を目的とし、流域貯留浸透事業は
河川の流量分担による洪水被害の防止又は軽減を目的としており、事業の観点は異
なるが、水環境創造事業を実施する地域内でも流域貯留浸透事業の活用は可能であ
り、統合的に実施することは可能です。
　いずれの事業についても、地元の意見をお聞きしながら推進していくこととしま
す。

神奈川
県

国際観光県
「かながわ」
推進構想

1285 1285070 122140
映画等の撮影に関
する手続の簡素化

フィルムコミッション推進のため、道路、
海岸等の使用許可申請等の手続の簡素化

県内での撮影を促進するために、市町村のフィル
ムコミッションと連携し、映画等の媒体による神
奈川県の情報の発信を図る。

映画等の撮影の際、道路等の使用許可の手続事務
が煩雑である。

海岸法第７条及び第３７条の４

海岸保全区域及び一般公共海岸区域において映画・テ
レビ等のロケセットを設置する際、その規模・期間に
よっては海岸管理者たる都道府県知事の許可を受ける
こととなっている。

5

そもそも海岸法第７条及び第37条の４に規定する許可は自治事務とされて
います。

許可基準については海岸管理者たる都道府県知事の裁量となっており、県
内部での調整により基準の緩和は可能と考えられます。

また、地方自治法上、法の趣旨を逸脱しない範囲において条例等で基準を
定めることが可能と規定されています。
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岐阜市
水によるまち
おこし構想

1322 1322010 122150
長良川等河川の水
利調整に関わる利
便性の向上

　許可水量の範囲内において、水利権の許
可を受けた者の裁量で目的外への使用転用
が可能となるよう緩和

　水を活かした観光振興と水と触れ合う場の創造
に向けて
•河川の利用促進に向けた調査の実施
長良川をはじめとする河川について、水利権等を
踏まえ、河川の多面的な利用方法など、その有効
活用を図るための可能性や条件などを調査・検討
する。
•暗渠水路実態調査の実施
市街地を流れる水路において暗渠部・開渠部の水
量等を把握し、さらに暗渠上部の利用等の実態を
把握した上で、開渠化に向けた基礎的資料を作成
する。
•関係機関との調整
暗渠上部利用主体との調整協議を行う。
•事業の実施
整備の可能性があると判断された箇所について、
地域資源を活用した新たな観光拠点整備の事業化
を図る。

　現在、市街地における水辺空間の創出が課題と
なっているが、都市用水の無駄のない有効利用法
を考慮した上で、その源となる水源を河川(長良
川)に求め、市街地に清流を復活させ、新たな仕
掛けづくりとして水とのふれあいにより、水によ
る観光の振興及び付随する雇用の促進を図る。ま
た、本構想において実施される関連施策との関わ
りも深く、その波及効果による二次的効果も大き
く見込まれる。

河川法第２３条
河川の流水を占用しようとする者は、国土
交通省令で定めるところにより、河川管理
者の許可を受けなければならない。

　河川の流水は公共の資産である。流水の占用を行う
には、審査基準に適合し河川管理者から河川法第２３
条の許可を受けることとなっている。第２３条の許可
を受けた水利使用を異なる目的で使用する場合には、
既に許可を受けている水利使用の減量の許可と、新た
な水利使用の許可を行うことにより転用がなされる。
水系全体の河川水の有効な利用の確保、多数の利水者
の水利用の円滑な調整、水利秩序の維持の観点から転
用には河川管理者の判断が必要である。

5(許
可受者
の裁量
による
目的外
使用は

3)

地域再生構想に係る水利使用の目的が、それぞれ公共・公益性を有するもので
あれば、それぞれの目的毎に許可の申請をすることにより、河川管理者による
審査を経た上で審査基準に照らして適正であれば、許可を受けることが可能で
す。水源確保のために用途をまたがった水の転用を行う場合には、転用元とな
る既存の水利用に関する調整を図りつつ、早期に関係機関に相談されれば、手
続の迅速化が図られるよう的確な対応に努めて参ります。なお、河川の流水は
公共の資産であり、河川の適正な利用の観点から、水利使用は、河川管理者の
判断により目的が公共・公益性を有するものに限って許可され、その許可水量
は、目的に応じた必要最低限の量しか与えられていない。仮に、目的外の使
用、転用が河川管理者の許可手続を経ずに行われることになれば、当該目的外
使用の部分について、河川管理者が水利権の許可をするに際して本来行うべき
水利使用の公共・公益性等の判断をすることができず、水需要の全体像や河川
における諸条件を総合的に考慮した上での河川の流水の有効な使用の確保に支
障が生じるおそれがあります。

水利使用の転用はどのような場合に認
められるのか、その許可の基準を明ら
かにされたい。

5(許可
受者の
裁量に
よる目
的外使
用は3)

　水の転用は、転用元の水利使用の廃止
又は減量と、新たな水利使用の許可を受
けるという形で行われます。新たな水利使
用は、次のような審査基準に照らして適正
であれば許可を受けることが可能です。す
なわち、水利使用の目的及び事業内容が
公共の福祉の増進に資するものであるこ
と、実行の確実性が確保されていること、
河川の流況等に照らし流水の正常な機能
の維持等に支障を与えることなく安定的に
取水を行えること、治水上その他の公益
上の支障を生じるおそれがないことについ
て河川管理者が審査し、適正であれば許
可がなされることとなります。具体的な許
可の可否については、担当事務所に御相
談下さい。

宇多津
町

宇多津臨海部
活性化構想

2013 2013010 122160
補助金用件の改善
と国庫補助制度の
利便性の向上

この近隣公園内には、産業（工業）再配置
補助金（旧通産省）をもらって建設した宇
多津町産業資料館があるが、リニューアル
するには残存価額に見合う補助金返還を求
められる。また、公園のリニューアルにつ
いても補助（国交省）を受けるには修繕程
度の変更でなければならない。時代のニー
ズに対応するにはあまりにもきびしすぎる
内容であり、今後地域再生（活性化）を進
めて行くうえで改善（緩和）措置を講じら
れたい。

現在検討中である海岸環境整備事業と並行に公園
や公園施設のリニューアルを考えている。また、
この公園は、国交省の道の駅の指定も受けており
地域の活性化や観光客の利便性の向上のため、産
業資料館の増改築を行ない施設の充実を図ってい
く。また、施設の運営管理を民間委託し雇用の創
出を図っていく。

この地域は、国土交通省のまちづくり総合支援事
業を活用し、地域の観光資源をいかしながら施設
整備や面整備を総合的に推進することにより、地
域の活性化を図っていきたいが、補助を受けた社
会資本についてのリューアルにつては、補助金の
返還が生じるという現行制度の障壁があり改善を
望むものである。

都市公園法第19条
　国は、予算の範囲内において、政令で定
めるところにより、地方公共団体に対し都
市公園の新設又は改築に要する費用の一部
を補助することができる。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律第22条
　補助事業者等は、補助事業等により取得
し、又は効用の増加した政令で定める財産
を、各省各庁の長の承認を受けないで、補
助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡
し、交換し、貸し付け、又は担保に供して
はならない。ただし、政令で定める場合に
はこの限りでない。

①　都市公園事業の補助事業においては、バリアフ
リー、防災機能の向上等の視点から行う施設の全面改
修等のリニューアルに対して補助を行っている。

②　国土交通省においては、補助金適正化法の定める
ところにより、都市公園整備に係る補助事業を所管す
るものとして、都市公園の補助事業に係る公園施設の
処分制限期間を定め、処分制限期間を経過しない公園
施設の処分を行う場合の承認を行っている。

5

①　公園施設の維持補修等にかかる経費については原則地方財源で行われるもので
あるが、バリアフリー化や防災機能向上等の機能アップにつながるような全面改修
等のリニューアルに対しては補助対象となる。

②　処分制限期間を経過しない公園施設の処分にあたっては、公園の機能の向上を
目的とした改修など、補助金の目的に照らし、個別の状況に応じ、補助金の返還を
要しない場合がある。

相生市
相生湾臨海部
活性化構想

2045 2045030 122170

・既設護岸の管理
用通路敷を有効活
用する場合の阻害
要因の除去

・既設護岸の管理用通路敷の占用は、イベ
ント時などの一時使用であれば認められて
いるが常時使用は認められていない。。可
能な限りの公共性を担保することにより、
オープンカフェ等の施設の常設を認める。

・交流拠点として機能する「道の駅あいおいペー
ロン城」等の護岸上にオープンカフェ等を併設
し、その相乗効果によりさらなる集客を図り、地
域経済の活性化・雇用の創出を図る。

・既設護岸の管理用通路敷の占用は、イベント時など
の一時使用であれば認められているが常時使用は認め
られていない。可能な限りの公共性を担保することに
より、オープンカフェ等の施設の常設を認める。白龍
城前の護岸にオープンカフェ等の常時設置を認めるこ
とにより白龍城利用との、相乗効果も期待できる。

海岸法第７条

海岸保全施設の占用においては海岸管理者たる都道府県
知事の許可を受けることとなっているが、海岸法第７条第２
項において海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがある
と認めるときは、許可してはならないとしている。

5
そもそも海岸法第７条に規定する許可は自治事務であり、海岸の防護に著しい
支障を及ぼさない範囲において、海岸管理者たる都道府県知事と調整を図られ
たい。

三重県
観光による地
域再生

2058 2058050 122180
河川占用許可の弾
力化

特定の地域において観光振興を目的にした
場合の景観形成や町並み整備、及び観光イ
ベントの開催等に関して河川占用許可の要
件を緩和するなど弾力化を行う。

河川敷の桜並木の再生やボート基地・河床料亭の
整備など河川を利用したまちづくりの推進を行
う。

河川占有許可の取得が困難であることから、県内
有数の桜並木が荒廃するなどの問題が起こってい
るほか、河川を利用したまちのづくりが阻害され
ているため。

河川法第２６条（工作物の新設等の許可）
河川法第２７条（土地の掘削等の許可）
河川区域内における樹木の伐採・植樹基準
について（建設省河治発第44号平成10年6
月19日治水課長通達）

「直轄河川環境整備事業の実施について」
（国土交通省国河環第141号平成14年３月
29日河川局長通達）
「河川環境整備事業費補助制度について」
（国土交通省国河環第143号平成14年３月
29日河川局長通達）

河川環境整備事業（直轄及び補助）

河川敷地の占用主体については河川敷地占用許可準則
第６の規定により、国又は地方公共団体等の公的主体
に限っているところであるが、都市再生プロジェクト
区域内である道頓堀川、太田川等について、当面社会
実験として、試行的に民間に対してもオープンカ
フェ、イベント施設等の河川敷地利用を認める方針。

1（河
川区域内
の植栽に
ついて
は、河川
区域内に
おける樹
木の伐
採・植栽
基準に基
づき対応

可：5,
ボート基
地の整備
について

は8）

Ⅴ

３７．に示した通達等により、必要な用件を満たす場合は、河川環境整備
事業（直轄及び補助）において親水や舟運等の河川利用の推進を図るため
に必要な河道や施設等の整備は可能であるが、個別事業の要望について
は、今回の提案募集の対象外であると考える。

花火大会等の季節的な行事やイベントの開催のための一時的な河川敷地の
占用については、河川敷地占用許可準則第１５に規定されている一時占用
許可として、通常の占用許可手続よりも簡素化を図っているところです。
また、河川に賑わいを創出するため都市再生プロジェクト区域内において
イベント施設、オープンカフェ等の施設の設置の要望があった場合には、
河川敷地占用許可準則第６に規定する占用主体に加え、河川管理者、地方
公共団体等で構成する河川敷地の利用調整に関する協議会等において、適
切と認められた営業活動を行う事業者等に河川敷地の利用を認め、社会実
験を行うこととしています。今後のその実施状況を見守りつつ、同様の目
的を有するその他の区域においても要望があった場合には、治水上の安全
性を始めとした河川管理上の支障がなく、かつ、地域の合意形成が図られ
たものについては、社会実験として積極的に取り組んでいくこととしてい
ます。また、河川区域内における植栽については、河川区域内における伐
採・植樹基準に基づき、治水・利水・環境等の支障とならない範囲で可能
となります。

北九州
市

小倉都心・門
司港レトロ地
区集客活性化
事業

2083 2083040 122190
民間事業者による
河川使用の許可

河川敷地内におけるイベントを行う際の占
用主体は、国又は地方公共団体等の公共主
体に限られている。オープンカフェや朝市
など定期的又は短期的な河川敷地を利用し
た民間事業者による占用（項目と地域を限
定）を地域が中心となった民間団体へも許
可できる基準の緩和をお願いする。

　河川敷地内におけるイベント、オープンカフェ
や朝市など定期的もしくは短期的な河川敷地を利
用した民間事業者による占用（項目と地域を限
定）を許可する。
　これによって、民間主導でのイベントが開催さ
れることで、賑わいが創出され、地域再生に寄与
できる。

　中心市街地には、治水の支障とならない河川敷
（空間）が多く存在しており、この空間を最大
限、民間に開放することが地域活性化の重要な要
素となっている。河川管理者、地域住民等利用者
が事前にルール決めを行った活動に対しては、よ
り迅速に許可することが必要である。

河川法第２４条、河川敷地占用許可準則第
６

現在、河川敷地の占用主体については河川敷地占用許
可準則第６の規定により、国又は地方公共団体等の公
的主体に限っているところであるが、都市再生プロ
ジェクト区域内である道頓堀川、太田川等について、
当面社会実験として、試行的に民間に対してもオープ
ンカフェ、イベント施設等の河川敷地利用を認める方
針。

1 Ⅴ

都市再生プロジェクト区域内においてイベント施設、オープンカフェ等の
施設の設置の要望があった場合に、河川敷地占用許可準則第６に規定する
占用主体に加え、河川管理者、地方公共団体等で構成する河川敷地の利用
調整に関する協議会等において、適切と認められた営業活動を行う事業者
等に河川敷地の利用を認め、社会実験を行うこととしています。今後のそ
の実施状況を見守りつつ、同様の目的を有するその他の区域においても要
望があった場合には、治水上の安全性を始めとした河川管理上の支障がな
く、かつ、地域の合意形成が図られたものについては、社会実験として積
極的に取り組んでいくこととしています。

特定非
営利活
動法人
地域自
立ソフ
トウェ
ア連携
機構
（略称
MSCO)

崩壊した河川
流域コミュニ
ティを情報基
盤で再構築

3054 3054030 122200

流域交通網は最終
的な課題である。
そのための準備と
して、有線放送網
を整備し、流域情
報道路整のための
放送法の規制緩
和、テラバンク
サーバー費用支
援、流域の環境監
視用カメラ費用支
援

1）流域情報道路は、現状の有線設備、
ADSL基地局を配置整備。ソフトェア整備、
ハードウェア整備（例えば、テテバンク
サーバー３千万円/１式×２式＝６千万
円、監視用カメラ百万円×１００式＝１億
円、電子会議用ソフトウェア１式２千万
円、環境監視用ソフトウェア１式２千万
円、GIS観光・環境・施設管理１式５千万
円）
２）情報交通網は、市町村を貫通した、河
川域の有効利用となり、河川整備予算利用
３）１）、２）を実現するための施策の利
便性向上

河川の流域環境は整備するためには、流域環境や
人々の生活環境の映像による、交流を促進するた
め、強力な２４時間稼動テラバンクサーバーを整
備し、電子会議、環境監視などを促進する。現
在、流域での地産地消が、過疎地での経済停滞の
ために遅れているが、この種の高度情報化での経
済的刺激が重要な役割を果たす。将来的には、流
域モノレールなどの流通・交通手段の実現が期待
される。当面は過疎地での交通量を間かな数倍程
度。

河川流域に沿っての人、物の交流は皆無に近い。
実現するとすれば、流域に沿っての地産地消の実
現であり、流域全体での物流、観光を交流させる
仕組みが必要となる。情報映像の高度化利用で実
現できるので、過疎地、過密地との物流、人流の
活性化が期待できる。

河川法第９条

国民の生命・財産を守るためには、ハード整備と合わせて防災に資す
るあらゆる情報を一元化し広く国民と共有することが重要であるのと
の認識に基づき、河川局では情報を共有化するためのハード・ソフト
一体となった施策（水情報国土の構築）を推進している。この一環と
して、水害や土砂災害から人命・財産を守るため、監視カメラなどの
監視機器、観測機器の設置及び光ファイバー網の整備を推進するとと
もに、河川に関する防災情報をワンストップで提供する「川の防災情
報」をＷＥＢ上に開設するなど、防災情報の提供を実施している。ま
た、監視カメラについては河川管理に役立つとともに、自然観察等に
より地域の総合学習等河川環境のための取組みにも活用されていると
ころ。さらに、河川等管理用光ファイバーについては、「e-Japan重点
計画」に掲げられている「世界最高水準の高度情報通信ネットワーク
の形成」を積極的に支援することとなるため、平成１４年度から河川
管理に支障のない範囲で、第一種電気通信事業者等に開放している。

5
平成１６年度予算案においても、重点４分野施策として水情報国土の構築
に取り組むこととしており、光ファイバー、ＣＣＴＶ、監視機器、観測機
器等の整備を推進してまいるとともに、河川等管理用光ファイバー及び収
容空間の民間開放についても引き続き実施してまいりたい。
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財団法
人　水
島地域
環境再
生財団

よみがえれ、水
島のまち　―水
島再生プラン

3056 3056010 122210
自然環境回復のた
めの法整備

緑地面積20％以上、環境施設25％以上とし
た現在の工場立地法に加えて、県･市によ
る上乗せ基準を設置する等によって、緑地
を確保･整備し市民の憩いの場とするとと
もに安全の確保にも役立てる。また、水島
地域の中心を流れる八間川を緑豊かな親水
空間とし、周辺の建築物もそれに合わせた
デザインを取り入れることで、調和の取れ
た緑のまちを目指す。そのために道路を始
めとする不要不急の公有地の市民による活
用を促進する。管理にあたっては、市民が
自主的に行なえる体制をつくる。

　水島地域内にあるコンビナートと居住地域との
間にある緩衝緑地帯は国道430号線の中央にあり
市民にとっては危険で利用しづらいものである。
そこで、車線数を減少し、緑地帯を拡大すること
によって市民の安全をはかるとともに、範囲を児
島から高梁川まで延長することで、緑のシンボル
ストリートとして整備する。
　水島の中央を流れる八間川も両側1車線づつを
削減し、自然工法を活用した河川とし、ゆとりあ
る親水型の緑陰道路を整備する。これを生かした
環境学習の推進も図る。これらの管理、運営は、
地域住民に委託をすることとし、そのための補助
を行政が行う。

緑地面積に関しては、現状では充分とはいえず、
更なる緑地の整備が必要と考えられる。また、地
域内の道路は、2～3車線を確保しなければ慢性的
な渋滞に悩まされるというほどのことはなく、車
線数の減少が市民生活に与える影響はそれほど大
きくないと考えられる。これらの規制が取り除か
れることによって住民主体による計画の推進が促
進され、また、その管理を住民に委託することに
よって意識の向上もはかられる。

道路構造令第５条

都市緑地保全法
（緑化施設整備計画の認定）
第二十条の五の二　第二条の二第二項第三
号ニの地区内の建築物の敷地内（当該建築
物の屋上、空地その他の屋外に限る。）に
おいて緑化施設を整備しようとする者は、
国土交通省令で定めるところにより、当該
緑化施設の整備に関する計画（以下「緑化
施設整備計画」という。）を作成し、市町
村長の認定を申請することができる。
（緑化施設整備計画の認定基準）
第二十条の五の三　市町村長は、前条第一
項の認定の申請があつた場合において、当
該申請に係る緑化施設整備計画が次に掲げ
る基準に適合すると認めるときは、緑化施
設整備計画の認定をすることができる。

「直轄河川環境整備事業の実施について」
（国土交通省国河環第141号平成14年３月
29日河川局長通達）
「河川環境整備事業費補助制度について」
（国土交通省国河環第143号平成14年３月
29日河川局長通達）

道路事業においては、良好な景観を形成し、ＣＯ２の吸収など環境へ
の負荷を軽減するため、良質な緑の路道路空間を構築する道路緑化を
積極的に進めている。

都市緑地保全法においては、同法第２条の２に基づく市町村の定める
緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画（緑の基本計画）により
指定された「緑化の推進を重点的に図るべき地区（緑化重点地区）」
内において、敷地面積の２０％以上に緑化施設が整備され、かつ、良
好な都市環境の形成に資する等の要件を満たした緑化施設整備計画を
認定する緑化施設整備計画の認定制度が設けられている。そして、認
定された緑化施設整備計画に基づいて整備された認定緑化施設につい
て、固定資産税の課税標準を５年間１/２とする特例が設けられてい
る。本制度は緑化施設の量・質等に着目し、良好なものについて認定
し、良好な緑化施設の整備を推進する制度である。

河川環境整備事業（直轄及び補助）

5

8

道路の車線数については、道路構造令において、道路の区分及び地方部に
存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量に基づき定められる
こととなっている。車線数の変更については、計画交通量等を考慮して、
地域の状況に応じて対応する。

緑化施設整備計画認定制度は緑化施設の量・質等に着目し、良好なものに
ついて認定し、良好な緑化施設の整備を推進する制度であり、緑化率に関
する規制を定めたものではない。

37．に示した通達等により、必要な用件を満たす場合は、河川環境整備事
業（直轄及び補助）において親水施設等の河川利用の推進を図るために必
要な河道や施設等の整備は可能であるが、個別事業の要望については、今
回の提案募集の対象外であると考える。

原町市

海をテーマに
した「交
流」・「環
境」・「情
報」により地
域経済の再生
と振興

1125 1125010 122220
各種関係法令の手
続きの緩和及び支
援策の連携

①港湾法・河川法及び海岸法の手続きの緩
和②地域整備に伴う各種施策の集中

海をテーマとして施設の整備：サーフ関連施設
（ピアの建設）・小型船だまりの整備（プレー
ジャーボートの係留場）など

「海」をテーマとしたサーフ関連施設としてピア
の設置等をする場合は、海岸法第３条に基づく海
岸保全区域の海岸保全施設の整理が必要であり、
また、小型舶係留場を整備する場合は、港湾法に
基づく港湾区域、港湾計画及び地方港湾などの整
理を行わないと施設の整備が困難となる。

海岸法第３条

海岸法第２条　この法律において「海岸保全施設」と
は、第３条の規定により指定される海岸保全区域内に
ある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜その他海
水の侵入又は海水による浸食を防止するための施設を
いう。

5
そもそもサーフ関連施設としてのピア等は法第２条で規定する「海岸保全
施設」には該当しないことから、海岸保全区域内であれば法第７条及び第
８条の許可が必要となる。また、海岸保全区域外であれば海岸法の対象と
なりません。

茨城県

カシマスポー
ツ交流空間創
造プロジェク
ト

1275 1275040 122230
民間が行うスポーツ
交流活動に対する支
援

・マリーナ整備の補助制度については、現在、
県及び市町村が行う場合のみを対象としてい
るが、補助対象を民間が実施する場合にも拡
大する。
また、民間が実施する場合の国の補助率を２
分の１に嵩上げする。（市町村が実施する場
合、現行３分の１）
・地方公共団体が行う民間への助成に要する
経費について地方交付税に算入する。

常陸利根川にマリーナ(係留施設）を整備し、不法係
留の解消並びに河川の利活用の推進を図る。

また、誘客を図るために、
・民間が整備するスポーツ施設整備費の補助を行
う。
・民間が借り入れた資金への利子補給補助を行う。
・民間が共同で実施するPR費用等の助成を行う。

　マリーナは、自然再生事業などの河川事業と異
なり、民間で整備でき、目的とする不法係留、景
観阻害を解消できるものである。民間活力を生か
した事業の展開を図ることにより、雇用の創出な
ど自立的な地域の再生に寄与できるものである。

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第1(2)ニ　新たな補助金や税措置の創設な
ど、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため対応不可能
です。

会津坂
下町

ＮＰＯ等によ
る福祉サービ
スの提供施設
の整備

1214 1214050 122240

国庫補助等で整備
した公営住宅につ
いて目的外使用の
容認

補助金の返還や起債の繰上げ償還などの免
除や改造に要する経費の起算などの緩和策

既存の施設である公営住宅の一部を利用する。
国庫補助により整備した公営住宅を他の目的へ転
用する場合について、補助金の返還、国土交通大
臣の承認を不要とする。

○補助金等に係る予算の執行の適正化
に関する法律第22条
○公営住宅法第45条
○通知（平成８年８月30日建設省住総
発第135号）

公営住宅法第45条の規定により、グループホーム事業
を行う社会福祉法人等（第１項）及び特定優良賃貸住
宅の供給の促進に関する法律第３条第４号イ又はロに
掲げる者（第２項）は、公営住宅の適正かつ合理的な
管理に著しい支障のない範囲内において、国土交通大
臣の承認を得たときには、公営住宅を目的外使用させ
ることができることとなっている。
また、これらの運用については、平成８年公営住宅法
改正に係る通知（平成８年８月30日建設省住総発第135
号）により、包括承認を行い、公営目的外使用の事後
報告をもって承認があったものとみなす取扱いとして
いる。

5
ただ
し、目
的外使
用につ
いて、
承認を
不用と
するこ
と及び
補助目
的等と
照らし
て目的
外使用
できな
い場合
に補助
金返還
を不用
とする
ことは
対応で
きな
い。

公営住宅法第45条に規定する公営住宅のグループホーム及び特定公共賃貸住宅としての目的外
使用は、目的外使用のうち一般的に予想され、また、必要性が認められる事例を法定化し、補
助金適正化法第22条の特則として位置付けることとしたものであり、その運用については、平
成８年公営住宅法改正に係る通知（平成８年８月30日建設省住総発第135号）において、これ
らの目的外使用に係る包括承認を行うことにより、目的外使用の事後報告をもって承認があっ
たものとみなす取扱いとしたものである。
上記以外のケースについて公営住宅を目的外使用することは、一般的な事例等ではないことか
ら、補助金適化法第22条に基づく国土交通大臣の承認を得る必要があり、当該承認にあたり、
公営住宅の本来の入居対象者の入居の機会を阻害しないこと、公営住宅の適正かつ合理的な管
理に支障のない範囲内であること、目的外使用をすることにつき合理的な理由があること等を
確認した上で行われることとなる。

公営住宅について、地域再生計画が認
定された地域においては、承認を受け
ないで目的外への使用を可能とするこ
とができないか、再度検討し回答された
い。

5
国土交通大臣の承認を得ずに公営住宅
を目的外使用することについては対応で
きない。
なお、公営住宅を住宅以外の用途に目的
外使用することはできないものと考える。

金沢市

元気で暮らし
やすい金沢ま
ちなか再生構
想

1128 1128050 122250
特定優良賃貸住宅
等の入居者負担基
準額等の改正

国の特定優良賃貸住宅制度を活用し民間活
力を導入したまちなかでの良好な住環　境
整備を促進するため、特定優良賃貸住宅及
び高齢者向け優良賃貸住宅の入居者負　担
基準額及び調整係数を本市の実情に合った
ものに改正する。

入居者負担基準額及び調整係数が本市の実情に合
うことにより、本市の「まちなか特定優良賃貸住
宅建設費補助」、「まちなか高齢者向け優良賃貸
住宅建設費補助」制度がさらに活用されるように
なり、民間活力を導入したまちなかでの良好な住
環境整備が促進される。

特定優良賃貸住宅の入居者負担基準額は９万円／
月程度で、この額は同規模の民　間賃貸住宅の平
均家賃８万円／月よりも１万円程度高い。高齢者
向け優良賃貸住宅　の入居者負担基準額は、公営
のシルバーハウジングと比べると月約３万円も割
高に　なっている。また、地域間の家賃格差を調
整する係数は横浜市1.2に対し、金沢市1.0　であ
り、これも家賃の実態とはかけ離れている。この
ため、民間事業者の優良賃貸　住宅建設意欲が削
がれている。

○特定優良賃貸住宅の供給の促進に関
する法律施行令第２条第１号及び第２
号に規定する国土交通大臣が定める算
定の方法（平成５年建設省告示第1602
号）
○高齢者の居住の安定確保に関する法
律施行令第２条に規定する国土交通大
臣が定める算定の方法（平成13年国土
交通省告示第1295号）

特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅に
おいては、家賃の減額を行おうとする事業主体に
対して、地方公共団体が補助をする場合に、近傍
同種の住宅の家賃と入居者負担基準額との差額の
１／２を上限として国が支出している。
市町村立地係数は、家賃対策補助の算定根拠とな
る入居者負担基準額の計算に必要な係数であり、
公示価格等を参考にして、０．７以上１．４（高
優賃は１．６）以下で全国の市町村の立地条件の
偏差を表している。

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平
成15年12月19日において『第１（２）二　新たな補助金や税措置の
創設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるた
め。

山梨市
市営住宅再生
構想

1143 1143010 122260
公営住宅における
耐用年数の短縮

老朽化が著しく、入居者が見込めない住宅
において取り壊し等に向けての耐用年数短
縮

「事業主体は、公営住宅若しくは共同施設が災害
その他の特別の事由によりこれを引き続いて管理
することが不適当であると認める場合において国
土交通大臣の承認を得たとき、公営住宅若しくは
共同施設がその耐用年限を勘案して国土交通大臣
の定める期間を経過した場合」を「事業主体は、
公営住宅若しくは共同施設が災害その他事業主体
の特別の事由によりこれを引き続いて管理するこ
とが不適当であると認める場合、公営住宅若しく
は共同施設がその耐用年限を経過した場合」と
し、また、耐用年数を２分の１に短縮することに
より、老朽化の著しい住宅について用途廃止(取
り壊し)を実施する。これにより、老朽化した公
営住宅の用途廃止（取り壊し）ができ、他の公共
施設の整備ができる。

現在の耐用年数は構造的に一律の設定がされてお
り、実際に耐用年数を経過するまで公営住宅とし
て使用することは困難である。また、耐用年数以
内で取り壊しをする場合には国土交通大臣の承認
が必要となっている。そのため、老朽化による修
繕費用が多額となるため、耐用年数を２分の１に
短縮するとともに、事業主体の判断で用途廃止が
できるようにする。

○公営住宅法第44条第3項
○平成８年８月30日建設省告示第1783
号
○通知（平成８年８月30日建設省住総
発第135号）

公営住宅法第44条第３項の規定により、
①災害その他の事由によりこれを引き続き管理することが不適当である場合にお
いて国土交通大臣の承認を得たとき
②耐用年限を勘案して国土交通大臣の定める期間を経過したとき
等に公営住宅又は共同施設の用途を廃止することができる。
また、平成８年公営住宅法改正に係る通知（平成８年８月30日建設省住総発第135
号）において、上記用途廃止の承認基準（包括承認）を示しており、同基準によ
れば、
・公営住宅等の建替えを行うにあたって、公営住宅法第2条第15号に規定する公営
住宅建替事業として施行できないとき（建設後、耐用年限の１／２を経過してい
る住宅であること）
・公営住宅が老朽化により居住の用に供することが危険な状態にある場合で、建
替えを行うことが不適当であるとき又は建替えを行うことが必要ないとき（建設
後、耐用年限の１／２を経過している住宅であること）
・入居希望者がなく、かつ、将来とも公営住宅として保有する必要がないとき
（建設後、耐用年限の１／２を経過している住宅であること）
等に該当し、補修又は移転をすることが不適当である場合には、用途廃止の事後報

5

公営住宅法第44条第３項の規定により、災害その他の事由によりこれを引き続き管理することが不適当であ
る場合において国土交通大臣の承認を得たとき等には公営住宅又は共同施設の用途を廃止することができ
る。
また、平成８年公営住宅法改正に係る通知（平成８年８月30日建設省住総発第135号）において上記用途廃止
の承認基準（包括承認）を示しており、同基準によれば、
・公営住宅等の建替えを行うにあたって、法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業として施行できないと
き（建設後、耐用年限の１／２を経過している住宅であること）
・公営住宅が老朽化により居住の用に供することが危険な状態にある場合において、建替えを行うことが不
適当であるとき又は建替えを行うことが必要ないとき（建設後、耐用年限の１／２を経過している住宅であ
ること）
・入居希望者がなく、かつ、将来とも公営住宅として保有する必要がないとき（建設後、耐用年限の１／２
を経過している住宅であｔること）
等に該当し、補修又は移転をすることが不適当である場合には、用途廃止の報告をもって承認があったもの
とみなして取り扱っている。したがって、現行制度においても、上記の基準に適合する場合には、その耐用
年限の１／２が経過した住宅については、用途廃止をすることが可能である。

公営住宅について、地域再生計画が認
定された地域においては、承認を受け
ないで用途廃止を可能とすることができ
ないか、再度検討し回答されたい。

5
国土交通大臣の承認を得ずに公営住宅の用
途を廃止することについては対応できな
い。

30/80
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山梨市
市営住宅再生
構想

1143 1143020 122270
公営住宅における
入居条件の緩和

建設年数が古く、入居希望者が少ない、空
家がある公営住宅の空家を解消するための
入居条件の緩和

公営住宅法による目的は、国及び地方公共団体が
協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住
宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に
低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、
国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること
である。また、公営住宅の入居者は、現に同居
し、又は同居しようとする親族があることと規定
されています。（法第23条）ただし、単身で入居
できる者として50歳以上の者等が規定されていま
す。（令6条）
50歳未満の者でも現に住宅に困窮している者もい
ることから入居条件を緩和することで入居が可能
となる。これにより空家の解消も図られる。
また、地域産業振興策の一環による農業従事者世
帯等（単身も含む）の短期滞在型の住居として、
建築年数が古く入居希望者が少なく空家となって
いる公営住宅を活用することで、空家の解消を図
る。
なお、これに伴う所得要件については、20万円
（月額）を超える場合については、最高額家賃を
徴収する。

現に住宅に困窮する世帯（単身も含む。）に対し
住宅を供給するには、現行の入居条件を緩和する
ことが必要と思われる。これにより、建築年数が
古く入居希望者が少ない公営住宅の空家の解消も
図られ地域の活性化に繋がる。

○公営住宅法第23条第１号
○公営住宅法施行令第６条第１項
○補助金等に係る予算の執行の適正化
に関する法律第22条

○公営住宅第23条第第１号の規定により、原則と
して同居親族を有することが公営住宅の入居者資
格のひとつとされており、特に居住の安定を図る
必要がある者として例外的に公営住宅に単身で入
居することができる者は、公営住宅法施行令第６
条第１項第１号から第７号に限定列挙されてい
る。
○公営住宅を目的外使用する場合には、補助金等
に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に
基づき、国土交通大臣の承認を得た上で行う必要
がある。

○入居者
資格緩和
について
は3（対
応不可）
ただし、
50歳未満
の者につ
いても、
身体障害
者及び生
活保護等
特に居住
の安定を
図る必要
のある者
について
は単身で
の入居は
可能。
○短期滞
在型住宅
としての
活用につ
いては5
（現行制
度で対応
可能）

○公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸することにより居住の安定を図ることを目的と
し、住宅市場においてファミリー向け賃貸住宅の供給が不足していることから、同居親族を有することが入
居者資格のひとつとされており、高齢者、身体障害者等の、住宅に困窮する低額所得者の中でも特に居住の
安定を図る必要性が高い者についてのみ例外的に単身での入居者資格が認められている。したがって、単に
住宅に困窮しているという理由のみにより単身入居を認めることは困難である。
○農業従事者世帯等（単身も含む）の短期滞在型住居として公営住宅を活用することについては、補助金等
に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に基づく国土交通大臣の承認を得て公営住宅を目的外使用す
ることにより対応することが可能であり、これは空家対策・ストックの有効活用という観点から適当である
と考えられるが、その際には、公営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害しないこと、公営住宅の適正かつ
合理的な管理に支障のない範囲内であること等を確認した上で行う必要がある。

公営住宅について、地域再生計画が認
定された地域においては、承認を受け
ないで目的外の使用を可能とすること
ができないか、再度検討し回答された
い。

5
国土交通大臣の承認を得ずに公営住宅
を目的外使用することについては対応で
きない。

岐阜県

いきいき福祉
のまちづくり
構想（ケア付
き住宅モデル
事業）

1163 1163010 122280
社会福祉施設等施
設整備費などの補
助の弾力的な運用

社会福祉施設に対する補助に「社会福祉施
設等施設整備費補助」（厚生労働省、取得
費の3/4）があり、補助率も高く有利であ
るが、社会福祉法人が施設自体を「所有」
することが条件となっている。街中で所有
してまで進出する社会福祉法人は少ない。
社会福祉法人が施設自体を所有しなくと
も、社会福祉法人に床を賃貸する公社等の
建物所有者へ「施設整備費補助」見合いの
補助を投入する。

岐阜県住宅供給公社が再開発組合から保留床を取
得し、高齢者向け優良賃貸住宅として供給すると
ともに、一部を社会福祉法人に賃貸し、デイサー
ビスセンター、ヘルパーステーション等として運
営してもらう。

高齢者向け優良賃貸住宅制度における高齢者生活支援
施設の補助は、賃貸住宅戸数×定額を基本とし、現計
画での補助額は、生活支援施設取得費の約1/10の見込
み。
地価が高い街中では賃料が高いことから、収益に上限
がある福祉事業の運営は厳しい面がある。公社等が社
会福祉法人に床を賃貸する場合にも、公社等の建物所
有者へ社会福祉施設等施設整備費並みの補助を投入で
きれば、床賃料の低減を図ることができ、社会福祉法
人の安定運営が期待できる。
（少子高齢化という時代潮流の中で、コンパクトで効
率の高いまちづくりが求められており、各種施設の複
合開発、合築が本流になっていくものと考えられる。
地価負担力が弱い福祉施設は専ら郊外部で展開してい
るが、賃貸する場合にも補助が弾力的に運用されれ
ば、福祉施設の街中での展開に拍車がかかり、都心居
住や経済活性化に繋がるものと考えられる。）

6 本提案は、厚生労働省所管の社会福祉施設整備費等に関するもので
ある。

江戸川
区

密集住宅市街
地整備促進事
業の推進構想

1190 1190010 122290

密集住宅市街地整
備促進事業におけ
る、補助金制度の
改善

老朽建築物の買収・除却について建物の築
年数が２／３を経過したものは、事業者が
買収し除却することとなっているが、事業
の早期完了のために築年数に関係なく、
「建物移転補償」制度も適用できるように
してほしい。

道路用地買収に伴う老朽建築物の買収・除却の場
合、権利者との合意が得られてから建物除却まで
の間の手続きが煩雑なため、最短の期間を見ても
１ヵ年を要してしまう。
補償制度も可となれば、権利者との話し合いをス
ムースに進められ、買収・除却とを使い分けるこ
とにより事業の進捗が図られる。

１．権利者の実情に合わせた選択が出来、話し合
いによる同意が得られやすい
２．買収・除却に最低１ヵ年要する期間が短縮で
き道路整備が進む。
３．買収・除却に関連する他の部署への負担が少
なくなり、効率的な事務推進が図れる。

密集住宅市街地整備促進事業制度要綱
第20　国の補助
１　国は、密集住宅市街地整備促進事業の
施行者に対して次の各号に掲げる費用を補
助する地方公共団体に対して、予算の範囲
内において、当該補助事業に要する次の各
号に掲げる費用の一部を補助することがで
きる。
一　事業計画の作成等に要する費用
二　老朽建築物等の除却（当該老朽建築物
等の除却のための取得を含む。）に要する
費用
三　事業地区を健全な住宅地区に形成する
ために行う道路、公園、下排水施設その他
の施設の整備（代替地等の取得を含む。）
に要する費用
四　仮設住宅等の設置に要する費用

密集住宅市街地整備促進事業により、密集市街地
における防災性の向上と居住環境の整備改善を
行っているところ。
なお、平成16年度より住宅市街地総合整備事業を
創設する予定。

5 現行制度において、老朽建築物の除却が契約により担保できる場合
は、損失補償を適用することが可能

江戸川
区

密集住宅市街
地整備促進事
業の推進構想

1190 1190020 122300

密集住宅市街地整
備促進事業の整備
計画と事業計画の
一本化

密集市街地において、整備計画区域と事業
実施区域が同一エリアの場合に、承認と同
意の同時申請ができるように一本化してほ
しい。

一本化により、手続きの簡素化と事務量の削減、
経費等の節約が図られる。

１．期間短縮
２．事務量の削減
３．経費節約

密集住宅市街地整備促進事業制度要綱

第５　整備計画の策定

１　密集住宅市街地整備促進事業（防災街区整備事業を除く。）を行おうとする場

合は、市町村又は都道府県は次に掲げる事項を定めた整備計画を策定し、国土交通

大臣の承認を受けなければならない。

一　整備計画区域の名称、位置及び区域

二　整備計画区域の現況及び課題

三　整備計画区域の整備に関する基本方針

四　その他必要な事項

２　整備計画区域の全部又は一部において防災街区整備事業を行おうとする場合

は、市町村又は都道府県は前項各号及び次に掲げる事項を定めた整備計画を策定

し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

　一　整備計画区域内における防災に関する機能の確保、土地の合理的かつ健全な

利用及

　　び居住環境の整備改善の目標年次及び目標量

　二　次に掲げる事項のうち、前号の目標を達成するため必要な事項

　　イ　都市計画の決定に関する事項

　　ロ　建築物の建替えに関する事項

　　ハ　道路、公園その他の公共の用に供する施設の整備に関する事項

３　市町村が前２項の承認の申請をしようとするときは、都道府県知事を経由して

行うものとする。

４　整備計画を策定しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる関係者と協議しな

ければならない。

一　公共施設の管理者又は管理者となるべき者

二　生活環境施設の設置について許可、認可その他の処分をする権限を有する行政

機関

三　整備計画区域内において住宅経営をしようとする地方公共団体、都市基盤整備

公団及び地方住宅供給公社並びに一団地の住宅施設に関する都市計画事業を行おう

とする者

５　前４項の規定は、整備計画の変更（軽微な変更を除く。）について準用する。

第６　整備計画の周知等

１　整備計画を策定しようとする者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、

整備計画区域内の居住者及び利害関係を有する者（以下「居住者等」という。）に

対して当該計画の案の周知を図り、意見を聴取する等当該計画に居住者等の意見を

反映させるための措置を講ずるものとする。

２　整備計画を策定した者は、整備計画の承認があったときは、速やかに、当該計

画を居住者等に周知させるための措置を講ずるものとする。

３　前２項の規定は、整備計画の変更（軽微な変更を除く。）について準用する。

第12　事業計画の策定

１　密集住宅市街地整備促進事業の施行者は、整備計画に適合した事業計画を定め

ることができる。ただし、施行者が複数にわたる場合には、当該施行者は、共同し

て事業計画を定めるものとする。

２　密集市街地整備法第122条第１項、第136条第１項、第165条第１項、第179条第

　び第188条第１項に規定する防災街区整備事業の事業計画（以下「防災街区整備事

　事業計画」という。）は、前項の事業計画とみなすことができる。

３　補助事業者は、前項の規定に基づき、事業計画が定められない場合に限り、整備

４　補助事業者は、前項の規定に基づき事業計画を定めようとする際、当該事業地

５　前３項の規定は、施行者又は補助事業者（以下「施行者等」という。）が事業計

６　事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一　事業地区の名称、位置及び区域

二　事業地区の整備に関する基本方針

三　補助対象施設等の名称

四　補助種別及び項目

五　施行者等

六　事業の施行年度

七　各補助対象施設等の全体事業量

八　各補助対象施設等の全体概算事業費

九　概ねの事業実施箇所

十 その他必要な事項

密集住宅市街地整備促進事業により、密集市街地
における防災性の向上と居住環境の整備改善を
行っているところ。
なお、平成16年度より住宅市街地総合整備事業を
創設する予定。

5 現行制度において同時申請は可能

長野市
長野ナノサイ
エンス産業都
市構想

1193 1193010 122310
建築基準法で定め
る居室の採光基準
の条件緩和

中心市街地の遊休施設等（空きビル、空き
オフィズ）においては、大学等の校舎とし
て活用する場合、床面積の1/10以上の窓を
設ける必要をなくす。

現在市が所有している窓がない空きビル（旧ダイ
エーが入居していた）について、大学の講義室等
としてフロアを活用する。都市工学の研究、社会
及び市民開放型講義が実施可能になることによ
り、街と一体化した学術による新しい地域づくり
が促進される。

中心市街地遊休施設（空きビル窓無）を有効活用
し、空洞化の抑止及び学術による新しい地域づく
りを実施するため。

令第19条の規定は、人間の成長期にある乳幼児等が
利用する施設について、自然光を確保するため、居室
に対して一定基準を満たす採光に有効な開口部を設け
ることとしている。

3

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するため、安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用途、規模等に応
じて、建築物の構造及び衛生等に関する最低基準を定めているものであり、一般的な店舗等として使用されていた建
物等を学校として用いた場合には、学校としての用に供されることとなるから、その用途としての特性に応じた建築基
準に適合することが必要となる。
法第28条については、自然採光が人間にもたらす身体的な効果を勘案し、児童、高齢者等が長期間反復・継続的に
利用する可能性がある居室等について、所要の自然光を確保するため設けられた基準であるが、近年では高齢者が
大学で学習する生涯学習等が普及してきているなど様々な年齢層の者が利用することが考えられることから、大学の
教室についても本規定の対象としているところであり、健康の保護等の観点から緩和を行うことは困難である。
なお、大学の教室については、住宅の居室、高校等の教室ほどの衛生上の配慮を必要としないことから、採光の基
準を緩和しているところであり（窓等の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合（以下、割合と
いう。）について、大学の教室は１／１０）、さらにオフィスビルを大学に転用しようとした場合に、窓等の開口部が道に
面している場合等には、平成12年の法改正時に導入した採光補正係数が３となり、当該割合は１／３０まで緩和され
ることとなり、実態としては当該基準がその支障となることは考えにくい。

提案の趣旨を踏まえ検討できないか。 3

建築基準法は、国民の生命、健康等を保護するた
め、安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用
途、規模等に応じて、建築物の構造及び衛生等に
関する最低基準を定めているものであり、一般的
な店舗等に使用されていた室について、学校の教
室に用途変更して用いる場合には、その用途とし
ての特性に応じた建築基準に適合することが必要
となる。
法第28条の採光の基準については、自然採光が
人間にもたらす身体的な効果を勘案し、高齢者等
が長期間反復的・継続的に利用する可能性がある
大学の居室について所要の自然光を確保すること
を目的として、健康の保護の観点から設けられた
基準であり、中心市街地の遊休施設の有効活用や
空洞化の抑止等の観点から設けられたものでない
ことから、ご要望の緩和を行うことは困難である。
なお、大学の施設であっても教室に該当しない事
務室や研究室等については、当該基準の対象と
なっていない。
また、大学の教室については、住宅の居室、高校
等の教室ほどの衛生上の配慮を必要としないこと
から、採光の基準を緩和しているところであり（窓等
の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面
積に対する割合（以下、割合という。）について、大
学の教室は１／１０）、さらにオフィスビルを大学に
転用しようとした場合に、窓等の開口部が道に面し
ている場合等には、平成12年の法改正時に導入し
た採光補正係数が３となり、当該割合は１／３０ま
で緩和されているところである
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小野町
健康・安心の
まちづくりに
よる地域再生

1240 1240120 122320
公営住宅入居条件
の緩和

入居条件を緩和し、小野町に居住を希望す
る他市町村からの転入者を受け入れる。特
に誘致企業等においては、県外等から転勤
により転入する者もおり、安心して働くこ
とのできる環境整備の一つとしても、入居
条件の弾力的運用を可能としてほしい。

公営住宅の設置目的は、住宅困窮者及び低所得者
への住宅提供であり、入居者の募集は公募となっ
ているが、当町への転入希望者へ賃貸すること
で、定住促進・他市町村から移住希望者が安心し
て移住できる環境整備が図られる。

現行の公営住宅法では、入居要件を緩和もしくは
撤廃しなければ入居できない人がいる。定住人口
の拡大を図るためには、安心して居住できる環境
作りが必要であり、そのためには公営住宅入居要
件の緩和を図る必要がある。

○公営住宅法第23条
○公営住宅法附則第15項
○通知（平成８年10月14日建設省住総
発第153号）

○公営住宅に入居するためには、以下の条件を具備している
必要がある。
①同居親族を有すること
②収入が一定水準を超えないこと
③現に住宅に困窮していること
○振興山村（山村振興法（昭和40年法律第64号）第7条第1項
の規定により指定された振興山村をいう。）の区域の全部又
は一部を含む市町村の公営住宅については、入居者に同居親
族がない場合においても上記①の条件を具備する者をみなす
こととしている。
○通知（平成８年10月14日建設省住総発第153号）において、
公営住宅法第23条に規定する要件に加えて、事業主体が条例
により、入居者資格として「県（市）内に住所又は勤務場所
を有すること」等の要件を規定することができる旨を参考と
して示している。

5

公営住宅の入居者資格については、公営住宅法附則第15項の規定に
より振興山村（山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興
山村をいう。）の区域の全部又は一部を含む市町村の公営住宅につ
いては、入居者に同居親族がない場合でも入居が可能であり、ま
た、他市町村からの転入者を公営住宅に入居させることについて
は、公営住宅法上制限しているものではなく、事業主体が独自に、
当該事業主体内に居住していること等を入居者資格として定めてい
るものと考えられるため、現行制度で対応すうることは可能であ
る。

稚内市
地球環境に貢
献する国際交
流都市の形成

1327 1327010 122330

「優良建築物等整
備事業」における
階数制限の要件緩
和

「優良建築物等整備事業」における地上3
階以上の階数制限については、地方の小都
市では要件クりアのために3階を建築する
ことで事業全体の採算性を悪くする場合が
あり、人口等の条件による要件の緩和が必
要である。

「都市再生（市街地総合再生）プロジェクト」に
おいて、都市観光を大きなテーマに稚内港を核と
して隣接する市街地と連携した国際交流拠点とし
ての新しい「顔」づくりの「マリンタウンⅡ期計
画」、かつて沖合い底引き漁業の基地として賑わ
いのあった第一副港に新たな交流空間を創出する
「シーグランド計画」、ＪＲ稚内駅前地区の再開
発を目指す「中心市街地活性化事業」に取り組ん
でいる。これら新たな交流拠点の創造は当市が目
指す国際交流都市の形成に資するものであり、地
域経済の活性化や地域雇用の創出に繋がるもので
ある。

「シーグランド計画」において、「優良建築物等
整備事業」により「フィッシャーマンズワーフ」
的な施設の配置を計画しているが、地上3階以上
の階数制限により、要件クりアのために3階を建
築することで事業全体の採算性を悪くするため事
業の円滑な推進にあたり、これら要件の緩和が必
要である。

「優良建築物等整備事業制度要綱」
（建設省住街発第６３号平成６年６月
２３日建設省住宅局長通知）第４第四

優良建築物等整備事業の目的を達成するため、建
築物の基準を「地階を除く階数が原則として３階
以上であること」としている。

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平
成15年12月19日において『第１（２）二　新たな補助金や税措置の
創設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるた
め。

喜多方
市

グリーン・
ツーリズムで
地域活性

1342 1342020 122340
農泊における農村
家屋の保全

農泊を行う家屋の形態を変更しないで農泊
の営業を行う。

※農泊については用途変更扱いとせず、建
築確認申請の除外

家屋の形態を保全し、農村、田舎らしさを活かし
た農泊を行う。

現行法令では、特殊建築物に該当し、大幅な改造
が必要で、本来の農村らしさを失ってしまう。

建築基準法第27条　等
一定の特殊建築物は耐火構造等としなければなら
ない。 5

建築基準法において、旅館等の特殊建築物については、就寝用途に供
する建築物であるため、火災等の災害に遭遇した際の安全避難を確保
する観点から、３階以上の部分が当該用途に供する場合や当該用途に

供する部分の床面積が300m2以上の場合において、耐火建築物等にする
ことが求められているものである。このような基準をを踏まえると、
一般的な農家を旅館に用途変更する場合には、耐火建築物等にする必
要がないと考えられるので、現行制度によりご要望の趣旨は達成可能
であると考えられる。

多治見
市

多治見市産業
再生

1381 1381060 122350
建築基準法４８条
別表第二

商業地域においては、陶磁器製造施設の建
築が制限されているが、この規制を緩和し
ていただきたい。

地場産業である陶磁器産業を、観光的に再生し、
市街からの来訪者を増加させるべく取組んでお
り、そのためには、民間事業者によ陶磁器の販売
施設や製造施設（工房程度の規模）を集客力のあ
る商業地区においても整備可能とし、地場産業振
興に寄与させようとするもの。

建築基準法第４８条別表の規定を改正し、商業地
域の特性を損なわないとういう一定の条件を満た
す場合は、建築を可能とすることが必要であり、
条例による特別工業地区の建築制限の緩和とは趣
旨が異なると考えられる。

建築基準法第48条第9項、別表第2
各地域ごとに建築可能な建築物の範囲又は建築し
てはならない建築物の範囲が定められている。 5

ご提案の内容は、建築基準法等の一部を改正する法律（平成14年法
律第85号）により創設された用途緩和型地区計画、地方公共団体の
条例により建築物の用途制限の緩和を定めることができる特別用途
地区を活用することできめ細かく対応可能である。また、個別の建
築物について当該用途地域の環境を害するおそれがないもの等とし
て特定行政庁が認めて許可することによっても対応可能である。

北海道
滝川市

商業都市の再
生

1390 1390030 122360

特定優良賃貸住宅
供給促進事業（含
む高齢者向け優良
賃貸住宅制度）入
居者要件等の緩和
と手続きの簡素化

中心市街地における民間による街なか居住
促進のための現行特定優良賃貸住宅供給促
進事業（含む高齢者向け優良賃貸住宅制
度）における住宅基準・管理基準等の緩和
と手続の簡素化

中心市街地の地盤沈下の要因は商業の不振だけで
はなく、人口減少による生活の場としての賑わい
低下も大きく影響している。中心市街地への定住
人口を少しでも増やすために、広大な敷地や入居
要件に制限があり建設まで長い時間のかかる公営
住宅ではなく、民間住宅の建設促進を図る必要が
ある。

現制度は手続きが煩雑であり、かつ建設基準や管
理基準が厳しく民間の利用が次の点で進まない状
況にあるので、少しでも要件緩和や手続きの簡素
により、街なか居住の促進を図りたい。①入居は
公募等で企業契約は出来ない。所得制限の下限が
高く地方都市では制約になる。③住宅管理者が直
接管理できない。

①特優賃法第３条第６号同省令第９
条、高優賃法第３１条第８号同省令第
１８条
②特優賃法第３条第４号ロ同省令第７
条、高優賃法第３１条第６号同省令１
６条
③特優賃法第第３条第７号同省令第１
５条、高齢者法第３１条第９号同省令
第２５号

①入居者の選考に際しては、法律等（特優賃法第３条
第６号同省令第９条、高優賃法第３１条第８号同省令
第１８条）において、原則として公募しなければなら
ない旨決められている。
②入居者資格は、法律等（特優賃法第３条第４号ロ同
省令第７条、高優賃法第３１条第６号同省令１６条）
において、収入分位０％から入居可能である旨決めら
れている。
③管理者の基準については、法律等（特優賃法第第３
条第７号同省令第１５条、高齢者法第３１条第９号同
省令第２５号）において定められており、この基準に
合致する者であれば、当該住宅を管理することができ
る。

5

①公平性の観点から公募要件を定めているところであるが、特に居住
の安定を図る必要がある者であれば、都道府県知事の裁量により、優
先的に選考することが認められている。また、企業が転貸事業者等と
して特定優良賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅を管理・運営するこ
とは、現行制度においても可能。
②「制度等の現状」に規定したように、所得制限の下限は、特優賃に
おいては引き下げ可能、高優賃においては存在しない。
③「制度等の現状」に規定したように、一定の基準を満たす者であれ
ば、どんな者でも管理可能。

松山市

『坂の上の
雲』フィール
ドミュージア
ム構想

2044 2044080 122370
優良建築物等整備
事業制度の緩和・
拡充

　地域再生として観光振興を進めるため、
優良建築物等整備事業の共同施設整備費の
対象に観光案内拠点施設の整備にかかる経
費を追加する。
　また、既存ストック活用型の要件として
「転用後の建築物の延べ面積が１／２以上
が住宅」とあるが、住宅以外に社会福祉施
設等や子育て支援施設、観光案内拠点施設
等も加える。

平成18年のNHKのスペシャル大河で「坂の上の
雲」の映像化が予定されており、観光客の急増が
予想されるが、これらに対応するため中心市街地
等における既存ストック等を活用した観光案内拠
点施設の整備を想定している。

優良建築物等整備事業の共同施設整備費の対象に
は「観光案内拠点施設」等は含まれていない。
また、既存ストック活用型は都心居住の促進を主
目的としているが、都市中心部においては待機児
童も多いなど社会福祉施設等の整備促進も求めら
れている。

「市街地再開発事業等補助要領」（建
設省住街発第４７号昭和６２年５月２
０日建設省住宅局長通知）第５第３

「優良建築物等整備事業制度要綱」
（建設省住街発第６３号平成６年６月
２３日建設省住宅局長通知）第２第五

優良建築物等整備事業において「共用通行部分整
備費」等を補助対象としている。

優良建築物等整備事業既存ストック型の要件を
「転用後の建築物の延べ面積の２分の１以上を住
宅の用に供すること」としている。

5

8

「観光案内拠点施設」は、優良建築物等整備事業では補助対象としていな
いが、優良建築物等整備事業を基幹事業として都市再生総合整備事業（拠
点整備型）を適用することが可能であり、この事業における補助メニュー
である「地域交流センター」活用すれば、補助対象となる可能性があるの
で、御検討いただきたい。

優良建築物等整備事業既存ストック活用型の要件緩和については、「地域
再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成15年12月19
日において『第１（２）二　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な
財政支出を伴わないものであること』とあるため。

熊本県
熊本型福祉で
まちづくり構
想（案）

2047 2047180 122380

県営住宅と福祉施
設との合築に係る
総合補助金の創設
等

地域福祉の推進を図るため、ボランティ
ア・ＮＰＯ等が、公営施設の一部を活動拠
点として介護や子育てに関する相談窓口や
育児サークルなどを行う場合に、当該事業
に必要な設備整備について社会福祉法人等
と同様に国庫補助対象とするとともに、県
営住宅と福祉施設とを合築する場合におけ
る総合的な補助金の創設

ボランティア・ＮＰＯ等が、公営施設の一部を活
動拠点として介護や子育てに関する相談窓口や育
児サークルなどを行うことにより、より地域に密
着したサービスが提供されるとともに、県営住宅
と福祉施設との合築を推進することにより、少子
高齢化の進展の中で、身近なところでの地域福祉
の拠点の創設が可能となる。

ＮＰＯやボランティア等は、社会福祉法人等に比
べ財政基盤が弱い中、さらに事業実施の際の国庫
補助等でも差異が設けられているため、新たに事
業展開することが困難な状況にあり、また、県営
住宅と福祉施設との合築については、県営住宅の
整備に関する補助制度と社会福祉施設の整備に関
する補助制度との組み合わせることが困難であ
る。

○公営住宅整備事業等補助要領第第５第２
項

○平成15年度における住宅局所管事業に係
る標準建設費等について別表第２（９）

○住宅局所管事業関連共同施設整備等補助
要領等細目

【地方公共団体による建設又は買取の場合】
国の補助金額の算定の基礎となる標準建設費等の算定
に係る主体附帯工事費の特例加算「店舗等併設工事
費」により合築に対応した補助の割増を行っている。

【借上住宅等の場合】
「社会福祉施設等との一体的整備費」として「建築主
体工事費に0.15を乗じて得た額」を補助対象とするこ
とにより、合築に対応した補助の割増を行っている。

5

目的が異なる補助金を統合することは困難であるが、県営住宅と社会福祉
施設を合築する場合に、社会福祉施設の整備に関する補助を受けるものに
ついて、併せて県営住宅の整備に関する補助を受けることは、現行でも可
能である。

なお、合築による工事費の増額分に対応して、県営住宅の整備費補助の割
増対象としているところである。

西郷町
観光を機軸に
交流・産業を
創出するまち

2066 2066090 122390
中心市街地の空き
店舗対策としての
規制緩和

地域に根差した飲食店を開業する時に必要
となる消防法等による建築基準を緩和す
る。

中心市街地の空き店舗をコミュニティレストラン
等として活用する。また、空き店舗の利用を容易
にすることで新規事業参入に関心のある起業家の
意欲を促進し、中心市街地の活性化を図り、観
光・交流の商業空間を創出す。

中心市街地には空き店舗が目立つようになってい
る。飲食店として開業するには設備費等によるコ
ストがかさみ、新規参入を阻害している状況があ
る。これらの要件を緩和することで、飲食店等の
開店を容易にする。

建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するた
め、安全上及び防火上等の観点から、建築物の用
途、規模等に応じて、建築物の敷地、構造及び用
途等に関する最低基準を定めているものである。

3
建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するため、防火・避難等
の安全確保の観点から、建築物の用途、規模等に応じて、建築物に
関する最低基準を定めているものであることから、ご要望の緩和を
行うことは困難である。
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鈴鹿市

健康・福祉・
リハビリテー
ション関連人
材育成・産業
創出構想

2129 2129050 122400
高齢者向け優良賃
貸住宅制度の制度
拡充

民間事業者が高齢者向け優良賃貸住宅の整
備を行なう場合，地方住宅供給公社並に施
設の建設・買取に関する費用全体に対して
補助が受けられるよう拡充する。

健康・福祉・リハビリテーション分野の産学研究
を背後から支える機能として，高齢者向け優良賃
貸住宅の整備を民間事業者が行なう場合の制度の
優遇措置を行なうことで，整備の促進を図る。

民間事業者がが高齢者向け優良賃貸住宅を整備す
る際は，共同施設（通路，駐車場等）や住宅共用
部分（通行部分，機械室，管理事務所等）の部分
に対してのみの補助のため不十分である。

（高齢者の居住の安定確保に関する法
律）
第41条

（高齢者の居住の安定確保に関する法
律政令）第1条

高齢者向け優良賃貸住宅の整備に要する費用の補
助対象（補助率）については以下のとおり。
○民間事業者等建設の場合
共用部分等整備費、加齢対応構造等整備費等（国
1/3、地方1/3）
○住宅供給公社等建設・買取の場合
全体工事費（国1/6､地方1/6）
○民間事業者、地方住宅供給公社等の改良の場合
共用部分等整備費、加齢対応構造等整備費等（国
1/3、地方1/3）

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平
成15年12月19日において『第１（２）二　新たな補助金や税措置の
創設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるた
め。

竜王町

（仮称）エコ
田園産業拠点
交竜（交流）
プロジェクト
構想

2154 2154050 122410

国交省「優良建築
物等整備事業」の
エコハウス・コー
ポラ事業適用

国土交通省の補助事業「優良建築物等整備
事業」の対象事業として、エコハウスや
コーポラティブハウス事業の適用拡大

住宅供給のための事業は、平成15年検討調査中の
事業で、企業や若者世代を対象とした住宅供給を
コーポラティブ方式や環境共生型の住宅等の手法
を取り入れた実施方針をとる計画である。従来の
画一的な住宅供給とは異なる手法を取り入れるこ
とで、来住者や若者世代の定住の効果が期待でき
る。

中心市街地の形成をはかるためには、まず環境を
テーマとする住宅・事業所を建設することが当面
の事業となるが、従来の都市計画・建築指導行
政、補助制度の機械的な適用が困難な場面が多
く、新しい制度適用の方法が望まれる。

「優良建築物等整備事業制度要綱」
（建設省住街発第６３号平成６年６月
２３日建設省住宅局長通知）第２、第
３、第４

市街地総合再生計画区域内、中心市街地活性化基
本計画区域内等において、一定の要件を満たす建
築物を整備する場合に、優良建築物等整備事業の
補助対象としている。

5 現行の優良建築物等整備事業の採択要件を満たす場合、エコハウ
ス、コーポラティブハウスも補助対象となっている。

あさぎ
り町

石倉を拠点と
した駅前商店
街の活性化

2161 2161010 122420

石倉の移設・用途
変更に係る建築基
準法等の弾力的運
用等

明治時代から昭和時代にかけて造られた石
倉の移設や用途変更に当たっては、建築基
準法の組積造（第５１条）等の基準をクリ
アする必要がある。現在、伝統的建造物群
保存制度など建築基準法の制限緩和規定が
設けられているものもあるが、地域の資源
を有効に活用するため、制度の拡大や規定
の弾力的運用等の検討をお願いしたい。

免田駅前商店街の活性化策の一つとして、地域に
ある石倉を資料館、ギャラリーホール、店舗等に
改造し利用することを検討している。また、他の
地区にある石倉をここに移設することにより、石
倉を活用したまちづくりを展開することも検討中
である。

石倉の移設や用途変更に当たっては補強措置等が
必要であるが、原形の変更による石倉の魅力の減
少や費用の増加などの問題がある。

建築基準法第20条
建築基準法施行令第3章第4節

建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するた
め、建築物について安全上、防火上等の観点か
ら、その敷地、構造及び用途等に関する最低基準
を定めている。

5

建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するため、建築物について安全上、防火上等の観点
から、その敷地、構造及び用途等に関する最低基準を定めているものである。
したがって、石倉についても同様に、建築物として、当該建築物の利用者の安全確保等の観点
から、構造に関する基準に適合することが必要であるが、ご提案の、建築基準法施行令第3章
第4節の組積造の基準については、構造安全性について検証を行い国土交通大臣の認定を受け
ることで、現行規定においても、適用除外とすることが出来る。
なお、歴史的建築物については、地方公共団体が条例の定めるところにより現状変更の規制及
び保存のための措置を講じ、建築審査会の同意を得て指定することにより、建築基準法の適用
除外とすることが既に可能となっており、ご提案については当該条例の整備と指定を行うこと
により措置が可能である。

加世田
市

人と自然の
「往来」地域
再生構想

2097 2097050 122430
住居専用地域で臨
時的宿泊所の営業
を可能とするする

市町村長が認めた指定期間及び指定区域内
において、旅館等（合宿所）の営業を可能
とする建築基準関係法の特例措置

　本地域内で実施するスポーツ・イベント及び都
市と農村の交流等における関係者の宿泊場所とし
て、公民館等を臨時的・季節的に営業する。

　本市では宿泊施設や学生等の合宿に適した施設
が非常に少ない。また年間を通した利用は少ない
ため、新施設の建設も見込めない。このことから

建築基準法第48条第3項、第4項、別表
第2

各地域ごとに建築可能な建築物の範囲又は建築し
てはならない建築物の範囲が定められている。 5

ご提案の内容は、建築基準法等の一部を改正する法律（平成14年法
律第85号）により創設された用途緩和型地区計画、地方公共団体の
条例により建築物の用途制限の緩和を定めることができる特別用途

茨城県

鬼怒・小貝 花
と水の交流圏
形成プロジェ
クト

1274 1274120 122440

外国人芸術家に対
する公営住宅の目
的外使用承認の簡
素化

　「文化活動」の在留資格を持ち，公的機
関が身元引受人となって在留する外国人芸
術家について，公営住宅の本来の目的を阻
害しない範囲で目的外使用を認めるととも
に，国土交通大臣への事後報告制度の導入
など手続きの簡素化を図る。

　公営住宅の本来の目的を阻害しない範囲で外国
人芸術家に住居として貸与し，滞在型創作活動を
支援する。

　外国人芸術家を招へいする滞在型芸術文化活動
については芸術家の住居確保が不可欠であるた
め，公営住宅を本来の目的を阻害しない範囲で有
効活用し，滞在期間中の住居の円滑な確保を図
る。

○補助金等に係る予算の執行の適正化
に関する法律第22条

公営住宅を目的外使用するにあたっては、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条
に基づき、国土交通大臣の承認を得る必要があ
る。

5

補助金の交付を受けて取得した財産を目的外使用する場合には、その交付
の目的を阻害しない範囲内で、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律第22条に基づく各省各庁の長の承認を得た上で目的外使用すること
ができ、公営住宅についても、同承認を得ることにより、目的外使用が可
能である。
ただし、公営住宅の目的外使用に係る同承認にあたっては、公営住宅の本
来の入居対象者の入居を阻害しないこと、公営住宅の適正かつ合理的な管
理に支障のない範囲であること、目的外使用する合理性な理由があること
等を確認することが必要であるため、外国人芸術家の居住のための公営住
宅の目的外使用についても、これらを確認の上で行うことが必要である。

公営住宅について、地域再生計画が認
定された地域においては、承認を受け
ないで用途廃止目的外使用を可能とす
ることができないか、再度検討し回答さ
れたい。

5
国土交通大臣の承認を得ずに公営住宅
を目的外使用することについては対応で
きない。

江別市
ITを活用した
地域経済の再
生

1020 1020010 122450

各種施策の集中お
よび連携とその利
便性の向上による
支援措置

提案する支援措置について

総務省IT関連施策
・IT生きがい・ふれあい支援センター施設
整備事（補助率1/3）
・マルチメディア街中にぎわい創出事業
（補助率1/2）

経済産業省
・新事業創出基盤施設整備費補助金（補助
率1/2）

その他事業に関連する各種施策の連携と集
中および補助裏にかかる地財措置として高
率（70％以上）な交付税の充当を実現する
ことでその利便性の向上を提案する。

１．江別ブランド事典事業（詳細別紙）
平成１５年度より実施している本事業について次
の①および②の機能を追加し、添付資料の効果を
最大限発揮させる。
①江別ブランド事典システムの機能拡張
・ナビゲーションシステムの機能拡張
・データの充実
・アンケート調査の実施
・e-コマース機能の追加
・物流システム機能の追加
②江別ブランドアンテナショップの設置
・歴史的建造物の活用
・物流機能の追加
・江別ブランドの陳列、販売
・江別ブランドの紹介
・江別ブランド事典の広報
・江別ブランド選定のアンケート窓口
・江別ブランド認定以前の商品の紹介
　
２．江別ブランド事典センターの設置（詳細別
紙）
経済の活性化にITを積極的に活用していくため、
市民および市内の企業のデジタルディバイドを抑
制し、さらにシステムの維持運用コストの削減と
いう効果を考え次の事業を実施する。
・データセンター
・インキュベーション施設
・IT教育用施設（江別ブランド事典システム利用
者、江別ブランド活用生産者、製造者）
・サテライトオフィス

現状の制度での問題点

１．本事業の推進に当たって様々な補助事業の活
用が考えられるが、それぞれの補助事業が省庁
別、事業別に細かく区別されているため本事業の
ように１ヶ所で集中的に実施することで最大限の
効果を狙った事業では、それぞれが分断された事
業となってしまい、期待した効果を発揮しにく
い。

２．江別市は、通常の補助事業を活用した場合、
特別な財政措置がなく市の単独負担額が大きい。
厳しい財政状況については他の自治体と大差な
く、本事業の推進にあたっては、補助金裏負担に
係る手厚い財政措置が必要である。

6

前原市
農山村地域の
活性化構想

2012 2012040 122460

床面積10㎡以内の
農業用倉庫新築に
係る建築確認申請
の免除

農業用倉庫を新築する場合、建築基準法第
6条の建築確認申請を要し、申請に費用、
時間、手間がかかる。そのために農業用倉
庫の新築を躊躇して、自宅と農地との間を
重い農機具を持って往復する農業者も多
い。床面積10㎡以内の小規模な農業用倉庫
の建築で、周辺の市街化を促進する恐れが
なく、周辺環境に大きな影響を与えないと
市が独自に判断した際には建築確認申請を
免除する。

（内容）建築基準法第6条の建築確認申請には、
建築物の増改築や移転についてそれに該当する床
面積が10㎡以内であれば免除されている。周辺の
市街化を促進せず、周辺環境に悪影響を及ぼさな
いと市が判断した際には、この要件の中に「新
築」を含め、結果的に建築確認申請を免除する。
（効果）もともと都市計画法上認められている市
街化調整区域における農業用施設の建築について
建築確認申請の費用と時間、手間が省け農業用倉
庫建築に弾みがつく。それまで農業用倉庫の新築
を希望しても、建築確認申請の費用、時間、手間
のために躊躇していた農業者にとって、自宅と農
地との間を農機具を持って往復する必要がなくな
り、財政的にも労力的にも負担の軽減となり、継
続的な農業が行われることにつながる。

（問題点）農業用倉庫を新築する場合、都市計画
法上は市街化調整区域内でも開発許可なしで建築
が可能である。一方、建築確認申請は床面積10㎡
以内の増改築であれば不要だが、新築に対しては
必要となる。この費用や手間により多くの農業者
が農業用倉庫を建築することを躊躇し、結果的に
重い農機具を持って自宅と農地とを往復してい
る。
（措置の必要性）周辺環境に影響の少ない小規模
な農業用倉庫の建築確認申請手続きを省略するこ
とで多くの農業者の利便性向上につながる。

建築基準法第6条　等

建築主は、一定の建築物を建築しようとする場合
等においては、その計画が建築基準関係規定に適
合しているか否かについて、建築主事等により確
認を受けなければならない。

3

建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するため、安全上及び防火上等
の観点から、建築物の用途、規模等に応じて、建築物の敷地、構造等に関
する最低基準を定めているものである。個々の建築物は、これらの最低基
準の適合して建築されることを担保するため、建築主事等により建築物の
計画の適法性を確認することを求めているものである。
なお、規模・用途等について一定の要件を満たす建築物については、建築
主事による建築確認を行う期間が、21日以内から７日以内に短縮されてい
るとともに、確認申請に必要な図書についても軽減されているなど、申請
者の負担が過度にならないよう措置されているものである。

周辺環境に影響の少ない小規模な農
業用倉庫については、床面積10㎡以内
の増改築と同様、建築確認申請を不要
としてもよいのではないか。再度検討し
回答されたい。

3

建築基準法は、国民の生命、財産等を保護する
ため、安全上及び防火上等の観点から、建築物
の用途、規模等に応じて、建築物の敷地、構造
等に関する最低基準を定めているものである。
個々の建築物について、この最低基準への適法
性を担保するため、建築主は建築物を建築する
際に、その建築物の計画の適法性について建築
主事等の確認を受けることを求めているもので

あるが、１０ｍ
２
以内の増築等については、す

でに建築基準への適合性について確認等を受け
ているとともに、それをわずかに増築等するも
のであることから、特例的に、あらためて建築
確認等を受けることを要しないこととしている
ものである。したがって、通常は建築物を新築
する場合等は、建築確認等を受けることが必要
であり、ご要望の実現は困難である。

株式会
社　ユ
イプラ
ン

現代民家と結
作業の現代哲
学
スローライ
フ・結（ゆ
い）21

3046 3046010 122470 農地法の改正

「結プロジェクトマネジメント」では、農
業を行いたい人の受け入れ態勢（インフ
ラ）の整備をします。具体的事業内容とし
て、農地付賃貸集合住宅建設、全国集中管
理・住替えシステム（ライフスタイルの選
択の自由）、農家の方の敷地利用・農地転
用（食と農のオアシス創造特区利用）等が
あります。

定期借地農地付賃貸集合住宅であります。入居者
＝生産者。地方行政からの援助、農地法の緩和な
ど、かなりの研究時期が必要であります。しかし
ながら、新ビジネスモデルが構築できた時には、
全国にこのシステムを広げてゆくことができま
す。

「結プロジェクトマネジメント」では、農業を行
いたい人の受け入れ態勢（インフラ）の整備をし
ます。具体的事業内容として、農地付賃貸集合住
宅建設、全国集中管理・住替えシステム（ライフ
スタイルの選択の自由）、農家の方の敷地利用・
農地転用（食と農のオアシス創造特区利用）等が
あります。

6
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株式会
社　ユ
イプラ
ン

現代民家と結
作業の現代哲
学
スローライ
フ・結（ゆ
い）21

3046 3046010 122480 農地法の改正

「結プロジェクトマネジメント」では、農
業を行いたい人の受け入れ態勢（インフ
ラ）の整備をします。具体的事業内容とし
て、農地付賃貸集合住宅建設、全国集中管
理・住替えシステム（ライフスタイルの選
択の自由）、農家の方の敷地利用・農地転
用（食と農のオアシス創造特区利用）等が
あります。

定期借地農地付賃貸集合住宅であります。入居者
＝生産者。地方行政からの援助、農地法の緩和な
ど、かなりの研究時期が必要であります。しかし
ながら、新ビジネスモデルが構築できた時には、
全国にこのシステムを広げてゆくことができま
す。

「結プロジェクトマネジメント」では、農業を行
いたい人の受け入れ態勢（インフラ）の整備をし
ます。具体的事業内容として、農地付賃貸集合住
宅建設、全国集中管理・住替えシステム（ライフ
スタイルの選択の自由）、農家の方の敷地利用・
農地転用（食と農のオアシス創造特区利用）等が
あります。

6

愛媛県
愛媛県公共施
設木材利用推
進構想

2149 2149010 122490

　各省庁の公共施
設整備事業におけ
る木造化推進の徹
底

　　　国においては、平成８年７月、関
　　係省庁における木材利用推進の円
　　滑な実施が図られるよう、「木材利
　　用推進関係省庁連絡会議」を設置
　　し、木材利用推進に関する情報交
　　換等を行うとともに、林野庁から各
　　関係省庁に対し、各種施策の実施
　　に当たり、積極的な木材利用の促
　　進について依頼しているところで
　　あるが、未だに徹底されていない
　　ことから、今後、さらに連絡会議の
　　趣旨を徹底するとともに、各省庁
　　の公共施設整備事業等の導入
　　に当たっては、可能な限り木造化
　　が図られるような施策とすること。

　現在、全庁的に公共施設の木造化に取り組んで
いる「公共施設等木材利用推進連絡会議」におい
て、毎年、翌年度に建設予定である県、市町村、
学校・医療法人等の木造化が促進され、多くの木
材資源を有する農山村地域における雇用の場が確
保されるとともに、林業・木材産業や地域経済の
活性化が期待される。

　農山村における地域経済の活性化や木質資源を
活用した資源循環型社会の構築に当たり、その普
及のための公共施設の木造化を推進するために
は、その障害となっている制度等について、国、
県、一体となった取り組みが必要である。

・「環境物品等の調達等の推進に関する法
律（グリーン購入法）」
・各局通達
　河川事業：「公共工事における間伐材の
利用促進について」
　道路事業：「道路事業における間伐材の
利用推進について」
　港湾・海岸事業：「港湾・海岸事業にお
ける間伐材の利用推進について」

国土交通省では、下記の取り組み等により、公共工事
における木材利用の推進に取り組んでいるところ。
　・「国土交通省木材利用推進連絡会議」の設置
　・「環境物品等の調達等の推進に関する法律（グ
リーン購入法）」の推進
　・各局通達の発出

5 -

国土交通省では公共工事において、これまでに以下の取り組み等により、
木材が利用可能なところは、その利用を積極的に推進しているところ。
　・省内に「国土交通省木材利用推進連絡会議」を設置し、関係各課と情
報交換等を行い、公共工事における木材利用の推進を図っている。
　・特に、間伐材については、「グリーン購入法」の特定調達品目として
位置づけられ、間伐材を使用した公共工事の調達を積極的に推進してい
る。
　・河川事業、道路事業、港湾・海岸事業における間伐材の利用を推進す
る通達を発出し、公共工事における間伐材使用のさらなる喚起を行ってい
る。

愛媛県
愛媛県公共施
設木材利用推
進構想

2149 2149020 122500
　国庫補助事業の
採択要件の緩和

　　　国庫補助事業の中で、例えば、林
　　野庁所管の「木造公共施設整備事
　　業」では、公共施設を木造化するに
　　当たって、学校に関連した施設であ
　　ることとか、先駆性のある木造施設
　　であるとかの規制があることから、
　　地域の実情に合わして、これら規
　　制を緩和することにより、木造化を
　　推進する。

　現在、全庁的に公共施設の木造化に取り組んで
いる「公共施設等木材利用推進連絡会議」におい
て、毎年、翌年度に建設予定である県、市町村、
学校・医療法人等の木造化が促進され、多くの木
材資源を有する農山村地域における雇用の場が確
保されるとともに、林業・木材産業や地域経済の
活性化が期待される。

　農山村における地域経済の活性化や木質資源を
活用した資源循環型社会の構築に当たり、その普
及のための公共施設の木造化を推進するために
は、その障害となっている制度等について、国、
県、一体となった取り組みが必要である。

公営住宅整備事業等補助要領（平成8年
8月30日建設省住備発第83号住宅局長通
知）

公営住宅整備事業では、木造公営住宅の整備を行
う場合も他の公営住宅の整備と同様の採択要件と
なっている。また、耐久性の高い木造公営住宅の
整備を行う場合には、補助対象額を増額し木造公
営住宅の整備を推進している。

5
公営住宅整備事業等補助要領（平成8年8月30日建設省住備発第83号
住宅局長通知）及び平成15年度における住宅局所管事業に係る標準
建設費等について（平成15年3月31日国住備第156号事務次官通知）
第２の規定に基づき、木造公営住宅の整備について補助及び補助対
象額の増額が可能である。

名古屋
港管理
組合

名古屋港活性
化構想

1103 1103010 122510

臨海部既存ストッ
クの有効活用に向
けた補助金等に係
る予算の執行の適
正化に関する法律
の見直し

補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律第２２条の規定に基づく承認申請が
あった場合、港湾施設として公共利用する
等問題がなければ、再利用が承認されてお
り、その場合、補助金返還の必要はない。
しかし、近年の社会経済活動の構造変化を
受けて、補助事業により取得した財産が遊
休化する可能性が高まっており､この変化
に柔軟に対応していくことが求められてい
る。
その際、｢補助金等に係る予算の執行の適
正化に関する法律｣の制約により、スムー
ズな再利用が進まないケースがある。
そこで、
①港湾法に基づいて整備された施設の再利
用を図る際、港湾法では補助金適正化法施
行令第１４条２に基づく各省各庁の長が定
める期間を経過した場合が明確化されてい
ないことから、構造物の耐用年数を超えて
も永久的に制限がかかるため、制限の明確
化を提案する。
②さらに、既存ストックの有効活用を図る
観点から、遊休化した財産で再利用に向け
た一定の条件を満たしたとき（例えば、港
湾計画への位置付け等正当性が認められる
行為）は、例えば、補助金適化法財産処分
の制限の年数を半減するなど、補助金適化
法の制限の年数を緩和する制度の導入を提

（１）効率的な港湾経営の実現
港湾は、利用者の視点に立った、効率的な経営を
行っていかなければならない。こうした中、地域
の独自性を前面に打ち出した施策を実施するため
の枠組みが必要となっている。

①既存ストックの有効活用
中部地域及びわが国の社会経済活動の発展に大き
く貢献している港湾の「国際競争力を強化する機
能整備」と「過去に整備された既存ストックの有
効活用」を地域特性と社会ニーズに合わせて実施
することで、地域の裁量により柔軟かつタイム
リーな施設整備と運営ができ、調和のとれた最適
投資が可能となる。

遊休化した財産を放置するよりも、再利用・再開
発を進めることで、地域経済活性化の起爆剤とす
ることができる。
近年、時代の変化や社会ニーズの変化は著しく、
整備後に新たな利用転換が求められることも少な
くない。港湾関係整備に係る補助金活用を柔軟化
し、様々な変化や要請に適確に対応するととも
に、地域特性に応じた最適投資を推進する。

補助金適正化法第２２条、同法施行令第１
４条第１項第２号

岸壁等の構造物については､財産処分の制限が適用され
ないこととなる具体期間は定められていないが、公共
性が確保された施設に有効利用を図る場合は､財産処分
を認めているものであり、実質的な支障は生じないも
のである。この場合は､補助金返還は必要ない。

5 公共性が確保された施設に有効利用を図る場合は､財産処分を認める。

提案者の要望は、港湾施設の耐用年
数制限の明確化、耐用年数の半減等
短縮化というものであり、その趣旨を踏
まえ再度検討されたい。

5

そもそも補助金の対象となる港湾施設は岸壁
などの基幹的社会インフラであり、機械器具、
工作物等のように耐用年数を経過したからと
いって処分できるものではなく、当該港湾にお
ける将来をも勘案した港湾計画に基づき判断
されるべきものである。なお、公共性が確保さ
れた施設の有効利用を図る場合は、財産処
分を認めているところであり、実質的な支障
は生じないものである。

釜石市
環境産業を核
とした釜石の
再生構想

1185 1185020 122520

リサイクルポート
指定港の港湾施設
整備に係る利便性
の向上

公害防止施設に係る補助制度について、リ
サイクルポート指定港に限り、粉塵である
循環資源等の飛散防止施設への適用を認
め、施策の利便性の向上を図る。

釜石港臨海部で実施される石炭灰のリサイクル事
業等に係る、飛散防止施設の整備についてこれを
適用し、周辺環境への影響を回避する。また、こ
うした取り組みを全国のリサイクルポート指定港
において行うことで、安心・安全な総合静脈物流
拠点港の構築が図られることとなる。

動脈産業と静脈産業の生産性を比較した場合、圧
倒的に後者の方が低く、事業採算性の確保が困難
であること、また、リサイクルポートにおける事
業等を着実に推進するために提案するものであ
る。

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特
別措置に関する法律第2条第3項第5号
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特
別措置に関する法律施行令第1条第2項

現状では飛散防止施設への適用は認められていない。
公害財特法で行うためには、①公害防止計画、②政令
改正の2つの手続を踏む必要がある。

8 公害財特法に規定する公害防止対策事業の対象事業の拡大は、追加的な財
政措置が必要となるため対応は困難である。

横浜市
ナショナル
アートパーク
構想

1253 1253030 122530
港湾緑地に設置可
能な利便施設の追
加

国庫補助事業に係る港湾緑地において設置
可能な利便施設に、物品販売等の商業施設
を加える。

象の鼻・大さん橋基部において、商業施設を設置
し、人々の集まる賑わいのある場所とする。

現行の国庫補助事業に係る港湾緑地においては、
物品販売等の商業施設は設置できないことになっ
ており、国庫補助を受けることができない。

平成１５年１２月２４日付け国港管第８１
１号「港湾環境整備施設の管理運営につい
て」

国土交通省港湾局運用指針（平成５年８月25日付港管
第1469号運輸省港湾局長通達「港湾環境整備施設の管
理運営について」）は、平成１５年１２月２４日付け
国港管第８１１号「港湾環境整備施設の管理運営につ
いて」をもって廃止しており、施設の必要性等につい
て、港湾管理者の判断により設置可能となっている。

5 平成１５年１２月２４日付け国港管第８１１号「港湾環境整備施設の管理
運営について」により既に措置済みである。

横浜市
ナショナル
アートパーク
構想

1253 1253040 122540
港湾緑地に設置可
能な施設の面積要
件の緩和

国庫補助事業に係る港湾緑地において設置
可能な施設の面積要件（緑地面積の２％が
建築面積の上限）を緩和する。

象の鼻・大さん橋基部において、商業施設、集客
施設を設置し、人々の集まる賑わいのある場所と
する。

現行の国庫補助事業に係る港湾緑地においては、
設置可能な便益的施設の建築面積について、緑地
面積の２％が上限とされており、港の賑わいを創
出するための施設を十分に設置することができな
い。

ー
港湾緑地に設置可能な施設についての面積要件は存在
しないところであり、施設の目的等を鑑み港湾管理者
の判断により設置可能となっている。

8 港湾緑地に設置可能な施設について面積要件は存在しない。

横浜市
ナショナル
アートパーク
構想

1253 1253050 122550
PFIによる港湾施設
整備の促進

PFI事業により緑地など港湾施設整備を行
う場合の国庫補助金交付の制度化

　港湾施設の整備について、ＢＴＯ、ＢＯＴ、Ｂ
ＯＯなど、幅広いＰＦＩ手法に柔軟に対応できる
補助金制度が確立することで、民間活力の活用が
より一層期待される。

　ＰＦＩによる港湾施設の整備について、ＰＦＩ
法に基づく補助制度がない上、港湾法等に基づく
補助制度であっても、補助対象範囲の明確な確定
が求められることなどから、ＢＴＯ方式に限定さ
れた運用となっている。

・民間資金等の活用における公共施設等の
整備等の促進に関する法律（PFI法）
・「港湾関係補助金等交付規則実施要領」

ＰＦＩ法に基づく港湾整備のための補助金制度はない
が、港湾法に基づく港湾施設については補助制度があ
る。補助対象の港湾施設として、港湾環境整備施設
（緑地）が対象となっている。

5
・「補助制度のPFI事業への適用」は、BTO方式によって、PFI事業で整備
された公共施設等が、港湾管理者に移転される際などに、補助金を一括交
付することは可能である。
・BOT方式については、どのような事業内容で補助可能と位置付けること
ができるかについて、個別に相談を受け付けている。

各省庁所管の国庫補助制度について、
ＰＦＩ事業の推進を図るため、BOT方式も
含めＰＦＩ事業を補助対象とするよう各種
補助要綱等の見直し等必要な措置を講
ずるよう検討し回答されたい。

5

　BOT方式については、基本的には、PFI事業
者が長期間安定的に公共施設等を管理・運
営でき、最終的にその公共施設等が公共に
移転されることが担保されていれば、BTO方
式と同様に取り扱うことが可能である。
　しかし「長期間安定的な管理・運営」及び「最
終的にその公共施設等が公共に移転される
こと」に関する担保については、個別具体の
事業ごとに審査を行う必要がある。
　加えて、事業実施期間中、公共施設等を所
有するPFI事業者は、補助金等適正化法の適
用を受けるため、目的外使用の制限、財産処
分の制限等が生じるが、その条件を了承する
のかPFI事業者の意向を確認する必要があ
る。
　以上から、BOT方式については、個別に相
談を受け付けている。

稚内市
地球環境に貢
献する国際交
流都市の形成

1327 1327040 122560
港湾計画の軽易な
変更の要件の拡大

港湾整備においては、計画の内容によって
「改訂」、「一部変更」、「軽易な変更」
の手続きを要する。一部変更であっても2
年以上の時間がかかっている。軽易な変更
の要件を拡大することによる手続きの期間
短縮が必要である。

サハリン大陸棚石油・天然ガス開発事業やインフ
ラ整備等により稚内港を中継基地とした貨物の輸
出入が増加する中、港湾整備による港湾機能の充
実は「サハリンプロジェクト支援基地化」に大き
な弾みとなるものである。当市が目指す国際交流
都市の形成に資するものであり、地域経済の活性
化や地域雇用の創出に繋がるものである。

港湾整備を進める上で、一部変更であっても手続
きに2年以上の時間を要しており、サハリン大陸
棚石油・天然ガス開発事業やインフラ整備等の進
展に応じた柔軟かつ早期着手のため、手続きの期
間短縮が必要である。

港湾法第3条の3

重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更
しようとするときは、地方審議会の意見をきくととも
に、国土交通大臣に提出しなければならない。国土交
通大臣は、提出された港湾計画について、軽易な変更
を除き、交通政策審議会の意見を聴かなければならな
い。

5

　平成１２年の港湾法改正に伴い、国が関与すべき港湾施設整備は「国際海上輸送
網又は国内海上輸送網の拠点として構成するために必要な施設等」に限定されたこ
とに伴い、港湾計画においてもこれ以外の港湾施設の変更は軽易な変更として行え
ることとなり、港湾管理者の裁量を高めたところである。
　また、国土交通大臣に提出し、交通政策審議会の意見を聴くこととされているも
のについては、通常１～２ヶ月の期間で円滑に処理されているところである。
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稚内市
地球環境に貢
献する国際交
流都市の形成

1327 1327050 122570
港内防波堤の係留
許可

港湾の外郭施設である港内防波堤につい
て、安全が確保される範囲において、一定
規模の船舶の係留を許可し、港湾の有効活
用を図りたい。

サハリン大陸棚石油・天然ガス開発事業やインフ
ラ整備等により稚内港を中継基地とした貨物の輸
出入が増加する中、稚内港における外郭施設であ
る港内防波堤の有効利用は稚内港全体の有効活用
に繋がるものであり「サハリンプロジェクト支援
基地化」に大きな弾みとなるものである。当市が
目指す国際交流都市の形成に資するものであり、
地域経済の活性化や地域雇用の創出が期待され
る。

港湾の外郭施設である港内防波堤について、安全
が確保される範囲において、一定規模の船舶の係
留を許可し、港湾の有効活用を図りたい。

なし

防波堤は船舶の係留を目的としたものではないが、利
用の安全が十分確保され、設計上も問題なく、また、
港湾の管理運営上支障がなければ、係留の用としての
利用に供することも可能である。

5
防波堤は船舶の係留を目的としたものではないが、利用の安全が十分確保
され、設計上も問題なく、また、港湾の管理運営上支障がなければ、係留
の用としての利用に供することも可能である。

家島町
家島再生プラ
ン

2006 2006010 122580

１．船舶の用途変
更の簡素化
２．船舶職員への
職業紹介・斡旋事
業の開放

１．縮小した石材運搬事業の市場に合わせ
た船舶の清算・整理
①海運業界の実態把握　・経営の状況　・
債務残高　・今後の経営方針ヒアリング
②転業者への対応　・債務清算
③継続者への対応　・経営コンサルタント
・債務処理　・船舶用途の変更　・取扱品
目の開拓
④船舶管理組合の設置　・傭船需要への対
応　・船舶利用のPR
⑤内航海運暫定措置事業の円滑推進
２．失業する船舶職員への職業紹介・斡旋
①人材の再配置
・内航海運貨物船への紹介・斡旋
・転業希望者への職業訓練の実施
・研修・訓練への参加者に交通費等の助成　

１．石材運搬船廃業希望者の手続き促進
２．石材運搬船の用途変更　　　　　　　　３．
船舶職員の就職紹介・斡旋

国・県の理解と支援が必要である。現行では、規
制が強く、実現が困難と思われるので、町の再生
を進めるためには積極的な改革を進めることを求
める。

(24．提案概要に対応　以下同じ)
１．①内航海運組合法第８条、第１２条、
第５７条
内航海運暫定措置事業規程第６条、第７
条、第１０条
１．②内航海運業法第４条、第８条
内航海運業法施行規則第２条、第５条
３．船員職業安定法　第三十三条及び第三
十四条

１．①日本内航海運組合総連合会は、内航海運組合法
に基づき国土交通大臣の認可を得て、一定の船舶を解
撤等した者に交付金を交付する内航海運暫定措置事業
を実施している。
１．②内航海運事業者は、使用する船舶の船種を変更
しようとするときは、地方運輸局等に事業計画変更認
可申請書、使用船舶明細書等の書類を提出し、国土交
通大臣の認可を受けなければならないこととされてい
る。
３．船員職業紹介事業は、運用如何によっては事業者
が中間搾取等を行う等のおそれがあることから、政府
以外の者は原則禁止されている。

１．①
５
１．②
３
３．３

-

１．①内航海運暫定措置事業については、同事業のために必要な資金調達
の一部に政府保証を付けるなど、政府として同事業の円滑な実施を支援し
てきたところ。
１．②内航海運業において、使用する船舶の船種は基本的事項であり、そ
の変更は当該船舶の輸送形態の変更であることから、行政庁として船舶の
新造と同様の審査が必要である。なお、当該事業計画の変更認可は、新荷
主との契約関係等について審査するのみであり、過度の負担にはとなって
いないと思われる。
３．海上労働分野では、仮に、不適切な職業紹介の内容であったとして
も、職種が船員という一職種に限られているため、求職者がこのような紹
介を甘受せざるを得ない可能性が高い。
また、海上労働の特殊性から、船員職業紹介事業の適正な執行についての
監督が十分に行きわたらない面もある。
このように船員職業紹介事業は、その運用如何によっては船員の労働保護
に欠ける事態となるおそれがあることから、規制緩和することについては
一般に慎重に対応する必要がある。

船舶の用途変更の簡素化について、提
案の趣旨を踏まえ、再度検討し回答さ
れたい。

2 Ⅰ

現在、参入規制の許可制から登録制への緩
和を内容とする内航海運業法の改正法案を
今国会に提出することを検討しており、制度
改正がなされた場合には、今般提案があった
船舶の用途変更については、事業計画の変
更認可から変更登録に簡素化されることとな
る。

神戸市
神戸港再生構
想

2023 2023040 122590
旅客不定期航路事
業者の禁止行為の
緩和

海上運送法において旅客不定期航路事業と
して許可を受けている神戸港内の遊覧船事
業についての禁止行為の緩和（起終点が異
なる場合や寄港地を有している場合の乗合
旅客の輸送の許可）

今後の空港の開港やｺﾝﾃﾅﾊﾞｰｽ跡地再開発の進捗と
ともに神戸港内遊覧船のｺｰｽの多様化が可能とな
る。旅客不定期航路事業の起終点や寄港地の制限
が緩和されることにより、多様な遊覧経路の設定
や新たな事業者の参入が促進され遊覧船事業の魅
力が向上し港の観光振興を図ることができる。

起終点が異なったり寄港地を有していても港内遊
覧船事業の場合は、利用者利便のための定時制の
厳格な確保の必要性が低いことや、神戸港内に競
合して不利な条件に置かれるような既存の一般旅
客定期航路事業者が存在しないことから、柔軟な
運航が可能である不定期航路事業者による乗合運
送が行われても利用者にとって支障が生じるとは
考えられない。

海上運送法第２１条、第２１条の２

旅客不定期航路事業を営む者については、陸上と船舶
その他の海上の特定の場所との間の航路及び起点と終
点と一致する航路であって寄港地のないもの以外、乗
合旅客の運送をしてはならない。

3

１．複数の寄港地を持ち乗合運送を行う形態は一般旅客定期航路事業にあ
たり、利用者の多寡により運航を取りやめる等の行為は利用者利便の観点
から不適切であり、定時制の確保が必要である。
２．なお、一般旅客定期航路事業においても旅客不定期航路事業と同じく
一定の安全基準を満たせば参入は自由である。
３．また、船舶運航計画の確保義務がかかるものの、船舶運航計画につい
ては届出制となっており、季節に限った運航や週末のみの運航、臨時便に
よる増便の設定も可能で、輸送需用に応じた運航ができることとなってい
る。

旅客の利便を確保することは旅客不定
期航路事業においても同様と考えら
れ、客が集まったら運航する旨周知さ
れていればよいのではないか。提案の
趣旨を踏まえ再度検討し回答された
い。

5

１．基本的に、乗合運送は一般旅客定期航路
事業、貸切運送は旅客不定期航路事業とし
て分類されている。
２．参入に当たっての安全審査基準は両者全
く同一である。
３．一般旅客定期航路事業においては、船舶
運航計画については届出制となっており、一
般に、季節に限った運航や週末のみの運航、
臨時便による増便、出港時間について幅をも
たせ、客が集まり次第出港するという船舶運
航計画の設定も、利用者利便その他公共の
福祉を阻害するものでなければ可能であり、
輸送需要に応じた運航ができることとなって
いる。
４．本件については、まさに一般旅客定期航
路事業に該当するものであり、一般旅客定期
航路事業でご提案の主旨は達成できる。

神戸市
神戸港再生構
想

2023 2023050 122600
国有地の財産処理
に対する柔軟な対
応

神戸港における土地の有効利用を図るため
の、国有地と市有地の交換に対する柔軟な
対応

メリケン地区において、国有地と市有地を交換
し、変形地を整形地とすることで、土地利用の範
囲が拡大することになるため、事業者の進出が容
易となり神戸港の活性につながる。

現状、市有地が三角地であるため、利用希望のある事
業者が効率的な利用ができないことにより利用を断念
したり、企業誘致も進まない状況にある。隣接する国
有地との交換により整形地とすることにより、国有地
及び市有地ともに有効で効率的な利用を可能とし、企
業誘致や事業者の進出を図ることができる。

6

神戸市
神戸港再生構
想

2023 2023070 122610
補助金返還要件の
緩和による再開発
事業の促進

公共クレーンを売却する場合における、震
災復興時に投入された国庫補助金返還の免
除

阪神・淡路大震災により被災した神戸港の港湾施
設をを復旧したが、震災以降利用率が下がってい
る。施設の有効利用を図るための処分にあたり、
国庫補助金の返還が必要となるが、この国庫補助
金の返還を免除されることにより、神戸港の財政
支援に寄与し、神戸港の活性化につながる。

公共クレーンを売却する場合において、震災復興
時に投入された国庫補助金の返還が必要となる
が、基本的に機能回復するために投入された費用
であり、この費用を返還をすることは、港湾管理
者の負担となっている。

港湾法第４６条

港湾法第４６条の規定に基づく認可申請があった場
合、港湾施設として公共利用する等問題なければ、処
分を認可している。この場合は､補助金返還は必要な
い。しかし、有償譲渡する場合、全て補助事業者に帰
属することなく、補助金の負担割合に応じて帰属すべ
きものであり、補助金を返還する必要がある。

3
有償譲渡する場合、その収入は、全て補助事業者に帰属することなく、補
助金の負担割合に応じて帰属すべきものであり、補助金を返還する必要が
あるため、対応は困難である。

神戸市
神戸国際集客
観光都市構想

2024 2024050 122620
旅客不定期航路事
業者の禁止行為の
緩和

海上運送法において旅客不定期航路事業と
して許可を受けている神戸港内の遊覧船事
業についての禁止行為の緩和（起終点が異
なる場合や寄港地を有している場合の乗合
旅客の輸送の許可）

今後の空港の開港やｺﾝﾃﾅﾊﾞｰｽ跡地再開発の進捗と
ともに神戸港内遊覧船のｺｰｽの多様化が可能とな
る。旅客不定期航路事業の起終点や寄港地の制限
が緩和されることにより、多様な遊覧経路の設定
や新たな事業者の参入が促進され遊覧船事業の魅
力が向上し港の観光振興を図ることができる。

起終点が異なったり寄港地を有していても港内遊
覧船事業の場合は、利用者利便のための定時制の
厳格な確保の必要性が低いことや、神戸港内に競
合して不利な条件に置かれるような既存の一般旅
客定期航路事業者が存在しないことから、柔軟な
運航が可能である不定期航路事業者による乗合運
送が行われても利用者にとって支障が生じるとは
考えられない。

海上運送法第２１条、第２１条の２

旅客不定期航路事業を営む者については、陸上と船舶
その他の海上の特定の場所との間の航路及び起点と終
点と一致する航路であって寄港地のないもの以外、乗
合旅客の運送をしてはならない。

3

１．複数の寄港地を持ち乗合運送を行う形態は一般旅客定期航路事業にあ
たり、利用者の多寡により運航を取りやめる等の行為は利用者利便の観点
から不適切であり、定時制の確保が必要である。
２．なお、一般旅客定期航路事業においても旅客不定期航路事業と同じく
一定の安全基準を満たせば参入は自由である。
３．また、船舶運航計画の確保義務がかかるものの、船舶運航計画につい
ては届出制となっており、季節に限った運航や週末のみの運航、臨時便に
よる増便の設定も可能で、輸送需用に応じた運航ができることとなってい
る。

旅客の利便を確保することは旅客不定
期航路事業においても同様と考えら
れ、客が集まったら運航する旨周知さ
れていればよいのではないか。提案の
趣旨を踏まえ再度検討し回答された
い。

5

１．基本的に、乗合運送は一般旅客定期航路
事業、貸切運送は旅客不定期航路事業とし
て分類されている。
２．参入に当たっての安全審査基準は両者全
く同一である。
３．一般旅客定期航路事業においては、船舶
運航計画については届出制となっており、一
般に、季節に限った運航や週末のみの運航、
臨時便による増便、出港時間について幅をも
たせ、客が集まり次第出港するという船舶運
航計画の設定も、利用者利便その他公共の
福祉を阻害するものでなければ可能であり、
輸送需要に応じた運航ができることとなって
いる。
４．本件については、まさに一般旅客定期航
路事業に該当するものであり、一般旅客定期
航路事業でご提案の主旨は達成できる。

相生市
相生湾臨海部
活性化構想

2045 2045010 122630
・補助金の採択基
準、対象に係る要
件の改善

・海岸保全施設の整備において、補助金の
採択基準、対象に係る要件の改善により、
「みずべのさんぽみち」としての広幅員の
護岸管理用通路（現行基準では幅員３ｍ）
及びその背後に、通路に沿って、現行基準
では認められていないが快適な水辺空間創
出のため、連続して植栽帯を設置する。

・海岸保全施設の整備と同時に、水際線沿いに連
続した「みずべのさんぽみち」を整備し、拠点施
設をネットワーク化することにより、市民が安心
して静かな海辺の景色に親しみ、散策や人との交
流を図る。その相乗効果により、各施設の利用を
一層促進し、地域経済の活性化・雇用の創出を図
る。

・護岸の管理用通路は、補助金採択基準により、
３ｍまでとなっている。海岸保全施設の整備にお
いて、補助金の採択基準、対象に係る要件の改善
により、「みずべのさんぽみち」としての広幅員
の護岸管理用通路及びその背後に現行基準では認
められていないが、連続して植栽帯を設置するこ
とにより、快適な水辺空間を創出する。

海岸法第２７条
海岸環境整備事業実施要綱

海岸保全施設整備事業でにおいては、原則管理用通路
は３ｍまでしか認めておらず、植栽帯については認め
ていないが、海岸環境整備事業で遊歩道及び植栽帯が
現行制度においても認められている。

5
海岸保全施設整備事業でにおいては、原則管理用通路は３ｍまでしか認め
ておらず、植栽帯については認めていないが、海岸環境整備事業で遊歩道
及び植栽帯が現行制度において認められているため、現行規定、取扱い等
により実現が可能です。

相生市
相生湾臨海部
活性化構想

2045 2045020 122640
・補助金対象施設
の利用条件に係る
要件の改善

・物揚場背後の埠頭用地の占用施設として
は、物揚場と一体的利用を図る施設しか認
められていないが、利用条件に係る要件の
改善により、漁業振興等埋立地の有効利用
を図ることができるものであれば公共・民
間に限らず占用を許可する。

・既存の交流･拠点施設と一体的に臨海地域を活
性化するため埠頭用地に民間の商業施設（レスト
ラン・オープンカフェ等）を誘致することにより
集客･地域経済の活性化・雇用の創出を図る。

・物揚場背後の埠頭用地の占用施設としては、物揚場
と一体的利用を図る施設しか認められていないが、利
用条件に係る要件の改善により、漁業振興等埋立地の
有効利用を図ることができるものであれば公共・民間
に限らず占用を許可する。民間にも占用許可を与える
ことができることにより、レストラン等を誘致するこ
とで、「みずべのさんぽみち」の拠点施設として、地
域の活性化・雇用の創出等を図ることができる。

港湾管理条例
占用については港湾管理者が条例に基づいて許可を
行っているところ。 8 占用については港湾管理者が条例に基づいて許可を行っているところ。

三重県
観光による地
域再生

2058 2058020 122650
海上運送関連規制
の弾力化

海上運送法において対象となっていない定
員が１３名未満の一般船舶や漁船であって
も、一定の安全設備を備える船舶について
は、需要に応じて、定められた航路で不定
期に利用客の運送を行えるよう法律を改正
し、観光産業と離島の振興を図る。
また、観光遊覧については航路毎の許可制
を届出制で足りることとするなど申請手続
きの簡素化を図る

小型船舶による弾力的な海上旅客運送システムを
構築することにより、観光と離島の振興を図る。
・海上タクシーなど利用客のニーズに応じた海上
運送
・観光代理店と漁協が協同した離島巡りプランの
構築等

県内の海上旅客運送については定期船および遊覧
船が中心となっている。定期船は本土から離島の
往復のみ、遊覧船は団体客を対象とした大中規模
であり、近年のマイカーによる観光など観光の個
性化、多様化に対応できていないため。

海上運送法第２０条第２項、第２１条

１．人の運送をする不定期航路事業を営もうとする者
は、事業開始の日の３０日前までに国土交通大臣に届
出ることになっている。　　２．旅客不定期航路事業
を営もうとする者は、航路ごとに国土交通大臣の許可
を受けなければならない。

１．
５
２．
３

１．旅客定員１３名未満の船舶で一定の航路で不定期に人の運送を行いた
い場合については海上運送法第２０条２項の「人の運送をする不定期航路
事業」の届出を行うことによって可能である。
２．遊覧観光については、旅客定員１３名未満であれば「人の運送をする
不定期航路事業」の届出で可能である。一方、旅客定員１３名以上の旅客
不定期航路事業においては輸送施設の適応性及び船舶交通の安全性に係る
審査を行っており、安全基準を満たす者には等しく参入の道を開く許可制
を採用している。

提案の趣旨を踏まえ再度検討し回答さ
れたい。 3

旅客定員１３名以上の旅客不定期航路事業
については、輸送施設の適応性及び船舶交
通の安全性に係る審査を行っており、安全基
準を満たす者には等しく参入の道を開く許可
制を採用しているところ。
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西郷町
隠岐の自然を
活かした地域
再生

2065 2065040 122660
企業による港湾、
漁港用地の利用

・港湾、漁港用地内に企業の海洋研究施設
の設置を認めて欲しい。

・海洋研究に便利な港湾、漁港用地に企業の研究
施設を設置し、国の研究機関や大学に貸し出した
り、受託研究を行う。

・港湾、漁港用地の利用は様々な制限があり利用
が促進されていない。海洋研究の行い安い環境を
ハード・ソフト両面で整え、交流人口の拡大を図
る。また、研究の成果は水産振興にもつながる。

港湾法第40条
分区を定めていない臨港地区内については、港湾法第
３８条の２に基づく届出を行えば、構築物の建設は可
能。

5 分区を定めていない臨港地区内については、港湾法第３８条の２に基づく
届出を行えば、構築物の建設は可能。

分区を定めている臨港地区内について
も、要望を実現することができないか再
度検討し回答されたい。

5

西郷町管内には、島根県管理の西郷港及び
西郷町管理の釜港他3港が存在する。臨港地
区が指定されている港は西郷港のみである
が、当該臨港地区には分区が指定されてい
ない。そのため、現状でも要望は実現可能で
ある。

西郷町
観光を機軸に
交流・産業を
創出するまち

2066 2066120 122670
公有地の用途外使
用による活用促進

港湾・漁港等の公有地の用途外使用を認め
有効活用を図る。

港湾・漁港等の公有地は景観や交通の条件を含
め、条件の良い場所にある。民間による観光拠点
施設や水産研究施設、地域コミュニティの活動拠
点施設での利用を可能にし、公有地を有効活用し
地域産業の振興と地域活動の活性化を図る。

港湾・漁港用地は、用途外使用が認められないた
め、活用しきれていない状況がある。また、用途
外使用をした場合には補助金等の返還を伴う。こ
れらを容易にすることで、民間企業や地域住民の
有効活用を促進する。

補助金適正化法第２２条

補助金適正化法第２２条の規定に基づく承認申請が
あった場合、公共利用する等問題なければ、目的外使
用を承認している。この場合は､補助金返還は必要な
い。

5
補助金適正化法第２２条の規定に基づく承認申請があった場合、公共利用
する等問題なければ、目的外使用を承認している。この場合は､補助金返
還は必要ない。

西郷町
観光を機軸に
交流・産業を
創出するまち

2066 2066150 122680
港湾計画策定・変
更の簡略化

重要港湾では港湾計画の策定が必要となる
が、地方の重要港湾である西郷港と、全国
的な重要港湾である神戸港等との画一的な
基準を緩和する。

画一的な策定を緩和することで、必要とされてい
る審議会等との協議を省略することができ、地域
の要望や時代に即した計画変更等に、より迅速に
対応できるため、住民満足度の向上が期待できる
だけでなく、島の玄関として時代や利用ニーズに
マッチした整備が図られる。

規模が大きく異なる港でも同じ重要港湾として港
湾計画の策定を必要とされている。また、策定に
必要な審議会は現状としては形骸化しており、担
当者の負担が大きい。また、時代の流れが速く、
住民ニーズの変化に迅速に対応することが必要と
なる。

港湾法第３条の３
重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更
しようとするときは、地方審議会の意見をきくととも
に、国土交通大臣に提出しなければならない。

5

港湾計画は、港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令に規定されている
が、同省令には必要最小限な事項のみ規定しているところである。
また、　平成１２年の港湾法改正に伴い、国が関与すべき港湾施設整備は「国際海
上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として構成するために必要な施設等」に限定さ
れたことに伴い、港湾計画においてもこれ以外の港湾施設の変更は軽易な変更とし
て行えることとなり、港湾管理者の裁量を高めたところである。
なお、港湾計画の策定義務を負う港湾管理者は、西郷港においては島根県である。

宮崎県

港湾環境整備
事業により整備
した緑地・公園
及び海岸環境
整備事業のより
整備した緑地
等の有効活用
による本県活
性化

2069 2069010 122690
　緑地等内の土地の
利活用の規制緩和

　 緑地等の土地を積極的に利活用してもらう
ため企業・個人にレストラン等の施設の設置
及びその施設を設置する土地の使用許可を
行う。この際、目的外使用における補助金返
還を免除してほしい。

営利・非営利に関わらず、緑地等内で行政が指定し
た部分を使用したい企業等を公募し、その中で審査
を行い選定された企業等にレストラン等の施設の設
置及びその施設を設置する土地の使用許可を行う。

 　緑地等の財産は、全体を行政財産として管理して
いる。行政財産の利活用については、各法律に縛り
があり、企業・個人に使用許可を行うには、多くの制
限がある。しかしながら緑地等内の土地の活用につ
いては、レストラン等の営利施設の設置を可能とする
よう規制緩和を行えば、港湾施設用地及び国有海浜
地の機能を大いに増進し、一般利用者の利用促進に
も繋がることが期待されるため。

・国有財産法第１８条
・海岸法第７条
・港湾法第４６条
・補助金適正化法第２２条
・平成１５年１２月２４日付け国港管第８１１号
「港湾環境整備施設の管理運営について」

港湾整備事業により整備した緑地内において、企業等がレ
ストラン等の施設を設置し、土地の使用許可を受けること
は、港湾管理者の判断で可能である。この場合､補助金返
還は必要ない。

5
港湾整備事業により整備した緑地内において、企業等がレストラン等の施
設を設置し、土地の使用許可を受けることは、港湾管理者の判断で可能で
ある。
なお、国土交通省所管の海岸環境整備事業では、緑地は整備対象としてい
ないので提案に該当するものはない。

福岡市
福岡アジアビ
ジネス交流拠
点都市構想

2079 2079100 122700
港湾関係起債事業
にかかる償還条件
の改定

起債の償還期間の延伸

港湾機能施設整備事業にかかる起債の償還期間の
延伸                    　　　　　（効果）
償還期間の延伸を行うことで、単年度の償還額が
減り、より適正な港湾施設使用料金設定が可能と
なり、港の国際競争力の強化により、地域の活性
化につながると考えられる。

港湾機能施設整備事業については、港湾使用料等
の収益で返済する必要がある。収支の黒字化を図る
ためには、使用料の増額を行う必要があるが、国際
競争が行われている中で、現実的にこれ以上の増額
は不可能であり、より一層の料金の引き下げが求め
られており、港湾運営を圧迫している。このため、償
還期間の延伸を行うことで、単年度の償還額が減り、
より適正な料金設定が可能となり、港湾運営の効率
化、国際競争力の強化が図れるものと考えられる。
特に激しい国際競争にさらされている中枢国際港湾
における公共国際海上コンテナターミナルの償還期
間の延伸は早急にお願いしたい。

6

福岡市
福岡アジアビ
ジネス交流拠
点都市構想

2079 2079110 122710
港湾整備事業に係
る負担率・補助率
の拡大

港湾整備事業に係る負担率・補助率の拡大

港湾整備事業に係る負担率・補助率の拡大
（効果）
港湾整備事業の促進により、港湾機能がより一層
強化され、地域の経済活動や交流活動を支えるこ
とで地域の活性化につながるものと考えられる。

博多港は、本市の地方中枢都市、国際都市とし
ての発展や、福岡都市圏はもとより、九州・西日
本地域の経済活動や交流活動を支える重要な
基盤としての役割を果たしてきている。今後、東
アジアの経済の一層の発展と緊密化により、国
内外の人流・物流の増加が予想される中で、港
湾機能の一層の強化は不可欠である。一方、厳
しい経済情勢の中、本市においても市税収入減
などにより財政状況が非常に厳しくなっている。
このような中、九州・西日本地域の経済活動や交
流活動を支えるため、港湾整備において、事業
費枠の拡大、補助率の嵩上げなど、積極的な国
の支援をお願いしたい。

港湾法
・工事にかかる費用について、予算の範囲内で国が所
定の割合で補助又は負担する。 3

・港湾工事における直轄工事費用の港湾管理者負担割合の軽減及び補助率
のかさ上げのためには追加的な財政措置が必要となるため、対応困難であ
る。

北九州
市

小倉都心・門
司港レトロ地
区集客活性化
事業

2083 2083070 122720
公の施設の使用・
占用料金設定の自
由裁量への見解

　公の施設の使用や占用はそれぞれの根拠
法に基づき、各自治体の条例で料金が定め
られている。しかし、概ね設定について
は、全国共通な考え方となっているため、
改定も困難である。地域再生計画区域にお
いては、その目的にあった項目（イベント
利用等）については、統一的かつ自由裁量
で使用料金の設定ができる見解を示す。

　公の施設の使用や占用について、項目を限定し
て（イベント利用等、賑わいの創出が期待される
ようなものを対象）料金を低廉化することにより
民間事業者の参入を促進する。

　公の施設の民間開放を行うためには、権限委譲
や条件の整備を行うとともに、これを利用する者
が使い易くかつ管理する側も簡素な手続きで許可
できることが必要である。よってこの利用料金も
項目の限定したうえで、算定しやすく使いやすい
料金設定が必要である。

【道路】
　道路法第３９条

【河川】
　河川法第３２条

【都市公園】
　各地方公共団体による条例

【港湾】
　なし

【道路】
○道路法第３９条第１項
　道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。
○同条第２項
　占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例
（指定区間内の国道にあっては、政令）で定める。

【河川】
　都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第２
３条から第２５条までの許可を受けた者から、占用料を徴収すること
ができる。

【都市公園】
　都市公園法及び法に基づく政省令では、地方公共団体の設置に係る
都市公園に関し、使用料、占用料に関する規定は定められていない。

【港湾】
　公の施設（港湾施設）の使用料や占用料は、地方公共団体が定めた
条例により決定されている。

【道
路】

 5
【河川】

 5
【都市公園】

 5
【港湾】

 5

【道路】
　地方公共団体が管理する道路における占用料は、当該地方公共団体の条例で定めているの
で、ご提案の趣旨は、条例を改定することで対応が可能である。

【河川】
  河川の占用料は、河川法第３２条に基づくものであるが自治事務であり、その具体的な占用
料の設定等については、各々都道府県の責任と判断の下に条例等により処理されているもので
す。

【都市公園】
  各地方公共団体の判断による。

【港湾】
　公の施設（港湾施設）の使用料や占用料については、法令等の規定による規制は存在しな
い。地方公共団体の裁量により措置可能。

福岡市
福岡アジアビ
ジネス交流拠
点都市構想

2079 2079120 122730

特定埠頭運営効率
化推進事業の事業
者に対する無利子
貸付

特区認定を受けた特定埠頭運営効率化推進
事業において、事業を行う事業者が整備す
る移動式荷役機械について、港湾法第５５
条の７に基づく特定用途港湾施設の建設又
は改良に対する無利子貸付の対象とする。

構造改革特別区域法に基づき、行政財産である港
湾施設を事業者へ一体的かつ長期的に貸付けし、
特定埠頭運営効率化推進事業が実施されることに
より、民間の創意工夫を取り入れた港湾運営や港
湾サービスの更なる向上が図られるが、事業者が
事業のために整備する移動式荷役機械に対して、
港湾法第５５条の７に基づく無利子貸付の対象と
することで、事業者の財政的な柔軟性が広がり、
事業者の施設に対する使用料の軽減等の港湾コス
トの更なる削減が実現する。このことにより、港
湾の国際競争力が強化され、貨物の増加など港湾
の活性化による新規雇用の創出や背後経済圏への
経済波及効果が生じる。

移動式荷役機械の整備費用は、高額であり有利子
の貸付により調達しているため、特定埠頭運営効
率化推進事業を行う事業者の財政負担は大きい。
整備費用や運営のための費用は、事業者が長期的
に特定埠頭を運営していくなかで、使用料により
回収することとなるため国際競争力を強化するた
めの施策に対して財政的な制約が生じることとな
る。

港湾法第55条の7
港湾法施行令第4条第2項

移動式荷役機械については、港湾法５５条の７に基づ
く特定用途港湾施設の建設又は改良に対する無利子貸
付の対象とはなっていない。

8
構造改革特区においては、財政措置を講じないこととされている（平成１
４年９月２０日　構造改革特区推進本部決定）ことから、無利子貸付制度
の創設は困難である。
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横須賀
市

浦賀港周辺地
区における国
庫補助制度の
統合的かつ弾
力的な運用

1255 1255010 122740

・港湾施設および
都市施設を一体的
かつ効率的な開発
が可能となる統合
的かつ弾力的な国
庫補助事業制度の
運用。

・現行の「インフラ整備における国庫補助
制度」で明確に分断されている「港湾施設
を対象とした制度」と「都市施設を対象と
した制度」を、両者が複合する対象地域
（浦賀港周辺地区）に対して一括して統合
的かつ弾力的に運用出来るような補助制度
を提案する。

・対象地域において今後整備が予定されている
「港湾整備事業によるプロムナード・マリーナ」
等の建設と「都市施設整備事業による道路・公
園・ミュージアムその他の開発等」の建設を統合
的かつ弾力的な事業とすることにより、より一体
的で効率的な開発を可能とする。

・現在、臨海部における都市づくりにおいては旧運輸
省と旧建設省が所管する法制度等によって「港湾施
設」と「都市施設」とが明確に区分されており、それ
に伴って対象となる補助事業もそれぞれ分かれてい
る。しかし、現実的な臨海部都市再生においては、そ
の「港湾施設」と「都市施設」の境界は明確では無く
複合している場合が多い。そのため、現場ではそれら
の一体的な開発が望まれているにも関わらず両制度を
各々別々の施設に活用せざるを得ない状況にあり、効
率的に事業実施を行うという観点から現実的ではな
い。今回の対象地域はまさにこうした状況にあり、こ
の支援措置によって地域の一体的で効率的な再開発が
可能となる。

①都市再生特別措置法（本通常国会におい
て一部改正予定）

②港湾法

①まちづくり総合支援事業は、平成16年度予算におい
て廃止予定。

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

②港湾施設の建設、改良等は港湾整備事業により実
施。

①5

②8

①平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとで提案と同様の施設整備
について、まちづくり交付金（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見
込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市町村事業
を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細は検討中。

②なお、現時点においても、各地域において様々な事業制度を適切に組み合わせる
ことにより、地域が一体となった効率的な開発が可能。

柳津町

スクールバス
活用による住
民交通手段の
確保

1092 1092030 122750
道路運送法に基づ
く有償運行の許可
について

道路運送法に基づく有償運行の許可につい
て、有償運行と無償運行(スクールバス)が
混在することの許可について弾力的運用に
より許可をいただきたい。

現在、柳津町が児童生徒を乗車させ運行している
スクールバスの空席部分に、一般住民を有償にて
乗車させ、住民の利便性の向上と雇用機会の増大
を図りたい。このためにへき地教育振興法第７条
第５号にかかる補助施設の目的外使用を認めてい
ただきたい。あわせて、当該スクールバスの購入
にあたっては、国庫補助金のほか地方債(辺地
債・過疎債)を充当しており、元利償還金の基準
財政需要額への算入について現行どおり継続をお
願いしたい。

道路運送法第８０条で規定する公共の福祉の確保
のための大臣許可についてスク－ルバス(無償運
行)と一般住民乗車(有償運行)の混在について許
可をいただきたい

道路運送法第80条第1項

道路運送法第80条第1項及び「地域協議会の協
議結果に基づき地方公共団体が自らバスの運
行を行う場合等の許可の取扱いについて
(H13.9.27国自旅86号)

5
地方公共団体が道路運送法第８０条第１項の許可を受けて行う有償運送に
ついてはその輸送対象を限定しておらず、許可を受けたスクールバスや自
治体所有のバスに一般住民を乗車させることは、現行制度のもとでもすで
に可能となっているところである。

岐阜県

公共バス優先
市街地活性化
対策（「コミ
バス」作戦）

1164 1164010 122760

各種バスに係る国
庫補助制度の統
合・充実・弾力的
運用・要件緩和

（国庫補助制度の統合）交通結節点改善事
業、特定交通安全施設等整備事業、バス利
用促進等総合対策事業、へき地児童生徒援
助費等補助金、医療施設等設備整備費補助
金、在宅福祉事業費補助金、身体障害者保
護費補助金の統合

（国庫補助制度の充実）対象施設の統合
化、補助金の財源として道路特定財源の活
用、コミュニティバスに係る車両購入や運
行経費も既存補助金の補助対象経費とする
こと

（国庫補助制度の弾力的運用）スクールバ
スと福祉バスに係る住民利用について、そ
の運用基準の緩和

（国庫補助制度の要件緩和）国庫補助対象
となる交通結節点改善事業の乗降客数要件
の大幅緩和、特定交通安全施設等整備事業
における駐車台数規模要件の大幅緩和、バ
ス利用促進等総合対策事業のに係る補助対
象地域要件（例：人口３万人以上の都市）
の大幅緩和

地域再生のために新たにもうけられる支援措置を
利用して、県内において、住民・ＮＰＯ・バス事
業者・市町村・県等が連携し、自主運行バス、福
祉バス、スクールバスの効率的・効果的運行を実
現し、同時に、幹線バスとコミュニティバスの連
携、バスと鉄道の連携を実現し、充実した地域公
共交通体系を築き上げる。

補助金適化法の硬直的運用、さらには細分化さ
れ、しかも充実度が低い国庫補助制度が、地域に
おける各種バスの効率的・効果的運用の妨げと
なっており、地域再生のためにこれらを改善して
いただくことが、地域における公共交通網の充実
ひいては地域経済活性化につながるから。

・交通結節点改善事業実施要綱
・交通安全施設等整備事業の推進
に関する法律
　第2条第3項
・交通安全施設等整備事業の推進
に関する法律施行令
　第1条3項
・道路整備費の財源等の特例に関
する法律第５条第１項
・緊急地方道整備事業（みちづく
り交付金事業（地方道路整備臨時
交付金））について

・自動車事故対策費補助金交付要
綱
・補助金適正化法

【交通結節点改善事業、特定交通安全施設等整備事業
関係】
・交通結節点改善事業により鉄道駅等の周辺における
駅前広場、アクセス道路等の一体的整備を支援
・安全かつ円滑な道路交通の確保を図るため、緊急に
安全を確保する必要がある道路において、特定交通安
全施設等整備事業により自動車駐車場に対して1/2の補
助を行っている。
・みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）
では、地域の課題に対応して、一定の地域で一体的に
行われる事業に対して交付金を交付する。

【バス利用促進等総合対策事業関係】
　コミュニティバスは、（需要面等からバス事業者任
せでは運行の難しい地域において）高齢者や身体障害
者の公共施設・病院へのアクセス向上等、地域住民の
足の利便性向上を図るほか、都市交通の安全・円滑化
に相当寄与するものであることから、バス利用促進等
総合対策事業において、その円滑な導入や本格的実施
に向けた検討等のため行われる調査、実証実験及び実
証運行事業に対し支援を行っている。

【交通
結節点
改善事
業、特
定交通
安全施
設等整
備事業
関係】
 5

【バス
利用促
進等総
合対策
事業関
係】
 3,5

【交通結節点改善事業、特定交通安全施設等整備事業関係】
　地域の課題に対応した拠点整備にあわせ、周辺道路の整備を集中的に行
う必要がある場合などにみちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付
金）を活用することで、このような集中的な施設整備の支援が現行制度で
も可能。

【バス利用促進等総合対策事業関係】
　目的が異なる事業の統合は難しい。
　オムニバスタウン整備により、コミュニティバスの導入、バスロケー
ションシステム整備等の利用者利便の向上施策や交差点改良、バス専用・
優先レーンの整備等バスの走行環境改善施策等の総合的な対策を組み合わ
せて実施する場合は、国土交通省（自動車交通局・道路局）及び警察庁が
連携して、重点的な支援を行うことが可能。
　また、バス利用促進等総合対策事業においては、コミュニティバス導入
の際の車両購入について、すでに補助対象としているところ。
　なお、人口要件を満たさない自治体における事業であっても、補助対象
都市と隣接し、一体的に実施されるものは、補助の対象とすることが可
能。

補助金の統合について、提案の趣旨を
踏まえ検討し回答されたい。

【交通結
節点改善
事業、特
定交通安
全施設等
整備事業
関係】
5

【バス利
用促進等
総合対策
事業関
係】
 3,5

【交通結節点改善事業、特定交通安全施
設等整備事業関係】
　地域の課題に対応した拠点整備にあわ
せ、周辺道路の整備を集中的に行う必要
がある場合などにみちづくり交付金事業
（地方道路整備臨時交付金）を活用するこ
とで、このような集中的な施設整備の支援
が現行制度でも可能。

【バス利用促進等総合対策事業関係】
目的が異なる事業の統合は難しい。

船引町
中心市街地活
性化による地
域再生計画

1165 1165020 122770

バス事業の規制緩
和及び道路等環境
整備補助金の集中
支援

弾力的なバス路線の即時認定と料金の自由
化、個人タクシー認可に係る要件の緩和及
び施設整備補助金の一括集中による支援。

バス路線の新規開設には地域協議会の同意が必要
であり、時間がかかる。また参入業者には資格制
限がありタクシー業者などが自由に参入できるよ
う条件整備が必要である。　またこれらと併せて
駅前道路や広場等の差雨声日も必要なので、関係
整備補助の集中的早期実施を実現してほしい。

自治体の生活バス等の負担が年々増加している。利用
の少ない赤字路線を随時廃止し、デマンド型の新しい
公共交通システムを導入し、民間に委託する。また、
そのための環境整備として、駅前周辺の道路及び広場
を再整備するため補助事業の早期一括実施が必要であ
る。

・バス事業関係
　道路運送法第4条、第15条

・施設整備費関係
　交通結節点改善事業実施要綱

・バス事業関係
　道路運送法第４条の規定により、有償で自
動車を使用して旅客を運送する場合には、国
土交通大臣の許可等が必要とされているとこ
ろである。

・施設整備費関係
　交通結節点改善事業により鉄道駅等の周辺
における駅前広場、アクセス道路等の一体的
整備を支援

5

・バス事業関係
　有償で、自動車を使用して旅客を運送する場合には、輸送の安全及び利
用者の保護等の観点から旅客自動車運送事業の許可を受けることが必要で
あるが、地域協議会の同意は必ずしも必要ではない。また、タクシーにつ
いてはご提案の具体的な内容が不明であるが、一般的には、需給調整規制
が廃止されたことに伴い、許可に際しては、輸送の安全及び利用者利便の
確保の観点等からのみ審査を行っている。

・施設整備費関係
　鉄道駅等の周辺における駅前広場やアクセス道路など各種施設の一体的
整備について、交通結節点改善事業により既にパッケージ的に支援してい
るところ。

秋田県
過疎化した地
域における交
通手段の確保

1187 1187010 122780
タクシー事業への
新規参入促進

公共交通機関が十分でない過疎化が進んだ
地域において、旅客運送の関係者との調整
の下、タクシー事業への新規参入を促進す
るための旅客運送事業者の許可手続きの簡
素化と要件緩和
・公示第７０号「一般乗合旅客自動車運送
事業の許可申請事案及び事業計画変更認可
申請事案等の審査基準について」
法人タクシーの最低車両数の緩和、車庫及
び休憩睡眠施設の設置義務の緩和
・公示第８１号「一般乗用旅客自動車運送
事業（１人１車制個人タクシーに限る。）
の申請事案の審査基準について」
個人タクシーの事業免許の要件緩和、営業
区域の拡大

タクシー事業免許の要件緩和により、旅客運送業
への新規参入を促進し、地域住民の移動手段の確
保を図る。このことにより、地域の賑わいや地域
のコミュニティが確保され、地域経済に資すると
期待される。

人口減少が続く過疎地域等においては、現行制度
のままでは旅客運送業への新規参入や利用者の増
加は見込めないことから、要件を緩和して事業者
が参入しやすい環境、利用者が利用しやすい環境
を整える必要がある。

道路運送法第4条第1項、公示第70
号「一般乗合旅客自動車運送事業
の許可申請事案及び事業計画変更
認可申請事案等の審査基準につい
て」（H13.12.25東北運輸局長）、
公示第81号「一般乗用旅客自動車
運送事業（1人1車制個人タクシー
に限る。）の申請事案の審査基準
について」（H14.1.21東北運輸局
長）

「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人
タクシーを除く。)の申請に対する処理方針」
(H13.8.29国自旅第72号)及び「一般乗用旅客
自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限
る。)の申請に対する処分に関する処理方針」
(H13.9.12国自旅第78号)

3
ご提案の具体的な内容が不明であるが、一般的には、需給調整規制が廃止
されたことに伴い、許可に際しては、輸送の安全及び利用者の保護等の観
点からのみ審査を行っている。

大蔵村

住民ニーズと
地域特性を活
かしたまちづ
くり

1225 1225030 122790
白ナンバーでの村
営バス有償観光運
送の許可

本村において観光地である肘折温泉には、
年間約１７万人の観光客が訪れるが、その
周辺には、湯の台や棚田のある四ヶ村地区
といった観光資源がある。しかし、移動す
るための交通手段に非常に不便を来してい
る状況である。そこで、村営バスを利用
し、観光用交通手段として用いたい。白ナ
ンバーのままでの事業を認めて頂ければ、
タクシー会社等もない村なので、観光以外
にも多大なる経済活性化効果が得られる。

平成１２年度より本村では村営バスを運行してい
るが、過疎化による乗客数の減少や、財政的な問
題から、運行回数を減らしたり、路線数の廃止も
検討されている状況である。それにより、空いた
時間に観光客を有償で運送し、観光ポイント間の
移動手段を確保し、滞在型観光誘客を推進する。
その結果として、観光はもとより、その効果によ
り経済の活性化や新たな雇用の創出を図る。

村営によるバス運行を今後も継続し、なおかつさ
らなる利便性を図るには、白ナンバーでの観光地
を案内する観光バスとしての使用の許可が必要で
ある。

道路運送法第80条第1項

道路運送法第80条第1項及び「地域協議会の協
議結果に基づき地方公共団体が自らバスの運
行を行う場合等の許可の取扱いについて
(H13.9.27国自旅86号)

5
地方公共団体が道路運送法第８０条第１項の許可を受けて行う有償運送に
ついてはその輸送対象を限定しておらず、許可を受けたスクールバスや自
治体所有のバスに一般住民を乗車させることは、現行制度のもとでもすで
に可能となっているところである。

飯舘村
いいたて移動
サービス構想

1266 1266010 122800
道路運送法及び関
連法規の緩和措置

道路運送法及び関連法規の緩和措置
道路運送法及び関連法規の緩和することにより、
村内の移動サービスを安価に提供するＮＰＯ活動
の推進を図る。

住民の移動サービスを請け負うＮＰＯ法人を設立
する。これにより、特に老人世帯の移動環境が整
備され、安心して本村に居住できる。

道路運送法第80条第1項

「構造改革特別区域法に係る交通機関空白の
過疎地における有償運送可能化事業における
道路運送法第80条第1項による申請に対する取
扱いについて」(国自旅第232号)

5
ご提案の具体的な内容が不明であるが、交通機関が空白の過疎地における
ＮＰＯ等によるボランティア輸送については特区制度を活用し、昨年４月
以降実施しているとともに、本年度中に全国的に実施することとしている
ところである。
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茨城県

霞ヶ浦レイク
ツーリズム推
進プロジェク
ト

1273 1273110 122810

観光協会やNPO等に
対する旅客自動車
運送事業許可要件
の緩和

　市町村観光協会や地元の旅館業組合，Ｎ
ＰＯ法人等が，自家用車を用い，域内での
資源間の輸送を有償で行う場合において，
一定の条件のもと，一般旅客自動車運送事
業の特例許可を与える。

 市町村観光協会や地元の旅館業組合，ＮＰＯ法
人等が，営利を目的とせず有償で旅行者のバス輸
送を行い，広域的な地域資源間等の移動の利便性
向上を図る。

　路線の廃止や運行回数の削減等により，バス事
業者によるバス輸送が減少する中，旅行者の域内
の移動性を確保するため，旅客自動車運送事業の
許可に要する最低車両数等の緩和等を図り，ＮＰ
Ｏ等のバス事業参入を促進する。

道路運送法第4条、第80条

道路運送法第80条第1項の規定に基づき、災害
緊急時や公共の福祉の観点から国土交通大臣
の許可を受けた場合を除き自家用自動車を有
償で運送の用に供してはならないこととされ
ている。

7 特区の第４次提案事項である。

茨城県

鬼怒・小貝 花
と水の交流圏
形成プロジェ
クト

1274 1274080 122820

来訪者の利便性の
向上に資するバス
路線に係る補助要
件の改廃

・バス運行対策費補助制度に関する要件緩
和
 ・鉄道駅と交流拠点等を結ぶバス路線を
補助対象に追加するとともに，都道府県の
交付額以内とする要件を撤廃

　バス事業者による駅と交流拠点・地域資源を結
ぶバス路線の整備を促進し、鉄道を利用する来訪
者の利便性の向上と交流人口の拡大を図る。

　交流人口の拡大と鉄道利用者の利便性向上を図
るためには，来訪者の駅から先の移動手段の確保
が不可欠であるため，生活路線に加えバス事業者
による交流を支えるバス路線の整備を促進する。

バス運行対策費補助交付要綱

バス運行対策費補助において①補助対象とな
る生活交通路線とは、地域協議会において維
持確保が必要と認められ、複数市町村にまた
がり、キロ程が10km以上、1日の輸送量が15～
150人、1日の運行回数が3回以上の広域行政圏
の中心都市等にアクセスする等の要件を全て
満たすもの。②国庫補助金の交付額は、国と
協調して都道府県が交付する補助金の交付額
以内の額とする。

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成15年
12月19日）において、『第1（２）ニ 新たな補助金や税措置の創設など、
追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。

茨城県

鬼怒・小貝 花
と水の交流圏
形成プロジェ
クト

1274 1274090 122830

市町村の運営する
コミュニティバス
の事業計画の変更
に係る規制の緩和

　市町村が委託等により運行するコミュニ
ティバスについて，事業計画の変更を事後
届出制にするなど規制の緩和を図る。

　交流人口の拡大などを図るため，利用者のニー
ズに応じて柔軟に運行経路を設定する。

　バス事業者によるバス輸送が減少する中，市町
村が運行するコミュニティバスを活用し，来訪者
のニーズに即応した運行を可能にするため，運行
経路の変更を，運行本数の変更と同様に事後届制
にすることにより，迅速な対応を図る。

道路運送法第4条、第9条、第15
条、第21条、第80条

道路運送法第15条の規定により路線等の新設
を行う場合には事業計画の変更の認可、停留
所の位置の変更等の場合には事業計画の変更
の届出を行う必要がある。

2 Ⅴ
いわゆるコミュニティバスについては、「構造改革特区の第３次提案に対
する政府の対応方針」において、利用者利便の向上、手続負担の軽減等を
図る観点から、具体的事例を踏まえて検討した上で、許可等の基準の運用
を見直すこととされているところである。

茨城県
つくば広域都
市圏活性化プ
ロジェクト

1277 1277020 122840
地域交通アクセス
の改善

・民間企業（企業、病院、ホテル等）が所
有する遊休バス等の利活用による公共交通
機能の充実
　一般旅客自動車運送事業の免許要件の緩
和、自家用自動車における有償運送の許可
要件の緩和など

・自転車利用休憩施設の整備促進
　市街地内と郊外部を結び自転車移動の
ネットワーク化を図るため、農業振興地域
の整備に関する法律及び農地法の規制緩和
により、農道や隣接する農地に休憩施設や
駐輪場等の整備を可能にするとともに、公
民館等既存施設の有効活用を図れるように
する。

・企業等が所有する自社バスや遊休バス（白ナン
バー）を利活用し、民間主導で地方公共団体と有
料バス事業を共同運営することにより、自社職員
や訪問客等に加えて地域住民の移動手段として活
用し、地域公共交通機関の拡充を図る。

・郊外における農道やその隣接農地に、休憩施設
やバス停隣接駐輪場等を整備する。
・既存の施設（補助金等で整備した公民館や集会
施設等）の一部を休憩施設として活用する。

・既存の交通資源を民間の活力を活かしつつ最大
限有効に活用するためには、現行法の規制緩和や
弾力的な運用が必要となる。

道路運送法第4条、第9条、第80条

道路運送法第４条の規定により、有償で自動
車を使用して旅客を運送する場合には、国土
交通大臣の許可等が必要とされているところ
である。

2 Ⅴ

旅客自動車運送事業の許可に際しては、需給調整規制が廃止されたことに
伴い、輸送の安全及び利用者の保護等の観点からのみ審査を行っており、
これらの要件の緩和は安全で安心できる輸送サービスの提供を損なうおそ
れがあることから、困難であるが、いわゆるコミュニティバスについて
は、「構造改革特区の第3次提案に対する政府の対応方針」において、利
用者利便の向上、手続負担の軽減等を図る観点から、具体的事例を踏まえ
て検討した上で、許可等の基準の運用を見直すこととされたいるところで
ある。

茨城県
つくば広域都
市圏活性化プ
ロジェクト

1277 1277170 122850
コミュニティバス
の事業計画変更手
続きの簡素化

　市町村等が運行するコミュニティバスに
ついて，利用者のニーズ等に応じて機動的
な事業計画の変更（特に運行経路の設定）
が可能となるように，事後届出制にするな
どの規制緩和を図る。

利用者のニーズに応じ，駅と市街地・交流施設等
を結ぶコミュニティーバスの運行を機動的に行
い，来訪者等の移動の利便性向上を図る。

 バス事業者によるバス輸送が減少する中，市町
村等が運行するコミュニティーバスを活用し，来
訪者のニーズに即応した運行を可能にするため，
運行経路の変更を，運行本数の変更と同様に，事
後届出制にすることにより，迅速な対応を図る。

道路運送法第15条
「地域協議会の協議結果に基づき地方公共団
体が自らバスの運行を行う場合等の許可の取
扱いについて(H13.9.27国自旅86号)

2 Ⅴ
いわゆるコミュニティバスについては、「構造改革特区の第３次提案に対
する政府の対応方針」において、利用者利便の向上、手続負担の軽減等を
図る観点から、具体的事例を踏まえて検討した上で、許可等の基準の運用
を見直すこととされているところである。

茨城県
つくば広域都
市圏活性化プ
ロジェクト

1277 1277180 122860

観光協会やNPO等に
対する旅客自動車
運送事業許可要件
の緩和

　市町村観光協会や地元の旅館業組合，Ｎ
ＰＯ法人等が，自家用車を用い，域内での
資源間の輸送を有償で行う場合において，
一定の条件のもと，一般旅客自動車運送事
業の特例許可を与える。

市町村観光協会や地元の旅館業組合，ＮＰＯ法人
等が，営利を目的とせず有償で旅行者のバス輸送
を行い，広域的な地域資源間等の移動の利便性向
上を図る。

 路線の廃止や運行回数の削減等により，バス事
業者によるバス輸送が減少する中，旅行者の域内
の移動性を確保するため，旅客自動車運送事業の
許可に要する最低車両数等の緩和等を図り，ＮＰ
Ｏ等のバス事業の営業を容易にする。

6 c.管理コード122810と重複

神奈川
県

かながわ京浜
臨海部活性化
プラン

1282 1282040 122870
新たなエネルギー
のモデル事業の促
進

すすの全く発生しない低公害自動車である
ＤＭＥ自動車の「低公害車普及促進対策費
補助金（車両購入）」の対象化

「低公害車普及促進対策費補助金（車両購入）」
の対象に、モデル事業段階であるＤＭＥ自動車を
加え、普及へのステップアップを促進する。モデ
ル事業の実施促進により、スムーズな普及へのス
テップアップが図れる。

現状では、型式認定を受けたもののみが対象と
なっており、1台ずつ認定を受けてナンバープ
レートを取得するＤＭＥ自動車（量産段階にない
ため）は対象となっていないが、低公害車の普及
を促進するためには、モデル事業段階の課題検証
が極めて重要で、補助の対象化によるモデル事業
の実施促進は極めて効果的。

低公害車普及促進対策費補助金交
付要綱

大都市地域等における自動車に起因する大気
汚染問題は依然として厳しい状況にあること
から、バス・トラック事業者を中心に、ＣＮ
Ｇバス・トラック等普及段階にある低公害車
等の導入に対する補助を行うことにより、低
公害車の普及を促進し、大気環境の改善を
図っている。

8 　
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創
設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。

神奈川
県

グリーンツー
リズムによる
水源地域の活
性化構想

1283 1283050 122880 交通手段の確保
来訪者の市民農園等へのアクセスの利便性
向上

・ＮＰＯ法人や地元自治会等が自主的に実施する
白ナンバーでの旅客運送業務
・特に土日祝日における来訪者の交通手段の利便
に資するための地元住民の自家用自動車による有
償運送

道路運送法の許可要件や運用の弾力性がないため 道路運送法第80条第1項

道路運送法第80条第1項の規定に基づき、災害
緊急時や公共の福祉の観点から国土交通大臣
の許可を受けた場合を除き自家用自動車を有
償で運送の用に供してはならないこととされ
ている。

7 特区の第４次提案事項である。

只見町
体験交流事業
の推進

1332 1332010 122890
宿泊施設所有のバ
ス等での運送

グリーンツーリズム推進のため、公共交通
機関・事業用バス利用が困難な当町におい
て、民宿旅館等を経営する者が宿泊者を体
験場所、体験施設等まで自家用自動車で運
送することが、旅客自動車運送事業類似行
為とならないよう規制を緩和する。

当町の旅館民宿等に宿泊し農林業等の観光体験者
に限り、宿泊サービスの一環で受け入れ側の宿泊
施設所有の自家用バス等で運送を可能とすること
で、来訪者の利便性を向上させ、交流人口の増加
を期待できる。交流促進と地域資源活用により地
域活性化を図る。

当町は、広大なエリアに農林地等の体験場が位置
しており、又観光名所等も点在しているため、来
訪者の事業用バス等の利用は困難である。輸送に
は、自家用自動車の活用が必要である。

道路運送法第80条第1項
道路運送法80条第1項及び「宿泊施設がその宿
泊者を対象に行う送迎のための輸送につい
て」(H15.3.28国自旅第250号)

5

提案の具体的な内容が不明であるが、農家民宿等を含めた宿泊施設がその
宿泊者を対象に行う送迎のための輸送については、昨年３月２８日にその
取扱いを明確化し、その輸送活動により旅客輸送に係る公衆の利便が阻害
されるおそれがなく、宿泊者に対するサービス向上の一環として行うかぎ
りにおいては可能である旨を既に地方運輸局に通知しており、ご提案の内
容も本通知に該当する限りにおいては実施可能である。

提案者の要望は、農家民宿等を含めた
宿泊施設がその宿泊者を対象に行う送
迎のための輸送以外の輸送について、
自家用車による運送を可能とするという
ものであり、その趣旨を踏まえ再度検討
し回答されたい。

3,5

農家民宿等を含めた宿泊施設がその宿
泊者を対象に行う送迎のための輸送につ
いては、昨年３月２８日にその取扱いを明
確化し、その輸送活動により旅客輸送に
係る公衆の利便が阻害されるおそれがな
く、宿泊者に対するサービス向上の一環と
して行うかぎりにおいては可能である旨を
既に地方運輸局に通知しており、ご提案
の内容も本通知に該当する限りにおいて
は実施可能であるが、これにとどまらず、
広く旅客の輸送を行うのであれば、その対
象が宿泊施設の宿泊者であるか否かに
かかわらず、輸送の安全及び利用者の保
護を確保するための一定の基準を満たさ
なければならないことから、旅客自動車運
送事業の許可を受ける必要がある。

38/80
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仙台市

健康づくり
ウェルネス・
コミュニティ
構想

1368 1368140 122900
高齢者に対するボ
ランティア輸送に
関する規制緩和

ＮＰＯ等が高齢者を輸送する際には１６年
４月から全国的に規制緩和される条件から
２種免許を有すること及び整備管理体制が
確立されていることの２項目を除外するこ
と。

高齢者のボランティア輸送の形態としては，地域
住民の支え合いや市民協働を促進する観点から，
例えば，家族の介護経験を持ち個人でリフト付車
両を所有する一般市民の事業参加等も想定してい
る。

地域で介護事業を支え合う形態が望ましいと考
え，一般市民による事業の実施を可能とする条件
が必要である。

道路運送法第80条第1項

「構造改革特別区域法に係るNPOによるボラン
ティア輸送としての有償運送可能化事業にお
ける道路運送法第80条第1項による真性に対す
る取扱いについて」(国自旅第231号)により当
該特例措置を実施するための要件が定められ
ている。

7 特区の第４次提案事項である。

多治見
市

地域新交通シ
ステム創出構
想

1379 1379030 122910
補助金で導入した
低床バスの使用路
線限定規定の緩和

国土交通省のバス運行対策費補助金交付要
綱における生活交通路線への提唱バス導入
に対する補助金交付の運用基準の緩和。

現行の補助金交付要綱における補助対象は「生活
交通路線の用に供する」との規定から、生活交通
路線での運行が年間実車走行キロの50％以上を占
めることとなっている。また、補助金交付決定の
際の注意事項として「５年間譲渡、貸与等ができ
ない」ことから５年間は生活交通路線以外の路線
への転用が認められていない。
しかし、今後交通バリアフリー等の地域における
バリアフリー化が進む中で、地域の小さなバス事
業者においても低床バスの導入を促進する必要が
あるため、現行の基準である「50％以上」、「５
年間」を「30％以上」、「３年間」に緩和してい
ただきたい。

低床バスは、その構造により、通常のバスより乗
降が楽にできることが大きな利点であるが、低床
バスを導入しても、高齢者や障害者等が多く利用
する路線での使用ができなければその利便性が充
分発揮できなくなるため、補助の際の路線限定を
はずし、利便性の発揮できる路線での使用を可能
とするもの。

バス運行対策費補助金交付要綱に
基づく補助金交付の運用基準

・補助車両は、生活交通路線での使用率が５
０％以上であること。
・補助車両は５年間車両を譲渡し、交換し、
貸付け又は担保に供することのないように善
良なる管理者の注意をもって管理するととも
に、補助金の交付の目的に従って使用し、そ
の効率的運用を図ること。

8 　
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創
設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。

山形県
やまがた
ニュービジネ
ス創生プラン

1383 1383020 122920

地域内配送ビジネ
スの創出支援のた
めの貨物自動車運
送事業法の弾力的
運用

商店街振興組合または非法人組織の商店街
（以下「商店街等」）が、会員制度を導入
し、会費収入により、構成員が所有する自
家用車、マンパワー等を持ち寄って、会員
に限定した共同宅配事業を実施する場合に
あっては、商店街等を一つの「事業者」と
してとらえ、自家商品を配達するものとみ
なし、貨物自動車運送事業法の適用を除外
すること。また、これをＮＰＯ法人が代行
する場合も同様の取り扱いとすること。

構想地域内の「商店街等」において、左欄のよう
な仕組みで、同組合の構成員店舗の取り扱い商品
の共同配送サービス事業を実施する計画がある。
新しい生活支援サービスの創出が期待されるとと
もに、中心商店街の活性化にもつながるものと考
えられる。

このような形態の事業は、貨物自動車運送事業法
の規定により、他人の需要に応じて有償で貨物を
運送する場合とみなされ、許可が必要。同組合等
を一つの事業者とみなし、かつ、会費収入は配送
の対価とみなさないことで許可が不要となる。

貨物自動車運送事業法第３条、道
路運送法第８０条

　一般貨物自動車運送事業（不特定の者の需
要に応じ、有償で自動車（３輪以上の軽自動
車及び２輪の自動車を除く。）を使用して貨
物を運送する事業）を行おうとする者は、国
土交通大臣の許可を受けなければならない
（貨物自動車運送事業法第３条）。また、自
家用自動車は、公共の福祉を確保するためや
むを得ないものとして国土交通大臣の許可を
受けた場合を除き、有償で運送の用に供して
はならない（道路運送法第８０条）。

5
　本件要望に係る「共同配送サービス事業」が、会員相互間の自家用車及
びマンパワーの融通のみによって行われ、かつ、会費も運送に対する対価
を含まず、本事業への参加に伴って必要となる連絡費用の徴収に限られる
のであれば、有償で貨物を運送する事業には該当しないため、貨物自動車
運送事業法第３条に基づく許可は不要である。

山形県
やまがた産業
ルネッサンス
プラン

1385 1385030 122930

温泉観光地の２次
交通の整備促進の
ための道路運送法
の弾力的運用

温泉旅館組合または非法人組織の温泉組合
が、構成員が所有する自家用マイクロバ
ス、マンパワー等を持ち寄って、最寄りの
駅から温泉地まで共同で宿泊客の送迎サー
ビスを行う場合にあっては、温泉旅館組合
等を一つの「事業者」としてみなし、道路
運送法の適用を除外するもの。

県内の温泉組合において、宿泊客の共同送迎事業
に取り組む機運が高まりつつあり、具体的な計画
の検討に入ったところも出てきている。

共同送迎事業方式で、他の旅館の宿泊客の送迎を
行う場合、法に基づく許可を組合単位で受ける必
要があるが、事実上困難なため。

道路運送法第80条第1項
道路運送法第80条第1項及び「宿泊施設がその
宿泊者を対象に行う送迎のための輸送につい
て」(H15.3.28国自旅第250号)

5

提案の具体的な内容が不明であるが、農家民宿等を含めた宿
泊施設がその宿泊者を対象に行う送迎のための輸送について
は、昨年３月２８日にその取扱いを明確化し、その輸送活動
により旅客輸送に係る公衆の利便が阻害されるおそれがな
く、宿泊者に対するサービス向上の一環として行うかぎりに
おいては可能である旨を既に地方運輸局に通知しており、ご
提案の内容も本通知に該当する限りにおいては実施可能であ
る。

北海道
滝川市

商業都市の再
生

1390 1390040 122940
交通バリアフリー
法に基づく施策の
要件緩和

「交通施設バリアフリー化設備費補助」等
の交通バリアフリー法に基づく現行具体的
施策における要件緩和（利用者数要件）

歩いて暮らしやすく・楽しく交通弱者にやさしい
まちづくりの推進として駅周辺整備事業の一環と
してＪＲ駅舎エレベーターの設置ほかバリアフ
リー化を計画している。

支援策の一つである「交通施設バリアフリー化設
備費補助」などにおいては対象要件が一日当たり
の駅舎利用5,000人以上／日となっており、広域
の中心駅であるＪＲ滝川駅の利用は3,200人／日
であるため、この制度の対象とならない。この要
件緩和が図られば地方都市においても駅舎等の交
通バリアフリーが推進する。

交通施設バリアフリー化設備整備費補助金
既存の鉄道及び軌道の駅におけるバリアフリー化設備
の整備事業(エレベーター､スロープ､手すり､障害者対
応型トイレ等の整備費)に要する経費の一部を補助

8

　補助金の要件として､補助対象駅を一日当たりの利用者数5,000人以上の
駅とは定めていない｡
　なお、交通バリアフリー法に基づく｢基本方針｣において、一日当たりの
利用者数が5,000人以上の駅について､原則すべての駅をバリアフリー化す
ることを目標として定めており､現在その達成に向けた取組みを進めてい
るところである｡

和歌山
県

高野熊野世界
遺産活用地域
再生構想

2025 2025020 122950
コミュニティバス
による来訪者の有
償輸送の容認

公共交通機関が十分でない地域において、
市町村が運行するコミュニティバス等によ
る来訪者の有償輸送を容認する。

世界遺産登録される見込みの熊野地域において、
来訪者が多い休日等を中心に、資産所在地と既存
路線バスが運行している地域の間において、市町
村が運行するコミュニティバス等により来訪者を
有償輸送する。

　世界遺産登録される見込みの熊野地域において
は、路線バス運行地域と資産所在地を結ぶ公共交
通が未発達のため、公共交通機関を利用する訪問
客が少ない状況にある。
　一方、当該地域では市町村がコミュニティバス
等を運行しているが、現状では、コミュニティバ
ス等が地域住民以外の者を有償輸送することは認
められていない。
　このため、これを容認することにより、コミュ
ニティバス等を活用した訪問客の利便性の向上を
図る。

道路運送法第80条第1項
「地域協議会の協議結果に基づき地方公共団
体が自らバスの運行を行う場合等の許可の取
扱いについて(H13.9.27国自旅86号)

5

地方公共団体が道路運送法第８０条第１項の許可を受けて行う有償運送に
ついてはその輸送対象を限定していない。また、交通機関が空白の過疎地
におけるＮＰＯ等によるボランティア輸送については特区制度を活用し、
昨年４月以降実施しているとともに、本年度中に全国的に実施することと
しているところである。なお、いわゆるコミュニティバスについては、
「構造改革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」において、利用者
利便の向上、手続負担の軽減等を図る観点から、具体的事例を踏まえて検
討した上で、許可等の基準の運用を見直すこととされているところであ
る。

松山市

『坂の上の
雲』フィール
ドミュージア
ム構想

2044 2044040 122960
交通結節点改善事
業の補助採択要件
の緩和

交通結節点改善事業の補助採択要件は、鉄
道駅、軌道駅においては概ね乗降客5,000
人／日以上の要件である。本市においても
３駅を既整備若しくは整備予定であるが、
その他の駅については乗降客2,000人／日
程で、当該補助の適用外であるため、地域
の実情を勘案し、人数要件を緩和された
い。

『坂の上の雲』のまちづくりフィールドミュージ
アムの動線確保や市民の移動利便性を向上し、か
つ、地域の再生を図るため交通結節点の整備（駅
前広場の整備、駐輪場の整備、歩行者専用通路・
自由通路の整備、バスターミナルの整備）を行
う。

本市における地域拠点駅の交通結節機能を高め、
公共交通の利用を促進し、かつ、『坂の上の雲』
観光動線を確保することにより、駅周辺を活性化
し、地域再生を推進する。

・交通結節点改善事業実施要綱
・道路整備費の財源等の特例に関する法律
第５条第１項
・緊急地方道整備事業（みちづくり交付金
事業（地方道路整備臨時交付金））につい
て

交通結節点改善事業により鉄道駅等の周辺における駅
前広場、アクセス道路等の一体的整備を支援。
・みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）
では、地域の課題に対応して、一定の地域で一体的に
行われる事業に対して交付金を交付する。

5

交通結節点改善事業の採択基準を下回る場合でも、地域の課題に対応した拠点整備
にあわせ、周辺道路の整備を集中的に行う必要がある場合などにみちづくり交付金
事業（地方道路整備臨時交付金）を活用することで、このような集中的な施設整備
の支援が現行制度でも可能
なお、平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとで提案と同様の施設
整備について、まちづくり交付金（平成１６年度創設予定）において対応可能とな
る見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市町村事業
を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細は検討中。

三重県
観光による地
域再生

2058 2058030 122970
観光タクシー運
賃・料金設定の自
由化

観光地のタクシー運賃に関しては、距離制
を基本とする算定方法を採らず、適正原価
と適正利潤にのみ基づく自由な料金設定を
可能とする。

観光商品として、タクシーによる少人数を対象と
したテーマ別コースを割安な価格での販売を可能
にする。

観光タクシーの運賃・料金は遊覧コースを設定
し、その距離を基本として算定するため非常に割
高になっており、観光旅行の少人数化・多様化に
対応できていないため。

道路運送法第9条の3

道路運送法第9条の3及び「タクシーの観光地
におけるルート別運賃の採用について」
(S61.12.23地自第260号)及び「タクシーの観
光におけるルート別運賃制度の見直しについ
て」(H8.6.21自旅第105号)

5

タクシーの運賃設定については、距離制のほか、時
間制、定額の観光ルート別運賃に基づき設定するこ
とが可能であり、現に時間制運賃、観光ルート別運
賃による観光タクシーは行われているところであ
る。
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西郷町
観光を機軸に
交流・産業を
創出するまち

2066 2066080 122980

・農家・漁家民泊
の簡易化
・宿泊施設の送迎
車を観光有料タク
シーとしての利用

・農家・漁家を体験型宿泊施設として利用
するときに、消防法や旅館業法等の規制を
緩和する。
・宿泊施設の白ナンバーの送迎車を、有料
観光案内に利用する。

離島交流メニューとしての農家・漁家民泊や、宿
泊施設の送迎車を宿泊客の要望による有料の観光
案内業務に利用することにより、宿泊体験型の
ツーリズムを創出するし、観光振興を図る。

農家・漁家の宿泊施設としての利用を容易に、ま
た、宿泊施設の送迎車の有料観光案内を可能にす
ることで観光施設と交通手段の連携が図られ、島
独自の体験型ツーリズムが創出できる。

道路運送法第80条第1項

「構造改革特別区域法に係る交通機関空白の
過疎地における有償運送可能化事業における
道路運送法第80条第1項による申請に対する取
扱いについて」(国自旅第232号)及び「宿泊施
設がその宿泊者を対象に行う送迎のための輸
送について」(H15.3.28国自旅第250号)

5

提案の具体的な内容が不明であるが、農家民宿等を
含めた宿泊施設がその宿泊者を対象に行う送迎のた
めの輸送については、昨年３月２８日にその取扱い
を明確化し、その輸送活動により旅客輸送に係る公
衆の利便が阻害されるおそれがなく、宿泊者に対す
るサービス向上の一環として行うかぎりにおいては
可能である旨を既に地方運輸局に通知しており、ご
提案の内容も本通知に該当する限りにおいては実施
可能である。

提案者の要望は、農家民宿等を含めた
宿泊施設がその宿泊者を対象に行う送
迎のための輸送以外の輸送について、
自家用車による運送を可能とするという
ものであり、その趣旨を踏まえ再度検討
し回答されたい。

3,5

農家民宿等を含めた宿泊施設がその宿
泊者を対象に行う送迎のための輸送につ
いては、昨年３月２８日にその取扱いを明
確化し、その輸送活動により旅客輸送に
係る公衆の利便が阻害されるおそれがな
く、宿泊者に対するサービス向上の一環と
して行うかぎりにおいては可能である旨を
既に地方運輸局に通知しており、ご提案
の内容も本通知に該当する限りにおいて
は実施可能であるが、これにとどまらず、
広く旅客の輸送を行うのであれば、その対
象が宿泊施設の宿泊者であるか否かに
かかわらず、輸送の安全及び利用者の保
護を確保するための一定の基準を満たさ
なければならないことから、旅客自動車運
送事業の許可を受ける必要がある。

大津市
古都大津ル
ネッサンス

2085 2085050 122990
公共交通移動円滑
化補助の拡充

○公共交通移動円滑化補助について
　鉄道事業者に対して、低床式路面電車
（ＬＲＴ）の購入費として、通常車両価格
との差額が対象ではなく、全体購入費が対
象になるようにする。

「大津市の公共交通とまちづくり協議会」におい
て検討しているところであるが、京阪浜大津駅か
らＪＲ大津駅まで、京阪電車を延伸する場合、公
共移動円滑化補助の補助対象枠を拡大することに
よって、事業の進捗が早まり、事業効果が期待で
きる。

鉄道事業者としては、車両の購入費やレール、券売機等の停留
所設備等については従来から補助対象には該当せず、新線や延
伸のための設備投資を余儀なくされ、開通後の多額な減価償却
費のため全体支出が営業収入を上回る状況が予測される。従っ
て、鉄道事業者側の設備についても補助対象に該当すれば、開
通後も健全化されることが期待できる。

公共交通機関のバリアフリー化を推進するため、鉄軌
道事業者の低床式路面電車（ＬＲＴ）の購入、運行情
報提供システムの導入に対し、国及び地方自治体が１
／４ずつを補助、但し、車両については、通常価格と
の差額の１／２のいずれか低い額。

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１(2)二　新たな補助金や税措置の創設
など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。

熊本市
水前寺江津湖
公園活性化構
想

2139 2139010 123000
路面電車の早期延
伸のための手続き
迅速化

路面電車延伸に係る軌道特許申請の迅速化
など・・特許申請の標準的な審査期間（５
～８ヶ月）の期間短縮を要望するもの。ま
た、都市局と鉄道局に許認可手続きがまた
がるため、一元化や連携強化を要望するも
の。

１．実施内容・・路面電車を動植物園まで約８０
０ｍほど延伸する。２．効果・・交通アクセスの
利便性向上、観光客の回遊性向上

　本市の路面電車延伸手法として、公園内に特殊
街路として軌道を確保し、延伸する計画のため、
鉄道局と都市局に国土交通省の所管がまたがるこ
ととなる見込みである。本市では、路面延伸の早
期実現を望んでいるため、省内の連携や特許申請
の一元化を要望するもの。

軌道法第３条
都市計画法第１５条

　軌道を敷設して運輸事業を経営しようとする者は、
国土交通大臣の特許を受けることとなっている。
　都市計画は県又は市が定めることとされている。 8

　　既存の路面電車の軌道を特殊街路として延伸し、公園内に乗り入れる
場合の手続については、延伸について軌道法第３条に基づく国土交通大臣
の特許を受け、また、都市施設として特殊街路を定める場合は、県又は市
において都市計画の決定又は変更を行うこととなる。前者は国土交通省、
後者は県又は市の権限であるため、「都市局と鉄道局に許認可手続きがま
たがる」との記述は事実誤認である。

路面電車の延伸に係る特許申請につ
いて、審査期間の短縮ができないか、
再度検討し回答されたい。

5

　軌道の特許に係る審査の標準処理期間
については、その事業の開始が交通体系
全体の観点から輸送需要に対し適切なも
のであることを審査する必要があるととも
に、軌道がひとたび敷設されれば地域住
民の日常生活に必要不可欠な生活交通と
なる性質から事業の将来性、継続性を確
認する必要があることや道路交通との整
合性を確認する必要があること、さらには
大量輸送機関であるため、その安全性に
ついては特に慎重な審査をする必要があ
ることから、確実な審査をするため標準的
に８箇月程度の期間が必要である。
　なお、処理期間については、事案の規模
等によりケースバイケースであることを想
定して、審査に通常要すべき標準的な期
間として行政手続法上の標準処理期間を
定めているものであり、小規模な事案など
は、標準処理期間よりも短い期間で処理
されるものもあるところである。

熊本市
水前寺江津湖
公園活性化構
想

2139 2139020 123010
路面電車延伸に係
る補助金の重点配
分

路面電車関係の支援制度の統合・・国土交
通省が所管する路面電車延伸にかかる補助
金の統合や補助対象の拡大を要望するも
の。（路面電車走行空間改築事業、都市再
生交通拠点整備事業など）

１．実施内容・・路面電車を動植物園まで約８００ｍ
延伸する。２．効果・・交通アクセスの利便性向上

路面電車を延伸するためには、莫大な費用が必要
であり、国庫補助が適用されなければ、本市単費
で施工することは非常に困難である。現行の路面
電車走行空間改築事業の補助対象範囲では、レー
ルや架線柱・架線等専ら軌道事業の用に供するも
のは占用物件であることから、軌道事業者が整備
することとなっており、補助対象外である。対象
外の部分についても補助を要望するもの。

路面電車の走行路面等について路面電車走行空間改築
事業により支援
路面電車の停留所や架線柱等について都市再生交通拠
点整備事業により支援
低床式路面電車の購入、運行情報提供システムの導入
について公共交通移動円滑化補助事業により支援
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「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５年１２月１９日）に
おいて、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な財政支出を伴わないも
のであること』とあるため、ご提案の内容は事実誤認である。
　なお、道路占用物であっても、停留場や架線柱の整備については、都市再生交通拠点整備事
業により支援しているところ。
路面電車の延伸等に際しては、これら各種事業制度を所掌する関係各局が連携し事業の総合的
な推進に向け、適切に支援していく所存。
　また、平成１６年度予算成立前であるが、一定の要件のもとで路面電車走行空間改築事業及
び都市再生交通拠点整備事業を統合的に実施することについては、まちづくり交付金（平成１
６年度創設予定）においても対応可能となる見込み。
（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市町村事業を対象。一
定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細は検討中。

有田町

福祉タクシー
外出支援サー
ビスの運行自
由化

2159 2159010 123020
福祉タクシーの運
行自由化

福祉タクシー業者の決定の施策の利便性の
向上

高齢者で外出困難者や低所得者を対象として、各
戸と通院などのため医療機関との間を送迎する。
利用者と送迎事業者をあらかじめ審査・登録し、
事業者は安い料金で高齢者の外出支援事業として
自車による送迎を行う。

現在、国の補助事業に「外出支援サービス事業」
があります。しかし、道路運送法の法令等に抵触
しないよう留意することとされています。　ま
た、その対象者を一般の交通機関利用が困難な者
等とされています。しかし、公共交通機関が利用
できない地域や便数が少ない等により、利用でき
ない状況もあります。このため、通院等によるタ
クシーの利用料が月に数万円かかり、生計を脅か
している場合があります。これらのことから低所
得者の交通対策として実施したい。

道路運送法第4条、第9条の3

「構造改革特別区域法に係るNPOによるボラン
ティア輸送としての有償運送可能化事業にお
ける道路運送法第80条第1項による真性に対す
る取扱いについて」(国自旅第231号)により当
該特例措置を実施するための要件が定められ
ている。
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提案の具体的な内容が不明であるが、要介護者等の
輸送については、ＮＰＯ等によるボランティア輸送
を特区制度を活用して昨年４月以降実施していると
ともに、本年度中に全国的に実施することとしてい
るところである。

財団法
人本庄
国際リ
サーチ
パーク
研究推
進機構
／
学校法
人早稲
田大学

エコユーザー
の育成と参加
を通じた <自
律･循環>の地
域づくり

3043 3043040 123030

公道を使用した走
行実験に関わる許
認可手続き等の一
元化・迅速化

【先進コミュニティ①】
●公道を使用した走行実験等に必要な自動
車道事業の許可および工事施工等に関わる
許認可手続き等の一元化・迅速化（道路運
送法）
※本プロジェクトでは、本庄地域内の公道
を使用した走行ルートにおいて、高効率の
蓄電・給電システムをインフラとして備え
た先進電動バスの開発・実用化とその運行
管理等に関わる実証実験を予定している
が、これに必要な自動車道事業者の免許申
請・取得に係る手続きや、上記エネルギー
供給インフラ（非接触式給電設備）の設置
に伴う道路使用制限および工事施行等に関
する許認可手続き等の一元化と迅速化によ
る支援を提案したい。

◆地域内の公道に設定した実車走行ルートにおいて、
先進電動バスの開発・実用化とその運行管理等に関わ
る実証実験を実施する中で、将来的な燃料電池車を含
む各種低公害自動車の導入・普及を支える次世代エネ
ルギーインフラを先行的に整備する。
＊技術的な開発としては、各種２次電池を利用したバ
スの電動化やハイブリッド化による低公害化と省エネ
ルギーの効果を明確にして、その有効性と将来の普及
に向けた可能性を探る。
＊環境への配慮としては、先進コミュニティ交通シス
テムを導入することによる景観への影響とそれを維持
する総合政策の検討、更なる都市創造・計画にむけて
の検討、導入による環境負荷の評価と安全性の評価な
どを行う。
＊さらに、社会システムへの定着のための方策とし
て、市民の交通機関に対する意識調査、システム導入
による経済効果、社会実験の試行、システムの規格・
標準化を目指すものとする。
◆こうした継続的な実証実験の効果としては、地域内
の都市整備・道路整備や街づくり事業とも相まった地
域交通システム計画の視点・枠組みからの総合的取り
組みと共に、本プロジェクトに参画する自動車・運輸
等関連事業者や利用者市民によるエコユーザーとして
の環境配慮活動を通じて、将来の水素エネルギー社会
をも展望した新規ビジネス機会の創出が期待される。

○各種２次電池を利用したバスの電動化やハイブリッド化は、地域
環境保全およびエネルギーの有効利用とモビリティの低公害化にお
いて非常に有効である。しかし、既存車両の代替促進の問題や新規
事業の参入の障害、既存事業者の代替促進策など多くの課題を有し
ている。
○一方、都市環境の整備において、景観への影響・配慮とそれを維
持する総合政策の検討が必須であるが、様々な主体による新しい都
市創造・計画にむけての検討や、新たな交通システムの導入による
環境負荷の評価と安全性の評価は十分に行われておらず、それらを
実施する場の構築および手法の体系化を図ることが肝要である。
○具体的には、これら環境配慮型の先進交通システムを利用する
ユーザーが、システム導入以前に交通機関および都市交通システム
に対して持つ意識調査、システム導入による経済効果、社会実験の
試行、システムの規格・標準化などが、モデル地域から他地域への
技術的・システム的波及を実現するために必要となる。
○これらの課題および必要性を満たすために、各種実証試験の円滑
な遂行が求められることから、関係省庁による各種許認可に当たっ
ての一元的で迅速な対応や各種規制の緩和等による支援措置が望ま
れるところである。

道路運送法第４７条（免許）、第
５０条（工事施工）、第５１条
（一般自動車道の技術的基準）、
第６３条（保安上の供用制限）

自動車道事業規則第４条（事業の
免許申請）、第７条（工事施行の
認可申請）、第２０条（保安上の
供用制限の認可申請）

自動車道事業の免許等申請事案の
処理方針について（平成６年９月
３０日付け通達）

一般自動車道は、全国で３１事業者４２路線（平成１６年１
月１日現在）あるが、もっぱら自動車交通のように供するた
めに建設・管理する事業であるため、事業参入に当たって
は、公衆の利便を増進するものであること、また、交通需要
の量及び性質に適合するものであることなどの基準をもっ
て、当該事業を的確に遂行するに足る能力を有するものに
限って国土交通大臣の免許のもと、事業を実施できることと
なっている。
なお、専用自動車道とは、自動車運送事業者が専ら自己の事
業自動車の交通のように供することを目的として設けた道で
あり、一般自動車道のように免許を受ける必要はない（工事
施工の認可・完成検査の受検義務等あり）が、事業開始に当
たって必要な工事施工の認可・供用開始前検査等については
地方運輸局長に委任しているところである。
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ご提案の趣旨が明確ではないが、走行実験に使用する公道
が、既存の道路法による道路であれば、自動車道事業に係る
手続きは必要ない。また、新規に自動車道を一般交通の用に
供し、公衆の利便を増進させる目的のために行う場合には、
国土交通大臣の許可が必要となる。

福島県
商工会
連合会

デマンド型乗
合交通システ
ムの普及プロ
ジェクト

3061 3061010 123040

地方における交通
不便者のシビルミ
ニマム確保のため
のデマンド交通シ
ステムの普及

①国・県が補助している生活交通路線に対
する補助要件の緩和
　国・県が補助している生活交通路線は、
広域行政圏の中心都市等にアクセスする広
域的・幹線的路線のため重要な生活路線で
あると共にデマンド型乗合交通も必要とさ
れている。しかし、補助要件である「１日
の輸送量が15人～150人」がネックとなり
併用運行が難しいことから、この要件を緩
和することにより広域的幹線の確保と地方
の実情に応じた生活交通の確保を可能とす
る。

②タクシー事業者によるデマンド型乗合運
行を「21条許可」の緩和
　タクシー事業者によるデマンド型乗合運
行を「21条許可 により行う場合 貸切の

　福島県小高町では、高齢者を中心とした交通弱
者の足の確保が急務となっていたが、電話予約に
よる低定額料金で戸口から戸口のデマンド型乗合
交通システムの導入により、シビルミニマムを実
現する最適な交通手段の確保に留まらず、「自分
の選択で買物をする」「美容室に行く」また生涯
学習やカルチャー講座を受講したりと高齢者同士
の交流と生き甲斐の創出の一助となっている。
　さらに利用状況から街中を回遊して買物をして
帰るという行動が広がっていることから、中心商
店街等の活性化が図られている。
　また、本システムの導入により交通不便地域に
おける交通弱者対策として全国的に普及し、現在
10箇所の町村で導入されている。

　通常の乗合バスは「4条許可」によって運行されてい
る。しかし、平成14年2月に道路運送法の改正により、
バス運行事業が免許制から許可制に変更されたことに
より、参入撤退が大幅に自由化され赤字路線バスの休
廃止や朝・夕方のみの運行本数となるなど、市街地か
ら離れた高齢者を中心とした交通弱者の足の確保が困
難となっている。
　「4条許可」以外に運行許可となるには、「4条許
可」による路線バス廃止に伴う、過疎地域や交通空白
遅滞の「代替バス」などを目的とした「21条許可」に
よる運行がある。しかし、「21条許可」の基準が「4条
許可」における路線バス事業者と競合することによ
り、当該路線の維持が困難ならないこととなっている
ことから、「21条許可」が難しい現状がある。

道路運送法第21条
生活バス路線確保対策交付金「１
日当りの輸送量が15人～150人のも
の」の内、最低の15人の緩和。

バス運行対策費補助において補助対象となる
生活交通路線とは地域協議会で維持確保が必
要と認められ、複数の市町村にまたがりキロ
程が１０km以上、１日の輸送量が１５人～１
５０人、１日の運行回数が３回以上、広域行
政圏の中心都市等にアクセスする等の要件を
全てを満たすもの

① ８

②③
7

①「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房
地域再生推進室平成15年12月19日）において、『第
1（２）ニ 新たな補助金や税措置の創設など、追加
的な財政支出を伴わないものであること』とあるた
め。
②及び③特区の第４次提案事項である。
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つくば
市

市内公共交通
を補完する新
たな交通シス
テムの整備

1389 1389010 123050

市内の公共交通を
補完する新たな運
行システムの整備
充実

（施策の利便性の向上）
　民間企業の保有している遊休バス等を活
用した，新たな交通システムの構築。
（規制緩和）
　道路運送法，一般旅客自動車運送事業の
免許要件等運行に関する許可要件の規制緩
和

　市内交通網の充実を図るため，病院，結婚式
場，私立学校など民間が独自に保有している遊休
バスを有機的・機動的に運行することで過剰な設
備投資や財政負担を軽減することが可能となり，
市民生活の利便性向上及び市内産業の活性化と企
業の誘致推進による雇用機会の創出・雇用拡大を
図る。

　病院，結婚式場，私立学校など民間が独自に保
有している遊休バスを活用し，運行路線を定め有
料運行するには，一般旅客自動車運送事業の免許
要件等の規制緩和が必要。

道路運送法第4条、第80条第1項

道路運送法の規定に基づき旅客自動車運送事
業を行うには許可を得る他、運賃料金や事業
計画の変更の認可等道路運送法上の諸規制に
かからしらしめている。

2 Ⅴ

旅客自動車運送事業の許可に際しては、需給調整規制が廃止
されたことに伴い、輸送の安全及び利用者の保護等の観点か
らのみ審査を行っており、これらの要件の緩和は安全で安心
できる輸送サービスの提供を損なうおそれがあることから、
困難であるが、いわゆるコミュニティバスについては、「構
造改革特区の第3次提案に対する政府の対応方針」におい
て、利用者利便の向上、手続負担の軽減等を図る観点から、
具体的事例を踏まえて検討した上で、許可等の基準の運用を
見直すこととされたいるところである。

河東町 国際観光ネッ
トワーク河東
学園構想

1118 1118040 123060

地域内外の各施
設、各団体、各業
界、各人材との連
携ネットワーク

■河東学園を核とした地域内外の各施設、
各団体、各業界、各人材との連携ネット
ワーク

●町内外の農家－温泉旅館－料理家との連携事
業：「農産物直販、農家民宿、農家レストラン、
世界の農産物との交流料理」などと連携した国際
交流観光講座
●町内外の国際観光ガイド-登山家－環境専門家
－観光エージェントとの連携事業：国際観光での
磐梯登山と河東自然ガイド講座
●町内外の国際観光ガイド-農家－学園運営者-リ
エゾンオフィスなどの情報機構との連携事業：猪
苗代－会津－河東の国際交流観光情報ネット事業
としてバーチャルに展開する講座募集システムの
開発
●町内外の国際観光ガイド-ユニバーサルデザイ
ン専門家－農家－温泉旅館－料理家－観光エー
ジェントとの連携事業：稼働率の低い観光旅館で
の高齢者や障害者にも対応できる宿の安価な価格
での交流講座
●町内外の農家－学園運営者-リエゾンオフィス-
農家民宿－各大学との連携事業：稼働率の低い各
施設での提携による産学複合研修講座、会津大学
だけでなくネットできる大学や人材と提携した講
座
●町内外の国際観光ガイド-健康指導者－温泉旅
館－環境専門家との連携事業：健康講座に協力で
きる温泉浴、森林浴のできる温泉施設講座

●会津圏域に展開する既存の観光、農業、情報な
ど異業種と観光の結び付きを高めながら新起業、
新人材を生み出すネットワーク連携を図る仕組み
と組織の構築を図りたい。

●河東ゆってみネットの有効利用
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本提案において提案されている事業については、旅行業法上の規制は存在
しない。国土交通省としては地域の自立的な取組みをソフト･ハード両面
から支援している。

岐阜県
美濃ミュージ
アム街道

1161 1161020 123070
ビジットジャパン
キャンペーンとの
連携

　国のビジットジャパンキャンペーンと連
携した海外誘客戦略の展開
(1) 広報・宣伝事業
(2) キャンペーン事業
(3) 旅行商品造成事業

　海外メディアでの広告、海外観光展の開催、海
外旅行エージェントの招聘ツアーの実施等

美濃ミュージアム街道には多くの地場産業・文化
施設があり、2005年には東海環状自動車道沿いで
愛知万博も開催されるなど、今後この地域には海
外からの観光客が多数見込まれる。
海外誘客を県単独で行うことは限界があり、国と
連携することで、より効果のある誘客戦略を展開
できる。

訪日外国人旅行客を飛躍的に増大するため、日本の観光
魅力を海外に戦略的にＰＲする、訪日促進キャンペーンで
ある「ビジット･ジャパン･キャンペーン」を１５年度より本格的
に実施中。キャンペーンにおいては、訪日旅行促進の効果
が大きいものなどについて、地方連携事業として地方自治
体等と連携することとしている。

5
ビジット･ジャパン･キャンペーンにおいては、地方連携事業などを通じて、地方
公共団体、民間等と連携しつつ、海外へ日本の観光魅力をＰＲするための各種
事業を実施中である。地方連携事業については、訪日旅行促進の効果が大き
いものなど、本キャンペーン事業の趣旨に合致するものについて本キャンペー
ンと連携することとしている。

茨城県
常総線沿線／
広域交流圏再
生事業

1274 1274140 123080
ＮＰＯ法人や住民
団体等に対する旅
行業法の緩和

　ＮＰＯ法人や住民団体などが旅行業を営
む場合の登録要件の緩和措置を講ずる。
①旅行業務取扱主任者の配置免除
→（財）都市農山漁村交流活性化機構が実
施するグリーン・ツーリズムの認定資格を
有する者を配置
②登録要件に関する財産的基礎要件の軽減
③営業保証金の供託免除

　自然や歴史，芸術などの地域資源を活用した本
地域内に限定した主催旅行を実施する。

　本地域の資源を活用した旅行企画について，旅
行業者の参入の可能性が低いことから，地域のＮ
ＰＯ等が自ら地域資源を活用した安価な体験ツ
アーなどを企画・主催できるよう，ＮＰＯ等の旅
行業登録を容易にする。

7

新座市
新座市「観光
による地域再
生」構想

1312 1312020 123090
観光交流空間づく
りモデル事業の要
件緩和

　観光計画に基づく、各種事業（ソフト・
ハード）の実施に当たっては、市単独での
実施は、財政的に困難な状況であることか
ら、同施策を有効活用することで、効率的
に事業を推進していきたいと考えている。
　しかしながら、同制度については、市町
村を跨る広域的な事業を対象としているた
め、現状市町村単独での事業は申込みでき
ない状況となっている。
　この点を緩和することで、当制度の活用
を図っていきたい。

・　道の駅整備事業（（仮称）ふるさと新座館の
設置）
→　市中央部の観光地の情報発信基地として、機
能する施設として効果がある。

・　うどん、そば屋等の産業集積
→　地域雇用の促進・新たな地場産業の育成に効
果がある。

・　西堀浄水場高架水槽・市庁舎の展望ラウンジ
の設置事業
→　眺望抜群の本市庁舎最上階を活用し、来客者
を楽しませる飲食施設を設置することで、集客の
目玉にする。

・　公用車の休祭日のレンタカー利用
→　話題性に富み、かつ安価な料金設定が可能な
ため、来客者の利便性の向上に資する。

・　都市公園のワイナリー整備事業
→　観光の目玉となるとともに、地域雇用の促
進・新たな地場産業の育成に効果がある。

・　都市公園内のキャンプ場整備事業
→　観光の目玉となるとともに、地域雇用の促進
に資する。

　同制度については、市町村を跨る広域的な事業
を対象としているため、現状市町村単独での事業
は申込みできない状況となっている。
　この点を緩和することで、当制度の活用を図っ
ていきたい。

観光交流空間づくりモデル事業実施要綱
「観光交流空間づくりモデル事業とは、複
数市町村にまたがる地域を対象に、国土交
通省の重点的な支援を受けて観光交流空間
づくりを行う事業で、各地域の観光交流空
間づくりのモデルとなる事業を指す」

国土交通省においては、観光交流空間づくりモデル事
業の他、様々な施策により観光を軸とした地域づくり
と観光交流拡大の取り組みを支援している。

5
観光交流空間づくりモデル事業は、広域連携による観光を軸とした地域づ
くりと観光交流拡大を目的としているため、複数市町村にまたがる地域を
対象としているが、国土交通省では観光プラスワン大作戦など観光交流空
間づくりを支援するための各種施策を実施しており、観光振興を図ろうと
する単独市町村においても活用が可能である。

伊東市
伊東健康保養
地づくり構想

1356 1356010 123100

国際観光文化都市
の整備のための財
政上の措置の拡充
及び明確化

国際観光文化都市の整備のための財政上の
措置等に関する法律に定める施設に交通施
設及び文化施設、体育施設等を含めるとと
もに、補助金の交付決定についての特別な
配慮及び地方債についての特別な配慮を明
確にする。

下水道及び都市公園など都市基盤の整備を引き続
き進めるとともに、駅舎のバリアフリー化や駅前
再開発事業、外国人来訪者のための国際会議場、
市民及び観光客のスポーツ・健康志向に対応する
総合体育館等の整備を図り、国際観光温泉文化都
市としての発展に寄与する。

国際観光文化都市が我が国の国民生活、文化及び
国際親善に果たす役割にかんがみ特に必要とされ
ている施設については、時代の変遷とともに多様
化しており、その整備に当たっては、国際特別都
市が故の財政負担を伴うため。

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５年１２
月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な
財政支出を伴わないものであること』とあるため。

つくば
市

筑波研究学園
都市のリ
ニューアル及
びつくばエク
スプレスを活
用した地域活
性化構想

1388 1388010 123110
健康づくりを核と
した地域の活性化
及び新産業の創出

（施策の利便性の向上）
・大学・研究機関での先端科学プログラム
の導入，実践及び民間企業との連携による
ツアー企画等新事業の創設。

　健康づくりへの関心が高まる中，筑波研究学園
都市を抱える当市のポテンシャルを発揮し，産・
官・学連携によるプログラムの創設，実践を行
う。このことにより，「つくば」の豊かな自然環
境，里山の保全活動等への参加をプログラムの一
つとすることで，環境保全の啓発と体力の向上，
維持といった相乗効果が期待できる。

　産官学連携の強化 6

和歌山
県

高野熊野世界
遺産活用地域
再生構想

2025 2025010 123120
案内標識等サイン
類の様式の統一

・各省庁の補助金を受けて設置する案内標
識等サイン類の様式を、地域が景観等を考
慮して最適と判断した形状、色等に統一で
きるようにする。
・同一の場所に、各省庁の補助金を受けた
標識等が乱立することを避けるため、複数
の補助金を受けて一つの標識等を設置でき
るようにする。

世界遺産登録される見込みの３種類の参詣道
（「大峯奥駆道」「熊野参詣道」「高野山町石
道」）ルートごとに、形状、色合い、ロゴマーク
等により様式を統一化した案内標識、案内板、説
明板等を設置する。

　参詣道に関する標識等については複数の省庁の補助
金を利用して整備が進められてきたが、それぞれの基
準が統一されていないため、様々な形状の標識等が乱
立している状況にある。
　世界遺産登録にあわせて、訪問者の利便性を向上
し、景観を保全するためには、統一した形状の標識等
を設置するとともに、同一箇所に複数の標識が乱立す
ることを避ける必要がある。
　そのためには、いずれの省庁から補助金を受けて標
識等を設置する場合であっても、地域が最適と判断し
た様式で設置することができることを明確にするとと
もに、複数の補助金により一つの標識を設置すること
が認められる必要がある。

案内標識については、広域、地域内、施設・敷地内などそれ
ぞれの案内標識毎に、必要な機能や情報量、設置主体が
異なる。

2 Ⅶ 分類に応じた各案内標識の課題点を把握した上で、ルール化や統一が必要な
事項についてはガイドラインとして定めることを検討していく。
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西郷町
観光を機軸に
交流・産業を
創出するまち

2066 2066070 123130
旅行業取扱に関す
る資格取得の要件
緩和

観光業への参入を容易にするため、旅行業
取扱の資格取得要件を緩和する。

旅行業取扱の資格取得要件を緩和することで地元
企業や農家・漁家民泊による旅行業取扱が容易と
なり、異業種や農林水産業者からの観光業への参
入が進められ、異業種での事業展観が図られると
ともに、交流人口を拡大する受け皿が確保され
る。

旅行業取扱の資格取得は、取扱主任の配置や供託
金の納付等の難しい面があり時間もかかる。これ
らを緩和し、異業種からの参入を進める。

7

只見町

山里の農家民
泊を主体とし
た都市との交
流促進プラン

1339 1339010 123140

○グリーンツーリ
ズムに関わる許認
可（宿泊業の緩
和、食品衛生法の
緩和、消防法の緩
和、旅行業法の緩
和、道路交通法の
緩和）
○国有林野法の緩
和
○農地法の緩和
○都市との対流事
業の国土交通省、
農林水産省、厚生
労働省、経済産業
省等の支援の連
携、集中

○普通の農家であるので営業許可に該当し
ない施設とする。(旅館業法第3条)○宿泊
及び農家レストランで食事を提供しようと
する場合には、飲食店営業の営業許可が必
要であるが普段食べているものであり該当
にならないものとする。(食品衛生法第20
条)
○建築物の防火に関する消防長の同意が必
要な事項の緩和措置(非常ベル、自動サイ
レン又は放送設備、自動火災報知設備と検
査)(消防法第7条)○体験指導者が報酬を得
て、旅行募集、手配などを事業で行う場合
旅行業となるが、規制の緩和を図る。(旅
行業法第2条)○体験指導者が運転する場
合、白バス行為の禁止の範疇に入るが、民
宿のバス等で特定目的(民宿から山や畑に
行く)の場合は緩和を図る。(道路交通法第
4条第80条)○共用林野の設定は市町村内の
住民に限定されているが市町村の契約者が
一定の条件を付けて利用範囲等を設定でき
ることとする。（国有林野法第18条）○許
可権者は県となっているが市町村に委譲す
る。（農地法第5条）

農家民泊を主体とした受け入れ体制を作り、農村
空間を多面的に活用した都市との対流事業を推進
する。

農家が宿泊業の許可を得る場合、旅館業法也、食
品衛生法上の営業許可、消防法上の規制が厳し
く、事業参入が難しい。共有林野の設定は市町村
内の住民に限定されている。

・道路運送法関係
　道路運送法第80条第1項

・道路運送法関係
　道路運送法第80条第1項及び「宿泊施設がそ
の宿泊者を対象に行う送迎のための輸送につ
いて」(H15.3.28国自旅第250号)

・旅
行業
法関
係
　7

・道
路運
送法
関係
　5

・旅行業法関係
　特区第４次提案要望である。

・道路運送法関係
　提案の具体的な内容が不明であるが、農家民宿等を含めた宿泊施設がその宿泊者
を対象に行う送迎のための輸送については、昨年３月２８日にその取扱いを明確化
し、その輸送活動により旅客輸送に係る公衆の利便が阻害されるおそれがなく、宿
泊者に対するサービス向上の一環として行うかぎりにおいては可能である旨を既に
地方運輸局に通知しており、ご提案の内容も本通知に該当する限りにおいては実施
可能である。

愛媛県 しまなみ海道
住民参加の手
づくり観光振
興（観光・交
流・まちづく
り）構想

2151 2151030

123150

広域観光推進のた
めの基盤整備

○国が実施している観光振興に関する補助
事業の対象者を市町村に限らず、関係者で
構成する協議会組織のほか、民間事業者・
ＮＰＯ等を対象者に含める。
○行政や観光協会等が設置する各種標識や
案内板の作成基準等の要件を緩和する。

〔具体的な取り組み〕
○地域住民誰もが観光事業に携わることの出来る
体制づくりを行い、様々な視点から、観光に係わ
る事業や観光施設の整備等を行う。
○地域内に設置する観光標識や案内板のデザイン
やロゴを統一し、また、道路沿線の花木などを統
一して植裁する。
〔効果〕
・補助事業の迅速、効果的な執行
・来訪者に分かりやすく親切な観光地の整備

○しまなみ海道沿線地域には、魅力的な観光地が
数多くあるものの、複数の市町村にまたがって点
在しているため、効果的な広域観光を推進してい
く上では、それらを線で結び、統一性のとれた観
光振興を図る必要がある。また、市町村を事業主
体とした国庫補助事業では、広域観光への取り組
みに限界があるため、様々な取り組みを行う民間
団体も対象とすることで、官民一体となって地域
づくりに取り組んでいくことができる。
○観光標識等のデザインやサイズが均一でないた
め、来訪者にとって非常に分かりにくいため、統
一した案内板等の設置が求められている。

案内標識については、広域、地域内、施設・敷地内などそれ
ぞれの案内標識毎に、必要な機能や情報量、設置主体が
異なる。

道路の植栽や街路樹の種類等については、道路管理者が
地域の状況や特性を踏まえ決定している。

2

5
Ⅶ

分類に応じた各案内標識の課題点を把握した上で、ルール化や統一が必要な
事項についてはガイドラインとして定めることを検討していく。

道路の植栽や街路樹の種類等については、道路管理者が地域の状況や特性
を踏まえ決定することが可能である。

観光振興に関する補助事業の対象とし
て、民間事業者・ＮＰＯ等は認められる
のか、確認されたい。

8

観光基盤施設整備費補助金交付要綱第5
条によると、「補助金は・・・予算の範囲内
において都道府県に交付するものとする」
となっているので、民間事業者、NPOは事
業主体になりえない。

稚内市
地球環境に貢
献する国際交
流都市の形成

1327 1327070 123160
第2種空港における
工事費用の計画段
階での事前協議

第2種空港では都道府県が工事費用の1/3を
負担し、都道府県は一部を市町村に負担さ
せることができるとしている。市町村負担
分の財源確保のため、都道府県を通じた計
画段階での工事費用に関する早めの事前協
議が必要である。

稚内空港の空港整備による就航率改善等「国際交
通網の充実」は、当市が目指す国際交流都市の形
成に資するものであり、地域経済の活性化や地域
雇用の創出に繋がるものである。

空港整備に対する北海道への負担金のうち1/2は
市で負担している。しかしながら、工事費用に関
して、計画段階での北海道への事前協議が十分な
されておらず、市においても厳しい財政事情の
中、財源確保に苦慮しているところである。

　空港整備法第６条、第７条

　第２種空港の整備においては、当該空港の存する都
道府県が三分の一を負担する。国土交通大臣は、当該
工事を施行しようとするときは、あらかじめ、費用を
負担すべき都道府県と協議しなければならない。
　また、都道府県は、その区域内の市町村で当該空港
の設置により利益を受けるものに対し、負担金の一部
を負担させることができる。

3
　第二種空港における工事費用の負担に係る国と都道府県の協議について
は、政府予算の国会承認後に実施できるものである。今後とも可及的速や
かに都道府県との協議を実施することとしたい。

茨城県

鬼怒・小貝 花
と水の交流圏
形成プロジェ
クト

1274 1274100 123170

地方鉄道事業者の
施設設備近代化の
ための補助制度の
対象範囲の拡充

　鉄道軌道近代化設備整備費補助制度に関
する要件緩和
＜補助対象路線の要件緩和＞
・経常損失を生じている路線の要件撤廃
＜国庫補助金交付額の要件緩和＞
・地方公共団体の補助額同額の要件を撤廃
・補助金額の下限１０００万円の要件撤廃

　鉄軌道近代化設備費補助について，きめ細かい
近代化設備投資への補助制度を実現することによ
り，地方鉄道事業者の施設・設備の近代化を促進
する。

　厳しい経営環境の中にあって，鉄道利用者の確
保を図るため，近代化設備投資に係る補助要件を
見直し，鉄道事業者が鉄道輸送サービスや来訪者
の利便性の向上に資する設備投資の促進を図る。

地方中小鉄道の近代化を促進し、経営収支の改善、運
行保安度の向上等を図る観点から、経常損失を計上し
ている路線について、近代化設備の整備等に要する費
用の一部を地方公共団体と協調補助（補助金の下限額
１０百万円）

8

「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創
設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため、ご提
案の内容は事実誤認である。
なお、路線要件については、平成１６年度より、安全対策の観点から一定
要件を充たす黒字事業者に対象を拡大する見込み。

茨城県
つくば広域都
市圏活性化プ
ロジェクト

1277 1277040 123180
TX光ファイバー
ケーブルの多面的
活用

・TXの鉄道施設の一部（光ファイバー）を
有効利用するための規制緩和
　鉄道施設の一部を抵当財団から除外でき
るように鉄道抵当法を改正又は解釈変更
　抵当権が設定されていても電気通信事業
に利用できるよう、電気通信事業法の解釈
変更

鉄道事業用光ファイバーの一部を、鉄道事業に支
障のない範囲内で電気通信事業者に貸し出し、IT
技術を駆使した情報化されたまちづくりに資す
る。

　鉄道事業用の光ファイバーの一部を電気通信事
業者に使用させられる余裕が発生したとしても、
現在の鉄道抵当法及び電気通信事業法の解釈・運
用では、これを電気通信事業者に使用させること
は不可能であり、有効活用が図れないため。

鉄道抵当法第３条、第１１条

鉄道抵当制度は、鉄道事業者が所有する鉄道事業用施
設及び権利を組成物とする財団を設定し（鉄道抵当法
第３条）、これを法律上、１個の物とみなして抵当権
の目的とすることにより、鉄道事業に要する設備資金
等の調達を円滑にしようとする制度である。

5

鉄道抵当制度は、鉄道事業者が所有する鉄道事業用施設及び権利を組成物
とする財団を設定し、これを法律上、１個の物とみなして抵当権の目的と
することにより、鉄道事業に要する設備資金等の調達を円滑にしようとす
る制度である。鉄道用通信線等については、鉄道事業に供する部分と、そ
れ以外の部分を明確に区分したうえで、鉄道事業に供する部分を以て鉄道
財団を組成することにより、鉄道事業に支障のない範囲内については第３
者に貸与が可能であり、現行制度で対応可能である。

神奈川
県

かながわ京浜
臨海部活性化
プラン

1282 1282010 123190
京浜臨海部活性化
のための交通イン
フラ整備の促進

「地下高速鉄道整備事業費補助」と「幹線
鉄道活性化事業費補助」の統合適用による
鉄道補助率のアップ（東海道貨物支線の貨
客併用化事業及び川崎アプローチ線整備事
業への適用）

羽田空港への神奈川方面からの鉄道アクセスを充
実する東海道貨物支線貨客併用化及び川崎アプ
ローチ線の整備を、補助制度の適用拡大により促
進することにより、臨空関連産業の創出・集積を
図る。

地下鉄並み補助は現行制度では対象外。

地下高速鉄道整備事業費補助：補助対象建設費の３
５％を補助

幹線鉄道等活性化事業費補助：補助対象建設費の２
０％を補助

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１(2)二　新たな補助金や税措置の創設
など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。

松山市

『坂の上の
雲』フィール
ドミュージア
ム構想

2044 2044050 123200

路面電車走行空間
改築事業の採択要
件の緩和および補
助対象事業の拡充

路面電車走行空間改築事業では、路面電車
の延伸・新設に係る走行路面、停留所等の
整備が対象であるが、既に整備が完了した
道路にて、路面電車の停留所の改築を行う
場合を追加する。
また、既制度では、架線柱、シェルターに
ついては、補助対象外であるが、早期整備
による経済効果の早期実現のため、補助対
象とする。
さらに、都市景観の修景、熱遮蔽効果・騒
音低減効果など都市環境の改善や交通の安
全性に効果のある軌道緑化についても、補
助対象とする。

本市では、路面電車は市民及び観光客の重要な移
動手段であるとともに、市民が誇りに思うシンボ
ルでもある。しかしながら、道路整備は完了して
いるが、路面電車の停留所の整備が進んでいない
箇所が多い。これらについて、軌道緑化、停留所
（マウントアップ、スロープ）、走行路面、シェ
ルター、架線柱等の整備・改築を実施し、公共交
通機関の利便性向上や都市緑化の増進を図る。

既に、路面電車が整備されている都市について
は、路面電車の新設・延伸も重要ではあるが、既
存路面電車の停留所等の改築を図り、高齢者や障
害者など、交通弱者に配慮した公共交通機関の利
便性の向上が必要である。
また、軌道緑化によりヒートアイランド現象の低
減に一定の効果が期待できる。

路面電車の走行路面等の整備を路面電車走行空間改築
事業により支援 5

既存の停留場の改良等については、都市再生交通拠点整備事業により補助
が可能である。また、路面電車走行空間改築事業においては、道路施設で
ある停留場のシェルターや緑化軌道敷等の整備も可能である。
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大津市
古都大津ル
ネッサンス

2085 2085040 123210
路面電車走行空間
改築事業補助の対
象の追加

○路面電車走行空間改築事業について
　走行路面、路盤、停留所が補助対象とな
るが、道路区域内の路面電車に限り、鉄道
事業者に対しても、レール、まくらぎ、車
両、架線柱、停留所設備（券売機等）を補
助対象にする。

「大津市の公共交通とまちづくり協議会」におい
て検討しているところであるが、京阪浜大津駅か
らＪＲ大津駅まで、京阪電車を延伸する場合、路
面電車走行空間改築事業の補助対象枠を拡大する
ことによって、事業の進捗が早まり、事業効果が
期待できる。

鉄道事業者としては、車両の購入費やレール、券売機等の停留
所設備等については従来から補助対象には該当せず、新線や延
伸のための設備投資を余儀なくされ、開通後の多額な減価償却
費のため全体支出が営業収入を上回る状況が予測される。従っ
て、鉄道事業者側の設備についても補助対象に該当すれば、開
通後も健全化されることが期待できる。

路面電車の走行路面等の整備を路面電車走行空間改築
事業により支援 8

「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５年１２月
１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な
財政支出を伴わないものであること』とあるため、ご提案の内容は事実誤認であ
る。
　なお、架線柱については、都市再生交通拠点整備事業により支援を行っていると
ころ。
　さらに、低床式路面電車の車両購入については、バリアフリー化の促進の観点か
ら、公共交通移動円滑化補助制度により支援を行っているところ。

四日市
市

地区間交流活
性化事業

2157 2157010 123220
踏切道改良に係る
踏切統廃合の廃止

踏切道の改良（拡幅）に際して、管理者で
ある鉄道事業者に協議を行うが、法的には
義務になっていないものの、踏切の統廃合
が絶対条件として提示される。
この統廃合の条件については、鉄道事業者
の采配ではなく、国（運輸局）の強力な指
導があり、統廃合なしでは鉄道事業者が国
の許可を得ることがでず、ひいては踏切の
改良（拡幅）ができないのが現状である。
このため国の統廃合の指導・許可制度を廃
止する。

地域コミュニケーションをより強化するために、
円滑な自動車交通の実現、及び歩行者や自転車の
より安全な空間を実現する。このため踏切道の改
良を進める。
特に本市富田・富州原地区では四日市北郵便局や
北警察署、大規模商業施設が富州原地区に、一
方、近鉄富田駅や既存商店街は富田地区にあり、
相互を結ぶ市道にあるＪＲ関西本線、三岐鉄道の
踏切幅員が狭く、地区間交流の支障となってい
る。
このため、本踏切を拡幅して相互交流の活性化、
ひいては地域の活性化を図る。

踏切道改良に際して法的には義務になっていない
ものの、鉄道事業者からは踏切の統廃合が絶対条
件として提示され、廃止踏切がない場合は協議に
もならない。鉄道管理者は踏切を無くすことが安
全につながるとの考え方だと思うが、街づくりの
観点から踏切の廃止は地域分断を余儀なくする。
このため、踏切統廃合の指導廃止を提案する。

道路法
第31条第1項

鉄道に関する技術上の基準を定める省令
第39条

踏切事故防止総合対策について
（平成13年4月19日交通対策本部決定）
5　踏切道の統廃合の促進

踏切道の拡幅に係る指針について
（平成13年10月1日国都街第66号、国道政
第32号、国鉄施第92号）
指針3(1)

　現状においては、踏切道の安全確保のため、鉄道と
道路の交差は立体交差を原則としている。現状の踏切
道についても、踏切事故防止総合対策に基づき、立体
交差化等による除却・改良を進めており、また立体交
差化や構造改良等の事業の実施に併せて、地域住民の
通行に特に支障を及ぼさないと認められるものについ
て、統廃合を進めるよう鉄道事業者を指導している。
　ただし、拡幅の指針において、構造改良のうち踏切
道に歩道がないか歩道が狭小の場合の歩道整備につい
ては、その緊急性にかんがみ、踏切道の統廃合を行わ
ずに実施できることとしている。また、標準幅員で2車
線（片側1車線）までの道路拡幅及び立体交差化の工事
施行協定が結ばれている場合の一時的な道路拡幅につ
いては、近隣の踏切道の有無、地域状況等から統廃合
が早期に実現できない場合に、実施することができる
ものとしている。

3

　踏切事故は一度発生すると甚大な被害や列車の運休・遅延をもたらす
上、現状において、鉄道事故全体の半分を占める。
　このため、立体交差化や構造改良等の事業の実施に併せて統廃合を進め
るよう鉄道事業者を指導することについて、これを完全に廃止すること
は、踏切道の安全確保の観点から現状では難しいと考えている。
　ただし、「踏切道の拡幅に係る指針」の中で一定の場合には統廃合を行わずに拡幅が実施できることとし
ており、この主旨を鉄道事業者に周知徹底していく。

美瑛町
美瑛町農業農
村地域再生構
想

1181 1181070 123230
景観再生事業への
支援

わが町の地域資源となっている景観の今後
の維持・修景を事業化 6

磐梯町

仏都・会津の
シンボル磐梯
町への定住化
構想(過疎地域
からの脱却の
ための地域再
生）

1232 1232030 123240
事業主体の町とＰ
ＦＩ事業者の合同
実施の認定

補助事業の事業主体を拡大し、町とＰＦＩ
事業者などの組み合わせた形でも対象とす
る

事業主体の拡大を図ることにより、ＰＦＩを含む
民間と町との新たな共同事業を取り組むことによ
り新規雇用の創出が図られる。

民間を含む新たな事業主体を認定することによ
り、雇用の拡大と市場の活性化が図られる。

民間資金等の活用における公共施設等の整
備等の促進に関する法律(PFI法）

PFI事業であっても、地方公共団体が補助事業者であ
る。 8 ー -

茨城県
つくば広域都
市圏活性化プ
ロジェクト

1277 1277130 123250
業務核都市におけ
る中核的施設の対
象の拡大

業務核都市における中核的施設について，
商業，教育，福祉・医療施設等多様な都市
的施設も対象とする。

施策のＰＲに努め，業務集積地区における未利用
地に，商業・教育・福祉医療等多様な都市的機能
や民間企業による中核的民間施設の立地を促進す
る。

業務核都市として育成・整備するためには多様な
都市的機能が充実した優れた居住環境が必要であ
るため，中核的施設について，商業，教育，福
祉・医療施設等も対象とする必要がある。

多極分散型国土形成促進法施行令／第７条
／業務核都市に係る中核的施設

業務核都市制度は、東京都区部における諸機能の過度
の集中を是正し、これら機能の東京圏における適正な
配置を図ることを目的とするものである。
　中核的施設は、上記目的達成のため、東京都区部か
ら東京周辺の特定の都市（業務核都市）に事業所、営
業所等の業務施設を移転・集積させること等により、
これらの都市における就業人口の増加を促進させる効
果を有する施設であり、具体的には、①特色ある機能
を担う基幹的施設、②特色ある機能の集積のために必
要な基盤的又は先導的な施設、等がこれに相当する。
　商業、教育、福祉・医療等の施設は、都市の人口増
の結果、居住者や就業者の利便に供するために必要な
施設であり、就業人口増に直接的な効果を有していな
いことから、中核的施設の対象としていないものであ
る。

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成15年
12月19日）において、『第1（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設な
ど、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。

茨城県
つくば広域都
市圏活性化プ
ロジェクト

1277 1277140 123260

業務核都市におけ
る中核的民間施設
に適用される国税
及び地方税の特例
措置の適用に係る
第三セクター要件
の撤廃

一定要件を満たす第三セクターのみが対象
となっている国税及び地方税の特例措置に
ついて，一般の民間企業にも摘要を認め
る。

施策のＰＲに努め，業務集積地区における未利用
地に，商業・教育・福祉医療等多様な都市的機能
や民間企業による中核的民間施設の立地を促進す
る。

業務核都市の育成・整備を図るためには，一般民
間企業による業務集積地区への立地が不可欠であ
ることから，一定要件を満たす第三セクターのみ
が対象となっている国税及び地方税の特例措置に
ついて，一般の民間企業にも摘要を認める必要が
ある。

6

茨城県
つくば広域都
市圏活性化プ
ロジェクト

1277 1277150 123270

業務核都市におけ
る中核的民間施設
に適用される無利
子融資（ＮＴＴ－
Ｃタイプ）の対象
に係る第三セク
ター要件の撤廃

業務核都市の育成・整備を図るためには，
一般民間企業による業務集積地区への立地
が不可欠であることから，一定要件を満た
す第三セクターのみが対象となっている無
利子融資（NTT-Cタイプ）について，一般
の民間企業にも摘要を認める。

施策のＰＲに努め，業務集積地区における未利用
地に，商業・教育・福祉医療等多様な都市的機能
や民間企業による中核的民間施設の立地を促進す
る。

業務核都市の育成・整備を図るためには，一般民
間企業による業務集積地区への立地が不可欠であ
ることから，一定要件を満たす第三セクターのみ
が対象となっている無利子融資（NTT-Cタイプ）
について，一般の民間企業にも摘要を認める必要
がある。

日本電信電話株式会社の株式の売却収入の
活用による社会資本の整備の促進に関する
特別措置法／第３条第１項
日本電信電話株式会社の株式の売却収入の
活用による社会資本の整備の促進に関する
特別措置法施行令／第１条の２第６項／法
第三条第一項 に規定する政令で定める事
業

国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資する施設
の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを
目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その
他の政令で定める事業のうち、地方公共団体の出資又
は拠出に係る法人が行う事業でこれらの事業により整
備される施設がその周辺の相当程度広範囲の地域に対
して適切な経済的効果を及ぼすと認められるものに係
る資金について、日本政策投資銀行及び沖縄振興開発
金融公庫が行う無利子の貸付けに要する資金の財源に
充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、
必要な資金の貸付けをすることができる。

8

「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成15年12月19日）におい
て、『第1（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な財政支出を伴わないもので
あること』とあるため。

なお、無利子融資（ＮＴＴ－Ｃタイプ）の対象事業主体が地方公共団体の出資又は拠出に係る法人（いわゆる第３セ
クター）に限られている理由は、国民共有の資産であるＮＴＴ株式売却収入を活用して国民共有の社会資本の整備促
進を図るという本制度の基本的枠組に照らして、公共性の高い事業主体を対象とすべきであるとの考え方によるもの
である。
このため、純民間事業者に対して無利子融資（ＮＴＴ－Ｃ）を認めることは、新たな無利子融資制度（＝新たな財政
措置）を創設することになり、対応できない。
しかしながら、無利子融資（ＮＴＴ－Ｃタイプ）に準ずるものとして、公益性の高い事業を行っている民間事業者等
に対し、日本政策投資銀行等においてＮＴＴ株式売却収入を活用した低利融資（ＮＴＴ－Ｃ′）を行っており、一般
の融資よりも有利な融資制度を整備していることから、そちらを活用されたい。
（注）ＰＦＩ事業については、純民間事業者であっても、無利子融資を受けることが可能。（平成18年3月末までの措
置）

茨城県
つくば広域都
市圏活性化プ
ロジェクト

1277 1277160 123280
業務核都市基本構
想変更手続きの簡
素化

中核的民間施設の追加等，基本構想の部分
的な変更については，予備調査を廃止する
など現行の変更手続きの簡素化と，調整期
間の短縮化を図る。

民間事業者の立地動向に即応し，優遇措置の摘要
が可能となるよう，タイムリーな基本構想変更を
図る。

民間事業者の立地スケジュールに柔軟に対応でき
るよう，中核的民間施設の追加等，基本構想の部
分的な変更については，予備調査を廃止するなど
現行の変更手続きの簡素化と，調整期間の短縮化
を図る必要がある。

「業務核都市基本構想の作成等について」
（平成元年4月27日）
国土庁、通商産業省、運輸省、建設省、自
治省
（業務核都市制度主管課長会議説明資料）

基本構想の承認申請を行おうとする都県等は、業務核
都市として整備しようとする地域について予備調査を
行い、その結果を事前に主務省庁に提出するものであ
ること。

2 Ⅴ 直近の予備調査から一定の期間内に、中核的民間施設に係る事項の追加・
修正等のみを行う場合には予備調査を不要とする。

富山県
元気でにぎわ
いのある富岩
運河等の再生

1297 1297010 123290

富岩運河のダイオ
キシン類汚染土砂
の対策を法規制前
の部分については
汚染原因者に費用
負担を求めず行政
側の負担により実
施。

　公害防止事業費事業者負担法第四条第一
項では、「事業者に負担させる費用の総額
は、・・・費用を負担させる事業者の事業
活動が・・・公害についてその原因となる
と認められる程度に応じた額とする。」、
第四条第二項では「・・・公害の原因とな
る物質が蓄積された期間等の事情によ
り・・・妥当でないと認められるとき
は、・・・これらの事情を勘案して妥当と
認められる額を減じた額をもって負担総額
とする」及び第七条「・・・減ずべき額を
算定することが困難であると認められると
きは、それぞれ当該各号に掲げる割合を第
四条第一項の額に乗じた額を基準とし
て・・・負担総額とすることができるもの
とする。同条第二項　汚泥その他公害の原
因となる物質のしゅっせつ事業等の場合
1/2から10/10の割合」とされている。これ
を、排出規制前の事業活動については減額
ではなく、費用負担の対象としないように
して頂きたい。（具体的には、事業活動に
よる費用負担額に対し減額割合を乗ずるの
ではなく、法規制前の事業活動に係る部分
について費用負担の対象としない。）ダイ
オキシン類の規制がなされていなかった期
間の排出に起因する部分については、排出
規制を行わなかった行政側の責任として対
策費用を負担し、速やかに対策事業を実施
する。

　公害防止対策事業によりダイオキシン類対策を
実施するには、汚染の因果関係を調査し、汚染原
因者の費用負担について検討が必要であるが、そ
の費用負担額について、排出基準の法規制前の事
業活動によるものは対象とせず、ダイオキシン類
の排出規制を設けなかった行政側の責任として対
策費用を負担し、速やかに対策事業を実施する。
　これにより、将来的な被害を防止することはも
とより、富岩運河＝ダイオキシン類汚染のマイナ
スイメージを払拭し、富山市中心部に残った貴重
である水辺空間が、県民の「うるおい」「やすら
ぎ」のある豊かな暮らしを創出し、もっと元気で
にぎわいのある場所となる。

①排出規制前の事業活動による汚染寄与の割合を
算出することが困難であること。
②ダイオキシン類についての科学的知見が最近の
もので、まだ明らかにされていない部分もあるこ
と。
③汚染原因を究明するには多大な調査費用がかか
ること。
④汚染原因が究明できたとしても、汚染者との費
用負担の折衝に多大な時間を要すること。
これらが、結果的に対策事業の実施が遅れること
になるため。

6
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富山県
元気でにぎわ
いのある富岩
運河等の再生

1297 1297020 123300

富岩運河のダイオ
キシン類汚染原因
者の費用負担の検
討結果を待たず
に、汚染土砂の対
策を先行して実
施。

　公害防止対策事業では、汚染の因果関係
を調査し、対策事業費に対する汚染原因者
の費用負担について検討した上で実施する
よう指導されている。また、公害防止事業
費事業者負担法では、「公害防止事業を実
施するときは、当該公害防止事業に係る費
用負担を定めなければならない。」とされ
ている。しかし、ダイオキシン類による汚
染の因果関係の解明に時間を要すること、
さらに因果関係が解明できたとしても汚染
者との費用負担の折衝には多大な時間を要
する（最終的には、汚染原因者との裁判も
予想され、対策事業実施まで長期化する場
合も考えられる）ことから、費用負担計画
の策定前であっても汚染土砂の対策を先行
して実施できるよう認めていただきたい。

　公害防止対策事業によりダイオキシン類対策を
実施するには、汚染の因果関係を調査し、汚染原
因者の費用負担について検討した上で実施するよ
う指導されている。また、公害防止事業費事業者
負担法では、「公害防止事業を実施するときは、
当該公害防止事業に係る費用負担を定めなければ
ならない。」とされている。しかし、ダイオキシ
ン類による汚染の因果関係の解明に時間を要する
こと、さらに因果関係が解明できたとしても汚染
者との費用負担の折衝には多大な時間を要する
（最終的には、汚染原因者との裁判も予想され、
対策事業実施まで長期化する場合も考えられる）
ことから、費用負担計画の策定前であっても策定
汚染土砂の対策を先行して実施できるよう認めて
いただきたい。
　対策を先行して行うことにより、将来的な環境
被害を防止することはもとより、富岩運河＝ダイ
オキシン類汚染のマイナスイメージを早急に払拭
し、富山市中心部に残った貴重である水辺空間
が、県民の「うるおい」「やすらぎ」のある豊か
な暮らしを創出し、もっと元気でにぎわいのある
場所となる。

　ダイオキシン類による汚染の因果関係の解明に
は時間を要すること、さらに因果関係が解明出来
たとして汚染原因者との費用負担の折衝に多大な
時間を要する（最終的には、汚染原因者との裁判
も予想され、対策事業実施まで長期化する場合も
考えられる）ことから、結果的に対策事業の実施
が遅れることとなるため。
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岐阜市
バイオマス・
タウンぎふ構
想

1321 1321040 123310
バイオマス利活用
促進に係る支援制
度の整理

地方が活用しやすいバイオマス支援制度へ
の整理統一化および情報の流れ、窓口の一
元化

　バイオマスタウンぎふ構想を進めるうえでの実
証モデル地区として、テーマを明確にし、集中的
な支援や研究を目的とした、自治会などを単位と
するミニバイオタウンの指定を検討している。
　バイオマス関連のソフト、ハードの整備や、住
民、事業者の合意と推進体制の整備、専門家、情
報等の支援制度などを検討しているが、資金面の
問題、専門家不足、国の支援策が複雑であるなど
課題が多い。

　一定地区を指定したモデル事業の実施は、エネ
ルギー、廃棄物、食品など様々な要素があるた
め、国の支援策が各省ごとのものとなっている。
　支援策の整理をし、窓口を一元化することで、
モデル地区事業を実施しやすくなる。

バイオマス関連施策については、バイオマス・ニッポ
ン総合戦略推進会議の場を通して各省間の緊密な連絡
体制を取っているほか、各地方ブロックごとに各省出
先機関間での連携を密にしている。

5
（新た
な補助
金の創
設、新
たな事
業の創
設等に
ついて
は、
８）

バイオマス関連施策については、バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議の場を通
して各省間の緊密な連絡体制を取っているほか、各地方ブロックごとに各省出先機
関間での連携を密にしている。（新たな補助金の創設、新たな事業の創設等につい
ては、「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成15年12
月19日）において『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な財
政支出を伴わないものであること』とあるため。）

稚内市
地球環境に貢
献する国際交
流都市の形成

1327 1327060 123320

港湾工事における
直轄工事費用の港
湾管理者負担割合
の軽減

港湾工事における直轄工事費用について、
港湾管理者が法定の割合で負担している
が、国際海上輸送網又は国内海上輸送網の
拠点となり、国の利害に重大な関係を有し
ていることに鑑み、現行の負担割合の軽減
による港湾整備の推進が必要である。

サハリン大陸棚石油・天然ガス開発事業やインフ
ラ整備等により稚内港を中継基地とした貨物の輸
出入が増加する中、港湾整備による港湾機能の充
実は「サハリンプロジェクト支援基地化」に大き
な弾みとなるものである。当市が目指す国際交流
都市の形成に資するものであり、地域経済の活性
化や地域雇用の創出に繋がるものである。

サハリン大陸棚石油・天然ガス開発事業やインフ
ラ整備等により稚内港を中継基地とした貨物の輸
出入が増加する中、港湾整備による港湾機能の充
実が必要であるが、一方で港湾管理者の財政負担
も伴うことから、財政事情の厳しい中、計画の縮
小を求めざるを得ない場合もある。

港湾法

北海道開発のためにする港湾工事に関する
法律

・工事にかかる費用について、予算の範囲内で国が法
定の割合で補助又は負担する。

・なお、北海道開発のためにする港湾工事において
は、特例措置として国の負担の嵩上げ措置がなされて
いる。

3
・港湾工事における直轄工事費用の港湾管理者負担割合の軽減及び補助率
のかさ上げのためには追加的な財政措置が必要となるため、対応困難であ
る。

会津若
松市
郡山市
北塩原
村
磐梯町
猪苗代
町
河東町
（磐梯
高原広
域サイ
ン計画
策定・

磐梯高原美し
い景観形成
～磐梯高原広
域サイン整備
構想～

1351 1351030 123330
景観形成事業推進
費事業の弾力的な
運用

国土交通省国土計画局が実施する景観形成
事業推進費事業の採択については、単年度
事業のみではなく、観光立国の推進に資す
る良好な景観形成のために数年次で実施す
る事業についても、支援の対象として頂き
たい。

景観を著しく阻害している広告・誘導看板類を整
理・統合して景観の改善を図る広域的誘導サイン
システムを導入することにより、当該景観地域の
観光情報等を適切に整備し、世界に誇れる景観の
保持と周遊性を高めた観光資源の効果的な利用を
推進させ、地域の活性化を図る。

国際的な観光地として、地域の資源を生かすため
に広域的誘導サインシステム補導入し、観光基盤
の再構築を行うものであり、財政基盤の弱い市町
村では単独実施事業規模としては過大であること
から、景観形成事業推進費事業の対象とすること
により、財政的な支援をお願いしたい。

 

良好な景観形成に係る事業を推進するための予算措置
として、平成１６年度より「景観形成事業推進費」を
創設することとなっている。
２００億（国費）

【関係法令】
景観に関する総合的な法律である景観法（仮称）案を
今国会に提出予定。
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・平成１６年度予算成立前のため。

・なお、本推進費は目未定経費であり、当初予算措置により進められる景
観形成事業について、その効率的、効果的な事業実施を推進する観点か
ら、年度途中における追加的な財政需要に機動的に対応するための経費で
あり、単年度限りのものである。

つくば
市

筑波研究学園
都市のリ
ニューアル及
びつくばエク
スプレスを活
用した地域活
性化構想

1388 1388020 123340
健康づくりを核と
した地域の活性化
及び新産業の創出

（施策の利便性の向上）
・大学・研究機関での先端科学プログラム
の導入，実践及び民間企業との連携による
ツアー企画等新事業の創設。

　首都圏からの立地条件やつくばエクスプレスを
活用することで，滞在型，日帰型等ニーズにあっ
た柔軟なプログラミングを創設、実践する。この
ことにより，「つくば」の豊かな自然環境，里山
の保全活動等への参加をプログラムの一つとする
ことで，環境保全の啓発と体力の向上，維持と
いった相乗効果が期待できる。

　健康プログラム実践にあたってのマーケティン
グ，企画，事業評価等を総合的に行える人材
「ウェルネスマネージャー」の養成を行うこと
で，関係機関の連携強化，新たな産業の創出が期
待できる。
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愛媛県 松山西部臨海
地域における
新都市拠点形
成構想

2150 2150010

123350

民活法特定施設の
処分の自由化

　民活補助事業により整備された特定施設
で、社会・経済環境や産業構造等の変化等
外的要因により、現に利用率が低下し、か
つ、将来的にも利用の回復が見込まれない
場合には、新たに、当該施設の整備主体で
ある第三セクターが地域再生を目的とした
施設の再生・有効利用計画を策定し、所管
省庁の承認を得た場合には、「補助金等に
かかる予算の執行の適正に関する法律」に
基づく、財産の目的外処分の禁止期間〔補
助金の交付目的及び当該財産の耐用年数を
勘案して各省庁が定める期間を経過するま
では、当該財産の補助目的外処分が禁止さ
れている期間〕内であっても、補助金の返
還を行うことなく、当該施設の用途変更を
行うことを可能にする。（処分の自由化）
○アイテムえひめ内オフィス　･･･　民活
法15号施設、経済産業省所管、法定耐用年
数：50年
○アイロット　　　　　　　　　　　･･･
民活法11号イ施設、国土交通省所管、法定
耐用年数：上屋・倉庫棟　38年、冷凍・冷
蔵倉庫　24年

〔具体的取り組み〕
○国際ビジネスを展開する企業（製造業、物流業、流通業）
及びこれら企業を支援する事業者（ビジネス・コンサルタン
ト、国際弁護士・公認会計士、通訳・翻訳業、通関業等）の
ための業務用オフィスの整備を行う。
（対象施設）アイテムえひめ内オフィススペース
○貿易貨物（原料、部品、中間材等）を活用し、製造、加
工、組立て等を行う貸工場や、既立地企業の先進的な技術
等を活用した新規商品開発のための研究・開発スペース
や、貿易貨物の共同輸配送や流通加工を行う流通センター
の整備を行う。
（対象施設）アイロット　上屋棟、倉庫棟の一部
〔実施主体〕愛媛エフ・エー・ゼット㈱（上記、両施設を所有）
〔効　果〕
　・事業者集積による雇用創出
・素材関連企業等が有する先進的技術を活用した新規製
品開発等、地域産業の高度化・活性化
・共同輸配送によるコスト低減や流通加工等による高付
加価値化による新たな港湾物流の構築（※）
※県内製造業や流通業の中には、共同輸配送や流通加工
業務に取り組んでいる企業が複数有り、アイロットの用途拡
大による利用ニーズは高まるものと期待されている。
〔実施時期〕平成16年度以降

　左記民活施設においては、社会・経済環境の急激な
変化等により、当初の整備目的に応じた利用ニーズが
徐々に減少し、中・長期的にも需用の回復が見込まれ
ない状況にあり、当該施設の利用収入を主要な収益源
としている第三セクター（整備主体）の経営収支を悪
化させる要因ともなっている。
　一方、左記の目的に用途転用を行った場合、当該施
設の再生・有効活用が可能となり、地域再生の拠点施
設として新たな機能導入が可能となるが、厳しい経営
状況にある第三セクターへの負担軽減を図り、新規業
務の運営推進主体として円滑に業務転換を図るために
は、補助金の返還ではなく、目的外処分禁止期間の短
縮により対応することが求められる。
　

○アイロット
・民間事業者の能力の活用による特定施設
の整備の促進に関する臨時措置法第２条第
１項１１号イ
・民間事業者の能力を活用して特定施設の
整備を促進するための基本的指針（民間事
業者の能力の活用による特定施設の整備の
促進に関する臨時措置法第２条第１項第１
１号イ〔物流高度化基盤施設〕に掲げる特
定施設関係）

○アイロット
・民活法特定施設の整備を行おうとする者は、当該特
定施設の整備に関する計画（整備計画）を作成し、主
務大臣の認定を受けることができることとなってい
る。（民活法第４条）
・認定を受けた整備計画を変更しようとするときは、
主務大臣の認定を受けなければならないこととなって
いる。（民活法第５条）

○アイ
ロット
５

○アイ
テム愛
媛
６

○アイロット
・基本指針に照らして詳細を検討する必要はあるが、物流高度化基盤施設
は物流事業者の新たなニーズに対応し物流の効率化を図るための施設であ
り、すでに流通加工施設も含まれていることから、民活法の所定の手続き
によって対応可能と考える。

社団法
人日本
プロ
ジェク
ト産業
協議会

東京湾臨海部
再生プロジェ
クト　例：羽
田空港再拡
張・国際化関
連プロジェク
ト（神奈川口
拠点開発事
業、東海道貨

3101 3101030 123360
ワン・ストップ・
エージェンシー機
能の付与

当該地域における民間投資にかかる許認可
権の移管または窓口の一元化。

民間企業にとっての許認可自体のリスク、時間リ
スクが大幅に減少する。

6

社団法
人日本
プロ
ジェク
ト産業
協議会

東京湾臨海部
再生プロジェ
クト　例：羽
田空港再拡
張・国際化関
連プロジェク
ト（神奈川口
拠点開発事
業、東海道貨
物支線旅客
化・川崎アプ
ローチ線整備
事業、羽田ア
クセス橋建設

3101 3101060 123370
税制・財政・金融
上の措置

①社会投資ファンド（仮称）の優先適用
②PFIのさらなる推進
③コミュニティボンド等地方自治体の債務
負担行為に対する公債費比率の拡大
④企業誘致助成金の要件緩和
⑤鉄道事業制度に基づく補助制度の要件緩
和、鉄道事業者への運営補助等の適用拡大
⑥地域開発のための各種ファンドの購入者
に対する減免措置
⑦政策金融制度の創設

経済性の低さを補完しない限り民間としては投資
に踏み切れない。

幹線鉄道等活性化事業費補助：補助対象建設費の２
０％を補助

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１(2)二　新たな補助金や税措置の創設
など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。
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三次市

市町村合併時
の新市まちづ
くりを早期に
実現

2040 2040010 123380
土地収用法の適用
範囲の拡大

土地収用法第３条に定める（土地を収容
し，又は使用することができる事業）公共
事業の範囲に「地域活性化の目的で官民が
連携して事業を推進する場合」を追加する
ことにより，市又は土地開発公社が事業用
地を取得する場合，土地収用法の適用を可
能とする。

三次駅周辺について，市が先行して用地を取得
し，民間活力主導により，ＪＲ三次駅，バスター
ミナル，駐車場を一体的に整備するとともに，ア
ミューズメント施設，飲食・物販施設，高規格マ
ンション等を併設した若者が集える空間を創出
し，新三次市のエントランスであるＪＲ三次駅前
の「にぎわい」を創出する。
駅周辺整備事業スケジュールは，平成16年度事業
計画及び事業規模の検討・三次駅前複合施設の整
備手法の決定・用地取得。平成17年度用地取得・
事業実施方針の公表・事業者の募集。平成18・19
年度実施設計。19年度造成工事。平成20・21年度
建設工事。

民間主導による自由な発想での再開発を検討して
いるが公共施設に該当しない施設も想定され，用
地取得にあたって買収条件が整わず計画区域全体
の用地確保が困難となっている。このため，整備
対象区域の虫食い状態が起きる恐れがあり，用地
取得については行政主導による早期の対応が必要
である。よって，土地収用法の適用範囲を拡大し
迅速に用地確保することで，事業開始までの期間
を短縮するとともに雇用の創出を促進しようとす
るものである。

土地収用法第３条
（収用適格事業）

収用適格事業は、公共の利益となる事業に限定されており、土地収用法（以下
「法」という。）第３条各号に限定列挙されている。当該事業に収用権が付与さ
れるのは、収用適格事業であるほか、「起業者が当該事業を遂行する充分な意志
と能力を有する者であること」「事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与
するものであること」等法第２０条各号の要件に該当する場合に限られる。
　「地域活性化の目的で官民が連携して事業を推進する場合」は、当該事業の公
益性等の具体的内容によっては、法第３条第３２号に掲げる「国又は地方公共団
体が設置する公園、緑地、広場、運動場、墓地、市場その他公共の用に供する施
設」に該当する場合もあると考えられが、その上で当該事業の起業者たる地方公
共団体が当該事業の遂行（管理、運営等を含む。）について充分な意志と能力を
有するか等法第２０条各号の要件に該当する場合に限り、事業認定を得ることが
できる。
　しかしながら、以上の要件を満たさない場合には、収用権は付与されず、税法
上の特例も適用されない。

法第２
０条各
号の要
件に該
当する
場合に
は、

５
同条各
号の要
件に該
当しな
い場合
には、

３

土地収用法は、土地等を収用等するための法律であり、税法上の特例の適用を目的
に土地収用法の対象事業化を求めるのは、本末転倒である。
また、法第２０条各号の要件に該当せず、公益性が認められない事業について土地
収用を認めることは、土地等の収用をする事業は、公益性のあるものでなければな
らないとする憲法上の要請（憲法第２９条第３項）からすると措置することはでき
ず、「地域活性化の目的で官民が連携して事業を推進する場合」が同条各号の要件
に該当するか否かは個別の事業の種別、事業者（主体）、官民の役割分担、施設の
範囲・用途によるものである。

ゼッタ
テクノ
ロジー
株式会
社

地域再生・知
のユキビタス
社会構築プロ
ジェクト

3107 3107010 123390

コミュニティ・ク
リエーター育成事
業に関する財政措
置

１．地域活性化対策費等、補助金にて補助
金・交付金に計上する。２．外国人医師の
治療免許登録について緩和措置をする。

コミュニティークリエーターを育成事業

①現下の地方公共団体の財政悪化では、地域創生
の為の新事業の創出が実施できにくい状況にある
ため。②地方公共団体の条例・規則による取決が
設置の障害になっているため。

6

青梅市

圏央道青梅イ
ンターチェン
ジ周辺複合物
流拠点整備構
想

1037 1037040 123400

市の計画策定、整
備に対する財政的
支援と、本事業計
画について、首都
圏整備計画等に位
置づけ願いたい。

首都圏整備計画に位置づけていただくとと
もに、計画策定、整備に対する財政支援を
願いたい。

首都圏中央連絡自動車道・青梅インターチェンジ
の北側隣地（今井４丁目）の約５３ヘクタールの
農地について、東京都多摩地域や埼玉県南西部地
域の産業および生活拠点地区の活動を支援する広
域性の高い複合機能型物流拠点を整備する。
具体的には、トラックターミナル、倉庫、卸売市
場および商業施設などを誘導する。

首都圏整備計画では、物流拠点が位置づけられて
いない。整備の円滑な推進を図られたい。

首都圏整備法第21条第３項

租税特別措置法第15条、第48条
他

【首都圏整備計画への位置づけについて】
首都圏整備計画には、首都圏整備法第21条第３項各号に掲げる事項
（首都圏整備法第３条に掲げる事項を含む）ごとに、それぞれ根幹と
なるべきものについて整備の基本方針及び事業の概要を定めている。

「土地利用調整システム総合推進事業」は、市町村における総合的な
土地利用計画策定のための各種調査、説明会の開催等経費に対して補
助を行う事業である。

高速道路自動車国道等のIC周辺地域に進出する倉庫及びトラックター
ミナルについては、税制の特例や日本政策投資銀行等からの低利融資
制度がある。

【財政支援の要望について】
現在、物流施設整備支援を目的として、整備手法等検討のための調査
費用を補助するというような制度は設けていない。

5

5

5

8

【首都圏整備計画への位置づけについて】
　提案の事業の首都圏整備計画（整備計画）への位置づけについては、整備計画の策定に際して、首都圏整
備法の規定に基づき判断されるべきものと考える。

　「土地利用転換計画策定等補助金（うち土地利用調整システム総合推進事業）」については、今回の提案
の有無にかかわらず全国から別途事業要望を募集する予定である。

高速道路自動車国道等のIC周辺地域に進出する倉庫については、倉庫用建物等の割増償却制度等や日本政策
投資銀行等からの低利融資制度がある。
　また、トラックターミナルについては、事業所税の非課税制度や日本政策投資銀行等からの低利融資制度
がある。

【財政支援の要望について】
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５年１２月１９日）において、『第
１(２)ニ　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。

茨城県

カシマスポー
ツ交流空間創
造プロジェク
ト

1275 1275020 123410
官民一体となったマ
ネジメント体制への
支援

・スポーツ合宿客の誘客等を推進するために
官民一体のマネジメント体制を構築し、運営主
体に対する運営費補助等の経費について地
方交付税に算入する。
・新たに構築するマネジメント運営主体へ、ス
ポーツ合宿客の誘客等の活動に関する助言、
指導を行うアドバイザーの派遣を行うことがで
きるとする要件の緩和を行うこと。

地元市町、旅館・民宿業組合、観光協会、商工会、ス
ポーツ関係団体などが一体となった受入・ＰＲ体制を
構築し、スポーツイベントの企画実施、誘客活動、そ
の他の付加価値サービスの提供を行う。

　当該構想を推進するためには、意欲のある民間
と行政が一体となって取り組むことが必要であ
り、マネジメント体制は当該構想の推進の核とな
るものであり、構想を確実に達成するため、助成
を含む支援措置が重要である。このため、構想の
実現性、採算性、地域雇用の創出への寄与度など
を勘案し、交付税優遇制度を設けることが地域再
生のため必要である。

6

藤原町
日光市
那須町
塩原町

「日光国立公
園」観光新生
プロジェクト

1173 1173010 123420

（藤原町）
鬼怒川温泉駅前整
備推進のための
「まちづくり交付
金」の活用
（塩原町）
塩原町温泉公園整
備推進のための
「まちづくり交付
金」の活用

（藤原町）
市街地の中心であり町の表玄関としての役
割を果たしている鬼怒川温泉駅前につい
て、平16～20にかけて、「和」と「鬼」を
テーマに温泉町の情緒を醸し出すような各
種施設等を整備し、ここを新たな町づくり
の核として位置づけ、更に周辺整備を行う
ことで温泉街の再活性化を図る計画として
おり、当該事業に国土交通省所管の「まち
づくり交付金」を投入されたい。
（塩原町）
温泉街の中心地に、源泉を利用した町のシ
ンボルとなるような公園を平17～18にかけ
て整備する予定であり、露天風呂など各種
施設の充実を図るため、当該事業に国土交
通省所管の「まちづくり交付金」を投入さ
れたい

（藤原町）　　　　　　　　　　　　　　　　訪れる
観光客が最初と最後に見るのが駅であり、リピーター
となって「また来たい」と感じてもらえるようなイ
メージを与えるとともに、話題性や賑わいの創出につ
ながるような駅前整備を図る。①イベント広場、②足
湯・歩行浴等の体験型温泉施設、③瓦屋根のバス乗降
場、④観光インフォメーション、⑤からくり時計、⑥
サイン・案内板　等　　　　　　　　　　　　（塩原
町）　　　　　　　　　　　　　　　最近の温泉観光
客の期待は,宿泊施設の魅力のほか、「温泉の泉質、湯
量、湯けむり」等の温泉地自体の魅力への期待が高く
なっている。これらのニーズに応え、湯量豊富な塩原
温泉をアピールするため、整備予定地の源泉を活用
し、観光客が集えるような「公園整備」を図る。①イ
ベント広場、②足湯・歩行浴等の体験型温泉施設、③
露天風呂　等

両町とも、町の基幹産業である観光の現状が冒頭
に記したとおりであり、町財政も逼迫している状
況である。当事業はハード整備が中心であり、予
算規模も大きなものであるため、「まちづくり交
付金」の採択がなされない場合は実現が困難とな
る。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

8,
5

個別事業の要望については、今回の提案募集の対象外であると考えている。

なお、平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとでまちづくり交付金
（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市町村事業
を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細は検討中。

川崎市
川崎臨海部再
生－アジア起
業家村構想

1178 1178010 123430
羽田国際化と連携
した各種施策の集
中

都市再生の推進により、市民生活の質の向
上と地域経済・社会の活性化を図る、｢ま
ちづくり交付金事業｣及び新事業の創出を
通じた地域経済の活性化や地域の産業集積
の維持・活性化に寄与することを目的とす
る｢新事業支援施設整備事業｣について、地
域再生計画の区域において集中して実施す
る。

地域振興整備公団と連携したビジネス・インキュ
ベータ施設の整備及び市街地再生の連携と地権者
等をはじめとする民間事業者と一体となったまち
づくりの推進

京浜臨海地域の再生は本市のみならず、首都圏全
体の再生に資するものである。殊に、アジア起業
家村構想の一つの拠点である川崎殿町・大師河原
地域は、民間の創意工夫を十分に活かした都市開
発事業を推進する都市再生緊急整備地域であり、
再拡張・国際化が進められる羽田空港に隣接し、
同空港の神奈川口として一体的な土地利用の推進
が図られる地区であるため、ハード・ソフト両面
からの施策の集中を行い、京浜臨海地域の再生の
先導的な拠点とする。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

8,
5

個別事業の要望については、今回の提案募集の対象外であると考えている。

なお、平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとでまちづくり交付金
（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市町村事業
を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細は検討中。

磐梯町

仏都・会津の
シンボル磐梯
町への定住化
構想(過疎地域
からの脱却の
ための地域再
生）

1232 1232020 123440
補助金制度の複数
同時実施を可能

各種補助金制度の複数同時実施が可能なも
のとすること

土地区画整理事業及び上下水道事業や商業スペー
ス整備事業､まちづくり総合整備事業等などの各
種補助事業を複数同時に実施することにより事業
の早期完成につながる。

各種補助金制度を複数同時に一括して実施するこ
とにより事業の早期完成が図られる。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において一部
改正予定）

まちづくり総合支援事業・田園居住区整備事業費補助は、平
成16年度予算において廃止。

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき実施さ
れる事業の費用に充当するために交付する交付金。（平成16
年度創設予定）

5
平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとでまちづくり交付金（平成
１６年度創設予定）において対応可能となる見込み。
　（まちづくり交付金）　都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくり
に必要な幅広い市町村の提案に基づく事業も対象。詳細は検討中。

茨城県

鬼怒・小貝 花
と水の交流圏
形成プロジェ
クト

1274 1274070 123450

都市計画関連施策
の集中・連携によ
るクロスポイント
の都市機能強化

　広域的な地域における鉄道のクロスポイ
ントである中心的な都市＜取手市，守谷
市，下館市＞について，商業，業務，文
化，居住など複合的な都市機能の集積を図
るため，各省庁で展開している都市計画関
連施策を集中的に実施するとともに，以下
の措置を講ずる。
　・地方債充当率のかさ上げ（55%→90%）
　・地方債償還期間の延長(現行20年以内)
  ・公営企業借換債の対象枠拡大
     (すべての公営企業分野への拡大)

　鉄道のクロスポイントである取手市・守谷市・
下館市において実施する「取手駅北土地区画整理
事業」，「守谷駅周辺一体型土地区画整理事業」
及び「下館市シビックコア地区整備事業」「下館
駅周辺南北一体化事業」などの整備推進を図る。
　併せて，駐車場などの公営施設の安定した運営
を図る。

　交通結節点における都市開発事業の早期整備
や，民間企業の投資意欲の停滞にあって，都市機
能の集積を促進するための保留地（床）のリース
方式等の導入を図るとともに，駐車場など公営施
設の安定的な運営を推進するための借換債の適用
を図る。

公共団体等区画整理補助事業実施要領等

土地区画整理事業において、都市計画道路を整備する
場合、その道路を用地買収方式により整備することと
して積算した事業費の額を限度として補助することが
できる。
公共団体等区画整理補助事業の地方負担分について
は、一般公共事業債の起債対象となっている。

6 本案件は、地方財政の観点から総合的に判断されるものと思料される。

45/80
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茨城県

カシマスポー
ツ交流空間創
造プロジェク
ト

1275 1275030 123460
交流ネットワークの
形成に対する支援

・ＩＴを活用した情報ネットワーク形成のための
支援施策の連携・集中
・拠点整備に併せ、域内外の拠点を結ぶ交通
ネットワーク形成のための道路関連施策の集
中

観光・スポーツ交流の宿泊・交通手段などの情報を
一元化し、インターネット、案内所の端末を通して情
報発信、宿泊、スポーツ体験など各種予約を受ける
など、ＩＴを活用した情報交流のネットワークを図る。

また、域内外の拠点間の交通体系を整備することに
より、域内への流入客の増加、域内の周遊機会の拡
大を図る。

　道路整備やＩＴ化などの人・物・情報のネット
ワークの形成は、観光や交流づくりのためのツー
ルとして不可欠である。したがって、構想を確実
に達成するため、これらの整備に資する支援施策
の集中が不可欠である。

道路法第12条

道路整備費の財源等の特例に関する法律第
５条第１項

道路局所管補助事業
（補助国道）

みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）で
は、地域の課題に対応して、一定の地域で一体的に行
われる事業に対して交付金を交付する。

8

5

個別事業の要望については、今回の提案募集の対象外であると考えられ
る。

地域の課題に対した拠点整備にあわせ、周辺道路の整備を集中的に行う必
要がある場合などに、みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）
を活用することで、このような集中的な施設整備の支援が現行制度でも可
能。

茨城県
つくば広域都市
圏活性化プロ
ジェクト

1277 1277110 123470

住宅・都市施策の
集中・連携による
特色ある住宅街区
づくり

　つくばエクスプレス沿線地域を先進的な
住宅群を建設するパイロットエリアとして
位置づけ，国が行う各種の住宅・都市施策
を本地域で集中的に実施する。

　沿線で展開する区画整理事業地区の早期の市街
化を促進するため，環境共生やＩＴ技術などを用
いた先進的な住宅の建設を促進し，これからの郊
外における新しい住まい方を総合的に提案してい
くとともに，国が行なう施策の積極的導入を図
る。

沿線で展開する区画整理事業地区の早期の市街化
を促進するため，環境共生やＩＴ技術などを用い
た先進的な住宅の建設を促進することにより，こ
れからの郊外における新しい住まい方を総合的に
提案していくことが沿線の魅力を高めると考えて
いる。ついては国が行なう住宅・都市施策につい
ての先駆的な取組みを積極的に導入していきた
い。

（土地・水資源局）
住宅宅地関連公共施設等総合整備事業
制度要綱、住宅宅地関連公共施設等総
合整備事業補助金交付要綱（住宅局と
共管）

（住宅局）　　　　　環境共生住宅市
街地モデル事業制度要綱

（土地・水資源局）
良好な住宅及び宅地の供給を促進するため、住宅宅地
関連公共施設等総合整備事業により、関連して必要と
なる道路、公園、下水道等の公共公益施設について、
通常の国庫補助事業に加え、これとは別枠予算の住宅
宅地関連公共施設等総合整備事業により、その整備を
推進している。
つくばエクスプレス沿線開発事業については、職住近
接に資する地域として、事業の重点実施を図っている
ところ。

（住宅局）　　　　　　地方公共団体等が、一定の住
宅団地において、自然・未利用エネルギー活用システ
ム等の環境共生施設を整備する際に、補助を実施して
いる。

5

住宅宅地関連公共施設等総合整備事業では、つくばエクスプレス沿線開発
事業について、職住近接に資する地域として、事業の重点化を図っている
ところであり、今後とも予算・制度の範囲内で、より効果的な事業実施が
図られるよう、具体の要望を踏まえて重点的に補助事業を実施することが
可能。

環境共生技術を用いた先進的な住宅の建設の促進施策については、予算・
制度の範囲内で、より効果的な事業実施が図られるよう、具体の要望を踏
まえて重点的に補助事業を実施することが可能。

飯山市

地域の宝を活
かす賑わい創
出・旅産業お
こし

1311 1311100 123480

・整備新幹線法に
基づく都市再生の
ための在来線鉄道
駅移転建設交付金
補助制度の確立。

・整備新幹線駅建設に伴い、都市再生のた
めの在来線駅移転等の必要がある都市に対
し、駅舎移転事業を行う補助又は交付金の
新設、又は、現行補助制度の拡大をお願い
したい。

・平成２４年開業予定の「北陸新幹線飯山駅」
は、並行在来線に該当しない「ＪＲ飯山線飯山
駅」と３００ｍ離れた位置に建設されます。市で
は「新たなまちづくりによるまちなか再生」「観
光客・公共交通利用客への利便性」のため飯山駅
移転を計画しています。

・新幹線位置選定の配慮が欠けたため、在来駅の
移転が必要となることに対して、移転事業費につ
いては、鉄道事業者（ＪＲ）も負担の意志がな
く、都市側及び鉄道事業者への補助制度もないた
め全て市の負担になります。１市町村だけではな
く広域市町村の交流人口拡大による活性化のため
にも補助制度の拡充を提案します。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

5

平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとで提案と同様の施
設整備について、まちづくり交付金（平成１６年度創設予定）において対
応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市
町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細
は検討中。

新座市
新座市「観光
による地域再
生」構想

1312 1312010 123490
国の地域再生施策
（まちづくり交付
金等）の集中実施

各府省等の地域再生施策として「まちづく
り交付金」等の諸制度があるが、これらの
施策の集中により、観光都市として「地域
観光基本計画」を策定し、道の駅整備事業
やうどん・そば等の地場産業の育成・公用
車の休祭日のレンタカー利用・都市公園の
ワイナリー整備事業等の諸施策を効率的に
推進する。

・　道の駅整備事業（（仮称）ふるさと新座館の設
置）
→　市中央部の観光地の情報発信基地として、機能す
る施設として効果がある。

・　うどん、そば屋等の産業集積
→　地域雇用の促進・新たな地場産業の育成に効果が
ある。

・　西堀浄水場高架水槽・市庁舎の展望ラウンジの設
置事業
→　眺望抜群の本市庁舎最上階を活用し、来客者を楽
しませる飲食施設を設置することで、集客の目玉にす
る。

・　公用車の休祭日のレンタカー利用
→　話題性に富み、かつ安価な料金設定が可能なた
め、来客者の利便性の向上に資する。

・　都市公園のワイナリー整備事業
→　観光の目玉となるとともに、地域雇用の促進・新
たな地場産業の育成に効果がある。

・　都市公園内のキャンプ場整備事業
→　観光の目玉となるとともに、地域雇用の促進に資
する。

　これらの諸制度は、いずれも国の各府省の枠を
超えているが、一体的な整備を行う上で、非常に
有効な制度であると評価しており、左記施策を効
率的に実施していくに当たって、施策の集中をお
願いするもの。

建設省道企第１９号（平成5年2月23日付）

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

（レンタカー）
　道路運送法第80条第2項

「道の駅」は地域の創意工夫により道路利用者に快適
な休憩と質の高いサービスを提供する施設である。

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

（レンタカー）
　道路運送法第80条第2項の規定により、自家用自動車
は国土交通大臣の許可を得なければ業として有償で貸
渡してはならないこととされている。

5

8,
5

5

「道の駅」の登録要件に合致していれば「道の駅」として登録可能である。

個別事業の要望については、今回の提案募集の対象外であると考えている。
なお、平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとでまちづくり交付金
（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見込み。
（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市町村事業
を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細は検討中。

（レンタカー）
　ご提案の具体的な内容が不明であるが、反復・継続して業として行っていないの
であれば、レンタカー事業の許可は不要である。

岐阜市
金華山・長良
川まるごと博
物館構想

1318 1318020 123500
当該地区整備財源
の集中的な投入

限られた地区における総合的かつ統一的ま
ちづくりのための、当該地区整備財源の集
中的な投入

岐阜公園の歴史公園としての再整備、歴史博物館
リニューアル、旧長良川ホテル跡地利用、長良川
ふれあい回遊路整備、金華山の再生・整備などを
通じて、地域全体を野外博物館（エコミュージア
ム）としての回遊性を高め、まち歩き等スローラ
イフが味わえる地域づくりを進める。

　限られた地域での総合的なまちづくりを推進す
る上で、当該地区整備のため多様な財源が集中的
に投入することにより、効率的で統一の取れたま
ちづくりができるため

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

8,
5

個別事業の要望については、今回の提案募集の対象外であると考えている。

なお、平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとでまちづくり交付金
（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市町村事業
を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細は検討中。

兵庫
県・
西宮市

芸術文化あふ
れるまちづく
り構想

2099 2099080 123510
まちづくり総合支
援事業の重点的支
援

まちづくり総合支援事業の重点的支援
市による周辺主要駅から芸術文化センターへのア
プローチ道路の修景整備事業（歩道美装化、街路
灯設置、案内誘導サイン設置等）

芸術文化センター整備に合わせて、センター周辺
のアプローチ道路の修景整備事業を集中的に実施
することにより集客等の相乗効果が期待できる。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において一部
改正予定）

まちづくり総合支援事業は、平成16年度予算において廃止。

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき実施さ
れる事業の費用に充当するために交付する交付金。（平成16
年度創設予定）

8,
5

個別事業の要望については、今回の提案募集の対象外であると考えている。

なお、平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとでまちづくり交付金
（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市町村事業
を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細は検討中。

大東
町・加
茂町・
木次
町・三
刀屋
町・吉
田村・
掛合町
合併協
議会
大東
町、加
茂町、
木次
町 三

生命と神話が
息づく新しい
日本のふるさ
とづくり
ふるさと再生
構想

2133 2133030 123520
「オンリーワンプ
ロジェクト」の推
進

6町村の地域資源（神話、桜、ほたる、銅
鐸、温泉、街並み等）を活かした観光交
流、地域間交流の推進による地域経済活性
化に向けた事業展開のための既存補助金の
統合等。

既存補助金の活用については、省庁別に窓口が異
なり、事務労力の増大や迅速性に欠ける弊害を取
り除くため地域指定等による窓口の一本化を願い
たい。これによりその効果を早期に発現したい。
また、補助制度の統合・総合メニュー化、各計画
の一括認定（計画変更を含む）、補助対象事業主
体の拡充等による効率化を図ることを期待してい
る。

地域指定による補助制度活用の際の窓口の一本
化、補助メニューと対象事業主体の拡充、地域指
定の要件緩和、事業計画の一括認定計画策定や変
更手続きの簡素化等により効率化と効果の早期発
現を図るため。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）
（街なみ環境整備事業）
街なみ環境整備事業制度要綱

まちづくり総合支援事業は、平成16年度予算において
廃止予定。

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）　　　（街なみ環境整備
事業）
街なみ環境整備事業により、生活道路、小公園等の地区施設整備、良好な美観を
有する街なみの形成を行っているところ。

3

提案の補助制度等の統合化は困難である。

なお、平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとで、まちづ
くり交付金（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市
町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細
は検討中。

○株式
会社
イーメ
ンズ開
発研究
所○江
別市元
野幌西
地区開
発特別
委員会

がんばろう！
北の地域再生
複合型商業施
設によるス
ピード雇用創
出

3010 3010020 123530

江別市都市計画の
変更に対する、国
土交通大臣の迅速
な指導・許可

本プロジェクトの商業施設区域が、市街化
調整区域内の一種農地（農振農用地）であ
るため、農地転用（商業地または準工業地
帯へ転用）に対して知事・国土交通大臣の
指導・許可を積極的且つ迅速にいただきた
い。手順は、国土交通大臣の指導により江
別市に対して江別市都市計画の早急な変更
申請を指導していただいた上で、国土交通
大臣の許認可を付与していただきたい。

＜商業施設構想概要＞○予定される商圏の範囲　車で
30分圏○商圏内人口　約20万世帯（50～70万人）○売
上予測　250億円（年度）○予定される施設面積
200,000～250,000㎡○開発スケジュール　敷地決定後
概ね2年以内○工事期間　約10ヶ月○地元との関係　出
店テナント（100店舗以上を想定）のうち、概ね1／3は
地元出店を期待○雇用環境として全従業員数　1,500～
2,000名を予定　内80～90％は地元から採用○行政への
期待　都市計画における位置付け・許認可手続きにお
ける支援・道路を中心とする基盤施設の整備

「江別市都市計画」では市街化調整区域内の一種
農地（農振農用地）であるため、現況では困難。

都市計画法第１９条
用途地域等の都市計画の決定は市町村により行われ
る。 3 都市計画の決定は地方公共団体による自治事務であり、国の許認可にはな

じまない。
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犬山市
犬山市城下町
新生構想

1009 1009010 123540

観光客誘導のため
のインフラストラ
クチャー整備に係
る施策の集中

本市は、国土交通省等のソフト・ハード両
面の支援を受けながら観光客の誘導を目指
して、施策の集中を行っているが、都心等
からのさらなる観光客誘導のため、１９９
４年１２月に地域高規格道路の候補路線と
して指定され、愛知県小牧市から岐阜県美
濃加茂市が起終点の予定となっている名濃
道路整備の早期実現を求める。

２００５年日本国際博覧会（愛知万博）開催と中
部国際空港開港を契機に本県を来訪する観光客の
本市への誘導を図るため、本市及び本市を含む日
本ライン広域地区（犬山市、美濃加茂市、各務原
市、可児市、坂祝町）は、国土交通省のハード・
ソフト両面の支援を受けながら、基盤整備を行っ
ているところであるが、この構想を実現するため
には、さらなる国等の施策の集中が必要となる。
具体的には、１９９４年１２月に地域高規格道路
の候補路線として指定され、愛知県小牧市から岐
阜県美濃加茂市が起終点の予定となっている名濃
道路整備の早期実現を求めるものである。名濃道
路は、平成１４年４月に名古屋高速「道路高速１
１号」小牧北入口までが開通しているが、現時点
においては、小牧北入口以北の計画については具
体化していない。
名濃道路の延伸により、本市は中部国際空港、名
古屋市内、名神・東名高速道路と高速道路体系に
より直接接続することとなり、現行より１５分以
上の時間短縮が見込めることにより、さらなる観
光客等の誘導が図れる。

観光客誘導のためのインフラストラクチャー整備
は、本来、可能な限り、地元の行政、地域住民、
市民活動団体、ＮＰＯ、民間事業者が一体となっ
て行うべきことであるが、多数の観光客等を都心
等から誘導するための動脈となる広域交通体系の
整備等は、本市では実現困難なため。

・道路整備の財源等の特例に関する法律第
４条
・道路整備の財源等の特例に関する法律施
行令第２条第２項
・道路整備の財源等の特例に関する法律施
行令第３条

　全国的な高規格幹線道路とこれに次ぐ幹線道路ネットワークである一般国道のサービ
スレベルには大きな格差が存在している。このため、高規格幹線道路と一体となって、
地域発展の核となる都市圏の育成や地域相互の交流促進、空港・港湾等の広域交通拠点
との連結等に資する路線について、都道府県からの指定要望を受け、地域高規格道路と
して指定し、自動車専用道路もしくはこれと同等の規格を有する道路として整備を進め
ているところ。
　地域高規格道路については、平成６年１２月及び平成１０年６月に路線の指定を行
い、地域高規格道路として整備を進める妥当性・緊急性等について基礎的な調査を実施
する路線である「候補路線」１１０路線と、地域高規格道路として整備を進めていく路
線として「計画路線」１８６路線（延長約６，９５０km）を指定したところ。
　また、地域高規格道路の重点的かつ計画的な整備を図るため、「計画路線」の中か
ら、ルート選定　、整備手法、環境影響評価、都市計画等の調査を進める「調査区間」
と、事業着手に向け、環境影響評価手続き、都市計画決定の手続き、予備設計等を進め
る「整備区間」を指定し、事業及び調査を進めている。
　区間の指定に関しては、平成７年４月、平成１５年９月に整備区間の指定を、平成７
年８月、平成８年８月、平成９年９月、平成１０年１２月、平成１１年１２月、平成１
２年１２月、平成１３年１２月に調査区間及び整備区間の指定を行い、現在調査区間約
１，１０１ｋｍ、整備区間２，９３５ｋｍが指定され、平成１５年９月現在で１，５１
２ｋｍが供用されている。
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個別事業の要望については、今般の提案募集の対象外であると考えてい
る。
なお、名濃道路は、地域高規格道路の候補路線に位置付けられており、現
段階で事業主体も決定していない。当該路線の整備にあたっては、計画路
線の指定を受け、更に、調査区間、整備区間の指定を受け事業を実施して
いくこととなるが、それぞれの指定については、都道府県からの指定要望
を受け、国土交通省が指定を行っているものである。また、計画路線の指
定については、地域高規格道路として整備を進める妥当性・緊急性等につ
いて基礎的な調査の熟度が上がることが重要であるため、愛知県を始めと
する関係行政機関と緊密な連携を行うべきと考えられる。

綾瀬市
交流とにぎわ
いのあるまち
づくり

1105 1105030 123550
オムニバスタウン
の整備による施策
の集中

バス利用促進等総合対策事業による施策の
集中
具体的には３１番に掲げる事業を実施する
ため、オムニバスタウン整備総合対策事
業、交通システム対策事業、個別対策事業
を活用する。

①　オムニバスタウン整備計画の策定
②　コミュニティバスの導入
③　ノンステップバスの導入
④　停留所施設改良
⑤　バスベイ整備

鉄道駅のない本市にとって、バス交通に対する市民の要望は高く、重要
な公共交通機関としてバス交通を位置付け、バス路線の整備の推進を
図っている。
中心市街地形成を進めている中で、中心市街地への交流促進と交通不便
地域の解消のため、オムニバスタウン計画を策定し、既存バス路線にお
いては、ノンステップバスの導入策を図るなど、利便性の向上を図ると
ともに、既存バス路線からの買い物客の誘導や中心市街地への足の確保
のために、コミュニティバスの導入を進めていきたい。
これら、バス網充実のための施策を集中的に実施することにより、地域
経済の活性化と地域再生の実現を図る取り組みとして、提案する。

・オムニバスタウン構想実施要項
・自動車事故対策費交付要綱

オムニバスタウンは、コミュニティバスの導入、バス
ロケーションシステム整備等の利用者利便の向上に資
する施策や交差点改良、バス専用・優先レーンの整
備、ＰＴＰＳの整備等バスの走行環境改善に資する施
策を総合的に組み合わせてバスを中心とするまちづく
りを推進しようとするもので、これまでに全国１１都
市を指定し、各都市の様々な取り組みに対し、国土交
通省（自動車交通局、道路局）及び警察庁が連携して
重点的な支援を行っている。

5

オムニバスタウン構想実施要項（平成９年５月３０日付け警察庁交通局
長、運輸省自動車交通局長、建設省道路局長通達）の規定に基づき、バス
の走行環境の改善や利便性の向上等が図られる一定の事項が定められ、か
つ、ひと・まち・環境にやさしいバス交通の実現が見込まれるオムニバス
タウン計画について、市町村からの申請を受け、国が支援措置を講ずるこ
とが適当と認めるものをオムニバスタウンとして指定する。なお、オムニ
バスタウン整備に該当しない場合でも、バス利用促進等総合対策事業等に
より、コミュニティバスの導入等のバス利用推進施策に対して支援してい
くことが可能である。

伊勢崎
市

北関東自動車
道伊勢崎パー
キングエリア
周辺地域観光
拠点再生構想

1216 1216010 123560
スマートＩＣの設
置

伊勢崎パーキングエリアにスマートＩＣを
設置し、地域再生に同ＰＡを高度利用でき
るように支援措置

国土交通省のスマートＩＣの社会実験事業を一般
補助制度化し、伊勢崎パーキングエリアに設置。
その際の連結道の整備とＥＴＣ料金所の設置に係
る経費に対する財政支援措置

関越・上信越・東北の各高速自動車道と連結する
北関東自動車道は、首都圏経済を支える大動脈と
して、早期の全線開通が期待されている。しか
し、高速道路利用者に利用を限定して設けられる
パーキングエリアについては、周辺地域への経済
波及効果は限定的なものに留まっている。伊勢崎
パーキングエリア周辺地域を観光拠点として再生
するためには、スマートＩＣを伊勢崎パーキング
エリアに設置し、北関東自動車道の持つ多大な利
便性、観光動員力を地域経済の活性化へ波及させ
ることが不可欠である。

特になし
明示的にスマートＩＣを規制する制度はないが、運用
上の問題点等について検討を行う必要がある。 2 Ⅶ

平成１６年度に、「ＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣの社会実験」を実
施する。なお、制度の恒久化については、平成１６年度に、「ＳＡ・ＰＡ
に接続するスマートＩＣの社会実験」の結果を踏まえて制度化に向けた検
討を行う予定。

茨城県

茨城グリーン
ふるさと交流
圏魅力アッ
プ・プロジェ
クト

1272 1272070 123570
交流事業の基盤と
なる交通体系の整
備

・各省庁で展開している生活利便性向上や
産業振興のための各種道路整備を集中的に
実施し，都市農村交流事業を一層推進

・国道１１８号や４６１号などの整備を促進し，
地域間の連携を図り，多様なメニューを有機的に
つなげることにより，地域の魅力アップを図ると
ともに，道路交通体系の整備により，民間事業者
の参入を誘引する。

・都市部からのアクセスや当該地域間の連絡網の
整備が立ち遅れていることから，集中的な整備に
より，都市との交流を活性化させるものである。

道路法第12条
道路局所管補助事業
（補助国道）

5 地元の意見をお聞きしながら、引き続き推進してまいりたい。

茨城県

霞ヶ浦レイク
ツーリズム推
進プロジェク
ト

1273 1273080 123580
交流情報発信拠点
の整備

　道の駅等の制度を活用した地域振興拠点
施設の整備への支援

 圏央道江戸崎ＩＣ（仮称）周辺地区等におい
て，地域の特産品販売や加工体験，総合的な観光
ＰＲ等の機能をもつ広域的な交流情報発信拠点の
整備を図る。

　地域の情報発信を効果的に行うため，本地域の
交通の要衝となる箇所において，道の駅関連の制
度を活用して，交流情報発信拠点整備を検討して
いる。

建設省道企第１９号（平成5年2月23日付）
登録・案内要項には道路及び地域に関する情報を提供
する案内所又は案内コーナーを設置することになって
いる。

5 「道の駅」の登録要件に合致して「道の駅」として整備を行うのであれ
ば、道路情報提供施設の整備により支援を行うことは可能である。

静岡県
静岡市
島田市
大井川
町
吉田町
金谷町
川根町
中川根
町
本川根
町

奥大井・南ア
ルプスマウン
テンパーク構
想

1326 1326070 123590
国道３６２号・４
７３号の整備

国に対して、国道３６２号の青部バイパス
や本川根・静岡バイパス、国道４７３号の
地蔵峠バイパスや大和田拡幅等の補助事業
による整備促進を求める。

・県管理の国道である国道３６２号・４７３号
は、ボトルネックとなっている未改良区間につい
て、順次、補助事業により改築していく。
・これらの構想地域の中核的道路の整備促進に
よって、地域内へのアクセスが容易となり、交流
人口の増大が図られる。

交流人口の増大のためには、構想地域内への交通
アクセスを集中的に改善することが効果的である
ことから、既存道路整備事業の集中化による主要
道路整備促進を提案する。

道路法第12条
昭和39年法律163号3附則

道路局所管補助事業
（補助国道） 5 地元の意見をお聞きしながら、引き続き推進してまいりたい。

古殿町
流鏑馬の里づ
くりによる地
域再生計画

1364 1364010 123600
観光地の標識、案
内板等の様式統一
化

　本町を訪れる観光客の利便性向上のた
め、標識、案内板等の様式を統一する。

　本町には景勝地、歴史的施設等の観光地が各所
に存在するが、観光客への利便性向上ため、様式
を統一する。

　本町の案内標識は、現在統一性が無いため、観
光客に不便を来たしており、統一様式の案内標識
に変える必要があるため。

案内標識については、広域、地域内、施設・敷地内などそれ
ぞれの案内標識毎に、必要な機能や情報量、設置主体が
異なる。

2 Ⅶ 分類に応じた各案内標識の課題点を把握した上で、ルール化や統一が必要な
事項についてはガイドラインとして定めることを検討していく。

日立市

ひとづくり・
ものづくり・
地域づくり構
想

1377 1377090 123610
地域を実験フィー
ルドとした社会実
験の実施

燃料電池自動車やDME燃料自動車、成層圏
プラットフォーム、新交通システム、新エ
ネルギーなどの実用化に伴う社会実験を、
各省庁が日立市をフィールドとして重点的
に実施する。

新交通システムやETC、GPSなど社会システム型の
開発を進めるためには。都市と住民を巻き込んだ
社会実験が必要不可欠であるが、日立市は人口20
万人、70,000世帯、都市としての一定水準のイン
フラも整備され、また、海、山、川ありと自然環
境にも恵まれ実証実験にはまさに最適である。実
験は短期間である場合が多いが、雇用や実験機器
製作などの仕事も発生し、経済への波及効果も期
待されるため、こうした国家レペルでの実証実験
を誘致･実施する。

様々な社会システム型の製品の実証実験を蓄積す
ることにより、地域企業に技術的な対応力の高揚
が期待されるため、社会実験を誘致する。

社会実験

オムニバスタウン構想実施要綱
自動車事故対策費交付要綱

道路交通問題の解決が期待される先進的な施策につい
て、効果や影響の確認を行うため、場所と期間を限定
して、地域の方々に試行的に施策を体験していただき
ながら評価を行い、本格的に導入するか否かを判断す
るとろ取組みであり、平成11年度から行っている。

バス運行に関わる新交通システムやトランジットモー
ルについては、都市交通の安全・円滑化に相当寄与す
るものであることから、バス利用促進等総合対策事業
において、その円滑な導入や本格的実施に向けた検討
等のために行われる実証実験及び実証運行事業に対し
支援を行っている。

5

（燃
料電
池
車、
ＤＭ
Ｅ自
動
車）
 8

既存制度の変更等を伴う新しい施策を導入するもの重点化しつつ、引き続
き、社会実験制度を活用する。

バス利用促進等総合対策事業においては、新交通システム（乗合バス部分
のみ）やトランジットモール（バス路線導入型）の本格的実施に向けた実
証実験及び実証運行事業について、すでに補助対象としているところ。
　また、「燃料電池車やＤＭＥ燃料自動車の実用化に伴う社会実験」の具
体的内容が不明であるが、現在、国土交通省では、燃料電池自動車につい
ては平成１７年までに保安基準を整備することを、DME自動車については
大型車の開発・試作を、それぞれ関連のプロジェクト事業の中で進めてい
るところであり、実用性を評価するいわゆる「社会実験」は行っていな
い。なお、現在、燃料電池自動車については、メーカー等を主体として公
道における実証走行試験が行われている。

福岡市
ロボット共存
都市・福岡

2080 2080010 123620

ロボット関連施策
に係る実証実験の
福岡市における集
中実施

次世代ロボットビジョン懇談会（経済産業
省）の提言に基づき展開される各種施策の
実施地域として本市域を活用。また、複数
の省庁で研究開発される各ロボットの実証
実験の場として、本市地域を活用。

次世代ロボットビジョン懇談会（経済産業省）に
おいては制度的課題として安全性の確保（技術基
準、保険制度等）、環境整備（エネルギー供給、
通信環境等）を検討・提言。提言に基づき展開さ
れる施策（エネルギー供給環境、通信供給環境整
備など）のテストフィールド（試行場所）として
本市域を活用。また、ネットワークロボット（総
務省）、防災ロボット研究開発（消防庁）など複
数の省庁で研究開発される各ロボットの実証実験
の場として本市域を活用｡

ロボット関連施策及び研究開発は現在、各省庁毎
に個別実施されているが、いずれにおいても、社
会普及の前提として実証実験が必要と思料。同一
フィールド（環境）での実験は貴重であり、「ロ
ボット開発・実証実験特区」の認定に加え、情報
関連産業、大学等の集積など、ロボット研究開発
に高いポテンシャル、モチベーションを有する本
市域にてこれら実証実験を集中展開する意義は大
きい。また、実験の結果取り纏められる各種基準
は世界初のものとなる。これらは、「博多スタン
ダード」として世界中へ広まり、もって、本市に
おけるロボット研究開発拠点形成や新産業の創出
が促進される。

6

47/80



12 国土交通省 再検討要請

犬山市
犬山市城下町
新生構想

1009 1009020 123630

景観形成地区の道
路標識の規格に伴
う施策の利便性の
向上等

本市は、街なみの保全及び育成、その他都
市の景観を維持及び創造し、もってゆとり
と潤い、愛着と活力のある美しいまちを実
現することを目的として、平成５年に都市
景観条例を整備している。特に中心市街地
である城下町地区は、都市景観重点地区の
指定とともに助成制度を活用し、その形成
に努めているところであり、都市計画道路
の見直しと共に、電線類の地中化や道路美
装など現在積極的に推進している。しか
し、電線類は地中化などによって現行の施
策によって対応可能であるが、道路上の交
通標識は周景と不調和のまま存在すること
となる。画一した標識ではなく、歴史的街
なみに合ったものが立てられるよう、施策
の利便性の向上並びに各種施策の連携を求
める。

一方通行、進入禁止、速度制限など様々な標識が
街に溢れ、歴史的街なみ形成を阻害している。他
方、規制標識は日常生活にとって不可欠であるこ
とも事実である。そこで、一定エリアを定め、当
該地区内は、視覚的に著しく相違する場合を除
き、歴史的街なみに合った標識を設置することを
可能とするか、もしくは、現規格（道路標識、区
画線及び道路標示に関する命令）に、全国画一の
景観標識を付加することにより、都市景観に配慮
した個性的な街なみの整備が可能となる。

現行の施策においては、電線類は地中化などによ
り都市景観の形成を図ることとなっているが、道
路上の交通標識は周景と不調和のまま存在するこ
ととなる。画一した標識ではなく、歴史的街なみ
に合ったものが立てられるよう、施策の利便性の
向上並びに各種施策の連携を求める。画一した標
識ではなく、歴史的街なみに合ったものが立てら
れることによって、個性的な街なみ形成が可能と
なる。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命
令

標識令により標識の様式を規定 5
視認性等の観点から、車両系の案内標識（自動車の運転中に視認する案内
標識類）ではある一定の統一した様式を用いることが適当であるが、視認
性の問題が生じにくい歩行者系の案内標識では、地域性等を勘案した案内
を行うことが適切と考えている。

愛知
県、豊
橋市、
蒲郡
市、田
原市、
御津町

国際自動車産
業交流都市

1352 1352040 123640
港湾と高速道路等
とのアクセス機能
の強化

自動車産業における物流機能を強化するた
め三河港と高規格道路（東名高速道路）等
とのアクセス道路の整備を図る。

事業費枠の拡大、補助率の嵩上げ等の積極的な国
の支援による三河港と東名高速道路・国道23号
線・国道1号線とのアクセス道路の整備を行う。
・事業費枠の拡大、補助率の嵩上げ等の積極的な
国の支援によるアクセス道路の整備(各種施策の
集中・統合による事業整備促進を図る。）
・渋滞が著しい特定区間（豊川橋南）における物
流車両通行の優先化の実施
・三河港田原地区に至る幹線道路の整備
・蒲郡､御津地区の道路整備

三河港と名古屋や東京方面を結ぶ東名高速道路・
国道23号線・国道1号線とのアクセス道路が十分
整備されていないため、三河港地域の自動車産業
の物流のボトルネックとなっている。

道路法第１２条、第１５条又は第１６条第
１項
港湾法第４２条第１項又は第５３条第１項

　空港、港湾等へのアクセス道路については、国際競
争力の向上や地域経済の活性化を図るため、その重点
的な整備が進められているところ。

5
、
8

空港、港湾等へのアクセス道路については、地元の意見をお聞きしながら
引き続き推進してまいりたい。
なお、補助率の嵩上げ等については、「地域再生構想の提案募集につい
て」（内閣官房地域再生推進室平成15年12月19日）において、『第１
（２）新たな補助金や税措置の創設など、追加的な財政支出を伴わないも
のであること』とあるため、今般の提案募集の対象外と考えている。

旭町 水の郷　奥矢
作　自然・に
ぎわい再生プ
ラン

1095 1095030 123650

景観形成を支援す
る事業の集中展開

河川景観の保全と美化を目的とした事業の
場合、地域活力を活用するためには行政と
住民との協働が重要であるが、現在の制度
では地方自治体の単独事業での対応となる
場合が多い。住民と地方自治体に主体性が
確保された景観形成を支援する事業の集中
展開。

河川景観の保全と美化を目的として、河川の清掃
や竹林等の伐採、風景木の植栽など住民との協働
事業を実施するとともに、春の鯉のぼりの架設や
夏の安全な流れ橋の設置など季節に調和した景観
形成を行う。
　川の駅整備と連携して景観と調和した吊橋や温
泉や名水を結ぶ散策道、親水スポットの整備を行
う。

近年、河川の清掃、景観形成は住民が主体となる
ことが多くなっている。簡易でも構築物の設置に
はかなりの労力と経費が伴う。また、地域の特色
を生かした河川景観整備には多額の経費ととも
に、専門知識、技術が必要である。こうした活動
について関係省庁の施策を適用して円滑な推進に
対応していただきたい。

「直轄河川環境整備事業の実施について」
（国土交通省国河環第141号平成14年３月
29日河川局長通達）
「河川環境整備事業費補助制度について」
（国土交通省国河環第143号平成14年３月
29日河川局長通達）

・河川アドプトプログラム（河川のある区域を一定期
間、河川管理者と協定を結ぶことにより河川の管理の
一部を行うこと）

・河川環境整備事業（直轄及び補助）

8

・河川の清掃等の美化活動において、地域住民が主体となった活動に関し
ては、河川アドプトプログラム（河川のある区域を一定期間、河川管理者
と協定を結ぶことにより河川の管理の一部を行うこと）により、実施可能
です。

・３７．に示した通達等により、必要な用件を満たす場合は、河川環境整
備事業（直轄及び補助）において親水や景観等の河川利用の推進を図るた
めに必要な河道や施設等の整備は可能であるが、個別事業の要望について
は、今回の提案募集の対象外であると考えます。

大津市
古都大津ル
ネッサンス

2085 2085100 123660
総合的治水対策の
ための事業集中

総合的治水対策事業のため、事業集中によ
る大津放水路第2期工区間の整備促進

本市の中南部の市街地における浸水対策のため、
国による大津放水路事業をはじめ、関連河川の1
級河川化、雨水渠整備事業などの推進による一体
的な総合的治水対策事業が必要である。

浸水対策の効果を高めるためには、それぞれの事
業が一体的に推進され、それぞれがその機能を発
揮しなければならない。

河川法第９条
下水道法
地方財政法

河川法に基づき直轄河川改修事業を進めるとともに、
河川事業による治水対策に対する補助、下水道事業に
よる雨水対策に対する補助を行っている。

5（大
津放水
路関係
につい
ては
8）

　大津放水路については、河川法に基づき実施する直轄河川事業として実
施しているところであるが、第二期工区については淀川水系の河川整備計
画の策定過程において検討していきます。関連河川の一級河川指定につい
ては、必要性が生じた場合には検討することとなります。なお、個別事業
の採択要望については、今回の提案募集の対象外であると考えておりま
す。
　雨水渠整備については、下水道法に基づく下水道事業を適切に活用し、
地元の意見をお聞きしながら、推進いたします。

茨城県

霞ヶ浦レイク
ツーリズム推
進プロジェク
ト

1273 1273010 123670
レイクツーリズム
の基盤整備

　環境と共生した持続的発展を図る行動の
シンボルとしての役割を持つ霞ヶ浦におい
て，自然と人間の共生をテーマとしたレイ
クツーリズムの基盤等を整備するため，各
省庁で展開している環境関係施策を当地域
において連携して実施する。

 霞ヶ浦沿岸において，各省庁の施策を一体的か
つ集中的に展開し，湖面と後背地の一体感を醸成
すると共に水質浄化活動の象徴施設ともなりうる
「湖水浴場の再生」，水辺へのアクセスの確保と
水辺景観を楽しむ「湖岸道路・サイクリング及び
ウォーキングロード」，水辺環境の保全や希少動
植物の生息地保護と一体となった「親水拠点」や
「自然体験の場づくり」，霞ヶ浦環境センター
（仮称）等水辺拠点間の連携とアクセス確保のた
めの水上バスや舟運復活のための「航路確保」に
ついての整備推進を図る。また，国立科学博物館
の霞ヶ浦資料センター（仮称）の早期整備を図
る。

 県の貴重な財産である霞ヶ浦について，保全と
利活用が両輪となった再生を推進するうえでは，
持続可能な利活用のモデルづくりによる情報発信
や交流の推進が極めて有効であることから，本エ
リアにおいて環境関連施策を集中・連携させ，環
境共生モデル地区の創設を図る。

「直轄河川環境整備事業の実施について」
（国土交通省国河環第141号平成14年３月
29日河川局長通達）
「河川環境整備事業費補助制度について」
（国土交通省国河環第143号平成14年３月
29日河川局長通達）

大規模自転車道整備事業
ウォーキング・トレイル事業

河川環境整備事業（直轄及び補助）

大規模自転車道整備事業は、自転車利用の増大に対処
して、交通安全を確保し、あわせて国民の心身の健全
な発達に資することを目的として、大規模な自転車道
のうち整備の必要性の高いものについて整備を推進す
るもの。
ウォーキング・トレイル事業は、魅力ある地域づくり
を図るため、歴史的な街道など地域の観光資源を活か
し、生活者もゆとりとうるおいの実感できる質の高い
歩行空間を形成するもの。

8

5

・37．に示した通達等により、必要な用件を満たす場合は、河川環境整備
事業（直轄及び補助）において親水や景観等の河川利用の推進を図るため
に必要な河道や施設等の整備は可能であるが、個別事業の要望について
は、今回の提案募集の対象外であると考えます。

地元の意見をお聞きしながら、引き続き推進してまいりたい。

伊東市
伊東健康保養
地づくり構想

1356 1356050 123680
伊東港湾整備事業
の促進

伊東港及び伊東港海岸の整備事業につい
て、次期港湾整備・海岸事業五箇年計画に
採択いただくことで、伊豆地域全体の活性
化につながる物流・人流・防災対策の拠点
となる地方港湾の整備充実を図る。

伊豆地域全体の活性化につながる海を利用し、伊
豆半島における地方港湾「伊東港」（ハブ港）と
して充実を図ることにより、円滑な人の交流と効
率的な物流の実現を目指すとともに、大型船接岸
岸壁など災害時等の避難ルートを確保する。

当市を含む伊豆半島は海岸沿いを走る国道135号
と鉄道が交通の幹線であり慢性的な渋滞をきたし
ているとともに、災害時には遮断される危険性が
高く、港湾整備は不可欠である。

社会資本整備重点計画法

港湾法

海岸法

・港湾整備、海岸整備における長期計画は、社会資本
整備重点計画法の施行により、他の事業とともに社会
資本整備重点計画へと一本化され、事業横断的な重点
目標を設定し事業間連携を強化するほか、これまでの
「事業費・事業量」から「達成される成果」へと計画
内容を転換し、時代の要請に応じた、より効率的・効
果的な事業実施に取り組んでいるところ。

・実際に実施する事業については、指標の達成状況や
経済動向などを見極めながら、毎年の予算編成過程な
どにおいて、より効率的、重点的な投資を図るべく実
施箇所や予算を決めていくこととなる。

5

8

・港湾整備、海岸整備における長期計画は、社会資本整備重点計画法の施行により、他の事業
とともに社会資本整備重点計画へと一本化され、事業横断的な重点目標を設定し事業間連携を
強化するほか、これまでの「事業費・事業量」から「達成される成果」へと計画内容を転換
し、時代の要請に応じた、より効率的・効果的な事業実施に取り組んでいるところ。

・地域全体の活性化につながる物流・人流・防災対策については、地元のご意見をお聞きしな
がら、引き続き推進して参りたい。

・また、海岸事業に係る要望については、新規の個別事業に係る要望であることから、今回の
提案募集の対象外であると考える。

・なお、実際に実施する事業については、指標の達成状況や経済動向などを見極めながら、毎
年の予算編成過程などにおいて、より効率的、重点的な投資を図るべく実施箇所や予算を決め
ていくこととなる。

下関市

下関市ウォー
ターフロント
地区観光客移
動円滑化構想

2064 2064010 123690

観光客の移動円滑
化のための施策の
集中・連携等の支
援

ＪＲ下関駅から唐戸周辺、火の山公園にか
けて実施中の都市再生モデル調査の検討結
果を踏まえ、規制となる事項及び施策の集
中・連携が必要となる事項についての各般
の支援措置をお願いしたい。

都市再生モデル調査の検討結果を受けて、実施す
べき事業の規制となる事項及び施策の集中・連携
が必要となる事項について支援をお願いしたい。
例えば、パノラマ遊歩道を整備する場合、海岸沿
いの幅員狭小の区域においては海岸を埋め立てて
用地を確保する必要があるが下記の規制が想定さ
れる。
（想定される例）
・海岸保全区域の指定
・自然公園法上の規制
・海岸の埋立手続
　など

現在実施中の都市再生モデルの検討結果により、
実施すべき事業について、規制となる事項及び施
策の集中・連携をお願いしたい。

海岸法第３条

海岸管理者たる都道府県知事は、海水又は地盤の変動
による被害から海岸を防護するために海岸保全施設の
設置その他第二章に規定する管理を行う必要があると
認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海
岸保全区域として指定することができる。

5
海岸法施行令第２条第１項第一号において海岸保全区域内における、公有
水面埋立法の規定による埋立の免許又は承認が受けた者が行う当該免許又
は承認に係る行為については許可を要しないと規定されています。

野田市

プライマリー
農産品を中核
とするアグリ
ルネサンス

1176 1176040 123700
まめバスによるＰ
Ｒ

地元主要産品ＰＲとコミュニュティバスの
運行をコラボレイトすることによる相乗効
果

平成１５年６月６日に野田市と関宿町が合併し、
野田市の主要産品である「えだ豆」の出荷量が全
国第１位ないし第２位になったっことから、コ
ミュニュティバスも「まめバス」と命名し市民と
一体となって地域活性化を図っている。従って、
地元主要産品ＰＲとコミュニュティバスの運行を
ドッキングし、主要産品の地産地消とまめバスの
利用促進を図る。

主要産品に対する支援（主要産品推進補助等）を
要望するもの。
・これにより、コミュニュティバスの利用推進と
地産地消を推進し市場拡大が図れる

6

茨城県

県央地域ユニ
バーサルデザ
イン推進プロ
ジェクト

1279 1279030 123710
交通バリアフリ－
の促進に対する支
援

圏域全体のバリアフリー化を促進するた
め，国土交通省等の各種支援策を広域的・
集中的に実施する。

　圏域の公共施設（水戸駅等圏域内の各駅，道
路，路線バス，その他公共施設等）のバリアフ
リー化，ユニバーサルデザイン化を短期間で実施
する。

　それぞれ策定する交通バリアフリー法に基づく
基本構想は，市町村それぞれが策定している。こ
れを圏域で策定することにより，広域的なバリア
フリー化・ユニバーサルデザイン化が可能にな
る。また，国土公通省等の補助・融資制度は数多
くあるが，これらを条件を緩和した上で，集中的
に実施することにより，圏域全体のバリアフリー
化・ユニバーサルデザイン化が短期に促進する。

高齢者，身体障害者等の公共交通機関を利
用した移動の円滑化の促進に関する法律

本法に基づき旅客施設及びその周辺の道路等に係るバ
リアフリー化の推進に係る基本構想が平成15年１２月
末日までに１１２の市町村で策定されており、本構想
に基づく施設整備について国土交通省としても支援を
している。

5
交通バリアフリー法に基づく基本構想については、複数の市町村が共同し
て策定することも可能である。また、基本構想に基づく施設整備について
も引き続き積極的に支援を行う。

48/80
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青森県
国際線を核と
した地域の活
性化

1107 1107030 123720

ビジット・ジャパ
ン・キャンペーン
の地方空港への積
極的な展開

ビジット・ジャパン・キャンペーンのより
一層の地方空港への積極的な展開

韓国国内における観光ＰＲや、韓国の旅行業者に
対する地方への旅行商品開発のための情報提供な
ど

国と地方がそれぞれに外国人観光客の増加策を進
めている中で、より効果的に国際観光の振興を図
るため

訪日外国人旅行客を飛躍的に増大するため、日本の観光
魅力を海外に戦略的にＰＲする、訪日促進キャンペーンで
ある「ビジット･ジャパン･キャンペーン」を１５年度より本格的
に実施中

5
ビジット･ジャパン･キャンペーンにおいては、地方連携事業などを通じて、地方
公共団体、民間等と連携しつつ、海外へ日本の観光魅力をＰＲするための各種
事業を実施中である。地方連携事業については、訪日旅行促進の効果が大き
いものなど、本キャンペーン事業の趣旨に合致するものについて本キャンペー
ンと連携することとしている。

藤原町
日光市
那須町
塩原町

「日光国立公
園」観光新生
プロジェクト

1173 1173040 123730

（４市町共通）
外国人観光客誘致
のための国の各種
施策の集中

外国人観光客の来訪を促進するため、国の
グローバル観光戦略に基づくビジット・
ジャパン・キャンペーン事業の当該エリア
への集中や、国の関係団体である日本観光
協会、国際観光振興機構等が行う事業にお
いて、当該エリアを中心とした本県観光地
を積極的に取り上げてもらえるよう提案す
る。

国が直接実施する事業において当該エリアを重点
的に取り上げてもらうことにより、東アジアをは
じめとする諸外国への宣伝効果が期待できるほ
か、地方連携事業の予算を投下してもらうこと
で、各市町として海外旅行エージェント・マスコ
ミ等の招請事業や観光プロモーションツールの作
成等、多様な誘致事業を展開することができる。

現行のビジット・ジャパン・キャンペーンは、単独市
町村での取組は該当とされないことや、国主導の企画
に地方が協力するような形態であることから、地方の
立場では使い勝手のよい施策ではない。効果が期待で
きる事業には、市町村や県単独でも国が積極的に助成
するようにされたい。

訪日外国人旅行客を飛躍的に増大するため、日本の観
光魅力を海外に戦略的にＰＲする、訪日促進キャン
ペーンである「ビジット･ジャパン･キャンペーン」を
１５年度より本格的に実施中。キャンペーンにおいて
は、訪日旅行促進の効果が大きいものなどについて、
地方連携事業として地方自治体等と連携することとし
ている。

8

（ビジット･ジャパン･キャンペーン事業における特定の観光地の重点的なPR）
｢地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５年１２月１９日）において、『第１（２）ニ
新たな補助金や税措置の創設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため、提案の対象とならな
い。（注：ビジット･ジャパン･キャンペーンは、特定の観光地だけでなく日本全体の国際観光の振興を図ることを目
的として、日本全体の観光魅力をPRする事業である。当該事業において、例えば、日本の観光魅力の代表例の一つと
してある観光地を取り上げることはあるが、その観光地の振興のために当該観光地を重点的に取り上げてPRすること
は、当該事業の対象範囲を超えるものとなる。）

（地方連携事業）
地方連携事業については、訪日旅行促進効果が大きいものなど本キャンペーン事業の趣旨に合致するものについて本
キャンペーンと連携していくこととしている。なお、ご要望の趣旨が地方連携事業を新たに補助事業化するべきとの
ことであれば、｢地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５年１２月１９日）において、
『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため、提
案の対象とならない。

茨城県

温泉施設を活
用した観光農
業推進プロ
ジェクト

1280 1280050 123740
交流施設のバリア
フリー化の推進

・農林水産省の施策で整備する体験交流施設に
併せて，他省の施策も実施し，施設のバリアフ
リー化を推進する。

・身障者にとって比較的体験しにくい農産物の収穫体
験等ができるように，施設のバリアフリー化を進め
る。

・交流施設のバリアフリー化を進めるため，農林水産
省の施策で体験交流施設等を整備する際，他省庁の施
策も集中して実施する。

観光基盤施設整備費補助金
平成１２年度より、地方公共団体が策定する「バリアフリー
観光空間整備計画」に基づき補助対象施設整備の費用の
一部を補助している。

8
提案が具体的に想定している事例は明確ではないが、仮に農林水産省の施策
で整備する体験交流施設に係るバリアフリー化について観光基盤施設整備費
補助金で補助すると想定すれば、目的の異なる補助制度で整備された施設に
ついて補助することになり、観光基盤施設整備費補助金要綱上補助は不可能
である。

神奈川
県

国際観光県
「かながわ」
推進構想

1285 1285060 123750
ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝでの観光情
報発信

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの中で実施して
いる海外での情報発信事業の中での、神奈
川県の観光情報の積極的なＰＲ

ＩＴを活用した情報発信体制の充実等により、神
奈川県の観光情報の海外へ発信を図る。

神奈川県の魅力を広く海外へ発信する必要があ
る。

訪日外国人旅行客を飛躍的に増大するため、日本の観
光魅力を海外に戦略的にＰＲする、訪日促進キャン
ペーンである「ビジット･ジャパン･キャンペーン」を
１５年度より本格的に実施中

8

｢地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創
設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。
（注：ビジット･ジャパン･キャンペーンは、特定の観光地だけでなく日本
全体の国際観光の振興を図ることを目的として、日本全体の観光魅力をPR
する事業である。当該事業において、例えば、日本の観光魅力の代表例の
一つとしてある観光地を取り上げることはあるが、その観光地の振興のた
めに当該観光地を重点的に取り上げてPRすることは、当該事業の対象範囲
を超えるものとなる。）

神奈川
県

国際観光県
「かながわ」
推進構想

1285 1285090 123760
外国人観光客受入
環境づくり

外国人個人旅行者が観光しやすいような環
境作り（標識・観光情報体制の整備等）

観光案内体制の充実等により、気楽に安心して観
光できる体制の整備を図る。

外国人の個人旅行者が観光しやすい環境を形成す
るため、標識・観光情報提供体制をより一層充実
させることにより、外国人観光客の増加につなが
る。

案内標識については、広域、地域内、施設・敷地内などそれ
ぞれの案内標識毎に、必要な機能や情報量、設置主体が
異なる。

2 Ⅶ
分類に応じた各案内標識の課題点を把握した上で、ルール化や統一が必要な
事項についてはガイドラインとして定めていくとともに、観光案内所における人材
育成を行う。

京都府

観光都市ｋｙ
ｏｔｏケータ
イサポート構
想

2056 2056020 123770
ケータイ関連技術
の実証実験に対す
る予算の重点配分

観光客への利便性向上を目指してケータイ
関連技術（携帯電話、ICタグ、PDA,カーナ
ビシステム、モバイル放送、地上波デジタ
ル放送等）を活用した様々な社会実証実験
を円滑に行うに当たっての国づくり推進連
携調査費(仮称）、VJC事業費等の重点配分

ケータイ関連技術（携帯電話、ICタグ、PDA,カー
ナビシステム、モバイル放送、地上波デジタル放
送等）を利用した、以下のようなサービス実現を
目指す社会実験を円滑に実施できるようにする。
・内外の観光客の個人属性、TPOにあった観光情
報をリアルタイムで提供。併せて的確な観光ナビ
サービスを実現する。　　　　　・「情報バリア
フリー」を目指したマルチ言語対応で通訳機能を
有する携帯電話やPDAを利用したサービスの提供
・おみやげ一括配送（各地の店で購入したおみや
げの配送を一括して行う）で、配送料金の低減や
「手ぶら旅行」の実現　　　・キャッシュレス観
光を目指した携帯端末利用の決済システムの実現
・修学旅行の事前学習、体験学習等をITを活用し
て更に充実したものにする。また、自由行動時間
における生徒の位置情報・個人の特定を自動的に
行ない、安全確認も行なう。更に、公共交通施設
からも人の通過後家庭や学校へメッセージ通信を
行なう。　　　　　　　　　　　　　　　・観光
行動履歴を基にしたマーケティング支援を行う。

地域の特性を活かした新しい観光サービス・コン
テンツの開発等を目指した実験等を行なうことに
より、新たな観光施策の打ち出しを図る。

（情報バリアフリー）
　自動通訳機能を持つ携帯情報端末（PDA）を活用した訪日
外国人旅行者の日本滞在中の移動支援に関する実証実
験、また、交通決済と情報入手を一つの端末で行う都市複
合型端末における交通基盤技術の開発については実施
中。

（ビジット･ジャパン･キャンペーン）
訪日外国人旅行客を飛躍的に増大するため、日本の観光
魅力を海外に戦略的にＰＲする、訪日促進キャンペーンで
ある「ビジット･ジャパン･キャンペーン」を１５年度より本格的
に実施中。

5（情報
バリア
フリー）

8（その
他ケー
タイ関
連技術
の社会
実験及
びＶＪＣ
事業費
の重点
配分）

（情報バリアフリー）
現在実施中である実証実験や技術開発の成果が有効に活用されるよう情報提
供を行っていく。

（その他ケータイ関連技術の社会実験及びＶＪＣ事業費の重点配分）
｢地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５年１２
月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な
財政支出を伴わないものであること』とあるため。（注：ビジット･ジャパン･キャン
ペーンは、特定の観光地だけでなく日本全体の国際観光の振興を図ることを目
的として、日本全体の観光魅力をPRする事業である。当該事業の中である観光
地のみを重点的に取り上げて海外に向けてPRすることは、当該事業の範囲を
拡大するものである。）

京都府

観光都市ｋｙ
ｏｔｏケータ
イサポート構
想

2056 2056080 123780
観光地における電
線類地中化の促進

来年度から国の新たな５カ年計画が策定さ
れる中、電線類地中化整備について、地方
公共団体の要望を踏まえた計画内容とする
とともに、計画に基づき、予算を重点的に
措置

・現在、整備を希望している箇所が相当数あるこ
とから、観光地を中心に電線類地中化事業の大幅
な促進を図る。

・魅力ある観光地づくりを進めるために、美しい
景観の形成が重要な課題となっているが、地上に
林立する電柱や電線類は景観を損なうものとし
て、国内外の観光客等から改善を求める声も強
く、地中化の促進を図っていく必要がある。

電線共同溝の整備等に関する特別措置法
関係省庁、関係事業者からなる各地方毎の電線類地中
化協議会において、具体の整備箇所を検討し各地方毎
の電線類地中化計画を策定し、整備推進

5
各地方毎の電線類地中化協議会において、関係する道路管理者等と連携を
図りながら観光地を中心に具体の整備箇所を盛り込んだ電線類地中化計画
を策定することにより整備を推進することが可能

珠洲に
ラスベ
ガスを
創る研
究会

観光立国に即
した対内直接
投資推進地域
（観光立国エ
クスペリメン
ト・グラン
ド・プロジェ
クト）

3044 3044010 123790

対内直接投資推進
事業と国際観光を
大きく結びつけ、
能登半島珠洲市に
おいて大きく展開
する。

対内直接投資推進事業と国際観光を大きく結びつ
け、能登半島珠洲市において大きく展開する。

日本国としてみた観光に係るお金の動きは、イン
１に対しアウト４となっており、完全なる出超状
態となっております。先進諸国ではインが大き
く、この現状を是正する必要性が今後さらに重要
視されるでしょう。
現在の製造中心の産業構造では発展途上国には大
枠としては太刀打ちできない状況が訪れると思わ
れます。その為、他先進諸国のように、付加価値
のあるサービス産業、即ち国際観光にシフトすべ
く、政府は観光立国関係閣僚会議などを設けてい
ます。今後は大きな重点国策として更に脚光を浴
びる事と考えています。
能登半島の珠洲市蛸島町の鉢ヶ崎リゾート周辺に
は、海あり山ありの広大な敷地（最大１００万坪
まで可能）は日本でまれな敷地であると考えま
す。

6
ご要望の具体的内容に不明な部分があり、現時点で当省所管であるかを確
認できないため
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千代田
区

「さくらの千
代田」観光振
興構想

1183 1183010 123800
各種補助金等の集
中適用

一地域一観光づくり推進事業、訪日外国人
旅行環境整備事業、観光交流空間整備及び
多様な主体の参加・連携促進施策検討・推
進経費、観光推奨バス実証実験、観光基盤
施設整備経費、都市公園整備事業等の補助
事業を集中的に適用する。

ＮＰＯを活用した観光ガイドボランティア育成事
業、観光交流空間づくりなど観光交流の促進、桜
をテーマにしたコンテストの実施、案内標識の効
果的・効率的な整備の検討、観光推奨バス路線の
検討、民地の桜の再生に対する助成、さくら基金
への国の参加

各種施策の集中適用により相乗効果の創出を目指
しているため、個別の対応では、不十分である。

【都市公園整備事業関係】
都市公園法第19条
　国は、予算の範囲内において、政令で定
めるところにより、地方公共団体に対し都
市公園の新設又は改築に要する費用の一部
を補助することができる。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

【観光関係】
・観光交流空間づくりモデル事業の実施により、国土交通省
内の各部局が一体的に観光を軸とした地域づくりと観光交流
拡大の取り組みを支援している。

【観光推奨バス関係】
・平成16年度において「観光推奨バス路線指定制度」を創設
し、実証実験を行うこととしている。

【都市公園整備事業関係】
・都市公園事業費補助：
　用地費１／３
　施設費１／２
（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき実施さ
れる市町村事業の費用に充当するために交付する交付金。
（平成16年度創設予定）

【観光
関係】
2

【観光
推奨バ
ス関
係】
2

【都市
公園整
備事業
関係】
8,5

【観光
関係】
Ⅶ

【観光
推奨バ
ス関
係】
Ⅵ

【観光関係】
・観光関係施策については、平成15年7月31日にとりまとめられた「観光立国行動計画」に基づいて、関係省
庁が緊密に連携しながら進めていくこととしている。また、各地方支分部局において、一地域一観光、全国
都市再生、構造改革特区の連携により、地域づくり、地域再生を省庁横断的に推進していくため、関係省
庁、地方公共団体、経済団体等が連携を図る共通プラットフォームの設置を進める。

【観光推奨バス関係】
・ご提案の具体的な内容が不明であるが、外国人旅行客にとって利用しやすい路線バスとするため、平成16
年度において「観光推奨バス路線指定制度」を創設し、実証実験を行うこととしている。

【都市公園整備事業関係】
・個別事業の要望については、今回の提案募集の対象外であると考えている。
・なお、平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとでまちづくり交付金（平成１６年度創設予
定）において対応可能となる見込み。
（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市町村事業を対象。一定の範囲内で
市町村の提案に基づく事業も対象。詳細は検討中。

愛知県

産業観光資源
を活用した国
際交流中枢圏
域の形成

1353 1353010 123810
・各府省支援策の
優先適用及び連
携・集中

当該事業計画を円滑かつ効果的に推進する
ため、次のような各府省の支援策の連携・
集中が求められる。
・国土交通省のＮＰＯ活動支援等対策事業
・経済産業省・国土交通省等の中心市街地
活性化支援事業
・国土交通省の観光基盤施設整備費補助金
・経済産業省（中部経済産業局）の産業技
術地域ネットワークミュージアムの整備
・総務省の情報通信基盤整備事業補助金等
・国土交通省のビジットジャパンキャン
ペーン事業

具体的な事業計画については、今後関係機関と調
整の上策定するが、基本的な事業項目は次のとお
り。
○産業観光を推進する専門組織としてＮＰＯ法人
を設立。
○対象地域内の市町が実施する産業観光の振興を
目的とした中心市街地活性化事業の推進。
○対象地域内の産業観光資源を結ぶ観光ルートの
設定、観光案内板の整備。
○経済産業省中部経済産業局等が推進する産業技
術ネットワークミュージアムの整備。
○観光客（外国人観光客含む。）支援のための新
たな情報提供システムの整備。
○国土交通省中部運輸局等が推進するビジット
ジャパンキャンペーンの充実強化。

当該事業計画の確実な実施を担保し、最大限の効
果を得るためには、関係府省の連携による優先的
かつ集中的な支援が必要なため。

【観光関係】
　観光交流空間づくりモデル事業の実施により、国土
交通省内の各部局が一体的に観光を軸とした地域づく
りと観光交流拡大の取り組みを支援している。
　また、ビジット･ジャパン･キャンペーンについて
は、訪日外国人旅行客を飛躍的に増大するため、日本
の観光魅力を海外に戦略的にＰＲする、訪日促進キャ
ンペーンである「ビジット･ジャパン･キャンペーン」
を１５年度より本格的に実施中である。

【中心市街地活性化関係】
中心市街地活性化推進室のホームページ
（http://chushinshigaichi-go.jp/）を参照。

【観光
関係】
 2

【中心
市街地
活性化
関係】
 8

【観光
関係】
　Ⅶ

【観光関係】
　観光関係施策については、平成15年7月31日にとりまとめられた「観光立国行動
計画」に基づいて、関係省庁が緊密に連携しながら進めていくこととしている。ま
た、各地方支分部局において、一地域一観光、全国都市再生、構造改革特区の連携
により、地域づくり、地域再生を省庁横断的に推進していくため、関係省庁、地方
公共団体、経済団体等が連携を図る共通プラットフォームの設置を進める。

【中心市街地活性化関係】
個別事業の要望については、今回の提案募集の対象外であると考える。

なお、地域からの申請に対して、補助金等の適切な運用を図る。

神奈川
県

国際観光県
「かながわ」
推進構想

1285 1285020 123820
羽田空港国際化に
対する支援

羽田空港再拡張及び国際化に向けた支援
（神奈川口構想の実現、空港内への神奈川
観光情報センターの設置、羽田空港から神
奈川方面の交通アクセス整備等）

海外観光展への出展、海外ﾏｽｺﾐ招聘事業等を通じ
て「近くなった神奈川」を積極的にＰＲするとと
もに、羽田空港を利用した旅行商品造成を働きか
ける。

羽田空港の国際化により、アジアからの観光客の
利便性が向上し、観光客の増加が見込まれる。

なし なし 5
　今後、協議会を開催し、具体的内容、実現可能性について検討してい
く。

深川市
深川市地域活
性化戦略

1018 1018040 123830
地域医療における
電子カルテシステ
ムの構築支援

ＩＣカードによる本人確認と医療サービス
提供のためのシステム構築支援

深川市の市立病院の利用者は、市内在住者よりも
近隣の町からの利用者が半数を超える。これら全
体の利用者の均一のサービス提供のために、ＩＣ
カードの広域配付を可能とし、再来受付等の医療
サービスの一元的なシステム化を可能とするとと
もに、将来の電子カルテのシステム導入にも道を
開くものである。

高度な技術的な対応を可能とするシステムの構築
のためには、国の制度事業による支援措置を要す
る。

6

深川市
深川市地域活
性化戦略

1018 1018050 123840

５ＧＨｚ帯無線ア
クセスシステムの
広域整備と開発運
用支援

５ＧＨｚ帯無線アクセスシステムによるオ
ンライン給食サービスの実証実験

地域内の生活の利便性を高め、住みよい環境と地
域コミュニティの醸成を図る。ＩＣカードによる
認証を確実に行い、企業間取引、商店街の販売促
進、高齢者、障害者等の日常用品・食料品などの
購入をネットワークにおいて行い、それを配達
サービスを組み合わせて、新たなビジネスを開始
する。それにより、地域経済の活性化と地域にお
ける雇用の拡大を図ることが可能となる。
またそのことは起業家を育成するとともに、ネッ
トワークの運営に地域のＮＰＯを活用し、地域の
活性化を図る。

高度な技術的な対応を可能とするシステムの構築
のためには、国の制度事業による支援措置を要す
る。

6

五霞町
複合型産業拠
点形成プロ
ジェクト

1028 1028020 123850
新たな産業拠点の
形成のための関連
施策の集中実施

【各種施策の集中】
新たな産業拠点の形成に資する基盤整備を
進めるため，各省庁において実施する関係
施策を集中的に展開する。

　
新４号国道における暫定４車線化（最終的には６
車線）及び主要交差点の早期立体化を実現し，
アクセス道路や上・下水道，河川改修などの基盤
整備を集中的に実施し，商業・流通業務などの
産業立地を促進する。

　
新たな産業拠点の形成に際し，事業の早期完了を
図るには，集約的な整備促進が必要である。

下水道法３４条

河川法

・下水道事業については、管渠及び処理場等に対して
補助を行っている。

・河川事業による治水対策に対する補助を行ってい
る。

5

5

5

地元の意見をお聞きしながら、引き続き推進する。

河川改修については、河川事業を適切に活用し、段階的な整備を図るもの
としており、地元の意見をお聞きしながら推進していくこととします。

新国道4号におけるボトルネックとなる交差点の立体化等については、地
元の意見をお聞きしながら引き続き事業を推進してまいりたい。

掛川市

日本救済運動
という名の地
方都市経営構
想

1064 1064010 123860

１歩行文化の確立の社会実験に
対する支援　　　　　　　　①
歩く道を媒介に地域・広域連携
と塩の道や信仰の道など古道の
復元歩行を行う。
②エコツーリズム、ウォーキン
グ効果の研究、環境保護歩道の
整備を行う。
③歩くことで切れない子どもを
育成するとともに正しい身体能
力と知的能力のバランスによる
真の道徳教育を行う

各省庁別の政策連携による相乗効果を新視点か
ら社会実験を行うことを提案する。（掛川市の
運動をベースに）
①国土交通省－歩く道を媒介に地域・広域連
携、各所・公園や河川堤防のコースを設定－国
土総合計画行政
②環境省－日本ウォーキング協会の所管省庁、
エコツーリズム、ウォーク効果の研究、環境保
護歩道 環境行政 ③文部

日本救済運動として、全市内、全市民、廻村的歩
行事業を行う。

生涯学習、地域学習、地域振興、経済活性化、健
康増進などの複合的事業に対し、支援施策を集中
していただきたい。

6 ご提案の具体的な内容が不明であり、現時点では当省所管事項を確認でき
ないところ。

下郷町
交流促進によ
る地域づくり

1184 1184030 123870

農山村景観再現の
ための都市整備関
連事業としての補
助採択容認

都市との共生・交流促進のため、農山村景
観形成重点地域を位置づけ、農山村景観の
整備・再現を行うにあたり、関係する府省
庁における支援施策の対象化

町内の国道沿線や中心地などを除く地域を農山村
景観形成重点地域に位置づけ、無電柱化や電柱等
の移転、水車やバッタリなど昔ながらの施設を再
現することにより、町最大の観光地である大内宿
との調和や都会からの訪問者に安心感を与える農
山村の景観が形成され、長期滞在型の訪問者拡大
につながっていくことにより、地域経済の活性
化、地域雇用の創出が得られる

無電柱化や電柱移転は、地域近代化施策として事
業補助がなされているが、農山村区域ではの交流
促進のための景観形成が求められており。、都市
などの中心街と同様に対象区域としての容認を必
要とするため

道路局所管補助事業採択基準
（電線共同溝整備事業）

電線共同溝整備事業については、採択基準において、
以下に該当するものを採択することとしている。
①安全かつ円滑な道路交通の確保、都市災害の防止、
都市景観の向上等をはかるため、電線類の地中化の必
要性が高い道路の区間
②交通量が多い区間、交通渋滞の著しい区間、防災上
重要性の高い区間等道路管理の高度化が必要とされる
区間

5

電線共同溝整備事業については、採択基準において「都市景観の向上等を
はかるため、電線類の地中化の必要性が高い道路の区間」とされており、
景観形成上整備を推進する場合は、補助事業として採択する。
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愛知県
豊田市

都市農山村共
生活性化構想

1192 1192050 123880

都市と農山漁村の
共生・対流の推進
についての、施策
集中化

現状、関係省連絡会議による優良事例集の
配布や、民間の会議｢オーライニッポン会
議｣等において取組みがなされているとこ
ろであるが、市町村合併に伴う都市と農産
漁村の共生については、施策の集中化によ
る関連事業の優先集中採択、総合補助金化
等による、政策の選択と集中化を望む。

地域連携システムの整備、グリーンツーリズムの
推進、地産地消の仕組みづくり、多様な居住環境
整備、都市と農山村の交流・共生を支える交流基
盤の整備推進について、既存制度の統合化による
国支援策の利用促進、及び個性を活かした市単独
事業の実施による地域活性化を図る。

現状、国の関連事業メニューが、省庁ごとに非常
に細分化して市町村にとっては利用しにくいた
め、統合化し整理して、その利用勝手を向上させ
るとともに、対象外となっている事業を明確化さ
せることにより単独事業対応を進めるため。

総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水
産省、経済産業省、国土交通省、環境省、
都市と農山漁村の共生・対流に関する副大
臣プロジェクトチーム、都市と農山漁村共
生・対流関係省連絡協議会

　都市と農山漁村の共生・対流の推進に関しては、関
係省の副大臣によるプロジェクトチーム及び都市と農
山漁村共生・対流関係省連絡協議会において関係各省
で連携して取り組んでいるところ。

5

　平成１６年度においては、関係省連携の下で「政策群」として位置付け
て取り組む。
　各省連携し、都市と農山漁村の共生・対流に関連する施策を取りまと
め、地方公共団体に配布する。
 「都市と農山漁村の共生・対流推進会議（オーライ！ニッポン会議）」
の活動について各省連携して支援する。

加西市

「花と歴史と
愛のまち－か
さい」を活か
した産業再生
計画

2007 2007020 123890
第三セクターに対
する総合的支援

公共性が高い第三セクターについては、ま
ちづくり的及び福祉的等の視点から施策の
集中を図り、総合的に支援を行う。

第三セクターによる鉄道及び再開発ビルについて
は、公的セクター職員の派遣容認及びＰＦＩの導
入支援等まちづくり的及び福祉的等視点からの施
策の集中の総合的支援を行い、商業及び観光業の
再生につなげ、中心市街地の地活性化を図る。

外部と中心市街地を結ぶ鉄道や再開発ビルの管理
について、特に鉄道については福祉的な意味合い
が強いため、維持・活用することが困難となって
いる。福祉的意味合いが強い等の第三セクターに
ついては厚生労働省の支援や市街地活性化につな
げるための関係省庁の総合的な支援が必要であ
る。

第三セクター（転換鉄道）に対し、事業開始後５年間
経常損失額の１／２を補助（平成７年度に全て終了） 8

「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１(2)二　新たな補助金や税措置の創設
など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。

本渡市
中心市街地周
辺総合活性化
事業

2125 2125010 123900
各種補助事業の集
中的な投入

文化施設や商業施設、観光施設を有機的に
連結し改修、整備を行うため、それぞれの
省庁で補助制度を集中的に投入することで
事業効果を高め、観光客の増加をはじめ、
中心市街地の総合的な活性化を図るもの。

区域内に存在する文化施設や商業施設、観光施設
を有機的に連結し、観光客の誘致や地元住民の憩
いの場となるようなゾーンを形成します。そのた
めには、周辺の区画整理（家屋の移転や商店街の
再構築）や祗園橋周辺の公園化、切支丹館の改修
整備、連絡道路の整備、旧ニチイビルの改修など
一連の事業が必要となります。これらの事業には
それぞれの省庁で補助制度がありますが、これら
を集中的に投入することで事業効果を高め、観光
客の増加をはじめ、中心市街地の総合的な活性化
を図るものです。

それぞれの省庁で所管する補助事業は採択基準や
時期などにばらつきがあり、総合的な事業の実施
に支障がある。

【観光関係】
　観光交流空間づくりモデル事業の実施により、国土
交通省内の各部局が一体的に観光を軸とした地域づく
りと観光交流拡大の取り組みを支援している。

【中心市街地活性化関係】
中心市街地活性化推進室のホームページ
（http://chushinshigaichi-go.jp/）を参照。

【観光
関係】
 2

【中心
市街地
活性化
関係】
 8

【観光
関係】
　Ⅶ

【観光関係】
　観光関係施策については、平成15年7月31日にとりまとめられた「観光立国行動
計画」に基づいて、関係省庁が緊密に連携しながら進めていくこととしている。ま
た、各地方支分部局において、一地域一観光、全国都市再生、構造改革特区の連携
により、地域づくり、地域再生を省庁横断的に推進していくため、関係省庁、地方
公共団体、経済団体等が連携を図る共通プラットフォームの設置を進める。

【中心市街地活性化関係】
個別事業の要望については、今回の提案募集の対象外であると考える。

なお、地域からの申請に対して、補助金等の適切な運用を図る。

荒尾市

荒尾市におけ
る中小企業及
び観光と農漁
業の共生対流
活性化事業

2153 2153050 123910

農林水産省、国土
交通省、経済産業
省、厚生労働省の
補助事業の集中化

荒尾市の地域再生拠点施設には、農林水産
省の農業構造改善事業、民間結集型アグリ
ビジネス創出技術開発事業、漁業経営構造
改善事業、国土交通省の道の駅整備事業、
経済産業省の地場産業等活力強化補助金、
伝統的工芸品産業振興に関する法律第７条
（共同振興計画）に基づく補助事業、厚生
労働省の地域再生雇用支援ネットワーク事
業の集中化の要請。

（１）観光土産品や地域農水産物を販売する「特産品マーケット」の建設
　・地域ブランドである「荒尾梨」を始めとして鮮度と低農薬の差別化農水産
物の直売施設
　・地元食品製造業者等による地場農水産物を原料にした観光土産品を販売す
るもので、例えば梨工房のできたてお菓子や、豆　腐、こんにゃく等の「でき
たて商品」のテナントが共存するマーケット施設
  (事業効果）　販売額７億７千万円、雇用１８名（職員２名、パート１６
名）が見込まれる他、梨の新フードシステム、遊休農地の活用、転作地の作付
による土地利用等の向上が見込まれる。
（２）特産品加工施設の建設
　特産品である梨や米（パン）、のり加工を始めとして、地元・新鮮・安全な
素材を使ったスローフードの惣菜づくり等を行う。
　（事業効果）　雇用１２名（職員１名、パート１１名）
（３）オーガニックレストランの建設
　レストラン隣接の農場や地元で作られた安全・新鮮な素材を使った健康メ
ニューや、梨を使った料理を提供する。
　（事業効果）　販売額7,500万円、雇用５名（職員１名、パート４名）
（４）国の伝統工芸品である「小代焼」の実演・体験と展示即売施設、小代焼
の陶芸を楽しんでもらうことと小代焼７窯元の特徴ある作品を展示・販売し、
国の伝統工芸品としての価値を宣伝し、小代焼窯元の振興を図る。
　（事業効果）　販売額1,７００万円、雇用２名（パート２名）
（５）市民農園や体験農園、親水施設、健康ロードの整備
　遊休農地や周辺の山林、川を活用して市民農園、梨のもぎとり体験農園、訪
れる人がリフレッシュできる健康ロード、親水施設を整備する。
　（事業効果）　販売額２４万円、雇用２名（職員２名）の他、遊休地の活用
と特産品である梨の振興
（６）情報双方向向施設
　道路情報、観光施設の案内だけではなく、生産者と消費者、観光客と販売拠
点、観光施設の双方を結ぶネットワークの構築と特産品の販売や観光の振興が
図られる。
　（事業効果）　販売額（インターネット及び通販）2,000万円、雇用３名
（職員１名、パート２名）
（７）その他、駐車場、トイレの整備

本市構想は地域の農水産業、地場中小企業、観光
の振興及び広域交流の推進を図るため、それらが
一体的に融合した拠点施設建設であるので、一体
的な支援が必要である。

建設省道企第１９号（平成5年2月23日付）
「道の駅」は地域の創意工夫により道路利用者に快適
な休憩と質の高いサービスを提供する施設である。 5 「道の駅」の登録要件に合致していれば「道の駅」として登録可能であ

る。なお、具体の内容については個別の相談に応じる。

八尾町

「日本の駅」
越中八尾ス
ロータウンス
テーション構
想

1324 1324010 123920

越中八尾駅前周辺
整備事業を総合
的、一体的行うた
め県・町・民間等
の輻輳する事業に
ついて町など一括
採択を受けて実施
することができる
補助金制度の創設
（日本の駅・八尾
の採択）

八尾町中心市街地活性化基本計画において
重点地域に位置付けた福島地区のJR越中八
尾駅前の周辺整備事業を総合的、一体的に
実施するため県・町・民間等の輻輳する事
業について「日本の駅」という理念の基に
町などが一括採択を受けて実施することが
できる補助金制度を創設していただて実施
することとしたい。

①駅舎建替え事業･･･駅・まち一体改善事業の推
進事業
②まちづくり総合支援事業（福島大橋建設事業
③街路事業（町並み景観）
④県道改良事業
⑤小売商業等店舗集団化事業（ＴＭＯ・市街地再
開発組合）
⑥観光物産館等建設事業（小規模企業支援事業）
越中八尾駅周辺整備事業として上記事業を一体的
に行う。効果としては、快適で魅力的な駅舎の建
替えやコミュニティホールや情報発信機能を有す
る観光案内施設、地区の利便性・アクセス性向上
のための道路整備及び駅前ひろばや駐車場・駐輪
場の整備等を「おわらのまち」にふさわしい空間
演出、町並みの形成づくりという共通の理念で建
設することにより快適で魅力ある都市空間が創出
することにより年間１００万人の観光が来町し、
通年型観光による商業の活性化を実現することが
できる。

八尾町が進める駅舎の建設（再生）に合わせて実
施の要望が強い県道の狭隘部分を拡幅改良や商工
会､商店街が進める１００万の交流都市を実現す
る商業機能の再生、コミュニティ機能、情報発信
機能を強化する施設の整備事業等の実施において
は日本の貴重な歴史的な空間を再整備するという
共通の理念の基で実施する必要があることから、
一括採択による各種施策の集中と連携が必要であ
る。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

まちづくり総合支援事業は、平成１６年度予算におい
て廃止予定。

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

8,
5

個別事業の要望については、今回の提案募集の対象外であると考えてい
る。

なお、平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとでまちづく
り交付金（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市
町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細
は検討中。

北海道
滝川市

商業都市の再
生

1390 1390090 123930
各府省の支援策の
連携・集中

①まちづくり交付金②文化芸術による創造
のまちづくり③ＮＰＯ活動等の活性化支援
④生涯学習まちづくりモデル支援事業⑤地
域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ基盤施設整備事業

①ー③は「中心市街地ゾーン関係」で①は広場や
駐車場の整備②五十嵐デザインアート塾（ＮＰ
Ｏ）におけるアート活動関係③は駅前再開発ビル
内ＮＰＯたきかわホールの活動等市民活動④⑤は
「郊外型広域拠点集積ゾーン関係」で④は國學院
短大での生涯学習事業展開関係⑤公設民営図書館
関係

総合的かつ弾力的な施策として事業の具現化に有
効である。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

8,
5

個別事業の要望については、今回の提案募集の対象外であると考えてい
る。

なお、平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとでまちづく
り交付金（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市
町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細
は検討中。

大平町
農業・商業・
住居が融合す
るまちづくり

1115 1115010 123940

市街化調整区域に
おける開発許可の
緩和と農地転用許
可の一元化。

市街化調整区域内の開発許可をするにあた
り，地域経済の活性化につながり、地域の
実情にあった区域であれば都市計画法第３
４条１０号イ・令第３１条の規制緩和及
び、農業振興地域整備計画に関する法律第
１３条第２項、農地法第４条及び第５条の
規制緩和及び事務手続きの一元化を提案し
ます。

地方交付税や国庫補助金等の縮減が現実のものと
なりつつある中で、市町村は独自の努力で何とか
生き残りを模索していますが、まちづくりの権限
のほとんどが市町村に委譲されていません。そこ
で、地域の再生を行うためには、市街化調整区域
内の大規模商業施設等の開発許可が必要とされま
す。そこで、国県道の４車線以上の路線や市街化
区域が隣接している地域などの一定の条件がクリ
アされれば当該地区の開発許可になる規制緩和策
等が必要となります。

市街化調整区域内においての開発行為については，都市計画法
３４条で立地基準を定めております。その中に､同条10号の
（イ）で県の審査会の議を経て許可になる事項も含まれており
ます。この法第３４条１０号（イ）並びに同法施行令第３１条
では､当該の利用目的が限定されているわけでありません。と
ころが県で定めている開発審査会への提案基準では､非住居系
とりわけ商業系の開発行為の許可は難しくなっています。また
当該区域内に４haを超える農地等が含まれる場合には､地方農
政局農地転用担当部局との調整が必要になることや農業振興地
域の整備に関する法律第１３条第２項の要件のクリアが必要と
されることから規制緩和の調整が必要です。よって、開発許
可、農地転用許可時の規制緩和及び手続き等の一元化を提案し
ます。

都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、都
市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければならな
いが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺における
市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化
区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発
行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経て
個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区域の周辺における市
街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認めら
れる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又は予定建築
物の用途を限り定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能となっ
ており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度運用指針において、画一的な
運用でなく地域の実情等に応じた運用を行うことが望ましいことを示している。
　また、地方自治法第２５２条の１７の２により、都道府県条例で定めるところにより都道府
県知事の権限に属する事務の一部を特段の人口要件の限定なく市町村が処理できる（１５年１
０月段階で本条項により政令指定都市、中核市、特例市以外に全国で２１８の市町村・特別区
に開発許可の権限が移譲）こととなっており、本制度の活用による開発許可権限の移譲につい
て開発許可権者である栃木県とご相談されたい。

51/80
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磐梯町

仏都・会津の
シンボル磐梯
町への定住化
構想(過疎地域
からの脱却の
ための地域再
生）

1232 1232010 123950
各種許可制度の一
括許可申請及び一
括許可制度

過疎地域からの脱却の地域再生プランに関
しての各種許可申請について農地法・農業
振興地域の整備に関する法律･都市計画法
等に係る許可申請及び許可について一括し
て取り扱い、併せて基準面積の緩和等を図
る

各種申請の一括許可申請により統一的な申請が行
われることにより、事務の簡素化が図られ、又各
種許可を簡素化することになる。

各種許可申請を従来の方法により申請する場合は
時間と書類作成に手間がかかりすぎ、小さい町村
では対応できずに断念するか、長期的な対応をし
てきた。

国土利用計画法第23条

都市計画法第２９条

国土利用計画法第23条に基づく事後届出制度は、一定規
模（市街化区域2千㎡、都市計画区域5千㎡、都市計画区域
外1万㎡）以上の土地の取引後２週間以内に土地の利用目
的等を都道府県知事に届け出る制度である。

開発行為をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受
けなければならない。

3

5

国土利用計画法第23条に基づく事後届出制度は、適正かつ合理的な土地利用を図る
ため全国の土地を対象に土地の取引段階において利用目的を審査する制度であり、
特定の地域・行為に対して開発段階で規制を課す農地法や都市計画法等とは、規制
の対象地域、時点、手法において異なるものである。そのため、これらの許可申請
と一括して取り扱うのは困難である。

国土交通省では、技術的助言として示している開発許可制度運用指針において、関
係行政機関との調整に関する横断的組織である土地利用調整会議等を設ける等によ
る機動的な審査体制の整備、農地転用許可権者との相互の連絡調整を行うことが望
ましいこと等を示しており、許可事務の迅速化、円滑化を図ることを促している。

届出を必要とする土地取引の面積要件
の緩和ができないか検討し回答された
い。

3

事後届出制度は、周辺地域の土地利用や自
然環境等に及ぼす影響が大きいと考えられる
一定規模以上の土地取引について、公表さ
れている土地利用計画への適合性と周辺地
域の適正かつ合理的な土地利用を図る上で
の著しい支障の有無を審査する制度である。
したがって、届出の面積要件を緩和すると、
大規模な土地取引によって生じる土地利用の
変化や周辺環境への影響、土地利用計画へ
の適合性等について早期に把握し、必要な措
置を講じることができなくなるので、適当では
ないと考える。

真壁町
歴史的たたず
まいを活かし
た地域づくり

1004 1004010 123960

総合的・一体的な
まちづくりのため
の施策の集中・連
携

歴史的街並みの再生・保存や伝統的文化の
継承・地場産業の振興当を総合的・一体的
に進めるため，各省庁の関連事業を連携さ
せる。

都市計画事業のメニューに取り組んだ際，それら
の調査を特定したものだけでなく，全体的な整備
計画を作成することが可能にし，該当する事業を
随時導入できるような仕組みにする。
また，同時に伝統的建造物群保存対策のための学
術的調査を同時に行えるようにする。

都市計画事業を導入する際，事業ごとのメニューに
従って行わなければならず，同じ場所で似た事業を導
入する場合，新たな調査を行わなければならず，地域
住民の負担にもなる。そこで総合的な事業計画を作成
することにより，全ての事業に取り組めるようになれ
ば負担も少なく，合理的であるため。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において一部
改正予定）

（街なみ環境整備事業）
街なみ環境整備事業制度要綱

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき実施さ
れる事業の費用に充当するために交付する交付金。（平成16
年度創設予定）

（街なみ環境整備事業）
街なみ環境整備事業により、生活道路、小公園等の地区施設
整備、良好な美観を有する街なみの形成を行っているとこ
ろ。

5
平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとでまちづくり交付金（平成
１６年度創設予定）において対応可能となる見込み。　　　　　　　（まちづくり
交付金）　都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い
市町村の提案に基づく事業も対象。詳細は検討中。

長野県
コモンズの視
点からのまち
づくり

1068 1068030 123970
都市計画法の開発
許可の条例優先

都市計画法第29条及び第43条の開発許可判
断は、事前協議を行う「まちづくり条例」
の判断後に行うため、開発行為実施の確実
性が認められない場合の規定を設け、確実
性の判断のひとつとして、申請において、
法令や条例により義務付けられている行政
庁との協議を現に行っていなければ、当該
許可の判断を行わないこととする。
（参考：農地法施行規則第５条の１６－２
及び第７条の５）

都市計画法の開発許可判断は、事前協議を行う
「まちづくり条例」の判断後に行うこととするこ
とにより、地域の合意が開発行為の誘導につな
がっていくことになる。

都市計画法の許可基準に適合していれば、その地
域にふさわしくない建造物や、他の地域の経済活
動に影響を与える開発許可がされている。

都市計画法第２９条
開発行為をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受
けなければならない。 5

都市計画法の開発許可申請がなされる前の関係住民や行政機関との調整手
続を要綱や自主条例により定めることは現行制度上可能であると考えられ
る。

愛知県
豊田市

都市農山村共
生活性化構想

1192 1192100 123980
生活インフラの整
備

下水道施設等生活インフラ整備の一元的財
源付与

下水処理施設等生活インフラは、市街化区域や農
業振興地域を一体的に処理対象区域として整備
し、維持管理することが効率的な場合があるの
で、補助事業の対象範囲の拡大と弾力化を行う。

生活基盤整備は、農山村居住を推進する上で重要
である。 3 それぞれの観点から事業毎の要件に基づき事業を実施している。上記趣旨

から一元化は不可能である。
提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 3

それぞれの観点から事業毎の要件に基づき
事業を実施している。上記趣旨から一元化は
不可能である。

豊川
市、
ＴＭ
Ｏ、
豊川地
区商業
観光活
性化委
員会

万博と地道な
まちづくりに
よる豊川稲荷
門前町観光商
業活性化

1301 1301030 123990
既存の中心市街地
活性化法関係補助
制度等の統合化

　中心市街地活性化法関連の各省庁の既存
補助制度等を統合化し、ひとつの制度へと
統合化し、複数の交付申請、実績報告、完
了検査などの手続きを簡略化する。また、
統合化することで、投資の重点化が図ら
れ、効果的な補助制度等になる。

　国土交通省のまちづくり交付金、経済産業省の
リノベーション補助金、総務省の起債事業などを
数年の間で重点実施する場合に、申請等の手続き
がひとつのもので完了することで、申請者側及び
各省庁にとっても事務の簡素化につながり、効果
的である。
　また、統合化により、熟度の高い中心市街地活
性化事業に重点的に投資することができ、効果的
な補助執行ができる。
【活用予定補助制度】
まちづくり交付金(国交省)
景観形成事業推進費(仮称)(国交省)
中心市街地総合補助金(経産省)
リノベーション補助金(経産省)

　事業主体、所管省庁などバラバラなため、申請
手続きに人件費が割かれたり、重点的な事業実施
ができなかったり、効率的ではない。

－
各種補助制度は､それぞれの補助の目的に沿って運用さ
れている。 3

提案の補助制度等の統合化は困難である。

中心市街地活性化については､中心市街地活性化関係府省庁連絡協議会において、
基本計画に位置付けられた事業の支援方針等について協議する等、各府省庁が連携
して支援しているところ。

なお、提案の事務の簡素化等については、一定の要件のもとでまちづくり交付金
（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必
要な幅広い市町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。
詳細は検討中。

豊川
市、
ＴＭ
Ｏ、
豊川地
区商業
観光活
性化委
員会

万博と地道な
まちづくりに
よる豊川稲荷
門前町観光商
業活性化

1301 1301040 124000
省庁横断型の交付
金制度の創設

　中心市街地活性化にあたって、地元のま
ちづくり活動に即応して、省庁横断的に重
点的に支援をしていただく必要がありま
す。道路事業と店舗等のファサード整備を
あわせて行う場合には、国土交通省と経済
産業省に別々に補助申請をするのではな
く、また、必ず同時に事業化できるよう
に、申請から交付決定まで、省庁横断の統
一窓口で行うなど、補助金制度の統合化を
していただきたい。そして、統合化した補
助制度を市町村の裁量により柔軟に執行で
きるように一括交付金としていただきた
い。
　また、地道なまちづくりを支援するた
め、任意のまちづくり団体も補助対象団体
とし、当該団体が行う社会実験等も補助対
象事業とする。

　国土交通省補助事業による豊川市の道路整備、
経済産業省所管の法人格を持たない任意の団体が
行うイベントに対する補助、経済産業省補助事業
によりＴＭＯ又は事業協同組が行う観光核施設整
備などの複数の活性化事業を同時に効果的に推進
する。
　事業の実施時期を地元のまちづくりの状況を勘
案し、場合によっては、社会実験を行い、その検
証に基づき、事業を効果的に執行することで、よ
り高い補助金の費用対効果が得られる。

　事業主体、所管省庁などバラバラなため、申請
手続きに人件費が割かれたり、重点的な事業実施
ができなかったり、効率的ではない。

－
各種補助制度は､それぞれの補助の目的に沿って運用さ
れている。 3

提案の省庁横断型の交付金制度の創設は困難である。

中心市街地活性化については､中心市街地活性化関係府省庁連絡協議会において、
基本計画に位置付けられた事業の支援方針等について協議する等、各府省庁が連携
して支援しているところ。

なお、提案の事務の簡素化等については、一定の要件のもとでまちづくり交付金
（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必
要な幅広い市町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。
詳細は検討中。

四日市
市

生活排水対策
総合推進構想

2158 2158010 124010
流域別下水道整備
総合計画の見直し
の弾力化

下水道と農業集落排水施設との接続に関す
る連携については、既に関係省庁間で調整
されているところであるが、農業集落排水
施設を公共下水道に接続を計画する場合、
双方の計画に位置付ける必要がある。下水
道事業は流総計画の見直しが10年に1度と
されており、暫定見直し等制度の簡素化を
図る。

八郷地区、下野地区、三重地区、県地区、小山田
地区、内部地区等の市街化調整区域の下水道計画
区域を農業集落排水事業で整備し、公共下水道幹
線へ接続する。

本市の公共下水道整備が遅れており（平成14年度
末下水道普及率５６％）、市街化区域内の整備に
あと35年かかる事から、市街化調整区域の下水道
計画区域を農業集落排水事業と連携を図りながら
整備を進める必要がある。

下水道法第２条の２第７項

建設省都下企発第35号（昭和46年11月10
日）「下水道法の一部を改正する法律の施
行について」

流域別下水道整備総合計画の見直しについては、１０
年に一度と定めてはおらず、社会情勢の変更等を考慮
して原則５年ごとに行うよう通知しているところであ
る。
また、下水道法第２条の２第７項において自然的・社
会的条件等の変化により流域別下水道整備総合計画を
変更する必要が生じたときには遅滞なく変更しなけれ
ばならないとされている。

5
下水道法第２条の２第７項に定められているとおり、流域別下水道整備総
合計画を自然的・社会的条件等の変化により変更する必要が生じたときに
は、遅滞なく変更しなければならない。

四日市
市

生活排水対策
総合推進構想

2158 2158020 124020
下水道へ接続する
農業集落排水事業
の計画の承認

農業集落排水事業の計画には処理場の設置
が義務付けられているが、効率的な整備の
ため、当初から公共下水道への接続を容認
する

保々地区、県地区等の既存の農業集落施設の処理
場を廃止して下水道に接続することにより、処理
施設の更新費用を節減し、新たな整備地区の事業
を推進する。

本市の公共下水道整備が遅れており（平成14年度
末下水道普及率５６％）、市街化区域内の整備に
あと35年かかる事から、市街化調整区域の下水道
計画区域を農業集落排水事業と連携を図りながら
整備を進める必要がある。

建設省都下公第46号（平成12年12月1日）
「下水道と農業集落排水施設とを接続する
場合の留意事項について」

・下水道事業は、汚水の排除、トイレの水洗化、浸水の防止
等といった生活環境の改善、及び河川等の公共用水域の水質
保全等を目的として、主に市町村が事業主体となって事業を
実施している。
・各都道府県が市町村の意見を反映した上で策定している汚
水処理施設の整備に関する総合的な計画である「都道府県構
想」により汚水処理施設の適切な役割分担が図られている。
・農業集落排水区域に近接するところまで下水道が延伸する
など、処理場の共同化が効率的となる場合については、下水
道と農業集落排水施設との接続を実施しているところであ
る。

5
建設省都下公第46号（平成12月1日）「下水道と農業集落排水施設とを接
続する場合の留意事項について」に基づき、農業集落排水施設と下水道の
接続の実施が可能。

52/80
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あさぎ
り町

石倉を拠点と
した駅前商店
街の活性化

2161 2161020 124030
地域資源を利用し
たまちづくりに対
する財政支援

石倉を活用したまちづくりは、商店街の活
性化、文化遺産の保存、観光振興など多様
な効果が期待されるため、所管省庁の枠を
越えた財政措置の検討をお願いしたい。

免田駅前商店街の活性化策の一つとして、地域に
ある石倉を資料館、ギャラリーホール、店舗等に
改造し利用することを検討している。また、他の
地区にある石倉をここに移設することにより、石
倉を活用したまちづくりに展開することも検討中
である。

石倉の移設等には多額の費用が必要であり、財政
が厳しい中で事業を進めていくためには国の財政
支援が必要である。

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

8,
5

個別事業の要望については、今回の提案募集の対象外であると考えている。

なお、平成１６年度予算成立前ではあるが、一定の要件のもとでまちづくり交付金
（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見込み。

（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市町村事業
を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細は検討中。

北海道
循環社会の形
成

1350 1350010 124040
廃棄物の一元処理
維持管理の一元処
理

汚泥のコンポスト化による農地の再生（良質な有
機質肥料で土壌の活性化）
維持管理の統一
コスト縮減

農村地域の有機性資源再利用 6

富岡町

一級町村道の
補助制度の充
実と推進につ
いて

1155 1155010 124050
隣接町村道の整備
による地域の連携

隣接町村にまたがる観光資源について広域
的な環境の整備を図り、地域の再生を目指
す。

隣接町村道の整備 ２８と同じ

○道路整備費の財源等の特例に関する法律
第５条第１項

○緊急地方道路整備事業（みちづくり交付
金事業（地方道路整備臨時交付金））につ
いて

○みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）
では、地域の課題に対応して、一定の地域で一体的に
行われる事業に対して交付金を交付する。

5
○地域の課題に対応した拠点整備にあわせ、周辺道路の整備を集中的に行
う必要がある場合などに、みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付
金）を活用することで、このような地域が連携して実施する事業の支援が
現行制度でも可能

愛知県
豊田市

都市農山村共
生活性化構想

1192 1192090 124060
交通インフラの整
備

一般市町村道、農道、村道の有機的利用促
進のための整備推進

一般市町村道、農道、村道は、現実では一体とし
て道路ネットワークを形成しているため、個別省
庁ごとの採択基準によらない、ネットワークとし
ての道路利用のための採択基準の新設

道路の一体的整備の推進は、都市と農山村の交
流・共生を支える上で必要である。

道路整備費の財源等の特例に関する法律第
５条
みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時
交付金）

地域において、道路ネットワークを形成する道路であ
るならば、道路法第７条や第８条に基づき、道路法で
認定すべきであり、道路法で認定されたされた道路で
あれば、みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交
付金）により、一定の地域において地域の課題に対し
て、一体に行われる道路整備が可能。

5
道路法の道路として、道路整備が必要な場合、一定の地域において地域の
課題に対して、一体に行われる道路整備を、みちづくり交付金事業（地方
道路整備臨時交付金）事業で、今後とも支援していく。

愛知県
新城市

ＤＯＳ地域再
生
プラン

（Do outdoor
sports）

1236 1236040 124070
利用者へ親切な快
適空間の形成

各種の団体・機関ごと設置している標識や
案内板の様式の統一又は一元化

誰でも来ることのできる、わかりやすい案内板を
設置する。

各機関が独自の様式で各々に設置してあり、分か
りにくい。

案内標識については、広域、地域内、施設・敷地内などそれ
ぞれの案内標識毎に、必要な機能や情報量、設置主体が
異なる。

2 Ⅶ 分類に応じた各案内標識の課題点を把握した上で、ルール化や統一が必要な
事項についてはガイドラインとして定めることを検討していく。

平田村

平田ICを活用
した地域活性･
交流促進事業
構想

1271 1271060 124080

本構想の実施にあ
たり、国土交通省･
環境省･農林水産
省･経済産業省・総
務省･文部科学省な
どの公園整備･基盤
整備･地域活動に係
る助成･支援策の一
元化

同一地域で行われる同一または類似の政策
目標を有する複数の施策であって、複数の
府省に所管がまたがっているものについ
て、それらの施策を統合して実施し、また
は進行管理を調整する。

平田村の美しい自然や環境、多彩な産業展開への
取り組みを背景に、あぶくま高原道路平田IC整備
のインパクトを生かして、持続発展的な地域経済
の活性化と、周辺市町村はもとより広域的な観
光･文化交流を促進するため、平田IC周辺地域に
おいてハード･ソフト両面から、①『道の駅ひら
た』整備計画、②『あぶくま高原ファミリー牧
場』整備計画、『ほたるの里』河川公園整備計画
に取り組むものです。

同じような施策内容であるにもかかわらず、府省
が異なると手続きも異なり、またその調整にも多
大な時間と手間を要することから、大きな特定目
的の施策の場合は、内容の統合化と窓口の一本化
をしていただきたい。

観光交流空間づくりモデル事業の実施により、国土交
通省内の各部局が一体的に観光を軸とした地域づくり
と観光交流拡大の取り組みを支援している。

2 Ⅶ

観光関係施策については、平成15年7月31日にとりまとめられた「観光立
国行動計画」に基づいて、関係省庁が緊密に連携しながら進めていくこと
としている。また、各地方支分部局において、一地域一観光、全国都市再
生、構造改革特区の連携により、地域づくり、地域再生を省庁横断的に推
進していくため、関係省庁、地方公共団体、経済団体等が連携を図る共通
プラットフォームの設置を進める。

浜松市
世界都市浜
松・中心市街
地活性化構想

1369 1369020 124090
まちづくりに応じ
た交通政策への支
援体制の確立

横断歩道，交通規制標識等をはじめとする
道路施設の設置は，交通安全・円滑の観点
から，道路交通法及び道路法により，公安
委員会と調整を図ることとされている。し
かし，道路交通に関する市民からの要望
は，市へ寄せられ，そこから地元警察へ要
望する場合が多く，地域住民と一体となっ
た交通政策が図られにくい状況にある。現
在のまちづくりの主流となっている，誰に
もやさしいまちづくりの観点から，住民意
見を反映させるため，道路施設の設置・廃
止にかかる，パブリックインボルブメント
やパブリックコメントなど協議の場の設置
を進めるとともに，道路においてもまちづ
くりの方針や将来像を加味した施策に対応
した，歩行者空間のより一層のユニバーサ
ルデザイン化を推進するための支援をお願
いする。

道路空間の回遊性の向上のため，歩行者導線の連
続性や歩きやすさを創出させるために，中心市街
地に横断歩道を設置するなど歩行者環境の改善を
図る。《横断歩道設置希望箇所》①主要地方道浜
松停車場線　松菱前②国道152号　市役所前③主
要地方道浜松停車場線　郵便局前

都道府県公安委員会は、信号機又は道路標識等を
設置、管理して道路における交通の規制を実施し
ている。計画区域内における道路施設の設置・廃
止については，今後とも公安委員会と継続して協
議をお願いするが，本市はすべての人が暮らしや
すいユニバーサルデザインのまちづくりを進めて
いることから，協議に住民意見も含めた方法を採
用するなど，円滑な事業推進を図る。
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浜松市

世界都市浜
松・ユニバー
サルデザイン
構想

1370 1370010 124100

ユニバーサルデザ
インを考慮した交
通体系への支援・
協力

道路施設の設置は，交通の安全・円滑の観
点から，道路交通法及び道路法により，公
安委員会と調整を図ることとされている。
歩行者空間のより一層のＵＤ化を推進する
ための支援として，まちづくりの方針や将
来像を加味した施策への対応をお願いする
とともに，誰にもやさしいまちづくりの観
点から住民意見を反映した道路施設（横断
歩道・交通規制標識等）の設置及びユニ
バーサルデザイン化を推進する。

歩行者が平面交差できないことが歩行者の回遊性
を阻害しているため，主要な歩行ルート上に横断
歩道を設置するとともに，既設の立体横断施設
（地下道，歩道橋など）との併用による連続性あ
る平面移動を実現する。ユニバーサルデザインの
まちづくりを推進し，歩行者導線の連続性や歩き
やすさを創出するために，道路の平面交差化や段
差の解消，休憩所の設置など歩行者環境の改善に
向けた整備を推進する。また，道路法，道路交通
法にユニバーサルデザインの視点を加える。

中心市街地は，歩行者通行量が多いにもかかわら
ず，公安委員会との協議の中で，まちづくりの方
向性及び将来像よりも，交通の安全・円滑の観点
から歩車分離の道路設計が進められ，車両優先と
なっているのが現状である。本市は，すべての人
が暮らしやすいユニバーサルデザインのまちづく
りを進めていることから，目的地まで安全で快適
な移動を可能とする，道路の歩行環境整備を求め
る。

道路局所管補助事業採択基準（特定交通安
全施設等整備事業）

採択基準において、歩道の段差等の解消や立体横断施
設等について、補助事業として採択している。 5 ユニバーサルデザインの観点から、歩道の段差等の解消や立体横断施設等

を設置する際、引き続き補助事業として採択する。

福岡県
田川市
香春町
添田町
金田町
糸田町
川崎町
赤池町
方城町
大任町
赤　村

田川地域産業
再生構想

2136 2136030 124110

  農産物直販施設
整備に関する補助
金の弾力的運用

　農林水産省が所管する農産物直販施設整
備に関する補助金と国土交通省の所管する
道の駅整備に関する補助金の連携及び弾力
的な運用

　グリーンツーリズムによる農業振興
　農産物直販所の充実・強化
　農家レストラン
　農業体験
　農家民泊

 グリーンツーリズムによる農村振興及び地域振
興のため、各種規制の緩和を要望するもの。 建設省道企第１９号（平成5年2月23日付）

「道の駅」は地域の創意工夫により道路利用者に快適
な休憩と質の高いサービスを提供する施設である。 5 「道の駅」の登録要件に合致していれば「道の駅」として登録可能であ

る。なお、具体の内容については個別の相談に応じる。

荒尾市

荒尾市におけ
る中小企業及
び観光と農漁
業の共生対流
活性化事業

2153 2153070 124120
農業経営構造改善
事業と道の駅整備
事業との連携

地域再生拠点施設の中に情報双方向施設の
設置を考えているが、国土交通省の道の駅
整備事業の道路情報提供施設と農林水産省
の経営構造改善事業の情報複合施設を一元
化するための連携を要請。

道路情報、観光施設の案内だけでなく、生産者と
消費者、観光客と販売拠点、観光施設の双方を結
ぶネットワークの構築と特産品の販売や観光の振
興が図られる。
販売額（インターネット、通販）2,000万円、雇
用3名（職員1名、パート2名）が見込まれる。

施設整備のコスト低減と効率化。 建設省道企第１９号（平成5年2月23日付）
登録・案内要項には道路及び地域に関する情報を提供
する案内所又は案内コーナーを設置することになって
いる。

5 「道の駅」の登録要件に合致して「道の駅」として整備を行うのであれ
ば、道路情報提供施設の整備により支援を行うことは可能である。

美瑛町
美瑛町農業農
村地域再生構
想

1181 1181040 124130
農業用ダムの多目
的利用容認

土地改良事業により造成の農業用ダム施設
及び用水の多目的利用、及び多目的利用に
伴う水利権の通年化。

用水の利用が地域における農業関連産業の立地・
起業によりインフラとして重要な役割を担うこと
となり、地域経済･雇用に大きなメリットとな
る。また、ダムはクリーンエネルギーといえる小
水力発電が可能なものであり、有効活用のより地
域エネルギーの確保と新たな産業育成に資するも
のとなる。また、発生する余剰電力の売却益を地
域農業振興に活用するシステムを構築。

水・エネルギーの確保により地域農業の多次元産
業化推進及び地域に適した作物の研究・実証栽培
と通して力強い農業展開が見込まれる。

6
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旭町 水の郷　奥矢
作　自然・に
ぎわい再生プ
ラン

1095 1095010 124140

河川森林における
環境教育に係る諸
施策の省庁連携、
集中展開

環境省、国土交通省、農林水産省が所管す
る河川、森林における環境教育に関連の指
導者研修、全国イベント、モデル事業につ
いて連携及び集中展開をお願いしたい。

環境教育の推進　　旭町の中の各施設を川の場と
して位置付け、各場の特色に応じた環境教育を行
う。
源流の場（旭高原）　エコロジーのテーマパーク
づくりを既存施策と調和させ実施する。環境学習
の実践の場づくりを行う。イメージとしては、イ
ギリスのＣＡＴを想定。
学びの場（小渡地区）　町の中心地区であり各種
公共施設が集中するとともに、町並みが矢作川本
流と向かい合い一体化している県下でも数少ない
地域であるため、生活に密着した環境教育の場と
して活用、整備する。
川の駅（笹戸地区）　旭町の最下流の地域であ
り、都市部に近接しているため水の郷の環境教育
総合案内所機能をメインとして、観光、農林業の
宣伝ターミナル機能も併せて整備を行う。

河川森林における環境教育に係る施策の省庁連携
集中展開が地域住民の自信と活力を取り戻し、農
林業、観光の活性化とあいまって雇用、魅力の向
上につながるため。

環境の保全のための意欲の増進及び環境教
育の推進に関する法律

「直轄河川環境整備事業の実施について」
（国土交通省国河環第141号平成14年３月
29日河川局長通達）
「河川環境整備事業費補助制度について」
（国土交通省国河環第143号平成14年３月
29日河川局長通達）

「子どもの水辺」再発見プロジェクト 8

・平成11年度より文科省、環境省、国土交通省が連携した「子どもの水
辺」再発見プロジェクトの推進により、身近な河川等の水辺における環境
学習、自然体験活動を積極的に推進しています。

・また３７．に示した通達等により、必要な用件を満たす場合は、必要に
応じて子どもたちの環境学習に資するような親水性のある河岸等の整備は
河川環境整備事業（直轄及び補助）により対応可能であるが、個別事業の
要望については、今回の提案募集の対象外であると考えます。

茨城県

鬼怒・小貝 花
と水の交流圏
形成プロジェ
クト

1274 1274010 124150

河川等を活用した
自然環境ネット
ワークの整備に係
る各種施策の連
携・統合

  各省庁で実施する河川・森林等を活用し
た環境教育や自然体験活動，交流事業に資
する各種補助事業（環境整備，施設整備）
について，市町村等が策定する総合的な整
備計画に基づく一括採択を可能にする。
・水辺の楽校プロジェクト，河川環境整備
事業（国交省）
・都市地方連携推進事業（国交省）
・ふるさと自然ネットワーク整備事業（環
境省）
・森林空間総合整備事業（林野庁）

　本地域の持つ，河川や森林などの豊かな自然環
境を活用した環境教育や体験交流活動に親しめる
良好な自然空間の形成を図るとともに，地域内外
の人々の交流の場を創出する。

　本地域は，鬼怒川と小貝川がほぼ平行して南北
に貫流するという特徴的な地形を有するとともに
貴重な平地林も数多く存在していることから，こ
れらの保存・再生を図りつつ，自然とのふれあい
の場づくりや交流施設の整備などを計画的に進
め，一体的な交流空間の形成を図る。

「直轄河川環境整備事業の実施について」
（国土交通省国河環第141号平成14年３月
29日河川局長通達）
「河川環境整備事業費補助制度について」
（国土交通省国河環第143号平成14年３月
29日河川局長通達）

河川環境整備事業（直轄及び補助） 3
河川環境整備事業（直轄及び補助）において親水や舟運等の河川利用の推
進を図るために必要な河道や施設等の整備は可能です。
また、各省庁が同一地域で実施する事業については、連携を図り進めてい
るところだが、他省庁事業の一括採択に関しては現状の予算体系において
は、対応不可です。

国土交通省所管の水辺の楽校プロジェ
クト、河川環境整備事業、農林水産省
所管の森林空間総合整備事業及び環
境省所管のふるさと自然ネットワーク整
備事業について、提案者の構想する事
業が要望に沿って円滑に実施できるよ
うに、例えば採択判断時に連絡調整す
るなど関係省庁の間で連携して予算執
行する等工夫することができないか、検
討し回答されたい。

3

  自然体験活動に対するニーズの広がりに
応じ、関係省庁間における省庁連携の取り
組みが進められています。子どもの水辺再
発見プロジェクトでは、文部科学省、国土
交通省、環境省が連携し、河川における環
境保全活動や子どもたちの学習活動等に対
する支援を行っています。他省庁事業の一
括採択に関しては現状の予算体系において
は、対応不可ですが関係省庁との連絡調整
を進めながら、自然体験活動の推進につい
て支援してまいりたいと考えています。

飯山市

地域の宝を活
かす賑わい創
出・旅産業お
こし

1311 1311010 124160

１級河川での営業
船舶に関する占用
許可の簡素化

１級河川で営業船
舶の安全運行に係
る障害の除去及び
防災のための河床
掘削

　１級河川千曲川を観光資源として活用す
るにあたり、営利目的で運行する船舶の運
航許可、及び、それに伴う河川占用許可申
請を簡素化していただきたい。また、運行
にあたっての安全面を確保するための障害
の除去（河床・突出物）に対する支援は、
国などの河川整備基本方針などに盛り込
み、地域活性化及び雇用創出の場として整
備をお願いしたい。
併せて、河床の掘削は防災面においても重
要と考えるので考慮をお願いしたい。

・営利目的での河川占用許可申請の柔軟な対応及
び簡素化をお願いしたい。
・目的外の係留（特定船舶の使用目的のために造
成された護岸）の緩和をお願いしたい。
・船舶運航の支障及び河川災害につながる河床：
突起物の掘削等について支援をお願いしたい。

　河川占用については、申請手続きが煩雑である
他、許可までに相当数の日数が係るので緩和をお
願いしたい。
　また、船舶運航に河床が低く障害となるので掘
削等について優先的に実施をお願いしたい。

河川法
行政手続法
「行政手続法の施行に伴う河川法
等における処分の審査基準の策定
等について」（建設省河政発第52
号平成6年9月30日河川局長通達）

　河川区域内の土地（河川管理者以外の者が
その権限に基づき管理する土地を除く。）を
占用しようとする者は、河川管理者の許可を
受けなければならない。
　掘削については、河川改修事業として実施
されている。

5
（掘削
につい
ては

8）

　都市再生プロジェクト区域内においてイベント施設、オープンカフェ等
の施設の設置の要望があった場合に、河川敷地占用許可準則第６に規定す
る占用主体に加え、河川管理者、地方公共団体等で構成する河川敷地の利
用調整に関する協議会等において、適切と認められた営業活動を行う事業
者等に河川敷地の利用を認め、社会実験を行うこととしています。今後、
その実施状況を見守りつつ、同様の目的を有するその他の区域においても
要望があった場合には、治水上の安全性を始めとした河川管理上の支障が
なく、かつ、地域の合意形成が図られたものについては、社会実験として
積極的に取り組んでいくこととしています。また、河川法第24条の占用許
可に係る標準処理期間については、現行概ね３ヶ月を目安としているとこ
ろですが、地域再生区域においては、その趣旨・目的に鑑み、できるだけ
早く処理できるようその短縮化に努めることとします。
　提案内容に「国などの河川整備基本方針などに盛り込み」とあります
が、河川管理者は河川法第１６条及び第１６条の２の規定により、河川整
備基本方針と河川整備計画を策定し、河川の整備を行うこととなってお
り、このうち、河川整備基本方針では河川の総合的管理が確保できるよう
基本方針を、河川整備計画では具体の河川整備の内容を、定めることとし
ています。
　提案内容の河床の掘削についても、具体の河川整備の内容であることか
ら、必要に応じて河川整備計画に定め、整備を進めていくこととなりま
す。
　掘削については、個別事業の採択要望であり、今回の提案募集の対象外
であると考えております。

平取町
及び平
取町教
育委員
会

サケ・クマ・
フクロウと共
生する河川・
森林環境再生
プロジェクト

1387 1387040 124170

ヒグマやフクロウ
が餌を調達できる
河川環境と森林環
境の創出

上流域に鮭鱒等が遡上し海洋由来物質が還
流する区域については、土地所有者と協議
のうえ、森林組合などの民間組織が森林管
理委託を受け適切な管理を実行をする。

河川を遡上する鮭鱒等の海洋由来物質の還流は、
ヒグマや猛禽類を通じて森林に還元すると共に、
自然界の食物連鎖を可能とし多様な生態系を維持
することができる。（参考資料：２００２年７月
１４日読売新聞及び民間放映の「サーモン・海と
森の絆」をご覧下さい。）特に、河川に近い森林
の果たす役割は高いものと想定でき、この様な森
林の整備には特段の配慮を要することに鑑み、学
識者などと協働により、森林組合等の専門的知識
を有する林業者に管理を委託するべきものと考え
る。

大量の鮭鱒が、上流域まで遡上する現状にないた
め、ヒグマやエゾシマフクロウは減少しているも
のと推測できる。特に、ヒグマについては餌を求
め集落に出現しており、生態系の循環に異変が起
こっているものと推察できその対策が急務といえ
る。

6

エコと
だネッ
トワー
ク

ゴミから花を
咲かせるコ
ミュニティビ
ジネス

3019 3019010 124180
ゴミの堆肥化と地
域通貨化

①空き店舗を活用したゴミステーションの
設置（当初２カ年家賃等）
②大型コンポストの購入
③ゴミ計量器の購入
④ゴミ及び花預金管理用パソコンの購入
⑤集配用電動カートの開発・購入と陸運
局・警察の許可
⑥荒川河川敷の堆肥置き場としての占用
（事前相談済で可能）
⑦おしゃれなスタッフ作業用具及び作業着
の製作・購入

早稲田商店街と連携して、空き店舗を活用して市
民の生ごみを持ち込むステーションを設置し、大
型コンポスト２台により２４時間で堆肥化させ、
小中学校のコンポストによる堆肥や現在受け入れ
先のない街路樹枯葉腐葉土と併せて、河川敷や借
用畑等の堆肥置き場で腐葉土をつくり、併せて園
芸花やサクラソウなどの草花を育て、無料配布又
は市緑地公社へ販売する。持ち込んだゴミは各自
が計量器で計量し（早稲田商店街で実施済み）、
量に応じて花預金として預金できるようにし、パ
ソコンで管理する。花預金は、堆肥や花と交換す
るだけでなく、地域通貨（とだオールとして実施
中）や、市内商店と協力して野菜や魚、その他の
商品との交換も可能とする。生ごみゴミや花は高
齢者等のために集配も実施し、そのためおしゃれ
でクリーンな電動カート（又は低公害車）による
巡回を毎日行う。

生ゴミの分別はゴミ焼却に大きな効果を生み、さ
らにゴミを花に交換できるメリットから、街を花
いっぱいにした美しい街づくりが可能となり、循
環型社会の形成により環境教育や地域の活性化、
地域雇用、美しい都市づくりと観光立国の充実な
ど多様な効果が期待できるため。既にその活動の
一部が実施しているため、本格化するために地域
再生事業として展開したい。現状の縦割り行政で
は、連携施策によるこのような効果のある施策に
対する予算措置ができないため、地域再生による
支援は不可欠である。

河川法第２４条（河川敷地の占用許可）
河川法第２６条（工作物の新設等の許可）
河川法第２７条（土地の掘削等の許可）
河川敷地占用許可準則
（事務次官通達）
工作物設置許可基準
（治水課長通達）

道路運送車両法

河川区域内の土地において、工作物を新築し、改築
し、又は除去しようとする者及び掘削、盛土若しくは
切土その他土地の形状を変更する行為、又は竹木の植
栽若しくは伐採をしようとする者は、河川管理者の許
可を受けなければならない。

自動車は、道路運送車両法に基づき検査登録を受けた
ものでなければ運行の用に供してはならないことと
なっている。

3

8

提案内容について提案者に事実関係の確認を行いましたが期日までに回答
が得られなかったため、今回、要望のあった様式に記載されている内容か
ら、当方として分かる範囲内で回答させて頂きます。提案内容のみからの
判断としては、河川敷を堆肥置き場のみとした占用は、周辺への臭気や景
観などの河川環境及び河川利用に支障を及ぼす恐れがあり、認められませ
ん。

要望の主旨が明確ではないが、電動カートが自動車であるならば国の行う
自動車の安全の確保及び所有権の公証等の面から検査登録を受けなければ
ならないこととなっている。

三島町

森林業のビジ
ネスチェーン
再構築による
地域再生構想

1098 1098080 124190

山村における魅力
的で豊かな住環境
を実現するための
優良田園住宅建設
促進法における緩
和措置

日本やヨーロッパの歴史的な村々に多く見
られる低層高密度居住を基本としたの魅力
的で豊かな住空間の創造を可能とするた
め、「優良田園住宅の建設の促進に関する
法律」で定められている住宅の規制を緩和
する。
具体的には、階数、敷地面積、建ぺい率、
容積率についての規定を、市町村が個々に
目ざす住空間の内容に応じて自ら設定でき
るようにする。

近年世界的に高い評価を得ている不動産開発手法
であるアーバンヴィレッジの開発思想を取り入れ
た、低層高密度居住を基本とした魅了的で豊かな
山村の住環境整備し、新規定住促進を促す。
同時にこの整備過程において、特別豪雪地帯であ
る本地域の機構に適した、地域の木材を豊富に取
り入れた、ハイデザインで高機能な新しいタイプ
の住宅を開発し、地域外へと展開できる住宅産業
を創出する。

現行の優良田園住宅の建設促進に関する法律は、
近年世界的にも評価されている低層高密度を基本
としたコンパクトな住環境の整備は対象とされて
いない。
地域によっては、このようなコンパクトな住環境
の方が魅力的で高い価値を生み出す可能性もある
ため、地域特性に合わせて適用条件を柔軟に変更
できるようにすることが望まれる。

優良田園住宅の建設の促進に関する法
律、優良田園住宅の建設の促進に関す
る法律施行令、優良田園住宅の建設の
促進に関する法律の施行について、優
良田園住宅の建設の促進に関する法律
の運用について

良好な自然的環境を形成している地域に所在する
一定の戸建住宅を「優良田園住宅」と定義し、当
該住宅の建設計画を市町村の認定にかからしめた
上で、関連法に基づく諸手続の迅速化等に配慮
し、その建設の促進を図る。

8
優良田園住宅建設計画の認定制度は、優良田園住宅の建設に際し
て、関連法に基づく諸手続の迅速化等を図るために、市町村による
認定、市町村と都道府県知事の事前協議等の制度的枠組みを設けた
ものであり、そもそも開発行為等を規制するものではない。

茨城県
つくば広域都市
圏活性化プロ
ジェクト

1277 1277060 124200
新エネルギーを用
いた環境共生住宅
地の形成

　環境に配慮した良好な住宅地を形成する
ため，新エネルギーを導入した環境共生の
住宅の建設にかかる補助事業を連携して実
施する。

　つくばエクスプレス沿線地域において，新エネ
ルギーを導入し，地球環境や資源の有効利用，自
然環境の保全等環境に配慮した先進的な住宅の建
設を促進し，郊外における新しい住まい方を積極
的に提案する。

各事業の受付の窓口や適用条件等がそれぞれ異な
るため，本地域のように総合的に事業を行なう上
で円滑に事業を実施していくために，窓口を一本
化して環境共生や新エネルギーの施策に関する手
続や助言を一括して行なう等の施策向上を要望す
る。

①「環境共生住宅市街地モデル事業制
度要綱」（建設省経宅発第155号、住生
発第82号平成５年４月１日建設省建設
経済局長、住宅局長通知）第８第９
②地域エネルギー開発利用事業（地域
新エネルギー導入促進対策）　③住宅
用太陽光発電導入促進事業

①地方公共団体等が、一定の住宅団地において、自
然・未利用エネルギー活用システム等の環境共生施設
を整備する際に、補助を実施する。（平成１６年度予
算案：１８９億円の内数）　　　　　　　②地域にお
いて新エネルギーの大規模・集中導入等、先進的な取
組等を行う地方公共団体等に対して、事業費の一部を
補助する。（平成１６年度予算案：１１０億円）
③太陽光発電の早期自立化を促進するため、住宅用太
陽光発電システムを設置する者に対する補助を実施す
る。（平成１６年度予算案：５３億円）

5
・
8

ー

環境共生型まちづくりにも貢献する地域における先進的な新エネルギー導
入や住宅への太陽光発電システムの導入等の施策については、予算・制度
の範囲内で、より効果的な事業実施が図られるよう、具体の要望を踏まえ
て連携して補助事業を実施することが可能。

なお、個別事業の要望については、今回の提案募集の対象外と考えてい
る。
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あさぎ
り町

石倉を拠点と
した駅前商店
街の活性化

2161 2161030 124210
石倉を利用した宿
泊施設開設のため
の規制緩和等

石倉を宿泊施設に改造するためには建築基
準法等の規定をクリアする必要があるた
め、これらの規制緩和等の検討をお願いし
たい。

石倉を宿泊施設として活用することにより、他の
地域との差別化と滞在型観光の進展を図る。

観光振興に当たっては他の地域との差別化と地域
の個性を発揮することが重要となっている。ま
た、滞在型の観光振興により地域への経済波及効
果を増加させることができる。

建築基準法

建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するた
め、安全上及び防火上等の観点から、建築物の用
途、規模等に応じて、建築物の敷地、構造及び用
途等に関する最低基準を定めているものである。

3
建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するため、防火・避難等
の安全確保の観点から、建築物の用途、規模等に応じて、建築物の
設備等に関する最低基準を定めているものであることから、ご要望
の緩和を行うことは困難である。

特定非
営利活
動法人
地域自
立ソフ
トウェ
ア連携
機構
（略称
MSCO)

崩壊した河川
流域コミュニ
ティを情報基
盤で再構築

3054 3054010 124220

過疎地である小菅
村での廃屋・廃施
設の寮、教室など
教育施設としての
利用、学生の短期
実践教育機関の義
務化及び農林漁
業、環境保全、介
護、看護経験者の
教育指導者として
の雇用

１）廃屋、廃施設での大学誘致認可及び財
政補助（たとえば、寮生文理宿泊のため、
廃屋整備費用支援、５０家屋×３００万円
/１家屋＝１億５千万円、小規模教室誘致
に伴う教室など共同利用施設のため、廃施
設整備費用支援、２施設×１千万円＝２千
万円など）
２）高齢者を含む農林漁業経験、環境保
全、看護・介護経験者の教官雇用基準と財
政支援（たとえば、最低生活保障程度）
３）１）、２）を実現のための施策連携

河川上流域域の過疎地における廃屋、廃施設の有
効利用と下流域都市部の大学生の過疎地への短期
流出を軸とする制度連携が、都市部と過疎地の人
口アンバランス、少子高齢化の局在化を緩和す
る。そのことで、過疎地での高齢者を含む雇用拡
大、地域活性を生み、かつ、都市部若者への環境
保全経験、介護・看護経験をを進める。効果規模
としては、過疎地の過疎地以前の復帰を目標値と
する。

過疎地では、この間、人口が６～７割減、この割
合で、家屋、施設が廃墟となっており、その有効
利用が期待される。村としても、地域再生のため
に、家屋整備を推奨し、助成策も考えているが、
これを充実させれば、過疎と過密部の人の往来が
激しくなり、両地域の活性化につながる。

6

牛深市 温故知新に学
ぶ牛深再生プ
ロジェクトX
（牛深よかと
こ、よか暮ら
しへの追求）

2011 2011010

124230

観光を含めた海上
交通実現のための
支援

　観光を主な目的とした不定期航路の認
定。
　国土交通省（中国運輸局）が実施してい
る「海の駅」のモデル地区として指定。

　季節ごとに航路が変更できる観光型海上バスと
しての機能を持たせ、熊本市や福岡市からの集客
を図る。
　また、「海の駅」のモデル地区に指定を受け、
マリンレジャーの拠点づくり、係留施設の整備を
進める一方、みなと町特有の風情を演出すること
で観光産業を発展させる。
　その他、グリーンツーリズム、ブルーツーリズ
ム事業と連携し、第１次産業の新たな振興策を展
開する。

　本市は、三方を海に囲まれ、県都まで車で３時
間を要するなど地理的条件に恵まれておらず、全
国に向けてのPR方法に苦慮していた。
　今般の提案は海上交通に観光という付加価値を
つけ集客を図るとともに、グリーンツーリズム及
びブルーツーリズムの窓口にもなり、衰退する一
次産業を活性させることにより、二次産業、三次
産業の波及に繋げ、本市を全国に向けてPRでき
る。

観光等の目的如何にかかわらず海上運送法においては
安全確保の観点から許可、届出の対応を行っている。 5

観光等の目的如何にかかわらず海上運送法においては安全確保の観点から
許可、届出の対応を行っている。
なお、当該｢海の駅｣の登録は、瀬戸内海地域の自治体で構成されている組
織が実施しているものである。

北九州
市

市民力が創る
「環境首都」
北九州

2082 2082030 124240
埋立地の自然再生
に関する各府省の
施策の連携

廃棄物処分場（埋立地）の一定エリア内の
自然再生事業や産業用地（埋立地）のイ
メージアップに対して、緑の回廊の形成、
遊歩道整備、環境観光施設の整備、バード
ウオッチング等について、国土交通省の港
湾環境整備事業（緑化事業）と環境省の自
然再生推進事業の横断的な連携施策（補助
事業の適用）の展開

・響灘・緑の回廊（緑化）事業
・緑の回廊内の遊歩道の整備
・環境観光施設の整備
・バードウオッチングのための整備

廃棄物処分場（埋立地）の一定エリア内での自然
再生事業について、各府省がそれぞれの施策メ
ニュー（補助制度等）を適用することは現実的に
は困難であり、そのため事業実施効果も限定的に
なる傾向があるため。

港湾法第２条第５項第９号の３
港湾法第４３条（費用の補助）

遊歩道や緑地等については、港湾計画に即した港湾環
境整備事業の実施により適切に対応している。 8 遊歩道や緑地等については、港湾計画に即した港湾環境整備事業の実施に

より目的を十分に達成することが可能である。

環境エ
コセン
ター
（有）

エコ肥料事業 3011 3011040 124250
地域中小事業の育
成、コンテナター
ミナルの利用

地域経済を発展させる為には、物流を増大
させる施策も必要である。地域的特性を生
かした港湾物流を利用し、活用する。又地
域の雇用促進にも寄与できる。

コンテナターミナルの近隣にエコセンターを建設
し、施設利用を促進する。

地域経済発展のため 6

滝根町

「あぶくま洞
（鍾乳洞）」
を核とした活
力ある観光地
づくり

1137 1137060 124260
観光振興に活用す
る補助制度の整理
統合・一元化

　各省庁の補助金で、観光振興に活用でき
る補助金を整理統合する。
　あるいは、各種施策を連携集中する。

鍾乳洞を中心とした体験型学習施設、学びの拠点
を整備する。

　観光振興目的の補助金制度というものは存在せ
ず、農林水産省の「中山間地域総合整備事業」を
はじめとした各省庁の補助金制度から目的に叶う
ものを見つけ出してなんとか施設整備をしている
状況である。

観光交流空間づくりモデル事業の実施により、国土交通省
内の各部局が一体的に観光を軸とした地域づくりと観光交
流拡大の取り組みを支援している。

2 Ⅶ

観光関係施策については、平成15年7月31日にとりまとめられた「観光立国行動
計画」に基づいて、関係省庁が緊密に連携しながら進めていくこととしている。ま
た、各地方支分部局において、一地域一観光、全国都市再生、構造改革特区
の連携により、地域づくり、地域再生を省庁横断的に推進していくため、関係省
庁、地方公共団体、経済団体等が連携を図る共通プラットフォームの設置を進
める。

神奈川
県

国際観光県
「かながわ」
推進構想

1285 1285030 124270 産業観光への支援
京浜臨海部等で取り組んでいる産業観光振
興に向けた取り組みに対する、国土交通省
と経済産業省が連携した支援

新しい観光として注目されている産業観光につい
て、モニタツアーの実施、旅行商品造成に向けた
取り組み、コンベンション客・修学旅行客等の誘
致を進める。

経済産業省及び国土交通省がそれぞれ事業を実施
している。

観光交流空間づくりモデル事業の実施により、国土交通省
内の各部局が一体的に観光を軸とした地域づくりと観光交
流拡大の取り組みを支援している。

2 Ⅶ

観光関係施策については、平成15年7月31日にとりまとめられた「観光立国行動
計画」に基づいて、関係省庁が緊密に連携しながら進めていくこととしている。ま
た、各地方支分部局において、一地域一観光、全国都市再生、構造改革特区
の連携により、地域づくり、地域再生を省庁横断的に推進していくため、関係省
庁、地方公共団体、経済団体等が連携を図る共通プラットフォームの設置を進
める。

神奈川
県

国際観光県
「かながわ」
推進構想

1285 1285050 124280
ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ・ｴｺﾂｰ
ﾘｽﾞﾑ等に対する支
援

ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ・ﾌﾞﾙｰﾂｰﾘｽﾞﾑ・ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑの振
興に対する、国土交通省及び環境省、農林
水産省が連携した支援

地域の特色を生かした観光魅力づくりを推進すた
め、モニタツアーの実施、旅行商品造成に向けた
取り組み、コンベンション客・修学旅行客の誘致
等に取り組む。

国土交通省、農林水産省等複数の省庁で事業を実
施している。

規制制度を設けているものではなく、提案事項を実現する
上で各自治体等での利活用が十分に可能 5

国土交通省においては、「自然ガイドツアーによる観光地の振興事業」により、
自然ガイド向けのテキスト、自然ガイドツアーの経営マニュアル等を作成してお
り、この利活用が可能。
また、先般、環境省が中心となり「エコツーリズム推進会議」が設置され、関係府
省の連携のもと取組みが進められている。

飯山市

地域の宝を活
かす賑わい創
出・旅産業お
こし

1311 1311030 124290

・トレッキング及
び里山森林体験の
ための整備支援及
び広域申請の簡素
化

・トレッキング及び森林体験は「癒し」を
求める現代人にとって重要な観光メニュー
として注目されています。また環境問題・
地域雇用など地域活性化の起爆剤にと期待
しているところでありますが、延長数十キ
ロに及ぶトレッキングルートの整備・維持
管理には地方単独で実施するには厳しい状
況のため、国の支援をお願いしたい。ま
た、ルートは県をまたがって整備する必要
もあるため、県を越えて整備申請等をする
場合は利便をお願いしたい。

・トレッキングにはルート整備の他、トイレ設
置・避難場所・管理用案内施設等が必要であり、
整備のための財政支援をお願いしたい。

・里山という地域の特性をいかした新たな観光メ
ニューとして、トレッキング・森林体験を実施
し、都会からの交流人口を拡大するとともに、山
の整備による、里山保全・環境教育へとつなが
る。

6

西郷町
隠岐の自然を
活かした地域
再生

2065 2065030 124300
林業・水産業・観
光の施策の連携

・林業・水産業・観光の振興につながる市
町村の行う事業に対して、府省の連携した
支援をお願いしたい。

･間伐漁礁や藻場造成による海中林は、優良材の
育成と森林の持つ公益的機能を維持するための間
伐と、間伐材を利用した自然に優しい漁礁造成
と、エコツーリズムとしての観光振興を目的とし
ている。また、海中林と一体となった、海底公園
を整備しダイビングスポットとして利用する。

・現状では、間伐を目的とした支援と、漁礁設置
を目的とした支援が別々であり、これらと観光も
連携した支援により豊かな森林と海を守り観光振
興を図る必要がある。

規制制度を設けているものではなく、提案事項を実現する
上で各自治体等での利活用が十分に可能 5

国土交通省においては、「自然ガイドツアーによる観光地の振興事業」により、
自然ガイド向けのテキスト、自然ガイドツアーの経営マニュアル等を作成してお
り、この利活用が可能。
また、先般、環境省が中心となり「エコツーリズム推進会議」が設置され、関係府
省の連携のもと取組みが進められている。
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西郷町
観光を機軸に
交流・産業を
創出するまち

2066 2066100 124310
サイン設置の一本
化

交通看板、観光看板を国・県・町、民間に
こだわらず設置及びそのデザインを一本化
する。

関係各機関や民間との協議により、新規サイン設
立の際には費用分担等を行うことで交通規制看
板、観光案内看板等の共同利用ができるようにす
る。またデザインも統一し自然景観にマッチした
隠岐の観光のイメージアップを図るとともに、安
全で安らぎのある歩行空間を創出する。

現状では交通規制看板、観光案内看板等の乱立や
デザインの不統一で、景観への悪影響や歩行者の
妨げになっている。これを一本化し景観にマッチ
した分りやすく安全なものに改善する必要があ
る。

案内標識については、広域、地域内、施設・敷地内などそれ
ぞれの案内標識毎に、必要な機能や情報量、設置主体が
異なる。

2 Ⅶ 分類に応じた各案内標識の課題点を把握した上で、ルール化や統一が必要な
事項についてはガイドラインとして定めることを検討していく。

農事組
合法人
フラ
ワービ
レッジ
倉渕生
産組合

健康の駅・園
芸福祉の里

3015 3015010 124320
所用金額
合計  ６００万円
也  の支援処置

３１の「具体的事業の実施内容」を実施す
るにあたり、事業を潤滑に運営するために
所要金額の支援措置を受ける必要があ
る。

件名：健康の駅・園芸福祉の里
目的：健康増進をはかる・スローライフ・スロー
フードの体験
対象：主に都市住民
参加者：①一泊二日コース  ５０名
②一日  コース   １００名
内容：①園芸作業・（園芸福祉）森林浴・温泉入
浴等、②健康講話・健康診断・健康相談  （専門
医師による）、③健康データーの作成  （東大式
THI方式による）
事業主体者：農事組合法人  フラワービレッジ倉
渕生産組合
協力者：倉渕村   村内NPO 2団体
効果：①園芸活動・園芸福祉・自然活動を通じた
健康増進のデーター
②事業推進における地域雇用の創造・地域資源の
活用
③都市農村交流における地産品の販売など経済効
果

このプログラムは、健康増進という全省庁共通の
目的であるため、適する事業が見当たらないこ
と。また、すぐ事業ベースでの運営が難しすぎる
こと。
ただし、実験事業としてマニュアルが確立されれ
ば、以後事業ベースとして地域再生のための重要
なプログラムとして継続できること。
特に農村の高齢化に伴う農業経験者による園芸指
導等人材に事欠かない。
農村高齢者にとっても園芸指導者になることに
よって生きがいや健康増進の効果がある。
参加者には、スローライフ・スローフードの体験
により、健康増進の効果と、健康調査による変化
の状態や、専門医の相談が受けられる。

6

福島県
旅館ホ
テル生
活衛生
同業組
合

街道の創設 3109 3109010 124330
地域観光推進室の
創設

地域観光推進室創設のための指導
１．地域観光推進室創設の設置要項の作成と実施
指導　　　　　　　　　　　　　　２．街道創設
のためのマニュアル作成と実施指導

観光に関する地方行政各部署施策及び各民間業界
の一体化した取組による地域特性の抽出と充実を
はかるため。

―(地域観光推進室の創設)
 
外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進
による国際観光の振興に関する法律【外客
誘致法】(街道創設)

地方自治体の組織設置に関し、国が支援・指導する制
度等はない。

外客誘致法に基づいて外客来訪促進計画の中で観光経
路を定めることができる。

３(地
域観
光推
進室
の創
設)
 
５(街
道創
設)

県の組織体制の問題であり、国が関与する問題ではない。（地域観光推進
室創設）

外客来訪促進計画において観光経路を定める制度の活用が可能である。
（街道創設）

非特定
営利法
人：名
古屋エ
アーフ
ロント
協会

名古屋エアー
フロント・プ
ロジェクト Ⅱ

3045 3045010 124340
正しいＦＢＯの発
展のため、行政に
よる基準等の設定

一元化後の名古屋空港は一部コミューター
を除けばGA専用の空港となる。現在の空港
ビルでは対応できない事柄が多く出てきて
FBOが対応しなければならない。そのため
には人・物に対する投資が迫られるが、我
国にはFBOの概念が無いため業界として方
針が見出せない。我国では構内事業として
バラバラに監理監督されているためＦＢＯ
としての有機的な指導が行われない。最も
底辺の人達（自家用機等）の発展のため基
準等の整備を要請する。

一元化後の名古屋空港にグローバル概念に基づい
たＦＢＯを構築する。国内の自家用機はもとよ
り、事業会社に対するサービスが提供されなけれ
ばならないが、国際ビジネス機も網羅するホスピ
タリティーに満ちたＦＢＯｶﾞグローバル・スタン
ダードに立って構築されなければならない。

FBOのサービスの多くは構内事業としてバラバラ
に統括されている。ＦＢＯとして有機的に纏め上
げ新しい事業概念を構築しなければならない。

　空港管理規則　第１２条

　国土交通大臣の設置・管理する空港内の国の管理す
る土地、建物その他の施設を借用して営業を行おうと
する者は、地方航空局長の承認を受けなければならな
い。

8

　空港管理規則は、国が設置・管理する空港における営業行為を規制する
ものであり、中部国際空港開港後の現名古屋空港における営業行為につい
ては、設置管理者となる愛知県が判断する事項である。
　なお、空港管理規則は、事業者が行う営業行為について、その必要性、
空港内の秩序維持の観点等から承認に係らしめているのであって、個々の
事業の概念を作るためのものではない。

非特定
営利法
人：名
古屋エ
アーフ
ロント
協会

名古屋エアー
フロント・プ
ロジェクト Ⅱ

3045 3045020 124350

フラクショナル
オーナーシステム
用の運航・税法上
の統一見解

一元化後の名古屋空港は国際ビジネス機拠
点構想を模索している。そのためＦＢＯ構
築を民間事業者に標榜しているが、フラク
ショナルオーナーシステム等が行き渡らな
ければＦＢＯな発展もありえない。そのた
め早急な運航・税法上の統一見解が必要で
ある。

広大なエプロンを有する現名古屋空港が一元化す
るとスロット・スポットは充分すぎるほどに確保
できる。国内ＧＡの規模はまだ小さく、空港の品
格向上のためにも国際ビジネス機の誘致は必須の
要件である。そのためには当面フラクショナル
オーナーシステムの導入が必要となる。

わが国のＧＡの現状は経済の中心が中央に偏って
おり定期便が中央から地方へ放射線状に広がって
いるためビジネス機が発展しない。一方で1企業
のみでの機体所有も不経済の面もあり、新しい制
度の導入が要望される。このような制度による機
体でのアジア地域全域での活用が望まれる。

航空機登録令第33条他
航空法第２条第１６項

5

航空機登録令第33条等により、対応可能である。現在においても、法人単
位、個人単位での共同所有は行われている。    　　　　　　  航空法第
２条第１６項でいう「航空運送事業」とは、「他人の需要に応じ、航空機
を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業」であるとされているとこ
ろ、フラクショナル・オーナーシップ・プログラムは、自家用機として運
送するものであって他人の需要に応じて有償運送を行うものではないこと
から、航空運送事業の定義に該当しない。

三島町

森林業のビジ
ネスチェーン
再構築による
地域再生構想

1098 1098020 124360
複数省庁にまたが
る施策の連携と集
中的実施

農林水産省、総務省、文部科学省、厚生労
働省、経済産業省、国土交通省、環境省の
連携で行われている「都市と農山漁村の共
生・対流推進会議」の機能を強化し、現在
個別に実施されている施策を統括的に活用
できるようにする。

そのための相談、申請窓口と事務機能を推
進会議内もしくは地域再生本部等の適切な
機関内に設ける。

本地域おいては、「エコツーリズム」の推
進を目的とした各省庁の施策を統括的かつ
集中的に実施する。

支援措置番号１において策定したアクションプロ
グラムに基づき、「森林環境を活用したビジネス
モデル創造プロジェクト」を推進する。

特に本地域おいて有能な人材を多く保有し、短期
間での成果が期待される「エコツーリズム」にお
けるビジネスモデルづくりを推進する。

アクションプログラムの継続的な実施を実現する
人材を確保するため、有能な人材の誘致を行うと
共に、官民問わず地域の有望な若者を中心に、実
践的な教育を実施する。

これにより、本地域に不足しているツアーコー
ディネーターやツアーオペレーターといった、エ
コツーリズムに関するプロの人材を創出し、さら
に効果的な施策を実施することのできる公共ス
タッフを創出する。

本来複合的な産業である「エコツーリズム」の促
進を実現するためには、既存の省庁の枠組みを超
えた支援が必要となる。

そのため、現在「都市と農山漁村の交流・対流推
進会議」が設置されているが、各省庁の施策を統
括的に運用するまでには至っていない。

この問題を解決するため、政府内に地域再生構想
の内容に即したワンパッケージ型の支援策が実施
できる、統括的な運用機関の設置を望む。

総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水
産省、経済産業省、国土交通省、環境省、
都市と農山漁村の共生・対流に関する副大
臣プロジェクトチーム、都市と農山漁村共
生・対流関係省連絡協議会

　【都市と農山漁村の共生・対流関係】
都市と農山漁村の共生・対流の推進に関しては、関係
省の副大臣によるプロジェクトチーム及び都市と農山
漁村共生・対流関係省連絡協議会において関係各省で
連携して取り組んでいるところ。
　【エコツーリズム関係】
　規制制度を設けているものではなく、提案事項を実
現する上で各自治体等での利活用が十分に可能

5

【都市と農山漁村の共生・対流関係】
平成１６年度においては、関係省連携の下で「政策群」として位置付けて取り組む。
　各省連携し、都市と農山漁村の共生・対流に関連する施策を取りまとめ、地方公共団体に配
布する。
 「都市と農山漁村の共生・対流推進会議（オーライ！ニッポン会議）」の活動について各省
連携して支援する。

【エコツーリズム関係】
　国土交通省においては、「自然ガイドツアーによる観光地の振興事業」により、自然ガイド
向けのテキスト、自然ガイドツアーの経営マニュアル等を作成しており、この利活用が可能。
　また、先般、環境省が中心となり「エコツーリズム推進会議」が設置され、関係府省の連携
のもと取組みが進められている。

三島町

森林業のビジ
ネスチェーン
再構築による
地域再生構想

1098 1098090 124370

新規定住を促進さ
せ、未利用農地、
山林の有効活用を
促進させるための
宅地建物取引業法
の緩和措置

不動産仲介業社が存在しない、もしくは仲
介機能が事実上機能していない市町村にお
いては、行政が必要に応じて容易に仲介機
能を提供できるよう、宅地建物取引業法の
適用を除外する

不動産仲介機能が存在しない地域において、行政
がこの機能を提供する。
これにより不動産情報の受発信が促進されるのみ
ならず、不動産所有者と借り手の間に第３者が介
在することで、直接取引において発生する問題を
未然に防ぐことができるようになる。
これにより、新規定住者の再転出を抑制し、さら
に不動産所有者の貸し出し意欲を誘発することが
可能となり、最終的には未利用の不動産（家屋、
田畑、山林等）の有効活用を促進することができ
る。

不動産仲介業が成立しがたい地域においては、こ
の機能を公共が提供する必要がある。
そのため、公共がこの機能を提供しやすくる法緩
和が望まれる。

宅地建物取引業法第78条第1項

宅地建物取引業を営もうとする者は、２以上の都道府
県に事務所を設置して事業を営もうとする場合は国土
交通大臣の、１の都道府県に事務所を設置して事業を
営もうとする場合は当該都道府県知事の免許を受けな
ければならず、また、業務に当たっても重要事項説明
等の規制が設けられているが、宅地建物取引業法の規
定は国及び地方公共団体には適用されない。

5 国及び地方公共団体が、宅地建物の売買等の媒介を行う際には、宅地建物
取引業法の適用はなく、同法に基づく制限はない。
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愛知県
豊田市

都市農山村共
生活性化構想

1192 1192060 124380

グリーンツーリズ
ムを含む都市と農
山漁村の交流関連
施策の連携

｢地域連携システム整備事業（農林水産
省）｣と、｢地域総合支援事業（国土交通
省）｣や、｢農産漁村地域活性化事業（総務
省）｣、｢新山村振興等農林漁業特別対策事
業、都市農村交流対策事業（農林水産
省）｣は、グリーンツーリズム推進（イベ
ント含む）や都市農村交流促進施設建設等
類似点が多いため、関係省庁の連携による
一元化により、効率的推進を図る。

地域連携システムの整備や、地域連携交流促進施
設の設置に関して、関係省庁の連携により取組み
が円滑になる。そのため、早期に都市と農山村の
交流活発化が図れることにより、地域活性化に資
することができる。

現状、国の関連事業メニューが、省庁ごとに非常
に細分化して市町村にとっては利用しにくいた
め、連携・統合化による一元化を図り、その利用
勝手を向上させることにより、事業の円滑化を図
る。

副大臣プロジェクトチーム設置要領

関係7省庁の副大臣によるプロジェクトチームが設置さ
れているところ。（平成１４年９月１２日設置）
関係省庁は、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、国土交通省、環境省である。

5 引き続き、副大臣プロジェクトチームの枠組みを活用し、各章の施策の連
絡調整やその情報発信に努めていく。

愛知県
豊田市

都市農山村共
生活性化構想

1192 1192080 124390
魅力ある地域づく
りに向けた施策の
連携

合併により広大な市域が見込まれる本地域
において、地域の発案による国との連携で
の観光立国の推進を視野に入れた良好な景
観形成の推進、また地域課題に対応した、
｢参加と連携｣による地域自らの国土・地域
づくりを、地域自らが効果的に推進する調
査事業や、ソフト事業の推進を図る。

地域連携システムにおいては、景観形成促進策に
よる観光を目的とした一体的なＰＲへの寄与や、
様々な主体の参画によるまちづくり活動関連の調
査を自ら企画・立案・調査実施することにより、
また各種ソフト事業を｢参加と連携｣を基本理念に
実施することにより、地域自らが国と連携するこ
とによる地域性に即した施策展開を図ることが可
能となり、地域活性化に資することができる。

現状、国の施策が地域の意見を充分に反映してい
るとは必ずしも言えないため、地域を巻き込んで
の、地域自らの事業実施により、地域の自主性・
自立性を向上させ、地域活性化につなげる。

 

○良好な景観形成に係る事業を推進するための予算措
置として、平成１６年度より「景観形成事業推進費」
を創設する事となっている。　　２００億（国費）
【関係法令】景観に関する総合的な法律である景観法
（仮称）案を今国会に提出予定。

○「地域連携支援ソフト事業」（「参加と連携による
地域づくり支援事業費」うち平成16年度20百万円）
は、全国総合開発計画「２１世紀の国土のグランドデ
ザイン」に基づき多様な主体が参加した地域の創意工
夫に基づく先進的・独創的な取り組みや地域間の広域
連携・交流などの取り組みを支援し、「参加と連携」
による国土づくり、地域づくりを推進していくことを
目的とした経費である。
地域連携ソフト事業については、都道府県やブロック
を越えた地域の活性化につながるものを実施支援する
ものである。

○「国土施策創発調査費」は、国土交通省に一括計上
し、年度途中に各府省、地方公共団体から提案のあっ
た、国土づくり・地域づくりに関する調査課題のうち
から国土交通省が高い効果が見込まれるものを選定
し、財務省と協議の上関係各府省に経費の移し替えを
行い調査を実施するものである。

8

○「景観形成事業推進費」は、平成１６年度予算成立前のため。
　なお、本推進費は、当年度予算を配分した、
①景観法（仮称）に基づく景観計画（仮称）に定められた事業
②同計画に定められた景観計画区域（仮称）又は景観地区（仮称）の区域
において行われる良好な景観の形成のための事業
③風致地区又は屋外広告物条例が定められている地区において行われる良
好な景観の形成のための事業
のうち、年度途中に必要となった公共事業関係費に係る追加財政需要につ
いて機動的な予算措置を行うものである。
上記の条件を満たす事業については本推進費の配分が可能。

○「地域連携支援ソフト事業」は、県境を超えた地域が連携して行うソフ
ト事業の支援を目的としたものであり、豊田加茂地域のみを対象とする構
想では、本事業の要件に合致しない。

○「国土施策創発調査費」は、平成16年度予算成立前であり、具体的には
現時点では回答できないが、国土施策創発調査費の調査課題の地域からの
提案は地域再生構想の有無にかかわらず全国において別途募集する予定で
ある。

茨城県

鬼怒・小貝 花
と水の交流圏
形成プロジェ
クト

1274 1274050 124400
広域ウォーキング
トレイル整備に係
る各種施策の統合

　各省庁で実施する歩道等の整備に関する
各種補助事業について，市町村等が策定す
る総合的な整備計画に基づく一括採択を可
能にする。

　市街地や自然環境，田園地区，歴史地区などを
結ぶ広域的なウォーキングトレイルの整備＜新
設，拡幅，段差解消，電線地中化，古道の再生等
＞や休憩施設，案内標識などを整備することによ
りウォーキングを活用した交流人口の拡大を図
る。

　ウォーキングのメッカづくりを進めるため，本
地域の持つ様々な資源を活かし，市街地，神社・
仏閣，河川，水田地帯などを結ぶ広域的で多様性
に富むウォーキングルートの計画的な整備を図
る。

道路整備費の財源等の特例に関する法律第
５条
みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時
交付金）

（まちづくり交付金）
都市再生特別措置法（本通常国会において
一部改正予定）

自治体等が策定する計画の道路が、道路法第７条や第
８条に基づき、認定されたされた道路であれば、みち
づくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）によ
り、一定の地域において地域の課題に対して、一体に
行われる道路整備が可能。

（まちづくり交付金）
市町村が作成した都市再生整備計画（仮称）に基づき
実施される市町村事業の費用に充当するために交付す
る交付金。（平成16年度創設予定）

5

3

道路法の道路として、道路整備が必要な場合、一定の地域において地域の
課題に対して、一体に行われる道路整備を、みちづくり交付金事業（地方
道路整備臨時交付金）事業で、今後とも支援していく。

提案の各種施策の統合については、困難であるが、一定の要件のもとでま
ちづくり交付金（平成１６年度創設予定）において対応可能となる見込
み。
（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い市
町村事業を対象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事業も対象。詳細
は検討中。

歩道等の整備に関する各種補助事業
の一括採択について検討し回答された
い。

5

3

道路法の道路として、道路整備が必要な場
合、一定の地域において地域の課題に対し
て、一体に行われる道路整備を、みちづくり交
付金事業（地方道路整備臨時交付金）で、今
後とも支援していく。

提案の各種施策の統合については、困難で
あるが、一定の要件のもとでまちづくり交付金
（平成１６年度創設予定）において対応可能と
なる見込み。
（まちづくり交付金）
都市再生整備計画（仮称）に位置付けられた
まちづくりに必要な幅広い市町村事業を対
象。一定の範囲内で市町村の提案に基づく事
業も対象。詳細は検討中。

千葉県
「バイオマス
立県ちば」の
推進

1306 1306030 124410

バイオマス利用促
進のための新組織
設置及び弾力的な
予算枠の創設

「バイオマス・ニッポン」の制定により関
連省庁による協調体制の第一歩は踏み出さ
れたと思うが、事業の推進にあたっては、
事情の変化等に素早く対応ができ、総合的
な調整やワンストップの窓口となる組織の
設置や、年度当初の予算に拘束されない柔
軟な予算である（仮称）「バイオマス振興
調整費」の創設を提案する。

　千葉県では、本県の持つポテンシャルを有効に
活用し、バイオマス利用に関する先進的な取組を
行なう街づくり「バイオマスタウン」の構築を進
め、これらのバイオマスタウンが相乗効果を発揮
した「バイオマス立県ちば」を目指すこととして
いる。
  そのために、バイオマス利活用に取り組む事業
者の参入を促すための制度改正について、国に対
し働きかけをすることとしている。
 具体的には、事業の推進にあたって、事情の変
化等に素早く対応ができ、総合的な調整やワンス
トップの窓口となる組織の設置や、年度当初の予
算に拘束されない柔軟な予算である（仮称）「バ
イオマス振興調整費」の創設を提案する。
　この組織が設置されることで、事業者はバイオ
マス関連技術等の最新情報が入手しやすくなるな
どの利点が生ずる。また、（仮称）「バイオマス
振興調整費」が創設された場合は、関係省庁や関
係局間の調整が円滑になされることが期待される
ため、事業の実施が一層促進されることになる。

　「バイオマス・ニッポン」の制定により関連省
庁による協調体制の第一歩は踏み出されたと思う
が、事業の推進にあたっては、事情の変化等に素
早く対応ができ、総合的な調整やワンストップの
窓口となる組織の設置や、年度当初の予算に拘束
されない柔軟な予算である（仮称）「バイオマス
振興調整費」の創設が必要である。
　バイオマスは、資源となる種類、利用技術、最
終製品等が多岐にわたり、同一原料から複数の用
途が可能であり、有効利用のためには複合的利用
が望ましいが、現行の補助制度は、目的、利用技
術、事業主体等が細かく定められているため、総
合利用には適しているとは言いがたい場合もあ
る。

バイオマス関連施策については、バイオマス・ニッポ
ン総合戦略推進会議の場を通して各省間の緊密な連絡
体制を取っているほか、各地方ブロックごとに各省出
先機関間での連携を密にしている。

5
（新た
な補助
金の創
設、新
たな事
業の創
設等に
ついて
は、
８）

バイオマス関連施策については、バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議
の場を通して各省間の緊密な連絡体制を取っているほか、各地方ブロック
ごとに各省出先機関間での連携を密にしている。（新たな補助金の創設、
新たな事業の創設等については、「地域再生構想の提案募集について」
（内閣官房地域再生推進室平成15年12月19日）において『第１（２）ニ
新たな補助金や税措置の創設など、追加的な財政支出を伴わないものであ
ること』とあるため。）

東広島
市

合併に伴う都
市機能の再編
成

2039 2039070 124420
国合同庁舎建設の
ための省庁間の調
整

各地方機関の合同庁舎の早期建設のための
各省庁間の調整。

各地方機関の施設・敷地の狭隘化の解消を図るた
め、中心市街地への合同庁舎建設。

地方機関が市内各所にバラバラに存在しており、
また、施設・敷地の狭隘化が課題となっている。 6

福岡市
福岡アジアビ
ジネス交流拠
点都市構想

2079 2079010 124430
対日直接投資総合
案内窓口の地方へ
の設置

現在、東京のみに設置されている対日直接
投資総合案内窓口を、対内投資を促進する
地域にも設置し、関係省庁の地方出先機関
の対内投資担当窓口を一元化することによ
り、中国や韓国をはじめとした海外からの
進出に対応する。

本市では、外国企業の進出支援のためのワンス
トップサービス機能を持つ「アジアビジネス支援
センター」を設置する予定であるが、同センター
と関係省庁の地方出先機関の対内投資担当窓口と
の連携により、より効果的な外国企業の誘致を図
る。

地方に進出してくる外国人事業者にとって、日本
で事業を実施する際に必要となる手続きは煩雑で
分かりにくく、具体的に進出を検討する際の障害
となっている。そのため、地方における対内投資
の促進にはこのような総合案内窓口機能が必要で
ある。

対日直接投資総合案内窓口の設置・運営に
関する基本的考え方（平成15年５月23日対
日投資会議議長決定）

左記、基本的考え方に基づき、対日直接投資総合案内
窓口（Invest Japan）を設置し、民間事業者、地方自
治体、関連機関からの投資に関する照会を受け付け、
回答している。このことにより、これまでよりも照会
に対する回答を得る時間と労力が大幅に削減されてお
り、対日投資促進のための効果があがっている。

5
各省庁に設置されている「対日直接投資総合案内窓口」は、民間事業者だ
けでなく、各地方自治体又は関連機関からの照会も受け付けており、既に
地方自治体からの問合せ等に対応している。

提案者は、対日直接投資総合案内窓
口の地方における設置を要望しており、
これについて検討し回答されたい。

5

　平成15年５月に、各省庁及びＪＥＴＲＯに
設置した「対日直接投資総合案内窓口」
において、既に民間事業者だけでなく、各
地方公共団体及び関係機関等からの照
会も受け付けており、地方公共団体から
の問い合わせ等にも対応している。今後、
現行制度において地方自治体から利用し
づらい点があるのであれば、必要に応じ、
関係省庁の地方支分部局にも同様の窓
口を設置することも含めて検討していくこ
ととしたい。

会津若
松市

（仮称）会津
ベンチャーラ
ンド構想

1041 1041010 124440

地域再生計画に基
づく建築物の開発
許可等に関する特
例

会津大学周辺でのインキュベート施設等の
開発許可等については特例措置により都市
計画法第34条第10号に該当するものとして
取り扱う。

大学周辺は市街化調整区域であり、産学官連携を
目的とする企業や研究所を集積するためのイン
キュベート施設等ついては開発行為等を可能とす
る。

地域再生計画に基づく建築物として開発許可等を
要する案件については都市計画法第34条第10号と
して取り扱えることを明確にしてもらうことによ
り開発審査会に諮りやすくなる。

都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、都
市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければならな
いが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺における
市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化
区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発
行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経て
個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区域の周辺
における市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は
著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又
は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたものなどは現行制度上許
可でき、地域の実情に応じた運用が可能となっており、国土交通省では、技術的助
言として示した開発許可制度運用指針において、画一的な運用でなく地域の実情等
に応じた運用を行うことが望ましいことを示している。
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標津町

地域の産業や
自然環境を活
用した、都市
住民との交流
推進事業

1156 1156010 124450

現存する鮭番屋を
活用した、宿泊施
設への転用や、歴
史保存施設として
の活用。

空き番屋を宿泊交流体験施設として活用す
る場合、宿泊施設として各種法律が適用と
なるため、その緩和に向けた支援。

鮭の町ならではの特徴的な建造物である鮭番屋を
体験交流施設の拠点として活用し、食育や漁業体
験を通じ、地域で生産される安全な水産物を理解
することで、国内水産物の需要が高まると伴に、
交流人口の増加による地域活性化が図られる。

現存施設をそのまま転用し使用する場合、各種の
法律に抵触し、相当な投資が必要。

建築基準法

建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するた
め、安全上及び防火上等の観点から、建築物の用
途、規模等に応じて、建築物の敷地、構造及び用
途等に関する最低基準を定めているものである。

3
建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するため、防火・避難等
の安全確保の観点から、建築物の用途、規模等に応じて、建築物の
構造、設備等に関する最低基準を定めているものであることから、
ご要望の緩和を行うことは困難である。

標津町

地域の産業や
自然環境を活
用した、都市
住民との交流
推進事業

1156 1156020 124460

食育など、地域農
業理解するための
民泊容認支援対策

農家が食育を目的として、体験交流者を宿
泊させる場合、宿泊施設としての様々な適
用を受けるが、これを容認してもらうた
め、関係する法律の緩和に向けた支援

酪農業を活用した食育事業の展開により、都市住
民への安全な農産物への意識醸成が図られ、国内
産農産物の需要拡大と、交流人口増加による地域
活性が図られる。

営利を目的とした宿泊事業ではなく、食育を目的
として酪農家の日常の生活を体験してもらうこと
に意義があることから、宿泊営業としての対応を
行うことで、当初の目的が達成されないことや、
施設改修を伴う場合、相当な経費負担が伴うた
め、事業の活発化が望めない。 建築基準法

建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するた
め、安全上及び防火上等の観点から、建築物の用
途、規模等に応じて、建築物の敷地、構造及び用
途等に関する最低基準を定めているものである。

3
建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するため、防火・避難等
の安全確保の観点から、建築物の用途、規模等に応じて、建築物の
構造、設備等に関する最低基準を定めているものであることから、
ご要望の緩和を行うことは困難である。

須賀川
市

老朽密集地域
再生事業

1023 1023020 124470

都市公園法第４条
における建築物の
建築面積の総計の
規制緩和

都市公園法第４条の中で、都市公園に公園
施設として設けられる建築物の建築面積の
総計は、当該都市公園の敷地面積の１００
分の２をこえてはならないとあるが、１０
０分の４０をこえてはならないとする。

まちなかの低未利用地を整備し、交流人口の増加を図
るため、来街者の利便施設として東屋、トイレ及び物
販施設を整備し、地域の活性化を図るとともに、雇用
を創出し、まちなか低未利用地の有効活用先導プロ
ジェクトとする。

現状の都市公園法においては中心市街地の再生を
図るうえで、複合的な整備が困難なため。

都市公園法第4条
　都市公園に公園施設として設けられる建
築物の建築面積の総計は、当該都市公園の
敷地面積の百分の二をこえてはならない。
ただし、動物園を設ける場合その他政令で
定める特別の場合においては、政令で定め
る範囲内でこれをこえることができる。

都市公園法施行令第5条
　休養施設、運動施設、教養施設、又は自
然公園法に規定する都道府県立自然公園の
利用のための施設を設ける場合において
は、当該都市公園の敷地面積の百分の十を
限度として、法第4条第1項本文の規定によ
り認められる建築面積を超えることができ
る。
２　都市公園に屋根付広場、壁を有しない
雨天用運動場その他の高い開放性を有する
建築物として国土交通省令で定めるものを
設ける場合においては、当該建築物に限
り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を
限度として法第4条第1項本文又は前項の規
定により認められる建築面積を超えること
ができる。

都市公園においては、公園施設の建ぺい率は原則2%と
した上で、休養施設、運動施設、教養施設について
は、10%の建ぺい率上乗せを行っており、さらに高い開
放性を有する建築物については、10%建ぺい率の上乗せ
ができる。

7

友部町

物流拠点の立
地優位性を最
大限活用した
地域振興

1029 1029010 124480

流通業務団地内の
都市計画変更に伴う
譲渡所得特別控除
の特例措置の適用

　流通業務団地での立地ニーズに対応して事
業計画変更を弾力的に行おうとする場合に、
問題となる事業変更前における譲渡所得特別
控除の特例措置の取扱いを明確にする。

　流通業務団地において、最近の物流業界の複合施
設（流通過程での流通加工、販売機能等を併設した
施設）等のニーズや小売店舗の立地ニーズに対応し
て流通業務施設以外の施設立地を進めるためには、
流通業務地区での制限緩和措置（流通業務市街地
の整備に関する法律第５条ただし書の適用）に加え
て、都市計画の変更が必要になる。この場合、従来
の計画により土地を譲渡した際に租税特別措置法に
基づく５０００万円控除を受けた案件については、流
通業務団地から除外されても流通業務地区となって
いるものについては、当該控除が取り消されて遡及
して譲渡者に課税されることのないよう明確にするこ
とが事業を円滑に進めるうえで不可欠である。

　流通業務地区での規制を緩和することにより、
現状の景気状況を反映した投資意欲のある企業の
進出を促進し、地域経済の活性化と地域雇用の創
出を図る。

6

友部町

物流拠点の立
地優位性を最
大限活用した
地域振興

1029 1029020 124490
流通業務団地の譲
受人資格の緩和

　流通業務施設を建設し、当該施設を賃借し、
または譲渡する事業を営むことを主たる目的
とする法人等に対しても、都市計画の変更を
要することなく造成敷地を譲渡することが可能
となるような法律の運用を認める。

　流通業務団地の造成敷地の譲受人は、自ら流通業
務施設を経営しようとする者となっているため（法第３
５条）、最近の物流業界の初期投資の抑制と投資リ
スクの軽減を図るためのリース方式の用地提供ニー
ズに対応できない状況にある。
　このため、自ら経営しようとする者以外（たとえば、
流通業務施設を建設し、当該施設を賃借し、または
譲渡する事業を営むことを主たる目的とする法人で、
当該事業の経営に必要な資力、信用を有する者）に
対しても造成敷地を譲渡することが可能となるよう規
制を緩和することにより、企業の進出を促進する。

　流通業務地区での規制を緩和することにより、
現状の景気状況を反映した投資意欲のある企業の
進出を促進し、地域経済の活性化と地域雇用の創
出を図る。

流通業務市街地の整備に関する法律第３４
条、第３５条

造成敷地等については原則として譲受人を公募するこ
ととされており、公募による譲受人の条件として、
「造成敷地等である敷地においてみずから流通業務施
設を経営しようとする者」であること等とされてい
る。

5
公募による譲受人の条件の一つである「造成敷地等である敷地においてみ
ずから流通業務施設を経営しようとする者」には、流通業務施設を自ら建
設し、当該施設を賃貸する者等も含むものと解される。

公募による譲受人の条件の一つであ
る「造成敷地等である敷地において
みずから流通業務施設を経営しよう
とする者」の解釈について、関係者
に通知等することにより周知徹底を
図られたい。

5 －

公募による譲受人の条件の一つである「造成
敷地等である敷地においてみずから流通業
務施設を経営しようとする者」には、流通業務
施設を自ら建設し、当該施設を賃貸する者等
も含むものと解される旨、周知する予定であ
る。

伊達町

市街化調整区
域の特定地域
開発による地
域再生

1062 ####### 124500
大規模既存集落指
定要件の緩和及び
新設

大規模既存集落の福島県の指定要件に関わ
らず、町の計画により指定する。

川東地区に町で指定地域を設定し申請する。
大規模既存集落指定地区を指定し、地域限定であ
る程度の開発を認めることで活性化の核とするも

の。
都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、都
市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければならな
いが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺における
市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化
区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発
行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経て
個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区域の周辺における市
街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認めら
れる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又は予定建築
物の用途を限り定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能となっ
ており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度運用指針において、画一的な
運用でなく地域の実情等に応じた運用を行うことが望ましいことを示している。
　ご提案の大規模既存集落の指定は、福島県の市街化調整区域における開発許可制度の運用の
中で用いられている仕組みであると考えられるので、その指定のあり方、許可する開発行為に
ついて、提案団体と福島県でご相談されたい。

伊達町

市街化調整区
域の特定地域
開発による地
域再生

1062 1062020 124510
大規模既存集落指
定要件の緩和及び
新設

住宅立地基準の緩和

現在分家住宅のみが許可対象となっているが、優
良田園住宅地として１，０００㎡を上限として菜
園つきのゆとりある住宅地として開発可能にして
いく。

大規模既存集落に指定されても、分家住宅の建築
に限って許可されるのが現状であるため、対象を
特定しないよう拡大し規制を緩和することで、既
存宅地及び住宅地と隣接するような農地の宅地化
を推進し、集落内の土地利用の活性化を図る。

都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、都
市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければならな
いが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺における
市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化
区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発
行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経て
個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区域の周辺における市
街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認めら
れる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又は予定建築
物の用途を限り定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能となっ
ており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度運用指針において、画一的な
運用でなく地域の実情等に応じた運用を行うことが望ましいことを示している。
　ご提案の大規模既存集落の指定は、福島県の市街化調整区域における開発許可制度の運用の
中で用いられている仕組みであると考えられるので、その指定のあり方、許可する開発行為に
ついて、提案団体と福島県でご相談されたい。

伊達町

市街化調整区
域の特定地域
開発による地
域再生

1062 1062030 124520
大規模既存集落指
定要件の緩和

新規工場施設の立地基準の新設

集落内で生活するための雇用の場の創出を図るた
めに、小規模工場の立地基準を新設する。併せて
ベンチャー企業等新規事業創出者のための廉価な
工場用地を確保するための開発基準を新設する。

大規模既存集落に指定されても、分家住宅の建築
に限って許可されるのが現状であるため、許可基
準を新設し工場等の立地を許可することで、通勤
距離のない職住混在を図り、環境によい理想の集
落づくりを目指す。

都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、都
市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければならな
いが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺における
市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化
区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発
行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経て
個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区域の周辺における市
街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認めら
れる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又は予定建築
物の用途を限り定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能となっ
ており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度運用指針において、画一的な
運用でなく地域の実情等に応じた運用を行うことが望ましいことを示している。
　ご提案の大規模既存集落の指定は、福島県の市街化調整区域における開発許可制度の運用の
中で用いられている仕組みであると考えられるので、その指定のあり方、許可する開発行為に
ついて、提案団体と福島県でご相談されたい。
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伊達町

市街化調整区
域の特定地域
開発による地
域再生

1062 1062040 124530
大規模既存集落指
定要件の緩和

新規商店食堂等のサービス業基準の緩和
集落内で生活するために必要な日常生活用品・食
堂等、地域内で賄えるような基準の緩和をする。
類似店舗の制限の撤廃。

大規模既存集落指定要件を緩和することで、日常
の消費生活が集落内で賄えるようにする

都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、都
市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければならな
いが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺における
市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化
区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発
行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経て
個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区域の周辺における市
街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認めら
れる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又は予定建築
物の用途を限り定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能となっ
ており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度運用指針において、画一的な
運用でなく地域の実情等に応じた運用を行うことが望ましいことを示している。
　ご提案の大規模既存集落の指定は、福島県の市街化調整区域における開発許可制度の運用の
中で用いられている仕組みであると考えられるので、その指定のあり方、許可する開発行為に
ついて、提案団体と福島県でご相談されたい。

掛川市

再開発事業に
おける段階
的・簡易的建
築について

1065 1065010 124540
再開発事業におけ
る段階的・簡易的
建築について

国土交通省住宅局市街地建築課所管の都市
再開発法の制度改革

掛川駅前東街区第１種市街地再開発事業は中心市
街地の活性化を図るため、大型店の郊外移転に伴
う跡地を中心とした1.1ｈａの区域で、権利者27
人が再開発組合を設立し、商業、業務・サービ
ス、公共、住宅・マンション、駐車場の５つの機
能と役割を備えた多目的複合ビルを建築する計画
である。現在事業計画の策定を行っているが保留
床処分が大きな課題となっている。特に商業床に
ついてはその規模設定が難しく、商業ポテンシャ
ル調査に基づく規模と実際のニーズとは相当の差
異があり、計画当初から過大な床面積をとること
は危険である。再開発事業として段階的・簡易的
建築が可能となれば最初は身の丈にあった安心・
安全で失敗のない規模・構造の再開発ビルを建築
し、その後、街の成長や時代の変化に合わせ再開
発ビルのバージョンアップが可能となる。

現制度では段階的・簡易的建築は認められていな
い。そのため、①街の実力以上の規模のビルを建
築して失敗したり、②時代の移り変わりが早く、
将来予測が立ちにくいなかにあって、まして再開
発事業のように計画から完成までに長い期間を要
する事業においては、ビル完成時には時代とマッ
チしないビルとなってしまい失敗してしまうケー
スが発生する。

都市再開発法第七十二条、第八十六条、第
八十七条、第八十八条

施行地区内の土地等に関する権利は、権利変換計画の
定めるところに従い、施設建築敷地に関する権利と施
設建築物の一部に関する権利に変換される。
権利変換計画は施行地区ごとに定めることとされてい
るが、施行地区が工区に分かれているときは、工区ご
とに権利変換計画を定めることができると規定されて
いる。

5 現行制度においても、工区分けを行うことにより、段階的な建築を行うこ
とは可能である。

長野県
コモンズの視
点からのまち
づくり

1068 1068070 124550
街路整備の暫定施
行を可能にする

都市計画事業認可は、都市計画に適合して
いることが条件となっており、都市施設として
定められた区域については完成形（道路横
断方向）での用地買収が義務づけられてい
る。このため、事業実施にあたっては多くの
建物の移転を伴い、多くの事業費が必要と
なっている。そこで、事業着手部と未着手部と
が混在するような事業認可ができるようにす
る。

街路事業の認可にあたり、都市計画施設の区域に
おける部分的な事業の実施を可能にする。（暫定
施行）
これにより、既存のまち並をのこしつつ、まちづ
くりが早期に概成できるとともに、事業費が縮減
される。
なお、特殊街路の整備ではなく、幹線街路の整備
に適用する。

街路事業は多額な移転補償費が必要であるが、都
市計画法第53条による建築制限を有効利用し、事
業のコストの縮減とまちづくり早期概成を図る。

都市計画法第５９条、第６１条
都市計画法第６１条の認可基準に基づき事業認可を
行っている。 5

段階的整備がやむを得ないと認められ、次の要件が満たされる場合には事
業認可をしてきたところである。

・都市計画の変更を予定するものではなく、一定期間をおいて完成型に向
けた事業実施を予定しているなど、完成型に向けた事業の１ステップであ
ると認められること
・事業認可により生じる法的効果が、完成型を整備する場合のそれと比
べ、超えるものではないこと。

原町市
個性豊かな商
店街による地
域再生

1126 1126010 124560
各種法令の規制の
緩和

都市計画法及び建築基準法の地域地区の建
ぺい率・容積率の規制緩和・都市計画変更
の簡素化・都市計画道路などの整備におけ
る道路構造令の適用の緩和

①野馬追通りなど地域拠点の整備及び特色ある商
店街の形成を図るための街路整備の実施。②商業
集積を推進する新たな商業店舗等整備および新規
創業を支援するチャレンジショップの整備など

中心市街地の再構築には基幹道路の整備とあわせた商店街の再
整備が必要であるが、都市計画道路の整備を行う場合には、街
づくりを基本とした道路整備の実施が必要であるが、道路構造
令に基づく道路整備となり特色ある街づくりが困難となる。ま
た、都市計画の変更には県の都市計画審議会の審議を要するこ
とから、地域特性のある都市・街づくりを推進するため、市の
独自性の確保のため、手続きの簡素化が必要である。また、中
心市街地商業の活性化として商店の近代化は有効な対策である
が現行の店舗を新築する場合に都市計画法などの建ぺい率等の
制限により同様の面積の確保が困難となることから、建築基準
法及び都市計画法の規制を緩和した個性ある商店街の形成を図
る。

（建ぺい率・容積率の規制緩和）
建築基準法第52条、第53条

（都市計画変更の簡素化）
都市計画法第１８条、第１９条、第７７条
の２

（道路構造令の適用緩和）
道路法
道路構造令

（建ぺい率・容積率の規制緩和）
建築物の容積率及び建ぺい率は、用途地域に関する都
市計画により定められた数値を超えてはならない。

（都市計画変更の簡素化）
都市計画法上、市町村が都市計画を定める場合は、当
該市町村におけれる市町村都市計画審議会（都道府県
が定める場合は都道府県都市計画審議会）の議を経る
こととされている。

（建ぺ
い率・
容積率
の規制
緩和）

5
（都市
計画変
更の簡
素化）

３
（道路
構造令
の適用
緩和）

5

（建ぺい率・容積率の規制緩和）
建築基準法等の一部を改正する法律（平成14年法律第85号）により、容積率の最高限度及び建
ぺい率の最高限度について、それぞれメニューが追加されており、ご提案の内容は、用途地域
に関する都市計画に定める容積率及び建ぺい率の数値を変更することにより対応可能である。

（都市計画変更の簡素化）
なお、市町村の行政区域を超える広域的な観点から定めるべき都市計画については都道府県が
定めることとしており、都市計画変更手続については、都市計画の決定が土地に関する権利に
相当な制約を加えるものであることから、公正かつ専門的な第三者の意見を踏まえることとし
ており、都市計画の決定に当たり、都市計画審議会の議を経ることが必要である。

（道路構造令の適用緩和）
・道路構造令の規定は項目毎に最小値で規定されるもの、標準値で規定されるもの、やむを得
ない場合に採用する特例規定などがあり、当該道路の道路管理者がこの様な規定を弾力的に運
用するなど地域に応じた道路づくりを推進することが可能である。

都市計画変更の簡素化について、提案
の趣旨を踏まえ再度検討し回答された
い。

3

市町村の行政区域を超える広域的な観点か
ら定めるべき都市計画については都道府県
が定めることとしており、都市計画変更手続
については、都市計画の決定が土地に関す
る権利に相当な制約を加えるものであること
から、公正かつ専門的な第三者の意見を踏
まえることとしており、都市計画の決定に当た
り、都市計画審議会の議を経ることが必要で
ある。

川崎市

農環境の保全
と市民交流等
農地利活用促
進構想

1180 1180030 124570
食農教育等推進の
ため必要な施設設
置に係る規制緩和

農業者、農業団体並びに教育、医療若しく
は社会福祉事業を行うことを目的として設
立された法人等が市街化調整区域において
食農教育等の実施に係る建築物の建築の用
に供する目的で行うものについては、都市
計画法第２９条第１項第２号の政令で定め
る建築物に該当するよう、同施行令第２０
条に政令で定める建築物とする内容を盛り
込むこととし、食農教育等に係る建築物の
建築を可能とする。

市が事業主体となり、連絡協議会等を設置し農業
団体等との連携を図りながら、農家、法人等に対
する説明会を開催し、食農教育等を実施したい事
業者の募集を行う。農業・農村体験と食の学習を
通じた食農教育や医療・社会福祉関係の園芸療法
等の新たな手法を取り込んでいくことにより、農
業を基盤とした地域コミュニティを促進し、農村
の活力を増進する起爆剤になると考えられる。ま
た、地元農業団体等との連携により、新たな農業
収入の増加も期待できる。
１年目　設置件数　１件
３年目　設置件数　３件

食農教育等を推進していくためには、その活動拠
点となる施設等が必要になるが、建築物の新築等
に関しては、市街化調整区域においては、都市計
画法による開発規制等があるため、必要な施設等
を整備することが困難になることもありえること
から、事業者の参入も困難になることが予想され
る。そこで、都市計画法上の規制緩和を行うこと
で、食農教育等を事業化したい事業者の参入を容
易かつ円滑に行うための支援策とする。

都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為等の許可を受けるためには、
都市計画法第34条各号等のいずれかに該当しなければな
らないが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺にお
ける市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市
街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる
開発行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を
経て個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区
域の周辺における市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行
うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発
審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限
り定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能
となっており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度運
用指針において、画一的な運用でなく地域の実情等に応じた運用を行うこ
とが望ましいことを示している。

茨城県

カシマスポー
ツ交流空間創
造プロジェク
ト

1275 1275050 124580
市街化調整区域にお
ける関連施設の開発
支援

　スポーツ施設に近接した地域におけるス
ポーツ交流事業に寄与すると認められる施設
の整備については、地域経済の動向など地域
状況を考慮のうえ市街化調整区域内であって
も開発を許可するものであることを開発許可
制度運用指針で明示する。

スポーツ施設に近接した地域において、施設利用客
の利用に資する大規模な休憩サービス施設、土産品
等の物販施設を設置する。

　域内のスポーツ施設には多くの人が訪れている
が、近隣に立ち寄る場所がなく、すぐ帰路につく
ため、地域の活性化に十分活用できていない。ス
ポーツ施設は市街化調整区域にあり、現行制度
上、市街化調整区域でも商業・サービス施設の開
発は不可能ではないが、実態は、時間と労力を相
当要するものであり、円滑な地域再生が図ること
は困難であり、開発規制の緩和が必要である。

都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、都
市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければならな
いが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺における
市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化
区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発
行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経て
個別に許可できることとなっている。

5

　市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区域の周辺における
市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認め
られる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又は予定建
築物の用途を限り定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能と
なっており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度運用指針において、画一
的な運用でなく地域の実情等に応じた運用を行うことが望ましいことを示している。
　また、開発許可制度運用指針は地方自治法第２４５条の４に基づく技術的助言であり、地域
の実情等によって本指針で示した原則的な考え方によらない運用が必要となる場合、当該地域
の実情等に即して合理的なものであれば、その運用が尊重されるべきものであって、本指針は
開発許可権者の許可権限を拘束するものではない。

茨城県

ひたちなか地
区の土地活用
及び港湾利用
推進プロジェ
クト

1278 1278010 124590

工業団地造成事業
で造成された敷地
の譲受人の資格の
緩和

　造成工場敷地の譲受人の資格は，自ら製
造工場等を経営しようとする者とされてい
るが，自ら製造業等を経営しない者（リー
ス会社，ゼネコン，個人等）に譲渡・賃貸
することを可能とする。

　茨城県が，自ら製造業等を経営しない者へ造成
工場敷地を譲渡又は賃貸することを可能とし，当
該譲受人，賃借人が製造業等を営む者へ土地・建
物を譲渡又は賃貸することにより，製造業者の初
期投資の軽減等が図られ立地しやすい環境をつく
る。

　首都圏法では譲受人は自ら製造業等を経営する
者に限られているが，自ら製造業等を経営しない
者が建物を建築し，製造業者等へ建物を賃貸する
など，製造業者等の立地手法の選択肢を広げるこ
とで，土地利用を促進する必要がある。

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の
整備に関する法律第２２条第１号

造成工場敷地の譲受人の資格は「当該造成工場敷地に
おいて自ら製造工場等を経営しようとする者であるこ
と。」とされている。

5

提案の趣旨は、製造事業者が自ら建物等を整備し資産を保有する必要をなくし、初期投資を軽減させることで、一時
的な資金的調達は困難であるが将来性や事業に安定性のある有望な企業についても工業団地への立地を可能にし、工
業団地造成事業の促進と、良好な工業市街地の速やかな整備に資するということと認められる。これを実現するため
には、下記のような現行制度の活用が考えられる。
１．施行者から造成工場敷地を譲り受けた（又は借り受けた）製造事業者が、工場建設の資金調達の一環として、工
場建物や製造機械等の施設をリースにより調達することは差し支えない。つまり、土地を施行者が割賦分譲（又は賃
貸）し、施設をリース会社等が割賦分譲（又は賃貸）するということで、提案の趣旨である製造事業者の初期投資の
軽減は現行制度により可能。
２．製造事業者が進出しやすい環境を整えるために、造成工場敷地を処分するまでの間、製造事業者以外の者に当該
造成工場敷地を暫定的に賃貸することは可能。ただし、この場合は、戦略的な企業誘致、土地利用により、工業団地
の工業市街地、工業都市としての整備に努力されたい。
３．工場・敷地等の資産の保有者と自ら製造工場等の経営を行う製造事業者が別法人格であったとしても、事業者と
保有者との資本関係や、事業者による工場運営の継続的関与のあり方など、当該事業の実質的な内容により保有者と
事業者が一体のものである認められるときは、造成工場敷地を保有者に譲渡することは可能。
なお、造成工場敷地の譲受人を製造工場事業者に限定しているのは、工業市街地、工業都市として整備が求められる
工業団地において確実に製造工場の運営がなされること、単なる土地の売買等により利益を挙げようとするもの排除
することを目的としたものである。
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茨城県

温泉施設を活
用した観光農
業推進プロ
ジェクト

1280 1280040 124600
農産物加工施設建
設に係る規制緩和

・農産物加工施設や農産物直売所等の施設の建
設については，開発行為の許可が必要とされる
が，これらの施設を「農業の用に供する政令で
定める建築物」として位置付けることにより，
許可を不要とする。

・温泉施設周辺に農産物直売所，加工所を併設すると
ともに，加工所内では，観光客がジャムやジュースづ
くりなどの体験ができる場として活用する。

・農産物加工施設や農産物直売所等の施設の建設につ
いては，開発行為の許可が必要とされ，許可までの時
間がかかることから，これらの施設を「農業の用に供
する政令で定める建築物」として位置付けることによ
り，手続きを簡略化する。

都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為等の許可を受けるためには、
都市計画法第34条各号等のいずれかに該当しなければな
らないが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺にお
ける市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市
街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる
開発行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を
経て個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区
域の周辺における市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行
うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発
審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限
り定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能
となっており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度運
用指針において、画一的な運用でなく地域の実情等に応じた運用を行うこ
とが望ましいことを示している。

茨城県

いばらき常総
大地における
大規模園芸産
地の育成

1281 1281050 124610
農産物加工施設等
の建設に係る規制
緩和

・農産物加工施設等は、市場出荷基準に満たな
い農産物を加工用として出荷できる、園芸産地
づくりには欠かせない施設であるため、建設に
係る規制を緩和する。

・都市計画法により、市街化調整区域等において農産
物加工施設・農産物直売所を建設することは困難と
なっているが、農産物加工施設等を、都市計画法第２
９条第２号の「農業の用に供する政令で定める建築
物」と位置づける。

・農産物加工施設は、市場出荷基準に満たない農産物
を加工用として出荷できる、園芸産地づくりには欠か
せない施設であるため、建設に係る規制を緩和する。

6

神奈川
県

都市住民と協
働した都市農
業地域の活性
化

1286 1286040 124620
農地利用権の設定
と定期借地権付き
農地制度の創設

・耕作放棄地における公的機関の農地利用
権の強制設定制度の創設
・農地（耕作放棄地）の使用収益権を設定
するための規制の緩和
・取得農地の管理を目的とした農作業用管
理舎のための規制緩和

耕作放棄地等のまとまった農地に農地利用権や定
期借地権を設定し、早期退職者の就労の場の設定
を目的として都市住民を誘導し、地域の活性化を
図る。

・農地の有効利用による地域の活性化 都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為等の許可を受けるためには、
都市計画法第34条各号等のいずれかに該当しなければな
らないが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺にお
ける市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市
街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる
開発行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を
経て個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区
域の周辺における市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行
うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発
審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限
り定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能
となっており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度運
用指針において、画一的な運用でなく地域の実情等に応じた運用を行うこ
とが望ましいことを示している。

岐阜市
まち再生プロ
ジェクト構想

1323 1323010 124630
民間都市再生事業
計画の認定要件緩
和

都市再生特別措置法施行令第２条第１項及
び第２項で定められている都市再生事業規
模（1.0haおよび0.5haの双方）の要件緩和

都市再生事業の規模要件を緩和することで、小規
模ではあるが、地域整備方針に定めた都市機能の
増進に貢献する民間都市開発事業を促進する。

岐阜市で指定を受けた都市再生緊急整備地域は、
商店街・繊維問屋街が多くを占め、小規模である
が優良な民間市街地再開発事業計画があるため。

○都市再生特別措置法　第２０条
○都市再生特別措置法施行令　第２条

民間都市再生事業計画の認定の申請となる都市再生事
業の事業区域は、原則１ha以上である。ただし、当該
事業区域と隣接・近接してこれと一体的に他の都市開
発事業が施行される場合であって、これらの都市開発
事業の事業区域の面積の合計が１ha以上であるとき
は、0.5haである。

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創
設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。

三島市
農産物「地産
地消」振興事
業

1367 1367010 124640

「地産地消　箱根
山西麓地場野菜直
売所設置」に係る
規制緩和

　市街化調整区域の農地における作業小屋
等の設置に係わる運用に準じ、面積および
用途を限定して期限付きで直売所設置がで
きるよう、都市計画法第29条第1項第2号及
び同条第2項第1号の規定の緩和を求める。

　箱根山西麓の国道・県道に面した農地に10㎡未
満の直売所の設置を許可し、地場野菜の地元での
消費及び観光客への販売を促進する。将来的には
アグリ・ツーリズムへと発展させ、観光振興を
図っていく。直売所従事者の雇用創出、地場野菜
の販路の拡大、市民への周知等の効果が期待でき
る。

　現行の都市計画法の規定では、農地における野
菜直売施設を設置して販売行為ができないため、
都市計画法第29条第1項第2号及び第2項第1号の規
定を緩和し、直売所設置を推進することで、地域
づくり、雇用対策、生産者と消費者の直接的な情
報交換等を促進する。

都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為等の許可を受けるためには、
都市計画法第34条各号等のいずれかに該当しなければな
らないが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺にお
ける市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市
街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる
開発行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を
経て個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区
域の周辺における市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行
うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発
審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限
り定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能
となっており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度運
用指針において、画一的な運用でなく地域の実情等に応じた運用を行うこ
とが望ましいことを示している。

福崎町
大学と連携し
た地域再生事
業

2003 2003020 124650

（事項名）ＪＲ福
崎駅周辺整備
(事項名）薬科大学
周辺整備

・農振農用地の除外要件等の緩和
　薬科大学周辺において、駐車場等を整備す
る場合、農用地の除外申請を行う必要があ
る。整備計画の策定は町長が行うが、変更に
は知事への協議と同意が必要である。町が地
域活性化に必要と考える事業のための除外に
つき、「除外の４要件」の緩和とスムーズな知
事の同意が図られるよう規制緩和をお願いし
たい。

・薬科大学の新設に伴う建築工事やその周辺整備
及び開学後の学生の活発な消費活動やマンション
需要の高まりなど、大きな経済効果が期待でき
る。
・薬科大及び近畿福祉大学、県立福崎高校にも配
慮したＪＲ福崎駅周辺整備（橋上駅整備、駅前広
場整備、道路整備、区画整理事業）の実施によ
り、商業が活性化され、新たな雇用創出効果が期
待できる。

　現在、福崎町内に学生向けマンションの供給が
不足しており、またＪＲ福崎駅周辺に商業施設も
ないため、近畿福祉大学の学生は隣接する姫路市
等から通学しており、薬科大学の新設により、学
生数が倍増しても地元には経済的メリットが少な
い。そのため、民間がマンションや店舗を建築可
能なインフラ整備を行うことにより学生が在住
し、経済の活性化や雇用創出につながる。また、
薬科大学周辺においても、市街化調整区域の規制
等により周辺整備が進まず、現状では将来計画さ
れている大学附属病院の誘致を行うには不十分で
ある。そのため、地域医療の核になる可能性があ
る病院の誘致が可能な条件整備を行いたい。

6

福崎町
大学と連携し
た地域再生事
業

2003 2003030 124660

（事項名）ＪＲ福
崎駅周辺整備
(事項名）薬科大学
周辺整備

・農地転用要件の緩和
　農地転用は、４ｈａを超えると大臣許可
となる。許可権限の知事への権限委譲を図
られたい。

・薬科大学の新設に伴う建築工事やその周辺整備
及び開学後の学生の活発な消費活動やマンション
需要の高まりなど、大きな経済効果が期待でき
る。
・薬科大及び近畿福祉大学、県立福崎高校にも配
慮したＪＲ福崎駅周辺整備（橋上駅整備、駅前広
場整備、道路整備、区画整理事業）の実施によ
り、商業が活性化され、新たな雇用創出効果が期
待できる。

　現在、福崎町内に学生向けマンションの供給が
不足しており、またＪＲ福崎駅周辺に商業施設も
ないため、近畿福祉大学の学生は隣接する姫路市
等から通学しており、薬科大学の新設により、学
生数が倍増しても地元には経済的メリットが少な
い。そのため、民間がマンションや店舗を建築可
能なインフラ整備を行うことにより学生が在住
し、経済の活性化や雇用創出につながる。また、
薬科大学周辺においても、市街化調整区域の規制
等により周辺整備が進まず、現状では将来計画さ
れている大学附属病院の誘致を行うには不十分で
ある。そのため、地域医療の核になる可能性があ
る病院の誘致が可能な条件整備を行いたい。

6

福崎町
大学と連携し
た地域再生事
業

2003 2003040 124670

（事項名）ＪＲ福
崎駅周辺整備
(事項名）薬科大学
周辺整備

・都市計画法の規制緩和
　現在、市街化調整区域では大学の学生寮
や関連施設等の建築は困難であるが、緩和
を図られたい。
　市街化区域の拡大についても、市街化区
域、市街化調整区域にまたがる地区で区画
整理を実施し、市街化区域に編入できるよ
う緩和願いたい。

・薬科大学の新設に伴う建築工事やその周辺整備
及び開学後の学生の活発な消費活動やマンション
需要の高まりなど、大きな経済効果が期待でき
る。
・薬科大及び近畿福祉大学、県立福崎高校にも配
慮したＪＲ福崎駅周辺整備（橋上駅整備、駅前広
場整備、道路整備、区画整理事業）の実施によ
り、商業が活性化され、新たな雇用創出効果が期
待できる。

　現在、福崎町内に学生向けマンションの供給が
不足しており、またＪＲ福崎駅周辺に商業施設も
ないため、近畿福祉大学の学生は隣接する姫路市
等から通学しており、薬科大学の新設により、学
生数が倍増しても地元には経済的メリットが少な
い。そのため、民間がマンションや店舗を建築可
能なインフラ整備を行うことにより学生が在住
し、経済の活性化や雇用創出につながる。また、
薬科大学周辺においても、市街化調整区域の規制
等により周辺整備が進まず、現状では将来計画さ
れている大学附属病院の誘致を行うには不十分で
ある。そのため、地域医療の核になる可能性があ
る病院の誘致が可能な条件整備を行いたい。

市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、都
市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければならな
いが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺における
市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化
区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発
行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経て
個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区
域の周辺における市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行
うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発
審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限
り定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能
となっており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度運
用指針において、画一的な運用でなく地域の実情等に応じた運用を行うこ
とが望ましいことを示している。

福崎町
大学と連携し
た地域再生事
業

2003 2003050 124680

（事項名）ＪＲ福
崎駅周辺整備
(事項名）薬科大学
周辺整備

・県保健医療計画の基準病床数の緩和
　地域医療の核となる大学附属病院誘致に
おける、県保健医療計画の基準病床数の緩
和を図られたい。（平成１５年４月現在、
中播磨圏域の基準病床数５１８７を実病床
数が超過しており、新規の病院建築が困難
な状況である）

・薬科大学の新設に伴う建築工事やその周辺整備
及び開学後の学生の活発な消費活動やマンション
需要の高まりなど、大きな経済効果が期待でき
る。
・薬科大及び近畿福祉大学、県立福崎高校にも配
慮したＪＲ福崎駅周辺整備（橋上駅整備、駅前広
場整備、道路整備、区画整理事業）の実施によ
り、商業が活性化され、新たな雇用創出効果が期
待できる。

　現在、福崎町内に学生向けマンションの供給が
不足しており、またＪＲ福崎駅周辺に商業施設も
ないため、近畿福祉大学の学生は隣接する姫路市
等から通学しており、薬科大学の新設により、学
生数が倍増しても地元には経済的メリットが少な
い。そのため、民間がマンションや店舗を建築可
能なインフラ整備を行うことにより学生が在住
し、経済の活性化や雇用創出につながる。また、
薬科大学周辺においても、市街化調整区域の規制
等により周辺整備が進まず、現状では将来計画さ
れている大学附属病院の誘致を行うには不十分で
ある。そのため、地域医療の核になる可能性があ
る病院の誘致が可能な条件整備を行いたい。

6
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鳥栖市 教育の杜構想 2019 2019030 124690
市街化調整区域内
の建築物の緩和

都市計画法で規制されている市街化調整
区域内の建築物の建設に係る規制につい
て本構想内に農業体験を通じた教育を目
的とする施設を建設する場合に限り建築物
の建設について可能とする。

都市計画第３4条において、市街化調整区域内で
の建築を目的とした開発許可についての制限があ
るが、本構想区域内において農業体験を教育の一
環とし、教育施設として使用する目的で建築され
る建築物の場合は、市街化調整区域内での開発の
要件都市計画法第３４条を緩和し都市計画法第２
９条、４３条の許可できるものとする。

宿泊や教育研修施設を備え団体生活を行うことで
自立・協調・思いやりの心をはぐくむために必要
である。

都市計画法第２９条、第３４条

市街化調整区域で開発行為等の許可を受けるためには、
都市計画法第34条各号等のいずれかに該当しなければな
らないが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺にお
ける市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市
街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる
開発行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を
経て個別に許可できることとなっている。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区
域の周辺における市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行
うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発
審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限
り定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能
となっており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度運
用指針において、画一的な運用でなく地域の実情等に応じた運用を行うこ
とが望ましいことを示している。

松山市

『坂の上の
雲』フィール
ドミュージア
ム構想

2044 2044070 124700
公園施設の設置基
準の緩和

公園施設の設置基準の敷地面積に対する建
築面積の割合についての緩和

公園施設の設置基準で敷地面積の２/１００をこ
えてはならない規定について、１，０００㎡以下
の小規模な公園については５/１００に緩和す
る。

本市は身近な街区公園整備を行っているが、面積
規模が６００㎡程度の小規模な公園が多く、トイ
レの設置ができない。

都市公園法第4条
　都市公園に公園施設として設けられる建
築物の建築面積の総計は、当該都市公園の
敷地面積の百分の二をこえてはならない。
ただし、動物園を設ける場合その他政令で
定める特別の場合においては、政令で定め
る範囲内でこれをこえることができる。

都市公園法施行令第5条
　休養施設、運動施設、教養施設、又は自
然公園法に規定する都道府県立自然公園の
利用のための施設を設ける場合において
は、当該都市公園の敷地面積の百分の十を
限度として、法第4条第1項本文の規定によ
り認められる建築面積を超えることができ
る。
２　都市公園に屋根付広場、壁を有しない
雨天用運動場その他の高い開放性を有する
建築物として国土交通省令で定めるものを
設ける場合においては、当該建築物に限
り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を
限度として法第4条第1項本文又は前項の規
定により認められる建築面積を超えること
ができる。

都市公園においては、公園施設の建ぺい率は原則2%と
した上で、休養施設、運動施設、教養施設について
は、10%の建ぺい率上乗せを行っており、さらに高い開
放性を有する建築物については、10%建ぺい率の上乗せ
ができる。

7

福島商
工会議
所

スポーツコン
ベンション機
能整備事業

3034 3034010 124710

スポーツ関連の公
共施設の近隣にお
ける民間開発の規
制緩和および手続
きの簡素化

スポーツ関連の公共施設が立地する地区
は、都市計画法、農振法等の規制があり、
これらの許認可手続きを簡素化するととも
に、地域が開発計画を策定した場合には、
規制を緩和する。

①地域における整備計画の策定　②土地利用の許
認可　③民間施設の導入　これによりスポーツコ
ンベンション昨日が整備され地域の集客力の向上
及び雇用の創出に寄与できるとともに、周辺の観
光施設との連携により地域活力が増大する。

現行の制度では、民間事業者が許認可の手続きを
進めることが困難である。

都市計画法第２９条、第３４条

河川法第２４条、行政手続法第６条

市街化調整区域で開発行為等の許可を受けるためには、
都市計画法第34条各号等のいずれかに該当しなければな
らないが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺にお
ける市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市
街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる
開発行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を
経て個別に許可できることとなっている。

河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権限に基
づき管理する土地を除く。）を占用しようとする者は、河川管
理者の許可を受けなければならない。

5

市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区域の周辺における市
街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認めら
れる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又は、条例で区域、目的又は予定建築
物の用途を限り定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情に応じた運用が可能となっ
ており、国土交通省では、技術的助言として示した開発許可制度運用指針において、画一的な
運用でなく地域の実情等に応じた運用を行うことが望ましいことを示している。

現時点においては、提案事項は構想段階であることから、河川法第２４条及び第２６条による
支障及び要望する緩和の内容が確定していないとのこと。従って、計画が具体化した段階で対
応します。なお、河川法第２４条の占用許可に係る標準処理期間については、現行概ね３ヶ月
を目安としているところですが、地域再生区域においてはその趣旨・目的に鑑み、できるだけ
早く処理できるようその短縮化に努めることとします。

特定非
営利活
動法人
大阪屋
夢八倶
楽部

なにわ百年町 3007 3007010 124720
なにわ百年町の具
現化の障害となる
現行法の検討

なにわ百年町の具現化にあたり障害となる
現行の都市公園法、建築基準法、高圧ガス
保安法、道路運送車両法、道路法、消防
法、道路交通法、電気事業法の規制の検
討。

１スペースレイアウト　　　　　　　　　町の構
造：長屋、町屋、商屋、芝居小屋、旅籠、朝市、
昼市、夜市の蔵、寺小屋、銭湯、神社、仏閣、疎
水と木船、橋等。　　町の機能：商、祭、観、
学、遊、時。　　環境、エネルギー、インフラ：
水素エネルギー、バイオマス、太陽光発電、バリ
アフリー、防災、古民家移築
２特徴的な商いや遊びなどのソフト　　　人を中
心とした商いを行う。　　　　　　３最新技術内
容　　　　　　　　　　　　CO2を排出しない燃
料電池の移動体、有機物からエネルギーを取り出
すバイオマスエネルギー、ソーラーパネル

なにわ百年町の具現化にあたり現行の都市公園
法、建築基準法、高圧ガス保安法、道路運送車両
法、道路法、消防法、道路交通法、電気事業法の
規制が障害となる。

都市公園法第5条
　公園管理者は、その管理に係る都市公園
に設ける公園施設で自ら設け、又は管理す
ることが不適当又は困難であると認められ
るものに限り、公園管理者以外の者に当該
公園施設を設け、又は管理させることがで
きる。

建築基準法第48条、別表第2
建築基準法第61条等

道路運送車両の保安基準

道路法第４６条第３項

・都市公園法
都市公園においては、都市公園法第5条の規定により民
間事業者等が公園施設を設置管理することが可能と
なっており、広く活用されている。

・建築基準法
各地域ごとに建築可能な建築物の範囲又は建築しては
ならない建築物の範囲が定められている。
防火地域、準防火地域等における一定規模以上の建築
物については、一定の防火に関する性能を有するもの
としなければならない。

・道路運送車両法
　国土交通大臣による認定により公道走行を実施。

・道路法
　危険物を積載する車両については、水底トンネル、
水際トンネル及び5000m以上の長大トンネルの通行が禁
止又は制限される。

・都市
公園法
2,5

・建築
基準法
5

・道路
運送車
両法
2

・道路
法
2,5

・都市
公園法
Ⅰ

・道路
運送車
両法
Ⅳ

道路法
Ⅳ

・都市公園法関係
都市公園法第5条の条件である「公園管理者自らが設け又は管理することが不適当又は困難な
場合」に、「公園管理者以外の者が公園施設を設けることが都市公園の機能を高める場合」を
追加し、民間事業者等の積極的な活用を可能とする法律改正を予定している。（今通常国会提
出予定）

・建築基準法関係
ご提案の内容は、建築基準法等の一部を改正する法律（平成14年法律第85号）により創設され
た用途緩和型地区計画、地方公共団体の条例により建築物の用途制限の緩和を定めることがで
きる特別用途地区を活用することできめ細かく対応可能である。また、個別の建築物について
当該用途地域の環境を害するおそれがないもの等として特定行政庁が認めて許可することに
よっても対応可能である。
なお、水素供給スタンドに関する用途規制については、平成14年10月の燃料電池実用化に関す
る関係省庁連絡会議決定に基づき現在行われている関係する他法令の検討状況を踏まえ、安全
性の確保を前提としつつ検討を進める予定。
また、建築物を新築する場合について、防火上の要求であれば、平成12年から使用する材料の
制限によらない新しい建築基準が施行されており、木造の風合いを保ちながら所要の性能を確
保することは可能であると考えられる。防火上の要求性能は、地方公共団体が都市計画で定め
る防火地域や準防火地域といった地域区分に応じて決まっていることから、地方公共団体にお
いてこれらの地域区分を見直すことにより関連する規定を適用除外とし、必要に応じて、法第
40条に基づく条例により代替措置を講じることも可能である。

・道路運送車両法関係
現在、平成17年を目途に燃料電池自動車の保安基準を策定するため、検討を開始している。

・道路法関係
燃料電池自動車が自走して水底トンネル等を通行することは可能。
燃料電池自動車の完成車両をトレーラーに積載して通行する場合等は、完成車両に充填されて
いる水素が一定の数量を超える場合には、現行では規制の対象となる。ただし、規制改革推進
３カ年計画においても当該規制について検討事項となっており、H15年度中に実験データを取
得した上で、安全性の確保を前提としてH16年度中に必要な見直しを行うこととしている。

三鷹市
道路空間有効
活用事業

1171 1171010 124730

道路占用許可の適
用事項に行事、イ
ベントを追加す
る。

駅前広場など駅前周辺地区の道路空間を、
中心市街地の活性化に資する行事、イベン
ト等に活用できることを明確にするため、
道路法第３２条第１項の道路占用許可事項
にイベント、行事を加える。

中心市街地の活性化に資する事業として、駅前広
場など駅前周辺地区の道路空間を活用して行事、
イベント等が容易に実施できるようにする。

道路法第３２条第１項では、道路占用の許可がで
きる事項に行事、イベント等があげらていないた
め、道路管理者の個別の判断というあいまいな基
準で許可しているのが現状である。
この許可基準に行事、イベント等を加えることに
より、道路占用許可の基準が明確になり、実施が
容易になることで、中心市街地の活性化等に資す
るものと考える。

道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続し
て道路を使用しようとする場合においては、道路管理
者の許可を受けなければならない。

2,5 Ⅴ

　地域活性化等の観点から行われるイベント等の実施に伴う道路占用の円
滑化に資するよう、全国における道路占用許可を伴う路上イベント等に関
する事例調査から得られた様々な工夫方策等を、全国的に多く設置がみら
れる物件類型を含めて、平成１５年度中に周知する予定である。
　さらに、地域の合意に基づいて街の賑わいに資する多様な活動が可能と
なるよう、一層弾力的な許可の運用が図られるための措置を今後講ずるこ
ととする。
　なお、道路占用許可は、イベント等それ自体を対象としているものでは
なく、イベント等に伴い設置される物件をその対象とするものであり、イ
ベントの実施に伴い様々な物件の設置が可能である。

美瑛町
美瑛町農業農
村地域再生構
想

1181 1181030 124740
道路構造令の基準
緩和

現行道路構造令による勾配及び幅員基準の
弾力運用

積雪地における使用目的により勾配規制の緩和に
より地形･景観に負荷の少ない道作りと冬季堆雪
スペースを確保し、地域内交通の多様性を確保で
きる道づくり。

勾配規制の緩和による大規模法面造成の回避及び
馬・スノーモービルなど車以外の域内交通手段確
保

道路法
道路構造令

道路法第３０条で、道路の構造に関して政令で定める
構造令第１条で、「一般的技術的基準である」ことを
規定
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道路構造令は、道路法第２９条の規定に基づき安全かつ円滑な交通の確保
のために同３０条の規定に基づき定める道路の構造の一般的技術的基準で
あり、道路の通常の機能を確保し、通常の自然的・外部的要因に対応する
技術的基準である。提案にあるような、特定の車両の通行を目的とした道
路で、道路構造令の構造基準の全てをそのまま適用することができない場
合には、その構造について個別に検討することができる。

枚方市

淀川ウォー
ターフロント
賑わい創出構
想

2140 2140020 124750
道路占用手続の簡
便化と許可条件等
の緩和

枚方市駅周辺の歩行者専用道路では、市民
の往来も多く、自作の音楽活動等が自然発
生的に行われている実態がある。このよう
な活動を周辺整備のソフト施策と連携した
なかで位置付けを行い、だれもが気軽に利
用できるにぎわい空間を創出する。

枚方市駅と市役所を結ぶ歩行者専用道路は、植木
市や七夕祭り、地方物産展や福祉団体によるリサ
イクルマーケットなどに利用されているが、手続
上、気軽に出来るものではない。また、道路の維
持管理を適切に行うためにも一定のルールづくり
とボランティア支援などが必要であり、川に向
かったまちづくりのなかで路線選定や空間整備を
行う。

歩行者専用道路の整備促進を行い、歩いて回遊で
きる空間と都市的魅力のあるにぎわいある空間の
創出のため、道路占用許可や使用許可基準の緩和
を提案する。

道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続し
て道路を使用しようとする場合においては、道路管理
者の許可を受けなければならない。

2 Ⅴ

　地域活性化等の観点から行われたイベント等の実施に伴う道路占用の円
滑化に資するよう、全国における道路占用許可を伴う路上イベント等に関
する事例調査から得られた様々な工夫方策等を、平成１５年度中に周知す
る予定である。
　さらに、地域の合意に基づいて街の賑わいに資する多様な活動が可能と
なるよう、一層弾力的な許可の運用が図られるための措置を今後講ずるこ
ととする。

会津若
松市

城下町の回廊
づくり
（中心市街地
の活性化）

1042 1042020 124760
道路使用許可の容
易化・使用料の減
免

道路敷地を活用して、お日市やフリーマー
ケット等の開催に当たり、事務局の一括申
請や、定期的なイベントの場合は手続を簡
素化するなど、道路使用許可申請手続の容
易化・迅速化を図る。
また、道路使用料を減免するなどして、個
人出店の負担軽減を図り、出店機会の増加
を促進する。

会津地方最大のお日市である「十日市」の開催エ
リアの拡大し、来街者10万人の更なる増加を図
る。
・お日市の開催
各通り独自の趣向による道路敷を活用したイベン
トの開催によりより来街者と商業者のコミュニ
ケーションを形成する。
・歩行者天国の定期的開催
・歩道を活用したフリーマーケット

道路を利用したイベント等を開催する場合、道路
管理者の道路占用許可をえなければならず、道路
使用料が課せられる。
イベント出店者にとっては経費負担が大きく出店
を見合わせる場合があり、この対策として運営主
体者（商店街）が負担して実施している場合があ
る。
この使用料を減免することにより、出店者、運営
主体の経費節減が図られ、開催場所の拡大、開催
回数の拡大が図られ、より一層の活性化が促進さ
れる。

道路法第３２条第１項、同法第３９条

○道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続し
て道路を使用しようとする場合においては、道路管理
者の許可を受けなければならない。

○同法第３９条第１項
　道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収する
ことができる。

○同条第２項
　占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方
公共団体の条例（指定区間内の国道にあっては、政
令）で定める。

2,
5
Ⅴ

　地域活性化等の観点から行われたイベント等の実施に伴う道路占用の円
滑化に資するよう、全国における道路占用許可を伴う路上イベント等に関
する事例調査から得られた様々な工夫方策等を、平成１５年度中に周知す
る予定である。
　さらに、地域の合意に基づいて街の賑わいに資する多様な活動が可能と
なるよう、一層弾力的な許可の運用が図られるための措置を今後講ずるこ
ととする。
　なお、道路占用料の減免は、道路管理者の判断により可能であり、イベ
ントの内容によっては、そのように運用されている例も多数あるものと承
知している。
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金沢市

元気で暮らし
やすい金沢ま
ちなか再生構
想

1128 1128040 124770
道路等占用（使
用）許可の容易
化・迅速化

道路、河川、公園、合同庁舎、裁判所等公
共施設の施設の一部を占用又は使用する場
合に必要な国、県の許可について、届出制
にする等許可基準を緩和する。

観光案内板や臨時観光案内ブースを適時適切に設
置することにより、観光客に対するホスピタリ
ティの向上を図る。

現状の許可制度では、許可を得るまでに多大な時
間を要する場合が多く、迅速な対応ができないた
め。

道路法第３２条第１項

河川法第２４条

都市公園法第6条
　都市公園に公園施設以外の工作物その他
の物件又は施設を設けて都市公園を占用し
ようとするときは、公園管理者の許可を受
けなければならない。

道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して
道路を使用しようとする場合においては、道路管理者
の許可を受けなければならない。

河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権限に
基づき管理する土地を除く。）を占用しようとする者
は、河川管理者の許可受けなければならない。

提案施設は占用物件にあたるため、占用許可手続が必
要である。

2

5(許可
を届出
制にす
ること
は3)

3

Ⅴ

　道路占用の円滑化に資するよう、全国における道路占用許可を伴う路上イベント等に関する
事例調査から得られた様々な工夫方策等を、平成１５年度中に周知する予定である。
　さらに、地域の合意に基づいて街の賑わいに資する多様な活動が可能となるよう、一層弾力
的な許可の運用が図られるための措置を今後講ずることとする。

河川法第２４条の占用許可に係る標準処理期間については、現行概ね３ヶ月を目安としている
ところであるが、地域再生区域においてはその趣旨・目的に鑑み、できるだけ早く処理できる
ようその短縮化に努めることとします。しかしながら、河川敷地は、河川の流路を形成し、洪
水の際にはこれを安全に流下させ、洪水による被害を除却し又は軽減させるとともに、公共用
物として、河川環境に配慮しつつ、他の利用に支障のない範囲で一般公衆の自由な利用に供さ
れるべきものであり、河川管理者はこれらが達成されるよう管理しなければなりません。従っ
て、河川敷地の占用許可に当たっても、河川管理者によるこれらの観点からの審査が不可欠で
あることから、許可制に代えて届出制によることは困難であることについてはご理解いただき
たい。

公園利用への支障の有無等について公園管理者として個別に判断することなど必要としている
ため、許可制であり、県の管理する公園についての許可手続については、手続を迅速に行うこ
とで対応は可能である。

河川敷地の占用を許可制から届出制
にすることについて、その趣旨を踏
まえ再度検討し回答されたい。

5（許可
を届出制
にするこ
とは3）

　包括占用許可を受けた区域内におけ
る占用や自由使用による河川敷地の利
用については、許可よりも容易な報告
等により、利用が可能である。なお、
河川法第２４条の占用許可に係る標準
処理期間については、現行概ね３ヶ月
を目安としているところであるが、地
域再生区域においてはその趣旨・目的
に鑑み、できるだけ早く処理できるよ
うその短縮化に努めることとします。

江戸川
区

区道上の放置
自動車早期撤
去処分構想

1188 1188010 124780

区と警察の連携を
強化し放置自動車
の早期撤去処分を
実現する。

①区と警察の協力・連携内容の明確化・義
務化の実現②駐車違反車と放置自動車の概
念の明確化③区道上の放置自動車の撤去処
分の前提となる警察の「廃棄認定」につい
てその認定基準の簡素化・早期認定化

区道上の放置自動車の撤去処分の手続き①放置自
動車の発見・警告書等による公示②警察による所
有者等の調査③所有者等に自主撤去要請④自主撤
去しない車両について警察が廃棄認定⑤④を受け
て区が放置自動車を撤去処分する。この一連の手
続きの迅速化が図られる。

現在、放置自動車を区が撤去処分するためには警
察の「廃棄認定」が必要となっている。（道路法
第４４条の２）そして警察による「廃棄認定」が
簡素化・早期化されていないため多数の放置自動
車が区道上に放置された状態となっている。

6

友部町

物流拠点の立
地優位性を最
大限活用した
地域振興

1029 1029030 124790

立地条件が極めて
優れた地域へのイ
ンターチェンジの
設置制度の創設
（友部サービスエ
リアへのＥＴＣ専
用インターチェン
ジの設置）

　本事案の高速道路のＳＡに隣接した総合
流通センターのように立地特性が極めて優
れている地域においては、その機能を最大
限発揮するため、ＳＡにＥＴＣ専用ＩＣを
永続的に整備するモデル事業を国において
創設する。

　現在、国は、高速道路のＳＡ・ＰＡに接続する
スマートＩＣ（ＥＴＣ専用ＩＣ）の社会実験制度
の導入を予定しているが、このような制度は、本
来、総合流通センターのようにＳＡ（常磐道友部
ＳＡ）に隣接して拠点開発されているポイントを
その対象とすることが最も意義のあることであ
り、また、社会経済的にも実験終了後については
そのまま継続して供用することが最適である。
　したがって、本流通センター及び友部ＳＡの地
域を高速交通網と地域開発拠点が一体的に開発さ
れた地域再生のための起爆点と位置づけて今回の
社会実験制度を含めて新たな整備方式のモデルと
して取り扱うことを提案する。

　物流の拠点として期待される地区に隣接したＳ
ＡへのスマートＩＣの設置ができるよう制度を創
設することにより、地域経済の活性化と地域雇用
の創出を図る。

特になし
明示的にスマートＩＣを規制する制度はないが、運用
上の問題点等について検討を行う必要がある。 2 Ⅶ

平成１６年度に、「ＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣの社会実験」を実
施する。なお、制度の恒久化については、平成１６年度に、「ＳＡ・ＰＡ
に接続するスマートＩＣの社会実験」の結果を踏まえて制度化に向けた検
討を行う予定。

茨城県
つくば広域都
市圏活性化プ
ロジェクト

1277 1277190 124800

スマートＩＣの整
備基準等の配慮・
交流情報発信拠点
整備への支援

　スマートＩＣについて，交通渋滞の緩和
や時間短縮の他，交流の拡大など地域振興
面にも配慮した整備方針・基準を検討す
る。
　また，道の駅等の制度を活用した地域振
興拠点施設の整備について支援する。

首都圏からのマイカーやバス等による本地域への
アクセス及び域内回遊性の向上を図るため，筑波
山方面への交通の要衝である常磐自動車道千代田
ＰＡ付近へのスマートＩＣの誘致や，地域の特産
品販売や加工体験，総合的な観光ＰＲ等の機能を
もつ広域的な交流情報発信拠点の整備について併
せて検討する。

 常磐自動車道土浦北IC・千代田石岡IC間を併走
する国道６号の区間は渋滞が特に著しいことか
ら，筑波山や霞ヶ浦方面への回遊性を向上させる
ため，２つのICの間にある千代田PAへのスマート
ICの誘致や，それと併せた地域の情報発信を効果
的に行うための交流情報発信拠点整備を検討して
いる。

特になし

（道の駅）
建設省道企第１９号（平成5年2月23日付）

明示的にスマートＩＣを規制する制度はないが、運用
上の問題点等について検討を行う必要がある。

登録・案内要項には道路及び地域に関する情報を提供
する案内所又は案内コーナーを設置することになって
いる。

2

5

Ⅶ

平成１６年度に、「ＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣの社会実験」を実
施する。なお、制度の恒久化については、平成１６年度に、「ＳＡ・ＰＡ
に接続するスマートＩＣの社会実験」の結果を踏まえて制度化に向けた検
討を行う予定。

「道の駅」の登録要件に合致して「道の駅」として整備を行うのであれ
ば、道路情報提供施設の整備により支援を行うことは可能である。

辰口町
（能美
市）

商業・観光と
農業が共生し
た新市の循環
型新拠点づく
り構想

1366 1366020 124810
国庫補助金の優先
配分（都市計画道
路、公共下水道）

都市計画道路及び公共下水道の国庫補助金
について、重点的に配分していただきたい

・町道下清水出口線L=750ｍ,W=14ｍ
・町道上清水下徳山線L=600ｍ、W=14ｍ
・寺井町公共下水道L=3,000ｍ

現在の道路整備状況では、大型ショッピングセンター
を建設した場合、小松方面からの来客が一交差点に集
中することが予想され、それによる交通混雑と周辺の
脇道への進入が心配される。それで、町の中心部を縦
断している南加賀地方の大動脈である加賀産業開発道
路との接続を図る新たな道路整備、クランク部分を線
形変更により解消する都市計画道路２路線の整備を行
なうことにより交通交雑と交通事故を防止する。ま
た、公共水域の水質保全のため、当該区域の下水を公
共下水道に接続して処理を行なう。以上の整備を大型
ショッピングセンターのオープン時までに整備を行な
うためには、補助金の優先配分が不可欠となる。

下水道法３４条
・下水道事業については、管渠及び処理場等に対して
補助を行っている。 5 地元の意見をお聞きしながら、引き続き推進する。

多治見
市

地域新交通シ
ステム創出構
想

1379 1379020 124820
市町村道における
バス停車帯設置基
準の緩和

道路構造令第５条第１項及び同施行規則第
２条に規定されるバス停車体について、そ
の技術基準を見直し、交通量の比較的少な
い市町村道においては、市町村の事情に応
じて設置できるよう技術基準を明文化する
もの。

道路構造令に基づくバス停車帯の技術基準では、
市町村道について「バス停留所を設けると、その
路線の交通容量が設計交通量に満たなくなる場合
は、必要に応じてバス停車帯を設けるものとす
る」とあり、設置基準が明確になっていないため
に都道府県等での運用に差が生じている。
現在、当市では公安協議等においてバス停車帯は
幅員3m、全長30m以上を確保しないと設置できな
い状況である。
したがって、交通量の比較的少ない市町村道で
は、技術基準を満たさない場合においても当該市
町村の判断によりバス停を設置できるよう明文化
していたたきたい。

団地住民が高齢化し、移動制限者となっている
が、団地の中にもバス停を設けることによって、
これらの住民の移動手段を確保し、又は移動をし
やすくすることで、市内に買い物等へ出かけても
らい、まちの活性化につなげようとするもの。

道路構造令 道路構造令第３２条 5
道路構造令では第３２条において「安全かつ円滑な交通を確保し、公衆の
利便に資するため必要がある場合においては、乗合自動車停車所を設ける
ものとする。」と規定している。道路構造令や通達において、乗合自動車
停車施設（バス停留所、バス停車帯）に関する詳細な技術基準は規定され
ていない。

多治見
市

多治見市産業
再生

1381 1381020 124830
美濃焼産地として
の多治見市産業再
生

国道の看板設置について、民間施設でも市
政策上重要なものに対する案内看板設置基
準を緩和していただきたい。また、現在多
治見市サイン計画を策定中であり、色で差
別化したサインの設置についても認めてい
ただきたい。

地元や民間企業でまちづくりの機運が高まってい
る。さかづき美術館やこども陶磁器博物館など、
市内外の陶磁器ファンにアピールできる施設が設
置されている。各産地ごとに盃・徳利など特色あ
る陶磁器を作っていたため、個性的な施設が作り
やすくこのような設備設置の動きは各地にある。
市としても集客のためのＰＲに協力したく、美術
館・資料館などで特に市長の認めたものに関して
は、国道に案内看板の設置をすることを認めてい
ただきたい。また、陶磁器には形状のみならず色
に特徴のあるものが多く、来客者にわかりやすい
ように交通安全に支障のない範囲での看板の色に
ついても規制を緩和していただきたい。現在サイ
ン計画を策定中であり、国道についても設置をお
願いしたい。

国土交通省の許可が得られず、民間施設であって
も市の重要な観光資源となる施設への案内看板を
出すことができない。また、市全体の観光再生に
関する計画を作る上でも、効果的な看板設置を行
うことができるよう、規制を緩和していただきた
い。

屋外広告物法第5条

道路法第３２条第１項
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して
道路を使用しようとする場合においては、道路管理者
の許可を受けなければならない。

8

5

屋外広告物に関する条例の制定は、都道府県の事務である。（屋外広告物
法第3条から第6条まで）

ご提案にある案内看板を道路上に占用許可によって設置することは、現行
でも可能である。

北海道
滝川市

商業都市の再
生

1390 1390010 124840
道路使用許可の円
滑化、交通規制の
緩和

地元商店街などが行う中心市街地活性化イ
ベント等における現行道路占用許可や道路
使用許可等の規制緩和

郊外型商業集積では提供できない独自の魅力づく
りために各種イベント等催しを中心市街地におけ
るメインロードで積極的に行いたい。

道路の活用については、道路占用許可や道路使用
許可が必要なため、これら手続きの迅速化が図ら
れれば、効果的なイベント等企画･実践につなが
り、地域の賑わい効果も大きい。

道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続し
て道路を使用しようとする場合においては、道路管理
者の許可を受けなければならない。

2 Ⅴ

　地域活性化等の観点から行われるイベント等の実施に伴う道路占用の円
滑化に資するよう、全国における道路占用許可を伴う路上イベント等に関
する事例調査から得られた様々な工夫方策等を、平成１５年度中に周知す
る予定である。
　さらに、地域の合意に基づいて街の賑わいに資する多様な活動が可能と
なるよう、一層弾力的な許可の運用が図られるための措置を今後講ずるこ
ととする。
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香川県
かがわ賑わい
再生構想

2016 2016030 124850
道路標識への民間
大型観光施設等の
記載項目の拡大

　国道などの主要幹線に設置する道路標識
等への記載が制限されている、民間大型観
光施設や駅案内（琴電駅、運用上掲載され
ていない）を掲載するとともに、多彩な外
国語表示を可能にし､道路案内を明確にす
る。

県内での観光、交流を促進させ､観光客にやさし
いまちづくりを進めるために､現在規制されてい
る道路標識への民間大型観光施設や駅案内を記載
するとともに多彩な外国語表示を可能にし、観光
客等が安心して､周遊することができるようにす
る。

　本県への観光形態は自家用車利用が最も多く､
この傾向はますます進んでいくと予想される。
そこで、観光客にやさしいまちづくりを進めるた
めに､道路標識への民間大型観光施設や駅案内
（運用上掲載されていない)の記載や外国語によ
る標記が制限されているものを緩和し､観光客等
が安心して､周遊することが可能にする。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命
令（通称　標識令）

標識令により標識の様式を規定
通達により、案内標識に用いる主要な地名について規
定。

5

・「著名地点」を示す案内標識において、交通施設、文化施設、観光施設等を示す
標識を設置することは可能であり、案内標識において表示する地名、施設名等につ
いては、標識を設置する道路管理者で定めるものとしている。
・標識令中に、ローマ字以外の外国語の表記を否定する規定はないが、視認性等の
観点から、車両系の案内標識（自動車の運転中に視認する案内標識類）への他の外
国語の標記は、基本的に適切でないと考えている。なお、視認性の問題が生じにく
い歩行者系の案内標識では、地図を付置した「著名地点」を示す案内標識におい
て、地域性等を勘案して必要に応じて他の外国語での案内を行うことが適切と考え
ている。

提案者の要望は、道路標識への民間
大型観光施設や駅案内を掲載するとい
うものであり、それも実現可能であると
考えていいか。

5

道路標識に用いられる施設は、不特定多数
の人が利用する公共施設が対象となると考え
ており、その具体的な選定にあたっては、当
該施設の利用状況、道路の性格、地域の特
性などを考慮して、各道路管理者で判断すべ
きものと考えている。

香川県
かがわ賑わい
創出構想

2016 2016070 124860
本四道路の通行料
金の引き下げ

本四道路の通行料金を大幅に引き下げ、地
域経済の活性化を図る

本四道路の通行料金を大幅に引き下げ、利用者の
割高感を払拭することにより、本四間の交流を活
発化させる。

　高速道路通行料金や空港施設使用料など交通コ
ストについては、諸外国と比べ、著しく高い料金
となっており、我が国の企業の国際競争力を低下
させる要因となっているだけでなく、我が国の経
済活力の喪失につながっている。とりわけ、本四
道路の料金問題は、日本の高コスト構造の象徴と
も言えるものである。
　本四道路の通行料金は、暫定的に１０％の引下
げが行われ、自治体も色々な工夫をして利用促進
に努めているが、やはり料金水準が絶対的に高
く、利用者には、割高感が非常に強いため、引下
げによる大きな経済効果をもたらすまでには至っ
ていない。
　そこで、本州四国連絡道路の通行料金を大幅に
引き下げ、本州四国間の交流を活発化させること
により、地域経済の活性化を図ることが必要であ
る。

道路整備特別措置法第7条の8、第11条第2
項
道路整備特別措置法施行令第2条の2

本州四国連絡道路の料金は道路整備特別措置法第７条
の８の規定に基づき国土交通大臣の認可を受けなけれ
ばならない。
なお、料金徴収総額が当該道路の新設、改築、維持、
修繕等に要する費用の合算額に見合う額となるように
しなければならない。

8
（そ
の
他）

料金決定の仕組みは、道路関係四公団民営化関連法案の中で整理すべき事項と考えている。
本州四国連絡道路の料金の額の基準は、道路整備特別措置法施行令第２条の２により料金徴収総額が当該道路の新
設、改築、維持、修繕等に要する費用の合算額に見合う額となるようにしなければならないとされている。
なお、本州四国連絡道路の料金は、平成１４年１２月１２日に行われた政府・与党申し合わせにおいて、「基本料金
の引き下げについては、地方の追加出資（１０年間延長）による経営改善効果等の範囲内で行うものとされ」、平成
１５年７月１日から
①　一般車について、基本料金の28%割引（旧特別料金の10%割引）
②　ＥＴＣ車について、基本料金の32%割引（旧特別料金の15%割引）
（ＥＴＣ前払い割引併用の場合、５万円の前払いを行うと基本料金の
　41%割引）
とした新特別料金を適用したところ。
新特別料金については、適用後１年後に見直すこととされているが、平成１５年１２月２２日の政府・与党申し合わ
せにおいても、「基本料金の引き下げについては、地方の出資（平成２４年度から平成３４年度まで）による経営改
善効果等の範囲内で行う」こととされていることから、このスキームの範囲内で見直しが行われる予定。

香川県
かがわ賑わい
創出構想

2016 2016080 124870

高速道路及び本四
道路の料金設定に
おけるバスの車種
区分の見直し

瀬戸大橋を経由して来県する場合におい
て、バスのうち「乗車定員が30人以上のも
の及び車両総重量8t以上で車長9m以上のも
の｣は、車種区分を「特大車」から、路線
バスと同様に「大型車」とする。

バスの車種区分の見直しにより、通行料金の引き
下げを行い、高速道路、瀬戸大橋の利用促進と、
観光交流を活発化させる。

　輸送・物流等に関わる高コスト構造は、我が国
の経済活力の喪失につながっている。その中で、
高速道路通行料金や空港施設使用料など交通コス
トについては、諸外国と比べ、著しく高い料金と
なっており、とりわけ、本四道路の料金問題は、
日本の高コスト構造の象徴とも言えるものであ
る。
　一方、小泉内閣では、我が国経済を活性化させ
るために、「観光立国｣の実現に向けた環境整備
を進めることとしており、旅行の低コスト化を揚
げている。
　そこで、高速道路及び本四道路の料金設定にお
けるバスの車種区分を見直し、料金の低減化を図
ることにより、観光交流を活発化させることが必
要である。

道路整備特別措置法第２条の４、第７条の
８、第１１条
道路整備特別措置法施行令第１条の５、第
１条の６、第２条の２

高速自動車国道の料金については、道路整備特別措置法第１
１条により「新設、改築その他の管理に要する費用で政令
（施行令第１条の５）で定めるものを償うものであり、か
つ、公正妥当なものでなければならない。」とされている。
本州四国連絡道路の料金の額の基準は、道路整備特別措置法
施行令第２条の２により「料金徴収総額が当該道路の新設、
改築、維持、修繕等に要する費用の合算額に見合う額となる
ようにしなければならない。」とされている。
車種区分については高速道路を空間的及び時間的に占有する
度合いに応じた原因者負担の考え、高速道路を利用すること
により受ける便益に応じた受益者負担の考えに基づき、これ
らを総合的に勘案して決定しているところである。

8
（そ
の
他）

料金決定の仕組みは、道路関係四公団民営化関連法案の中で整理すべき事項と考えている。
高速道路料金については、今後も引き続き、多様で弾力的な料金施策にかかる取り組みを進める。
　本州四国連絡道路の料金は、平成１４年１２月１２日に行われた政府・与党申し合わせにおいて、「基本料金の引
き下げについては、地方の追加出資（１０年間延長）による経営改善効果等の範囲内で行うものとされ」、平成１５
年７月１日から
　①　一般車について、基本料金の28%割引（旧特別料金の10%割引）
　②　ＥＴＣ車について、基本料金の32%割引（旧特別料金の15%割引）
　（ＥＴＣ前払い割引併用の場合、５万円の前払いを行うと基本料金の41%割引）
とした新特別料金を適用したところ。
　新特別料金については、適用後１年後に見直すこととされているが、平成１５年１２月２２日の政府・与党申し合
わせにおいても、「基本料金の引き下げについては、地方の出資（平成２４年度から平成３４年度まで）による経営
改善効果等の範囲内で行う」こととされていることから、このスキームの範囲内で見直しが行われる予定。

佐賀県
佐賀県農山村
地域再生構想

2095 2095040 124880
商標登録「道の
駅」一部使用許可

国土交通省が指定する「道の駅」は、好評
であるが、その指定要件は、厳しいため容
易に指定を受けられない。そこで、地域に
ある同様の多機能型休憩施設を地域として
指定する場合、「道の駅」の名称使用を容
認する。（「道の駅」については、国土交
通省において商標登録がなされている。）

国土交通省指定の「道の駅」は、その利便性等か
ら非常に高い認知を受けている。そこで、地域に
既にある多機能型休憩施設を地域指定する場合
（新たに整備する場合を含む）、地域版「道の
駅」として指定する。（例：「佐賀県指定道の
駅」等）

国土交通省指定の「道の駅」は、その利便性等か
ら非常に高い認知を受けており、同様の多機能型
休憩施設に対し、新たな名称を付す場合、利用者
に混乱を来す恐れがある。

建設省道企第１９号（平成5年2月23日付）
「道の駅」の名称及びシンボルマークは平成5年に商標
登録をしている。 5 設置者も含めて登録要件に合致して登録された「道の駅」であれば、名称

及びシンボルマークを使用できる。

加世田
市

人と自然の
「往来」地域
再生構想

2097 2097020 124890

サイクリングコー
スの道路標示を可
能とする関係法令
の特例措置

一般公道を管理する道路管理者及び公安委
員会が認めたサイクリングコースについ
て、普通自転車等が通行すべき部分の道路
標示を可能とする道路関係法の特例措置

一般公道におけるサイクリングコースの道路標示
の実施。
（自転車専用道路及び道路交通法第63条の4第2項
に定める歩道部分の道路標示を含む。）

　観光客等の利便性の向上を図るため、貸し自転
車施設を整備し、観光スポットや名所・旧跡を結
んだサイクリングコースを設定しているが、土地
感のない観光客にとってはパンフレットや案内板
等だけでは解かりづらいのが現状である。
　サイクリングコースを一般公道に表示すること
により、本市が推進する自転車を活用したまちづ
くりへの取り組みが容易となり、本地域の活性化
が図られる。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命
令（通称　標識令） 8

標識令は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、統一
的な整備を行う上で必要な事項について定めたものであり、当該提案に該
当するような区画線は定めていないが、標識令に規定して実施する案件で
はないため、個別の事案で検討されたい。

要望内容は実現できるのか、確認され
たい。 8

標識令では、当該提案に該当するような区
画線は定めていないが、標識令に規定して
実施する案件ではないため、個別の事案に
ついて、地域の関係者で調整の上、実施の
是非を判断すべきと考えている。

長崎県
東アジアとの
観光交流計画

2121 2121050 124900
道路案内標識への
ローマ字以外の併
記の可能化

現在、道路の案内標識は、目的地名をロー
マ字併記することと決められているが、本
県においては、中国や韓国からの観光客も
多く、ローマ字に加え、韓国語などの記入
の要望も大きい。このため、ローマ字に加
え、地域の要望に合わせた外国語標記につ
いても可能とし、特定交通安全整備事業に
おいても実施可能としていただきたい。

道路の案内標識にローマ字以外の外国語表記を行
う。

現状においては、道路案内標識の目的地名は、日
本語とローマ字のみの併記であり、それ以外のも
のは表記できないようになっているので、外国語
併記を行い、外国人にわかりやすく、優しい街と
いうイメージアップにつなげる。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命
令（通称　標識令）

標識令により標識の様式を規定 5

標識令中に、ローマ字以外の外国語の表記を否定する規定はないが、視認
性等の観点から、車両系の案内標識（自動車の運転中に視認する案内標識
類）への他の外国語の標記は、基本的に適切でないと考えている。なお、
視認性の問題が生じにくい歩行者系の案内標識では、地図を付置した「著
名地点」を示す案内標識において、地域性等を勘案して必要に応じて他の
外国語での案内を行うことが適切と考えている。

視認性等の観点から問題がなければ、
例外的に車両系の案内標識についても
外国語標記は可能ではないか。再度検
討し回答されたい。

5

標識令中に、ローマ字以外の外国語の表記
を否定する規定はないが、視認性等の観点
から、車両系の案内標識（自動車の運転中
に視認する案内標識類）への他の外国語の
標記は、基本的に適切でないと考えてい
る。

伊丹 伊丹郷町再生
構想

2148 2148020

124910

２．道路法、道路
交通法の主旨への
対応

２．道路法に規定する内容のうち、イベン
ト等の使用や、それに伴う駐輪場の設置等
を交通の支障がない限り認めるものとす
る。また、ＴＭＯが行う臨時的な店舗の設
置も認める。

　道路として、補助を受けた範囲のうち一部を除
外し、イベント広場とする。
　にぎわいづくりの中で、ＴＭＯが露店の設置を
含め、歩行者天国を臨時的に設置する。

警察の一時使用許可の条件緩和

道路法第３２条第１項
　道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続し
て道路を使用しようとする場合においては、道路管理
者の許可を受けなければならない。

2 Ⅴ

　地域活性化等の観点から行われるイベント等の実施に伴う道路占用の円
滑化に資するよう、全国における道路占用許可を伴う路上イベント等に関
する事例調査から得られた様々な工夫方策等を、ＴＭＯが実施主体となっ
ているイベントの事例を含めて、平成１５年度中に周知する予定である。
　さらに、地域の合意に基づいて街の賑わいに資する多様な活動が可能と
なるよう、一層弾力的な許可の運用が図られるための措置を今後講ずるこ
ととする。

たけか
わ企画

中津川市地域
ネットワーク
民間開放プロ
ジェクト＜放
送･通信＞

3047 3047050 124920
国土交通省のダー
クファイバの開放
推進

現在、ダークファイバが部分的に開放され
ているが、市町村間接続に寄与できるよう
大幅な開放。

国道１９号のダークファイバを利用して、将来的
に合併を計画中の岐阜県中津川市と長野県山口村
を低コストで接続する。

現在、長野県側のダークファイバが未開放。国道
19号沿いに自営光ファイバを敷設するには、既設
電柱が少なく、敷設コストが増加する。

平成１４年度から国の管理する河川・道路管理用光
ファイバのうち、当面利用予定のないものについて、
第一種電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者、国、
地方公共団体に開放している。

5

　国道19号の岐阜県中津川市～長野県山口村の区間は、情報ボックスが未
整備であったため平成１５年度は開放区間としていないが、平成１５年度
中に情報ボックス整備が完了予定であり、平成１６年度は開放区間とする
予定である。
 なお、当該区間の担当は、中部地方整備局である
（http://www.cbr.mlit.go.jp/a_fiber.html）。

63/80
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大津市
古都大津ル
ネッサンス

2085 2085090 124930
河川の占用許可の
免除又は容易化

本市域における多くの河川は、その延長及
び流域面積が些少にも係わらず、琵琶湖へ
流入するために河川法上の指定河川になっ
ているが、その実態は街中の小河川である
ので、本プロジェクトに係る事業に際して
は、占用許可の免除又は容易化などを図
る。

水循環再生プロジェクト
・親水性空間を創出（下水道の普及等で以前より
ずいぶんきれいになった水に対し、市民が身近に
触れ合い親しむ空間を、民間開発を始め様々な手
法で創出する）するための施策を検討中である。

潤いや安らぎを求め、水や水環境に対し関心が高
まる中、その再生が課題であり市民と行政がそれ
らを共有し各々の立場で行動する必要があるが、
行政側に壁や規制があり、総合的な見地に立つ施
策を円滑に展開できない。

河川法第２４条、行政手続法第６条
河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権限に
基づき管理する土地を除く。）を占用しようとする者
は、河川管理者の許可を受けなければならない。

5
河川法第２４条の占用許可に係る標準処理期間については、現行概ね３ヶ
月を目安としているところであるが、地域再生区域においてはその趣旨・
目的に鑑み、できるだけ早く処理できるようその短縮化に努めることとし
ます。

原町市
既存ダムの有
効活用による
地域再生計画

1123 1123020 124940
特定水利使用に係
る許可手続きの簡
素化

特定水利使用の許可手続きを簡素化し、ダ
ムの他用途変更手続きの簡素化する。

特定水利使用の許可に係る国土交通大臣への協
議、同意取得の省略

特定水利使用の許可権者は知事となっているが国
土交通大臣へ協議し同意を得ることとなっており
相当の時間を要している。

河川法第７９条第２項
  都道府県知事は、その管理する二級河川
について、第１号又は第４号に該当する場
合においては、あらかじめ国土交通大臣に
協議してその同意を得、第２号又は第３号
に該当する場合においては、あらかじめ国
土交通大臣に協議しなければならない
①～③　略
④　政令で定める水利使用に関し、第２３
条、第２４条、第２６条第１項、第２９条
若しくは第３４条第１項の規定による処分
又はこれらの処分に係る第７５条の処分を
しようとする場合
河川局長通達平成12年12月27日建設省河政
発第56号（別紙参照）

二級河川における特定水利使用については、その用途
が国家的目的に対応するものであることに鑑み、広域
にわたる水資源の開発とその合理的な利用を図る上
で、錯綜する複雑な利害関係を国家的見地から調整
し、適正な処分を確保するため、国土交通大臣の協議
に係らしめている。

5(
大臣
の協
議、
同意
取得
省略

は3)

河川法第79条第2項第4号に係る協議については、原則として約５ヶ月を目
安とすることとしており、これを踏まえ、必要以上の処理期間に及ばない
ように協議の手続の迅速化に努めているところです。特に、緊急性を要す
る案件については、可能な限り優先して対応しているところです。例え
ば、福島県知事から協議された案件には、約２ヶ月で処理したものもあり
ます。
また、事前の相談により、提出後の処理期間の短縮を図ることもできるこ
とから、提案の新田川ダムの中止に伴う代替案として検討されている既存
ダムの活用については、早期に関係機関に相談されれば、手続の迅速化が
図られるよう的確な対応に努めて参りたい。
  なお、二級河川における特定水利使用については、国家的見地から調整
し、適正な処分を確保する必要があるため、国土交通大臣の協議に係らし
めることが必要である。

手続きの簡素化について、提案の趣旨
を踏まえ再度検討し回答されたい。

5(大臣
の協
議、同
意取得
省略は

3)

　提案者によれば、手続の簡素化の趣旨
は、特定水利使用の許可に際して国土交
通大臣への協議に相当の期間を要するこ
とについて、手続の迅速化を求めるもので
す。また、提案者からは相当の期間とは
150日間（５ヶ月）を指していることを確認し
ています。
こうした提案に対し、協議の手続について
は、迅速化に努めているところであり、実
際に５ヶ月よりも短期間で協議している事
例もあることから、現状で対応可能である
上、特に緊急性を要する案件について
は、可能な限り優先して対応していきま
す。
また、今回の提案に関しては、早期に関
係機関に事前の相談をされれば、手続の
迅速化が図られるよう、的確に対応してい
くことが可能です。

藤原町
日光市
那須町
塩原町

「日光国立公
園」観光新生
プロジェクト

1173 1173030 124950

（藤原町）
（塩原町）
安全で快適に歩け
るまちづくりの推
進のための河川法
の規制緩和

河川法第24条に基づく土地の占用及び第26
条の工作物の新築等の許可が厳しく、温泉
街から河川敷へのアプローチ整備が困難で
ある。よって、規制の緩和措置を求めた
い。

温泉街から河川敷に降りるアプローチを整備する
ことで、観光客が川面や渓谷の美しさをより近く
で楽しむことができ、歩いて散策できる新たなス
ポットづくりにもつながる。

河川法に基づく許可が厳しいため、整備が困難で
ある。

河川法第２４条、行政手続法第６条
河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権限に基づき
管理する土地を除く。）を占用しようとする者は、河川管理
者の許可を受けなければならない。

8

現時点においては、提案事項は構想段階であることから、河川法第２４条
及び第２６条による支障及び要望する緩和の内容が確定していないとのこ
と。従って、計画が具体化した段階で対応します。なお、河川法第２４条
の占用許可に係る標準処理期間については、現行概ね３ヶ月を目安として
いるところですが、地域再生区域においてはその趣旨・目的に鑑み、でき
るだけ早く処理できるようその短縮化に努めることとします。

藤原町
日光市
那須町
塩原町

「日光国立公
園」観光新生
プロジェクト

1173 1173050 124960

（藤原町）
水の安定供給を図
るための砂防法及
び河川法の規制緩
和

砂防法第４条に基づく指定地域としての規
制があるほか、河川法第24条及び第26条に
より取水堰の設置が許可されない。よっ
て、規制の緩和措置を求めたい。

鬼怒川・川治温泉街は、ピーク時には１日で
24,000人もの宿泊客を抱える大温泉街であり、上
水道の安定供給を図ることは必要不可欠である。
従って、砂防指定地域である川治地区の大下沢の
取水施設と鬼怒川地区の取水堰の整備を行うこと
ができれば、宿泊客及び地域住民の生活の安定が
図られることとなる。

砂防指定地域での多数の規制があるほか、鬼怒川
地区においては、川の水位がダム工事後に低下
し、取水に苦慮しているため堰を設けようとして
いるが許可にならない。

砂防法第４条
　第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル
土地ニ於テハ都道府県知事ハ治水上砂防ノ
為一定ノ行為ヲ禁止若ハ制限スルコトヲ得
２　前項ノ禁止若ハ制限ニシテ他ノ都道府
県ノ利益ヲ保全スル為必要ナルカ又ハ其ノ
利害関係一ノ都道府県ニ止マラサルトキハ
国土交通大臣ハ前項ノ職権ヲ施行スルコト
ヲ得
河川法第２４条
　河川区域内の土地（河川管理者以外の者
がその権原に基づき管理する土地を除く。
以下次条において同じ。）を占用しようと
する者は、国土交通省令で定めるところに
より、河川管理者の許可を受けなければな
らない。
河川法第２６条
　河川区域内の土地において工作物を新築
し、改築し、又は除却しようとする者は、
国土交通省令で定めるところにより、河川
管理者の許可を受けなければならない。河
川の河口附近の海面において河川の流水を
貯留し、又は停滞させるための工作物を新
築し、改築し、又は除却しようとする者
も、同様とする。

砂防指定地において、治水上砂防の目的をもって、有
害土砂の発生等を防ぐために行為制限を行う。
河川区域内の土地等における工作物の新築等は、一般
の自由使用を妨げ、又は洪水に際して河川の機能を減
殺する等のおそれがあるので、一般的に禁止してお
り、工作物の新築等の許可申請があった場合は、河川
管理者が具体的な事案について検討の上、支障が無け
れば禁止を解除し、工作物の設置を許可している。

5(
砂防
指定
地の
規制
緩和

は3)

砂防指定地における行為制限は、治水上砂防の目的をもって行う必要不可
欠な措置です。
河川区域内における取水堰の設置については､当該堰の構造上、治水上又
は利水上の支障を生じるおそれがなく､当該堰の設置により他の河川使用
者の河川の使用を著しく阻害しないもの等であれば、現在でも許可するこ
とは可能です。
本件については､現在､担当事務所と調整中とのことであるので、取水施設
の設置の可否等についてよく相談されたい。

要望内容は実現できるのか確認された
い。 5

　河川区域内における取水堰の設置につ
いては､当該堰の構造上、治水上又は利
水上の支障を生じるおそれがなく､当該堰
の設置により他の河川使用者の河川の使
用を著しく阻害しないもの等であれば、現
在でも許可することは可能です。
　砂防指定地における行為制限は、治水
上砂防の目的をもって行う必要不可欠な
措置です。
　治水上砂防の目的を妨げない範囲であ
れば、現在でも砂防指定地内における制
限行為の許可をすることは可能です。
　本件については､現在､担当事務所と調
整中とのことであるので、取水施設の設置
の可否等について御相談下さい。

福島県
会津本
郷町

会津本郷焼き
窯元を巡る街
並み回廊の整
備

1199 1199020 124970
河川法における水
利権の委譲

農業団体の有している水利権において、ま
ちの中を巡る農業用水路から環境用水とし
てまちの中に流せるよう水利権の許認可権
を市町村に委譲する。

道路整備等で水路を整備する場合、現行の河川法
（水利権）では規制が厳しく、農耕地の減少に
伴って余った水などを有効に活用できない状況に
ある。これを緩和することにより自然との共生で
きる環境整備が可能となる。

道路事業等で水路を整備しようとする場合、水利
権が支障となり、農耕地の減少に伴って余った水
等を活用できない状況にある。これを緩和するこ
とにより、うるおいとやすらぎを備えたまちなみ
を再生する。

河川法第２３条
河川の流水を占用しようとする者は、国土
交通省令で定めるところにより、河川管理
者の許可を受けなければならない。

　一級河川は、国土保全上又は国民経済上特に重要な
ものであることにかんがみ指定されたものであって、
河川法第２３条の権限の行使に当たっても、より広域
的見地から河川の適正な利用や流水の正常な機能の維
持及び治水上等の影響等を勘案し、水系一貫の流水管
理を行う視点から国土交通大臣が行うこととなってい
る。ただし、一級河川であっても一部、国土保全上又
は国民経済上特に重要でない区間については、都道府
県知事が管理を行う指定区間を指定し、事項を限って
管理が行われている。

5(
水利
権許
認可
権の
委譲

は3)

水の合理的利用については、迅速な対応を行っていくこととしており、地
域再生構想に係る環境改善のための水利使用については、用途をまたがっ
た水の転用が可能であれば、現行制度上においても、河川管理者による審
査を経た上で審査基準に照らして適正であれば、円滑に許可を受けること
が可能です。具体的に用途をまたがった水の転用を行う場合には、早期に
関係機関に相談されれば、手続の迅速化が図られるよう的確な対応に努め
て参りたい。この際、新規の利水希望者が当事者同士で農業用水の利水者
等転用元の利水者と十分に調整を行うことで、更に迅速化が図られるもの
と考えられます。
　なお、一級河川においては、それが国土保全上又は国民経済上特に重要
なものであることにかんがみ指定されたものであることから、市町村の区
域に止まらない広域的見地から水利使用の許可を行うことを必要とすると
ころであり、当該許可の権限を市町村に委譲することは困難です。

要望内容は実現できるのか確認された
い。

5(水利
権許認
可権の
委譲は

3)

　地域再生構想に係る環境改善のための
水利使用については、既存の農業用水の
減量が可能であれば、これによる余剰水
を水源として許可を申請し、審査基準に照
らして適正であれば、許可を受けることが
可能です。すなわち、水利使用の目的及
び事業内容が公共の福祉の増進に資す
るものであること、実行の確実性が確保さ
れていること、河川の流況等に照らし流水
の正常な機能の維持等に支障を与えるこ
となく安定的に取水を行えること、治水上
その他の公益上の支障を生じるおそれが
ないことについて河川管理者が審査し､適
正であれば許可がなされることになりま
す。具体的な実現の可能性については、
要望内容の詳細が明確になった段階で判
断することとなりますが、早期に担当事務
所に御相談下さい。

64/80
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福島県
会津若
松市

総合治水対策
による歴史･自
然･文化がいき
づく夢のある
まち再生事業

1200 1200020 124980 流域総合治水支援

建築・土木施設を整備する場合、市町村経
由で個人や企業へ治水事業費相当額を補助
する。従来、国土交通省が行ってきた公共
事業としての治水事業を、民間が小規模多
数で間接的に行い、同等以上の効果を発現
させ、もって公共の福祉への貢献と雇用創
出、環境問題改善に寄与するもの。

建築・土木施設を整備する場合、市町村経由で個
人や企業へ治水事業費相当額を補助する。
①駐車場の透水性舗装や遊水池化
②屋上緑化
③雨水升や水路の透水(ポーラスコンクリート等)
化
④敷地内の雨水貯留施設（窪地・地下タンク等）
⑤その他、総合治水の考え方に合致したもの

・地方の都市においても従来の河川改修等、線的
な治水対策では限界が生じており、総合治水によ
る面的な対策が必要になってきている。
・健全な水循環系を形成し、循環型社会を実現す
る必要が高まっている。
・地方の都市においても、熱帯夜の日が増加する
など、ヒートアイランド対策が急務となってい
る。

「新世代下水道支援事業制度実施
要綱について」（建設省都下公発8
号平成11年3月19日都市局長通達
最終改正　国都下事第１号平成15
年4月1日）
「新世代下水道支援事業制度実施
要綱の運用について」（建設省都
下公発9号、建設省都下流発7号平
成11年3月19日公共下水道課長、流
域下水道課長通達　最終改正　国
都下事第76号平成15年6月17日）
「環境共生住宅市街地モデル事業
制度要綱」（建設省経宅発第155
号、住生発第82号平成５年４月１
日建設省建設経済局長、住宅局長
通知　最終改正　国土政第8号、国
住生第11-4平成15年4月2日）第８
第９

下水道事業において、新世代下水道支援事業
制度の活用により、雨水貯留浸透施設の設置
を図る個人や民間事業者に地方公共団体が助
成を行うものへの補助を行っている。
環境共生住宅市街地モデル事業において、環
境負荷軽減の緑化施設として、屋上緑化施設
を設置する一定の民間事業者等に地方公共団
体が助成を行うものへの補助を行っている。

5

37.に示した通達に基づき、屋上緑化については、環境共生
住宅市街地モデル事業を活用し整備を図ることとし、それ以
外の施設については、雨水の流出抑制に資するものに関して
新世代下水道事業支援制度を適切に活用して整備を図ること
が可能であり、地元の意見をお聞きしながら推進していくこ
ととします。

加賀
市、小
松市、
山中町

加賀越前水郷
構想

1235 1235020 124990
舟運水路整備の為
の助成

舟運水路整備にあたり総合的な財政支援。
観光立国宣言に基づく小松空港の国際化拡
充とインバウンドの促進

河川、湖沼、承水路、閘門を利用した舟運観光
ルートと親水公園を整備し、自然環境整備とあわ
せて、日本の原風景を再生し、外国人観光客の増
加を図る

広域にわたる河川等の整備は市町独自では、困難
であり、国の総合的な支援が必要である。

「直轄河川環境整備事業の実施について」
（国土交通省国河環第141号平成14年３月
29日河川局長通達）
「河川環境整備事業費補助制度について」
（国土交通省国河環第143号平成14年３月
29日河川局長通達）

特になし。

河川環境整備事業（直轄及び補助）

地方空港の国際化については、二国間の枠組みの中
で、適宜、定期便、チャーター便の活用等により対応
が行われている。

8

５

３７．に示した通達等により、必要な用件を満たす場合は、河川環境整備
事業（直轄及び補助）において親水や舟運等の河川利用の推進を図るため
に必要な河道や施設等の整備は可能であるが、個別事業の要望について
は、今回の提案募集の対象外であると考えます。

小松空港の国際化については、定期便、チャーター便の活用等によってそ
の発展を図っている。

喜多方
市

河川の流水利
用による地域
活性化構想

1347 1347010 125000
河川法第４０条要
件緩和措置

河川法第４０条の要件を緩和すること

※河川管理者から水利使用の許可を受ける
ためには、法第40条の1第1項における「公
益性が著しく大きい場合」とされている
が、これを「相当な公益性が認められる場
合」にも適用する。

河川流水を街なかに引き込み、親水区間の整備を
進めることにより、新たな観光スポットづくりや
住環境の向上を図る。環境変化により、流れの停
滞した川へ水を引き込むことにより、かつての状
態を再生させ、へらブナ釣り場の観光資源再生を
図る。

現行河川法では流水の利用が限定されているが、
幅広い水の利用ができれば、特色ある事業の推進
が可能となる。

河川法第２３条
河川の流水を占用しようとする者は、国土
交通省令で定めるところにより、河川管理
者の許可を受けなければならない。
第４０条 　河川管理者は、水利使用に関
し第２３条又は第２６条第１項の許可をし
ようとする場合において、前条の申出をし
た関係河川使用者で当該申請に係る水利使
用により損失を受けるものがあるときは、
当該水利使用を行うことについて当該関係
河川使用者のすべての同意がある場合を除
き、次の各号の一に該当する場合でなけれ
ば、その許可をしてはならない。
①　当該水利使用に係る事業が関係河川使
用者の当

　河川法第４０条においては、関係河川使用者で申請
に係る水利使用により損失を受けるものがあるとき
は、すべての同意がある場合を除き、公益性が著しく
大きい場合でなければ、河川管理者は、当該水利使用
の許可をしてはならないこととなっている。同条第１
項の規定に基づき、既得水利に影響を及ぼす新たな水
利使用を当該既得水利への影響を承知の上であえて許
可するには、既得水利と十分な調整を図る必要があ
る。

5(
水利
使用
許可
要件
の緩
和は

3)

地域再生構想に係る環境改善のための水利使用については、地域の実状に
応じ、関係者の相互の理解と合意のもと、用途をまたがった水の転用によ
る水利用の合理化等によって水源確保を行えば、河川法第４０条の手続に
よるまでもなく、河川管理者の審査を経た上で審査基準に照らして適正で
あれば、許可を受けることが可能です。
　なお、そもそも水利権は、審査基準を満たす公益性が認められる場合に
許可されており、また、取水される水は日常生活又は事業活動等に必要不
可欠なものであって、その水を前提として国民生活や社会秩序が形成され
ているため、現実には、他の既得水利と比較して公益性が著しく大きくな
ければ、同条に基づく許可が正当性を得ることはないものと考えられま
す。

要望内容は実現できるのか確認された
い。

5(水利
使用許
可要件
の緩和

は3)

　地域再生構想に係る環境改善のための
水利使用については、審査基準に照らし
て適正であれば、許可を受けることが可
能です。すなわち、水利使用の目的及び
事業内容が公共の福祉の増進に資するも
のであること、実行の確実性が確保されて
いること、河川の流況等に照らし流水の正
常な機能の維持等に支障を与えることなく
安定的に取水を行えること、治水上その
他の公益上の支障を生じるおそれがない
ことについて河川管理者が審査し､適正で
あれば許可がなされることになります。具
体的な実現の可能性については、要望内
容の詳細が明確になった段階で判断する
こととなりますが、早期に担当事務所に御
相談下さい。

平取町
及び平
取町教
育委員
会

サケ・クマ・
フクロウと共
生する河川・
森林環境再生
プロジェクト

1387 1387030 125010
水産動物が棲息し
やすい河川環境の
整備

水産動物が棲息しやすく、産卵もできる河
床、河畔林、河川敷地の環境調査を地域に
委ね実施し、結果に基づき再生復元する。

水産動物の棲息しやすい環境や産卵床について
は、そこに住んでいる人々が詳しく、できる限り
地域の人々が組織する団体に調査を委託すること
により、水産動物にやさしい河床、河畔林、河川
敷地の再生復元が可能となる。

河床等の環境整備については、経済性や効率を中
心に考える傾向にあり、当初の目的を達成し得な
い環境整備となる可能性が高いため。

「河川環境保全モニターの設置につい
て」（建設省河治発第２１号平成５年
３月３１日河川局長通達）

「河川環境保全モニター」 5

平成９年の河川法改正により「河川環境の整備と保全」が法の目的に位置
づけられており、この趣旨等を踏まえ、「魚がのぼりやすい川づくり推進
モデル事業」など、魚類等の生息環境の保全に努めています。これらを進
めるにあたっては、地域の河川の自然環境に関心があり、専門的な知識を
有する方を「河川環境保全モニター」として委嘱し、河川環境に関する助
言をいただくなど、現在においても地域住民等と連携して調査等を行い、
必要な措置を検討することとしています。
なお、平成１４年７月に策定された沙流川水系河川整備計画においても、
「地元自治体及び様々な地域活動やまちづくりに取り組んでいる個人、団
体等との連携を図るとともに、これらの個人、団体が積極的に河川の整備
に参加できる仕組みづくりを行う」、「河川整備、河川利用又は河川環境
に関する地域の要望を十分に把握し、地域との連携をさらに進める」こと
が明記されています。

加世田
市

人と自然の
「往来」地域
再生構想

2097 2097030 125020

河川法適用区域内
で遊漁船係留施設
の築造を可能とす
る特例措置

　河川法適用区域内の市町村長が認めた指
定区域において、遊漁船係留施設の築造を
可能とする河川関係法の特例措置

　本地域内の都市と農村の交流等における海浜部
のレジャースポットとして、遊漁船係留施設を整
備。

　遊漁船の秩序ある係留を推進し、海浜部のレ
ジャースポットとしての機能を高めることによ
り、本地域への交流人口の増加を図る。

河川法第２４条（土地の占用許可）
河川法第２６条（工作物の新築等の許可）
河川敷地占用許可準則（建設事務次官通
達）

河川区域内の土地において、工作物を新築し、改築
し、又は除去しようとする者は、河川管理者の許可を
受けなければならない。

3
河川区域内に施設を設置する場合は、当該河川における治水・利水及び環
境上の特性を河川管理者が地先のみでなく水系一貫で総合的に勘案のうえ
判断が必要ですので、地元市町村長の判断のみで可能とする事は出来ませ
ん。

提案の趣旨を踏まえ検討できないか。 3

　別添資料のとおり、要望主体の地域再生
に関する提案内容は、地域再生計画区域内
での占用施設の許可を柔軟化して欲しいと
いうものです。（本提案に対しては前回回
答したとおりです。）
　従って、前回回答は、要望主体の提案の
趣旨を踏まえて検討した回答であると認識
しております。

個人
ひなボンボリ
と天領夜祭

3028 3028010 125030
雛ボンボリと天領
夜祭

従来の観光課提案による観光協会経由のイ
ベントではなく、地域住民が提案し、地域
の力で行なう地域主体のイベントとして、
特別予算を組んでいただきたい。さらに使
用する道路が警察や河川管理局の管轄であ
り、特段の配慮をいただきたい。

１、雛ボンボリ２０００個×５００円＝１００万
円　２、宣伝広告費５０万円　３、道路使用許可

１、夜間のイベントで新しい消費層を狙う　２、
宿泊につながる高単価な商品開発　３、飲料業界
への好影響

河川法第２４条、河川敷地占用許可準則第
１５
「直轄河川環境整備事業の実施について」
（国土交通省国河環第141号平成14年３月
29日河川局長通達）
「河川環境整備事業費補助制度について」
（国土交通省国河環第143号平成14年３月
29日河川局長通達）

河川環境整備事業（直轄及び補助）
また、河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその
権限に基づき管理する土地を除く）を占用しようとす
る者は、河川管理者の許可を受けなければならない。

8

（イベントへの特別予算）
｢地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５年１２月
１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な
財政支出を伴わないものであること』とあるため、今回の提案の対象にはならな
い。

（河川環境整備事業等）
河川環境整備事業（直轄及び補助）において親水施設等の河川利用の推進を図るた
めに必要な河道や施設等の整備は可能です。
花火大会等の季節的な行事やイベントの開催のための一時的な河川敷地の占用につ
いては、河川敷地占用許可準則第１５に規定されている一時占用として、通常の占
用許可手続よりも簡素化を図っているところです。

個人
三隈川水面あ
ぞび

3029 3029010 125040 三隈川水面あぞび

・日田市の遊船は夜間宴会等の利用のみに
限られている。これは、昼間船頭を確保で
きないためであり、観光ガイドが出来る若
年の船頭を育成し、昼間帯の遊船利用で観
光の幅を拡大する。そのための、人材確保
のための財政的支援、研修に要する支援、
また観光人材バンク（仮称）設立に関する
財政支援。河川管理に関する規制の緩和。

①若年者雇用　年収250万円×6名＝1500万円
②観光人材バンク設立　300万円
③遊船建設　　　　　　　　500万円

①若年者の雇用の確保
②住民自主参加による観光資源の有効活用
③三隈川観光の活性化による宿泊客の増

河川法第２４条、河川敷地占用許可準則第
１５
「直轄河川環境整備事業の実施について」
（国土交通省国河環第141号平成14年３月
29日河川局長通達）
「河川環境整備事業費補助制度について」
（国土交通省国河環第143号平成14年３月
29日河川局長通達）

河川環境整備事業（直轄及び補助）
また、河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその
権限に基づき管理する土地を除く）を占用しようとす
る者は、河川管理者の許可を受けなければならない。

8

（観光人材バンク）
｢地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５年１２月
１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な
財政支出を伴わないものであること』とあるため、今回の提案の対象にはならな
い。

（河川環境整備事業等）
河川環境整備事業（直轄及び補助）において親水施設等の河川利用の推進を図るた
めに必要な河道や施設等の整備は可能です。
花火大会等の季節的な行事やイベントの開催のための一時的な河川敷地の占用につ
いては、河川敷地占用許可準則第１５に規定されている一時占用として、通常の占
用許可手続よりも簡素化を図っているところです。
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会津本
郷町

地場産業再生
構想

1221 1221010

125050
建築基準法の用途
地域内の建築物の
制限緩和

建築基準法第４８条第５項及び第８項関係
の別表２に記載のある陶磁器に関連する事
項について当該区域内においてはこれを準
用しない。また、当該用途地域に隣接する
市街化調整区域（現況山林）内に窯業又は
陶磁器の製造に関連する建築物及び工作物
（登り窯等）について建築することができ
るよう、都市計画法第２９条第１項第２号
及び都市計画法施行令第２０条にその旨の
項目を追加するもの。

会津本郷町窯元設置事業：新たな窯元の進出を援
助又は誘致し育成するとともに、伝統ある会津本
郷焼を後世に伝え、窯業の町を活性化し、陶芸の
里を発展させる。

新たに窯元を誘致するには、窯を建設しなければ
ならないが、現状では窯を建設出来ないので、規
制を緩和するするとともに必要がある。

①建築基準法第48条第5項、第8項並びに別
表第2、及び都市計画法第29条並びに都市
計画法施行令第20条

②都市計画法第２９条、第３４条

①各地域ごとに建築可能な建築物の範囲又は建築しては
ならない建築物の範囲が定められている。

②市街化調整区域で開発行為等の許可を受けるために
は、都市計画法第34条各号等のいずれかに該当しなけれ
ばならないが、例えば同条第10号ロでは、開発区域の周辺
における市街化を促進するおそれがないと認められ、か
つ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認め
られる開発行為について、都道府県知事等が開発審査会
の議を経て個別に許可できることとなっている。

5

①ご提案の内容は、建築基準法等の一部を改正する法律（平成14年法律第85号）に
より創設された用途緩和型地区計画、地方公共団体の条例により建築物の用途制限
の緩和を定めることができる特別用途地区を活用することできめ細かく対応可能で
ある。また、個別の建築物について当該用途地域の環境を害するおそれがないもの
等として特定行政庁が認めて許可することによっても対応可能である。
②市街化調整区域における開発行為は、一定規模以上の計画的開発、開発区域の周
辺における市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又
は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又
は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたものなどは現行制度上許
可でき、地域の実情に応じた運用が可能となっており、国土交通省では、技術的助
言として示した開発許可制度運用指針において、画一的な運用でなく地域の実情等
に応じた運用を行うことが望ましいことを示している。

会津若
松市

城下町の回廊
づくり
（中心市街地
の活性化）

1042 1042010 125060
建築基準法の規制
緩和

空家や空き蔵を他の用途に使用するなど、
活用範囲の自由度を高めるため、建築基準
法第20条（構造耐力）、同法第35条（特殊
建築物等の避難及び消火に関する技術的基
準）の規制緩和を図る。

通りに点在する空き店舗や空き蔵、空き住宅を、
計画的に業種の導入・再配置を行い、通りの連続
性と、憩いの場・交流の場としての拠点整備を推
進するとともに、新規に創業したい商業者の育成
を図る。
・テナントミックス事業
・チャレンジショップ事業
・まちの駅整備事業

一般住宅としての空家を店舗やコミュニティ施設
として再利用する場合に、一定の改築が必要とな
り建築基準法に基づく審査を受けることとなる
が、用途の変更に伴う大規模改修又は、利用でき
ない用途もあり、空家の解消が進まない。
既存建築物の再利用の際は、建築基準法の技術的
基準の緩和を行うことにより、多様な用途での使
用が可能となり、空家の解消・街並みの連続性が
促進される。

建築基準法第20条、第35条

建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するた
め、安全上及び防火上等の観点から、建築物の用
途、規模等に応じて、建築物の敷地、構造及び用
途等に関する最低基準を定めているものである。

3
建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するため、防火・避難等
の安全確保の観点から、建築物の用途、規模等に応じて、建築物の
構造、設備等に関する最低基準を定めているものであることから、
ご要望の緩和を行うことは困難である。

会津若
松市

城下町の回廊
づくり
（中心市街地
の活性化）

1042 1042040 125070
建築基準法の規制
緩和

通りの統一的コンセプト（景観協定等）に
基づいた景観整備を図るために、建築基準
法第61条（防火地域内の建築物）、同法第
62条（準防火地域内の建築物）で制限する
外壁部分の防火構造、及び同法第63条（屋
根）で制限する不燃材料で造る規制を一部
の改修程度の場合においては、木（可燃材
料）の使用が可能なように規制緩和を図
る。

各通りの景観形成に係る協定等に基づき、まちづ
くりのコンセプトに即した街並みの修景整備や店
舗の改修等により、街なかの界隈スペース、歩行
者空間を整備するなど商店街の通りとしての魅力
づくりを図る。
・景観形成事業
・街並みの維持、復元事業

商業地域の大部分は防火・準防火地域指定がなさ
れている。各通りの店舗修景を計画する際に不燃
材での修景とならざるをえないが、無機質で画一
的な修景となってしまうことが多い。
景観を考慮する場合、各通りの独自性・歴史性か
ら木材等の可燃材料を望むことが多く（本物志
向）、規制の緩和により多様な独自性のある修景
が可能となる。

建築基準法第61条等

防火地域、準防火地域等における一定規模以上の
建築物については、一定の防火に関する性能を有
するものとしなければならない。 5

建築物を新築する場合については、防火上の要求であれば、平成12年
から使用する材料の制限によらない新しい建築基準が施行されてお
り、所要の性能をみたせば外壁等に木材等を使用することは可能であ
ると考えられる。
また、防火上の要求性能は、地方公共団体が都市計画で定める防火地
域や準防火地域といった地域区分に応じて決まっていることから、地
方公共団体においてこれらの地域区分を見直すことにより関連する規
定を適用除外とし、必要に応じて、法第40条に基づく条例により代替
措置を講じることも可能である。

千葉市
蘇我特定地区
整備構想

1206 1206010 125080
建築基準法の接道
条件の適用除外

構内道路が整備された大規模工場跡地等の
遊休地化に伴う地区の再整備にあたって
は，建築基準法第４３条の接道義務を適用
除外として建築確認を受けることができる
こととする。

誘致企業による施設建設が迅速化され，円滑な整
備・集積が図られるものであり，当該地区の拠点
形成に寄与する。

遊休地化が進む大規模工場跡地等にて，複数の土
地所有者が建築物を建築する際に，現制度では，
その都度，建築審査会の同意を得て，許可を受け
る必要があり，円滑な事業推進のために手続きの
簡略化が必要である。

建築基準法第43条第1項
建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以
上接しなければならない。 5

ご提案の内容は当該構内道路を建築基準法第42条第1項第5号の規定
に基づき特定行政庁がその位置を指定することにより対応可能であ
る。

札幌市
交流と創造の
空間・活動づ
くり

1258 1258010 125090

公共地下歩道と既
存ビル接続に係る
建築基準法遡及適
用除外

本市で計画している札幌駅前通地下歩行空
間と沿道の既存ビルとの接続に際しての，
ビル全体に対する建築基準法の遡及適用を
除外し，既存部分については，建築当時の
安全性を確保することで足りるよう緩和す
る。

積雪寒冷地札幌にふさわしい歩いて暮らせる豊か
で快適な都心の創造に向け，札幌駅前通におい
て，札幌駅と大通駅を連絡する地下歩行空間を整
備し，都心の回遊性を高め，都心全体の一体化を
図る。また，沿道ビルとの接続を促進し一体的な
地下空間を形成するとともに，建物の低層部及び
地下部に，にぎわいを演出する商業，サービス機
能等の導入を促進する。なお，これらについて
は，都市再生特別措置法に基づく緊急整備地域の
地域整備方針で位置づけられている。

札幌駅前通地下歩行空間は，出来るだけ多くの沿
道ビルとの接続を促進し，一体的で賑わいのある
空間づくりを目指している。沿道ビルのうち，既
存ビルの接続に際しては，ビルが整備する接続空
間のうち民間敷地内の部分がビルの増築となり，
ビル全体に対して建築基準法が遡及適用される。
このことは，民間に対する大きな負担となり地下
歩行空間との接続意欲を失わせることとなり，沿
道における賑わい演出促進の効果が発揮されない
ため。

建築基準法第３条

法令等の規定が施行された際等に、現に存する建
築物若しくはその敷地等がこれらの規定に適合し
ない等の場合においては、当該建築物等に対して
当該規定は適用されないことを認めているが、そ
の後、増改築等を行う場合には、原則として不適
格な部分を含め、全面的に法令等の規定の適用を
受けることとされている。

5

既存の建築物と公共地下歩道等とを接続する場合、その接続のため
工事を施す部分の防火・構造耐力等の安全性について、既存の建築
物とは別に確保され、当該部分を別棟とみなせるようなものは、既
存の建築物全体にまで建築基準法の適用が及ぶことはないので、ご
要望のとおり、既存ビルの建て替え等を行うことなく、公共地下歩
道等との接続が可能である。

豊川
市、
ＴＭ
Ｏ、
豊川地
区商業
観光活
性化委
員会

万博と地道な
まちづくりに
よる豊川稲荷
門前町観光商
業活性化

1301 1301020 125100

門前町独特の路地
の保存のための建
築基準法の規制緩
和

　当該地区は、古くからの観光商業地区で
あるため、４ｍ未満の道路に接道して既に
建築されている門前町らしい古い街並みが
あるが、建て替えを行おうとすると道路の
要件から建築物のセットバックを余儀なく
され、せっかくの門前町らしい路地の雰囲
気が損なわれてしまい、当該地域の特性を
減じる要因となっている。
　そこで、ある一定の条件が満たされてい
る場合については、４ｍ未満の道路への接
道であっても建築物を建設できるように規
制緩和をしていただきたい。

　建築物にある一定の防火及び耐震機能を備え、
緊急車両の誘導経路、地域の防火体制、地域の相
互理解等の地域コミュニティーが十分に整ってい
る場合については、接道要件を緩和し、門前町ら
しい路地を保存し、お客様に「異空間｣を感じて
いただき、地域の活性化を図る。

規制を緩和しなければ、建築物の更新が進むほ
ど、門前町らしい路地が失われていく。

建築基準法第42条第1項、第43条第1項
建築物の敷地は原則4メートル以上の道路に2メー
トル以上接しなければならない。 5 ご提案の内容は建築基準法第42条第3項の規定による道路幅員制限

の緩和により対応可能であるので、積極的に活用されたい。

岐阜市
金華山・長良
川まるごと博
物館構想

1318 1318030 125110
伝統的なまちなみ
地域における建築
基準法の一部緩和

　準防火地域での外壁、軒裏等外観に影響
する部位への木材等使用の可能化

　当該エリア中、準防火地域の規制を一部緩和し
住民同意を得られる一定エリアにおいて、条例等
に基づいて総合的な防火性能を確保した場合に
は、外壁、軒裏等に木材等を利用することが出来
るようにする。

　まちなみ景観を向上させることにより、地域の
魅力を高めながら、活性化につなげるため

建築基準法第61条等

防火地域、準防火地域等における一定規模以上の
建築物については、一定の防火に関する性能を有
するものとしなければならない。 5

建築物を新築する場合については、防火上の要求であれば、平成12年
から使用する材料の制限によらない新しい建築基準が施行されてお
り、所要の性能を満たせば、外壁、軒裏等に木材を使用することは可
能であると考えられる。
また、防火上の要求性能は、地方公共団体が都市計画で定める防火地
域や準防火地域といった地域区分に応じて決まっていることから、地
方公共団体においてこれらの地域区分を見直すことにより関連する規
定を適用除外とし、必要に応じて、法第40条に基づく条例により代替
措置を講じることも可能である。

臼杵市

スローライフ
と地場産業と
観光の融合に
よる日本の正
しいふるさと
づくり

2010 2010050 125120

石畳美装化を行
なった街路沿道に
ついて建築基準法
によるセットバッ
クを免除していた
だき、既存の建築
物等の壁面線を維
持し、近世以来の
街路幅員を保存す
ることで、歴史性
の高い町並み景観
を維持しつつ、臼
杵市の都市特性の
保全に努めたい

○地域内における建築基準法第44条の緩和
　・臼杵市が緩和条例を施行することに
よって、44条で適用除外とされる建築物の
領域を歴史的建造物・修景建物に広げるこ
とができるよう現行法の緩和を提案した
い。

臼杵市歴史環境保全事業などの修景事業のほか、
新規関連事業に際して歴史性を維持した景観整備
を行う。

現状の制度では、市が実施する景観保全関連事業
の際に現行法の規制を受け、歴史的建造物等の原
位置保存ができず、歴史性をもった景観保全が困
難となる場合がある、臼杵の貴重な財産である歴
史的町並みの価値を損ねず、これを今後の活性化
につなげていくために必要

建築基準法第42条、第44条

建築基準法上の道路とは、幅員4メートル以上のも
のをいう。
建築物は、道路内に、又は道路に突き出して建築
してはならない。

5 ご提案の内容は建築基準法第42条第3項の規定による道路幅員制限
の緩和により対応可能であるので、積極的に活用されたい。
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香川県
かがわ賑わい
創出構想

2016 2016050 125130
仮設建築物に関す
る規制の緩和

　仮設建築物として利用できる期間を、現
行の「１年以内」から「必要と認める期
間」に拡大する。

　賑わい創出のため、１年を越えて継続的にイベ
ントを行う場合に、仮設建築物としてステージ等
を設置することによって、常設の施設を設置、除
却するよりも、イベント費用の軽減が図られ、よ
り多くのイベントを実施する。

　賑わい創出のためには、１回限りではなく、毎
年度、継続的にイベントを実施することが効果的
であるが、イベント実施のために仮設建築物とし
てステージ等を設置した場合、１年以内の利用に
限られるため、少ない費用で継続的にイベントを
行うことが困難である。

建築基準法第85条　等
　臨時的に存在する仮設建築物は、特定行政庁の
許可に基づき、恒久的な構造規定と都市計画制限
は適用されない。

3

仮設建築物については、使用期間が短く、恒久的に建ちつづけること
を目的としていないことから、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生
上支障がないと許可した場合においてのみ、防火等の一部の規定を適
用除外した上で１年以内の期間に限り建築することができるとしてい
るものである。したがって、この期間を延長させ、建築物を残存、使
用することを認めると、建築物として必要な安全性を実態的に担保で
きず、脱法行為を助長するおそれがあるため、ご要望の緩和を行うこ
とは困難である。

福岡県
高齢者安心住
み替え支援構
想

2073 2073010 125140
高齢者安心住み替
え支援事業

・中古住宅の取得及びリフォームに係る課
税の特例措置の拡充
・高齢者等が戸建て持ち家等を貸し付けて
高齢者向け賃貸住宅等に住み替える場合、
賃貸料収入に係る所得税の特例措置を創設
・高齢者の安定居住に関する支援施策の創
設

高齢者安心住み替えバンクを設置

地域活性化を図るため、ソーシャルミックスを実
現することが不可欠であるが、当該事業の成否は
その起点である高齢者の円滑な住み替えを図るこ
とが最も重要である。
このため、高齢者が資産を活用する際の障壁を低
く設定することが重要であると思われる。

高齢者等の住宅資産の賃貸化及び円滑な住替えを支援
するため、住替え支援センター（運営は、（財）日本
賃貸住宅管理協会）を設置し、各種のサポート業務を
行うとともに、賃貸住宅経営に伴う種々のリスクを軽
減するため、サブリース事業に伴う預かり家賃の保証
制度の創設等の住宅循環円滑化支援事業を行ってい
る。

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創
設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。

福岡県
福岡市
前原市
二丈町
志摩町

九州大学学術
研究都市構想

2132 2132100 125150
優良田園住宅建設
の促進

優良田園住宅の建設の促進に関する法律に
おける促進に関する配慮内容を明確にし、
より一層促進が図られるようにして頂きた
い。また、優良田園住宅促進協議会におい
て、配慮内容について協議する等、地方公
共団体の意見を参考にして頂きたい。

九州大学学術研究都市構想において、大学新キャ
ンパス周辺の開発に関して、「豊かな自然や歴史
の特性を保存、活用して学術研究都市を形成する
ため、大規模な面開発を必要最小限にとどめ、周
辺環境と必要な機能が共生した比較的小規模な開
発が分散して行われるように開発誘導する」こと
と定められており、そのような環境共生型の開発
を分散型地域核（ほたる）として位置付ている。
具体的には、九州大学学術研究都市に必要な、産
学連携を実現するための研究施設・ベンチャー企
業、大学関係者等が居住するゆとりある優良田園
住宅、研修施設等の比較的小規模な開発（20ha未
満）を豊かな自然環境を生かしながら整備してい
くこととしている。
優良田園住宅の建設にあたっては、優良田園住宅
の建設の促進に関する法律の適用を受けて促進を
図ることとしているが、配慮内容を明確にするこ
とにより、建設がより一層促進されることとな
る。
また、地方公共団体の意見を参考にすることによ
り、地域性等に応じた配慮が可能となり、さらに
促進が図られる。

配慮内容が不明確なため。
また、都市計画法の配慮内容は手続きの迅速化、
簡素化、円滑化等であり、規制内容までの配慮を
行わなければ、促進が図られないと思われる。

優良田園住宅の建設の促進に関する法律、
優良田園住宅の建設の促進に関する法律施
行令、優良田園住宅の建設の促進に関する
法律の施行について、優良田園住宅の建設
の促進に関する法律の運用について

良好な自然的環境を形成している地域に所在する一定
の戸建住宅を「優良田園住宅」と定義し、当該住宅の
建設計画を市町村の認定にかからしめた上で、関連法
に基づく諸手続の迅速化等に配慮し、その建設の促進
を図る。

5
優良田園住宅建設計画の認定制度は、優良田園住宅の建設に際して、関連
法に基づく諸手続の迅速化等を図るために、市町村による認定、市町村と
都道府県知事の事前協議等の制度的枠組みを設けたものである。
本制度の周知徹底を再度図るとともに、提案にある優良田園住宅促進協議
会等の活動を通じて建設の促進に取り組んで参りたい。

愛媛県
愛媛県公共施
設木材利用推
進構想

2149 2149030 125160
　建築基準法の改
正

公共施設の構造基準における、耐火･準耐
火の緩和措置
○建築基準法での延べ面積3000㎡を超える
建築物は耐火建築物とする規定について、
その面積要件の緩和。
○建築基準法で、福祉施設等について、２
階建てで２階部分が300㎡以上の建築物は
耐火･準耐火建築物とする規定について、
その面積要件の撤廃
〇建築基準法で、学校施設等について、
2000㎡以上の建築物は耐火または準耐火建
築物とする規定における面積要件の緩和。

　現在、全庁的に公共施設の木造化に取り組んで
いる「公共施設等木材利用推進連絡会議」におい
て、毎年、翌年度に建設予定である県、市町村、
学校・医療法人等の木造化が促進され、多くの木
材資源を有する農山村地域における雇用の場が確
保されるとともに、林業・木材産業や地域経済の
活性化が期待される。

　農山村における地域経済の活性化や木質資源を
活用した資源循環型社会の構築に当たり、その普
及のための公共施設の木造化を推進するために
は、その障害となっている制度等について、国、
県、一体となった取り組みが必要である。

建築基準法2,21,27条　等

一定規模以上の特殊建築物については、多数の者
が利用すること、火災が発生した場合の危険性が
高いこと等の観点から、防火安全性の確保のた
め、最低限の基準を定めている。

5

建築基準法第21、27条の規定は、一定規模以上の学校等の建築物につい
て、多数の者が利用すること、火災が発生した場合の危険性が高いこと等
の観点から、防火安全性の確保のための最低基準を定めているものであ
る。したがって、人命安全の確保の観点から、ご要望の基準を緩和するこ
とは困難である。ただし、当該規定については、耐火性能検証法等によ
り、一定の防火安全性が確保できることが確認できる場合は適用除外する
ことができるとされている。また、準耐火建築物については、大臣認定を
取得しなくとも木材を活用して木造建築物を造ることが可能である。

名古屋
港管理
組合

名古屋港活性
化構想

1103 1103050 125170

港湾環境整備負担
金徴収に係る国庫
負担金精算還付の
廃止

港湾環境整備施設は、必要性が高い施設で
ありながら、当初の施設整備費に加え、整
備後の維持管理費が恒常的に発生し、地方
財政の圧迫要因となっている。
港湾環境整備負担金は、大きな収益が見込
めない施設の整備・維持管理において、港
湾管理者の財政運営に少なからず寄与して
いる。そこで、補助金適性化法における収
益納付の特例を設け、港湾環境整備負担金
として徴収した港湾環境整備施設の当初整
備費の国庫負担金精算還付廃止を提案す
る。

（１）効率的な港湾経営の実現
港湾は、利用者の視点に立った、効率的な経営を
行っていかなければならない。こうした中、地域
の独自性を前面に打ち出した施策を実施するため
の枠組みが必要となっている。

②適正な税制と財政の建て直し
名古屋港管理組合（港湾管理者）は、国際水準に
おける港湾物流インフラ大型化への対応が喫緊な
課題となっている一方で、硬直化した財源不足の
中で、その経営努力による港湾運営が限界に達し
つつある。そこで、“効率的な港湾経営”に向け
た制度の見直しの検討を提案する。

地方財政の圧迫要因を少しでも軽減することで、
他事業への予算配分が推進され、効率的な港湾経
営に貢献する。

港湾法第４３条の５
補助金適正化法第２２条

港湾環境整備負担金として徴収した港湾環境整備施設
の当初整備費は、国と港湾管理者が負担し整備したも
のであり、港湾環境整備負担金として徴収した負担金
は､全て補助事業者に帰属することなく、負担割合に応
じて帰属するものである。しかし、港湾環境整備負担
金として徴収した港湾環境整備施設施設の維持管理費
は、国庫への納付の対象とはなっていない。

3

港湾環境整備負担金として徴収した港湾環境整備施設の当初整備費は、国
と港湾管理者が負担し整備したものであり、港湾環境整備負担金として徴
収した負担金は､全て補助事業者に帰属することなく、負担割合に応じて
帰属するものであるため、対応困難である。しかし、港湾環境整備負担金
として徴収した港湾環境整備施設施設の維持管理費は、国庫への納付の対
象とはなっていない。

釜石市
環境産業を核
とした釜石の
再生構想

1185 1185010 125180

リサイクルポート
指定港の港湾施設
利用に係る利便性
の向上

港湾管理者の財務原則に関し、リサイクル
ポート指定港に限り、静脈物流産業に係る
港湾施設使用料の低減を認める特例を設
定。リサイクルポート指定港の港湾管理者
は速やかにこれを行う。

釜石港臨海部で実施される各種リサイクル事業に
係る、海運を利用した循環資源等の搬入・搬出に
ついてこれを適用し、静脈物流コストの低減を図
る。また、こうした取り組みを全国のリサイクル
ポート指定港において行うことで、全国的な海運
静脈物流ネットワーク形成の一助となり、もっ
て、地球環境への配慮（モーダルシフトによるCo
２排出量の削減）、静脈物流コストの低減が図ら
れることとなる。

循環資源等は、製品貨物と比較して運賃負担力が
低く、製品貨物と同様の料金体系では事業採算性
の確保が困難であること、また、リサイクルポー
トにおける事業等を着実に推進するために提案す
るものである。

港湾法第13条第2項、第29条、第34条及び第44条

港湾法第29条の規定は、港務局に限り適用され、地方
公共団体が港湾管理者の場合の港湾施設使用料につい
ては、各港湾管理者の政策的な判断のもと各港湾管理
者が定める条例により設定されている。

8
地方公共団体が港湾管理者の場合の港湾施設使用料については、各港湾管
理者の政策的な判断のもと各港湾管理者が定める条例により設定されてい
る。

富山県
にぎわいと活
気あふれた港
づくり

1296 1296020 125190
公共係留施設附帯
施設の許可にかか
る基本方針の緩和

　公共係留施設附帯施設の占用許可の基本
方針の緩和

　公共係留施設附帯施設の占用許可のう
ち、一旦漁船用施設として建設された施設
について、漁船用目的として使用しなく
なった場合、昭和34年9月8日付け港管第
2288号港湾局長通達「公共係留施設及び同
附帯施設の運営について」の基本方針によ
り、占用が認められず、施設を撤去すべき
ケースが考えられるが、施設の活用、港湾
や経済活動の活発化、新たな雇用の創出を
図るため、この基本方針を緩和していただ
きたい（基準の緩和、国への協議を不要と
する）。

　公共係留施設附帯施設の占用許可については、
昭和34年9月8日付け港管第2288号港湾局長通達
「公共係留施設及び同附帯施設の運営について」
において、「公共係留施設の公共利用を阻害する
おそれがなく、且つその利用を増進することが確
実であるときのほか、これを特定人の専用に供す
ることがあってはならないものとする。なお…特
定人の専用施設の用に供しようとするときは…港
湾局長に協議されたい」との基本方針が示されて
いる。
　ただし漁船用施設については、昭和60年6月12
日付け港管1316号港湾局長通達により、漁業協同
組合が漁船用施設を設置するときは「港湾局長へ
の協議を要しない」とされているが、漁船用施設
としての用途が不要となった場合、基本方針に従
い撤去の必要が生じるケースも考えられる。
　しかし、直接係留施設の利用増進につながらな
くとも、施設を多様な用途（食堂、休憩所等便益
施設）に活用することで、施設の有効活用、港湾
及び経済活動の活発化、新たな雇用の創出が期待
されることから、基本方針の占用基準を緩和する
とともに、国への協議を不要としていただきた
い。

  漁船用施設としての使用目的が不要となった場
合でも、引続き施設を多様な用途に有効活用する
ことで、港のにぎわい創出や経済活動の活発化、
ひいては雇用の創出につながることが期待される
ため。

特になし
公共係留施設に附帯施設を設置する場合の国への協議
は要しない運用を行っているところ。 5 貴県の判断により事務を行うことで支障ない。
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香川県
さぬき瀬戸内
再生構想

2018 2018060 125200

旅客不定期航路事
業実施手続きの簡
素化及び基準の緩
和

　海上運送法に定める旅客不定期航路事業
を許可制から届出制に簡素化するととも
に、同事業の遊覧における複数の寄港を可
能にする。

　民間の船会社等を含む協議会を設置し、魅力的
で集客の可能性の高いルートを協議のうえ決定
し、一定の時期にモデル的に運行する。

　海上運送法に定める旅客不定期航路事業の実施
は許可制になっており、手続きに時間がかかるこ
とから、届出制に簡素化する。また、同事業の遊
覧をより魅力的な内容にするため、複数の寄港を
可能にする。

海上運送法第２１条、第２１条の２

旅客不定期航路事業を営む者については、陸上と船舶
その他の海上の特定の場所との間の航路及び起点と終
点と一致する航路であって寄港地のないもの以外、乗
合旅客の運送をしてはならない。

3

１．旅客不定期航路事業においては輸送施設の適応性及び船舶交通の安全
性に係る審査を行っており、安全基準を満たす者には等しく参入の道を開
く許可制を採用している。
２．「起点が終点と一致する航路であって寄港地のないもの」を「遊覧」
と称しているだけであり、複数の寄港地をもつ場合は、一般旅客定期航路
事業の区分となる。

旅客の利便を確保することは旅客不定
期航路事業においても同様と考えら
れ、客が集まったら運航する旨周知さ
れていればよいのではないか。提案の
趣旨を踏まえ再度検討し回答された
い。

5

１．基本的に、乗合運送は一般旅客定期航路
事業、貸切運送は旅客不定期航路事業とし
て分類されている。
２．参入に当たっての安全審査基準は両者全
く同一である。
３．一般旅客定期航路事業においては、船舶
運航計画については届出制となっており、一
般に、季節に限った運航や週末のみの運航、
臨時便による増便、出港時間について幅をも
たせ、客が集まり次第出港するという船舶運
航計画の設定も、利用者利便その他公共の
福祉を阻害するものでなければ可能であり、
輸送需要に応じた運航ができることとなって
いる。
４．本件については、まさに一般旅客定期航
路事業に該当するものであり、一般旅客定期
航路事業でご提案の主旨は達成できる。

香川県
さぬき瀬戸内
再生構想

2018 2018080 125210
船舶安全検査の簡
素化

船舶安全法に基づく船舶安全検査のうち旅
客船（５ｔ以上）の中間検査について
①検査時期を「1年」から「2年」に緩和
②代替措置として事業者の自主検査創設

　瀬戸内海の島を巡る旅客船の船舶検査の簡素化
により、運行コストの低減を図り、船舶事業者の
経営改善や、運賃の引下げなどを図る。

　瀬戸内海は平穏な内海で、島を巡る定期旅客船
はいずれも1時間以内の近距離航路であり、他地
域に比べ安全と考えられるために、海上交通の高
コスト構造の是正を図り、海上交通事業の振興を
図る。

船舶安全法第５条第１項第２号
旅客船（旅客定員１３名以上）は毎年中間検査を受検
する必要がある。

3

旅客船（旅客定員１３名以上）は不特定多数のものが乗船するため、一旦
事故が起こった際の被害は甚大であり、かつ、船舶の公共輸送機関として
の信頼性等及ぼす社会的影響も大きいことから、すべての旅客船について
毎年の検査が義務づけている。
また、船舶は多様性、不定型性、複雑性を有しているため、その安全性を
総合的かつ最終的に確認するためには技術能力及び公正性を有する者が一
貫して検査を行うことが必要であり、また基準の策定者が一体的に行うこ
とが合理的であることから、国が自ら検査を行うこととしている。

提案の趣旨を踏まえ再度検討し回答さ
れたい。 3

外航旅客船については、国際条約において、
事故が起きた場合の被害、影響等に鑑み、そ
の安全を確保するため、毎年の検査が義務
付けられている。内航旅客船についても、旅
客の安全確保を図る観点から、英米諸外国と
同様に、国際条約に準拠し、毎年の検査を実
施しているところである。なお、旅客船の技術
基準については、平水、沿海、近海、遠海等
船舶の航行する海域に応じて定められてお
り、平穏な海域を航行する船舶にはより緩和
された基準が適用され、船舶検査の内容もこ
れに対応したものとなっている。また、エンジ
ン、タンク等の検査については、分割検査な
どを活用し、毎年の検査の負荷の軽減措置を
講じるなど合理化を図っているところである。

西郷町
隠岐の自然を
活かした地域
再生

2065 2065020 125220

・企業による海底
の所有又は占用
・企業による海底
での漁業権の占有

・長期に渡り海底を事業のために利用する
企業に、所有権又は占用権を認めて欲し
い。
・長期に渡り海底を事業のために利用する
企業に、漁業権の占有を認めて欲しい。

･企業が水深５～15ｍの海底に逃避防止施設や給
餌施設を設置し稚貝を放流しアワビの海底牧場を
経営することにより、漁業者との協力により資源
の管理を図るともに、旅館や飲食店への安定供給
やダイビングスポットとしての利用により観光振
興を図る。

・海底は個人による所有や占用ができず、また企
業の漁業権の占有も困難である。アワビの海底牧
場は、同一の海底を長期間占用する必要がある。

6
また、船舶は多様性、不定型性、複雑性を有しているため、その安全性を総合的か
つ最終的に確認するためには技術能力及び公正性を有する者が一貫して検査を行う
ことが必要であり、また基準の策定者が一体的に行うことが合理的であることか
ら、国が自ら検査を行うこととしている。

標津町

地域の産業や
自然環境を活
用した、都市
住民との交流
推進事業

1156 1156050 125230

「釣り（遊漁）」
のルール化による
漁業との調整と調
和により、もって
「釣り（遊漁）」
振興による都市住
民交流の推進によ
り地域活性を図
る。

　「釣り」のライセンス制による漁業との
調和及び施設等の提供により「釣り」振興
を促進し地域の活性化を図る。

　海岸での「釣り」に対しての振興策として、ラ
イセンス制でのルール化による遊漁者の意識の向
上及び漁業との調整及び施設整備を行う。
　行政区域全体の海岸についてライセンス制によ
り多目的に管理を行ない、持続的な地域資源を活
用と施設整備及び維持管理による釣り振興を目的
とするが、当面は、管理面及び新制度であること
から遊漁者の理解のもとでの推進を考え、管理に
よる遊漁者へのサービス提供等が可能な、漁港整
備施設及び海岸環境整備施設でのライセンス制に
より進める。
　その他の海岸については、釣りへのライセンス
制の全道的な普及を提案し進める。
　ライセンス制については、地元地域での管理体
制により進める。（ライセンス料の取り扱いを含
めて）

○ライセンス制による具体的な事業内容
　　・「釣り」への利便施設の提供ートイレ、駐
車場、情報等の施設整備等（釣り人の里）
　　・施設及び海岸等の清掃による環境保全
　　・資源管理による漁業との調和と調整、乱獲
対策等
　

　当地域では、海岸や漁港及び釣船等で多数の
人々が入り込み「釣り（遊漁）」が行われている
状況である。
　このことは、「釣り（遊漁）」により都市住民
交流が発生して地域の活性化の要因を十分含んで
いる。
　これらの地域の特色を生かした活性化を行う上
で、都市住民交流の要因となる素材を地域で管理
し育てて行くことも必要と考える。
　このことから、管理者として広域的に管理する
ことのほか、地元での地域を特定した釣りに対す
るライセンス制により、一定のルールでの漁業と
の共存と持続的な地域資源の活用による釣り振興
及び地域活性化が図られる。 6

河東町 国際観光ネッ
トワーク河東
学園構想

1118 1118030 125240

スクールバス、福
祉バス、時間外交
通バスとしての有
効利用

■コミュニティバス利用 ● 地域限定でのスクールバス、福祉バス、時間
外交通バスとしての有効利用

●現在のバスが夕方で終バスとなることから、ス
クールバスや福祉バスに限定せず、民間ニーズに
対応した交通サービスとしたい。

●バスの移動手段から交流手段、地域歴史文化･
景観のガイド手段への進化展開による公共公益性
の確保と収益性の向上への地域的な活用の実現を
図りたい。 ●道路運送法第4条、第43条、第80

条第1項

「地域協議会の協議結果に基づき地方公共団
体が自らバスの運行を行う場合等の許可の取
扱いについて(H13.9.27国自旅86号)及び「通
学通園に係る自家用自動車の有償運送の許可
の取扱いについて」(H9.6.17自旅第101号)

2 Ⅴ

いわゆるコミュニティバスについては、「構造改革
特区の第３次提案に対する政府の対応方針」におい
て、利用者利便の向上、手続負担の軽減等を図る観
点から、具体的事例を踏まえて検討した上で、許可
等の基準の運用を見直すこととされているところで
ある。

村上市
村上市スクー
ルバス等有効
活用構想

1208 1208010 125250
スクールバス等地
域活用支援措置

道路運送法の旅客自動車運送事業の適用除
外。

スクールバス等の運行において、地域活動等に実
費負担で貸与する。また、乗車率の低いスクール
バスにおいて、実費を徴収したうえ、地域のコ
ミュニティーバスとしての門戸を開くため、文部
科学大臣の承認事項を市町村教育委員会の議決に
よる事とする。また、使用料の徴収にあたり、道
路運送法の適用を除外する。

スクールバスは一般住民との混乗が認められず、
自治体所有の他のバスを含め、実費であっても料
金徴収することが困難で有効活用が図られていな
い。実費を徴収する事により、自治体の財政負担
を軽くしたうえで、地域活動やスポーツ交流活動
などへの有効活用を図る事が出来る。

道路運送法第80条第1項

「地域協議会の協議結果に基づき地方公共団
体が自らバスの運行を行う場合等の許可の取
扱いについて(H13.9.27国自旅86号)及び「通
学通園に係る自家用自動車の有償運送の許可
の取扱いについて」(H9.6.17自旅第101号)

5

地方公共団体が道路運送法第８０条第１項の許可を
受けて行う有償運送についてはその輸送対象を限定
しておらず、許可を受けたスクールバスに一般住民
を乗車させることは、現行制度のもとでもすでに可
能となっているところである。

秋田県
高齢化に対応
したまちづく
り構想

1186 1186020 125260
高齢者移送サービ
スの提供

公共交通機関が十分でない地域におけるボ
ランティア輸送を促進する道路運送法第８
０条第１項にかかわる特例措置について、
下記の事項についての要件緩和
・実施事業者の要件緩和（「普通第２種免
許を基本とすること」の撤廃）
・使用車両の要件緩和（「乗降を容易にす
るための装置を設けた自動車」の撤廃）

公共交通機関が十分でない地域において、ボラン
ティア輸送を促進することにより、きめ細かな高
齢者移送サービスが可能となることから、引きこ
もりがちの高齢者が気軽に外出することができる
ようになる。また、高齢者移送サービスを行う事
業者が増え、高齢者の外出も増えることにより地
域経済の活性化や新たな雇用の創出につながるこ
とが期待される。

公共交通機関が十分でない地域で高齢者の移動手
段を確保するためには、現行の特例措置をさらに
要件緩和し、移送サービスを行いやすい環境を整
える必要がある。

道路運送法第80条第1項

「構造改革特別区域法に係る交通機関空白の
過疎地における有償運送可能化事業における
道路運送法第80条第1項による申請に対する取
扱いについて」(国自旅第232号)により当該特
例措置を実施するための要件が定められてい
る。

7 特区の第４次提案事項である。

秋田県
過疎化した地
域における交
通手段の確保

1187 1187030 125270
宿泊施設が保有す
る車両で行う観光
サービス

公共交通機関が十分でない過疎化が進んだ
地域において、旅客運送の関係者との調整
の下、宿泊施設が保有する車両を使用した
宿泊客に対する観光サービスを行う場合の
旅客運送事業者の許可手続きの簡素化と要
件緩和
・公示第１００号「一般貸切旅客自動車運
送事業の許可申請事案及び事業計画変更認
可申請事案等の審査基準について」
最低車両数の要件緩和、車庫及び休憩仮眠
施設設置義務の緩和

ホテルや旅館などの宿泊施設が宿泊客に対し自ら
保有する車両で観光サービスを行うことにより、
きめ細かい観光サービスの提供が図られ、地域の
観光振興につながることが期待される。

人口減少が続く過疎地域等では、観光地を廻る交
通手段が不十分なことから、宿泊施設自ら交通手
段を提供し、サービスの向上を図ることが地域の
観光振興につながるが、零細の宿泊施設にとって
は現行の旅客運送事業者要件が厳しく対応できな
い状況にあり、これを改める必要がある。

道路運送法第4条第1項、公示第100
号「一般貸切旅客自動車運送事業
の許可申請事案及び事業計画変更
認可申請事案等の審査基準につい
て」（H14.1.31東北運輸局長）

「構造改革特別区域法に係る交通機関空白の
過疎地における有償運送可能化事業における
道路運送法第80条第1項による申請に対する取
扱いについて」(国自旅第232号)及び「一般貸
切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変
更認可申請の処理について」(H11.12.13自旅
第128号)

7 特区の第４次提案事項である。
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長野県

コモンズの視
点からの観光･
都市圏交流型
産業の推進

1070 1070050 125280
交流型事業に係る
無資格・無許可有
償輸送の特例

　公共交通機関の未発達な地域で、宿泊者
を自家用車で交流型事業実施場所へ有償輸
送する場合に道路交通法の第2種免許及び
道路運送法の許可の適用除外とする。

　ウォーキング、トレッキング、登山、サイクリ
ング、グリーンツーリズムなどは公共交通機関が
未発達な地域で行われることが多いから、宿泊場
所から交流型事業実施場所への輸送等を自家用車
で可能にする。このことにより来訪者にとって利
便性は高まり来訪者の増加が期待できると共に、
当該地域の住民の多くが交流型事業に参加でき、
また、報酬を得ることによって地域経済の活性化
に資する。

現状は、料金を取る場合には、道路交通法の2種
免許と道路運送法の事業許可が必要であるが、こ
れらが不要になれば、地域の誰でもが、来訪者に
応対することができる。この結果、来訪者にとっ
て利便性が高まり円滑な交流型事業が可能とな
り、来訪者が増える。

道路運送法第80条

「構造改革特別区域法に係る交通機関空白の
過疎地における有償運送可能化事業における
道路運送法第80条第1項による申請に対する取
扱いについて」(国自旅第232号))により当該
特例措置を実施するための要件が定められて
いる。

7 特区の第４次提案事項である。

長野県

コモンズの視
点からの観光･
都市圏交流型
産業の推進

1070 1070070 125290

宿泊施設、体験施
設等における観光
案内（白タク）の
特例

公共交通機関の未発達な地域において、宿
泊施設及び体験施設の職員等が、その利用
者に対して、周辺の観光案内を行う場合、
または、自らの施設までの送迎を行う場合
の輸送について、道路交通法の第2種免許
及び道路運送法の許可の適用除外とする。

宿泊施設及び各種体験施設の職員等は、その多く
が地域の状況に精通している。これらの者が自家
用車で周辺の観光案内を行うことにより、より深
く地域の自然・文化等を伝えることができ、来訪
者への満足度も高め、リピーターの増加にもつな
がると期待される。

宿泊施設及び体験施設を利用した来訪者が、さら
に深くその地域の自然・文化等についても知りた
い、体験したいというニーズがあった場合など
に、当措置の需用があると思われる。特に来訪者
が学生などの場合は、交通手段の問題もあるた
め、当該措置が有効と思われる。

道路運送法第80条

「構造改革特別区域法に係る交通機関空白の
過疎地における有償運送可能化事業における
道路運送法第80条第1項による申請に対する取
扱いについて」(国自旅第232号))により当該
特例措置を実施するための要件が定められて
いる。

7 特区の第４次提案事項である。

愛知県
新城市

ＤＯＳ地域再
生
プラン

（Do outdoor
sports）

1236 1236050 125300
利用者へ親切な快
適空間の形成

有償ボランティア輸送による送迎サービス
電車バスで来た応援・見物者を大会等の現地まで
安価で送迎する交通システムを確立する。

アウトドアスポーツの活動場所は、公共交通機関
のない不便なところがほとんどであることから、
送迎の問題は重要である。

道路運送法第4条、第80条第1項

道路運送法の規定に基づき、旅客自動車運送
事業を行うには許可を得る他、運賃料金や事
業計画の変更の認可等道路運送法上の諸規制
にかからしらしめている。また、道路運送法
第80条第1項の規定に基づき、災害緊急時や公
共の福祉の観点から国土交通大臣の許可を受
けた場合を除き自家用自動車を有償で運送の
用に供してはならないこととされている。

7 特区の第４次提案事項である。

茨城県

茨城グリーン
ふるさと交流
圏魅力アッ
プ・プロジェ
クト

1272 1272060 125310
多様な交通手段の
確保による地域住
民の足の確保

・バス路線の維持が困難な地域において，
行政バスや民間業者の車両を活用して有償
運行を行う場合の道路運送法要件の緩和

・公共交通機関の不便地において，町村等公的な
機関が運行しているスクールバスや福祉バス，民
間事業者の保有する送迎バス及びコンビニ配送車
両などについて，その未稼働の時間帯を利用し，
目的外使用を認め，住民の交通手段として有償運
行させることにより，地域住民の利便性の向上と
車両の有効活用が図れる。

・過疎地域を中心に民間のバス路線が廃止される
一方，地域住民は高齢化が進むなど交通手段の確
保が重大な問題となっている。そこで，バス路線
の維持が困難な地域において，地域の代替交通手
段を確保するため，活用可能な車両を保有する事
業者に有償運行を認める必要が生じたものであ
る。

道路運送法第4条、第9条、第15
条、第21条、第80条

「地域協議会の協議結果に基づき地方公共団体が自ら
バスの運行を行う場合等の許可の取扱いについて
(H13.9.27国自旅86号)及び「通学通園に係る自家用自
動車の有償運送の許可の取扱いについて」(H9.6.17自
旅第101号)

5

地方公共団体が道路運送法第８０条第１項の許可を受けて行う有償運送に
ついてはその輸送対象を限定していない。また、交通機関が空白の過疎地
におけるＮＰＯ等によるボランティア輸送については特区制度を活用し、
昨年４月以降実施しているとともに、本年度中に全国的に実施することと
しているところである。なお、いわゆるコミュニティバスについては、
「構造改革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」において、利用者
利便の向上、手続負担の軽減等を図る観点から、具体的事例を踏まえて検
討した上で、許可等の基準の運用を見直すこととされているところであ
る。

茨城県

県央地域ユニ
バーサルデザ
イン推進プロ
ジェクト

1279 1279080 125320
障害者、高齢者に
対する移動支援

　・障害者がＪＲ、バス等の公共交通機関
や高速道路等有料道路を利用した場合の
割引制度を拡充する。
・各駅に常駐して障害者、高齢者への乗車
及び降車を介助する「乗車介助員ボラン
ティア」の確保を助成する。

　障害者，高齢者の外出及び移動が容易となる
ことにより，障害者の社会参加が促進される。

　現行の障害者割引制度には，利用距離制限や
介助者制限があり，障害者の利用を妨げている
側面があるため，障害者の利用が一層促進され
るよう，条件を緩和する必要がある。また，障害
者の交通機関の利用を促進するためには，他者
による援助体制の充実が課題である。このため，
助成措置を講じて行く必要がある。

①「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等
の旅客運賃の割引について」（厚生労働省通
知）等各種通知

②なし

①身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者及び療育
手帳の交付を受けた知的障害者に対する鉄道等各公共
交通機関の運賃割引は、例えば，介護者と同伴で乗車
船する場合、障害者及び介護人とも５割引等となって
いる。

②「乗車介助員ボランティア」に係る助成措置は現在
存在しない。

①
5

②
8

①障害者割引は、国土交通省が所管する「鉄道事業法」、「道路運送
法」、「海上運送法」、「航空法」及び「道路整備特別措置法」等の法
令・通知等によって定められているものではなく、それぞれの事業者が自
主的判断により自由に企画し、各種障害者割引運賃等の導入を図っている
ものである。

②「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１
５年１２月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の
創設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。

茨城県

温泉施設を活
用した観光農
業推進プロ
ジェクト

1280 1280070 125330

観光協会等に対す
る旅客自動車運送
事業許可要件の緩
和

観光協会等が自家用車を用い，地域の施設間の
輸送を有償で行う場合において，一定の条件の
下，一般旅客運送事業の特例許可を与える。

市町村観光協会等が営利を目的とせず，有償で旅行者
の輸送を行い，市民農園，直売所やレストラン間など
施設間の移動の利便性を図る。

・有償で旅客運送を行う場合，一般旅客運送事業許可
が必要であり，また，自家用自動車を用いることがで
きないため，観光協会等が自家用車を用い，地域の施
設間の輸送を有償で行う場合において，一定の条件の
下，一般旅客運送事業の特例許可を与える。

道路運送法第4条、第80条

道路運送法第80条第1項の規定に基づき、災害
緊急時や公共の福祉の観点から国土交通大臣
の許可を受けた場合を除き自家用自動車を有
償で運送の用に供してはならないこととされ
ている。

7 特区の第４次提案事項である。

伊達市
伊達ウェル
シーランド構
想

1300 1300010 125340

新交通システムの
創出（伊達ライフ
モビリティ事業）

会員制、予約制、乗合い方式で戸口から戸
口までの生活支援輸送システムであること
から、現道路運送法では「一般貸切旅客自
動車運送事業」と「一般乗用旅客自動車運
送事業」の許可を受け、更に第２１条２の
許可が必要であり、それぞれの許可に対応
する運行管理者が必要となっている。現在
予定している車輌は最大乗車人数１０人乗
りのボンゴ車であり、乗客は最大７人まで
を限度と考えていること、乗合いではある
が予約制であり戸口から戸口までの運行で
あることからタクシー事業に準じる運行形
態と思われる。一つの運行形態に一つの許
可、運行管理者も一人の有資格者で事業運
営が可能であれば、事業運営経費を抑える
ことが可能であり、利用者の負担が軽減さ
れることから、交通の利便性の悪い地域、
交通空白地帯に住んでいる市民の生活の足
を確保できる。北海道は冬期間道路が凍結
し歩行が容易でないことから、この輸送シ
ステムは特に有効である。

公共交通機関としてＪＲ、バス（１社）、タク
シー会社（２社）で生活の足を確保しているが、
バスは国道が主流で都市間交通としての役割を果
たしているが、１日に往復３便、６便の市内循環
路線では実車率も低く、助成制度を活用し運行を
維持している実態があり、生活の足が確保されて
いるとは言い難い状況にある。この実情を踏まえ
生活の足を確保するための交通システムを考案
し、平成15年度実証実験を行い来年度は事業化を
目指している。会員制、予約制、乗合い方式で戸
口から戸口までの生活支援輸送システムであり、
顔の見える運転手が利用者の乗降についてもサ
ポートする。乗合いであることから負担の軽減を
図った利用料金が設定でき、外出頻度も増える状
況にある。更にまた商店街との連携の中で商店街
のサービスと連動させ消費拡大を図る事業であ
る。

この事業は、使いやすい運行システム、使いやす
い運行料金の設定により長期間継続していくこと
が必要であり、自家用車代わりに使う利用者を増
やし、利用頻度を増加させ常連客をつくっていく
ことが重要である。そのためには事業運営費を低
減することにより利用料金を抑えることが大きな
課題である。この課題を解決し、事業者のリスク
負担を軽減することにより事業継続が見込まれる
と共に、この運行システムと商業など異業種が提
供するサービスが連動し、利用者により付加価値
の高いサービスが提供可能であることから、ヒ
ト、カネ、モノの地域循環が促進され、地域活性
化を持続させていく事業へと発展していく。

道路運送法第第23条、第23条の2、
旅客自動車運送事業運輸規則第47
条の3、第48条

道路運送法第23条の規定に基づき一般旅客自
動車運送事業者は運行管理者を選任しなけれ
ばならないこととされている。また、「一般
貸切旅客自動車運送事業者による乗合運送の
許可の取扱いについて」(H13.9.27国自旅第87
号)により乗合型タクシーの取扱いが定められ
ている。

5

乗合タクシーを行う際には、一般貸切旅客自動車運
送事業者が道路運送法第２１条第２号の許可を受け
ることが必要であるが、一般乗用旅客自動車運送事
業の許可は不要である。また、道路運送法第２１条
第２号の許可を受けた乗合タクシーについては最低
車両数等について弾力的に取り扱うこととされてい
る。
また、乗合タクシーを行う際の運行管理者について
は、一般貸切旅客自動車運送事業における運行管理
者資格を有する者を事業用自動車の数が30両以下の
営業所であれば1名のみ選任すればよいこととされ
ている。
なお、乗合タクシーの普及促進を図るための許可等
の基準のあり方については、引き続き検討を行うこ
ととする。

静岡県
静岡市
島田市
大井川
町
吉田町
金谷町
川根町
中川根
町
本川根
町

奥大井・南ア
ルプスマウン
テンパーク構
想

1326 1326060 125350

ガイドによるボラ
ンティア輸送とし
ての有償運送可能
化

国に対して、エコツーリズム実践のために
ガイド（個人・団体等）が行うツアー客の
ボランティア輸送としての有償運送につい
て、当該ガイド等による道路運送法第80条
第１項に基づく申請に対し、速やかな許可
を求める。

・ガイド（個人・団体等）によるツアー客のボラ
ンティア輸送としての有償運送を実施する。
・これによって、エコツーリズム等の実践にあ
たっての交通手段が確保され、交流人口の増大が
図られる。

地域内は交通手段が限られており、エコツーリズ
ム等の推進にあたっても交通手段確保が課題と
なっているが、現状、路線バスの運行は収支面等
で課題が多いため、ボランティア輸送としての有
償運送の実現を提案する。

道路運送法第80条第1項
道路運送法第80条第1項及び「宿泊施設がその
宿泊者を対象に行う送迎のための輸送につい
て」(H15.3.28国自旅第250号)

7 特区の第４次提案事項である。
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多治見
市

バイオマスに
よる持続可能
な地域社会・
多治見の創造

1382 1382010 125360

軽油からBDFに転換
する場合の自動車
検査証書換え手続
きの免除

BDFのディーゼル車両での利用は、車両の
改造等が一切不要であるのにもかかわら
ず、事務手続きのみが必要となっている。
軽油からBDFへの変更手続きを不要として
も差し支えがなく、また車両燃料の弾力的
運用が可能となる。

BDFをごみ収集車の燃料として活用する。すでに
民間業者によって製造されたBDF車両を3台運行さ
せているが、天ぷら油の回収量に応じた弾力的車
両運行を行う。

現状では軽油からBDFに転換しても自動車の改造
等は一切行っていない。天ぷら油の回収量により
BDF製造量が変化するため、ごみ収集車への使用
を弾力化することが必要である。

道路運送車両法58条2項、同施行規
則35条の3、11号及び廃食用油の取
扱いについて（通達）

ディーゼル自動車で軽油と廃食用油を併用し
て使用したい旨の申し出があった場合には、
その旨を自動車検査証の備考欄に記載するこ
ととしている。

5

廃食用油燃料の取扱いについて（平成９年９月１６
日付け自環第２１７号）により、ディーゼル自動車
で軽油と廃食用油を併用しての使用している旨を記
載したいとの申し出があった場合には、その旨を自
動車検査証の備考欄に記載することとしており、廃
食用油併用に係る手続きについては義務付けてはい
ない。

香川県
かがわ賑わい
創出構想

2016 2016010 125370

観光客誘致のため
の定期観光バス事
業の認可制度の緩
和

　一般旅客運送事業者等が、定期観光バス
事業を行う際の、認可制度を届出制度に緩
和する。

　県外観光客の誘客を進め、魅力ある香川をPRす
るとともに、主要観光地間を県外観光客が安心し
て、観光地を巡る交通手段を確保するために定期
観光バス路線の創設を容易にする。

　県外観光客の誘客を進める上で、定期観光バス
の存在は重要であり、多様なコースがあれば、観
光客の選択も広がる。そこで、定期観光バス事業
の開始、コースの設定を容易にするため、届出性
とする。

道路運送法第15条第1項
道路運送法第15条の規定により路線の新設を
行う場合には事業計画の変更の認可が必要と
なっている。

3

一般乗合旅客自動車運送事業者がその事業計画を変
更するに際しては、輸送の安全及び利用者の保護等
の観点から審査を行うとともに、道路交通の安全及
び道路交通の円滑化の観点から道路管理者及び公安
委員会と十分な調整を図る必要があることから、事
前に審査を行いその認可をすることが必要である。

提案の趣旨を踏まえ検討できないか。 3

一般乗合旅客自動車運送事業者がその
事業計画を変更するに際しては、輸送
の安全及び利用者の保護等の観点から
審査を行うとともに、道路交通の安全
及び道路交通の円滑化の観点から道路
管理者及び公安委員会と十分な調整を
図る必要があることから、事前に審査
を行いその認可をすることが必要であ
る。

広島県
廿日市
市

安心して暮ら
せるまちづく
り（合併効果
が実感できる
安心で快適な
まちづくり）

2043 2043020 125380

　交通不便地区で
の地区住民による
有償運送を可能に
する。

　交通不便地区において、地区住民が助け
合いながら有償で地区住民を運送すること
ができるようにし、当該地区住民の経済活
動を促進するために、運送事業の制度改正
を行う。

　地区住民が自ら地区住民を有償で運送できる地
区を指定し、住民活動として認定する。

　バス事業者の撤退等により、交通不便地区が増
加し、地区住民の交通手段がなくなっているた
め。

道路運送法第80条第1項

「構造改革特別区域法に係る交通機関空白の
過疎地における有償運送可能化事業における
道路運送法第80条第1項による申請に対する取
扱いについて」(国自旅第232号))により当該
特例措置を実施するための要件が定められて
いる。

5
交通機関が空白の過疎地におけるＮＰＯ等によるボ
ランティア輸送については特区制度を活用し、昨年
４月以降実施しているとともに、本年度中に全国的
に実施することとしているところである。

三重県
観光による地
域再生

2058 2058010 125390
地域限定の通訳案
内業免許の発行

通訳案内業法２条で、「報酬を受けて、外
国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に
関する案内をする業」と定められており、
たとえアルバイトでもガイド料をもらって
案内すれば、ガイドの免許を持っていない
限り違反となるが、地域限定の免許を一定
の英語能力を持つ者に知事権限で発行でき
るように要件を緩和する。

一定の外国語能力を有する者のうち指定する研修
を終了した者に対して、地域限定の通訳案内業免
許を知事権限で発行することにより、海外からの
観光客の誘致に資する。

通訳案内業は現在通訳案内業法で国家資格の取得
を義務づけられているが、合格率は平成１４年度
で５．５％と低く、三重県内には５６人しかおら
ず、地方の現地案内等に活用できる段階にない。
また、現在の試験は日本の文化歴史に対する広範
囲な知識を問う形となっているが、地域における
観光案内にはそのような高度な知識は必要なく、
逆に地域に関する理解が必要であるため。

通訳案内業法第２条 　この法律で「通訳
案内業」とは、報酬を受けて、外国人に附
き添い、外国語を用いて、旅行に関する案
内をする業をいう。
通訳案内業法第３条　通訳案内業を営もう
とする者は、国土交通大臣の行う試験に合
格し、都道府県知事の免許を受けなければ
ならない。

報酬を得て通訳案内業を営もうとする者は、国土交通
大臣の行う試験に合格し、都道府県知事の免許をうけ
なければならない。

3

地域に限定した通訳案内業については、外客誘致法第９条の地域限定通訳案内業免許につい
て、①通訳案内業者はツアー行程全部に同行し、添乗業務も通常は兼務するので、地域限定通
訳案内業者のように行程の一部しか関与できない業者に対する需要は実態としてはほとんどな
いこと、②全国的にみても通訳案内業者の不足が問題となるため合格者数の増加を図る必要が
あり、あえて地域単位のみで免許要件を緩和する必要性は乏しいことから、公益法人改革国土
交通省関連一括法（平成15年法律第96号）において地域限定通訳案内業制度を廃止したところ
である。
　現在、不足すると考えられる韓国語、中国語を中心に試験制度の運用改善（試験内容の見直
し、試験回数の簡素化等）を行い、全国的に通訳案内業試験の合格者数を増加させるととも
に、訪日外国人に対する通訳案内業者に関する情報提供の充実等を図ってきているので、通訳
案内業者の一層の活用を検討していただきたい。

福岡県
田川市
香春町
添田町
金田町
糸田町
川崎町
赤池町
方城町
大任町
赤　村

田川地域産業
再生構想

2136 2136060 125400

　非営利団体等に
よる観光旅行に関
する旅行業法の規
制緩和
  農家民宿が行う
観光案内等に係る
道路運送法の規制
緩和
  韓国・中国留学
生の通訳への活用
に関する通訳案内
業法の規制緩和

　旅行業法に基づく登録要件の緩和（非営
利団体が地域に限って行う観光旅行に対す
るもの）
  農家民宿が行う観光案内に係る道路運送
法の規制緩和
  韓国・中国留学生の通訳への活用のため
の、通訳案内業法に基づく通訳案内業の資
格要件の緩和

  いやしを充実した観光提供（散策路、自然観察
拠点整備など）
　生活体験を実感する観光提供の強化（伝統産品
等体験）
　来訪者にやさしい「もてなし」の強化(食の創
出、観光サイン整備、観光ボランティアの育成な
ど）
　地域情報の発信(観光ツアーの実施など）

 地域の創意・工夫によるツアー等の実施のため
には、権限移譲が必要である。
 グリーンツーリズム実施区域は、公共交通機関
が利用困難な地域が多く、農家民宿による観光案
内が必要。
 留学生の活用により、同地域からの観光客への
対応が可能となる。

旅行業法第３条　旅行業又は旅行
業者代理業を営もうとする者は、
国土交通大臣の行う登録を受けな
ければならない。

通訳案内業法第２条 　この法律で
「通訳案内業」とは、報酬を受け
て、外国人に附き添い、外国語を
用いて、旅行に関する案内をする
業をいう。

通訳案内業法第３条　通訳案内業
を営もうとする者は、国土交通大
臣の行う試験に合格し、都道府県
知事の免許を受けなければならな
い。

道路運送法第80条第1項

・報酬を得て通訳案内業を営もうとする者
は、国土交通大臣の行う試験に合格し、都道
府県知事の免許をうけなければならない。

・道路運送法第80条第1項及び「宿泊施設がそ
の宿泊者を対象に行う送迎のための輸送につ
いて」(H15.3.28国自旅第250号)

・旅行
業法関
係
　7

・通訳
案内業
法関係
　5

・道路
運送法
関係
　5

・旅行業法関係
　特区第４次提案と同じである。
・通訳案内業法関係
　地域に限定した通訳案内業については、外客誘致法第９条の地域限定通訳案内業免許について、①通訳案内業者は
ツアー行程全部に同行し、添乗業務も通常は兼務するので、地域限定通訳案内業者のように行程の一部しか関与でき
ない業者に対する需要は実態としてはほとんどないこと、②全国的にみても通訳案内業者の不足が問題となるため合
格者数の増加を図る必要があり、あえて地域単位のみで免許要件を緩和する必要性は乏しいことから、公益法人改革
国土交通省関連一括法（平成15年法律第96号）において地域限定通訳案内業制度を廃止したところである。
　現在、不足すると考えられる韓国語、中国語を中心に試験制度の運用改善（試験内容の見直し、試験回数の簡素化
等）を行い、全国的に通訳案内業試験の合格者数を大幅に増加させるとともに、訪日外国人に対する通訳案内業者に
関する情報提供の充実等を図ってきているので、通訳案内業者の一層の活用を検討していただきたい。
・道路運送法関係
　提案の具体的な内容が不明であるが、農家民宿等を含めた宿泊施設がその宿泊者を対象に行う送迎のための輸送に
ついては、昨年３月２８日にその取扱いを明確化し、その輸送活動により旅客輸送に係る公衆の利便が阻害されるお
それがなく、宿泊者に対するサービス向上の一環として行うかぎりにおいては可能である旨を既に地方運輸局に通知
しており、ご提案の内容も本通知に該当する限りにおいては実施可能である。

提案者の要望は、農家民宿等を含めた
宿泊施設がその宿泊者を対象に行う送
迎のための輸送以外の輸送について、
自家用車による運送を可能とするという
ものであり、その趣旨を踏まえ再度検討
し回答されたい。

【道路運
送法関

係】3,5

農家民宿等を含めた宿泊施設がその宿
泊者を対象に行う送迎のための輸送につ
いては、昨年３月２８日にその取扱いを明
確化し、その輸送活動により旅客輸送に
係る公衆の利便が阻害されるおそれがな
く、宿泊者に対するサービス向上の一環と
して行うかぎりにおいては可能である旨を
既に地方運輸局に通知しており、ご提案
の内容も本通知に該当する限りにおいて
は実施可能であるが、これにとどまらず、
広く旅客の輸送を行うのであれば、その対
象が宿泊施設の宿泊者であるか否かに
かかわらず、輸送の安全及び利用者の保
護を確保するための一定の基準を満たさ
なければならないことから、旅客自動車運
送事業の許可を受ける必要がある。

石川県
外国人観光客
の誘致促進

1053 1053010 125410
外国人観光客の誘
致促進

①中国人観光客の訪日旅行査証の解禁地域
の拡大

②外国人観光客に対する入国審査の簡素
化、迅速化

③海外における観光誘客宣伝の展開

①中国人観光客の訪日旅行査証の解禁地域の拡大
　　解禁＝北京市､上海市､広東省(H12.9)
　　予定＝天津市､遼寧省､山東省､江蘇省、浙江省
　※解禁予定地区の早期実現
　　観光ビザの全面的な解禁及び免除
②外国人観光客に対する入国審査等の簡素化、迅
速化
　※小松空港、能登空港での手続き
③海外における観光誘客宣伝の展開
　※VJCの積極的な展開
　　一地方では世界的なPRは困難

　地域においては、誘客促進のための観光地整備
やもてなしの推進などの受け地整備を進めるが、
海外からの誘客宣伝など発信側における取組みに
ついては、地方としては財政的に限度がある。
　国においては、訪日手続きの簡素化やＶＪＣな
どによる誘客ＰＲを積極的に推進願いたい。

①１．中国国民訪日団体観光旅行については、２０００年６月の日中
合意に基づき、同年９月から、査証（ビザ）発給対象者を北京市、上
海市、広東省の２市１省の居住者に限定して中国国民の訪日団体観光
旅行を開始した。
　当初、査証発給は、在北京日本大使館でのみ実施されていたが、昨
年２月６日より在上海総領事館での発給が開始され、さらに昨年１２
月１日からは在広州総領事館での査証発給が開始されている。
２．昨年７月、中国側より、江蘇省、浙江省、山東省、遼寧省、天津
市について地域拡大の要望が出されている。

③訪日外国人旅行客を飛躍的に増大するため、日本の観光魅力を海外
に戦略的にＰＲする、訪日促進キャンペーンである「ビジット･ジャパ
ン･キャンペーン」を１５年度より本格的に実施中

（中国
国民訪
日団体
観光旅
行の査
証発給
対象地
域の拡
大）
6
国土交
通省は
本件に
ついて
関係省
庁では
ある
が、査
証（ビ
ザ）発
給権限
を有し
ない。

（ビ
ジッ
ト･
ジャパ
ン･
キャン
ペー
ン）5

（中国国民訪日団体観光旅行の査証発給対象地域の拡大）
中国国民訪日団体観光旅行の査証発給対象地域の拡大にあたっては、査証発給を所掌する外務
省、入国管理を所掌する法務省、国内の治安を担当する警察庁、公安調査庁と協議する必要が
あり、更に中国国家旅游局等、中国政府と協議をする必要がある。

（ビジット･ジャパン･キャンペーン）
ビジット･ジャパン･キャンペーンにおいては、地方連携事業などを通じて、地方公共団体、民
間等と連携しつつ、海外へ日本の観光魅力をＰＲするための各種事業を実施中である。地方連
携事業については、訪日旅行促進の効果が大きいものなど、本キャンペーン事業の趣旨に合致
するものについて本キャンペーンと連携することとしている。

石川県

石川デジタル
コンテンツ産
地形成推進構
想

1051 1051050 125420
「ＩＴ－観光事
業」の国の関連団
体での企画採択

本県の文化資産をデジタルアーカイブする
「石川新情報書府」事業で蓄積された「デ
ジタルアーカイブ技術｣を活用し、観光産
業との連携を図るトライアル事業につい
て、国の関連団体から委託を受けてモデル
事業として実施する。

本県の文化資産をデジタルアーカイブする「石川
新情報書府」事業で蓄積された「デジタルアーカ
イブ技術｣を活用し、１６年度に観光産業との連
携を図るトライアル事業の企画書及びプロトタイ
プを作成し、国の関連団体（ＴＡＯ，ＩＰＡ等）
に提案を行い、１７年度に国関連団体からモデル
事業として受託し、設計制作を実施する。

「石川新情報書府」事業での蓄積を多方面に活用
するとともに、国からモデル事業として採択され
ることにより、「デジタルコンテンツ産地」とし
ての全国的な認知及び地域ブランドの確立を目指
す。

6
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長野県

コモンズの視
点からの観
光・都市圏交
流型産業の推
進

1070 1070020 125430
宿泊施設、体験施
設等における観光
斡旋業の特例

　運送、宿泊のサービス提供についての取
次ぎをする行為、または旅行に関する相談
に応ずる行為で報酬を得ることについて、
民宿先、体験施設の職員等が行う場合は、
旅行業の登録は要しないとする。

　本県では、地域の住民（個人、NPO、農家等）
が中心となり、グリーンツーリズムや体験型観光
の基盤を支えているが、来訪者への情報提供の面
でも、民宿及び各種体験施設の職員等は、その多
くが宿泊施設等の状況も含めた観光情報を有して
いると思われる。一方で、来訪者は一般的な観光
情報は事前に各種メディアから豊富に獲得してい
る傾向にあり、地域の民宿及び各種体験施設の来
訪者には、旅行雑誌等では知ることのできない、
地域の人間しか持っていないような情報について
は、たとえ費用を負担しても得たいという欲求も
ある。そこで、それらの職員等が、当該施設の利
用者の要請に応じて行った斡旋業に当たる行為に
ついては、国土交通大臣の登録がなくとも行える
こととする。

　宿泊施設及び各種体験施設の職員等が情報を有
している、または連携している観光施設（宿泊施
設等）を紹介できる者がいても、現状では報酬を
得る場合、旅行業法の規定により登録が必要とな
るため、利用者のニーズに即したサービスの提供
が制限されている。

7

長野県

コモンズの視
点からの観
光・都市圏交
流型産業の推
進

1070 1070090 125440

任意団体等による
主催旅行の実現の
ための旅行業法の
特例

余暇法第２条で定める農村滞在型余暇活動
のサービスを提供する者は、余暇法第２条
で定める農林漁業体験民宿業による宿泊を
伴う場合に限り、旅行業法第３条に関わら
ず、旅行業法第２条で定める主催旅行を行
うことができることとする。

余暇法第２条で定める農村滞在型余暇活動のサー
ビスを提供する者は、余暇法第２条で定める農林
漁業体験民宿業による宿泊を伴う場合に限り、旅
行業法第３条に関わらず、旅行業法第２条で定め
る主催旅行を行うことができる。このことによ
り、グリーン・ツーリズムにおいて体験メニュー
を提供する主体がその体験メニューに併せて、余
暇法第２条で定める農林漁業体験民宿業と連携を
とった、旅行業法第２条で定める主催旅行を実施
することで魅力的な体験メニューを提供でき、グ
リーン・ツーリズムをより一層推進できる

余暇法で定める農山漁村滞在型余暇活動のサービ
スを提供する主体は、地方自治体やそれに準ずる
団体、農業経営者を主とする任意団体の場合が主
で、旅行業法第２条で定める主催旅行ができない
場合が多いが、農山漁村滞在型余暇活動をより一
層推進させるため、農林漁業体験民宿と連携を
とった主催旅行に限り、旅行業法第３条の適用を
除外する。

7

茨城県

茨城グリーン
ふるさと交流
圏魅力アッ
プ・プロジェ
クト

1272 1272050 125450
財団法人に対する
旅行業法等の緩和

・財団法人が旅行業を営む場合の登録要件
緩和
　①旅行業務取扱主任者の配置免除
　　代わりに，(財)都市農山漁村交流活性
化機構が実施するグリーン・ツーリズムの
認定資格を有する者を配置
　②登録手数料の免除
　③営業保証金の供託免除
・交通条件不利地域において財団法人が都
市農村交流のために行う白バス運行を可能
とする

・対象区域は，都市農村交流に活用可能な資源を
多数有するものの，資源が十分に活用されていな
いため，(財)グリーンふるさと振興機構等が体験
ツアー等を主催し，地域資源の認知度を高めるこ
とにより，民間事業者の参入を誘引する。
・また，参加者の利便性を図るため，自家保有バ
スの有償運行を行う。

・主に採算上の理由から民間事業者の交流事業へ
の参入が進まないことから，その役割を担うとと
もに，参入を誘引するため，当該地域の振興を担
う財団法人が負担の少ない形で旅行業に登録し，
体験ツアーを主催するものである。

旅行業法第７条、第１１条の２、
第２２条

道路運送法第80条第1項

・旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない
（旅行業法第７条）。
・旅行業者又は旅行業者代理業者は、営業所ごとに旅
行業務取扱主任者を選任しなければならない（同第１
１条の２）。
・旅行業の登録の有効期間の更新登録の際には、所定
の額の手数料が必要となる（同第２２条）。

・道路運送法第80条第1項及び「宿泊施設がその宿泊者
を対象に行う送迎のための輸送について」(H15.3.28国
自旅第250号)

旅行
業法
関係
①③
7
②5

道路
運送
法関
係
5

・旅行業法関係（②）
　第２種及び第３種の旅行業の登録手数料に関する事務については、当該旅行業を営む者の主
たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う（旅行業法施行令第４条）ので、現行法上
でも対応可能である。

・道路運送法関係
　提案の具体的な内容が不明であるが、農家民宿等を含めた宿泊施設がその宿泊者を対象に行
う送迎のための輸送については、昨年３月２８日にその取扱いを明確化し、その輸送活動によ
り旅客輸送に係る公衆の利便が阻害されるおそれがなく、宿泊者に対するサービス向上の一環
として行うかぎりにおいては可能である旨を既に地方運輸局に通知しており、ご提案の内容も
本通知に該当する限りにおいては実施可能である。

茨城県

霞ヶ浦レイク
ツーリズム推
進プロジェク
ト

1273 1273120 125460
観光協会やＮＰＯ
等に対する旅行業
登録要件の緩和

　観光協会，ＪＡ，漁協，ＮＰＯ法人等が
旅行業を営む場合の登録要件の緩和措置を
講ずる。
①旅行業務取扱主任者の配置免除
→(財）都市農山漁村交流活性化機構が実
施する，グリーンツーリズムの認定資格を
有するものを配置することをもって代用
②登録要件に関する財産的基礎要件の軽減
③営業保証金の供託免除

 地域のＮＰＯ等が自然や歴史遺産等の地域資源
を紹介するため，自ら旅行業者として，地域資源
や交流プログラムを活かした主催旅行を，営利を
目的とせずに実施する。（客は実費負担）

　本地域の資源等を活用した旅行企画について，
大手旅行会社等の参入の可能性は低いことから，
地域のＮＰＯ等が，自ら地域資源を活用した旅行
を企画・主催し地域内への誘客が図れるよう，Ｎ
ＰＯ等の旅行業参入を容易にする。

7

茨城県
つくば広域都
市圏活性化プ
ロジェクト

1277 1277200 125470
観光協会やＮＰＯ
等に対する旅行業
登録要件の緩和

　観光協会，ＪＡ，ＮＰＯ法人等が旅行業
を営む場合の登録要件の緩和措置を講ず
る。
①旅行業務取扱主任者の配置免除
→(財）都市農山漁村交流活性化機構が実
施する，グリーンツーリズムの認定資格を
有するものを配置することをもって代用
②登録要件に関する財産的基礎要件の軽減
③営業保証金の供託免除

地域のＮＰＯ等が自然や歴史遺産等の地域資源を
紹介するため，旅行業者として地域資源，交流プ
ログラムを活かして主催旅行を営利を目的とせず
に（客は実費負担）実施する。

　本地域の資源等を活用した旅行企画について，
大手旅行会社等の参入の可能性は低いことから，
地域のＮＰＯ等が，自ら地域資源を活用した旅行
を企画・主催し地域内への誘客が図れるよう，Ｎ
ＰＯ等の旅行業登録を容易にする。

7

茨城県

温泉施設を活
用した観光農
業推進プロ
ジェクト

1280 1280060 125480
観光協会等に対す
る旅行業登録要件
の緩和

観光協会等が旅行業を営む場合の登録要件を緩
和する。
①旅行業業務取扱主任者の配置免除
②登録要件に関する財産的基礎要件の軽減
③営業保証金の供託免除

市町村観光協会等が体験型観光を紹介するため，旅行
業者として地域資源や体験ﾒﾆｭｰを活かした主催旅行を
実施する。

・旅行業を営む場合，旅行業務取扱主任者の設置等の
要件が必要とされるが，観光協会等が営利を目的とせ
ずに，地域資源のPRのため主催旅行を行う場合等は，
その要件を緩和する。

7

神奈川
県

国際観光県
「かながわ」
推進構想

1285 1285080 125490
観光地の標識、案
内板等の統一

国における観光地の標識や案内板等の統一
様式の作成

観光案内体制の充実等により、気楽に安心して観
光できる体制の整備を図る。

観光標識や案内板については、地域によって形状
等が異なっているため、外国人観光客等にとって
分かりにくい。

案内標識については、広域、地域内、施設・敷地内な
どそれぞれの案内標識毎に、必要な機能や情報量、設
置主体が異なる。

2 Ⅶ 分類に応じた各案内標識の課題点を把握した上で、ルール化や統一が必要
な事項についてはガイドラインとして定めることを検討していく。

富山県
とやまの観光
資源活性化プ
ロジェクト

1292 1292020 125500

中国からの観光客
を誘致するため、
中国から日本への
観光旅行の査証(ビ
ザ)免除の実施

中国との国際観光交流を一層促進するた
め、中国から日本への観光旅行の査証(ビ
ザ)免除の実施を求めるもの。

　中国との国際観光交流を一層促進するため、中
国から日本への観光旅行の査証(ビザ)免除の実施
を求める。

　特に、次の地域について、格段の配慮を要望す
る。
　
１　平成12年９月から訪日団体観光旅行への観光
ビザ（査証）が発給されている、上海市、北京
市、広東省

２　富山空港から国際定期便が就航している遼寧
省

１　観光産業は、雇用の創出や消費の拡大を促進
し、２１世紀における成長産業として期待されて
いるところである。特に現下の厳しい経済情勢に
おいて、外国人観光客の誘致を促進し、国際観光
の振興を図ることが期待されている。

２　こうしたなか、著しい経済発展を続け、本県
から国際定期便が就航する中国について、日本へ
の観光旅行の査証(ビザ)免除を実施することは、
本県の観光振興を図るうえで、極めて重要であ
る。

１．中国国民訪日団体観光旅行については、２０００
年６月の日中合意に基づき、同年９月から、査証（ビ
ザ）発給対象者を北京市、上海市、広東省の２市１省
の居住者に限定して中国国民の訪日団体観光旅行を開
始。
　当初、査証発給は、在北京日本大使館でのみ実施さ
れていたが、昨年２月６日より在上海総領事館での発
給が開始され、さらに昨年１２月１日からは在広州総
領事館での査証発給が開始されている。

２．昨年７月、中国側より、江蘇省、浙江省、山東
省、遼寧省、天津市について地域拡大の要望が出され
ている

※6
国土交
通省は
本件に
ついて
関係省
庁では
ある
が、査
証（ビ
ザ）発
給権限
を有し
ない。

　中国国民訪日団体観光旅行の査証発給対象地域の拡大にあたっては、査
証発給を所掌する外務省、入国管理を所掌する法務省、国内の治安を担当
する警察庁、公安調査庁と協議する必要があり、更に中国国家旅游局等、
中国政府と協議をする必要がある。
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美浜町
自助・自立の
地域、そして
町づくり

1302 1302050 125510
パラグライダー(エ
ンジン付き)の飛行
制限

パラグライダー(エンジン付き)の飛行制限 パラグライダー(エンジン付き)の飛行制限

町の地場産業である観光、特に夏の海水浴客は、
地元観光業者の努力にもかかわらず年々減少して
いる。それらを側面から援助するため、パラグラ
イダーの飛行を制限する規制を新たに設けていた
だきたい。

なし
パラグライダー(エンジン付き)は、航空法上、航空機
に該当しない。 3

海浜業者、海水浴客等に対する迷惑な飛行に関し、航空法上、航空機に該
当しないパラグライダー（ｴﾝｼﾞﾝ付き）については、航空法上で規制は困
難である。
　なお、航空局としては、スカイレジャーに係る安全確保のため、地上の
人又は物件に悪影響を及ぼす恐れのある場所等の上空の飛行をしないこ
と、地元の了解を得た上で飛行することについて、関係団体に対し、パラ
グライダーの愛好者に安全教育を徹底するよう引き続き指導する。

神戸市
神戸国際集客
観光都市構想

2024 2024070 125520
中国天津市への訪
日団体観光旅行の
対象地域の拡大

中国国民の訪日団体観光旅行の対象地域の
拡大（北京市、上海市、広東省のみに認め
られている訪日団体観光旅行対象地域への
天津市の追加）

中国国民の訪日団体観光旅行の対象地域の拡大
（北京市、上海市、広東省のみに認められている
訪日団体観光旅行対象地域への天津市の追加）

神戸市と友好都市提携を締結している中国天津市
からの観光客誘致の促進

１．中国国民訪日団体観光旅行については、２０００
年６月の日中合意に基づき、同年９月から、査証（ビ
ザ）発給対象者を北京市、上海市、広東省の２市１省
の居住者に限定して中国国民の訪日団体観光旅行を開
始。
　当初、査証発給は、在北京日本大使館でのみ実施さ
れていたが、昨年２月６日より在上海総領事館での発
給が開始され、さらに昨年１２月１日からは在広州総
領事館での査証発給が開始されている。

２．昨年７月、中国側より、江蘇省、浙江省、山東
省、遼寧省、天津市について地域拡大の要望が出され
ている

※6
国土交
通省は
本件に
ついて
関係省
庁では
ある
が、査
証（ビ
ザ）発
給権限
を有し
ない。

　中国国民訪日団体観光旅行の査証発給対象地域の拡大にあたっては、査
証発給を所掌する外務省、入国管理を所掌する法務省、国内の治安を担当
する警察庁、公安調査庁と協議する必要があり、更に中国国家旅游局等、
中国政府と協議をする必要がある。

神戸市
神戸国際集客
観光都市構想

2024 2024080 125530
通訳案内業の簡易
免許制度の創設

専門性の高い現行の通訳案内業法による通
訳案内業の免許に加え、通訳案内業の簡易
免許制度を創設する。

通訳案内業については、通訳案内業法による試験
に合格し、免許を受けなければならないが、人数
や料金面から外国人旅行者の幅広い需要に十分対
応できていない。よって、現行の通訳案内業の免
許に加えて、通訳案内業の簡易免許を創設し、外
国人旅行者の幅広い需要に対応していくことが求
められている。

外国人観光客が言葉の壁を越えて旅行を楽しむと
ともに、国際交流を推進するための受入れ体制の
整備

通訳案内業法第３条
通訳案内業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う
試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければな
らない。

5

地域に限定した通訳案内業については、外客誘致法第９条の地域限定通訳案内業免許につい
て、①通訳案内業者はツアー行程全部に同行し、添乗業務も通常は兼務するので、地域限定通
訳案内業者のように行程の一部しか関与できない業者に対する需要は実態としてはほとんどな
いこと、②全国的にみても通訳案内業者の不足が問題となるため合格者数の増加を図る必要が
あり、あえて地域単位のみで免許要件を緩和する必要性は乏しいことから、公益法人改革国土
交通省関連一括法（平成15年法律第96号）において地域限定通訳案内業制度を廃止したところ
である。
　現在、不足すると考えられる韓国語、中国語を中心に試験制度の運用改善（試験内容の見直
し、試験回数の簡素化等）を行い、全国的に通訳案内業試験の合格者数を増加させるととも
に、訪日外国人に対する通訳案内業者に関する情報提供の充実等を図ってきているので、通訳
案内業者の一層の活用を検討していただきたい。

京都府

観光都市ｋｙ
ｏｔｏケータ
イサポート構
想

2056 2056040 125540

ビジット・ジャパ
ン・キャンペーン
における地域連携
事業の制度化

・海外メディアへの大規模な広報等、日本
全体を対象とする事業はＶＪＣ実施本部で
実施する一方、国内受入事業や地域の特色
を生かした事業については、運輸局・地方
自治体等が主体的に参画・実施できるよ
う、一定の予算枠を設けた上で、地域連携
事業（補助事業）として制度化
・ＶＪＣ実施本部における海外見本市等、
地方公共団体の参画可能性のある事業に係
る計画概要の早期提示

・複数府県・旅行エージェント等との連携によ
り、地域の特性を生かしたファムトリップ、伝統
文化体験モデル事業、地域情報発信事業などを実
施する。
・ＶＪＣ実施本部から示された計画概要に基づ
き、より効果的と思われる事業に積極的に参画し
ていく。

・国内の受入等については、地域のことをよく知
る地方自治体に任せた方が効率的・効果的にＶＪ
Ｃ事業が実施できる。
・参画可能性のある計画が明らかにならないと、
予算措置等に支障を生じる。

訪日外国人旅行客を飛躍的に増大するため、日本の観
光魅力を海外に戦略的に発信する、訪日促進キャン
ペーンである「ビジット･ジャパン･キャンペーン」を
１５年度より本格的に実施中。キャンペーンにおいて
は、訪日旅行促進の効果が大きいものなどについて、
地方連携事業として地方自治体等と連携することとし
ている。

8（地
方連携
事業の
補助事
業化）

5（ﾋﾞ
ｼﾞｯﾄ･
ｼﾞｬﾊﾟ
ﾝ･ｷｬﾝ
ﾍﾟｰﾝ事
業計画
の早期
提示）

（地方連携事業の補助事業化）
｢地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５年１２月
１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な
財政支出を伴わないものであること』とあるため。（注：地方連携事業は、地方が
自ら実施する事業と共同・連携して実施する国費事業であるが、地方が自ら実施す
る事業に対して補助するとすれば、新たな財政支出を伴うことになる。）

（ﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事業計画の早期提示）
キャンペーン事業計画については、可能な限り早期に提示するよう従来より努めて
きたところであるが、今後一層地方との連絡調整を緊密にすることとしたい。

㈱ニセ
コリ
ゾート
観光協
会

観光地におけ
る利便性向上
プロジェクト

3094 3094010 125550

旅行業務取扱主任
者の条件付き複数
営業所兼務可能措
置

旅行業法（国土交通省）における旅行業務
取扱主任者の選任（１営業所に１名以上）
を、同じエリア内の送客業務に限って営業
所の複数兼務（選任）を可能とする。

今ある観光案内所及び今後さらに新規開設する窓
口で、来訪者に対して観光案内だけではなくその
場でさまざまなエリア内の事業者への予約及び決
裁（クーポン化等）を行い、１カ所で情報提供と
決裁を完了する。これにより来訪者の利便性が飛
躍的に伸びると共に、観光事業者にとっても確実
な送客と収入を得ることが可能となり、さらに新
規窓口の開設に伴う雇用を創出する。

旅行業法（国土交通省）においては、１営業所に
１名以上の旅行業務取扱主任者を置くことが義務
づけられているため、主任者が本社にしかいなけ
れば、点在する観光案内所等の窓口で、観光客を
観光事業者に送客して手数料収入を得ることが出
来ない。

旅行業法第１１条の２
旅行業者又は旅行業者代理業者は、営業所ごとに旅行
業務取扱主任者を選任しなければならない（第１１条
の２）。

3
旅行業務取扱主任者は、旅行者との旅行取引条件の説明、書面の交付等の
確実な実施及び旅行終了後の苦情に対応する等、旅行者との適正な取引を
担保するために必要不可欠な存在であるため、各営業所ごとに配置する必
要がある。

旅行者との旅行取引条件の説明、書面
の交付等の確実な実施及び旅行終了
後の苦情に対応する等、旅行者との適
正な取引が担保されるのであれば、旅
行業務取扱主任者は各営業所ごとに配
置する必要はないのではないか。再度
検討し回答されたい。

3 変更なし

取引のプロである旅行業者と素人である旅行
者とでは、業務知識等に大きな較差があり、
旅行者は、旅行取引において旅行業者に依
存する比率が高い。したがって、旅行取引の
適正さを確保して旅行者の保護を図るため、
旅行者と直接取引する営業所ごとに旅行業
務取扱主任者を配置し、説明を求められた場
合は主任者自ら行うとともに、苦情に対しても
主任者が営業所で旅行取引をした者と直接
対応することができる体制を整える必要があ
る。また、近年、営業所において企画・造成さ
れた旅行商品が増加しており、各営業所ごと
に取引の適正化、苦情の処理、広告の実施
等を管理・監督する旅行業務取扱主任者を
配置する必要性はますます高まっている。

特定非
営利活
動法人
やまな
し県民
政策
ネット
ワーク

環境と産業の
共生による地
域再生

3040 3040010 125560

１．遊休資源流動
化
２．バイオマスの
利用機会拡大
３．都市農山村交
流促進
４．事業・予算の
集中
５．産業育成資金
支援制度

１．地域の放置森林、遊休耕地をバイオマ
ス産業に有効活用するための遊休資源流動
化促進制度を創設する。
２．公有林の民間管理委託
３．塩漬け農地の規制緩和
４．地方公共団体の農地取得の要件緩和
５．発電事業を行うのにあたっての電気事
業法の緩和
６．木造建築物の規制緩和
７．都市農山村交流事業の拠点として、遊
休公共施設の目的外使用の認可、あるいは
民間の空き屋を流動化させ、これに活用で
きる制度を創設する。
８．市民農園開設者の民間への拡大
９．都市農山交流事業をおこなう際の旅行
業法上の規制緩和・撤廃
１０．森林整備補助金の収集輸送費用への
拡大使用緩和措置
１１．緑の雇用、緊急雇用対策事業のバイ
オマス事業への集中
１２．RPS法の電力最低買い取り要件の緩
和　　１３．産官学民混合バイオマス産業
育成機関の設置
１４．バイオマス産業育成金融機関の設置
要件緩和

１．高齢化や不在地主等の原因で放置されている民有林や遊休耕地をバイオマ
ス産業に有効活用するための資源流動化促進制度を創設する。（添付資料参
照）これにより、放置森林や遊休耕地の流動化が促進され、バイオマス資源と
して有効に活用される。　　２．公有林の管理をＮＰＯ、株式会社等民間に委
託し、そこで得られる木質バイオマス資源をバイオマス事業に活用することに
よって、公有林の整備管理が促進される。　　３．不動産開発等で取得した農
地が塩漬け化しているケースが見られるが、バイオマス利用や都市農山村交流
等地域活性化目的に使用する際には、その転用申請の際の規制を緩和する。こ
れによって、塩漬け農地の流動化を促進させる。　　４．塩漬け農地や長期放
置農地等、荒廃が極端に進んでしまった農地等に関して、農地の存在する市町
村の農地取得の緩和。これによって農地の流動化を促進させる。　　５．発電
事業の実施における届け出や能力規制等の規制緩和。これにより地域資源に適
した規模における発電事業が実施される。　　６．地域木材の利用を促進させ
るための木造建築物の規制緩和　　７．都市農山村交流活動を促進するため、
交流の拠点を確保する。そのために、地域で遊休化している公共施設を目的外
に使用できるよう規制を緩和する。またこの時、この施設が償却期間中でも、
補助金を返還しなくてもこれが実施できるようにする。また、民間の空き屋も
これに活用できるよう、空き屋バンク制度を地方公共団体に設置し、その流動
化を促進させる。これにより交流の拠点が、新たに大きな予算をかけずに設置
ができ、結果的に交流が促進される。　　８．ＮＰＯや民間会社が市民農園主
体として経営できるように規制緩和する。これにより遊休耕地が有効活用され
る。　　９．都市農山村交流事業を行う際の旅行業法の規制緩和。具体的に
は、農家の宿泊認可、有償での人の輸送認可。これにより都市農山村交流事業
が活発化する。　　１０．間伐等の森林整備補助金を間伐作業以外の材の収集
輸送に柔軟に活用できるように補助金の利便性を向上する。　　１１．現在実
施されている緊急雇用対策事業「緑の雇用」制度における労働をバイオマス産
業分野へ一部集中させることによって、バイオマス資源の調達におけるコスト
を低減される。　　１２．ＲＰＳ法における最低電力買い取り電力の低減措置
をとることにより、バイオマス小規模発電産業の成長が促進される。　１３．
地域でバイオマス産業クラスターを育成する機関として、産官学民混合の専門
機関を設置することによって、この産業の成長育成効果がもたらされる。　　

地域にはバイオマス資源が山林、農地等豊富にあるが、それが流動化されてい
ないという課題がある。すなわち、耕作管理や山林管理を放棄したままとなっ
ている状況にある。これらは地域の後継者が活用すればよいのだが、農山村部
の高齢化や、また地主の不在、不動産開発等開発行為の破綻等によって、地域
ではもはや活用していくすべがなくなってきているのが現状である。そこで、
これの流動化促進制度を創設し、放置森林や遊休耕地の流動化を促し、これを
積極的に活用したいＮＰＯや民間会社を地域外からも広く公募しながら、活用
していく仕組みが必要なのである。そのための流動化制度であり、遊休耕地の
市町村の取得なのである。市町村の農地取得に関していえば、現在都道府県に
おいては公共目的使用において農地の取得が農地法第３条の許可なく取得でき
るが、市町村の場合はこれが必要となる。このあたりの規制緩和も必要であ
る。またこの流動化を進めるのと同時に、薄く広く分布するバイオマス資源を
産業として成立できるコストで収集輸送してくる仕組みが一方で必要となる。
これを森林整備補助金の柔軟な運用や緊急雇用対策事業として行われている緑
の雇用の労働力をバイオマス産業に集中させる等を行うことによって、そのコ
スト低減をはかる仕組みをつくる。例えば今、現在、間伐を積極的に進める目
的で森林整備補助金が広く活用されているが、多くは間伐作業のみがその対象
となるため、伐採された材の多く、約８７％（山梨県実績）は山林に放置され
たままという状況である。そこでこの補助金の運用において、収集輸送の運用
に関しては柔軟に対応できるように緩和することが必要となる。それによっ
て、材の有効利用、バイオマスへの有効利用につながる。またこの事業のサー
ビスの出口としての電力や熱の買い取りの仕組みを準備することも必要とな
る。これに関してまず最低限、構造改革特区の電気事業法における特例措置を
活用して電気事業の緩和要件を最大限活用することはいうまでもないことだ
が、しかし、それだけでも発電された電気やまた熱等から得られる収入源だけ
では、経営が難しい点があげらえる。これに関しては、ＲＰＳ法において電力
会社の買い取り価格や基準が、柔軟に運用されるように緩和されることが必要
である。また、このバイオマス地域産業を運動的、さらに社会文化的に育成し
ていく手段として都市農山村交流事業の活用があげられる。すなわち、森林ボ
ランテイアや援農ボランテイア等の活用である。しかし、これを行うにあたっ
てネックとなるのが、その交流の拠点の確保である。新たに交流拠点を作ること

６．について
　建築基準法

８．について
　構造改革特別区域法第31条

６．について
　建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するた
め、安全上及び防火上等の観点から、建築物の用途、
規模等に応じて、建築物の敷地、構造及び用途等に関
する最低基準を定めているものである。

８．について
　構造改革特別区域法により、地方公共団体及び農業
協同組合以外の者による市民農園の開設を可能とする
特定農地貸付法等の特例措置を実施

６．
につ
いて

 5
８．
につ
いて

 4
９．
につ
いて

 8

６．について
　建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するため、安全上及び防火上等の観点から、建築
物の用途、規模等に応じて、建築物の敷地、構造及び用途等に関する最低基準を定めている
が、建築物を新築する場合については、防火上の要求であれば、平成12年から使用する材料の
制限によらない新しい建築基準が施行されており、所要の性能を満たせば、建築物に木材を使
用することは可能であると考えられる。

８．について
　「市民農園の開設主体の拡大」については、平成１５年４月から実施している構造改革特別
区域法による地方公共団体及び農業協同組合以外の者による市民農園の開設を可能とする特定
農地貸付法等の特例措置の活用により実現可能である。

９．について
　農家の宿泊認可、有償での人の輸送の認可は、いずれも旅行業法の規制の対象外である。

72/80
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特定非
営利活
動法人
えがお
つなげ
て

環境と産業の
共生による地
域再生

3041 3041010 125570

１．遊休資源流動
化２．バイオマス
の利用機会拡大
３．都市農山村交
流促進
４．事業・予算の
集中
５．産業育成資金
支援制度

１．地域の放置森林、遊休耕地をバイオマ
ス産業に有効活用するための遊休資源流動
化促進制度を創設する。
２．公有林の民間管理委託
３．塩漬け農地の規制緩和
４．地方公共団体の農地取得の要件緩和
５．発電事業を行うのにあたっての電気事
業法の緩和
６．木造建築物の規制緩和
７．都市農山村交流事業の拠点として、遊
休公共施設の目的外使用の認可、あるいは
民間の空き屋を流動化させ、これに活用で
きる制度を創設する。
８．市民農園開設者の民間への拡大
９．都市農山交流事業をおこなう際の旅行
業法上の規制緩和・撤廃
１０．森林整備補助金の収集輸送費用への
拡大使用緩和措置
１１．緑の雇用、緊急雇用対策事業のバイ
オマス事業への集中
１２．RPS法の電力最低買い取り要件の緩
和
１３．産官学民混合バイオマス産業育成機
関の設置
１４．バイオマス産業育成金融機関の設置
要件緩和

１．高齢化や不在地主等の原因で放置されている民有林や遊休耕地をバイオマ
ス産業に有効活用するための資源流動化促進制度を創設する。（添付資料参
照）これにより、放置森林や遊休耕地の流動化が促進され、バイオマス資源と
して有効に活用される。　　２．公有林の管理をＮＰＯ、株式会社等民間に委
託し、そこで得られる木質バイオマス資源をバイオマス事業に活用することに
よって、公有林の整備管理が促進される。　　３．不動産開発等で取得した農
地が塩漬け化しているケースが見られるが、バイオマス利用や都市農山村交流
等地域活性化目的に使用する際には、その転用申請の際の規制を緩和する。こ
れによって、塩漬け農地の流動化を促進させる。　　４．塩漬け農地や長期放
置農地等、荒廃が極端に進んでしまった農地等に関して、農地の存在する市町
村の農地取得の緩和。これによって農地の流動化を促進させる。　　５．発電
事業の実施における届け出や能力規制等の規制緩和。これにより地域資源に適
した規模における発電事業が実施される。　　６．地域木材の利用を促進させ
るための木造建築物の規制緩和　　７．都市農山村交流活動を促進するため、
交流の拠点を確保する。そのために、地域で遊休化している公共施設を目的外
に使用できるよう規制を緩和する。またこの時、この施設が償却期間中でも、
補助金を返還しなくてもこれが実施できるようにする。また、民間の空き屋も
これに活用できるよう、空き屋バンク制度を地方公共団体に設置し、その流動
化を促進させる。これにより交流の拠点が、新たに大きな予算をかけずに設置
ができ、結果的に交流が促進される。　　８．ＮＰＯや民間会社が市民農園主
体として経営できるように規制緩和する。これにより遊休耕地が有効活用され
る。　　９．都市農山村交流事業を行う際の旅行業法の規制緩和。具体的に
は、農家の宿泊認可、有償での人の輸送認可。これにより都市農山村交流事業
が活発化する。　　１０．間伐等の森林整備補助金を間伐作業以外の材の収集
輸送に柔軟に活用できるように補助金の利便性を向上する。　　１１．現在実
施されている緊急雇用対策事業「緑の雇用」制度における労働をバイオマス産
業分野へ一部集中させることによって、バイオマス資源の調達におけるコスト
を低減される。　　１２．ＲＰＳ法における最低電力買い取り電力の低減措置
をとることにより、バイオマス小規模発電産業の成長が促進される。　１３．
地域でバイオマス産業クラスターを育成する機関として、産官学民混合の専門
機関を設置することによって、この産業の成長育成効果がもたらされる。　　

地域にはバイオマス資源が山林、農地等豊富にあるが、それが流動化されてい
ないという課題がある。すなわち、耕作管理や山林管理を放棄したままとなっ
ている状況にある。これらは地域の後継者が活用すればよいのだが、農山村部
の高齢化や、また地主の不在、不動産開発等開発行為の破綻等によって、地域
ではもはや活用していくすべがなくなってきているのが現状である。そこで、
これの流動化促進制度を創設し、放置森林や遊休耕地の流動化を促し、これを
積極的に活用したいＮＰＯや民間会社を地域外からも広く公募しながら、活用
していく仕組みが必要なのである。そのための流動化制度であり、遊休耕地の
市町村の取得なのである。市町村の農地取得に関していえば、現在都道府県に
おいては公共目的使用において農地の取得が農地法第３条の許可なく取得でき
るが、市町村の場合はこれが必要となる。このあたりの規制緩和も必要であ
る。またこの流動化を進めるのと同時に、薄く広く分布するバイオマス資源を
産業として成立できるコストで収集輸送してくる仕組みが一方で必要となる。
これを森林整備補助金の柔軟な運用や緊急雇用対策事業として行われている緑
の雇用の労働力をバイオマス産業に集中させる等を行うことによって、そのコ
スト低減をはかる仕組みをつくる。例えば今、現在、間伐を積極的に進める目
的で森林整備補助金が広く活用されているが、多くは間伐作業のみがその対象
となるため、伐採された材の多く、約８７％（山梨県実績）は山林に放置され
たままという状況である。そこでこの補助金の運用において、収集輸送の運用
に関しては柔軟に対応できるように緩和することが必要となる。それによっ
て、材の有効利用、バイオマスへの有効利用につながる。またこの事業のサー
ビスの出口としての電力や熱の買い取りの仕組みを準備することも必要とな
る。これに関してまず最低限、構造改革特区の電気事業法における特例措置を
活用して電気事業の緩和要件を最大限活用することはいうまでもないことだ
が、しかし、それだけでも発電された電気やまた熱等から得られる収入源だけ
では、経営が難しい点があげらえる。これに関しては、ＲＰＳ法において電力
会社の買い取り価格や基準が、柔軟に運用されるように緩和されることが必要
である。また、このバイオマス地域産業を運動的、さらに社会文化的に育成し
ていく手段として都市農山村交流事業の活用があげられる。すなわち、森林ボ
ランテイアや援農ボランテイア等の活用である。しかし、これを行うにあたっ
てネックとなるのが、その交流の拠点の確保である。新たに交流拠点を作ること

６．について
　建築基準法

８．について
　構造改革特別区域法第31条

６．について
　建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するた
め、安全上及び防火上等の観点から、建築物の用途、
規模等に応じて、建築物の敷地、構造及び用途等に関
する最低基準を定めているものである。

８．について
　構造改革特別区域法により、地方公共団体及び農業
協同組合以外の者による市民農園の開設を可能とする
特定農地貸付法等の特例措置を実施

６．
につ
いて
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８．
につ
いて
 4

９．
につ
いて
 8

６．について
　建築基準法は、国民の生命、財産等を保護するため、安全上及び防火上等の観点から、建築
物の用途、規模等に応じて、建築物の敷地、構造及び用途等に関する最低基準を定めている
が、建築物を新築する場合については、防火上の要求であれば、平成12年から使用する材料の
制限によらない新しい建築基準が施行されており、所要の性能を満たせば、建築物に木材を使
用することは可能であると考えられる。

８．について
　「市民農園の開設主体の拡大」については、平成１５年４月から実施している構造改革特別
区域法による地方公共団体及び農業協同組合以外の者による市民農園の開設を可能とする特定
農地貸付法等の特例措置の活用により実現可能である。

９．について
　農家の宿泊認可、有償での人の輸送の認可は、いずれも旅行業法の規制の対象外である。

愛媛県 しまなみ海道
住民総参加の
手づくり観光
振興（観光・
交流・まちづ
くり）構想

2151 2151010

125580

観光業の起業促進 ○行政財産の民間貸与等による観光産業の
振興
・行政財産の民間への貸与、民間による改
築、転用や目的外使用の承認
○しまなみ沿線を対象とした旅行業（ク
ルージングツアーや周遊ツアーの募集催
行）の自由化
・ＮＰＯをはじめ地域住民が地域の観光資
源の周知・ＰＲを図る目的で行うツアーに
ついて旅行業法の適用を除外
・利用する船舶についての要件を緩和（漁
船をクルージング船として使用する際の検
査の簡略化）

[具体的な取組み］
○しまなみ海道沿線の公共の主要観光・物販はほ
とんどが国の補助事業を活用して建設されている
ため利用方法が制限されているが、これらの行政
財産を民間事業者やＮＰＯ、個人が利活用できる
こととし、建設に伴う初期投資を抑えることによ
り民間や地域住民の観光産業への参入を促す。
○提案地域は特に、村上水軍にまつわる歴史的・
文化的観光資源が豊富であることから、歴史を活
用した観光を推進するために、ＮＰＯ法人など歴
史を語れる者が簡易にツアーを催行できるように
したり、複雑な海底に起因する激しい潮流のもと
で自然景観に溶け込んだしまなみ海道の人工美を
堪能できるよう、操船技術に長けた者が特色ある
クルージングツアーを催行したりできるよう旅行
業法の規定を緩和し、地域住民の持つ歴史や文化
の知識、技等を活用して地域資源を紹介するツ
アーの催行を容易にし、地域に根ざした観光産業
を振興する。
○漁船をクルージング船として使用する際に義務
付けられている船舶安全法上の中間検査を免除す
る。
[効　果]
観光業の起業が容易になる。
観光業を中心とした就業機会の確保
高齢者の活用

地方自治法及び補助金等に係る予算の執行の適
正化に関する法律等により行政財産の目的外使用
が制限されているため、長期経済不況の中、施設
建設に伴う初期投資がネックとなり、民間事業者
等の観光産業への参入に支障をきたしている。
また、旅行業法の規定により旅行ツアーを実施
するには許可を得る必要があるため、地域住民が
自発的に地域資源を活用して観光ツアーを実施し
ようとしても容易ではない。
さらに、漁船を使ったクルージングが容易にで
きるよう、３年ごとの検査を見直し、６年ごとの
定期検査のみとする。

・船舶についての要件緩和
　船舶安全法第５条第１項第２号

・船舶についての要件緩和
　２０トン未満の小型船舶（旅客定員１３名以上の旅
客船を除く）については、６年おきの定期検査の間の
中間検査を含め３年ごとの検査を受検する必要があ
る。

・行政
財産の
民間貸
与等
　6

・旅行
業法関
係
　7

・船舶
につい
ての要
件緩和
　3

・行政財産の民間貸与等
　ご要望の具体的な内容が不明であり、現時点では当省所管事項を確認できないところ。

・旅行業法関係
  特区第４次提案である。

・船舶についての要件緩和
　船舶は構造物等を海上に浮上させ、かつ、移動させる高度な工学技術を要し、複雑なシステ
ムを形成するものである。また、当該船舶を構成する各種設備については、それぞれ検査を要
する期間が異なっており、これら各種設備の安全性を中間検査で担保し、船舶全体としての安
全性を定期検査で担保することで、受検者の利便性を考慮しつつ合理的に船舶の安全性を確保
している。
　このような考えのもと、２０トン未満の小型船舶（旅客定員１３名以上の旅客船を除く）に
ついては、６年おきの定期検査の間の中間検査を含め３年ごとの検査を義務づけている。

香川県
かがわ賑わい
創出構想

2016 2016090 125590
高松空港の着陸料
の軽減

　高松空港に着陸する国際チャーター便の
着陸料を空港管理規則の「7/10に軽減」を
「1/2に軽減」に改正する。

　国の「外国人旅行者訪日促進戦略」の一環とし
て実施される「ビジット・ジャパン･キャンペー
ン」にあわせ、海外からの観光客の誘客を促進す
るとともに、特に､台湾、韓国等からの観光客誘
致戦略として、PR活動、エージェントの招請活
動、海外讃岐うどん店を活用した誘客事業を実施
する。

  本県においても､海外観光客の誘致活動には､
様々な手法を使い､積極的に推進しているところ
であるが､国の「外国人旅行者訪日促進戦略」の
一環として実施される「ビジット・ジャパン･
キャンペーン」の目標年である2010年までの間、
海外からの観光客の誘客を促進するための有効支
援策として、高松空港に着陸するチャーター便の
着陸料の軽減を図ることが有効である。

　国土交通大臣が設置し、及び管理する公
共用飛行場の使用料に関する告示の特例に
関する告示　表中一

高松空港を含む第二種空港に着陸する航空機につい
て、本則の７／１０に軽減している。 8

募集要件 ニ（追加的な財政支出を伴わないものであること）に該当しな
いため、不適当。
着陸料は、航空機が着陸する際の施設使用の対価として航空会社等から徴
収しているものであるが、その収入により空港の維持運営等のための費用
が賄われている。着陸料軽減措置を現行の７／１０から１／２に追加的に
軽減して、現行の空港維持運営体制を保持するためには追加的な財政支出
が必要となる。

八尾市

駅前未利用大
規模国有地を
活用した地域
再生

2074 2074020 125600
国有地売却の具体
的手法の柔軟な取
扱

国が国有地を売却するについて
は、原則として、一般競争入札で
あるが、駅前立地、長年未利用で
あり、９ｈａという大規模な土地
であるため、入札によってどのよ
うな事業者が買収するかどうかが
わからない状況では、地域特性や
周辺地域の市民生活に重大な影響
を及ぼすため、地域再生構想によ
り、望ましいまちづくりを明確に
して、それを前提として、一般競
争入札に条件設定を行うことや事
業コンペなどの多様な手法で実施
することを特例として行う。この
場合、地元自治体等と協働して実
施する旨を盛り込む。

当該国有地を広域経済の活性化及び雇用
創出のために、有効活用するためには、
公共施設の整備だけではなく、民間活力
の導入が必要であるが、公共施設以外の
土地については、地元自治体が購入する
ことは不可能であるため、国側での売却
となるが、通常の一般競争入札で売却す
ることは、地域の望ましいまちづくりに
はならない。そのため、地域のまちづく
りにそった、都市機能を導入するため
に、一般競争入札のみの手法ではなく、
事業コンペなどの多様な手法で実施でき
る支援が必要である。このことが、結果
的に国有地の有効な売却につながる。

国が国有地を民間字起業者当へ売却する
に際しては、単に一般競争入札のみの方
法で行うのではなく、地域再生構想に基
づいて、地元自治体と協議の上、一般競
争入札に一定の条件を付けることや事業
コンペなどの随意契約の手法も取り入れ
られなければ、地域特性を活かしたまち
づくりは困難である。

　会計法第２９条の６第２項
　予算決算及び会計令第９１条第２項

現行制度においては国有地の売却は一般競争によるこ
とが原則であり、売却にあたって一般競争入札に制限
を付す等は行っていない。
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　八尾空港西側跡地の利用計画に関しては、長年に渡り関係機関による研
究会や勉強会等により検討を重ねてきたが、現在は八尾市が座長となって
国土交通省大阪航空局、大阪府、大阪市とともに検討会を設けて検討を
行っているところである。その検討結果は、今年４月頃には結論が出る予
定であり、その結果を見て、国として協力できるところは協力することと
したい。
　ただし、八尾市が提案する国有地の売却にかかる一般競争入札に条件を
設定し、また、事業コンペ方式を採用するためには、現行会計法令上、契
約の性質又は目的から特別な事由が認められ、かつ、関係省庁と協議を行
う必要がある。

石垣市
光と風　ゆめ
みらい交流都
市いしがき

2169 2169020 125610

台湾－石垣間のプ
ログラムチャー
ター便の定期的運
航

第三種である石垣空港に、定期便としてで
はなく「プログラムチャーター便の定期的
運航」として、年に１度「年間運航計画
表」を作成提出して定時運航を実現した
い。

石垣市の行事やイベントとリンクさせたプログラ
ムチャーター便年間定期運航計画の作成やマリン
レジャーの適地がない台湾側から強い要望のある
マリンスポーツやダイビングなど海洋レジャーを
中心とした観光ルート創出及び中国語表記のガイ
ドブック・ガイドマップの作成、中国語の話せる
ガイド育成支援など、各種観光・リゾート産業関
係機関や市民の協働参画への広報など石垣市民一
体となって受け入れに必要な体制を整え、地域活
性化を図る。また、国内向けには石垣島が「行き
たい観光地」の全国ベスト１０上位にランクさ
れ、観光リゾートが好調なことから「石垣島の少
し先にある海外＝台湾」に足を伸ばすことも可能
となり、台湾からの入域のみならず、石垣島観光
の魅力を 段と高めることも可能となる

現制度では入管法上の指定・臨時的期間の束縛が
あり、石垣空港において、手続きに莫大な時間と
コストを要する。県庁所在地よりも近距離にあ
り、ニーズも高い台湾への定期的運航可能な直行
便が実現可能となれば、国境の地の利を活かした
まちづくりの起爆剤とし、国際観光リゾート産業
の収益増加に伴う、地域全体の活性化が図れる。

特になし。
台湾と日本の間においては、民間取決めの枠
組みの中でチャーター便を運航することは可
能となっている。
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台湾と日本の間においては、民間取決めの枠組みの中で
チャーター便を運航することは可能となっていることから、
チャーター便としての条件が整えば、現行制度下で対応が可
能である。

愛知医
科大学
高度救
命救急
セン
ター

愛知ドクター
ヘリ特区

3105 3105010 125620
ドクターヘリ安全
確保のための架空
線標識の設置

航空法に準備があるにもかかわらず対応が
なされていないものの対応を要求するも
の。実効ある間連業界に対する指導の要
求。又基地周辺については規定高度以下で
も標識の設置を考えてほしい。

筆者の知見から海外では米、独、仏、伊、スイス
等では既に設置され航空機の安全運航がはかられ
ているし、そのためのキットも販売されている。
中部地方は碍子等高圧線附属物の一大情報集積地
であり、いざ実行ともなればかなりの産業になり
うる。我国の産業は重厚長大から軽少短薄に変わ
りつつあるため発電所計画が無くて高所作業技術
者の技量維持の場所が無いと聞いている。その意
味からも前進を望む。

航空法に準備があるのでその具体的な実行のみ。
多分法ができた時には対応する物・手段が無かっ
たが、時代が進んで物、手段とも開発されたが、
気が付かず放置されていたものと思われる。

航空法第５１条の２（昼間障害標識）、同
施行規則第１３２条の２（昼間障害標識設
置物件）、１３２条の３（昼間障害標識の
種類及び設置基準）、航空障害灯及び昼間
障害標識の設置免除の事務処理基準（航空
局長通達）

航空法及び航空法施行規則により、地表又は水面から
６０ｍ以上の高さの架空線には昼間障害標識を設置し
なければならないと規定されている｡

8

高圧線等の架空線（地上高６０ｍ以上）の標識については、従来、技術的
に架空線に標識（物）を設置することが困難なものが多く、その場合に
は､連続して設備される送電線鉄塔群に昼間障害標識を設置する等により
航行の安全を確保している｡また、照明付標識は国際標準に規定が無い｡な
お、６０ｍ以下の架空線に対し､ドクターヘリ基地管理者等による自主的
な標識の設置を妨げるものではない｡

73/80
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松山市

『坂の上の
雲』フィール
ドミュージア
ム構想

2044 2044090 125630

坊っちゃん列車や
オープン観光バス
の車両構造の規制
緩和

坊っちゃん列車をはじめとする公共交通を
より魅力的にするために、乗客車両の構造
内容において、地域の創意工夫による取り
組みに対し、事業者責任による運行承認の
基準の緩和と手続きの簡素化。

日本最古の道後温泉、日本３大連立平山城の松山
城（重要文化財）、さらに、正岡子規や夏目漱石
の小説『坊っちゃん』・『坂の上の雲』の舞台と
なっている本市において、観光客の足として多く
利用されている「坊っちゃん列車」は、観光客の
輸送としてだけではなく、それ自体が重要な観光
資源となっている。
今後とも観光都市を推進するために、坊っちゃん
列車と今後導入予定している観光回遊バス等につ
いて、乗客の安全性を確保を前提に、ー部オープ
ンデッキのある車両（坊っちゃん列車・新規観光
バス）に乗車できるように、現在の車両構造規定
の解釈を緩和する。
この観光車両は、時速20～30kmの低速運転車両
の制限をかけて、乗客の安全性を確保する。

本市は、中心部に観光地がある都市型観光地であ
り、公共交通機関の活用が、観光ルートの回遊動
線に最も効果的な手段となる。そこで、市民・観
光客が一目で分かる特色ある車両を導入すること
で観光客の増加・定着を図ることができると考え
る。

①列車：
　軌道運転規則第６５条

②バス：
　道路運送車両の保安基準

①列車：
　車両を運転するときは、乗客の転落を防止するため
に扉を閉じ又はその他必要な措置を講じなければなら
ない。

②バス：
　自動車としての構造装置が道路運送車両法に基づく
道路運送車両の保安基準に適合するものであれば、自
動車として運行することについて認めている。

5

①：列車：
　現行の規定により実現可能である。
　この場合、時速２０～３０ｋｍの低速運転を行うことにより、坊ちゃん
列車のデッキに乗客を乗車させることに対する乗客の安全性を確保すると
しているが、低速運転を行うとしても、それにより乗客の転落するおそれ
がなくなるものではない。
したがって、デッキに乗客を乗車させるためには、物理的に乗客の転落を
防止することができるような措置を講じることが必要である。

②バス：
　自動車としての構造装置が道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安
基準に適合していることの確認を受け、適合するものであれば、自動車と
して運行することは特段の問題はない。

松山市

『坂の上の
雲』フィール
ドミュージア
ム構想

2044 2044100 125640
坊っちゃん列車の
運行体制の自主裁
量権の拡大

坊っちゃん列車をより魅力的にするため
に、運行人員体制の内容において、安全性
の遵守が図られることを実施検証し、事業
者責任において、細則規定を見直しする自
主裁量範囲の容認の拡大。

観光客の輸送としてだけではなく、それ自体が重
要な観光資源となっている「坊ちゃん列車」の運
行人員体制について、乗客の安全性を確保を前提
とした乗務人員の定数を、運行検証の自社判断の
なかで、乗務人員を削減する。また、余人員によ
る新たなサービスの提供を図る。

本市は、中心部に観光地がある都市型観光地であ
り、公共交通機関を活用した都市観光が最も効果
的な回遊手段になっており、今後さらに、観光振
興を図って行くうえで、「坊ちゃん列車」の追加
等の検討を進めるなかで、運行人件費の削減を図
りながら、新たな観光サービスの提供を図る。

軌道運転規則第４条
車両の運転取扱いに関し、軌道運転規則に定める事項
を実施するための細則を軌道経営者が自ら定め、届出
をすることとしている。

5

現行の規定により実現可能である。
補助監視員の配置については、運転室の補助監視員は列車を運転する上で
必要な前方監視を補完するものであるため、補助監視員に代える措置を講
じることによって補助監視員を省略することは可能である。
車掌の配置については、軌道経営者の判断で行っているものである。
変更に当たっては、軌道経営者は、細則を変更し届出することで足りる。

松山市

『坂の上の
雲』フィール
ドミュージア
ム構想

2044 2044110 125650

坊っちゃん列車等
の公共交通機関の
運賃設定の自主裁
量権の拡大

本市は中心部には、坊っちゃん列車が走る
路面電車が環状化し、さらに、乗合バスや
市内循環バス（100円バス）など、多くの
路線が輻輳し、運行しており、その運賃体
系は、軌道150円、バスは対距離制（一部
100円均一）で運行しており、市民や観光
客に分かりやすい料金体系を選択すること
ができるよう、地域の創意工夫による取り
組みに対し、事業者責任の自主裁量権を拡
大する。

まち全体をフィールドミュージアムとして観光施
策を進める本市にとって、観光客にとって利便性
の高いサービスを提供することが重要であり、市
内中心部の限られたゾーンで、公共交通の運賃設
定を自主裁量の中で決定できる（割引運賃適用で
はなく）ことにより、市民をはじめ利用者に分か
りやすいサービスを展開し、利用者の増加を目指
すと共に、観光客の回遊交通手段として活用す
る。

本市は、中心部に観光地がある都市型観光地であ
り、公共交通機関を活用した観光ルートが最も効
果的な回遊動線になっている。そこで、市民・観
光客が一目で分かり、利便性の高い運賃体制を設
定することにより観光客の増加を図ることができ
ると考えている。

①軌道法第１１条
　 軌道法施行規則第１９条
　 軌道運賃料金等割引規則

②道路運送法第9条

①　軌道の運賃に関しては、上限のうち一定の範囲内
については事業者の自主的判断により設定・変更可能
である。

②　一般乗合旅客自動車運送事業者が上限運賃を変更
する際には国土交通大臣の許可を得る必要があり、認
可を受けた範囲での実施運賃は届け出ることとされて
いる。

5

・軌道の運賃に関しては、上限のうち一定の範囲内については事業者の自
主的判断により設定・変更可能である。
現行の伊予鉄道（軌道）の運賃を前提とした場合、バスと同様100円均一
に設定することは事業者の自主的判断により設定可能である。

・乗合バス事業について、一定の区域内を均一制運賃とすることは、事業
者の経営判断により行うことは可能であり、現行でも対応可能である。

浅川町
自然林の保護
による地域活
性化計画

1019 1019010 125660
土地取引における
規制緩和、権限委
譲

長期にわたって下落しつづけている最近の
地価動向から土地取引の活性化が必要であ
る｡特に山林の土地取引における面積要件
の緩和と借地権設定における期間を延長す
る。

里山の樹種転換と周辺整備を行う。
山林を有効利用するための土地取引における規制
緩和等の権限を市町村に委譲した方が、地域再生
には効果的である｡

国土利用計画法第27条の6、第27条の7

国土利用計画法第27条の7に基づく監視区域における事
前届出制度は、地価が急激に上昇し、又は上昇するお
それがある区域において、都道府県の規則において定
められた一定面積以上の土地取引について事前に予定
対価の額、利用目的等を都道府県知事に届け出る制度
である。

5

土地取引規制に係る事務については、適正かつ合理的な土地利用の確保及び適正な
地価の形成を図る観点から、当該地域の周辺地域を含む広範囲における地域の実情
を総合的に判断し、利用目的審査、価格審査を行う必要があるため、都道府県が行
うものとなっている。提案のあった地域については、その全域が国土利用計画法第
27条の6に規定する監視区域に指定されているところであるが、監視区域の指定
は、都道府県知事があらかじめ市町村長の意見を聴いて行うこととなっており、市
町村の意向は適正に反映されるものである。面積要件の緩和については、提案団体
と福島県でご相談されたい。

月舘町

国有施設の開
放・有効活用
による地域再
生計画

1082 1082010 125670
国の機関・施設、
遊休国有地等の利
活用規制の緩和

国の機関・施設、遊休国有地等の利活用を
図り、その使用に当たっての規制を大幅に
緩和する。

国の機関・施設、遊休国有地等は、自由に使える
ことを市区町村や住民にＰＲする。その使い方や
アイデアは住民に委ねる。当然、管理上問題ない
よう、義務も負ってもらうのは当然である。申告
許可制でなく、届出制で。

おそらく、現状は「私的」なものには使用させな
いであろうし、申請主義で、その内容も「あれ出
せ、これを添付しろ、期間がどうの、内容が」と
か事細かで、結局なんやかや「使用させない」方
向に持っていこうとしているのでは。役所は問題
がないほうが楽だから。地域再生を目指すからに
は、多少のリスクは必要。住民活動支援、性善説
で。

6 ご提案の具体的な内容が不明であり、現時点では当省所管事項を確認でき
ないところ。

横浜市
ナショナル
アートパーク
構想

1253 1253020 125680
国有地の譲渡また
は無償貸与

民間による文化芸術活動や商業施設利用等
のため、国有地の横浜市への譲与または無
償貸与を行う。

都心臨海部の国有地において、民間による文化芸
術活動や商業施設利用等を進め、ウォーターフロ
ントの賑わいを創出する。

横浜市が国有地の譲与または無償貸与を受けるこ
とにより、民間による文化芸術活動や商業施設利
用等を円滑に進めることができる。

6

茨城県

ひたちなか地
区の土地活用
及び港湾利用
推進プロジェ
クト

1278 1278030 125690
事業用借地権の設
定期間の延長

　事業用借地権の設定期間（１０～２０
年）を１０～３０年に延長する。

　事業用借地権の設定期間を１０～３０年にする
ことにより長期の土地利用も可能となり，企業の
ニーズに弾力的に対応することができることか
ら，ひたちなか地区における企業立地が促進され
る。

　事業用借地権の設定期間は，１０～２０年であ
るが，建物の税務上の耐用年数は，店舗等の鉄骨
造りの場合は３０年程度であることから，企業か
らは３０年の賃貸期間の要望がある。そのため，
事業用借地権の設定期間の上限を３０年まで延長
することにより企業立地を促進する必要がある。

○　借地借家法（平成三年法律第九十号）
（定期借地権）
第二十二条 　存続期間を五十年以上とし
て借地権を設定する場合においては、第九
条及び第十六条の規定にかかわらず、契約
の更新（更新の請求及び土地の使用の継続
によるものを含む。）及び建物の築造によ
る存続期間の延長がなく、並びに第十三条
の規定による買取りの請求をしないことと
する旨を定めることができる。この場合に
おいては、その特約は、公正証書による等
書面によってしなければならない。
（事業用借地権）
第二十四条 　第三条から第八条まで、第
十三条及び第十八条の規定は、専ら事業の
用に供する建物（居住の用に供するものを
除く。）の所有を目的とし、かつ、存続期
間を十年以上二十年以下として借地権を設
定する場合には、適用しない。
２ 　前項に規定する借地権の設定を目的
とする契約は、公正証書によってしなけれ
ばならない。

現行法上，定期借地権の存続期間については，一般の
場合が５０年以上と，事業用の場合が１０年以上２０
年以下とされており，２０年超から５０年未満の間の
期間を存続期間とする事業用定期借地権の設定は認め
られていない。

2
（平
成１
６年
度検
討終
了予
定）

Ⅰ
法務省と国土交通省は，連携をとりながら，事業用定期借地権の活用実態
に関する調査を実施中であり、今後、民間事業者の情報提供協力を得て、
事業用定期借地権の存続期間の上限を引上げることについての弊害の有無
を見極めるなどした上、その是非を慎重に検討していく方針である（平成
１６年度中に検討終了予定）。

金山町
内水面漁業の
振興

1357 1357010 125700

　アユ冷水病原因
究明のための支援
及びヒメマス生息
環境を改善するた
めの支援

①沼沢湖は県内唯一のヒメマスが生息して
いるので、生息環境の改善を行うため、電
力発電用の水位の変動を少なくし、自然繁
殖と害魚の只見川からの流入を防ぎたい。
②野尻川は、冷水病の発生により放流魚の
「アユ」及び「在来魚」が感染し魚の生態
系に変化がおきている。冷水病の解消と渓
流魚の復活を図りたい。
③只見川及び小河川は発電用ダム及び砂防
堰堤の設置により魚の遡上が阻害され、ま
たダム等の設置により水の流れが滞留して
魚の繁殖に影響を及ぼしているためダム等
に魚道を設置し豊かな漁業資源の復活を図

①魚族資源の保護と豊かな川の恵みを復活させる
ため魚道設置の義務化　　　　　　　　　　　②
冷水病対策と早期解消
③ヒメマス生息環境の改善を図るため、国県の支
援

　電力会社が水の利用権を持っているため、生息
環境の改善ができない。

6
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平取町
及び平
取町教
育委員
会

サケ・クマ・
フクロウと共
生する河川・
森林環境再生
プロジェクト

1387 1387020 125710

水産動物が遡上上
で支障となる施設
への魚道設置と維
持管理の委託

鮭鱒等の水産動物の遡上に支障となる施設
（堰堤、頭首工、治山ダム等）には事業主
体が魚道を設置し、その機能の維持管理に
ついては、民間に委託する。

魚道維持管理業務の民間委託により、きめ細やか
な巡視がおこなわれ、修繕費が縮減すると共に、
水産動物の保護・保全につながる。

各種施設に魚道を設置しても、時間の経過ととも
に魚道の機能を果たされてない状況にありながら
放置されているのが現状で、設置主体が責任を
もって巡視業務・維持補修など管理体制を確立し
て行く必要がある。

「魚がのぼりやすい川づくり推進モデル事
業の実施について」（建設省建河発１号平
成３年11月７日河川局長通達）

「魚がのぼりやすい川づくり推進モデル事業」

5(河
川管理
施設に
係る維
持管理
のうち
事実行
為以外
の民間
委託に
ついて

は3)

各施設管理者が魚道を設置するにあたっては、施設管理者、河川管理者、
地域住民等が意識を共有し、魚がすみやすい川づくりに一体となって取り
組むことが重要です。国土交通省では、「魚がのぼりやすい川づくり推進
モデル事業」を平成３年度より実施していることから、この成果を活かし
ながら、施設管理者等と連携して魚道設置等の魚類遡上環境の改善に取り
組んでいます。

施設機能の維持管理に係る民間への委託については、個別具体の施設につ
いて施設管理者が判断すべきものと考えます。なお、国が管理するダムや
堰などの河川管理施設の維持管理のうち施設の点検等の事実行為について
は既に民間事業者に委託しています。

河川管理施設の維持管理に係る民間
委託について、提案の趣旨を踏まえ再
度検討し回答されたい。

5(河川管
理施設に係
る維持管理
のうち事実
行為以外の
民間委託に
ついては

3)

  一級河川の管理は、原則的には水系一
貫の考えに基づき国土交通大臣が行うこ
ととしていますが、国土交通大臣が指定し
た区間については、都道府県知事がその
事務を行うこととされていますが、これは、
河川の管理は洪水等の災害の未然防止
や万一、管理に瑕疵があった場合、国民
の生命・財産に大きな被害をもたらすおそ
れがあり、危機管理能力を含めた高度な
管理能力が必要とされることにあります。
　具体的には、日常管理においても治水
上の支障への対応,危機管理に備えた堤
防等の適切な管理や河川特性の把握を
行う事により、災害発生の防止等の適切
な河川管理を行うことができるものです。
　しかしながら、河川管理の一部の事務の
うち、河川の清掃等の美化活動などの軽
易な行為については、河川アドプトプログ
ラムとして河川管理者等と協定を締結する
ことにより、実施することができます。

東広島
市

合併に伴う都
市機能の再編
成

2039 2039060 125720
国の各地方機関の
行政管轄区域の統
一

市内における国の各地方機関の行政管轄区
域の統一する方針の決定と統一までの期限
の設定。

合併に伴う新市域内で行政管轄区域を統一するこ
との政府の方針決定を求めるとともに、これが迅
速に行われるために期限の設定を行う。

合併後の新市の一体性の強化や住民の利便性の向
上を図るため、これらの管轄区域を同一にするこ
とが必要である。

6

西郷町
隠岐の自然を
活かした地域
再生

2065 2065010 125730 海底地図の作成
・海底についても陸上同様に地形図の作成
をお願いしたい。

・アワビの海底牧場の設置、海中林の設置、海底
公園の設置等の海洋開発に利用する。

・周りを日本海に囲まれた隠岐島後で、自然を活かした海洋開
発（アワビの海底牧場の設置・海中林の設置・海底公園の整備
等）を行っていくには、海底の地形を知ることが必要である。
陸上では国土地理院の作成した地図があり、これにより事業計
画等を作成しているが、海底についても事業計画の参考になる
ような水深30ｍまでの地形図が必要である。

5
指摘されている海域については、「沿岸の海の基本図」とし
て海上保安庁で刊行している海底地形図（番号６３４０－
２、６３４０－３）、海底地質構造図（番号６３４０－２－
Ｓ、６３４０－３－Ｓ）により対応済。

東急不
動産
（株）

区画整理保留
地の一時買取
り機構の創設

3013 3013010 125740
区画整理保留地買
取り機構の創設

全国で中断、頓挫している区画整理事業の
保留地を一時的に買取る機構を国の組織と
して創設する。

区画整理事業概要（当社が業務代行）
　1)施行面積：85 ha
  2)保留地：1,300区画 (219,000㎡)
  3)建売販売実績：70区画/年（H14度)
  4)工事完了予定：H19/3
長引く景気低迷、個人消費の落ち込み等により建売販売も苦戦
を強いられている。現状の70区画/年で推移すると保留地販売
で約20年を要することになる（当初予定では6年）。組合事業
を14,5年延長することは、借入金利や組合運営経費等で事業が
大幅に増大する。その費用が保留地価格に上乗せされ、市場価
格（地価の下落は依然として進行）と大幅な乖離が生じて、結
局保留地処分が出来ない状況に追い込まれることは必至であ
る。
　組合事業は短期間に事業を完了させることは資金的にも健全
であり、事業効果も大である。そのために、工事の進捗に合わ
せて『保留地買取り機構』が保留地を一時的に買上げ、組合を
予定通り解散させる。当社は10年以内に機構から毎年分割で保
留地を買い戻す（無利子）。
　事業が完遂してはじめて保留地が登記出来る。事業完遂の目
途が立たない場合、保留地の担保能力も大幅に減ぜられ、保留
地販売の大きな支障になってしまう（建売購入の際、保留地で
ある土地に担保を設定して住宅ローンを組むのが一般的である
が、保留地に担保力がなくなるとローンが組めずに、結果、建
売が買えないという事態が生じる）。また、計画的に保留地が
処分することが出来れば、工事も順調に進捗し、地域経済の活
性化や雇用促進にも直結する。
　

現在、多くの区画整理事業が中断、頓挫している
が、その原因のほとんどが保留地を処分出来ない
事にある。保留地の処分先が創設されれば一気に
区画整理が全国で動き出す。
『保留地買取り機構』から買い戻す主体は、業務
代行者や地方公共団体とする。行政としての組合
支援となるが、短期間に多額の費用を負担する事
は非常に困難と思われる。よって支援期間（＝買
戻し期間＝10年）を長く設定することで、少しで
も実行可能策としたい。

土地区画整理法
第９６条第１項
第３１条第１０号

　土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換
地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に
充てる等のため、一定の土地を保留地として定めるこ
とができる。
　保留地は、土地区画整理組合の総会で議決される保
留地の処分方法に従って処分される。

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５
年１２月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創
設など、追加的な財政支出を伴わないものであること』とあるため。

（社）
岐阜県
建設業
協会

地域建設業の
再生

3074 3074010 125750
労働者派遣法の規
制緩和

労働者派遣法第４条２項の適用除外業務で
ある「建設業務」について、条件付で規制
緩和する

別紙 別紙 6

愛媛県 松山西部臨海
地域における
新都市拠点形
成構想

2150 2150030 125760 公共埠頭の民間企
業に対する長期貸
付

①国有財産法及び地方自治法により規定さ
れる行政財産としての貸付禁止規定の適用
除外を行い、港湾施設（行政財産の場合）
の民間企業への貸付を可能とする。
②港湾法において、国直轄工事により整備
した港湾施設（行政財産の場合）は、国土
交通大臣が港湾管理者に貸し付けるか、管
理を委託することが義務付けられている
が、これを、港湾管理者に貸し付けた上
で、更に民間企業に転貸することを可能と
する。
③国が負担又は補助した港湾施設を貸し付
ける際に、貸付期間が３年を超える場合に
は国土交通大臣の認可が必要となるが、港
湾管理者の裁量による柔軟な対応を可能と
するため、当該認可を不要とする特例措置
を設ける。

〔具体的取り組み〕
○松山港外港新ふ頭コンテナターミナルの一体的・

効率的な運営事業を行おうとする民間企業のうち、港
湾管理者（県）が公共性を担保するための手続きを経
た上で一定の要件に該当すると認めた者に対し、行政
財産であるコンテナターミナルを一体的かつ長期的に
貸付を行う。
〔実施主体〕
港湾管理者（愛媛県）から愛媛エフ・エー・ゼット

㈱に貸付を行うことを想定
〔効　果〕
以下により、松山港における国際競争力のあるコス

トとサービスを実現し、同港湾を利用する貿易関連事
業者の円滑な業務展開にも貢献することが期待でき
る。
・公設民営（上下分離方式）を導入し、民間の創意工
夫を取り入れた一体的・効率的運営を実現
・長期的かつ安定的な契約関係の実現により、民間企
業は長期的かつニーズに応じた設備投資が可能
・民間企業による船社への柔軟な料金設定が可能 ・
コンテナ取扱量の増大に伴い、コンテナ１本あたりの
コストが逓減
〔実施期間〕
平成23年度以降（松山港外港新ふ頭全面完成時期以

降）

　本県では愛媛FAZ構想を中心施策として、松山港地域
に総合的な国際貿易拠点の形成を図るべく、港湾施設
や関連道路等のインフラ整備や、国際定期貨物航路の
開設CIQ体制の拡充等ソフト・ハード両面から積極的な
取り組みを行っているところ。
　今後、瀬戸内地域の貿易取引のローカル・ハブとし
て一層の拠点機能の強化を図るためには、松山港の国
際競争力を高め、貿易貨物の集荷力の強化を図ること
が不可欠となっている。
　このための方策として、民間企業の経営能力を活用
し、かつ既存ストックを有効活用して、国及び県が整
備した公共コンテナターミナルの効率的な運営（コス
ト低減、サービス向上）を実現するため、当該コンテ
ナターミナルを一体的かつ長期的に民間企業に貸付を
行う。

国有財産法第１８条第１項
地方自治法第２３８条の４第１項
構造改革特別区域法第１９条

構造改革特別区域法の規定により、内閣総理大臣の認
定を受けることにより、岸壁及び岸壁背後の荷捌き地
を一体として、民間事業者に貸し付けを行うことが可
能。

4
構造改革特別区域法の規定により、内閣総理大臣の認定を受けることによ
り、岸壁及び岸壁背後の荷捌き地を一体として、民間事業者に貸し付けを
行うことが可能。

浜松市

世界都市浜
松・ユニバー
サルデザイン
構想

1370 1370020 125770
ユニバーサルデザ
インに関する国家
資格制度の構築

専門的知識を有する人材を国家的に認定し
て，その人材をコーディネーター的立場に
置くことによって，より一層ユニバーサル
デザインを推進とともに，行政サービス事
業の民間開放の一環として，民間事業者に
新たなビジネス機会を提供し，雇用の促進
を図る。

国家資格制度
（仮）ユニバーサルデザイン技術者
1級：ユニバーサルデザインに関する専門的知識
を熟知し，専門的立場に立って指導，支援ができ
る者
2級：ユニバーサルデザインに関する専門的知識
を有し，その推進に寄与できる者
3級：ユニバーサルデザインに関する専門的知識
を有している者
4級：ユニバーサルデザインに関する知識を有し
ている者
4段階のレベル分けによりトップクラスの人材育
成から，誰もが参加できるクラスまでの全国的意
識啓発を目指す。

ユニバーサルデザインに関する国家資格制度を創
設することによって，全国的な意識の向上と専門
的人材の育成が図られる。また，これら専門的人
材がコーディネーター的立場となっていくこと
で，今まで行ってきた行政サービスが民間事業者
へのビジネス機会へと転向し，官・民・事業者の
三位一体となったユニバーサルデザインの推進が
図られる。

  6
ご要望の具体的内容に不明な部分があり、現時点で当省所管であるかを確
認できないため

㈱東京
リーガ
ルマイ
ンド

「民間事業
者」の範囲

3078 3078010 125780
民間委託先を株式
会社等の事業法人
に限定

行政サービスの民間委託先を株式会社等の
普通法人に限定

行政サービスの委託先を普通法人に限定し、民間
事業者による入札・プロポーザルによるコンペ
ティションを通じて、リーズナブルな行政サービ
スを実施する。

民間活力による地域経済の活性化を実現させるた
め

6
ご提案の具体的な内容が不明であり、現時点では当省所管事項を確認でき
ないところ。
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静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325670 125790
「基盤的技術産業
集積活性化計画」
の同意

特定産業集積の活性化に関する臨時措置法
第５条による、都道府県が作成する「基盤
的技術産業集積活性化計画」への主務大臣
による同意を不要とし、もって計画策定権
限を政令県に委譲する。

・豊かな産物を供給する農業・水産業の支援、高
付加価値の製造業等への支援、独創的で多彩な産
業の創出・高度化、雇用の安定・創出及び就業環
境の向上など様々な政策手法を組み合わせて、地
域における元気な産業づくりに関する総合的な事
務事業を実施する。
・元気な産業づくりに関する多くの事務事業権限
を移譲し、政令県の自主性・主体性に委ねること
により、地域において受益と負担の明確化が図ら
れ、真に住民に必要な行政サービスを地方自らの
責任で効率的・効果的に実施することが可能とな
る。

　独創性のある“元気な産業”への従事や、自己の能力を活用
した起業等を通して、豊かな生活を築き、その意欲に応じて生
涯現役で自己実現に挑戦できることを基本目標に、産業の競争
力の向上や誰もが能力を発揮できる雇用環境の実現を図るため
には、農地管理、商工会議所に関する許認可や労働局が行う雇
用対策などの行政権限を可能な限り一元化し、総合的に推進す
ることが最も効率的・効果的である。

特定産業集積の活性化に関する臨時措置法
第５条

都道府県は、同法第４条にに基づき主務大臣が定めた活性
化指針に基づき、当該都道府県内の基盤的技術産業集積
であってその活性化を図ることが特に必要であると認めら
れるものごとに、基盤的技術産業集積の活性化に関する計
画を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることが出
来る。

6  

　政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制度
全体は総務省の所管であるため。
　なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に移譲することについては、国
が財政上の支援措置を講ずるものとされている計画を自治体が作成する場合
については、国は財政資源の有限性にかんがみ、かかる財政支援が産業政策
上の適切性を有することを担保する観点から、国は当該計画について同意をす
ることが必要である。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり
方についての構想であり、地方制度全体
は総務省の所管であるため。

静岡県
静岡政令県構
想

1325 1325690 125800
「高度技術産業集
積活性化計画」の
同意

新事業創出促進法第24条第5項による、都
道府県が作成する「高度技術産業集積活性
化計画」への主務大臣の同意を不要とし、
もって計画策定権限を政令県に委譲する。

・豊かな産物を供給する農業・水産業の支援、高
付加価値の製造業等への支援、独創的で多彩な産
業の創出・高度化、雇用の安定・創出及び就業環
境の向上など様々な政策手法を組み合わせて、地
域における元気な産業づくりに関する総合的な事
務事業を実施する。
・元気な産業づくりに関する多くの事務事業権限
を移譲し、政令県の自主性・主体性に委ねること
により、地域において受益と負担の明確化が図ら
れ、真に住民に必要な行政サービスを地方自らの
責任で効率的・効果的に実施することが可能とな
る。

　独創性のある“元気な産業”への従事や、自己の能力を活用
した起業等を通して、豊かな生活を築き、その意欲に応じて生
涯現役で自己実現に挑戦できることを基本目標に、産業の競争
力の向上や誰もが能力を発揮できる雇用環境の実現を図るため
には、農地管理、商工会議所に関する許認可や労働局が行う雇
用対策などの行政権限を可能な限り一元化し、総合的に推進す
ることが最も効率的・効果的である。

新事業創出促進法第２４条第１項
新事業創出促進法第２４条第１項に基づき、都道府県等は
高度技術産業集積活性化計画を作成し、主務大臣に協議
し、同意を求めることができる。

6

　政令県構想は、地方制度の全般的なあり方についての構想であり、地方制度
全体は総務省の所管であるため。
　なお、要望にある個別事項を現在の都道府県に移譲することについては、国
は、新たな事業の創出を促進するための総合的な施策を展開する立場から、都
道府県等が作成する「高度技術産業集積活性化計画」（新たな事業の創出のた
め基盤となる高度技術産業集積地域が有する機能の維持及び強化に関する計
画）が、国として法定の基準を満たす者であることを確認する必要がある。

提案の趣旨を踏まえ検討し回答された
い。 6

政令県構想は、地方制度の全般的なあり
方についての構想であり、地方制度全体
は総務省の所管であるため。

茨城県
つくば広域都市
圏活性化プロ
ジェクト

1277 1277070 125810
緑豊かな住宅地の
形成

優良田園住宅制度等に対する優遇措置の実施
　・優良田園住宅や沿道，商業地等におけ
　　る緑地部分について固定資産税の減免
　　を講じる。
市街化区域における市民農園の整備の促進
　・市街化区域内に対して市民農園の
    固定資産税の減免措置を講ずる。

　民有緑地（農地や林地）と一体となった住宅の
整備促進，沿道や商業地における緑化，あるいは
地区内における市民農園の展開を図ることによ
り，本県の沿線地域の特色を生かした緑豊かな住
宅地を形成する。

優良田園住宅等の建設や市民農園の整備において
は，現行制度では固定資産税の減免措置が十分に
受けられず個人負担が大きい。

6

茨城県

ひたちなか地
区の土地活用
及び港湾利用
推進プロジェ
クト

1278 1278040 125820

建物や機械に対する
特別償却の期限の
延長並びに償却率
の引き上げ及び適用
年度の繰り下げ

　輸入促進地域（ＦＡＺ）の特定集積地区にお
いて，製造業者，卸売業者，小売業者等が取
得する建物や機械について，輸入関連事業用
資産の特別償却の期限（平成16年3月31日ま
で）のＦＡＺ法期限（平成18年5月29日まで）ま
での延長，並びに償却率（建物１０％，機械２
０％）の引き上げ（建物１２％，機械２５％）及び
適用年度（供用年度のみ）の繰り下げ（減価償
却期間において企業が希望する年度）とする。

　輸入促進地域（ＦＡＺ）の特定集積地区内に立地し
た企業に対し，建物や機械に対する特別償却の適用
期限の延長，並びに償却率引き上げ及び適用年度
の繰り下げを行うことにより，特定集積地区内におけ
る税制の優遇措置が拡大され，企業立地が促進され
る。

　輸入促進地域（ＦＡＺ）の特定集積地区内にお
いて，建物や機械に対する特別償却は，適用年度
が供用開始年度のみであることや償却率が低いこ
とから制度の利用がほとんどされていない状況に
ある。このため，期限（平成１６年３月３１日ま
で）の延長，適用年度を減価償却期間において企
業が希望する年度とすること，償却率引き上げの
優遇措置拡大を図ることにより企業立地を促進す
る必要がある。

6

神戸市
神戸国際集客
観光都市構想

2024 2024020 125830
ロケーションにお
ける施設使用許可
手続きの簡素化

国立の施設については、国有財産法第18条
第3項の規定により、施設管理者の判断に
より、撮影の許可を受けることとなるが、
許可についての明確な基準がないため、道
路と同様の問題点があるが、許可基準を明
確化することにより、手続きの簡素化が図
れる。

ロケーション撮影のために許可手続きが簡略化さ
れた「ロケーション・ルート」（神戸大橋、浜手
バイパス等）、「ロケーション・エリア」（旧居
留地、北野等）「ロケーション・ビルディング」
（税関、裁判所等）を設定することにより、映像
制作者に魅力あるロケーション環境を提供するこ
とができ、ロケーション撮影誘致の大きなインセ
ンティブとなり、ロケーション撮影誘致件数の飛
躍的な増加が見込まれる。

道路におけるロケーション撮影については、道路交通法第77条第1項第4号によ
り、警察署長の許可を受けなければならないこととなっているが、煩雑な手続
き、資料の提出を求められることが多く、許可を受けるまでに相当の時間を要
するだけでなく、許可を受けられないケースも多々ある。ロケ地を決定するの
に多大な時間を要し、さらにはシナリオの変更を余儀なくされることもあり、
映像制作にとって大きなロスが発生している。許可基準を明確化することによ
り、あらかじめロケーション撮影が可能かどうか予想できるため、ロケ地の決
定が容易になる。また、道路でのロケーション撮影については、道路使用者へ
の事前周知が課題となることが多いが、エリア、ルートが指定されることによ
り、ロケーション撮影実施の認知が高まり、事前周知の効果も期待できる。ま
た、国立の施設については、国有財産法第18条第3項の規定により、施設管理
者の判断により、撮影の許可を受けることとなるが、許可についての明確な基
準がないため、道路と同様の問題点があるが、許可基準を明確化することによ
り、手続きの簡素化が図れる。

6
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福岡市
公共空間を活
用した賑わい
創出構想

2081 2081020 125840
国有財産の使用目
的の拡大

福岡市が管理する公有財産同様に、福岡市
内にある国有財産についても、簡易な手続
きにより商業・文化芸術活動の目的で使用
できるようにする

賑わいを創出する商業・文化芸術活動

（商業活動の例）
　飲食（オープンカフェ等）、物販（ワゴン
ショップ、市場等）、広告など
（文化芸術活動の例）
　フィルムコミッション、ストリートパフォーマ
ンス、パブリックアートなど

左記事業の実施のため国有財産を使用することが
可能かどうか明確になっていないため

6

水屋グ
ループ
と西東
京市役
所防災
課との
共同提
案（現
在進行
中）

日本の新しい
防災予防対策
整備の強化策
ならびに、地
域住人の防災
への意識改革
地元商工業の
活性化及び構
造改革。

3057 3057010 125850

各市の公共施設に
備える飲用水整備
を図る為自治体レ
ベルでの予算支援

各市における財源不足による防災予算が取
れない為、防災整備の遅れが目立ちます。
地域住人の意識改革や酒販店の意識改革及
び構造改革の促進のためにも必要最低限の
支援措置を考慮願います。日本における地
下水の汚染、緊急井戸に指定されている場
所でも飲用不適が目立ち、緊急時の安全な
飲用水の確保がこの先必ず不足していくこ
とでしょう。対策整備には時間が相当かか
るので国よりなんらかの対策を願います。

西東京市と西東京市小売酒販組合との協力協定書
を添付しておりますが、地域ありとあらゆる場所
に最低1400箱のピュアウォーター18㍑箱入りを備
えるものとし、ランニングストックという一切無
駄のない体制整備が実現いたします。この事業の
理念は、意識改革な主な事業ですがペットボトル
等のゴミ問題、減量化。資源の再利用、再活用も
念頭におき、地域住人のリサイクル活動の促進や
飲用水の重要性なども普及していくためです。

基本概念は、公共施設及び、地域住人各家庭にお
ける飲用水の確保は事業者負担、各家庭負担を薦
めております。しかし意識改革にはそれ相当の期
間を有するためいち早く体制整備を図る為、住人
の目立つ場所だけでも備えていく必要性はあると
思います。

6

平取町
及び平
取町教
育委員
会

サケ・クマ・
フクロウと共
生する河川・
森林環境再生
プロジェクト

1387 1387050 125860

流木や間伐木の木
材資源を活用した
バイオマスエネル
ギーの供給

二次林、三次林や荒廃林地は保水・治水力
が低下し新たな災害を誘発する要因と考え
られることから、各種施策を集中し関係機
関連携のもと事業展開を図るとともに、今
後も想定される流木の処理についても連携
し対策を講じる。

二風谷ダムは平成１５年８月の台風１０号襲来時
に、洪水を調節し流木を捕捉した。この時の流木
の量は６万７千立方メートルと言われ、森林崩壊
や埋もれ木が一気に流出したものと考えられてい
る。しかし、これら流木の処理については、当初
の想定を超える量であることから有効な対策が考
案されていない。また、森林の崩壊は森林の持つ
保水力を超える降水によるものであるが、今後、
降雨の都度に崩壊が拡大することも想定されるも
ので、河川整備と連携した森林の復旧整備が求め
られる。
①二風谷ダム等に捕捉される流木や森林整備にお
ける間伐木等の利活用に関する研究調査。
②流木や森林整備における間伐木等の木材資源を
活用したバイオマスエネルギーの供給。
③流域を対象とする治山事業による森林整備の促
進。

沙流川はアイヌ語でシシリムカ（河口が砂で閉塞
する川）と表現されるように、砂礫や流木を含む
洪水の多発する河川で、その被害は甚大で、築堤
等の整備が求められていた。現在は築堤の整備も
進み二風谷ダムも完成し、二風谷ダムは平成１５
年８月の台風１０号襲来時に、洪水を調節し流木
を捕捉するなどその機能を十分に発揮した。この
時の流木の量は６万７千立方メートルと言われ、
森林崩壊や埋もれ木が一気に流出したものと考え
られている。しかし、これら流木の処理について
は、当初の想定を超える量であることから有効な
対策が考案されていない。また、森林の崩壊は森
林の持つ保水力を超える降水によるものである
が、今後、降雨の都度に崩壊が拡大することも想
定されるもので、河川整備と連携した森林の復旧
整備が求められる。

5

　二風谷ダムの流木処理については、国土交通省北海道開発
局室蘭開発建設部が産官学からなる流木処理調査検討委員会
を設置し、その利活用を含む処理方針について検討を行って
います。
　また、北海道庁においては、様々な地域の流木処理につい
て一括対応するために、「流木処理対策推進本部」が設置さ
れており、引き続きこうした関係機関と連絡調整を図りなが
ら、利活用を念頭においた流木処理を進めていきたい。

飯山市

地域の宝を活
かす賑わい創
出・旅産業お
こし

1311 1311040 125870
・地域イベントに
係る経費への支援

・地方のもつ伝統・文化・自然を活用し、
新たなるイベント等の開催に対し、３年程
度（軌道にのせるまで）の支援を行い、地
域市民と都市との交流人口拡大が図れるよ
うにお願いしたい。

・伝統工芸品（内山紙など）を活用し、イベント
の装飾として用い、市内全域を飾り付ける（例：
イベントや盆、彼岸などに一斉に灯籠を点灯、千
曲川一面に灯籠流し）
・自然（雪や菜の花、棚田）を活かしたイベント
を興し、都市との交流人口を増やし、滞在型観光
に結びつける。

・地域の宝をいかしたイベントの企画：開催によ
り、都市との交流人口拡大が図られ、滞在型観
光、更には定住へと結びつけ、地域の活性化を図
るため。

8
｢地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成１５年１２
月１９日）において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設など、追加的な
財政支出を伴わないものであること』とあるため。

(財)公
害地域
再生セ
ンター

公害地域の環
境再生

3104 3104010 125880 施策の連携
既存の法律内では解決し得てない環境課題
に関して、各種の施策を集中的に実施す
る。

＊環境基準達成のための総合的な大気汚染施策の
集中的な実施。
＊積極的に環境対策に取り組む中小企業の支援体
制の整備。
＊環境に配慮した地域形成のための土地利用計画
づくり。

＊大気汚染対策としては、単体規制・車種規制だ
けでは限界が生じており、他の施策とあわせて地
域全体で取り組む体制がなければこれ以上の改善
が見込めない。
＊疲弊した公害地域の環境再生のためには、区画
整理や再開発といったハード整備を中心とした既
存のまちづくりの範囲では限界がある。良好な環
境づくりのためには、積極的にこれを推進する体
制が必要である。
＊激甚な公害を経験した地域においては、地域経
済を中小企業が支えている場合が多い。地域の環
境改善のためには、事業者が主体的になって取り

○自動車NOX・PM法

○自動車NOx・PM法・・・当該地域を含む大阪・兵庫圏を対
策地域として指定しており、府県が策定する自動車NOx・PM総
量削減計画（H14.7策定）に基づき、車種規制、交通流・交通
量対策ほか総合的な自動車排出ガス対策が実施されている。
なお大阪府及び兵庫県の計画においては、総合的な対策を講
じることにより、平成22年度においてNO2及びSPMに係る環境
基準を全ての測定局で達成することが目標とされている。

5

○大気汚染施策の集中的な実施・・・自動車ＮＯx・PM総量削減計画に基づき、平
成22年度における環境基準の達成を目指して、各種の自動車排出ガス対策が総合
的に講じられていく予定である。
○中小企業の支援体制の整備・・・自動車ＮＯx・PM法に対応した自動車の買換え
や、天然ガス自動車等の低公害車の導入に対しては、政府系金融機関による融
資、税制優遇、補助金等の措置を講じている。また平成16年度からは融資の担保
条件の特例を設ける等、支援の拡充にも努めている。

長野県

コモンズの視
点からの観光･
都市圏交流型
産業の推進

1070 1070040 125890
交流型事業に係る
無資格・無許可有
償輸送の特例

　公共交通機関の未発達な地域で、宿泊者
を自家用車で交流型事業実施場所へ輸送す
る場合に道路交通法の第2種免許及び道路
運送法の許可の適用除外とする。

　ウォーキング、トレッキング、登山、サイクリ
ング、グリーンツーリズムなどは公共交通機関が
未発達な地域で行われることが多いから、宿泊場
所から交流型事業実施場所への輸送等を自家用車
で可能にする。このことにより来訪者にとって利
便性は高まり来訪者の増加が期待できると共に、
当該地域の住民の多くが交流型事業に参加でき、
また、報酬を得ることによって地域経済の活性化
に資する。

現状は、料金を取る場合には、道路交通法の2種
免許と道路運送法の事業許可が必要であるが、こ
れらが不要になれば、地域の誰でもが、来訪者に
応対することができる。この結果、来訪者にとっ
て利便性が高まり円滑な交流型事業が可能とな
り、来訪者が増える。

道路運送法第80条

「構造改革特別区域法に係る交通機関空白の
過疎地における有償運送可能化事業における
道路運送法第80条第1項による申請に対する取
扱いについて」(国自旅第232号))により当該
特例措置を実施するための要件が定められて
いる。

管理コード１２５２８０のご提案と重複しており、削除されたい。

長野県

コモンズの視
点からの観光･
都市圏交流型
産業の推進

1070 1070060 125900

宿泊施設、体験施
設等における観光
案内（白タク）の
特例

公共交通機関の未発達な地域において、宿
泊施設及び体験施設の職員等が、その利用
者に対して有償で、周辺の観光案内を行う
場合、または、自らの施設までの送迎を行
う場合の輸送について、道路交通法の第2
種免許及び道路運送法の許可の適用除外と
する。

宿泊施設及び各種体験施設の職員等は、その多く
が地域の状況に精通している。これらの者が自家
用車で周辺の観光案内を行うことにより、より深
く地域の自然・文化等を伝えることができ、来訪
者への満足度も高め、リピーターの増加にもつな
がると期待される。

宿泊施設及び体験施設を利用した来訪者が、さら
に深くその地域の自然・文化等についても知りた
い、体験したいというニーズがあった場合など
に、当措置の需用があると思われる。特に来訪者
が学生などの場合は、交通手段の問題もあるた
め、当該措置が有効と思われる。

道路運送法第80条

「構造改革特別区域法に係る交通機関空白の
過疎地における有償運送可能化事業における
道路運送法第80条第1項による申請に対する取
扱いについて」(国自旅第232号))により当該
特例措置を実施するための要件が定められて
いる。

管理コード１２５２９０のご提案と重複しており、削除されたい。
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長野県

コモンズの視
点からの観
光・都市圏交
流型産業の推
進

1070 1070080 125910

任意団体等による
主催旅行の実現の
ための旅行業法の
特例

余暇法第２条で定める農村滞在型余暇活動
のサービスを提供する者は、余暇法第２条
で定める農林漁業体験民宿業による宿泊を
伴う場合に限り、旅行業法第３条に関わら
ず、旅行業法第２条で定める主催旅行を行
うことができることとする。

余暇法第２条で定める農村滞在型余暇活動のサー
ビスを提供する者は、余暇法第２条で定める農林
漁業体験民宿業による宿泊を伴う場合に限り、旅
行業法第３条に関わらず、旅行業法第２条で定め
る主催旅行を行うことができる。このことによ
り、グリーン・ツーリズムにおいて体験メニュー
を提供する主体がその体験メニューに併せて、余
暇法第２条で定める農林漁業体験民宿業と連携を
とった、旅行業法第２条で定める主催旅行を実施
することで魅力的な体験メニューを提供でき、グ
リーン・ツーリズムをより一層推進できる

余暇法で定める農山漁村滞在型余暇活動のサービ
スを提供する主体は、地方自治体やそれに準ずる
団体、農業経営者を主とする任意団体の場合が主
で、旅行業法第２条で定める主催旅行ができない
場合が多いが、農山漁村滞在型余暇活動をより一
層推進させるため、農林漁業体験民宿と連携を
とった主催旅行に限り、旅行業法第３条の適用を
除外する。

7 管理コード１２５４４０のご提案と重複しており、削除されたい。

茨城県

県央地域ユニ
バーサルデザ
イン推進プロ
ジェクト

1279 1279090 125920
ホテル・観光施設
等におけるホスピタ
リティの向上

・ホテル・観光施設等が障害者やその関係
者を講師として迎えホスピタリティの向上を
目指す「もてなし向上指導事業」に対し，助
成措置を講じる。

　ホテル・観光施設等のホスピタリティの向上に
より，滞在型観光客の増加，観光産業の振興が
図れる。

　特に，高齢者，障害者の観光施設の利用を促
進するためには，ホスピタリティの向上が課題で
あるが，このホスピタリティを養成する場合の助
成措置がないのが現状である。このため，助成
措置を講じ，地方公共団体等が事業に積極的に
取り組める環境を作る必要がある。

8
「地域再生構想の提案募集について」（内閣官房地域再生推進室平成15
年12月19日）において、『第１（２）二　新たな補助金や税措置の創設など
追加的な財政支出を伴わないものであること。』とあるため。

神奈川
県

国際観光県
「かながわ」
推進構想

1285 1285010 125930
海外からの観光客
のビザの免除等

現在、北京市、上海市、広東省のみで発給
されている中国の団体旅行のビザについ
て、対象地域の拡大、免除等の措置を実
施。また、県、市町村等が交流を行ってい
る地域（神奈川県については中国遼寧省、
韓国京畿道）についてのビザの発給、免除
の実施。

姉妹都市等との観光交流の一層の拡大を図るとと
もに、海外観光展への出展、海外ﾏｽｺﾐ招聘事業等
を通じ、海外から観光客を誘致する。

ビザの免除等の措置により、観光客が来訪しやす
くなり、観光客の増大が見込まれる。また、中国
の姉妹都市等についてはビザが発給されず交流の
妨げになっている。

１．中国国民訪日団体観光旅行については、２０００
年６月の日中合意に基づき、同年９月から、査証（ビ
ザ）発給対象者を北京市、上海市、広東省の２市１省
の居住者に限定して中国国民の訪日団体観光旅行を開
始。
　当初、査証発給は、在北京日本大使館でのみ実施さ
れていたが、昨年２月６日より在上海総領事館での発
給が開始され、さらに昨年１２月１日からは在広州総
領事館での査証発給が開始されている。

２．昨年７月、中国側より、江蘇省、浙江省、山東
省、遼寧省、天津市について地域拡大の要望が出され
ている。
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　中国国民訪日団体観光旅行の査証発給対象地域の拡大にあたっては、査
証発給を所掌する外務省、入国管理を所掌する法務省、国内の治安を担当
する警察庁、公安調査庁と協議する必要があり、更に中国国家旅游局等、
中国政府と協議をする必要がある。

宮城県

緊急経済産業
再生戦略事業
（中国観光客
仟客萬来構
想）

1394 1394010 125940

巨大旅行市場であ
る中国におけるビ
ザ発給対象地域の
拡大

法務省入国管理局に対し，中国におけるビ
ザ発給対象地域を現在の「北京市・上海
市・広東省」から他地域に拡大するよう要
望するもの。

中国においてビザ発給対象地域が拡大されること
により，訪日観光客の増加が期待される。宮城県
は，中国においては知名度がほとんどないため，
中国旅行エージェントを招請し，本県の観光資源
（中国革命の思想的支柱で，中国人の心のより所
となっている「魯迅」の留学先である仙台をはじ
め，日本三景松島等）を視察してもらい旅行商品
造成につなげ誘客促進を行いたい。また，中国の
送客現場では，旅行エージェントの店頭従業員の
口コミ情報が旅行先を大きく左右することから，
これら従業員等に本県をＰＲするポスターや観光
ビデオ（ＶＣＤ）等を作成して，本県をアピール
する。

巨大旅行市場である中国では，北京市・上海市・
広東省の３地域在住者しか団体旅行ビザの発給を
受けられないため，同地域以外に住む人々は，訪
日旅行をしたくてもできない状況にある。宮城県
では，中国人観光客を広く誘致しようと考えてい
るが，３地域に限定されていることは，中国観光
客誘致の大きな障害となっている。

１．中国国民訪日団体観光旅行については、２０００
年６月の日中合意に基づき、同年９月から、査証（ビ
ザ）発給対象者を北京市、上海市、広東省の２市１省
の居住者に限定して中国国民の訪日団体観光旅行を開
始。
　当初、査証発給は、在北京日本大使館でのみ実施さ
れていたが、昨年２月６日より在上海総領事館での発
給が開始され、さらに昨年１２月１日からは在広州総
領事館での査証発給が開始されている。

２．昨年７月、中国側より、江蘇省、浙江省、山東
省、遼寧省、天津市について地域拡大の要望が出され
ている

6
※国土
交通省
は本件
につい
て関係
省庁で
はある
が、査
証（ビ
ザ）発
給権限
を有し
ない。

　中国国民訪日団体観光旅行の査証発給対象地域の拡大にあたっては、査
証発給を所掌する外務省、入国管理を所掌する法務省、国内の治安を担当
する警察庁、公安調査庁と協議する必要があり、更に中国国家旅游局等、
中国政府と協議をする必要がある。

京都府

観光都市ｋｙ
ｏｔｏケータ
イサポート構
想

2056 2056070 125950

中国における訪日
団体観光旅行対象
地域の拡大に向け
た要請

中国において訪日団体観光旅行の対象と
なっている地域は、現在、北京市・上海
市・広東省の３地域のみが試験地域として
指定されているが、この対象地域を拡大す
るよう中国に要請

・拡大された地域に対するプロモーション活動や
ファムトリップ事業を通じ、日本への誘客拡大を
図っていく。
・900,000人程度のインバウンド拡大効果が見込
める。

・経済発展の著しい中国では、各地で旅行需要も
高まっており、北京市・上海市・広東省以外の地
域においても訪日団体観光旅行が解禁されると、
大幅な誘客の拡大につながることから、こうした
働きかけを行っていく必要がある。

１．中国国民訪日団体観光旅行については、２０００
年６月の日中合意に基づき、同年９月から、査証（ビ
ザ）発給対象者を北京市、上海市、広東省の２市１省
の居住者に限定して中国国民の訪日団体観光旅行を開
始。
　当初、査証発給は、在北京日本大使館でのみ実施さ
れていたが、昨年２月６日より在上海総領事館での発
給が開始され、さらに昨年１２月１日からは在広州総
領事館での査証発給が開始されている。

２．昨年７月、中国側より、江蘇省、浙江省、山東
省、遼寧省、天津市について地域拡大の要望が出され
ている
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　中国国民訪日団体観光旅行の査証発給対象地域の拡大にあたっては、査
証発給を所掌する外務省、入国管理を所掌する法務省、国内の治安を担当
する警察庁、公安調査庁と協議する必要があり、更に中国国家旅游局等、
中国政府と協議をする必要がある。
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加世田
市

人と自然の
「往来」地域
再生構想

2097 2097040 125960

特殊自転車の一般
公道における通行
を可能とする関係
法令の特例措置

　市町村長が認めた指定期間及び指定区域
内において、特殊自転車（２人乗り自転車
及びベルタクシー等）の一般公道での通行
を可能とする道路交通関係法の特例措置

　本地域で実施するイベントの区域内及び指定し
たサイクリングコース内における特殊自転車（２
人乗り自転車及びベルタクシー等）の走行。

　一般公道を使用したイベントやサイクリング等
の事業を実施した場合、自転車の一般公道への乗
り入れは普通自転車に限定されることから、参加
者は健常者に限定され、幼児や高齢者、心身障害
者等の参加を阻害している。
　イベント等において、安全性を確保したうえで
一般公道においても特殊自転車の乗り入れを可能
にすることにより、本市が推進する自転車を活用
したまちづくりへの取り組みが容易となり、本地
域の活性化が図られる。

6

長崎県
東アジアとの
観光交流計画

2121 2121020 125970
中国人団体観光短
期滞在査証の発給
対象地域の拡大

現在、中国人団体観光ビザの発給対象地域
は、「北京市」、「上海市」、「広東省」
の３地域の住民に限られているが、天津
市、山東省、浙江省、江蘇省、遼寧省など
に発給対象地域を拡大していただきたい。

中国の人口は約１３億人であり、世界最大の人口
を有するため、観光市場の大きなマーケットとな
る。このため、現在ビザ発給地域が限定されてい
るが、これがさらに拡大すれば、中国からの観光
客が大幅に増大すると考えられる。これに伴い、
地域経済の活性化及び雇用創出が期待できる。

中国でのビザ発給地域が拡大されると観光客の大
幅な増加が見込まれるので提案する。

１．中国国民訪日団体観光旅行については、２０００
年６月の日中合意に基づき、同年９月から、査証（ビ
ザ）発給対象者を北京市、上海市、広東省の２市１省
の居住者に限定して中国国民の訪日団体観光旅行を開
始。
　当初、査証発給は、在北京日本大使館でのみ実施さ
れていたが、昨年２月６日より在上海総領事館での発
給が開始され、さらに昨年１２月１日からは在広州総
領事館での査証発給が開始されている。

２．昨年７月、中国側より、江蘇省、浙江省、山東
省、遼寧省、天津市について地域拡大の要望が出され
ている
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　中国国民訪日団体観光旅行の査証発給対象地域の拡大にあたっては、査
証発給を所掌する外務省、入国管理を所掌する法務省、国内の治安を担当
する警察庁、公安調査庁と協議する必要があり、更に中国国家旅游局等、
中国政府と協議をする必要がある。

ニセコ
町

公共施設住民
組織による運
営及び財産の
委譲

1378 1378010 125980
公共施設財産の住
民組織への委譲及
び運営

・公共施設財産の住民組織への財産及び管
理運営権限の委譲の円滑化
・地方公共団体事務の住民組織への事務委
譲の円滑化

○公共施設財産の住民組織への委譲及び運営の際
の地方自治法第244条及び244条の2、補助金等に
関する予算の執行の適正化に関する法律第22条の
適用除外。
○地方公共団体事務の住民組織への事務委譲
・蓄犬、野犬掃討、動物愛護事務
・一般廃棄物の収集及び処理事務
・道路の維持管理、除排雪に関する事務事業
・保育所、幼稚園、学童保育に関する事務事業
・産業政策の立案、事業実施に関する事務
・公営住宅の管理運営に関する事務
・上下水道の維持管理、運営に関する事務

補助金等により設置した公共施設財産を住民組織
へ委譲し、より柔軟かつ効率的な運営を図りたい
が、このような財産委譲をする場合、補助金返還
等を行なわなければならず、現実には、財政的負
担が厳しいため、円滑に進まない状況にある。
また、公共団体事務の一部に、住民組織へ移譲し
た方がより、効率的な運用が図られるものがある
が、個々の法律の制限があるため、事務委譲でき
ない状況にある。これら事務の委譲を一括して行
うことにより、更なる住民自治が図られ地域再生
につながるものと期待される。

道路法第13条、15条、16条

地方自治法第244条の２第３項

下水道法第３条（管理）

道路の管理は、道路法による道路管理者が行うこととされて
いる。（道路法13条、15条、16条）

昨年の地方自治法の改正において指定管理者制度が創設さ
れ、民間事業者等を指定管理者に指定することにより公の施
設の管理を行わせることが可能となったところ。
公営住宅の管理についても指定管理者に行わせることが可能
であるが、公営住宅制度は政策性が強いものであるため、入
居者の決定等公営住宅法上事業主体が行うこととされている
ものについては指定管理者に行わせることは適当ではない。

下水道法第３条：公共下水道の設置、改築、修繕、維持その
他の管理は、市町村が行うものとする。
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　道路の管理運営について、維持修繕の実施等の事実行為については、民間への委
託が可能である。

今年度中のなるべく早い時期に、公営住宅管理と指定管理者制度についての通知を
発出することとしている。

下水道法に基づく公共下水道の維持管理、運営に関する事務のうち、悪質下水の排
除規制、排水区域内の下水道の利用義務付け等の公権力の行使以外の事務について
は、既に相当部分が民間事業者に委託されているところであり、同法に基づく適正
な管理が可能な相手方であれば、住民組織等を排除するものではない。（下水道終
末処理場は、水質汚濁防止法に基づく特定施設であり、その管理運営には相当程度
の技術力が必要であることに留意する必要がある。）
　なお、公共下水道を廃止して、処理水の水質検査、排水区域内の利用義務付け等
の規制の緩い一般的な下水道施設に変更するという趣旨であれば、公共用水域の水
質保全に特に配慮した「特定環境保全公共下水道」として整備されたニセコ町の下
水道整備の趣旨を没却することになると考えている。

財団法
人本庄
国際リ
サーチ
パーク
研究推
進機構
／
学校法
人早稲
田大学

エコユーザー
の育成と参加
を通じた <自
律･循環>の地
域づくり

3043 3043020 125990

バイオエタノール
の製造・利用等に
関する研究開発補
助金の統合化

【バイオエタノール①】
●バイオエタノール及びバイオエタノール
混合燃料の製造・利用等に関わる各種研究
開発補助金の統合化
※バイオマス由来の｢エコ燃料｣（バイオエ
タノールとその混合燃料）の現行機器への
利用拡大に際しては、生成・製造技術や保
管・貯蔵技術の確立（経済性の成立等）、
機器使用部品の腐食調査や安全性等の技術
的な開発・検証と課題解決のほか、エコ燃
料の普及促進に向けた組織体制の構築及び
維持・運営、利用者優遇策の導入等を含め
たトータルシステムとしての包括的取り組
みが必要とされることから、各種の研究開
発補助金の統合化や各種普及施策等の関連
施策を集中した支援措置により、円滑な実
証実験の実施とこれによる普及拡大の迅速
化を期待することができる。

◆バイオマス由来のバイオエタノールを既存のガソリ
ンや重油等に混入して製造する｢エコ燃料｣を、本庄地
域内において実車・実機に導入し実際に活用すること
により、原料バイオマスの確保から収集・運搬、生成
プロセス技術、保管・貯蔵技術、供給インフラ整備、
利活用対象機器の整備、アフターケアなど、｢エコ燃
料｣の普及を促進し社会システムに定着させていくため
の総合的な実証研究を実施する。
◆具体的には、原料確保～燃料生成～燃料輸送・販売
～燃料利用機器・部品の製造・販売（整備・再利用を
含む）、燃焼装置管理（ボイラ等）などに関わる関連
事業者に、燃料消費者である一般家庭を含めた実証実
験の実施と並行して、地域的な｢エコ燃料｣の普及促進
のための組織（エコユーザー・ネットワーク）を設
置・運営する。
＊各種利用機器等の信頼性評価の実施による機器等の
改良および効率的利用の技術的ノウハウの開発を含
む。
◆こうした取り組みを進める中で、地域住民をはじめ
とするエコユーザーの育成と参加をさらに促進しつ
つ、地域内の資源循環に資するバイオマス利用を拡大
し、地球温暖化防止に寄与するカーボンニュートラル
のエネルギー利用を促すとともに、参加事業者にとっ
ての新規ビジネス機会を創出することが可能となり、
新規技術のみならず、先導的な社会システムとしての
新規性を創出することが期待される。

○バイオエタノール等のエコ燃料の開発・利用に
関わる現行の研究開発補助金は、制度上、原料バ
イオマスの種別や、技術開発及び普及促進などの
対象事業別に区分された利用条件が設定されてい
るが、本プロジェクトでは、本庄地域をフィール
ドとして、各種原料資源によるバイオエタノール
の生成から普及促進に向けた組織体制の整備及び
維持・運営等に至るトータルシステムの実証実験
を計画していることから、各種研究開発補助金の
統合により関連施策を集中した支援措置を受ける
ことによって、当該実証実験の円滑な実施とこれ
によるエコ燃料の普及拡大が図られるものと期待
される。

6

北竜町

「ひまわりの
まち　北竜
町」ブランド
確立による地
場農産物の生
産地ブランド
化

1034 1034010 126000
市街地再開発事業
の早期実現と要件
緩和

　ひまわりのまちかど整備構想は、未だ国
に補助要望を行う段階には至っておりませ
んが、平成９年度より商工会を中心に検討
を重ね、市街地総合再生基本計画の大臣承
認や優良建築物等整備事業やリノベーショ
ン補助金などの申請段階になりましたら、
敏速な事業認定を要望いたします。
　また、優良建築物等整備事業の整備要件
の中に「３階建て以上」とあるが、事業の
迅速な推進を図るため「将来３階建て以上
の増築計画」をもって事業認定していただ
くよう要望いたします。

　人口の流出、近隣都市への買い物客の流出、空
き店舗、老朽化店舗が多く、商業集積力不足によ
り回遊性の欠如・魅力に乏しい求心力のない市街
となっています。
　平成９年度より商工会が北竜町商業のあり方を
検討し、和市街地の再開発整備の必要性があると
の報告を受け、平成１３年度に北竜町市街地再生
基本計画を作成し、平成１４年度該当地権者にひ
まわりのまちかど整備への参加意見集約を行っ
た。平成１５年度は中核となる施設関係者との詰
めの打合せを行っています。
　ひまわりのまちかどでは、まちづくりとして
ファーマーズマーケット、ファーマーズカフェ、
ひまわりミュージアムなどの構想を策定中です。
この構想の中では、ひまわりインフォメーション
センターとしての機能も持ち合わせ、交流人口の
取り込みをはかる中で、地場農産物の提供を行い
生産地ブランド化をはかる予定です。
　ひまわりのまちかどは日常生活用品を確保する
店舗設置にとどまらず、アグリビジネスの創造・
展開の拠点施設として重要な位置を占めるもので
す。

　人口２，５００人余りの小さなまちにおいて
は、事業規模が大きいと思われるが、たとえ合併
になったとしてもまちが消滅するわけではなく、
住民が全部転居するわけでもなく、農家は土地が
あるため転出もままならず必ず人は残るわけで
す。ひまわりのまちを残すために、ひまわりのま
ちの唯一の生き残り策として実施するものです。

［優良建築物等整備事業制度要綱」（建設
省住街発第６３号平成６年６月２３日建設
省住宅局長通知）第４第四

優良建築物等整備事業の目的を達成するため、建築物
の基準を「地階を除く階数が原則として３階以上であ
ること」としている。

当初の検討要請に対し、担当省庁全て
が分類「６」と回答したため、当室にて検
討したところ、貴省が担当省庁と考えら
れることから、検討し回答されたい。

8

【優良建築物等整備事業について】
「地域再生構想の提案募集について」（内
閣官房地域再生推進室平成１５年１２月１
９日）において、「第1（２）ニ新たな補
助金や税措置の創設など、追加的な財政支
出を伴わないものであること。」とあるた
め。
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12 国土交通省 再検討要請

長野県
コモンズの視
点からの人づ
くり

1069 1069100 126010
職業能力開発施設
の教育訓練方法の
弾力化

職業能力開発施設の教育訓練方法にITを活
用した通信教育を採用する。この場合、職
業能力開発施設での訓練をもって資格取得
の要件を満たすものと認めている他の省庁
が所管する資格（自動車整備士等）につい
ても、当該教育訓練方法によってよいもの
とする。

職業能力開発施設の座学の教育訓練にインター
ネットを活用した手法を採用し、多忙な在職者に
利用しやすい環境を整え、社会人の再教育を推進
する。

学科に関する訓練を職業能力開発施設での座学に
限定する現行の方法では、資格取得を目指す在職
者の利用が不可能なため

当初の検討要請に対し、担当省庁全て
が分類「６」と回答したため、当室にて検
討したところ、貴省が担当省庁と考えら
れることから、検討し回答されたい。

6 提案は、厚生労働省所管の職業能力開
発施設に関するものである。

つくば
市

筑波研究学園
都市のリ
ニューアル及
びつくばエク
スプレスを活
用した地域活
性化構想

1388 1388060 126020
サイエンス型コン
ベンション観光都
市の創成

（施策の利便性の向上）
・つくばの魅力向上のための貴重な地域資
源である研究機関等の展示施設の充実及び
見学体制を整備するための予算措置の拡
充。
・見学，体験型観光農園，市民農園整備に
向けた研究成果の実証など研究機関等の連
携強化，アグリビジネスにおけるマーケ
ティング調査等支援体制づくり。
（各種施策の連携）
・市内に集積する研究機関等を周遊(学）
する見学コース等の設定による見学者誘致
のための各省庁（各独法）連携による支援
体制づくり及びフィルムコミッションへの
積極的な参加。・情報の共有化を促進する
ための各省庁（各独法）連携による支援体
制づくり
（権限委譲）
・土浦・つくばコンベンションビューロー
の公益法人化に伴う許認可権の県知事への
権限委譲。

　観光振興を事業目的とする法人化に係る権限の
委譲を基に，土浦・つくばコンベンションビュー
ローの公益法人化を促進し，組織の機能強化を図
る。

　土浦・つくばコンベンションビューローの公益
法人化を促進し，市内研究機関の連携強化によ
り，「つくば」が持つ特異性を発揮することで，
地域活性化を図る。

当初の検討要請に対し、担当省庁全て
が分類「６」と回答したため、当室にて検
討したところ、貴省が担当省庁と考えら
れることから、検討し回答されたい。

（施策の
利便性の
向上）中
予算措置
の拡充に
ついて８、
（各種施
策の連
携）２、
（権限委
譲）3

（施策の利便性の向上［予算措置］）｢地域再
生構想の提案募集について」（内閣官房地域
再生推進室平成１５年１２月１９日）におて、
『第１（２）ニ　新たな補助金や税措置の創設
など、追加的な財政支出を伴わないものであ
ること』とあるため。
（施策の連携）観光関係施策については、平
成15年7月31日にとりまとめられた「観光立国
行動計画」に基づいて、関係省庁が緊密に連
携しながら進めていくこととしている。また、各
地方支分部局において、一地域一観光、全国
都市再生、構造改革特区の連携により、地域
づくり、地域再生を省庁横断的に推進していく
ため、関係省庁、地方公共団体、経済団体等
が連携を図る共通プラットフォームの設置を
進める。
（権限委譲）国際観光に関する事業を継続的
に実施する法人の活動については、国の国
際観光振興に関わる施策と整合性をとりつつ
実施される必要があるため、当該法人の設立
については、国土交通大臣が所管する必要
がある。なお、観光関係法人であって、国際
観光以外の振興に関する事業を行う法人は、
現行でも、都道府県知事の所管である。

中津江
村

２００海里の
森・サッカー
と笑顔の村づ
くり事業

2061 2061030 126030
補助金交付要綱の
改正（特殊改良一
種工事の復活）

特殊改良事業については、現在道路事業に
係る補助金の整理合理化を図るという趣旨
から廃止されていますが、地方においては
事業実施ができることとする。

（実施内容）　　　　　　　　　　　　　村長が
管理する幹線村道において改良の必要が生じたと
きは、従来の規定にて事業を実施することができ
る。　　　　　　　　（効果）
現在は、補助制度の廃止により実施されていない
が、地方では小区間改良で対応できる箇所が多く
あり、事業の復活により住民の要望に答えられ
る。

　制度の復活により、単独事業での対応が回避さ
れ、小額にて事業の効果が図られるようになる。
整理合理化も必要なことであるが、地域のニーズ
も考慮され効率的で柔軟な事業採択を図るべきで
ある。

○道路整備費の財源等の特例に関する法律
第５条第１項
○緊急地方道路整備事業（みちづくり交付
金事業（地方道路整備臨時交付金））につ
いて
○国土交通省道路局所管国庫補助事業採択
基準

○みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）
では、地域の課題に対応して一定の地域で一体的に行
われる事業に対して交付金を交付する。
○特殊改良（北海道、沖縄、離島、奄美に限る）

当初の検討要請に対し、担当省庁全て
が分類「６」と回答したため、当室にて検
討したところ、貴省が担当省庁と考えら
れることから、検討し回答されたい。

5
みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時
交付金）により、現行制度でも特殊改良事
業は実施可能。

西郷町
観光を機軸に
交流・産業を
創出するまち

2066 2066140 126040
各種補助金・助成
金等の一体的活用

各種補助金・助成金の一体的活用を実施す
る。

現在、各種補助金・助成金はそれぞれの港湾・漁
業・観光・中心市街地等の各課で行われている。
結果として、助成金が細切れになる傾向にあるた
め、それぞれが有効な効果が得られづらい傾向に
ある。そのためで一体的に活用することでまちづ
くり事業を実施する。

補助金・助成金は、使用目的が細かく限定され、
細切れであるため、効果的な投資ができないのが
現状となっている。

当初の検討要請に対し、担当省庁全て
が分類「６」と回答したため、当室にて検
討したところ、貴省が担当省庁と考えら
れることから、検討し回答されたい。

ご要望の具体的内容に不明な部分があ
り、現時点で当省所管であるかを確認で
きないため

八尾市

駅前未利用大
規模国有地を
活用した地域
再生

2074 2074010 126050

国有財産法に基づ
く、国有地の普通
財産の譲与規定の
適用範囲の拡大

　国有財産法第２８条における普
通財産の譲与規定において、その
対象となる範囲を拡大すること。
　条件としては、東南海、南海地
震のおける推進地域に指定された
地域で、災害に強いまちづくりを
目標に地域再生計画を策定し、地
元自治体が、道路、公園、駅前広
場等の公共施設を整備する場合
は、譲与できるものとする。

当該国有地を広域経済の活性化及び雇用
創出のために、有効活用するためには、
現在の状態では、民間活力の導入を図る
ことは困難であり、地元自治体が、都市
基盤（道路、公園、駅前広場など）の整
備を実施することが必要条件となるが、
国有地の買取は、現在の財政状況では困
難である。そのため、国有地の無償譲渡
による支援措置があれば、都市基盤整備
事業を実施することができ、国有地の売
却についても、民間事業者等への売却に
よる商業施設等の導入が実現できる。

現行の国有財産法では、地元自治体がま
ちづくりのために、国有地に道路、公
園、駅前広場等の公共施設を整備する場
合であっても、買取しなければならない

財政法第９条
国有財産法第２８条

地方自治体が道路、公園、駅前広場等の公共施設を整
備する場合において、国有財産法上譲与できる規定は
ない。

当初の検討要請に対し、担当省庁全て
が分類「６」と回答したため、当室にて検
討したところ、貴省が担当省庁と考えら
れることから、検討し回答されたい。

3

　八尾空港西側跡地は、空港整備特別会
計の貴重な財産であり、また、「特別会計
の見直しについて」－基本的考え方と具
体方策－（平成１５年１１月１３日財政制度
等審議会財政制度分科会歳出合理化部
会）においても処分対象資産の早期処分
等により借入を縮減すべきとされていると
ころであり、当該跡地についても適正な対
価の下で処分すべきものである。

篠山市
観光の振興と
景観形成創出
事業

2143 2143010 126060

統一した様式の観
光標識・案内板の
設置を図るために
要する経費に対す
る補助金の創設と
財政支援

特色ある地域づくりを進めるためには、統
一した様式の観光標識や案内板の設置を図
ることが望ましいが、有効な補助金等の財
政的支援がないのが現状である。これにか
かる経費に対する補助金の創設と財政的支
援を行うことは、地域再生に資するものと
考える。

全国で市町村合併が進む中、合併先進地である篠
山市において、統一した様式の観光標識・案内板
の設置を行うことにより、単に観光地としてのＰ
Ｒにとどまらず、特色ある地域づくりの先進事例
となる。

特色ある地域づくりを進めるためには、統一した
様式の観光標識や案内板の設置を図ることが望ま
しいが、有効な財政的支援がない中で、市単独で
の事業実施は財政的に限界があるため、これにか
かる経費に対する補助金の創設と財政的支援を行
うことは、地域再生に資するものと考える。

当初の検討要請に対し、担当省庁全て
が分類「６」と回答したため、当室にて検
討したところ、貴省が担当省庁と考えら
れることから、検討し回答されたい。

8
｢地域再生構想の提案募集について」（内閣
官房地域再生推進室平成１５年１２月１９日）
において、『第１（２）ニ　新たな補助金や税措
置の創設など、追加的な財政支出を伴わない
ものであること』とあるため。

西郷町
観光を機軸に
交流・産業を
創出するまち

2066 2066130 126070
補助事業の採択基
準のローカルルー
ル策定

画一的な基準は離島のような地域には合わ
ないため、地域の実情に即したローカル
ルールを策定する。

全国画一的に採択基準により補助事業を行うので
はなく、補助事業のローカルルールを策定し、地
域の産業構造や立地条件に即した事業の展開や、
住民要望による“まちづくり”事業の推進を容易
にし、地域の活性化を図る。

補助事業の採択には費用対効果等数値の算出が求
められるが、離島という特殊性などにより、画一
的な基準ではクリアが困難な状況にある。費用対
効果だけでは計れない地域の特殊事情を考慮した
ローカルルールにより補助事業を有効活用する。

補助事業の採択基準は各事業の所管官庁において定め
られており、基準設定に際しては離島等の地域の実情
に即した配慮についても必要に応じて検討されている
ところである。

当初の検討要請に対し、担当省庁全て
が分類「６」と回答したため、当室にて検
討したところ、貴省が担当省庁と考えら
れることから、検討し回答されたい。

5
補助事業の採択基準は各事業の所管官庁に
おいて定められており、既に離島の実情に
即した規模要件の緩和などの措置が必要に
応じてなされているところである。
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